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一　

は
じ
め
に

（
１
）
研
究
の
背
景

　

子
ど
も
を
授
か
り
、
無
事
に
産
み
、
そ
し
て
育
つ
（
育
て
る
）
こ
と
は
、
古
今
東
西
を
問
わ
ず
重
要
な
関
心
事
で
あ
り
、
神
仏
に
祈

願
す
る
と
い
う
こ
と
も
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
祈
願
の
内
容
（
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
が
、
な
に
を
す
る
の
か
）
に
つ
い
て
は
、

多
種
多
様
で
あ
る
が
、
子
ど
も
の
無
事
な
成
長
を
願
う
祈
願
の
一
つ
と
し
て
、
子
ど
も
を
神
仏
の
子
ど
も
な
ど
に
し
て
成
長
を
願
う
習

俗
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
ト
リ
ゴ
・
ト
リ
コ
（
取
り
子
）
と
い
わ
れ
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
き
た
。

　

ト
リ
ゴ
に
つ
い
て
、
民
俗
学
研
究
所
（
編
）『
民
俗
学
辞
典
』
東
京
堂
、
一
九
四
六
年
で
は
、

昭
和
初
期
の
子
育
て
祈
願
に
み
る
ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
の
一
様
相

　
　
　

―
「
ア
ズ
ケ
」
ら
れ
る
写
真
の
意
味
―

山
川　

志
典
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取
子　

ト
リ
ゴ

実
の
親
子
関
係
で
な
い
も
の
が
、
親
子
の
約
束
を
す
る
場
合
の
一
つ
で
あ
る
。
関
東
・
東
北
地
方
で
よ
く
聞
か
れ
る
。
親
に
あ
た

る
も
の
は
取
親
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
古
文
献
に
は
往
々
あ
ら
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
現
在
で
は
岩
手
県
を
初
め
若
干
の
地
方
に

遺
っ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
子
が
生
ま
れ
て
間
も
な
く
、
特
に
そ
の
子
が
虚
弱
そ
う
に
見
え
る
と
き
と
か
今
ま
で
の
子
供
が
皆
弱

か
っ
た
り
、
早
く
死
ん
だ
り
し
た
場
合
に
、
座
頭
や
盲
巫
に
頼
ん
で
そ
の
取
子
と
な
る
風
が
あ
る
。
或
い
は
神
官
や
僧
侶
に
も
頼

む
。
ま
た
人
間
で
は
な
し
に
、
神
仏
そ
の
も
の
を
親
と
し
て
そ
の
取
子
と
な
る
例
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
神
仏
に
使
え
る
人
を

親
と
し
て
い
た
習
い
の
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
親
子
は
一
生
の
つ
き
あ
い
と
さ
れ
、
贈
答
の
義
理
・

挨
拶
を
固
く
守
る
。1

と
説
明
し
て
お
り
、
実
の
親
子
関
係
（
産
み
の
親
と
子
）
で
は
な
い
者
同
士
が
親
子
に
な
る
擬
制
的
親
子
関
係
の
習
俗
を
ふ
ま
え
、
宗

教
者
の
子
と
す
る
、
そ
し
て
、
神
仏
の
子
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
無
事
の
成
長
を
祈
願
す
る
習
俗
が
み
ら
れ
た

こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
ト
リ
ゴ
に
関
す
る
習
俗
に
つ
い
て
、
竹
内
利
美
は
、
子
ど
も
の
生
育
に
お
け
る
通
過
儀
礼
に
お
け
る
名
附
親
、
取
上
親
と

い
っ
た
産
み
の
親
以
外
の
人
物
を
親
と
す
る
仮
親
の
存
在
に
つ
い
て
述
べ
る
中
で
、「「
ひ
ろ
い
オ
ヤ
（
拾
親
）」
と
い
う
、「
特
殊
な
条

件
の
も
の
に
出
生
し
た
た
め
、
そ
の
成
育
に
は
不
安
が
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
生
児
を
仮
に
捨
て
て
、
他
人
に
拾
い
上
げ
て
も
ら
う
呪
的

習
俗
」2

と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

中
野
東
禅
は
、
ト
リ
ゴ
の
全
国
的
な
様
相
に
つ
い
て
、
昭
和
初
期
の
調
査
が
ま
と
め
ら
れ
た
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
か
ら
、

東
北
地
方
か
ら
九
州
ま
で
広
く
分
布
す
る
こ
と
、「
子
供
の
育
た
な
い
家
の
子
、
虚
弱
な
子
、
初
子
、
子
供
一
般
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
、

祈
願
と
し
て
「
何
か
を
約
束
し
た
り
、物
を
上
げ
た
り
、既
納
の
も
の
を
借
り
た
り
、護
符
を
受
け
た
り
、食
べ
物
を
絶
つ
、髪
を
納
め
る
、
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ボ
ウ
ズ
に
す
る
、
名
前
を
付
け
て
も
ら
う
、
弟
子
に
す
る
、
預
け
る
な
ど
の
方
法
」
を
と
り
「
年
数
を
限
り
、
親
の
勤
め
を
約
束
さ
せ

る
。
特
に
子
供
を
殴
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
う
も
の
が
多
い
。」
こ
と
、
願
い
を
託
す
神
仏
が
「
呑
竜
さ
ん
ま
た
は
そ
の
関
係
の
地
蔵
・

観
音
な
ど
と
、
鬼
子
母
神
や
、
神
社
な
ど
」
で
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
て
い
る3

。

　

石
川
県
金
沢
市
の
妙
運
山
真
成
寺
に
も
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
を
神
仏
の
子
ど
も
な
ど
に
し
て
成
長
を
願
う
習
俗
が
伝
え
ら
れ
て
き

た
。
日
蓮
宗
に
属
す
る
同
寺
は
、
寛
文
十
一
（
一
六
七
一
）
年
に
現
在
地
に
建
立
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ4

、
鬼
子
母
神5

が
祀
ら
れ
て
い

る6

。
真
成
寺
で
は
、
オ
ア
ズ
ケ
（
お
預
け
）
と
い
う
祈
願
が
行
わ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
「
子
供
を
一
定
の
年
数
を
限
っ
て
鬼
子

母
神
さ
ん
に
「
お
預
け
」
し
て
守
っ
て
も
ら
う
。（
中
略
）「
お
預
け
」
す
る
場
合
は
、
子
供
の
写
真
を
寺
に
持
参
し
裏
面
に
生
年
月
日

と
氏
名
を
書
い
て
寺
に
納
め
る
。」7

と
さ
れ
て
い
る8

。

　

今
日
に
お
い
て
も
オ
ア
ズ
ケ
は
行
わ
れ
て
お
り
、
年
に
数
件
写
真
が
納
め
ら
れ
て
い
る9

。
写
真
は
、
鬼
子
母
神
を
は
じ
め
と
す
る

仏
像
の
前
や
読
経
を
す
る
場
所
に
納
め
ら
れ
、
毎
月
八
日
の
鬼
子
母
神
の
縁
日
に
は
参
詣
者
が
集
う
。

　

こ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
写
真
と
い
う
明
治
以
降
に
広
ま
っ
た
近
代
的
な
物
が
な
ぜ
必
要
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

子
ど
も
の
姿
が
写
っ
た
写
真
は
、
子
育
て
祈
願
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
、
写
真
に
は
ど
の
よ
う

な
願
い
や
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
疑
問
を
起
点
に
し
、
子
ど
も
を
神
仏
の
子
ど
も
な
ど
に
し
て
成
長
を
祈
願
す
る
習
俗
の
全
国
的
な
様
相
と
、
真
成
寺
の
オ
ア
ズ

ケ
に
お
け
る
写
真
の
意
味
に
つ
い
て
本
稿
で
は
考
え
て
み
た
い
。

（
２
）
先
行
研
究
と
目
的

　

ト
リ
ゴ
習
俗
の
実
態
を
解
明
し
た
研
究
と
し
て
、
中
野
東
禅
は
、
新
潟
県
内
の
三
寺
院
の
事
例
と
し
て
、
地
蔵
菩
薩
と
ト
リ
ゴ
（
事
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例
で
は
と
り
こ
）の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。そ
の
中
で
、「
と
り
こ
を
依
頼
す
る
形
は
二
つ
あ
り
、一
つ
は
今
日
か
ら
何
年
間
と
言
う
形
と
、

学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
と
か
何
歳
ま
で
と
い
う
形
で
あ
る
。」10

と
、
年
限
を
区
切
っ
て
願
を
か
け
る
と
い
う
祈
願
の
仕
方
を
記
し
て
い

る
。　

　
『
群
馬
県
史
資
料
編
25	

民
俗
１
』
群
馬
県
、
一
九
八
四
年
で
は
、「
ト
リ
ゴ
」
の
項
目
で
、「
取
子
と
は
社
寺
の
お
弟
子
と
か
子
ど
も

に
し
て
も
ら
う
こ
と
」
と
述
べ
て
お
り
、日
蓮
宗
寺
院
で
祀
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
ト
リ
ゴ
を
中
心
に
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
こ
で
は
、「
太
田
市
の
大
光
院
の
呑
竜
様
に
願
を
か
け
た
子
供
を
「
七
つ
坊
主
」「
呑
竜
坊
主
」
と
呼
ん
だ
が
、
こ
れ
も
ト
リ
ゴ
と
同

じ
で
あ
る
。」11

と
し
て
い
る
。
こ
の
「
呑
竜
様
」
と
は
、
弘
治
二
（
一
五
五
六
）
年
か
ら
元
和
九
（
一
六
二
三
）
年
に
か
け
て
実
在
し

た
浄
土
宗
の
僧
侶
、
呑
竜
（
龍
）
上
人
の
こ
と
で
あ
る
。
呑
竜
は
、
捨
て
子
や
貧
し
い
家
の
子
ど
も
を
弟
子
と
し
て
養
育
す
る
な
ど
、

子
ど
も
を
大
切
に
し
た
話
が
伝
わ
り
、「
子
育
て
呑
竜
」
と
し
て
、
没
後
も
子
育
て
、
子
ど
も
の
守
護
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る12

。

　

ま
た
、
内
野
久
美
子
は
、
鬼
子
母
神
が
安
産
、
子
安
、
子
育
て
と
い
っ
た
信
仰
の
対
象
と
な
り
、
民
衆
へ
広
が
る
過
程
を
考
察
す
る

中
で
、鬼

子
母
神
を
祀
る
各
寺
で
は
、
七
つ
坊
主
・
弟
子
入
り
・
ぞ
う
り
取
り
と
呼
ば
れ
る
風
習
が
あ
る
。
親
は
子
供
が
七
歳
く
ら
い
に

な
る
ま
で
子
供
の
頭
を
丸
く
そ
り
、「
鬼
子
母
神
様
の
子
供
に
し
て
い
た
だ
き
」、
そ
の
加
護
の
も
と
で
子
供
の
安
ら
か
な
成
長
を

見
守
っ
た
。13

と
、
子
ど
も
を
坊
主
頭
に
し
て
「
鬼
子
母
神
の
子
供
に
す
る
」
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
祈
願
を
託
す
神
仏
は
地
蔵
、
呑
竜
、
鬼
子
母
神
な
ど
多
様
で
は
あ
る
も
の
の
、
子
ど
も
を
神
仏
の
子
ど
も
な
ど
に
し

て
無
事
の
成
長
を
願
う
習
俗
は
日
本
に
お
い
て
広
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お

い
て
は
、
個
別
の
地
域
や
社
寺
、
神
仏
に
注
目
し
た
事
例
の
報
告
や
研
究
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
子
ど
も
を
神
仏
の
子
ど
も
な
ど
に
し
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て
無
事
の
成
長
を
願
う
習
俗
を
総
括
的
に
扱
っ
た
研
究
は
、
わ
ず
か
に
中
野
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
地
域
ご
と
の
相
違
や

特
徴
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
具
体
的
な
祈
願
に
か
か
る
行
為
に
注
目
し
た
整
理
は
な
さ
れ
て
い

な
い
。

　

よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
昭
和
初
期
に
お
け
る
全
国
的
な
産
育
習
俗
の
調
査
で
あ
る
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
に
報
告
さ
れ
た
事

例
か
ら
、
子
育
て
祈
願
に
お
け
る
神
仏
と
子
ど
も
の
関
係
と
祈
願
時
の
行
動
に
注
目
し
、
全
国
的
な
状
況
を
概
観
す
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
特
徴
的
な
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
石
川
県
金
沢
市
の
真
成
寺
の
オ
ア
ズ
ケ
の
昭
和
初
期
の
状
況
に

つ
い
て
現
地
調
査
の
結
果
を
も
と
に
考
察
す
る
。

　

な
お
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
を
神
仏
の
子
ど
も
な
ど
に
し
て
無
事
の
成
長
を
願
う
習
俗
の
こ
と
を
「
ト
リ
ゴ
」
と
呼
ぶ

こ
と
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
呼
称
に
は
地
域
的
な
特
色
が
み
ら
れ
、
西
日
本
で
は
「
あ
ず
け
子
」「
あ
ず
け
る
」

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
と
称
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

二　
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
に
み
る
ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
の
様
相

（
１
）『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
に
つ
い
て

　
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
は
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
皇
太
子
（
現
：
上
皇
）
誕
生
を
記
念
し
て
設
立
さ
れ
た
、
恩
賜
財

団
愛
育
会
（
現
：
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
）
の
記
念
事
業
と
し
て
、
柳
田
國
男
の
提
言
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
調
査
が
元
に
な
っ
て
い

る
。
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
に
全
国
（
現
在
の
四
十
七
都
道
府
県
お
よ
び
樺
太
、
台
湾
、
南
洋
群
島
）
の
民
俗
研
究
者
等
に
委
嘱
し

て
、
妊
娠
、
出
産
、
育
児
に
関
す
る
調
査
を
行
な
っ
た
。
大
藤
ゆ
き
に
よ
る
と
、
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
ま
で
の
間
に
五
千
枚
に
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達
す
る
原
稿
の
回
答
が
得
ら
れ
た
と
い
う14

。
こ
れ
を
、
橋
浦
康
雄
が
編
纂
し
、
戦
争
に
よ
る
中
断
を
経
て
、
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）

年
に
出
版
さ
れ
た
。

　

各
地
の
調
査
員
ご
と
に
回
答
の
仕
方
の
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
、
箇
条
書
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
や
、
一
定
の
地
域
を
ま
と
め
て
報
告

し
て
い
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。
厳
密
に
は
均
一
的
な
事
例
の
報
告
と
は
言
い
難
い
が
、
昭
和
初
期
の
時
点
に
お
け
る
産
育
習
俗
を
全
国

的
に
集
め
た
貴
重
な
報
告
で
あ
り
、
ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
の
事
例
が
み
ら
れ
、
子
育
て
祈
願
に
お
け
る
神
仏
と
子
ど
も
の
関
係
に
つ
い

て
把
握
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
本
稿
で
扱
う
こ
と
と
し
た
。

（
２
）
調
査
方
法

　

ま
ず
、『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
内
の
「
子
育
て
祈
願
」
の
報
告
か
ら
、
ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
の
事
例
を
収
集
し
た
。
そ
の
際
、

（
１
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
の
記
述
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
明
ら
か
に
別
個
の
事
例
と
判

断
で
き
る
記
述
は
分
け
て
扱
う
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、今
回
は
、「
ト
リ
ゴ
」「
ト
リ
コ
」「
取
子
」「
あ
ず
け
子
」
と
い
っ
た
呼
称
や
、「
神

様
の
子
ど
も
に
す
る
」「
子
ど
も
を
預
け
る
」「
弟
子
に
す
る
」
と
い
っ
た
神
仏
の
子
ど
も
な
ど
に
す
る
と
判
断
で
き
る
記
載
が
明
確
に

あ
る
事
例
を
扱
う
こ
と
と
し
た15

。

　

そ
の
う
え
で
、
抽
出
で
き
た
事
例
か
ら
、
ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
の
具
体
的
な
祈
願
の
内
容
と
全
国
的
な
分
布
に
み
る
特
徴
に
つ
い
て

と
り
ま
と
め
た
。

（
３
）
結
果

①	

具
体
的
な
祈
願
の
手
順
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『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
の
子
育
て
祈
願
は
、
全
部
で
三
七
三
件
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
に
該
当
す
る
事

例
は
六
十
四
件
（
文
末
表
一
）
あ
り
、
全
体
で
二
割
程
度
み
ら
れ
た
。

　

ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
の
事
例
を
概
観
す
る
と
、
祈
願
に
つ
い
て
一
定
の
手
順
が
想
定
さ
れ
た
。

　

ま
ず
、
対
象
と
な
る
子
ど
も
は
、
病
気
で
あ
る
（
No.	

1
、
57
な
ど
）、
初
子
（
No.	

５
な
ど
）、
弱
い
子
（
No.	

30
、
48
な
ど
）、
や
か
ま

し
い
（
No.	

58
）
と
い
っ
た
成
育
に
お
い
て
な
に
か
し
ら
の
不
安
を
持
つ
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
特
段

子
ど
も
に
条
件
が
付
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
み
ら
れ
た
。

　

子
ど
も
が
神
仏
と
の
関
係
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
親
が
修
験
者
や
僧
侶
に
祈
禱
や
儀
式
を
依
頼
す
る
（
No.	

2
、
34
、
51
な
ど
）
し
、

そ
の
際
に
、
子
ど
も
の
身
代
わ
り
と
な
る
物
を
奉
納
（
No.	

13
、
62
）
し
た
り
、
護
符
や
数
珠
な
ど
子
ど
も
を
守
る
物
を
授
与
さ
れ
た

り
（
No.	

18
、
29
な
ど
）
す
る
。
ま
た
、
氏
子
と
な
っ
た
り
（
No.	

35
な
ど
）、
講
に
入
っ
た
り
（
No.	

64
）
す
る
場
合
も
あ
る
。

　

神
仏
と
の
関
係
が
結
ば
れ
た
後
は
、永
続
的
な
関
係
を
も
つ
（
No.	

2
）
場
合
も
あ
る
が
、多
く
は
、三
歳
、五
歳
、七
歳
、十
五
歳
と
い
っ

た
子
ど
も
の
成
長
に
合
わ
せ
た
期
限
を
設
け
て
祈
願
す
る
（
No.	

6
、
11
、
21
な
ど
）。

　

期
限
を
設
け
て
い
る
場
合
、
そ
の
間
、
親
子
は
何
ら
か
の
決
ま
り
ご
と
が
課
せ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
毎
年
（
No.	

19
、

45
な
ど
）、毎
月
（
No.	

23
、56
な
ど
）
な
ど
定
期
的
に
参
詣
す
る
。
あ
る
い
は
、正
月
（
No.	

47
な
ど
）
や
、毎
月
八
の
つ
く
日
（
No.	

55
な
ど
）

の
よ
う
に
日
を
決
め
て
参
詣
す
る
場
合
も
あ
る
。
参
詣
以
外
に
は
、
子
ど
も
は
坊
主
頭
に
す
る
・
髪
を
の
ば
さ
な
い
（
No.	

6
、
12
な
ど
）

と
い
っ
た
姿
に
関
す
る
こ
と
や
、
親
は
子
ど
も
を
殴
ら
な
い
（
No.	
25
、
27
、
28
）、
た
け
の
こ
を
断
つ
（
No.	

7
）16

と
い
う
よ
う
に
、
行

為
の
禁
止
や
断
ち
物
も
あ
る
。
一
方
で
、祈
願
を
受
け
入
れ
た
寺
社
に
お
い
て
は
、修
験
者
や
僧
侶
が
祈
禱
す
る
（
No.	

2
、13
、64
な
ど
）

と
い
う
決
ま
り
ご
と
も
み
ら
れ
た
。

　

期
限
が
来
て
成
就
し
、
願
ほ
ど
き
と
な
る
と
、
親
子
が
お
礼
参
り
を
す
る
（
No.	
11
な
ど
）
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
際
に
、
お
礼
と
し
て
、
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千
粒
団
子（
No.	

26
）や
炒
り
豆（
No.	

58
）と
い
っ
た
特
定
の
食
べ
物
や
、

小
さ
な
剣
ま
た
は
草
履
（
No.	

41
）、
燈
籠
（
No.	

59
）、
ざ
く
ろ
（
の
木
）

（
No.	

60
、
63
）
い
っ
た
物
を
奉
納
す
る
場
合
が
あ
る
。

　

以
上
が
、
ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
に
見
ら
れ
る
祈
願
の
手
順
で
あ
る
。

②	

神
仏
と
子
ど
も
の
関
係
の
表
現

　
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
で
確
認
で
き
た
ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ

六
十
四
件
は
、
北
は
青
森
県
、
南
は
大
分
県
ま
で
、
現
在
の
日
本
国

内
四
十
七
都
道
府
県
の
う
ち
、
二
十
二
の
県
に
分
布
し
て
い
た
。
そ

の
う
ち
、
最
も
件
数
が
多
か
っ
た
県
が
長
崎
県
の
十
件
で
、
つ
い
で

福
岡
県
の
九
件
で
あ
っ
た
。
三
番
目
は
岐
阜
県
で
八
件
で
あ
り
、以
下
、

三
件
以
上
み
ら
れ
た
県
は
、
愛
知
県
が
五
件
、
佐
賀
県
が
四
件
、
神

奈
川
県
と
香
川
県
が
そ
れ
ぞ
れ
三
件
ず
つ
で
あ
っ
た
。
他
十
五
県
は

一
件
な
い
し
二
件
で
あ
っ
た
。

　

つ
ぎ
に
、
神
仏
と
子
ど
も
の
関
係
と
し
て
、
子
ど
も
を
神
仏
の
子

ど
も
な
ど
に
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
言
い
表
す
の
か
を
整
理
し
た

（
図
１
）。
ま
ず
、東
北
地
方
か
ら
新
潟
県
、関
東
地
方
に
か
け
て
は
「
ト

リ
ゴ
」
な
い
し
は
「
あ
げ
る
」
と
い
う
表
現
が
多
く
み
ら
れ
た
。
ま

た
福
島
県
、
新
潟
県
、
群
馬
県
で
は
「
弟
子
」
が
み
ら
れ
た
。
こ
の

　図 1.　トリゴ／アズケゴの分布　　
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う
ち
、
群
馬
県
の
事
例
は
呑
竜
上
人
と
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
「
ト
リ
ゴ
」
と
同
じ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、「
弟
子
」
の
表
現
と
「
ト
リ
ゴ
」
の
表
現
は
近
し
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
石
川
県
、
福
井
県
、
岐
阜
県
、
愛
知
県
お

よ
び
北
部
九
州
で
は
「
あ
ず
け
る
」「
あ
ず
け
子
」
の
表
現
が
多
く
み
ら
れ
た
。
三
重
県
か
ら
兵
庫
県
、
鳥
取
県
に
か
け
て
は
「
神
の

子
」「
上
人
様
の
子
」「
申
し
子
」
と
い
っ
た
直
接
的
に
神
仏
の
「
子
」
と
み
な
す
表
現
が
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に
四
国
で
は
神
社
の
「
氏

子
」
と
す
る
表
現
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
神
仏
と
子
ど
も
の
関
係
の
表
現
に
は
、
地
域
に
よ
っ
て
偏
り
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。

③
ト
リ
コ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
に
お
け
る
決
ま
り
ご
と

　

①
で
み
た
よ
う
に
、
ト
リ
コ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
は
、
祈
願
の
手
順
に
沿
っ
て
整
理
す
る
と
、

（
１
）
神
仏
と
子
ど
も
の
関
係
を
結
ぶ

（
２
）
一
定
期
間
必
要
な
行
動
を
す
る

（
３
）
成
就
の
お
礼
を
す
る

と
い
う
順
序
で
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
最
も
重
要
な
の
は
（
２
）
で
、子
ど
も
が
無
事
に
成
長
す
る
か
ど
う
か
が
未
だ
不
明
で
あ
り
、

成
就
の
た
め
何
ら
か
の
求
め
ら
れ
る
行
動
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
祈
願
の
期
間
中
に
求
め
ら
れ
る
行
動
（
決
ま
り
ご
と
）
に
つ
い
て
整
理

し
た
。

　

ま
ず
、
岩
手
県
に
は
親
子
に
永
久
の
信
仰
を
求
め
る
こ
と
で
、
修
験
者
が
毎
日
の
祈
禱
を
す
る
事
例
が
あ
っ
た
（
No.	

2
）。
群
馬
県
、

新
潟
県
に
は
子
ど
も
が
剃
髪
し
て
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
事
例
が
あ
っ
た
（
No.	

6
、
11
、
12
）。
ま
た
、
千
葉
県
に
は
期
間
中

た
け
の
こ
を
食
べ
な
い
と
い
う
断
ち
物
の
事
例
が
み
ら
れ
た
（
No.	

7
）。
さ
ら
に
、愛
知
県
に
は
「
神
の
子
と
な
る
の
で
、親
で
も
殴
っ

て
は
な
ら
な
い
。
誤
っ
て
殴
っ
た
り
す
る
と
、そ
の
子
が
死
ぬ
と
い
う
。」
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
（
No.	

25
、27
、28
）。
こ
の
場
合
、「
大
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切
な
子
で
し
か
も
よ
ほ
ど
弱
い
子
で
は
な
い
と
カ
ミ
ア
ズ
ケ
は
し
な
い
」（
No.	

25
）
と
い
う
記

述
か
ら
、
そ
の
決
ま
り
の
大
き
さ
が
推
し
量
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
な
ん
ら
か
の
日
常
生
活

に
関
わ
る
決
ま
り
ご
と
を
伴
う
祈
願
が
広
く
東
日
本
か
ら
中
部
地
方
に
か
け
て
み
ら
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
中
部
地
方
よ
り
西
側
に
お
い
て
は
、
月
三
回
、
毎
月
、
毎
年
な
ど
日
を
決

め
て
参
詣
を
繰
り
返
す
事
例
が
多
く
み
ら
れ
た
（
No.	

13
、
19
、
22
、
23
、
40
、
45
、
46
、
47
、

49
、
55
、
56
、
57
、
63
）。
定
期
的
な
参
拝
は
頻
度
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
日
常
生
活
に
関

わ
る
決
ま
り
ご
と
が
み
ら
れ
た
東
日
本
の
状
況
と
比
べ
る
と
、
比
較
的
軽
度
な
決
ま
り
ご
と
と

い
え
よ
う
。

　

石
川
県
の
事
例
（
No.	

13
）
は
、
親
子
は
毎
月
八
日
に
参
詣
す
る
と
し
て
い
る
が
、
祈
願
の

開
始
時
に
子
ど
も
の
写
真
を
奉
納
す
る
と
い
う
決
ま
り
ご
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
僧
侶
が

毎
日
の
祈
禱
を
す
る
と
し
て
い
た
。

（
４
）
考
察

　

以
上
、
神
仏
と
子
ど
も
の
関
係
性
の
呼
称
・
表
現
と
、
祈
願
に
お
け
る
決
ま
り
ご
と
の
観
点

か
ら
、
全
国
的
な
状
況
を
整
理
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
東
日
本
に
お
い
て
は
、「
ト
リ
ゴ
」「
あ
げ
る
」「
弟
子
」
と
い
う
呼
称
・
表
現

が
み
ら
れ
、
剃
髪
や
断
ち
物
と
い
っ
た
日
常
生
活
に
関
わ
る
比
較
的
負
担
の
あ
る
決
ま
り
ご
と

が
み
ら
れ
た
。

表１.　トリゴ／アズケゴの地域的特徴

地域 東日本 愛知県・石川県 西日本

神仏と子どもとの
関係の表現

・トリゴ	
・あげる	
・弟子

・カミアズケ　　
・あずける　　　　

・あずけ子	
・あずける	
・神の子、申し子	
・氏子

祈願における
決まりごと

・永久の信仰	
・剃髪	
・断ち物

・子どもの頭を叩かない	
・写真を納める

・定期的な参詣
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一
方
、
西
日
本
に
お
い
て
は
、
地
域
毎
の
特
徴
を
持
ち
な
が
ら
、「
あ
ず
け
子
」「
あ
ず
け
る
」
と
い
う
呼
称
・
表
現
が
み
ら
れ
、
定

期
的
に
参
詣
す
る
と
い
う
、
日
常
生
活
に
あ
ま
り
関
わ
り
が
な
く
、
比
較
的
負
担
の
少
な
い
決
ま
り
ご
と
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、「
あ

ず
け
る
」
と
し
て
い
て
も
、
愛
知
県
で
は
「
カ
ミ
ア
ズ
ケ
」
と
も
呼
ば
れ
、「
子
ど
も
を
殴
ら
な
い
」
と
い
う
、
日
常
生
活
に
関
わ
る

決
ま
り
ご
と
が
あ
る
事
例
が
み
ら
れ
た
。
加
え
て
、
石
川
県
の
事
例
は
、
定
期
的
な
参
詣
以
外
に
写
真
を
納
め
る
と
い
う
決
ま
り
ご
と

が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
直
接
日
常
生
活
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、
当
時
貴
重
な
写
真
を
納
め
る
と
い
う
経
済
的
負
担
の
あ
る
決
ま
り
ご

と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
愛
知
県
・
石
川
県
の
事
例
は
、「
あ
ず
け
る
」
関
係
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
定
の
負
担
が
あ
る
決
ま
り
ご

と
が
み
ら
れ
、
東
西
の
中
間
的
な
事
例
と
位
置
付
け
ら
れ
る
（
表
一
）。

三　

子
育
て
祈
願
に
お
け
る
写
真
の
意
味
―
石
川
県
金
沢
市
真
成
寺
の
オ
ア
ズ
ケ
―

（
１
）
真
成
寺
の
産
育
信
仰

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
石
川
県
金
沢
市
に
あ
る
妙
運
山
真
成
寺
は
、
鬼
子
母
神
を
祀
っ
て
お
り
、
金
沢
市
域
を
中
心
に
子
授
け
・

子
育
て
の
信
仰
（
産
育
信
仰
）
の
場
と
な
っ
て
き
た
。
同
寺
に
は
、
江
戸
期
よ
り
子
授
け
・
子
育
て
の
祈
願
や
祈
願
成
就
の
お
礼
と
し

て
、
多
種
多
様
か
つ
多
数
の
品
々
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
子
ど
も
の
着
物
類
、
履
物
、
絵
馬
、
柄
杓
等
九
六
六
点
が
「
真

成
寺
奉
納
産
育
信
仰
資
料
」
と
し
て
、
昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年
に
国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　
「
真
成
寺
奉
納
産
育
信
仰
資
料
」
内
に
は
、『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
の
事
例
報
告
に
み
ら
れ
た
、
オ
ア
ズ
ケ
に
関
す
る
写
真
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
文
化
財
指
定
時
の
調
査
を
基
と
し
た
金
沢
市
教
育
委
員
会
『
金
沢
市
文
化
財
紀
要
39	

重
要
有
形
民
俗

文
化
財　

真
成
寺
産
育
信
仰
資
料
』
金
沢
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三
年
で
は
、
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子
供
を
一
定
の
年
数
を
限
っ
て
鬼
子
母
神
さ
ん
に
「
お
預
け
」
し
て
守
っ
て
も
ら
う
。
年
限
は
10
歳
・
15
歳
・
18
歳
な
ど
で
切
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
男
子
の
場
合
は
徴
兵
検
査
ま
で
、
女
子
は
お
嫁
に
行
く
ま
で
と
限
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
期
限
が
終

わ
っ
て
無
事
成
長
す
る
と
、
満
期
の
御
礼
と
し
て
金
銭
で
は
な
く
、
提
灯
を
奉
納
し
た
。（
中
略
）
子
供
が
健
康
に
育
つ
よ
う
に

と
願
っ
て
鬼
子
母
神
さ
ん
に
預
け
る
習
俗
は
今
も
続
い
て
い
る
。
普
通
「
お
預
け
」
す
る
場
合
は
、
子
供
の
写
真
を
寺
に
持
参
し

裏
面
に
生
年
月
日
と
氏
名
を
書
い
て
寺
に
納
め
る
。
現
代
の
よ
う
に
手
軽
に
写
真
を
写
せ
な
か
っ
た
時
代
に
は
人
形
を
子
供
の
代

り
に
預
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。17

　

と
オ
ア
ズ
ケ
に
写
真
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、写
真
は
人
形
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
「
子
供
の
代
り
」

で
あ
る
と
す
る
。
同
様
の
見
解
は
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
『
祈
り
・
忌
み
・
祝
い
―
加
賀
・
能
登
の
人
生
儀
礼
―
』
石
川
県
立
歴
史
博

物
館
、
一
九
九
三
年
で
報
告
さ
れ
て
お
り
、
真
成
寺
の
他
の
奉
納
物
と
共
に
「
お
預
け
人
形
・
写
真
」
と
し
て
、

生
児
の
健
や
か
な
成
育
を
願
い
、
子
供
の
身
代
に
人
形
や
這
子
（
サ
ル
コ
）、
わ
が
子
の
写
真
を
真
成
寺
に
「
お
預
け
」
し
て
守

護
し
て
も
ら
っ
た18

と
「
子
供
の
身
代
」
と
説
明
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
小
林
忠
雄
は
、
金
沢
に
お
け
る
写
真
の
民
俗
を
論
ず
る
中
で
真
成
寺
に
奉
納
さ
れ
た
写
真
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、

こ
こ
で
は
「
お
預
か
り
」
と
称
し
て
、
子
供
の
着
物
を
奉
納
し
、
鬼
子
母
神
の
木
像
に
着
せ
、
祈
禱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
子

の
無
事
成
長
を
祈
願
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
成
人
に
達
す
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
。
こ
の
「
お
預
か
り
」
の
着
物
の
代
わ
り
に
い
つ

し
か
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
肖
像
写
真
で
、
真
成
寺
の
本
堂
の
正
面
と
左
隅
に
山
と
積
ま
れ
て
い
る
。19

と
着
物
が
写
真
へ
代
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る20

。
た
だ
し
、
金
沢
市
教
育
委
員
会
『
金
沢
市
文
化
財
紀
要
39	

重
要
有
形

民
俗
文
化
財　

真
成
寺
産
育
信
仰
資
料
』
金
沢
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三
年
で
は
、
着
物
に
つ
い
て
は
一
部
が
「
預
け
子
の
満
期
御
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礼
に
奉
納
さ
れ
た
り
し
た
も
の
」21

で
あ
る
と
し
て
お
り
、
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

　

真
成
寺
で
は
現
在
も
年
数
件
、
オ
ア
ズ
ケ
の
写
真
が
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
先
行
研
究
内
で
は
堂

内
に
写
真
を
納
め
る
た
め
の
イ
ロ
ハ
順
の
棚
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、現
存
し
て
い
な
い22

。
オ
ア
ズ
ケ
の
期
間
が
あ
け
る
と
、

数
は
少
な
い
も
の
の
、成
就
の
お
礼
と
し
て
衣
類
を
納
め
る
人
も
い
る
。
筆
者
の
調
査
時
（
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
十
一
月
八
日
）

に
は
オ
ア
ズ
ケ
期
間
中
の
方
に
は
出
会
え
な
か
っ
た
が
、
か
つ
て
オ
ア
ズ
ケ
を
し
た
方
や
オ
ア
ズ
ケ
を
さ
れ
て
無
事
に
成
長
さ
れ
た
と

い
う
方
の
参
詣
が
み
ら
れ
た
。

（
２
）
オ
ア
ズ
ケ
の
写
真

　

真
成
寺
に
納
め
ら
れ
た
写
真
は
、
先
述
の
よ
う
に
仏
像
の
前
や
読
経
を
す
る
場
所
に
現
在
あ
る
も
の
の
、
一
部
の
写
真
に
つ
い
て
は
、

別
途
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
や
展
示
に
伴
っ
て
移
さ
れ
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。　

　

こ
の
写
真
の
中
か
ら
、『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
が
刊
行
さ
れ
た
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
を
中
心
と
し
て
昭
和
八
（
一
九
三
三
）

〜
十
二
（
一
九
三
七
）
年
の
五
年
間
に
奉
納
さ
れ
た
子
ど
も
（
二
〇
歳
以
下
）
が
写
っ
た
写
真
三
十
八
点23

を
確
認
し
た
。

　

ま
ず
、
奉
納
さ
れ
た
写
真
に
は
、
当
時
の
住
職
と
思
わ
れ
る
同
一
人
物
の
筆
跡
で
紙
の
付
箋
（
縦
五
cm
×
横
二
cm
程
度
）
が
そ
れ
ぞ

れ
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
奉
納
年
月
日
、
氏
名
、
オ
ア
ズ
ケ
開
始
時
の
年
齢
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
お
預
け
の
期
間
（
例
：
〇
歳

ま
で
）
や
性
別
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
複
数
の
人
物
が
写
さ
れ
て
い
る
写
真
に
お
い
て
も
、
オ
ア
ズ
ケ
の
対
象
と
な
る
人

物
の
み
の
氏
名
等
の
情
報
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
写
真
と
付
箋
は
、
オ
ア
ズ
ケ
の
対
象
者
が
誰
で
あ
る
の
か
を
特

定
す
る
こ
と
を
目
的
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
一
枚
の
写
真
に
複
数
人
が
写
り
オ
ア
ズ
ケ
さ
れ
て
い
る
場
合
（
二
名
同
時
が

三
枚
）
が
あ
り
、
オ
ア
ズ
ケ
さ
れ
た
子
ど
も
は
、
全
部
で
四
十
一
人
で
あ
っ
た
。
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次
い
で
、
付
箋
の
情
報
か
ら
オ
ア
ズ
ケ
時
の
子
ど
も
の
年
齢
を
み
る
と
、
最
も
幼
い
子
は
一
歳
で
五
人
み
ら
れ
た
。
二
歳
が
五
人
、

三
歳
が
九
人
と
、
三
歳
ま
で
が
計
十
九
人
と
約
半
数
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
後
、
四
歳
〜
七
歳
が
十
一
人
、
八
歳
〜
一
〇
歳
が
二
人
、

十
〜
十
四
歳
が
二
人
と
年
齢
に
合
わ
せ
て
少
な
く
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
十
五
歳
〜
十
九
歳
が
七
人
と
十
代
後
半
が
一
定
数
み
ら
れ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
オ
ア
ズ
ケ
は
必
ず
し
も
出
生
直
後
や
比
較
的
幼
い
子
ど
も
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
必
要
が
生
じ
た

場
合
、
あ
る
程
度
成
長
し
た
子
ど
も
も
オ
ア
ズ
ケ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
写
真
に
は
撮
影
日
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
た
。
そ
れ
を
み
る
と
、
写
真
に
写
っ
た
姿
か
ら
推
測
さ
れ
る
年
齢
や

写
真
が
撮
影
さ
れ
た
日
付
と
、
付
箋
に
記
さ
れ
た
オ
ア
ズ
ケ
開
始
時
の
年
齢
に
違
い
が
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
違
い
は
数
ヶ

月
の
も
の
も
あ
っ
た
が
、
よ
り
長
い
期
間
も
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
に
奉
納
さ
れ
た
女
児
の
場
合
、
オ
ア
ズ

ケ
時
の
年
齢
は
六
歳
だ
が
、
写
真
の
台
紙
裏
面
に
は
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
の
三
歳
の
時
に
撮
影
し
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
オ
ア
ズ

ケ
の
三
年
前
に
撮
影
し
た
写
真
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
オ
ア
ズ
ケ
時
の
年
齢
が
五
歳
と
書
か
れ
て
い
た
が
、
写
真
の
姿
は
乳
児
の
写
真
も

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
奉
納
さ
れ
た
写
真
が
必
ず
し
も
オ
ア
ズ
ケ
を
目
的
と
し
て
撮
影
さ
れ
た
写
真
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が

え
た
。

　

そ
こ
で
、
写
真
に
写
っ
て
い
る
人
物
や
物
品
を
み
て
み
る
と
、
オ
ア
ズ
ケ
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
だ
け
が
写
っ
た
写
真
が
み
ら
れ
た

一
方
で
、
母
親
と
思
わ
れ
る
女
性
と
子
ど
も
が
一
緒
に
写
っ
た
写
真
や
、
オ
ア
ズ
ケ
さ
れ
な
い
き
ょ
う
だ
い
と
共
に
撮
影
さ
れ
た
写
真

も
み
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
子
ど
も
だ
け
の
写
真
は
、
生
後
間
も
な
い
子
ど
も
の
場
合
、
上
等
な
布
と
思
わ
れ
る
お
く
る
み
に
包
ま
れ

た
姿
が
多
く
み
ら
れ
た
。
あ
る
程
度
の
年
齢
に
達
し
た
子
ど
も
の
場
合
は
、
冠
を
被
っ
て
い
る
、
袴
を
つ
け
て
い
る
、
あ
る
い
は
し
っ

か
り
と
し
た
洋
装
、
学
生
服
、
化
粧
を
し
て
い
る
な
ど
、
人
生
儀
礼
に
お
け
る
晴
着
や
そ
れ
に
類
す
る
姿
（
正
装
）
で
あ
っ
た
。
加
え

て
、
そ
の
背
景
や
調
度
品
の
様
子
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
が
写
真
館
で
撮
影
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
写
真
は
、
人
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生
の
節
目
に
記
念
と
し
て
撮
影
し
た
記
念
写
真
と
み
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
物
と
し
て
写
真
の
状
態
に
着
目
し
て
み
る
と
、
写
真
館
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
は
、
写
真
館
の
紙
製
台
紙
に
嵌
め
込
ま
れ
た

も
の
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
裏
面
に
糊
の
跡
や
別
の
紙
か
ら
剥
が
し
た
跡
が
あ
る
写
真
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
写
真
は
、
撮
影
後
家
族

の
手
元
で
保
管
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
と
み
て
と
れ
る
。

　

ま
と
め
る
と
、
写
真
は
、
子
ど
も
の
成
長
の
記
録
や
家
族
の
思
い
出
と
し
て
家
庭
で
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
オ
ア
ズ
ケ
の
必
要
が
生

じ
た
た
め
に
ア
ル
バ
ム
等
か
ら
剝
が
さ
れ
て
真
成
寺
へ
納
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る24

。

（
３
）
考
察

①
真
成
寺
の
オ
ア
ズ
ケ
の
手
順

　

以
上
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
真
成
寺
の
オ
ア
ズ
ケ
は
下
記
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
子
ど
も
が
病
気
に
罹
る
な
ど
成
長
に
不
安
を
感
じ
、
オ
ア
ズ
ケ
の
必
要
が
生
じ
た
際
に
、
家
族
は
、
こ
れ
ま
で
撮
影
し
手
元

に
保
管
し
て
あ
っ
た
写
真
の
中
か
ら
、
子
ど
も
が
写
っ
て
い
る
写
真
を
選
び
、
そ
の
写
真
を
台
紙
ご
と
、
時
に
は
ア
ル
バ
ム
か
ら
剝
が

し
て
真
成
寺
へ
持
参
す
る
。　

　

真
成
寺
で
は
、
住
職
が
そ
の
写
真
を
受
け
取
り
、
そ
の
際
オ
ア
ズ
ケ
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
氏
名
、
年
齢
、
性
別
等
を
聞
き
取
り
、

そ
れ
を
付
箋
に
書
い
て
写
真
に
貼
り
付
け
る
。
そ
し
て
、
住
職
は
期
間
中
日
々
鬼
子
母
神
に
祈
禱
す
る
。

②
オ
ア
ズ
ケ
に
お
け
る
写
真
の
意
味　

	

　

写
真
に
は
子
ど
も
の
姿
が
映
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
氏
名
や
年
齢
が
書
き
添
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
個
人
の
特
定
が
明
確
に
な
る
。
誰

な
の
か
が
す
ぐ
に
わ
か
る
写
真
は
、
そ
の
子
ど
も
が
鬼
子
母
神
に
オ
ア
ズ
ケ
さ
れ
て
い
る
子
で
あ
る
こ
と
を
特
定
す
る
意
味
が
あ
る
と
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考
え
ら
れ
る25

。

　

真
成
寺
の
オ
ア
ズ
ケ
に
お
け
る
写
真
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
や
報
告
で
は
、
子
ど
も
の
「
代
り
」
や
「
身
代
」
と

説
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
か
わ
り
」
に
つ
い
て
、
オ
ア
ズ
ケ
の
手
順
を
ふ
ま
え
て
解
釈
す
る
と
、
写
真
に
よ
っ
て
個
人
が
特
定
さ
れ
、

そ
れ
が
鬼
子
母
神
の
下
に
い
る
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
を
示
す
意
味
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
写
真
は
、
子
ど
も
が
鬼
子
母
神
に
守
ら
れ
て
い
る
証
拠
と
し
て
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。	

　

オ
ア
ズ
ケ
は
、
子
ど
も
の
成
長
に
不
安
を
持
っ
た
家
族
が
無
事
を
願
っ
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
年
齢
や
オ
ア
ズ
ケ
の
期
間
と
い
っ
た

条
件
は
個
々
人
で
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
手
元
に
あ
る
写
真
を
必
要
が
生
じ
た
た
め
に
使
用
し
て
い
た
と
い
う
状
況
か
ら
も
、
祈
願

を
し
よ
う
と
す
る
家
族
の
切
迫
し
た
状
況
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
か
ら
は
家
族
が
「
こ
の
子
」
を
助
け
た
い
、
と
い
う
切
実
な
願
い
を

持
っ
て
い
た
が
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
写
真
を
納
め
る
と
い
う
オ
ア
ズ
ケ
の
き
ま
り
ご
と
か
ら
は
、
子
供
の
無
事
な
成
長

を
願
う
オ
ア
ズ
ケ
へ
の
思
い
入
れ
（
期
待
）
の
強
さ
を
推
察
で
き
た
。

四　

お
わ
り
に　

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
ト
リ
コ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
習
俗
に
つ
い
て
、
昭
和
初
期
の
事
例
か
ら
全
国
的
な
様
相
と
、
特
徴
の
み
ら
れ

た
真
成
寺
の
オ
ア
ズ
ケ
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
み
た
。

　
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
に
報
告
さ
れ
た
事
例
の
神
仏
と
子
ど
も
の
関
係
の
表
現
な
ら
び
に
祈
願
時
の
決
ま
り
ご
と
に
着
目
し

た
結
果
、
日
常
生
活
に
お
け
る
負
担
の
程
度
の
違
い
が
み
ら
れ
、
ト
リ
コ
や
そ
れ
に
類
す
る
表
現
が
多
く
み
ら
れ
た
東
日
本
に
は
比
較

的
に
負
担
の
あ
る
決
ま
り
ご
と
が
、
一
方
で
ア
ズ
ケ
ゴ
の
よ
う
に
子
ど
も
を
あ
ず
け
る
と
い
っ
た
表
現
が
多
く
み
ら
れ
た
西
日
本
で
は
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比
較
的
負
担
の
少
な
い
決
ま
り
ご
と
が
み
ら
れ
た
。

　

そ
の
両
方
の
特
徴
を
有
し
て
い
た
石
川
県
金
沢
市
の
真
成
寺
の
オ
ア
ズ
ケ
は
、
全
国
で
唯
一
写
真
を
納
め
る
と
い
う
決
ま
り
ご
と
が

み
ら
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
。
遺
さ
れ
て
い
た
昭
和
初
期
の
写
真
の
状
況
か
ら
は
、
オ
ア
ズ
ケ
の
写
真
は
鬼
子
母
神
に
守
ら
れ
た
子
ど
も

を
特
定
す
る
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
加
え
て
、
写
真
か
ら
は
、
子
ど
も
の
無
事
な
成
長
を
願
う
切
実
な
思
い
も
推
察
さ
れ
た
。

　

ト
リ
コ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
習
俗
に
つ
い
て
は
、『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
以
外
に
も
事
例
が
み
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
、
昭
和
初
期
に

は
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
写
真
を
納
め
る
事
例
も
あ
り
、
真
成
寺
の
よ
う
に
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
た
。

　

今
回
の
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
ら
の
事
例
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
ト
リ
コ
／
ア
ズ
ケ
ゴ
習
俗
の
全
体
像
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。

文
末
表
一　
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
に
み
ら
れ
た
ト
リ
ゴ
／
ア
ズ
ケ
ゴ

	No.

県

地
域
等

報
告
内
容

1

青
森
県

三
戸
郡
舘
村

ト
リ
ゴ
。
生
ま
れ
つ
き
弱
く
、
ま
た
病
気
な
ど
す
る
と
、
産
土
神
様
か
地
蔵
様
に
年
を
き
め
て
子
供
を
上
げ
申
す
。

そ
の
子
を
い
う
。
丈
夫
に
な
る
と
礼
を
持
っ
て
も
ら
い
か
え
す
。

2

岩
手
県

盛
岡
市

真
言
宗
・
天
台
宗
な
ど
の
祈
禱
寺
の
修
験
者
に
祈
禱
を
依
頼
し
、
そ
の
子
を
ト
リ
ゴ
と
す
る
。
ト
リ
ゴ
と
は
そ
の
神

仏
の
子
と
な
っ
て
永
久
に
信
仰
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
う
す
れ
ば
修
験
者
は
そ
の
子
の
た
め
に
毎
日
祈
禱
を
こ
め
る

の
で
あ
る
。
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3

岩
手
県

盛
岡
市

早
池
峯
山
麓
の
天
台
宗
妙
泉
寺
の
山
伏
神
楽
は
紫
波
・
稗
貫
・
和
賀
・
上
閉
伊
の
四
郡
に
流
布
し
、
各
村
々
に
神
社

付
属
の
神
楽
が
あ
っ
て
、
神
社
の
祭
典
ま
た
は
民
家
に
祝
い
事
が
あ
れ
ば
頼
ま
れ
て
こ
れ
を
演
じ
る
。
そ
の
神
楽
に

悪
魔
払
い
の
獅
子
が
あ
り
、
俗
に
権
現
様
と
称
し
て
信
仰
す
る
。
神
楽
の
最
終
に
は
必
ず
獅
子
舞
い
を
す
る
。
そ
の

権
現
様
の
ト
リ
ゴ
と
な
る
に
は
、
神
楽
の
時
に
幼
児
の
頭
巾
ま
た
は
衣
服
を
持
参
し
て
か
ま
せ
る
の
で
あ
る
。

4

秋
田
県

北
秋
田
郡
大
館
町

地
方

初
め
て
生
ま
れ
た
子
が
育
た
な
い
場
合
に
は
、
次
に
生
ま
れ
た
子
を
い
っ
た
ん
神
様
に
あ
げ
て
更
に
こ
れ
を
も
ら
い

受
け
れ
ば
よ
く
育
つ
と
い
う
。

5

福
島
県

記
載
な
し

「
初
物
は
何
で
も
神
仏
に
あ
げ
る
」
の
諺
の
通
り
、
初
子
は
特
に
育
た
な
い
も
の
と
い
う
考
え
も
あ
り
、
地
蔵
様
の

弟
子
に
す
る
こ
と
が
多
い
。

6

群
馬
県

全
県
下

新
田
郡
太
田
町
太
光
院
の
子
育
て
呑
竜
の
名
は
遠
近
に
高
い
。
子
を
健
康
に
育
て
よ
う
と
思
え
ば
、
子
を
呑
竜
上
人

の
弟
子
と
し
、イ
ツ
ツ
ボ
ウ
ズ
（
五
つ
坊
主
）
な
ど
称
し
て
五
歳
あ
る
い
は
七
歳
ま
で
頭
髪
を
そ
っ
て
長
く
さ
せ
ず
、

祈
願
の
年
齢
に
達
し
て
お
礼
参
り
す
る
風
が
全
県
下
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。

7

千
葉
県

香
取
郡

ム
シ
持
ち
で
子
供
の
育
た
な
い
も
の
は
香
取
郡
神
里
村
清
水
の
観
世
音
に
ト
リ
コ
に
あ
げ
て
、
そ
の
子
の
七
歳
に
な

る
ま
で
た
け
の
こ
を
断
っ
て
食
わ
な
い
と
、
達
者
に
育
つ
。

8

神
奈
川

川
崎
市
地
方

明
治
末
年
こ
ろ
ま
で
は
、
ト
リ
コ
と
称
し
て
、
わ
が
子
を
そ
の
産
土
神
の
子
と
し
、
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
を
祈

る
風
習
が
あ
っ
た
。
ト
リ
コ
は
神
の
子
、
神
に
と
ら
せ
る
子
と
い
う
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
人
力
の
及
ば
な
い
幸
福
を

神
に
頼
り
願
う
と
い
う
儀
で
あ
る
。
ト
リ
コ
に
す
る
に
は
米
一
升
、
金
若
干
、
首
尾
の
あ
る
魚
な
ど
を
そ
ろ
え
て
携

え
て
行
き
、
捧
げ
て
ト
リ
コ
の
式
を
営
ん
で
も
ら
っ
た
と
い
う
。

9

神
奈
川

川
崎
市
地
方

ト
リ
コ
は
神
の
み
で
は
な
く
、
観
音
の
ト
リ
コ
と
も
い
い
、
仏
に
も
あ
っ
た
。

10

神
奈
川

川
崎
市
地
方

寺
々
に
あ
る
鬼
子
母
神
に
祈
願
を
こ
め
る
時
は
子
は
健
や
か
に
育
つ
と
い
う
。
土
地
に
よ
っ
て
は
ト
リ
コ
ー
ミ
ツ
ボ

ウ
ズ
（
三
つ
坊
主
）
三
年
間
、イ
ツ
ツ
ボ
ウ
ズ
（
五
つ
坊
主
）
五
年
間
に
す
る
か
ら
丈
夫
に
し
て
く
だ
さ
れ
と
い
う
。
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11

新
潟
県

中
魚
沼
郡
水
沢
村

児
童
の
体
質
の
弱
い
者
ま
た
は
病
気
に
か
か
っ
た
幼
児
は
、
五
歳
・
七
歳
・
十
歳
な
ど
年
数
を
定
め
、
そ
の
間
弟
子

に
な
る
か
ら
無
病
息
災
ま
た
は
病
気
平
癒
す
る
よ
う
に
と
呑
竜
上
人
・
子
安
地
蔵
・
別
所
観
世
音
な
ど
に
立
願
し
て

坊
主
に
し
て
お
き
、
満
期
に
至
り
、
旗
と
米
一
升
、
銭
若
干
と
ろ
う
そ
く
と
を
持
ち
、
児
童
を
伴
っ
て
行
き
願
を
果

た
し
て
初
め
て
髪
を
立
て
る
の
で
あ
る
。

12

新
潟
県

西
蒲
原
郡
国
上
村

昔
か
ら
羽
生
田
参
り
と
い
っ
て
熱
心
な
者
は
出
生
前
か
ら
お
参
り
し
た
。
子
供
が
少
な
い
と
か
ま
た
は
病
弱
な
子
の

親
は
、
俗
に
地
蔵
様
に
あ
げ
る
と
い
っ
て
、
子
供
を
連
れ
て
母
親
は
参
詣
し
、
地
蔵
様
の
前
で
禊
の
お
経
を
あ
げ
、

守
り
札
を
も
ら
い
受
け
て
一
年
だ
け
あ
げ
る
も
の
は
イ
チ
ネ
ン
ボ
ウ
ズ
（
一
年
坊
主
）、
七
年
ま
で
あ
げ
る
と
き
は

と
き
は
ナ
ナ
ツ
ボ
ウ
ズ
（
七
つ
坊
主
）
と
し
て
男
女
と
も
そ
の
期
間
内
頭
の
髪
を
そ
っ
て
毎
年
参
詣
し
、
年
期
が
来

れ
ば
身
分
に
よ
り
相
当
の
礼
物
を
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
子
供
を
あ
げ
な
い
ま
で
も
、
弱
い
子
供
は
母
が
連
れ
て

よ
く
お
参
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

13

石
川
県

金
沢
市

日
蓮
宗
寺
院
の
真
成
寺
に
安
置
す
る
鬼
子
母
神
に
、
子
供
の
長
寿
を
祈
る
た
め
に
オ
ア
ズ
ケ
と
い
う
こ
と
を
す
る
風

が
あ
る
。
あ
る
年
齢
ま
で
と
限
っ
て
、
子
供
の
氏
名
・
年
齢
と
と
も
に
写
真
を
献
ず
る
の
で
あ
る
。
坊
主
は
そ
れ
を

祭
壇
に
飾
っ
て
毎
日
祈
禱
す
る
。
毎
日
八
日
に
は
、
親
は
お
あ
ず
け
し
た
子
を
連
れ
て
お
参
り
す
る
。
こ
ん
な
の
が

年
に
五
、六
十
人
は
あ
る
と
い
う
。
現
在
、
こ
の
寺
で
あ
ず
か
っ
て
い
る
子
は
五
百
名
く
ら
い
あ
る
と
い
う
。

14

福
井
県

福
井
市

稀
に
鬼
子
母
神
の
お
草
履
取
り
を
五
歳
ま
で
さ
せ
て
、
子
の
健
康
を
祈
る
者
が
あ
る
。

15

福
井
県

坂
井
郡

「
鬼
子
母
神
の
草
履
取
り
」
と
い
っ
て
、
年
限
を
定
め
て
あ
ず
け
る
と
病
気
が
治
る
。

16

岐
阜
県

本
巣
郡
生
津
村

赤
坂
の
コ
ク
ウ
ゾ
ウ
サ
マ
へ
子
を
あ
ず
け
る
。

17

岐
阜
県

本
巣
郡
牛
牧
村
・

合
渡
村

呑
竜
さ
ん
に
あ
ず
け
る
。

18

岐
阜
県

安
八
郡
南
下
野
村

幼
児
は
赤
坂
の
呑
竜
様
へ
あ
ず
け
、
保
健
、
病
気
治
癒
、
災
難
除
去
の
護
符
を
受
け
る
と
よ
い
。
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19

岐
阜
県

岐
阜
市

尾
張
の
富
士
に
祈
願
す
る
と
よ
い
。
十
五
歳
ま
で
あ
ず
け
る
。
そ
し
て
毎
年
参
る
。

20

岐
阜
県

岐
阜
市

塩
釜
様
へ
十
五
の
年
ま
で
ム
シ
フ
ウ
ジ
（
虫
封
じ
）
と
い
っ
て
あ
ず
け
る
と
安
全
で
あ
る
。

21

岐
阜
県

不
破
郡
・
養
老
町
・

大
垣
市

不
破
郡
赤
坂
町
の
呑
竜
様
（
寺
）
へ
十
年
、
十
五
年
と
あ
ず
け
る
と
、
子
供
は
負
傷
せ
ず
、
ま
た
病
気
に
な
ら
な
い

と
い
う
。

22

岐
阜
県

安
八
郡
結
町
・
揖

斐
郡

不
破
郡
赤
坂
町
の
呑
竜
さ
ん
へ
、
毎
年
四
月
に
参
詣
祈
願
す
る
。
十
歳
ま
で
子
供
を
お
あ
ず
け
す
る
た
め
に
、
そ
の

お
礼
に
毎
年
参
る
の
で
あ
る
。

23

岐
阜
県

安
八
郡
中
川
村

呑
竜
大
師
に
年
を
限
っ
て
あ
ず
け
る
と
（
普
通
十
五
歳
ま
で
）
長
命
す
る
。
毎
月
の
命
日
に
金
一
銭
を
持
っ
て
母
子

で
参
詣
す
る
。

24

愛
知
県

中
島
郡
萩
原
町
地

方

尾
張
富
士
浅
間
神
社
や
多
賀
神
社
へ
寿
命
の
長
か
ら
ん
こ
と
を
祈
願
し
て
、子
供
を
あ
ず
け
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
。

25

愛
知
県

海
部
郡
甚
目
寺
町

地
方

右
の
こ
と
（
作
成
者
注
：
No.	

24
の
萩
原
町
地
方
の
事
例
を
指
す
）
を
カ
ミ
ア
ズ
ケ
（
神
あ
ず
け
）
と
い
う
。
神
の

子
と
な
る
の
で
、
親
で
も
殴
っ
て
は
な
ら
な
い
。
誤
っ
て
殴
っ
た
り
す
る
と
、
そ
の
子
が
死
ぬ
と
い
う
。
だ
か
ら
大

切
な
子
で
し
か
も
よ
ほ
ど
弱
い
子
で
は
な
い
と
カ
ミ
ア
ズ
ケ
は
し
な
い
。

26

愛
知
県

知
多
郡
日
間
賀
島

壮
健
に
育
つ
よ
う
に
、
知
多
郡
豊
浜
町
豊
岡
の
じ
ゅ
う
ら
い
さ
ん
鬼
子
母
神
へ
あ
ず
け
子
に
行
く
。
そ
し
て
十
五
歳

に
な
る
と
千
粒
団
子
を
こ
し
ら
え
て
お
礼
参
り
を
す
る
。
千
粒
団
子
は
一
升
の
米
か
ら
小
さ
い
団
子
を
こ
し
ら
え
る

の
で
、
千
粒
な
く
と
も
よ
い
の
で
あ
る
。

27

愛
知
県

丹
羽
郡
池
野
村
地

方

児
童
の
保
健
の
た
め
に
尾
張
富
士
浅
間
神
社
へ
あ
ず
け
子
に
す
る
。
十
五
歳
く
ら
い
ま
で
。
神
の
子
に
な
っ
た
か
ら

は
頭
は
は
れ
な
い
と
い
っ
て
、
叱
る
時
は
尻
を
た
た
く
。
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28

愛
知
県

西
加
茂
郡
挙
母
地

方

分
娩
直
後
神
社
に
請
い
神
様
に
ア
ズ
ケ
ゴ
（
あ
ず
け
子
）
と
称
し
て
養
育
し
た
後
、
十
歳
に
な
っ
て
お
礼
参
り
し
て

そ
の
神
社
に
参
詣
す
る
。
や
は
り
手
荒
い
こ
と
は
母
親
と
い
え
ど
も
出
来
な
い
と
い
う
。

29

三
重
県

河
芸
郡

旦
那
寺
へ
毎
年
一
月
八
日
に
一
年
間
に
生
ま
れ
た
子
を
抱
い
て
母
た
ち
が
参
る
。
上
人
様
の
子
に
し
て
も
ら
う
の
だ

と
い
う
。
読
経
料
の
ほ
か
に
米
一
、二
升
持
参
し
、
寺
か
ら
は
数
珠
を
く
れ
る
。

30

三
重
県

伊
賀
国

弱
い
子
は
神
仏
の
申
し
子
に
し
て
頂
く
。

31

兵
庫
県

氷
川
郡
小
川
村

弱
い
子
は
鬼
子
母
神
の
子
に
す
る
と
育
つ
。

32

鳥
取
県

岩
美
郡
倉
田
村

生
児
の
成
長
を
祈
願
し
特
に
ミ
コ
（
神
子
）
と
す
る
。

33

鳥
取
県

東
伯
郡
社
村

虚
弱
な
子
供
は
神
の
子
と
し
て
祈
念
し
て
も
ら
う
。

34

山
口
県

豊
浦
郡
豊
東
村
・

小
月
町

子
は
あ
れ
ど
も
た
び
た
び
死
ぬ
と
い
う
家
で
は
、
そ
の
子
を
氏
神
に
さ
し
上
げ
清
祓
い
を
受
け
、
更
に
こ
れ
を
申
し

受
け
て
わ
が
家
に
入
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
申
し
子
と
い
う
。

35

香
川
県

丸
亀
地
方

三
豊
郡
津
島
神
社
の
氏
子
と
し
て
お
け
ば
災
難
を
除
去
で
き
る
。

36

香
川
県

綾
歌
郡
北
部

津
島
神
社
の
氏
子
に
す
れ
ば
子
供
は
病
気
し
な
い
と
い
う
。

37

香
川
県

三
豊
郡

児
童
の
神
と
し
て
三
豊
郡
大
見
村
津
島
神
社
（
古
く
は
子
牛
を
守
る
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
が
、
今
は
人
の
子
を
守

る
神
と
し
て
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
）
を
崇
敬
し
、
こ
の
神
社
の
氏
子
と
な
れ
ば
、
児
童
の
保
健
、
災
難
除
去
な

ど
に
利
益
が
あ
る
と
い
う
。

38

愛
媛
県

宇
和
島
市

生
児
が
育
た
な
い
時
は
鬼
子
母
神
の
お
弟
子
に
す
る
と
祈
願
す
る
。

39

愛
媛
県

松
山
市

三
津
浜
町
の
厳
島
神
社
の
氏
子
に
し
て
も
ら
う
と
健
全
に
発
育
す
る
と
い
う
。
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40

福
岡
県

福
岡
・
久
留
米

保
健
の
た
め
に
子
を
何
歳
か
ま
で
神
に
あ
ず
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
間
は
神
に
参
り
、
あ
る
い
は
供
え
物
な

ど
す
る
。

41

福
岡
県

福
岡
・
久
留
米

日
蓮
宗
で
は
鬼
子
母
神
に
あ
ず
け
、
約
束
の
年
が
明
け
れ
ば
、
小
さ
な
剣
ま
た
は
草
履
を
持
参
し
て
寺
僧
に
読
経
を

受
け
る
。

42

福
岡
県

福
岡

宇
美
八
幡
様
に
参
り
、
武
内
様
何
歳
ま
で
と
い
っ
て
あ
ず
け
る
。

43

福
岡
県

糸
島
郡
・
八
女
郡

小
児
期
に
鬼
子
母
神
様
に
生
育
す
る
よ
う
に
願
を
か
け
て
あ
ず
け
る
。

44

福
岡
県

糸
島
郡

小
児
期
に
お
飛
来
様
に
生
育
す
る
よ
う
願
を
か
け
て
あ
ず
け
る
。

45

福
岡
県

浮
羽
郡

児
童
の
丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
と
い
っ
て
宇
美
八
幡
様
へ
十
五
歳
ま
で
く
ら
い
お
あ
ず
け
す
る
と
い
っ
て
毎
年
十
五
歳

ま
で
あ
ず
け
た
人
は
お
参
り
す
る
。

46

福
岡
県

三
潴
郡

田
代
観
音
に
何
歳
ま
で
あ
ず
け
る
と
称
し
そ
の
年
ま
で
参
詣
す
る
。

47

福
岡
県

三
潴
郡

七
歳
ま
で
神
に
あ
ず
け
毎
年
正
月
に
は
餅
一
重
ね
を
供
え
祈
願
の
た
め
参
詣
す
る
。

48

福
岡
県

田
川
郡

弱
い
子
供
は
年
限
を
定
め
て
鬼
子
母
神
様
に
あ
ず
け
る
と
い
う
。

49

佐
賀
県

西
松
浦
郡
南
波
多

村

子
を
健
や
か
に
す
る
た
め
、
鬼
子
母
神
に
あ
ず
け
子
と
し
、
毎
年
正
月
に
餅
一
重
ね
を
供
え
る
。

50

佐
賀
県

西
松
浦
郡
南
波
多

村

福
岡
県
宇
美
八
幡
社
に
あ
ず
け
子
を
す
る
者
が
あ
る
。

51

佐
賀
県

杵
島
郡
橘
村

感
応
院
（
真
言
宗
）
氏
神
の
神
官
に
頼
み
、
丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
と
い
っ
て
エ
ボ
シ
ゴ
と
す
る
。

52

佐
賀
県

杵
島
郡
北
方
村

子
が
よ
く
育
つ
よ
う
に
鬼
子
母
神
に
子
供
を
あ
ず
け
る
者
が
た
い
そ
う
多
い
。



昭和初期の子育て祈願にみるトリゴ／アズケゴの一様相

23

53

長
崎
県

長
崎
一
般

幼
児
虚
弱
の
場
合
、
郊
外
茂
木
の
汐
見
崎
観
音
に
あ
ず
け
る
と
い
っ
て
願
を
か
け
る
と
よ
く
育
つ
。
七
歳
に
な
っ
た

ら
願
ほ
ど
き
を
し
て
謝
礼
を
送
る
。

54

長
崎
県

（
市
内
）

略
し
て
市
内
の
観
音
に
も
同
様
（
作
成
者
注
：
No.	

53
の
長
崎
一
般
の
事
例
を
指
す
）
の
例
が
あ
る
。

55

長
崎
県

法
華
信
徒

長
照
寺
の
鬼
子
母
神
に
あ
ず
け
る
。
そ
し
て
八
日
、
十
八
日
、
二
十
八
日
の
八
の
日
に
ま
ん
じ
ゅ
う
・
菓
子
な
ど
を

持
っ
て
参
拝
す
る
と
健
康
に
な
る
と
い
う
。

56

長
崎
県

（
東
彼
杵
郡
江
上

村
）

子
供
が
丈
夫
で
あ
る
よ
う
に
、
毎
月
一
回
吉
妙
神
社
に
あ
ず
け
る
と
い
っ
て
、
お
参
り
し
て
七
歳
ま
で
続
け
る
。

57

長
崎
県

南
高
来
郡
南
有
馬

村

病
気
が
ち
の
子
は
、
何
歳
ま
で
か
吉
明
神
に
あ
ず
け
、
健
康
を
祈
り
毎
年
礼
参
り
を
す
る
。

58

長
崎
県

南
高
来
郡
加
津
佐

町

加
津
佐
町
道
原
の
道
端
の
地
蔵
尊
に
子
供
を
あ
ず
け
る
と
、
ど
ん
な
や
か
ま
し
い
子
ど
も
で
も
お
と
な
し
く
な
る
。

お
礼
参
り
は
そ
の
子
が
一
人
で
遊
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
煎
り
豆
を
持
っ
て
参
る
。

59

長
崎
県

南
高
来
郡
加
津
佐

町

子
供
が
生
ま
れ
る
と
、
疋
妙
子
（
口
云
津
日
蓮
宗
）
に
参
詣
し
、
七
歳
ま
で
あ
ず
け
る
と
い
い
、
七
歳
に
な
る
と
お

礼
参
り
と
し
て
燈
籠
一
対
ま
た
は
一
個
を
献
ず
る
。

60

長
崎
県

南
高
来
郡
有
家
村

子
供
が
十
歳
に
な
る
ま
で
鬼
子
母
神
に
あ
ず
け
る
と
病
気
に
か
か
ら
な
い
。
成
長
し
て
の
後
に
子
供
同
伴
で
参
詣
す

る
。
十
歳
に
な
る
と
そ
の
子
供
を
同
伴
し
て
ざ
く
ろ
の
木
を
一
本
植
え
て
礼
参
り
を
す
る
。

61

長
崎
県

南
高
来
郡
愛
野
村

鬼
子
母
神
に
あ
ず
け
る
と
達
者
に
育
つ
。
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62

長
崎
県

南
松
浦
郡
有
川

子
供
が
生
ま
れ
る
と
よ
く
育
つ
よ
う
に
鬼
子
母
神
に
あ
ず
け
る
。
そ
し
て
子
供
の
身
代
わ
り
と
し
て
猿
兎
な
ど
を
縫

い
奉
納
す
る
。

63

大
分
県

宇
佐
郡

弱
い
子
は
鬼
子
母
神
様
に
あ
ず
け
る
と
い
っ
て
、
七
日
な
り
十
日
な
り
日
参
し
、
満
願
の
日
に
ざ
く
ろ
を
携
え
て
参

り
、
護
符
な
ど
を
受
け
て
帰
る
。

64

大
分
県

北
海
部
郡
臼
杵
町

ま
た
市
内
の
法
音
寺
の
鬼
子
母
神
に
子
を
あ
ず
け
る
と
達
者
で
あ
る
と
い
う
。
参
拝
し
て
祈
願
し
、
そ
の
講
に
加
入

し
て
お
け
ば
、
毎
月
八
日
に
寺
の
方
で
読
経
祈
禱
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

※
地
域
等
の
（
）
は
記
述
内
容
か
ら
の
推
定
で
あ
る

註

1	

民
俗
学
研
究
所
（
編
）『
民
俗
学
辞
典
』
東
京
堂
、
一
九
四
六
年
、
四
一
八
頁
。
な
お
、
旧
字
・
旧
仮
名
遣
い
は
新
字
・
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

2	

竹
内
利
美
『
竹
内
利
美
３	

ム
ラ
と
年
齢
集
団
』
名
著
出
版
、
一
九
九
一
年
、
二
八
六
頁

3	

中
野
東
禅
「
地
蔵
菩
薩
に
よ
る
「
と
り
こ
」
信
仰
の
実
態
―
教
化
学
的
視
点
か
ら
の
考
察
―
」『
駒
沢
大
學
佛
敎
學
部
研
究
紀
要
』
第
51
号
、一
九
九
三
年
、

二
六
八
―
二
八
〇
頁

4	

金
沢
市
（
編
）『
稿
本　

金
澤
市
史　

社
寺
編
』
金
沢
市
、
一
九
二
三
年
、
三
九
三
頁

5	

小
松
城
主
丹
羽
長
重
が
祀
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
鬼
子
母
神
像
に
つ
い
て
は
、
岡
田
彩
花
、
鳥
谷
武
史
「
前
田
利
常
の
鬼
子
母
神
」『
草
の
根

歴
史
学
の
未
来
を
ど
う
作
る
か　

こ
れ
か
ら
の
地
域
史
研
究
の
た
め
に
』
文
学
通
信
、
二
〇
二
〇
年
、
六
四
―
七
六
頁
に
て
、
仏
像
調
査
に
基
づ
い
た

来
歴
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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6	

現
在
の
鬼
子
母
神
堂
は
明
治
三
十
八
（
一
九
〇
五
）
年
の
再
建
で
あ
る
。

7	
金
沢
市
教
育
委
員
会
『
金
沢
市
文
化
財
紀
要
39	

重
要
有
形
民
俗
文
化
財　

真
成
寺
産
育
信
仰
資
料
』
金
沢
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三
年
、
一
一
頁

8	

な
お
、真
成
寺
に
奉
納
さ
れ
た
写
真
に
つ
い
て
は
、泉
鏡
花
の
『
夫
人
利
生
記
』
の
内
容
と
の
関
連
が
、清
水
潤
「
複
製
さ
れ
る
「
像
」
─
─
泉
鏡
花
「
夫

人
利
生
記
」
論
」『
都
大
論
究
』	（
40
）、	

二
〇
〇
三
年
や
、
富
永
真
樹
「
泉
鏡
花
「
夫
人
利
生
記
」
論
─
─
図
像
と
信
仰
─
─
」『
三
田
國
文
』
No.	

63
、

二
〇
一
八
年
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

9	

真
成
寺
へ
の
聞
き
取
り
調
査
（
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
十
一
月
八
日
）
よ
り
。

10	

前
掲
3
、
二
七
二
頁

11	

群
馬
県
史
編
纂
委
員
会
（
編
）『
群
馬
県
史
資
料
編
25	

民
俗
１
』
群
馬
県
、
一
九
八
四
年
、
九
六
四
―
九
六
五
頁

12	

呑
竜
へ
の
信
仰
の
広
ま
り
に
つ
い
て
は
、
堤
邦
彦
『
江
戸
の
高
僧
伝
説
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
八
年
に
詳
し
い
。

13	

内
野
久
美
子
「
鬼
子
母
神
信
仰
に
み
る
民
衆
の
祈
り
の
姿
」
宮
崎
英
修
（
編
）『
鬼
子
母
神
信
仰
』
雄
山
閣
、
一
九
八
五
年
、
一
八
九
頁

14	

大
藤
ゆ
き
『
子
育
て
の
民
俗
―
柳
田
国
男
の
伝
え
た
も
の
―
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
年
、
三
六
二
頁

15	

そ
の
た
め
、
例
え
ば
「
鬼
子
母
神
に
祈
願
す
る
」
と
い
う
記
述
や
、「
神
仏
に
名
前
を
も
ら
う
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
内
容
を
み
る
と
「
子
ど
も
を
神
仏

の
子
ど
も
な
ど
に
し
て
成
長
を
願
う
」
と
も
と
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
明
確
に
判
断
で
き
な
い
た
め
、
今
回
は
対
象
か
ら
外
し
た
。

16	

こ
れ
は
、
祈
願
対
象
の
清
水
寺
（
香
取
市
）
の
由
来
に
竹
に
ま
つ
わ
る
説
話
が
あ
り
、
同
寺
で
は
竹
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
由
来
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。

17	

前
掲
7
と
同
箇
所
。

18	

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
『
祈
り
・
忌
み
・
祝
い
―
加
賀
・
能
登
の
人
生
儀
礼
―
』
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
、
一
九
九
三
年
、
四
六
頁

19	

小
林
忠
雄
「
複
製
技
術
社
会
の
民
俗
―
近
代
の
都
市
金
沢
に
お
け
る
新
色
音
論
―
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
24
、
一
九
八
九
年
、
一
七
八	
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―
一
七
九
頁

20	
真
成
寺
に
納
め
さ
れ
た
写
真
に
は
、
出
征
者
の
写
真
も
あ
り
、
産
育
信
仰
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
『
銃
後
の
人
々
─

祈
り
と
暮
ら
し
─
』
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
、一
九
九
五
年
、本
康
宏
史
『
軍
都
の
慰
霊
空
間	

国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
二
年
）。

真
成
寺
に
お
け
る
写
真
奉
納
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

21	

前
掲
７
、
五
頁

22	

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
ま
で
は
確
認
で
き
た
。

23	

別
途
保
管
さ
れ
て
い
る
写
真
は
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
四
箱
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
今
回
は
そ
の
う
ち
最
も
写
真
が
多
い
と
見
込
ま
れ
た
一
箱
を
扱
っ
た
。

24	

写
真
館
以
外
で
撮
影
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
写
真
の
数
は
少
な
く
、
民
家
の
窓
か
ら
身
を
出
し
て
い
る
子
ど
も
の
写
真
が
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
昭
和
初

期
に
お
け
る
写
真
機
の
普
及
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
、
個
人
で
子
ど
も
の
日
常
ス
ナ
ッ
プ
を
撮
影
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

25	

か
つ
て
は
イ
ロ
ハ
順
の
棚
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
個
人
を
特
定
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
産
育
習
俗　

子
育
て
祈
願　

写
真
の
民
俗　

奉
納
品　

鬼
子
母
神

謝
辞
：
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
大
き
な
協
力
を
い
た
だ
い
た
真
成
寺
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
度
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
研
究

助
成
を
受
け
た
調
査
研
究
の
内
容
の
一
部
で
す
。
調
査
、
研
究
会
発
表
、
本
誌
投
稿
の
機
会
を
く
だ
さ
っ
た
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
の
皆
様
、
能
満
寺
様
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
、
真
成
寺
の
オ
ア
ズ
ケ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
富
永
真
樹
氏
の
泉
鏡
花
『
夫
人
利
生
記
』
に
関
す
る
ご
研
究
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
加
え
て
、
オ
ア
ズ
ケ
の
写
真
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
伊
藤
文
彦
氏
に
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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は
じ
め
に

　

人
々
や
モ
ノ
が
集
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
結
集
（
け
っ
し
ゅ
う
）
は
、
結
集
（
け
つ
じ
ゅ
う
）
と
い
う
仏
教
用
語
で
も
あ
る
。
そ
れ

は
、
釈
迦
の
死
後
、
弟
子
た
ち
が
集
ま
り
、
教
法
を
整
理
し
経
典
を
編
纂
し
た
会
議
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
宗
派
の
教
義
や
法
要
、

経
典
に
ふ
れ
る
た
め
に
、
日
本
の
仏
教
に
お
い
て
人
々
が
集
ま
る
場
は
寺
院
で
あ
る
。
山
岳
修
験
道
の
研
究
者
戸
川
安
章
は
自
身
の
少

年
時
代
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
地
域
の
寺
院
が
興
行
や
社
交
場
と
し
て
法
要
以
外
で
も
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
「
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
寺
院
本
来
の
使
命
で
は
な
い
と
、
イ
ン
テ
リ
や
学
者
た
ち
は
い
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
化
財
的
価
値
し
か
も
た
ず
、

観
光
寺
院
化
し
た
有
名
寺
院
や
、
葬
式
と
か
年
忌
法
要
の
と
き
以
外
に
は
檀
徒
で
さ
え
寄
り
つ
か
な
い
い
ま
ど
き
の
寺
よ
り
は
遥
か
に

宗
教
的
で
あ
り
、
存
在
価
値
が
あ
っ
た
と
わ
た
く
し
は
思
う
。」
と
集
会
所
的
機
能
に
ふ
れ
て
述
懐
し
て
い
る1

。

　

地
方
ほ
ど
少
子
高
齢
社
会
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
現
在
、
全
国
に
約
八
万
ヶ
寺
あ
る
寺
院
の
、
五
ヶ
寺
に
一
ヶ
寺
は
過
疎
地
域
に

神
仏
分
離
に
よ
る
廃
寺
と
現
在
の
寺
院
の
周
縁

　
　

―
坊
津
町
鳥
越
集
落
を
事
例
に
―

渡
瀬　

綾
乃
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立
地
し
、
特
に
過
疎
地
域
の
比
率
の
高
い
曹
洞
宗
で
は
約
三
ヶ
寺
に
一
ヶ
寺
が
過
疎
地
域
に
あ
る2

。
地
域
の
寺
院
の
多
く
は
、
そ
の
経

営
を
寺
檀
関
係
に
頼
る
こ
と
で
成
り
立
た
せ
て
き
た
が
、
近
年
、
寺
檀
関
係
の
維
持
が
過
疎
化
や
葬
式
の
簡
略
化
で
難
し
く
な
っ
て
き

て
い
る
。
寺
院
の
な
か
に
は
、
僧
侶
が
一
般
職
と
兼
務
し
た
り
、
保
育
園
や
幼
稚
園
と
い
っ
た
施
設
を
敷
地
内
に
建
て
た
り
、
あ
る
い

は
外
部
か
ら
の
観
光
客
や
参
拝
者
を
積
極
的
に
誘
致
し
て
収
益
を
得
る
と
い
っ
た
複
合
的
収
入
に
よ
っ
て
経
営
を
維
持
す
る
寺
院
も
あ

る
が
、
そ
の
努
力
の
多
く
は
僧
侶
の
意
識
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
お
寺
に
「
さ
ん
」
を
付
け
て
呼
ぶ
と
僧
侶
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
僧

侶
は
寺
院
と
密
接
に
関
わ
っ
て
き
た
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
寺
院
の
存
在
す
る
地
域
に
居
住
す
る
人
々
も
檀
家
と
し
て
寺
院
の
経

営
や
行
事
を
支
え
て
き
た
。
昨
今
の
過
疎
地
域
の
寺
院
の
置
か
れ
た
状
況
は
た
び
た
び
「
寺
院
の
危
機
」「
寺
院
の
消
滅
」
と
表
現
さ

れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
改
め
て
そ
の
地
域
で
寺
院
が
維
持
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
を
考
え
た
と

き
、
戸
川
の
述
懐
を
ふ
ま
え
る
と
そ
れ
は
僧
侶
の
経
済
基
盤
の
喪
失
だ
け
を
意
味
し
な
い
。
寺
院
の
危
機
に
お
い
て
は
、
地
域
住
民
に

と
っ
て
地
域
の
寺
院
は
集
会
所
的
機
能
を
は
じ
め
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
る
の
か
を
考
え
る
視
角
も
必
要
だ
ろ
う
。
そ

し
て
寺
院
の
危
機
と
い
え
ば
、
廃
仏
毀
釈
と
い
う
寺
院
の
存
続
の
危
機
を
急
激
に
も
た
ら
し
た
神
仏
分
離
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
現
在
の

地
域
の
寺
院
は
一
五
〇
年
ほ
ど
前
の
神
仏
分
離
を
越
え
て
存
在
し
て
い
る
。
神
仏
分
離
は
各
藩
、
地
域
に
よ
っ
て
千
差
万
別
で
あ
り
、

そ
の
結
果
も
多
様
で
あ
る3

。

　

神
仏
分
離
後
の
現
在
の
寺
院
が
抱
え
る
問
題
に
つ
い
て
、
本
稿
は
地
域
住
民
を
端
緒
と
し
、
鹿
児
島
（
旧
薩
摩
藩
支
配
領
域
、
以
下

同
様
）
の
坊
津
町
の
習
俗
と
寺
院
の
周
縁
を
事
例
と
す
る
。
鹿
児
島
は
二
章
で
詳
述
す
る
通
り
、
近
世
期
か
ら
明
治
初
期
ま
で
浄
土
真

宗
（
以
下
、
真
宗
）
を
禁
止
し
、
神
仏
分
離
に
お
い
て
は
徹
底
し
た
廃
寺
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
現
在
の
寺
院
の
六
割
以
上
を

藩
政
期
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
真
宗
寺
院
が
占
め
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
を
お
さ
え
つ
つ
神
仏
分
離
に
お
い
て
廃
寺

と
な
っ
た
寺
院
の
、
住
民
に
と
っ
て
の
意
義
と
現
在
抱
え
る
問
題
に
つ
い
て
、
僧
侶
で
は
な
く
住
民
の
視
点
か
ら
と
ら
え
て
い
き
た
い
。
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本
稿
の
章
構
成
は
、
真
宗
に
お
け
る
寺
院
の
発
展
な
ら
び
に
、
道
場
と
集
会
所
の
類
似
性
を
一
章
で
、
続
く
二
章
で
鹿
児
島
の
廃
寺

と
そ
の
背
景
、
真
宗
禁
制
と
真
宗
寺
院
の
勃
興
を
述
べ
る
。
三
章
、
四
章
で
は
具
体
的
事
例
と
し
て
坊
津
町
の
鳥
越
集
落
を
と
り
あ
げ

る
。
三
章
で
は
鳥
越
集
落
に
か
つ
て
存
在
し
た
一
乗
院
と
、
鳥
越
集
落
の
小
字
の
関
係
や
十
五
夜
行
事
、
住
民
の
聞
き
書
き
か
ら
、
一

乗
院
が
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
あ
っ
た
の
か
を
記
す
。
四
章
で
は
鳥
越
集
落
の
龍
巌
寺
と
村
仏
様
習
俗
か
ら
、
禁
制
期
の
信
仰
組
織

と
現
在
の
寺
院
の
関
係
性
を
示
す
。
以
上
の
章
を
ふ
ま
え
て
、
最
後
に
鹿
児
島
と
く
に
坊
津
町
鳥
越
集
落
を
事
例
に
、
住
民
に
と
っ
て

の
寺
院
の
意
味
を
そ
の
周
縁
に
広
げ
て
考
察
し
て
い
く
。

一
、
真
宗
に
お
け
る
寺
院
と
集
会
所

　

真
宗
の
宗
旨
と
し
て
、寺
院
は
本
来
、認
め
ら
れ
て
い
な
い4

。
そ
の
た
め
開
祖
で
あ
る
親
鸞
在
世
中
、寺
は
一
ヶ
寺
も
存
在
し
な
か
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
覚
如
［
文
永
七
年
（
一
二
七
一
）
―
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）、
本
願
寺
第
三
世
］
の
こ
ろ
に
寺
を
建
て

る
も
の
が
み
ら
れ
、
以
後
増
加
し
て
い
く
。
た
だ
し
江
戸
初
期
ま
で
、
真
宗
の
伝
道
施
設
は
道
場
が
主
で
、
寺
院
増
加
数
は
き
わ
め
て

徐
々
で
あ
っ
た5

。『
紫
雲
殿
由
縁
記
』
で
は
そ
れ
ま
で
毛
坊
道
場
が
多
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
寛
永
期
に
真
宗
寺
院
が
増
加
し
た
理

由
と
し
て
、
看
坊
が
他
宗
派
の
寺
院
か
ら
低
く
み
ら
れ
る
こ
と
を
厭
い
、
寺
号
を
名
乗
る
こ
と
を
望
ん
だ
と
記
し
て
い
る6

。
千
葉
乗
隆

は
こ
の
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
九
月
に
発
せ
ら
れ
た
幕
命
に
よ
る
末
寺
帳
の
作
成
が
、
看
坊
の
自
庵
化
の
大

き
な
理
由
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
。

　

寺
院
が
増
加
す
る
以
前
の
真
宗
初
期
教
団
は
、
農
業
や
宮
仕
を
し
な
が
ら
念
仏
に
精
進
す
る
集
会
を
主
宰
し
、
活
動
の
核
と
な
る
道

場
主
と
彼
ら
を
中
心
に
結
集
す
る
門
弟
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た7

。
千
葉
乗
隆
に
よ
る
道
場
主
な
ら
び
に
道
場
の
区
分
は
表
一
の
と
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表一　千葉乗隆による道場の分類
（千葉乗隆『真宗教団の組織と制度』（同朋舎、1978 年）を参考） 

名称 特徴

道場 一個人の設立した道場

惣道場 門徒の総意で成立する道場

立合（寄合）道場 2ヶ寺または2派以上の門徒の共同でたてたもの

表裏立合道場
表が西本願寺で裏が東本願寺を意味する。東西両本願寺
の門徒が共同で設けたもの

毛坊道場 俗人が所有主または道場主である

別当道場 別当と称する道場主の管理するもの

辻元道場
辻元は厨子元の転訛と考えられる。名号や絵像本尊を安
置する厨子のある家を意味する

下道場 ある寺の支配下に属する道場

兼帯道場 ある寺の支配下に属する道場

内道場 民家の一部を道場にあてたもの

家道場 民家の一部を道場にあてたもの

看坊道場
惣道場・寄合道場・下道場・兼帯道場を所属の寺または
門徒から委任されて管理する僧を看坊または看主とい
い、看坊に管理されるこれらの道場を看坊道場と称する

自庵
個人建立の道場または看坊道場が道場主の私有化を認め
られた場合、これを自庵（道場）と称する

法名元 周防・長門地方に所在する道場の呼称

本尊元 肥前に所在する道場の呼称

薩摩地方の講道場
お座仏・講間・内寺・里寺・小寺・花元・番役寺・寺元
など多くの呼称がある
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お
り
で
あ
る
。
道
場
の
管
理
者
で
あ
る
道
場
主
の
呼
称
は
、
道
場
役
、
道
場
番
、
道
場
坊
、
毛
坊
と
呼
ば
れ
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ

て
い
た
。
例
え
ば
薩
摩
地
方
で
の
道
場
主
の
呼
称
は
御
番
役
、
番
役
、
お
里
さ
ん
、
親
、
お
や
じ
、
お
と
う
さ
ん
が
あ
り
、
そ
し
て
飛

騨
・
美
濃
・
越
前
・
加
賀
な
ど
の
山
奥
の
真
宗
の
村
で
は
、
有
髪
の
俗
人
が
僧
侶
の
役
目
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
れ
を
毛
坊
主
と
呼
ぶ
。

さ
ら
に
、
僧
侶
が
道
場
を
管
理
す
る
場
合
に
は
、
看
坊
・
看
守
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
は
惣
道
場
、
寄
合
道
場
、
下
道
場
等
を
所
属
の
寺
ま

た
は
門
徒
か
ら
委
託
さ
れ
て
管
理
す
る
道
場
主
で
あ
る
。
看
坊
道
場
の
看
坊
（
道
場
主
）
が
自
己
の
管
理
し
て
き
た
道
場
の
私
有
化
を

容
認
さ
れ
る
と
、
こ
れ
を
自
庵
と
称
す
る
。

　

真
宗
教
団
の
寺
院
の
前
身
と
な
っ
た
道
場
は
、現
在
も
各
地
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。と
く
に
北
陸
の
道
場
は
柳
田
國
男
が「
毛
坊
主
考
」

で
と
り
あ
げ
て
い
る8

。
道
場
が
維
持
さ
れ
て
き
た
の
は
檀
那
寺
（
真
宗
で
は
手
次
寺
）
が
集
落
か
ら
離
れ
て
お
り
、
急
な
葬
儀
で
は
す

ぐ
に
僧
侶
を
召
喚
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
点
が
大
き
い
。
本
林
靖
久
は
、
福
井
県
越
前
町
熊
谷
地
区
を
事
例
に
、
道
場
の
老
朽
化

に
よ
る
建
て
替
え
で
、
近
隣
集
落
が
公
民
館
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
仏
壇
を
設
け
る
形
式
で
道
場
と
し
て
も
運
営
し
て
い
る
事

例
か
ら
、
調
査
地
の
集
落
も
同
様
の
形
式
で
の
再
建
を
お
こ
な
っ
た
例
を
紹
介
し
て
い
る9

。
福
井
県
で
最
も
古
い
道
場
と
さ
れ
、
元
旦

朝
に
集
落
全
員
が
参
列
し
、
雑
煮
を
食
べ
る
「
お
箸
は
じ
め
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
大
野
市
和
泉
地
区
の
川
合
道
場
は
、
集
落
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
、
過
疎
化
の
な
か
で
人
が
集
ま
る
場
と
し
て
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る10

。

　

真
宗
を
信
仰
す
る
人
々
の
集
ま
る
場
は
道
場
を
原
型
に
、
僧
侶
や
時
代
の
要
請
に
応
じ
て
寺
院
化
し
て
い
っ
た
。
た
だ
全
て
が
寺
院

に
変
化
す
る
の
で
は
な
く
、真
宗
の
信
仰
の
場
と
集
会
所
と
し
て
の
役
割
を
担
い
な
が
ら
現
在
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
道
場
は
、

本
願
寺
へ
の
直
参
の
道
場
を
除
け
ば
、
寺
院
を
中
心
と
し
空
間
的
に
補
い
き
れ
な
い
部
分
に
道
場
が
存
在
す
る
こ
と
で
寺
院
を
補
完
す

る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
寺
院
を
補
完
す
る
か
た
ち
で
道
場
が
残
る
地
域
は
あ
る
も
の
の
、
真
宗
に
お
い
て
は
道
場

か
ら
寺
院
へ
発
展
し
た
の
が
地
方
の
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
寺
院
化
は
親
鸞
没
後
か
ら
江
戸
初
期
に
お
こ
っ
た
の
が
主
流
で
あ
る
。
た
だ
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一
つ
特
殊
な
道
場
の
事
例
は
、「
薩
摩
地
方
の
講
道
場
」
で
あ
る
。
鹿
児
島
（
千
葉
乗
隆
の
「
薩
摩
地
方
」
と
同
意
）
で
の
真
宗
寺
院

建
立
は
二
章
で
述
べ
る
よ
う
に
明
治
以
降
で
あ
る
。

二
、
鹿
児
島
に
お
け
る
廃
寺
と
真
宗
寺
院
の
勃
興

　
（
一
）
鹿
児
島
に
お
け
る
廃
寺
と
そ
の
背
景

　

島
津
家
初
代
当
主
島
津
忠
久
［
未
詳
―
一
二
二
七
］
は
、
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
十
二
月
、
大
隅
国
・
薩
摩
国
の
守
護
を
拝
命
し
、

入
国
に
際
し
て
、
出
水
郡
に
木
牟
礼
城
を
築
城
、
そ
れ
と
同
時
に
同
郡
野
田
村
に
感
應
寺
を
建
立
し
、
こ
れ
を
菩
提
寺
、
祈
願
寺
と
し

た
。
六
代
目
氏
久
の
代
［
一
三
二
八
―
一
三
八
七
］
に
、首
府
を
鹿
児
島
に
遷
し
、応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
に
七
代
元
久
［
一
三
六
三

―
一
四
一
一
］
が
曹
洞
宗
玉
龍
山
福
昌
寺
を
建
立
し
、
福
昌
寺
が
島
津
家
の
菩
提
寺
と
勅
願
寺
に
な
る
。
福
昌
寺
以
外
で
も
、
歴
代
藩

主
の
崇
敬
を
受
け
て
き
た
祈
願
寺
と
し
て
、
西
海
の
本
寺
と
呼
ば
れ
た
一
乗
院
、
一
乗
院
と
真
言
宗
藩
内
首
座
を
争
っ
た
大
乗
院
な
ど

が
あ
り
、
薩
摩
藩
に
は
有
力
寺
院
が
多
く
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
修
験
道
も
盛
ん
で
、
特
に
南
薩
で
は
金
峰
山
を
中
心
に
修
験
の
文
化

が
発
展
し
て
い
た
。
修
験
道
は
戦
国
期
に
は
戦
勝
祈
願
の
籤
を
引
き
、
藩
政
期
に
お
い
て
も
藩
主
が
病
に
な
れ
ば
加
持
祈
祷
を
お
こ
な

い
、
薩
摩
藩
十
代
藩
主
島
津
斉
興
は
天
保
年
間
に
外
国
船
が
来
な
い
よ
う
に
調
伏
を
文
殊
院
に
命
じ
て
い
る11

。

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
諸
派
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
島
津
家
お
よ
び
薩
摩
藩
で
あ
っ
た
が
、
近
世
後
期
に
な
る
と
そ
の
様
相
は
変
わ
っ
て

い
く
。
藩
内
の
仏
教
寺
院
を
廃
す
る
動
き
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
当
時
、
薩
摩
藩
で
廃
寺
を
推
し
進
め
た
一
人
で
あ
る
市
来
四
郎
は

明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
十
二
月
二
十
二
日
に
史
談
会
に
て
当
時
の
様
子
を
口
述
し
て
い
る12

。

　

市
来
四
郎
の
口
述
を
整
理
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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①
水
戸
藩
の
徳
川
斉
昭
が
梵
鐘
を
鋳
潰
し
て
大
砲
を
作
っ
た
こ
と
に
影
響
さ
れ
、
島
津
斉
彬
も
梵
鐘
を
徴
発
し
た
が
、
鋳
潰
す

前
に
急
逝
。
梵
鐘
も
一
度
寺
院
に
返
却
し
た
が
、
斉
彬
の
急
逝
は
寺
院
の
梵
鐘
を
徴
発
し
た
祟
り
だ
と
い
う
噂
が
流
れ
、「
有

志
者
は
憤
激
し
て
激
昂
」
し
た
。
廃
寺
の
原
因
は
斉
彬
の
死
を
悪
し
様
に
言
わ
れ
た
こ
と
へ
の
怒
り
と
、
き
っ
と
存
命
な
ら

廃
寺
に
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
周
囲
の
考
え
も
あ
っ
た
。

②
薩
摩
藩
は
、
水
戸
藩
の
僧
侶
に
対
す
る
対
応
か
ら
、
僧
侶
の
還
俗
を
手
厚
く
対
応
し
、
僧
侶
の
方
か
ら
「
続
々
帰
俗
し
て
国

事
に
尽
く
し
た
い
と
云
う
立
派
な
書
面
を
出
し
た
」。

③
仏
像
や
寺
院
の
破
壊
に
は
仏
罰
と
い
う
噂
が
出
な
い
よ
う
に
け
が
人
が
出
な
い
よ
う
に
留
意
し
て
お
こ
な
っ
た
。

④
慶
應
元
年
（
一
八
六
五
）
の
春
よ
り
、
同
三
年
（
一
八
六
七
）
の
末
に
は
か
な
り
の
結
果
が
出
た
。

　

市
来
の
口
述
か
ら
、
薩
摩
藩
の
神
仏
分
離
は
水
戸
藩
に
影
響
さ
れ
た
斉
彬
に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
、
藩
主
斉
彬
死
後
は
有
志
者
に
よ
っ

て
断
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
背
景
に
斉
彬
の
死
を
仏
罰
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
の
と
、
廃
寺
に
す
る
こ
と
が
遺
志
を

継
ぐ
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
藩
士
た
ち
の
決
意
が
あ
っ
た
。
市
来
は
②
で
は
、
藩
側
が
手
厚
く
対
応
し
た
こ
と
で
、
僧
侶
自
ら
望
ん

で
還
俗
し
た
よ
う
に
口
述
し
て
い
る
が
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
に
は
寺
領
を
没
収
し
て
寺
院
の
自
滅
を
は
か
っ
て
い
る
。
藩

は
寺
領
を
没
収
す
る
代
わ
り
に
寺
僧
養
料
を
支
給
し
た
が
、
こ
れ
は
各
寺
院
の
住
職
一
人
と
寺
僧
二
人
だ
け
の
分
一
日
一
人
五
合
の
み

で
あ
り
、
千
人
規
模
の
寺
院
は
維
持
で
き
な
く
な
り
、
還
俗
す
る
以
外
に
道
が
な
い
状
態
で
あ
っ
た13

。

　

市
来
の
残
し
て
い
た
資
料
に
よ
る
と
寺
社
お
よ
び
堂
宇
、
僧
侶
数
は
次
の
通
り
で
あ
る14

。
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大
小
寺
院
総
数　
　

一
〇
六
六
ヶ
寺

寺
社
所
領
石
高　
　

一
万
五
一
一
八
石
余

堂
宇
数　
　
　
　
　

四
二
八
六
宇

僧
侶
数　
　
　
　
　

二
九
六
四
人

こ
の
寺
院
数
は
、「
薩
藩
例
規
雑
集　

十
」
の
「
寺
院
総
数
」
と
同
数
で
あ
る
。
な
の
で
、
地
域
ご
と
の
寺
院
数
の
内
訳
と
し
て
は
、

以
下
の
数
量
に
近
い
と
推
定
で
き
る
。

薩
州
（
薩
摩
半
島
等
…
伊
佐
郡
・
薩
摩
郡
・
日
置
郡
・
谿
山
郡
・
揖
宿
郡
・
頴
娃
郡
・
鹿
児
島
郡
・
給
黎
郡
・
甑
島
郡
・
阿
多
郡
・

川
辺
郡
・
高
城
郡
・
出
水
郡
）　

五
〇
八
ヶ
寺
（
内　

鹿
児
島
郡　

一
一
八
ヶ
寺
）

隅
州
（
大
隅
半
島
等
…
囎
唹
郡
・
桑
原
郡
・
菱
苅
郡
・
姶
羅
郡
・
肝
属
郡
・
大
隅
郡
・
熊
毛
郡
・
馭
謨
郡
）　

三
一
八
ヶ
寺

日
州
（
現
宮
崎
県
南
部
…
諸
県
郡
の
一
部
）　

二
四
〇
ヶ
寺

　

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
神
仏
分
離
令
が
明
治
新
政
府
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
、
藩
内
に
布
告
さ
れ
た
こ
と
で
、
薩
摩
藩
の
寺
院
と

神
社
の
統
廃
合
は
加
速
し
た
。
島
津
忠
義
の
正
室
暐
子
が
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
五
月
に
逝
去
す
る
と
葬
儀
を
神
式
で
執
行
し
藩
主

一
家
が
仏
教
を
離
脱
す
る
意
思
表
明
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
同
年
六
月
に
は
島
津
家
歴
代
の
霊
位
を
神
式
に
て
祀
る
こ
と
と
な
っ

た15

。

　

藩
主
の
正
室
が
神
式
に
て
祀
ら
れ
た
半
年
後
の
十
一
月
に
は
歴
代
藩
主
の
菩
提
寺
や
祈
願
所
で
あ
っ
た
有
力
寺
院
も
廃
寺
に
な
る
こ
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と
が
決
定
す
る
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
「
日
本
全
国
戸
籍
表
」
を
見
る
と
、
鹿
児
島
の
み
寺
数
の
欄
に
「
無
シ
」
と
記
さ
れ
て

い
る16

。

　

わ
ず
か
二
〜
三
年
の
う
ち
に
、
約
一
〇
〇
〇
ヶ
寺
の
寺
院
が
な
く
な
っ
た
薩
摩
藩
の
民
衆
は
廃
寺
と
い
う
動
き
を
ど
う
受
け
止
め
た

の
か
。
廃
寺
を
お
こ
な
え
た
背
景
に
は
複
数
の
要
因
が
あ
り
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
栗
林
文
夫
は
次
の
五
つ
を
大
き
な
要
因
と
し

て
あ
げ
て
い
る17

。

①
江
戸
時
代
に
僧
侶
自
身
も
宗
門
改
め
の
役
人
の
改
め
を
請
け
、
職
能
が
他
藩
の
僧
侶
よ
り
狭
く
、
社
会
的
地
位
も
さ
ほ
ど
高

く
な
か
っ
た

②
民
衆
の
殆
ど
が
か
く
れ
念
仏
の
門
徒
で
、
表
面
だ
け
各
宗
旨
の
檀
那
寺
に
つ
い
て
い
た

③
寺
請
制
度
が
な
い
た
め
、
寺
院
と
民
衆
と
の
直
接
的
関
係
が
希
薄
で
、
武
士
の
扇
動
に
の
っ
て
民
衆
も
寺
の
打
ち
壊
し
に
付

和
雷
同
し
た

④
廃
寺
後
の
僧
侶
の
生
活
を
保
障
し
た

⑤
鋳
銭
事
業
を
契
機
と
し
た
梵
鐘
鋳
潰
し
論
が
明
治
二
年
の
廃
仏
毀
釈
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

　

上
記
五
つ
の
背
景
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
全
て
の
要
因
が
廃
寺
に
向
け
て
淀
み
な
く
機
能
し
て
い
た
か
に
つ
い
て

は
疑
問
が
残
る
。
④
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
保
障
が
十
全
で
あ
っ
た
か
ら
還
俗
し
た
の
で
は
な
く
、
還
俗
す
る
以

外
に
生
き
残
る
道
が
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
③
に
つ
い
て
は
、
福
昌
寺
跡
の
墓
地
で
近
年
発
見
さ
れ
た
列
世
群
霊
旧
牌
合
瘞
冢
に
造
士

館
の
副
学
長
を
つ
と
め
た
今
藤
惟
宏
が
碑
文
を
刻
ん
で
い
る
。
そ
の
内
容
は
歴
代
藩
主
の
位
牌
を
捨
て
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
を
記
し
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て
お
り
、
ま
た
藩
士
木
脇
啓
四
郎
は
一
代
記
の
中
で
廃
仏
を
失
策
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
藩
士
の
な
か
で
も
徹
底
し

た
廃
寺
へ
表
立
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
批
判
的
姿
勢
を
持
っ
た
者
が
い
た18

。
ま
た
郷
土
誌
『
内
之
浦
町
誌
』
で
は
役
人
か
ら
事

前
に
密
告
が
あ
り
仏
具
を
隠
匿
し
た
こ
と
や
、『
日
吉
町
郷
土
誌
』
で
は
廃
仏
に
関
し
て
抗
議
す
る
碑
の
存
在
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

為
政
者
側
で
あ
る
市
来
四
郎
の
口
述
で
は
民
衆
も
さ
し
た
る
抵
抗
を
見
せ
ず
、順
調
に
神
仏
分
離
を
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、

残
さ
れ
た
資
料
か
ら
は
廃
寺
を
推
し
進
め
た
側
や
民
衆
に
は
様
々
な
葛
藤
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
つ
ま
り
何
が
し
か
の
抵
抗
が
あ

り
な
が
ら
も
廃
寺
は
断
行
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
寺
院
ゼ
ロ
だ
っ
た
鹿
児
島
に
は
現
在
四
六
二
の
仏
教
系
宗
教
法
人
が
存
在
し

て
お
り
、
そ
の
六
割
以
上
が
真
宗
系
で
あ
る19

。
し
か
し
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
か
ら
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
い
た
る
ま
で
鹿
児

島
で
は
真
宗
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
間
に
真
宗
寺
院
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
栗
林
が
②
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
民
衆
の
多
く

が
か
く
れ
念
仏
の
門
徒
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
真
宗
禁
制
と
開
教

　

か
つ
て
島
津
家
の
統
治
し
た
鹿
児
島
に
お
い
て
、
明
治
期
ま
で
真
宗
は
三
〇
〇
年
近
く
禁
制
と
さ
れ
て
い
た
。
鹿
児
島
に
真
宗
が
い

つ
伝
播
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、和
歌
山
県
海
南
市
の
浄
国
寺
の
方
便
法
身
尊
形
に
は
、永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
に
千
野
湊
（
現

在
の
宮
崎
県
串
間
市
）
の
釈
明
心
が
願
主
と
し
て
本
願
寺
実
如
よ
り
下
付
し
た
と
裏
書
さ
れ
た
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
る20

。
永
正
年
間
に

は
本
願
寺
と
鹿
児
島
の
門
徒
が
交
流
し
、
本
尊
を
下
付
さ
れ
る
関
係
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
鹿
児
島
を
統
治

し
て
い
た
島
津
家
に
よ
っ
て
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
は
真
宗
禁
制
と
な
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
ま
で

継
続
さ
れ
た
。
禁
制
と
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
に
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
の
三
州
統
一
を
成
就
し
た
島
津

家
が
当
時
日
本
各
地
で
一
揆
を
起
こ
し
て
い
た
真
宗
を
危
険
視
し
た
、
ま
た
は
豊
臣
秀
吉
の
島
津
攻
め
に
お
い
て
真
宗
門
徒
や
僧
侶
が
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協
力
し
た
、
な
ど
諸
説
あ
る21

。

　

禁
制
と
さ
れ
な
が
ら
も
信
仰
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
大
谷
派
や
本
願

寺
派
の
教
区
史
や
「
薩
摩
国
諸
記
」
で
は
漁
業
に
お
け
る
魚
な
ど
の
殺
生

を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
薩
摩
藩
で
は
宗
門
改
め
が
特
殊
で
、

檀
那
寺
で
は
な
く
藩
が
人
々
の
宗
派
を
管
理
し
て
お
り
、
寺
院
と
の
距
離

が
あ
っ
た
こ
と
も
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　

禁
制
期
は
、
真
宗
を
信
仰
し
て
い
る
こ
と
が
藩
に
露
見
す
れ
ば
罰
せ
ら

れ
る
た
め
、人
々
は
、ガ
マ
と
呼
ば
れ
る
洞
窟
（
写
真
一
参
照
）
や
船
の
上
、

民
家
の
屋
根
裏
、
土
蔵
な
ど
に
隠
れ
て
集
ま
っ
て
、
僧
侶
の
か
わ
り
に
番

役
と
呼
ば
れ
る
男
性
が
宗
教
指
導
者
に
な
っ
て
信
仰
を
続
け
た22

。
信
仰
組

織
の
下
部
に
は
小
寄
講
（
里
寺
や
御
座
と
呼
ば
れ
る
集
団
）
が
あ
り
、
こ

れ
が
地
域
ご
と
に
集
ま
っ
て
講
を
組
織
す
る
。
講
は
、日
向
、肥
後
、大
阪
、

京
都
に
あ
る
真
宗
寺
院
を
介
す
る
か
、
あ
る
い
は
直
接
本
願
寺
と
交
流
し

た
。
一
般
に
、
こ
の
信
仰
状
態
を
「
か
く
れ
念
仏
」
と
称
す
る
。

　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

第
十
八
巻
』
所
収
の
「
薩
摩
国
諸
記
」
は
、

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
か
ら
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
と
、
天
保
二

年
（
一
八
三
一
）
か
ら
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
禁
制
下
の
講
と
西
本

願
寺
側
と
で
交
換
し
た
文
書
の
記
録
で
あ
る23

。「
薩
摩
国
諸
記
」
に
講
名
の

写真一　鹿児島市花尾町のかくれ念仏洞（2020 年 11 月 16 日筆者撮影）
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書
か
れ
た
な
か
で
地
域
の
分
か
る
も
の
で
五
十
二
、
地
域
不
明
な
も
の
だ
け
で
三
十
六
、
計
八
十
八
の
講
が
確
認
で
き
る
。
彼
ら
は
一

様
に
、
西
本
願
寺
に
懇
志
と
し
て
永
代
に
金
銭
を
上
納
す
る
か
わ
り
に
講
の
認
可
や
尊
像
や
御
影
図
、
御
書
等
の
下
賜
、
使
僧
の
派
遣

を
求
め
て
い
る
。
彼
ら
が
西
本
願
寺
と
交
流
し
、
そ
れ
ら
を
得
る
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
。「
薩
摩
国
諸
記
」
の
記
述
か
ら

読
み
解
い
て
い
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
、
文
化
十
五
年
（
一
八
一
八
）
に
御
鏡
講
は
西
本
願
寺
の
役
人
へ
次
の
よ
う
な
口
上
書
を
出
し
た
。

　

乍
恐
奉
願
口
上
書

一
、
私
共
講
中
、
遠
国
に
生
を
請
候
へ
共
、
善
知
識
様
え
御
教
化
御
安
心
の
趣
聴
聞
仕
、
銘
〻
共
〻
細
〻
に
御
相
続
仕
、
難
有
奉

存
候
然
共
何
卒
御
引
立
の
上
よ
り
、御
正
當
御
安
心
趣
一
統
仕
度
候
間
、御
書
様
の
御
寫
、御
慈
悲
の
上
よ
り
御
免
被
成
下
候
は
ゝ

難
有
奉
存
候
。
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　

八
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

薩
州　

御
鏡
講
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長　

四　

郎　
　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
良
右
絵
衞
門　

印

　

薩
摩
藩
と
い
う
遠
方
に
あ
り
な
が
ら
、
真
宗
の
信
仰
を
細
々
と
続
け
て
い
た
が
、
自
分
た
ち
の
正
当
と
安
心
を
確
固
た
る
も
の
に
す

る
た
め
に
も
御
書24

を
自
分
た
ち
の
講
に
欲
し
い
と
い
う
旨
の
口
上
書
で
あ
る
。
他
の
講
も
、
御
書
の
巡
回
や
、
尊
形
、
名
号
の
下
付
を

西
本
願
寺
に
求
め
て
お
り
、
そ
れ
は
講
が
再
興
、
分
裂
し
た
場
合
に
も
求
め
ら
れ
た
。

　

正
当
と
は
真
宗
教
団
に
対
し
て
の
異
端
の
講
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
安
心
と
は
本
来
、
気
が
か
り
な
く
心
が
安
ら
い
で
い
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る
状
態
を
指
し
、
真
宗
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
て
一
片
の
疑
い
も
な
い
状
態
を
意
味
し
て
い
る25

。
西
本
願
寺
と
の
交
流

に
よ
っ
て
下
付
さ
れ
る
物
品
を
、
薩
摩
藩
か
ら
隠
れ
て
信
仰
し
て
い
る
講
の
人
々
は
西
本
願
寺
の
教
え
る
真
宗
と
自
ら
の
講
の
信
仰
に

ず
れ
が
生
じ
て
い
な
い
証
に
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
異
端
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
様
子
が
最
も
現
れ
て
く
る
の
は
、
下
甑
島

の
燈
心
講
で
あ
る
。
燈
心
講
は
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
に
金
二
両
を
毎
年
上
納
す
る
か
わ
り
に
自
分
た
ち
の
二
十
四
の
小
寄
講
（
下

甑
島
で
は
座
）
の
集
ま
り
を
燈
心
講
と
し
て
認
可
す
る
こ
と
を
西
本
願
寺
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
た
ち
が
三
年
間
お
こ
な
っ
て

き
た
勤
行
の
次
第
を
提
出
し
、「
今
通
の
勤
方
に
て
成
合
可
申
哉
」
と
尋
ね
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
西
本
願
寺
と
関
係
を
も
つ
こ
と
で
異
質
化
を
さ
け
て
い
た
講
で
あ
っ
た
が
、
御
遠
忌
事
業
や
御
影
堂
修
復
の
懇
志
金

集
め
で
巡
回
す
る
僧
侶
に
紛
れ
て
懇
志
を
集
め
る
者
の
出
現
や
、
西
本
願
寺
と
の
交
流
が
な
い
こ
と
で
徐
々
に
講
内
で
信
仰
が
変
容
す

る
な
ど
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
講
と
西
本
願
寺
の
両
者
が
意
図
し
な
い
形
で
足
並
み
が
み
だ
れ
て
き
た
。
一
要
因
と
な
っ
た
の

は
三
業
派
で
あ
る
。

　

三
業
派
は
本
願
寺
派
内
で
起
き
た
教
義
に
関
す
る
論
争
で
最
終
的
に
排
斥
と
な
っ
た
学
派
で
あ
る
。
あ
る
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
意

思
（
意
業
）、
そ
れ
が
身
体
的
行
動
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
（
身
業
）、
言
語
表
現
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
（
口
業
）
の
三
つ
の
働
き
を
三
業

と
い
い
、
三
業
派
は
口
称
念
仏
だ
け
で
な
く
、
こ
の
三
業
に
わ
た
っ
て
仏
に
帰
依
す
べ
き
と
い
う
自
力
的
要
素
の
あ
る
三
業
帰
命
説
を

唱
え
た
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
、
三
業
帰
命
説
を
唱
え
る
智
洞
が
学
林
の
第
七
代
能
化
に
な
っ
た
こ
と
で
、
説
に
異
を
唱
え
る

学
僧
と
そ
の
支
持
者
と
の
間
で
対
立
が
起
き
、
江
戸
幕
府
が
介
入
す
る
ま
で
の
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
七
月
、
江

戸
幕
府
に
よ
っ
て
三
業
派
は
異
安
心
と
さ
れ
論
争
は
収
束
し
た
。
こ
の
一
連
の
論
争
を
三
業
惑
乱
と
い
う
。
西
本
願
寺
は
三
業
惑
乱
の

の
ち
に
文
化
三
年
十
一
月
に
は
門
主
本
如
が
西
本
願
寺
派
の
定
め
る
真
宗
を
明
示
し
た
『
御
裁
断
御
書
』
を
発
布
し
た
。
薩
摩
藩
内
に

も
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
こ
の
文
書
が
届
い
て
い
た
こ
と
が
高
尾
野
仏
飯
講
の
書
面
で
確
認
で
き
る
。
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し
か
し
西
本
願
寺
が
三
業
派
の
薩
摩
藩
へ
の
入
国
を
警
戒
し
、
講
へ
も
注
意
を
呼
び
掛
け
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
に
は
、
次
の
通
り
三
業
派
が
入
国
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
、
私
國
本
、
三
業
大
路
と
や
申
人
、
身
を
か
く
し
居
候
土
地
に
て
、
彼
徒
弟
も
大
分
に
御
座
候
。
十
劫
邪
義
或
は
機
な
け
き
等

の
異
安
心
固
執
の
者
も
多
く
候
へ
は
、
是
等
も
當
節
御
書
様
幷
御
使
僧
様
と
し
て
明
勝
寺
様
御
差
向
下
候
は
は
、
御
威
光
を
以
や

わ
ら
き
可
申
と
奉
存
上
候
。

　

こ
の
段
階
で
は
講
の
方
も
三
業
派
は
異
端
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
使
僧
の
派
遣
を
依
頼
し
て
い
る
。
し
か
し
嘉
永
四
年

（
一
八
五
一
）
八
月
の
九
州
出
役
重
誓
寺
が
本
山
に
宛
て
た
口
上
覚
に
は
「
香
花
講
・
下
方
御
煙
草
講
・
蝋
燭
講
、
右
の
講
は
三
業
」

と
三
業
派
の
講
の
出
現
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
西
本
願
寺
も
同
年
十
一
月
に
は
こ
の
三
つ
の
講
に
つ
い
て
三
業
派
に
転
じ
た
の
か
ど
う

か
を
上
納
金
の
経
歴
や
講
員
の
状
況
の
有
無
や
そ
の
様
子
か
ら
吟
味
し
は
じ
め
て
お
り
、
三
業
派
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

だ
が
、
近
代
以
降
も
三
業
派
の
影
響
が
強
か
っ
た
熊
本
が
近
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
鹿
児
島
に
お
け
る
三
業
派
の
影
響
は
開
教
に
も
響

い
た26

。

　

明
治
政
府
の
代
と
な
っ
た
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
九
月
五
日
に
「
各
宗
旨
ノ
儀
自
今
人
民
各
自
ノ
信
任
ニ
任
セ
候
条
此
段
布
達
候

事
」
と
い
う
布
達
が
鹿
児
島
県
参
事
田
畑
常
秋
の
名
で
発
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
真
宗
を
含
め
て
の
信
教
の
自
由
を
鹿
児
島
県
が
許
可
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
願
寺
派
鹿
児
島
別
院
が
作
成
し
た
『
本
願
寺
開
教
五
十
年
史
』
に
よ
る
と
、
こ
の
布
達
の
翌
日
に
は
津
曲
十

助
と
波
江
野
惣
兵
衛
が
参
事
で
あ
る
田
畑
の
私
邸
を
訪
ね
て
布
達
の
真
相
と
県
庁
の
方
針
を
確
か
め
た27

。
布
達
が
文
言
そ
の
ま
ま
で
あ

る
と
確
信
を
え
た
両
名
は
開
明
講
と
燈
明
講
の
主
要
人
物
と
話
し
合
い
、
六
名
で
九
月
九
日
に
は
西
本
願
寺
へ
上
申
す
る
た
め
に
長
崎
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行
き
の
汽
船
に
乗
り
込
み
、
十
二
日
に
大
阪
に
着
港
、
翌
早
朝
に
は
僧
侶
赤
松
連
城
の
私
邸
を
訪
れ
、
真
宗
解
禁
の
布
達
が
出
た
こ
と

を
告
げ
た
。
報
告
を
受
け
た
西
本
願
寺
は
布
教
使
と
な
る
僧
侶
を
派
遣
し
、
神
仏
分
離
で
鹿
児
島
は
一
切
の
寺
院
が
廃
寺
の
憂
き
目
に

遭
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
布
達
に
よ
っ
て
各
派
仏
教
も
復
興
に
動
き
出
し
た28

。
真
宗
以
外
の
宗
派
は
、
廃
寺
以
前
の
活
気
を
と
り
も
ど

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
奮
闘
し
、「
再
現
す
る
に
至
ら
ず
と
も
、
三
州
到
る
所
殆
ど
弥
陀
の
光
明
の
照
ら
し
及
ば
ぬ
郷
土
な

き
は
確
実
」
で
あ
っ
た
が
、
特
に
真
宗
は
開
教
以
来
目
覚
し
い
発
展
を
と
げ
、「
中
心
地
に
巍
然
と
し
て
天
に
聳
ゆ
る
殿
堂
は
、
尤
も

雄
弁
に
其
教
勢
を
証
明
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
ゼ
ロ
か
ら
の
開
教
で
あ
っ
て
も
、
真
宗
寺
院
の
発
展
に
は
目
覚
ま
し
い
も

の
が
あ
っ
た29

。

　

し
か
し
禁
制
下
で
変
容
し
た
講
の
信
仰
全
て
が
寺
院
に
収
束
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
寺
院
と
同
時
に
そ
の
外
部
に
カ
ヤ
カ
ベ
教
や

ダ
ン
ナ
ド
ン
信
仰
な
ど
の
信
仰
が
残
っ
た
の
で
あ
る30

。
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
生
の
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
薬
師
町
出
身
で
、京
セ
ラ
、

第
二
電
電
（
現KD

D
I

）
創
業
者
の
稲
森
和
夫
の
回
想
録
に
は
彼
の
幼
少
期
の
宗
教
体
験
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

小
学
校
へ
行
く
前
で
す
が
、
私
の
父
親
の
家
―
鹿
児
島
市
内
か
ら
四
里
ほ
ど
田
舎
で
す
け
ど
―
で
は
隠
れ
念
仏
（
原
典
マ
マ
）

を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
も
う
そ
の
と
き
は
西
本
願
寺
も
あ
り
ま
し
た
の
に
、村
の
な
か
に
あ
る
小
さ
な
小
屋
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、

夜
、
提
灯
を
と
も
し
ま
し
て
ね
、
親
が
私
の
手
を
引
い
て
連
れ
て
行
き
ま
し
た
。「
静
か
に
し
て
お
れ
、
声
を
出
し
た
ら
い
か
ん
」

と
言
う
ん
で
す
。
…
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
仏
壇
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
老
人
が
ひ
と
り
、
ち
ょ
こ
ん
と
坐
っ
て
、
み
ん
な
に
お
参
り

さ
せ
て31

　

幼
少
期
の
記
憶
と
し
て
、
稲
盛
は
寺
院
と
は
別
に
、
老
人
の
い
る
小
屋
に
通
っ
た
。
カ
ヤ
カ
ベ
教
な
ど
の
よ
う
に
そ
の
習
俗
を
指
す
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名
称
が
な
い
が
、
開
教
後
も
寺
院
と
は
別
に
小
屋
を
持
ち
、
禁
制
下
の
名
残
を
残
し
て
い
た
様
子
が
よ
め
る
。
真
宗
禁
制
期
の
講
組
織

か
ら
鹿
児
島
の
真
宗
寺
院
が
お
こ
る
変
遷
の
な
か
で
、
寺
院
か
ら
取
り
こ
ぼ
さ
れ
た
習
俗
が
あ
る
可
能
性
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
、
坊
津
町
鳥
越
集
落
の
一
乗
院
の
廃
寺
と
そ
の
後

（
一
）
一
乗
院
の
廃
寺
と
龍
巌
寺

　

鹿
児
島
県
南
さ
つ
ま
市
坊
津
町
坊
に
は
、
西
海
の
本
寺
と
称
さ
れ
た
真
言
宗
寺
院
、
西
海
金
剛
峯
如
意
珠
山
龍
巖
寺
一
乗
院
が
か
つ

て
存
在
し
て
い
た
。『
三
国
名
勝
図
会
』
第
二
十
六
巻
に
は
、
敏
達
天
皇
十
二
年
（
五
八
三
）
に
坊
津
で
は
百
済
の
日
羅
が
鳥
越
山
龍

巌
寺
を
は
じ
め
と
す
る
坊
舎
仏
閣
を
営
造
し
、
日
羅
の
建
て
た
三
ヶ
所
の
坊
舎
が
坊
津
と
い
う
地
名
の
由
来
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
薩
摩
半
島
の
西
南
端
に
位
置
す
る
坊
津
は
、
大
陸
と
の
交
易
を
含
め
た
海
上
交
通
の
拠
点
と
し
て
博
多
浦
、
安
濃
津
と
と
も

に
日
本
三
津
と
称
さ
れ
て
い
た
。『
三
国
名
勝
図
会
』
に
よ
る
と
、
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
に
は
、
鳥
羽
上
皇
院
宣
を
も
っ
て
紀
州

根
来
寺
の
別
院
と
な
り
、
ま
た
上
皇
の
御
願
所
と
し
て
、
如
意
珠
山
一
乗
院
の
勅
号
も
与
え
ら
れ
た
。
島
津
家
と
も
八
代
当
主
頼
忠
の

頃
よ
り
交
流
を
持
ち
、
十
五
代
当
主
島
津
貴
久
、
十
六
代
当
主
義
久
親
子
が
、
そ
れ
ぞ
れ
幼
年
期
に
習
学
の
場
と
し
て
一
乗
院
に
滞
在

し
た
。
日
本
三
津
に
称
さ
れ
る
交
易
港
に
拠
点
を
置
く
寺
院
と
い
う
地
理
的
特
色
も
重
視
さ
れ
、
島
津
家
や
朝
廷
と
の
関
係
を
深
め
て

い
く
な
か
で
、
高
野
山
の
寺
号
で
あ
る
金
剛
峯
寺
を
入
れ
た
西
海
金
剛
峯
寺
と
い
う
号
も
獲
得
し
て
い
た
。

　

た
だ
こ
の
一
乗
院
も
、
慶
応
年
間
か
ら
明
治
初
期
に
鹿
児
島
で
お
こ
な
わ
れ
た
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
廃
寺
と
な
り
、
そ
の
後
再
興
さ

れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
信
教
の
自
由
の
布
達
後
、
各
地
に
寺
院
が
新
興
、
復
興
す
る
な
か

一
乗
院
の
有
し
て
い
た
寺
号
「
龍
巌
寺
」
を
引
き
継
い
だ
の
は
、
宗
派
の
異
な
る
真
宗
寺
院
で
あ
っ
た
。
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神
仏
分
離
の
際
に
各
地
の
寺
院
が
廃
寺
と
な
る
な
か
で
、
一
乗
院
は
廃
寺
を
免
れ
得
る
の
で
は
と
言
わ
れ
て
い
た
寺
院
の
一
つ
で

あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
末
、
当
初
は
廃
寺
を
免
れ
る
か
と
思
わ
れ
て
い
た
一
乗
院
も
廃
寺
の
対
象
と
な
る
。『
坊

津
町
郷
土
誌　

下
巻
』
に
よ
る
と
、解
体
さ
れ
た
一
乗
院
の
建
材
は
、坊
泊
小
学
校
建
設
に
活
用
さ
れ
、土
地
に
は
同
校
が
建
設
さ
れ
た
。

梵
鐘
は
、
南
方
郷
の
役
所
が
あ
る
鹿
籠
の
城
山
に
移
し
て
時
報
鐘
と
し
て
再
利
用
と
な
っ
た
。
一
乗
院
の
山
門
に
あ
っ
た
第
七
世
頼
全

和
尚
が
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
に
建
立
し
た
金
剛
力
士
像
は
破
壊
し
て
鳥
越
集
落
内
に
棄
て
ら
れ
た
が
、
後
年
鳥
越
集
落
の
人
々
の

手
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
、
現
在
は
旧
坊
泊
小
学
校
の
正
門
両
脇
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
一
乗
院
に
は
寺
宝
と
し
て
多
く
の
宝
物
が
あ
っ

た
が
、
一
乗
院
廃
寺
の
際
に
常
備
隊
が
接
収
し
、
彼
ら
が
費
用
を
借
用
し
て
い
た
坊
浜
、
泊
浜
の
豪
商
た
ち
の
担
保
と
し
て
預
け
ら
れ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
借
金
の
担
保
に
な
ら
な
い
よ
う
な
仏
具
、
位
牌
、
諸
仏
像
は
一
乗
院
内
の
二
つ
の
井
戸
に
投
入
さ
れ
、
常
備

隊
が
去
っ
た
あ
と
、
こ
れ
も
鳥
越
集
落
の
人
々
が
掘
り
起
こ
し
て
匿
っ
た
と
い
う
。

　

郷
土
誌
の
記
述
に
よ
る
と
、
一
乗
院
の
廃
寺
は
、
宗
教
政
策
と
い
う
面
だ
け
で
は
な
く
常
備
隊
の
費
用
工
面
の
一
面
が
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
ま
た
、
廃
寺
に
と
も
な
い
破
却
さ
れ
た
金
剛
力
士
像
や
、
貨
幣
価
値
の
低
い
仏
具
類
を
修
復
・
回
収
し
た
の
は
鳥
越
集
落

の
人
々
で
あ
っ
た
。
鳥
越
集
落
は
、
別
名
門
前
と
も
称
さ
れ
る
集
落
で
あ
る
。
門
前
と
は
一
乗
院
の
門
前
の
こ
と
で
あ
り
、
一
乗
院
の

膝
元
で
あ
っ
た
門
前
は
参
詣
者
の
宿
泊
や
娯
楽
を
提
供
し
た
。
歌
が
上
手
、
踊
り
が
上
手
と
い
っ
た
芸
達
者
な
女
性
は
「
門
前
芸
者
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
、
一
乗
院
の
仏
前
に
供
え
る
米
を
共
同
耕
作
し
て
納
め
る
田
部
当
（
タ
ベ
ッ
ト
）
と
い
わ
れ
る
門
前
各
家
の

本
家
筋
十
九
軒
が
あ
り
、
彼
ら
は
十
九
人
高
と
も
呼
ば
れ
る
。
部
当
の
部
と
は
、
薩
摩
藩
に
お
け
る
門
に
相
当
し
、
そ
の
部
の
頭
を
部

当
と
称
し
た
。
門
前
の
住
民
は
寺
領
を
部
ご
と
に
耕
作
し
、
上
納
し
て
い
た
。
つ
ま
り
生
活
基
盤
に
一
乗
院
と
い
う
存
在
が
大
き
く
影

響
を
与
え
て
い
た
は
ず
だ
が
、
一
乗
院
廃
寺
に
際
し
て
、
門
前
の
人
々
が
抵
抗
し
た
記
録
は
な
い
。
寺
請
制
度
が
な
い
彼
ら
に
と
っ
て

一
乗
院
と
い
う
寺
院
は
、
近
し
い
寺
院
で
は
あ
っ
て
も
檀
那
寺
で
は
な
く
、
信
仰
の
面
で
は
遊
離
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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信
仰
の
実
態
と
し
て
は
、
坊
津
町
で
も
禁
制
と
さ
れ
て
い
た
真

宗
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
坊
津
町
内
の
秋
目
集
落
で
は
、
佐
々
木

教
正
著
『
血
は
輝
く
』
に
お
い
て
、
船
乗
り
が
大
阪
方
面
に
行
っ

た
際
に
本
山
参
詣
が
発
覚
し
秋
目
の
役
所
で
割
木
責
を
受
け
た
と

記
さ
れ
て
い
る32

。
同
様
の
弾
圧
は
明
治
二
年
に
博
多
浦
の
淳
心
講

の
講
頭
入
来
源
右
衛
門
に
も
降
り
か
か
っ
た33

。
現
在
も
、
久
志
集

落
に
は
隠
れ
て
信
仰
し
て
い
た
ガ
マ
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
二
参

照
）。
伝
承
に
よ
る
と
霊
元
天
皇
［
在
位
一
六
六
三
―
一
六
八
七
］

の
子
息
の
乳
母
を
勤
め
た
久
子
（
本
願
寺
派
正
光
寺
出
身
）
は
皇

子
の
死
後
、
観
音
像
奉
納
の
巡
礼
中
に
薩
摩
藩
に
立
ち
寄
っ
た
が
、

真
宗
寺
院
出
身
の
た
め
に
追
わ
れ
、
生
家
の
寺
院
と
関
係
の
あ
っ

た
久
志
集
落
今
村
の
二
十
八
日
講
に
匿
わ
れ
、
尊
牛
山
の
中
腹
の

ガ
マ
に
隠
れ
住
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
ア
ナ
ン
バ
ア
サ
ン

（
穴
の
お
婆
さ
ん
）
と
呼
ば
れ
、
彼
女
の
隠
れ
住
ん
だ
ガ
マ
が
現
存

し
て
い
る
。
鳥
越
集
落
で
は
、
近
世
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
鮫
島

盛
蔵
と
い
う
商
家
の
人
物
が
、
大
阪
に
滞
在
中
に
真
宗
の
信
者
と

な
り
、
帰
郷
後
は
鳥
越
集
落
や
そ
の
近
く
で
読
経
法
話
活
動
を
お

こ
な
っ
た
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
信
教
の
自
由
が
布
達
さ

写真二　アナンバアサンのガマへむかう入口（2018 年 11 月 30 日筆者撮影）



神仏分離による廃寺と現在の寺院の周縁

45

れ
る
と
、
こ
の
人
物
が
巡
回
し
て
き
た
真
宗
僧

侶
と
住
民
の
間
を
と
り
も
っ
た
と
さ
れ
て
い
る34

。

　

現
在
、
鳥
越
集
落
の
住
民
の
殆
ど
が
中
の
坊

集
落
に
あ
る
真
宗
本
願
寺
派
の
龍
巌
寺
の
檀
家

と
な
っ
て
い
る
。
龍
巌
寺
は
、
明
治
十
四
年

（
一
八
八
一
）
に
説
教
所
が
興
り
、
こ
の
説
教

所
が
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
寺
号
公
称

に
む
け
て
動
き
、
翌
年
四
月
に
認
可
が
下
り
て

一
乗
院
の
寺
号
か
ら
龍
巌
寺
と
称
す
る
こ
と
と

な
っ
た35

。
開
基
か
ら
一
〇
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ

て
鳥
越
集
落
に
存
在
し
て
い
た
一
乗
院
は
、
廃

寺
後
再
興
さ
れ
ず
、
寺
号
の
み
が
新
興
し
た
真

宗
寺
院
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
十
五
夜
か
ら
み
る
一
乗
院
廃
寺
後
の
門
前

　

門
前
は
現
在
、
行
政
上
の
集
落
名
は
鳥
越
で

あ
る
。
こ
の
集
落
は
、
一
乗
院
の
門
（
旧
坊
泊

小
学
校
正
門
）を
境
に
上(

う
え)

門
前
と
下(

し

80m

地図一　鳥越集落の小字と上下の境（国土地理院地図を基に、聞き書きにより作成）
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た)

門
前
に
わ
か
れ
て
い
る
（
地
図
一
を
参
照
）。
以
下
の
記
述
で
は
類
似
す
る
小
字
の
都
合
上
、
門
前
を
鳥

越
集
落
と
表
記
し
て
い
く
。

　

鳥
越
集
落
は
上
門
前
と
下
門
前
に
大
き
く
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
小
字
は
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

と
く
に
上
門
前
の
小
字
は
一
乗
院
を
軸
に
名
付
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
縁
先
は
一
乗
院
の

敷
地
の
近
く
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
屋
敷
は
一
乗
院
が
元
々
こ
こ
に
あ
っ
て
、
寺
院
が
大
き
く
な
っ
た
と

き
に
移
転
し
、
こ
こ
に
新
し
い
屋
敷
が
出
来
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。
こ
の
新
屋
敷
に
あ
る
家
の
う
ち

二
軒
は
フ
ト
カ
ツ
イ
ベ
（
大
き
な
井
戸
）
と
チ
ン
カ
ツ
イ
ベ
（
小
さ
な
井
戸
）
と
呼
ば
れ
、
一
乗
院
時
代
か

ら
寺
院
で
つ
か
う
井
戸
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
門
前
と
よ
ば
れ
た
集
落

の
な
か
に
さ
ら
に
門
前
と
い
う
小
字
が
あ
る
。
こ
こ
は
門
前
と
呼
ば
れ
る
鳥
越
集
落
の
な
か
で
も
一
乗
院
の

正
門
に
近
い
場
所
で
、
門
前
芸
者
と
呼
ば
れ
る
の
も
こ
こ
の
住
民
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

鹿
児
島
で
は
十
五
夜
行
事
が
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
十
五
夜
行
事
で
は
旧
暦
八
月
十
五
日
の
十
五

夜
の
夜
に
大
綱
引
き
や
相
撲
が
お
こ
な
わ
れ
、
と
く
に
薩
摩
半
島
南
部
で
は
男
の
子
ど
も
組
を
中
心
に
盛
大

に
お
こ
な
わ
れ
る
。
坊
津
町
で
は
火
と
ぼ
し
や
茅
被
り
と
い
っ
た
行
事
が
あ
り
、
枕
崎
市
や
知
覧
町
と
合
わ

せ
て
「
南
薩
摩
の
十
五
夜
行
事
」
と
し
て
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
に
国
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ

て
い
る
。

　

鳥
越
集
落
の
十
五
夜
行
事
は
六
歳
か
ら
十
八
歳
ま
で
の
男
の
コ
ロ
ン
（
子
ど
も
）
を
中
心
と
し
た
行
事
で

あ
る
。
現
在
は
子
ど
も
の
減
少
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
行
事
も
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
過
渡

期
に
行
事
に
携
わ
っ
た
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
生
ま
れ
の
男
性
の
聞
き
書
き
を
基
に
か
つ
て
の
姿
を

表二　鳥越集落の主な小字（聞き書きにより作成）

小字　　　　　　　　（）内は読み
上門前 縁先 ( えんざき )・桜 ( さくら ) 馬場 ( ばば )・新屋敷 ( しんやしき )・

穴津 ( あなんつ )・高村 ( たこんむら )・門前・川の下 ( かわんした )

下門前 西山 ( にしやま )・上村 ( うえんむら )・下村 ( しもんむら )
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記
し
て
い
く
。

　

鳥
越
集
落
の
十
五
夜
行
事
は
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
八
朔
相
撲
か
ら
十
五
夜
当
日
ま
で
が
一
連
の
行

事
と
な
っ
て
い
る
。
八
朔
相
撲
は
、
ま
ず
小
学
校
一
年
生
〜
三
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
、
一
週
間
か
け
て
米
袋
に
入
れ
た
砂
を
、
隣
集

落
の
泊
の
浜
か
ら
鳥
越
集
落
の
公
民
館
前
の
広
場
に
運
び
こ
む
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
砂
で
広
場
に
土
俵
を
作
り
、
八
朔
の
日
に
相

撲
を
と
る
。
八
朔
相
撲
の
後
は
、
茅
ひ
き
と
い
っ
て
山
に
入
っ
て
綱
引
き
に
使
う
茅
を
採
る
。
茅
ひ
き
は
茅
を
刈
る
の
で
は
な
く
、
一

本
一
本
根
も
引
き
抜
い
て
集
め
る
。
集
め
ら
れ
た
茅
は
公
民
館
ま
で
担
い
で
持
っ
て
い
く
。
こ
の
茅
引
き
は
一
週
間
か
け
て
お
こ
な
わ

れ
る
。そ
の
後
公
民
館
前
で
は
集
め
ら
れ
た
茅
を
ま
と
め
て
縛
り
、十
五
夜
の
綱
引
き
の
綱
を
作
る
準
備
、茅
ス
ボ
イ
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

　

十
五
夜
の
一
週
間
ほ
ど
前
に
な
る
と
、
ド
ン
ト
セ
と
い
う
行
事
が
あ
る
。
褌
姿
の
コ
ロ
ン
（
子
ど
も
）
が
竹
を
松
明
に
し
て
行
列
を

作
り
、
コ
ロ
ン
ガ
シ
タ
（
子
供
頭
）
を
先
頭
に
集
落
の
村
境
か
ら
集
落
の
中
央
に
な
る
谷
川
橋
ま
で
お
り
て
く
る
。
谷
川
橋
あ
た
り
に

つ
く
と
、松
明
を
道
路
わ
き
に
お
い
て
、テ
ツ
ナ
ッ
ゴ（
手
繋
ぎ
っ
ご
）を
す
る（
写
真
三
参
照
）。
テ
ツ
ナ
ッ
ゴ
は
口
説
き
に
あ
わ
せ
て
、

手
を
つ
な
い
だ
コ
ロ
ン
と
ニ
セ
が
横
列
に
並
ん
で
、
口
説
き
に
合
い
の
手
を
う
ち
つ
つ
繋
い
だ
手
を
ひ
っ
ぱ
り
あ
う
。
テ
ツ
ナ
ッ
ゴ
が

終
わ
る
と
、
一
乗
院
正
門
前
の
道
路
に
移
動
し
、
ド
ン
ト
セ
が
お
こ
な
わ
れ
る
（
写
真
四
参
照
）。
ド
ン
ト
セ
で
は
ニ
セ
と
コ
ロ
ン
が

下
手
と
上
手
に
分
か
れ
、
ニ
セ
が
後
ろ
向
き
に
上
手
に
迫
っ
て
い
き
、
そ
れ
を
コ
ロ
ン
が
抑
え
て
下
手
に
追
い
返
す
と
い
う
こ
と
を
繰

り
返
す
。
コ
ロ
ン
は
周
り
の
野
次
や
声
援
を
受
け
な
が
ら
こ
れ
を
十
回
ほ
ど
繰
り
返
す
。

　

十
五
夜
の
前
日
に
は
、
集
落
の
男
性
総
出
で
茅
ス
ボ
イ
し
て
お
い
た
茅
で
綱
を
つ
く
る
綱
ネ
リ
を
す
る
。
十
五
夜
当
日
に
は
、
コ
ロ

ン
が
綱
引
き
に
先
だ
っ
て
、
歌
い
な
が
ら
集
落
の
隅
々
を
走
り
ま
わ
り
、
綱
引
き
が
始
め
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
筋
周
り
を
す
る
。
唄
は

音
頭
と
り
の
コ
ロ
ン
が
「
お
て
ら
の
こ
ず
ろ
ん
が
（
お
寺
の
小
僧
ど
ん
が
）、そ
っ
（
そ
れ
）」
と
歌
う
と
、残
り
の
コ
ロ
ン
が
「
あ
ら
そ
、

よ
い
や
ま
あ
、
か
ら
そ
っ
」
と
合
い
の
手
を
入
れ
る
。
こ
の
筋
周
り
の
時
、
女
性
た
ち
は
シ
ベ
踊
り
を
一
乗
院
跡
地
の
小
学
校
の
校
庭
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写真三　テツナッゴ（2016 年 9 月 11 日筆者撮影）

写真四　ドントセ（2016 年 9 月 11 日筆者撮影）
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で
踊
る
。
夜
に
な
る
と
満
月
の
下
、
ド
ン
ト
セ
と
同
じ
よ
う
に
一
乗
院
正
門
前
に
集
ま
り
、
上
門
前
と
下
門
前
に
わ
か
れ
て
綱
を
引
く
。

綱
引
き
に
使
わ
れ
た
茅
は
平
成
初
め
ま
で
十
五
夜
綱
引
き
の
後
日
、
茅
売
り
と
い
っ
て
綱
に
使
わ
れ
た
茅
は
サ
ツ
マ
イ
モ
農
家
に
売
ら

れ
て
い
た
。
一
連
の
十
五
夜
行
事
の
中
で
、
行
事
の
核
と
な
る
ド
ン
ト
セ
や
綱
引
き
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
集
落
内
で
の
境
目
、
一
乗

院
の
門
の
前
で
あ
る
。
集
落
の
大
き
な
区
切
り
で
あ
る
上
下
の
境
が
一
乗
院
の
正
門
の
位
置
で
あ
る
こ
と
や
、
十
五
夜
行
事
の
空
間
的

な
展
開
か
ら
、
集
落
空
間
の
基
盤
と
し
て
一
乗
院
が
あ
り
、
廃
寺
後
の
今
も
そ
の
名
残
の
上
に
鳥
越
集
落
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
三
）
一
乗
院
の
門
前
と
い
う
記
憶

　

鳥
越
集
落
を
空
間
的
に
把
握
し
て
い
く
と
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
鳥
越
集
落
は
一
乗
院
を
基
盤
に
地
名
が
名
づ
け
ら
れ
、
集
落
の
上

下
な
ど
の
認
識
も
一
乗
院
を
基
に
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
一
乗
院
と
鳥
越
集
落
の
人
々
の
関
係
は
今
も
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
信
仰
の
面
で
も
同
様
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
一
乗
院
の
廃
寺
に
際
し
て
、
鳥
越
集
落
の
人
々
は
、
廃
寺
後
の
諸
物
の
修
復
や
回

収
は
し
て
い
て
も
、
彼
ら
の
一
乗
院
廃
寺
へ
の
抵
抗
を
し
め
す
資
料
は
現
在
残
っ
て
い
な
い
。
残
存
す
る
資
料
の
多
寡
に
よ
っ
て
一
乗

院
と
鳥
越
集
落
の
人
々
の
関
係
の
希
薄
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
そ
の
後
再
興
さ
れ
る
こ
と
な
く
真
宗
本
願
寺
派
の
龍

巌
寺
に
属
し
た
こ
と
や
、
一
乗
院
が
あ
る
頃
か
ら
真
宗
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
乗
院
は
経
済
の
核
と
し
て
地
域
に
根
差
し
な

が
ら
も
、
そ
れ
は
信
仰
の
面
で
鳥
越
集
落
の
人
々
と
関
係
を
密
に
結
ん
で
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
、
寺
院
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
を
、
鳥
越
集
落
に
現
在
住
む
人
々
が
そ
れ
を
ど
う
解
釈
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
留
意
す
べ

き
点
が
あ
る
。
鹿
児
島
県
内
各
地
の
郷
土
誌
を
地
元
郷
土
史
家
が
執
筆
し
て
い
る
な
か
に
坊
津
町
の
文
献
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。『
坊

津
―
遣
唐
使
の
町
か
ら
―
』
の
、「
門
前
町
」
と
い
う
節
に
以
下
の
記
述
が
あ
る36

。
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「
門
前
の
小
僧
、習
わ
ぬ
経
を
読
む
」。坊
津
は
、朝
な
夕
な
鐘
の
音
と
と
も
に
、読
経
の
声
の
中
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。い
ま
で
も
、

集
落
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が
経
を
読
む
日
が
定
め
ら
れ
、
皆
が
集
ま
る
習
慣
が
あ
る
。〝
門
前
町
〟
と
い
わ
れ
る
集
落
で
あ
る
。

　

著
者
で
あ
る
森
高
木
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
坊
津
町
に
生
ま
れ
、役
場
に
勤
め
る
中
で
、『
坊
津
町
郷
土
誌
』
や
『
坊
津
町
行
政
誌
』

の
編
纂
に
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
森
は
こ
の
書
き
出
し
の
あ
と
に
、
鳥
越
集
落
の
人
々
に
と
っ
て
一
乗
院
は
学
僧
と
し
て
出
世
す
る

可
能
性
を
見
出
せ
る
寺
院
で
あ
る
と
と
も
に
、
寺
領
を
耕
し
た
り
寺
院
の
小
間
使
い
と
し
て
仕
え
た
り
、
参
詣
者
を
相
手
に
し
た
娯
楽

の
提
供
に
よ
っ
て
収
益
を
得
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。

　

し
か
し
森
が
事
例
に
上
げ
た
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
読
経
す
る
習
慣
と
い
う
の
は
、
一
乗
院
由
来
の
も
の
で
は
な
く
、
本
願
寺
派

が
大
正
期
か
ら
始
め
た
青
少
年
教
化
の
一
環
で
あ
る
日
曜
学
校
の
可
能
性
が
あ
る
。
龍
巌
寺
は
近
年
ま
で
卒
業
を
控
え
た
中
学
三
年
生

を
自
坊
に
招
き
、
卒
業
祝
い
と
し
て
数
珠
な
ど
を
進
呈
し
て
お
り
、
青
少
年
教
化
活
動
を
し
て
い
た
。
さ
ら
に
鳥
越
集
落
の
人
々
に
聞

き
書
き
を
す
る
と
「
こ
こ
は
一
乗
院
の
門
前
だ
か
ら
」
と
い
う
説
明
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
真
宗
寺
院
で
あ
る
龍
巌
寺
に

関
わ
る
事
柄
な
ど
で
も
出
て
く
る
説
明
で
あ
る
。
一
乗
院
は
信
仰
面
で
は
鳥
越
集
落
の
人
々
に
根
差
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
現
在
の

彼
ら
が
自
ら
の
集
落
や
習
俗
を
解
釈
す
る
と
き
に
は
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

一
乗
院
は
根
来
寺
末
の
学
林
、
海
上
交
通
の
要
所
の
寺
院
、
文
化
の
交
流
展
、
あ
る
い
は
島
津
家
の
菩
提
寺
な
ど
様
々
な
機
能
を
対

外
的
に
果
た
し
て
い
た
。
た
だ
集
落
内
で
は
、
経
済
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
檀
那
寺
の
よ
う
な
信
仰
の
場
で
は
な
か
っ
た
。
そ

し
て
住
民
と
一
乗
院
の
関
係
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
た
の
が
、
神
仏
分
離
に
お
け
る
廃
寺
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
信
仰
は
真
宗
に
あ
り
、
一

乗
院
の
存
在
は
廃
寺
に
多
少
の
憐
憫
は
あ
っ
た
も
の
の
、
廃
寺
を
阻
止
す
る
原
動
力
に
ま
で
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

現
在
も
鳥
越
集
落
の
中
心
に
は
一
乗
院
跡
地
が
あ
り
、
小
字
も
一
乗
院
を
核
と
し
て
名
づ
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
十
五
夜
行
事
で
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も
一
乗
院
が
行
事
の
場
所
の
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
経
済
的
基
盤
で
な
く
な
っ
た
あ
と
も
、
一
乗
院
が
鳥
越
集
落
に
と
っ
て
集
落
空
間

に
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
。
そ
の
影
響
か
、
現
在
の
信
仰
を
説
明
す
る
際
に
は
、
彼
ら
は
一
乗
院
の
膝
元
で
も
真
宗
を
信
仰
し
た
と
い

う
真
宗
へ
の
熱
意
よ
り
も
、
一
乗
院
の
膝
元
で
あ
る
か
ら
と
い
う
解
釈
が
現
在
も
な
さ
れ
て
い
る
。

四
、
坊
津
町
に
お
け
る
真
宗
寺
院
と
そ
の
周
縁

　
（
一
）
鳥
越
集
落
の
ハ
ナ
コ
ト
リ
と
村む

ら
ぶ
っ仏

様さ
ん

　

か
つ
て
鳥
越
集
落
で
は
ハ
ナ
コ
ト
リ
と
い

わ
れ
る
少
年
の
役
が
あ
っ
た
。
鳥
越
集
落
の

上
門
前
と
下
門
前
か
ら
小
学
校
六
年
生
の
少

年
が
二
人
ず
つ
ハ
ナ
コ
ト
リ
に
選
ば
れ
、
ハ

ナ
コ
ト
リ
と
な
っ
た
少
年
は
、
鳥
越
集
落
の

仏
様
で
あ
る
村
仏
様
の
あ
る
家
を
宿
に
し
て

一
年
間
正
信
偈
と
和
讃
を
唱
え
た
。
村
仏
様

は
坊
津
町
の
集
落
に
多
数
見
ら
れ
る
、
集
落

内
を
巡
回
す
る
仏
壇
で
あ
る
（
写
真
五
参
照
）。

ハ
ナ
コ
ト
リ
の
正
信
偈
は
集
落
で
役
員
を
し

て
い
る
男
性
が
手
ほ
ど
き
を
し
た
。
こ
の
ハ

写真五　坊津町の内陸集落の村仏様（2018 年 8 月
　　　　13 日筆者撮影）
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ナ
コ
ト
リ
に
な
る
条
件
は
、
男
子
で
あ
る
こ
と
と
正
信
偈
の
習
得
が
可
能
か
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
生
ま
れ
の
男
性
が
ハ
ナ
コ
ト
リ
を
し
て
い
た
当
時
は
、
自
分
の
役
が
ハ
ナ
コ
ト
リ
と
呼
ぶ
こ
と
は
知

ら
ず
、
周
り
か
ら
は
コ
ゾ
ウ
と
よ
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
毎
日
夕
方
に
な
る
と
村
仏
様
の
あ
る
家
に
行
き
、
仏
飯
を
供
え
て
か
ら
四
人

で
唱
え
、
大
病
に
な
ら
な
い
限
り
台
風
で
も
お
こ
な
っ
た
。
村
仏
様
は
一
ヶ
月
お
き
の
日
曜
日
の
昼
間
に
村
仏
様
の
仏
壇
と
花
瓶
と
共

に
宿
を
移
動
し
、鳥
越
集
落
を
ま
わ
っ
て
い
く
。三
日
に
一
回
あ
る
い
は
長
く
空
い
て
も
一
週
間
に
一
回
は
、集
落
の
誰
某
の
タ
ッ
ピ（
命

日
）
の
前
日
に
あ
た
り
、
そ
の
日
は
村
仏
様
の
前
で
オ
マ
エ
と
呼
ば
れ
る
法
要
を
お
こ
な
う
。
オ
マ
エ
で
は
村
仏
様
の
宿
に
タ
ッ
ピ
の

家
の
人
も
来
て
、
ハ
ナ
コ
ト
リ
が
ホ
ン
オ
キ
ョ
ウ
と
い
っ
て
通
常
よ
り
も
多
く
和
讃
を
唱
え
る
。
オ
マ
エ
が
終
わ
る
と
タ
ッ
ピ
の
家
の

人
が
、
ハ
ナ
コ
ト
リ
に
お
菓
子
を
与
え
た
。
ハ
ナ
コ
ト
リ
の
交
代
は
二
月
の
お
釈
迦
様
の
命
日
で
、
こ
の
と
き
に
は
二
日
間
か
け
て
盛

大
に
執
り
行
っ
て
交
代
し
た
。
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
か
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
に
は
少
子
化
を
理
由
に
ハ
ナ
コ
ト
リ
は
な

く
な
っ
た
。
鳥
越
集
落
の
村
仏
様
は
、
ハ
ナ
コ
ト
リ
と
同
じ
時
期
ま
で
、
集
落
の
中
の
決
ま
っ
た
家
を
回
っ
て
い
た
が
、
今
は
地
区
の

公
民
館
に
安
置
し
て
あ
る
。
村
仏
様
の
巡
回
を
辞
め
た
ほ
か
の
集
落
で
も
集
会
所
に
安
置
す
る
か
、
檀
那
寺
に
預
け
て
い
る
。

　

昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
生
ま
れ
の
鳥
越
集
落
の
女
性
の
話
に
よ
る
と
、
村
仏
様
が
あ
る
の
は
坊
地
区
の
な
か
で
も
檀
那
寺
で

あ
る
龍
巌
寺
か
ら
離
れ
た
山
手
の
鳥
越
集
落
と
上
之
坊
集
落
、
そ
し
て
農
業
が
主
体
に
な
る
内
陸
の
集
落
で
あ
っ
た37

。
村
仏
様
の
な
い

地
区
の
四
十
九
日
は
七
日
ご
と
に
寺
院
に
行
く
だ
け
で
済
む
が
、
村
仏
様
の
あ
る
鳥
越
集
落
で
は
毎
回
前
日
に
村
仏
様
に
オ
マ
エ
に
行

く
必
要
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
現
在
も
、
希
望
者
は
集
会
所
で
オ
マ
エ
を
続
け
て
お
り
、
そ
の
場
合
は
ハ
ナ
コ
ト
リ
経
験
者
が
先
達

と
な
る
。
ハ
ナ
コ
ト
リ
の
居
な
い
集
落
で
は
、
録
音
を
流
し
て
唱
和
す
る
と
い
う
。

（
二
）
現
在
の
村
仏
様
と
集
落
の
報
恩
講
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鳥
越
集
落
に
は
上
門
前
、
下
門
前
と
い
う
区
分
の
な
か
で
、
さ
ら
に
近

隣
の
約
十
五
軒
を
単
位
に
構
成
さ
れ
て
い
る
小
単
位
の
班
が
あ
る
。
班
は

上
門
前
に
六
班
、
下
門
前
に
四
班
あ
る
。
班
の
班
長
は
、
二
年
任
期
で
各

家
を
ま
わ
っ
て
い
る
。
鳥
越
集
落
で
は
十
二
月
に
な
る
と
檀
那
寺
で
あ
る

龍
巌
寺
の
報
恩
講
の
前
に
、
班
の
報
恩
講
と
集
落
の
報
恩
講
が
開
催
さ
れ

る
。
真
宗
の
報
恩
講
と
は
宗
祖
親
鸞
の
報
恩
に
謝
す
る
た
め
に
、
親
鸞
の

忌
日
周
辺
に
お
こ
な
わ
れ
る
法
要
で
あ
る
。

　

鳥
越
集
落
出
身
の
女
性
（
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
生
）
は
、
報
恩

講
（
ホ
ン
コ
サ
ン
）
が
く
る
と
、「
今
年
も
終
わ
っ
た
」
と
思
う
そ
う
で

あ
る
。
鳥
越
集
落
で
は
十
二
月
一
日
に
ま
ず
班
の
報
恩
講
が
あ
る
。
班
員

が
、
家
の
過
去
帳
、
花
、
線
香
、
蝋
燭
、
餅
や
果
実
の
お
供
え
を
籠
に
入

れ
て
、
宿
と
な
る
今
年
死
者
の
出
た
家
か
、
班
長
の
家
に
行
く
。
宿
で
は

長
机
を
用
意
し
て
、
班
員
た
ち
は
そ
こ
に
持
っ
て
き
た
も
の
を
並
べ
、
僧

侶
が
来
る
の
を
待
つ
。
時
間
に
な
る
と
、
上
門
前
と
下
門
前
そ
れ
ぞ
れ
に

二
人
ず
つ
い
る
世
話
方
に
案
内
さ
れ
て
龍
巌
寺
の
僧
侶
が
や
っ
て
く
る

（
写
真
六
参
照
）。
僧
侶
は
宿
の
家
の
仏
前
で
正
信
偈
、御
文
章
を
読
経
し
、

少
し
話
を
す
る
と
、
世
話
方
の
案
内
で
次
の
班
に
向
か
う
。
班
員
は
そ
の

写真六　班の報恩講の様子（2018 年 12 月１日撮影）
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あ
と
持
ち
寄
っ
た
料
理
で
飲
食
す
る
。
僧
侶
は
二
日
か
け
て
全
部
の
班
を

ま
わ
る
。

　

二
日
の
夕
方
に
な
る
と
、
鳥
越
集
落
の
報
恩
講
が
村
仏
様
の
あ
る
集
会

所
で
開
か
れ
る
（
写
真
七
参
照
）。
集
会
所
に
入
る
と
、
賽
銭
を
あ
げ
、

自
前
の
聖
典
か
、
共
同
で
保
管
し
て
い
る
聖
典
を
手
に
持
つ
。
十
八
時
に

な
る
と
僧
侶
が
村
仏
様
の
仏
壇
の
前
に
座
り
、
読
経
を
始
め
る
。
班
の
報

恩
講
で
も
集
落
の
報
恩
講
で
も
、
参
加
者
は
皆
唱
和
す
る
が
、
と
く
に
声

を
張
る
の
は
、
ハ
ナ
コ
ト
リ
経
験
者
だ
と
い
う
。
彼
ら
が
唱
和
す
る
こ
と

で
、
周
り
も
安
心
し
て
続
く
こ
と
が
出
来
る
。
読
経
の
の
ち
、
僧
侶
が
法

話
を
お
こ
な
う
。
法
要
が
終
わ
る
と
班
長
家
の
女
性
た
ち
が
、
餅
と
ミ
カ

ン
、
白
飯
を
配
る
。
最
後
に
僧
侶
と
集
落
の
役
員
と
世
話
方
、
民
生
委
員

が
集
会
所
に
残
っ
て
飲
食
を
し
て
解
散
す
る
。
班
と
集
落
の
報
恩
講
の
後

日
、
龍
巌
寺
の
報
恩
講
が
執
り
行
わ
れ
る
。

（
三
）
寺
院
の
周
縁
の
習
俗
の
残
存
と
消
失

　

鳥
越
集
落
は
村
仏
様
の
巡
回
を
ハ
ナ
コ
ト
リ
の
消
失
と
同
時
に
辞
め
た

が
、
現
在
も
村
仏
様
を
集
落
の
家
々
を
宿
に
し
て
巡
回
さ
せ
て
い
る
集
落

が
あ
る
。
坊
津
町
の
内
陸
の
集
落
の
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
生
男

写真七　集落の報恩講の様子（2018 年 12 月 2 日筆者撮影）
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性
は
、
隣
の
集
落
が
村
仏
様
の
巡
回
を
辞
め
た
こ
と
を
受
け
て
、
若
い
世
代
に
村
仏
様
を
ど
う
す
る
か
を
尋
ね
た
。
若
い
世
代
は
存
続

す
る
こ
と
を
希
望
し
た
の
で
現
在
も
続
け
て
い
る
が
、
か
つ
て
耳
で
覚
え
た
お
経
が
文
字
で
覚
え
る
よ
う
に
な
り
、
二
十
五
年
ほ
ど
前

か
ら
は
村
仏
様
の
仏
壇
を
葬
式
の
祭
壇
に
使
う
こ
と
も
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
交
通
手
段
の
簡
便
化
や
少
子
高
齢
化
、
葬
祭
業
者
の
参

入
に
よ
る
葬
送
儀
礼
の
変
化
の
な
か
で
、
村
仏
様
と
い
う
習
俗
は
続
け
ら
れ
て
き
た
。
村
仏
様
の
性
格
の
一
つ
と
し
て
、
複
数
の
地
域

を
檀
家
と
す
る
僧
侶
が
補
い
き
れ
な
い
部
分
を
集
落
の
人
々
が
補
っ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

真
宗
禁
制
下
の
信
仰
は
地
域
ご
と
に
集
ま
っ
た
講
の
下
部
組
織
と
し
て
、
さ
ら
に
小
さ
い
集
団
で
あ
る
小
寄
講
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら

く
講
の
規
模
が
檀
家
組
織
の
規
模
で
あ
り
、
村
仏
様
の
規
模
は
こ
の
小
寄
講
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
院
以
外
に
人
々
が
集
ま

る
場
と
し
て
道
場
の
よ
う
に
村
仏
様
が
報
恩
講
や
法
要
で
機
能
し
、
報
恩
講
に
僧
侶
が
い
る
こ
と
か
ら
、
寺
院
に
対
し
て
秘
匿
さ
れ
る

よ
う
な
乖
離
し
た
習
俗
で
も
な
い
。
村
仏
様
の
巡
回
を
辞
め
た
際
に
、
集
落
の
集
会
所
に
安
置
す
る
か
檀
那
寺
に
預
け
る
と
い
う
選
択

肢
が
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
村
仏
様
の
特
徴
と
寺
院
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

神
仏
分
離
に
と
も
な
う
廃
寺
に
お
い
て
、
鹿
児
島
は
極
端
な
事
例
で
あ
っ
た
。
神
仏
分
離
の
結
果
、
寺
院
が
ゼ
ロ
と
い
う
結
果
を
生

み
出
し
た
の
は
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
為
政
者
側
の
対
応
と
庶
民
の
無
関
心
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
反
論
す
る
資
料
も
皆
無

で
は
な
い
。
そ
し
て
鳥
越
集
落
の
よ
う
に
寺
院
が
経
済
基
盤
や
空
間
形
成
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
場
合
、
廃
寺
後
、
別
宗
派
の
寺
院

が
別
の
場
所
に
建
立
さ
れ
て
も
、
廃
寺
と
な
っ
た
寺
院
の
記
憶
が
残
る
。
本
稿
は
、
同
じ
過
疎
地
域
に
関
係
す
る
二
つ
の
寺
院
を
取
り

扱
っ
た
。
一
つ
は
す
で
に
も
う
存
在
し
な
い
檀
那
寺
で
は
な
い
寺
院
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
現
在
檀
那
寺
と
し
て
存
在
し
て
そ
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の
周
縁
に
寺
院
建
立
以
前
の
人
々
の
集
ま
る
場
が
消
失
し
つ
つ
あ
り
な
が
ら
も
残
り
、
寺
院
を
補
完
し
て
い
る
。
前
者
が
廃
寺
と
な
っ

た
後
に
、
後
者
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
。
両
寺
院
に
宗
派
の
連
関
は
な
く
、
住
民
と
の
関
わ
り
方
も
異
な
る
。
し
か
し
現
在
の
住
民
か

ら
聞
き
書
き
を
す
る
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
交
差
し
、
混
じ
り
あ
う
瞬
間
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
か
つ
て
の
鹿
児
島
の
真
宗
の
信
仰
組
織
は
寺
院
の
檀
家
組
織
で
は
な
く
、
か
く
れ
念
仏
の
講
が
あ
っ
た
。
小
寄
講
を
最
小
単

位
に
、
さ
ら
に
小
寄
講
を
地
域
で
集
約
し
て
講
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
組
織
は
真
宗
禁
制
と
い
う
状
況
下
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
弾
圧
す
る
藩
に
対
し
て
隠
れ
、
西
本
願
寺
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
繋
が
り
は
秘
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
ゆ
え
に
ず
れ
が
生
じ
や
す
く
、
禁
制
が
解
か
れ
、
現
在
真
宗
寺
院
に
帰
依
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
そ
の
周
縁
で
習
俗
と
し
て
僧
侶
を

補
完
す
る
よ
う
に
残
っ
て
い
た
。
講
が
そ
の
ま
ま
寺
院
に
ス
ラ
イ
ド
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
真
宗
寺
院
は
道
場
か
ら
発
展
し
、
現
在

も
道
場
の
形
態
を
維
持
し
て
い
る
地
域
が
あ
る
。
本
稿
で
あ
げ
た
事
例
は
、
そ
の
状
態
に
近
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
寺
院
の
存

続
が
僧
侶
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
一
方
、
道
場
や
村
仏
様
の
よ
う
に
住
民
に
近
い
結
集
の
場
ほ
ど
、
そ
の
存
続
や
維
持
は
住
民
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。
僧
侶
の
多
く
は
経
済
面
で
そ
の
工
面
を
す
る
が
、
事
例
に
お
け
る
住
民
た
ち
は
習
俗
を
変
更
し
て
継
承
し
や
す
く
し
、
存

続
に
つ
い
て
は
次
代
が
担
え
る
か
を
重
視
す
る
。

　

鹿
児
島
は
、
極
端
な
神
仏
分
離
と
真
宗
禁
制
と
い
う
特
殊
な
宗
教
政
策
の
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
。
今
回
取
り
上
げ
た
事
例
か
ら
え
た

知
見
か
ら
全
て
を
語
る
こ
と
は
短
慮
で
あ
る
。
神
仏
分
離
に
つ
い
て
は
各
地
で
施
策
と
結
果
は
異
な
り
、
地
域
の
寺
院
の
意
義
は
こ
れ

か
ら
も
僧
侶
と
住
民
か
ら
問
わ
れ
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
本
稿
で
は
論
じ
切
れ
て
い
な
い
課
題
は
数
多
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

註
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１	
戸
川
安
章
「
寺
と
地
域
社
会
」『
仏
教
民
俗
学
大
系　

七　

寺
と
地
域
社
会
』
戸
川
安
章
編
（
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年
、
二
頁
）

２	

相
澤
秀
生「
第
一
章　

宗
派
間
比
較
か
ら
み
た
過
疎
地
寺
院
」『
岐
路
に
立
つ
仏
教
寺
院
―
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
二
〇
一
五
年
を
中
心
に
―
』相
澤
秀
生
・

川
又
俊
則
編
（
法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
）

３	

森
岡
清
美
『
近
代
の
集
落
神
社
と
国
家
統
制
―
明
治
末
期
の
神
社
整
理
―
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
七
年
）、喜
多
村
理
子
『
神
社
合
祀
と
ム
ラ
社
会
』（
岩

田
書
院
、
一
九
九
九
年
）、
神
仏
分
離
一
五
〇
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
編
『
神
仏
分
離
を
問
い
直
す
』（
法
藏
館
、
二
〇
二
〇
年
）

４	

覚
如
の
著
『
改
邪
鈔
』
に
親
鸞
は
「
お
ほ
よ
そ
造
像
起
塔
等
は
、
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ざ
る
所
行
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
一
向
専
修
の
行
人
、
こ
れ
を

企
つ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
祖
師
聖
人
御
在
世
の
む
か
し
、
ね
ん
ご
ろ
に
一
流
を
面
授
口
決
し
た
て
ま
つ
る
御
門
弟
達
、
堂
舎
を
営
作
す
る
ひ
と
な

か
り
き
。
た
だ
道
場
を
ば
す
こ
し
人
屋
に
差
別
あ
ら
せ
て
、
小
棟
を
あ
げ
て
造
る
べ
き
よ
し
ま
で
御
諷
諫
あ
り
け
り
。」
と
伝
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
仏
像
や
寺
院
は
真
宗
に
不
可
欠
で
は
な
く
、
人
が
集
ま
る
道
場
さ
え
あ
れ
ば
良
い
と
い
う
の
が
当
初
の
真
宗
教
団
で
あ
っ
た
。

５	

千
葉
乗
隆
『
真
宗
教
団
の
組
織
と
制
度
』（
同
朋
舎
、
一
九
七
八
年
、
一
二
七
頁
）

６	「
紫
雲
殿
由
縁
記
」
は
『
真
宗
全
書
』
第
七
十
巻
所
収
を
参
考
と
し
た
。
妻
木
直
良
編
『
真
宗
全
書
』
第
七
十
巻
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
）

７	

前
掲
註
５
、一
二
八
頁

８	

柳
田
國
男
「
毛
坊
主
考
」『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
巻
（
郷
土
研
究
社
、
一
九
一
四
年
）

９	

本
林
靖
久
「
近
現
代
に
お
け
る
真
宗
と
地
域
社
会
」『
宗
教
民
俗
研
究
』
第
二
十
三
号
（
日
本
宗
教
民
俗
学
会
、
二
〇
一
四
年
）

10	

二
〇
一
九
年
五
月
二
日
〜
五
日
、
筆
者
調
査
（
福
井
県
福
井
市
、
大
野
市
）。
福
井
県
の
道
場
に
つ
い
て
は
朝
倉
善
昭
他
編
『
越
前
黄
土
真
宗
御
門
徒
を

支
え
た
道
場
さ
ん
を
訪
ね
て
』（
道
場
研
究
会
、
二
〇
一
六
年
）
に
詳
し
い
。

11	

森
田
清
美
『
さ
つ
ま
山
伏
―
山
と
湖
の
民
俗
と
歴
史
―
』（
春
苑
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
）
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12	

市
来
四
郎
「
薩
摩
に
て
寺
院
を
廃
し
神
社
を
合
祭
せ
し
事
実
附
六
節
」『
史
談
会
速
記
録
』
第
十
三
輯
（
史
談
会
、
一
八
九
四
年
）。
市
来
四
郎
［
文
政

十
一
年
（
一
八
二
九
）
―
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）］
は
島
津
斉
彬
の
側
近
。
島
津
斉
彬
の
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
を
撮
影
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
斉
昭

ら
の
推
し
進
め
た
近
代
化
事
業
で
あ
る
集
成
館
事
業
に
関
わ
っ
た
。

13	

鹿
児
島
県
「
第
四
編　

維
新
後
の
藩
政　

第
六
章　

廃
仏
毀
釈
と
神
道
宣
布
」『
鹿
児
島
県
史
』
第
三
巻
（
鹿
児
島
県
、
一
九
四
一
年
）

14	

前
掲
註
12
、
四
十
三
―
四
十
五
頁

15	

前
掲
註
13

16	

内
務
省
・
内
閣
統
計
局
編
「
日
本
全
国
戸
籍
表
」『
国
勢
調
査
以
前　

日
本
人
口
統
計
集
成
』
一
（
原
書
房
、
一
九
九
三
年
）

17	

栗
林
文
夫「
鹿
児
島
県
の
廃
仏
毀
釈
に
つ
い
て
」『
祈
り
の
か
た
ち
〜
中
世
南
九
州
の
仏
と
神
〜
』鹿
児
島
県
・
鹿
児
島
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
編（「
祈

り
の
か
た
ち
」
実
行
委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七
一
頁
）

18	

名
越
護
『
鹿
児
島
藩
の
廃
仏
毀
釈
』（
南
方
新
社
、
二
〇
一
一
年
）

19	

鹿
児
島
県　

系
統
別
宗
教
別
宗
教
法
人
総
括
表
（
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
三
月
三
十
一
日
）

20	

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
一
月
初
め
、
南
海
市
黒
江
に
あ
る
浄
国
寺
の
資
料
を
宮
崎
円
遵
が
調
査
し
た
際
に
、
こ
の
方
便
法
身
尊
形
を
発
見
し
た
。

詳
細
は
宮
崎
円
遵
「
カ
ヤ
カ
ベ
の
系
譜
」『
カ
ヤ
カ
ベ　

か
く
れ
念
仏
』（
法
藏
館
、
一
九
七
〇
年
）
を
参
照
。

21	

桃
園
恵
真
は
複
数
の
説
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
禁
制
が
続
け
ら
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（『
薩
藩
真
宗
禁
制
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）。

ま
た
、
薩
摩
藩
の
基
本
法
令
集
で
あ
る
「
薩
藩
例
規
雑
集
」
に
も
島
津
忠
良
の
頃
よ
り
禁
止
と
さ
れ
て
い
た
と
記
す
程
度
で
、
明
確
な
理
由
は
記
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
一
向
宗
御
禁
止
ノ
事
」「
覚
」（
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
編
「
薩
藩
例
規
雑
集　

十
」『
鹿
児
島
県
史
料

　

薩
摩
藩
法
令
史
料
集
六
』（
鹿
児
島
県
、
二
〇
一
〇
年
、
二
一
五
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

22	

現
在
も
、ガ
マ
は
各
地
に
残
っ
て
お
り
、禁
制
期
の
状
況
を
残
し
て
い
る
。
か
く
れ
念
仏
研
究
会
編
『
薩
摩
の
か
く
れ
念
仏
―
そ
の
光
と
影
―
』（
法
藏
館
、
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二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

23	
「
薩
摩
国
諸
記
」
は
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

第
十
八
巻
』（
谷
川
健
一
編
、
三
一
書
房
、
一
九
七
二
年
）
に
所
収
の
も
の
を
参
考
と
し
た
。
以
降

の
章
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

24	

御
書
と
は
、
門
主
が
門
末
に
仏
法
弘
通
を
旨
と
し
て
書
い
た
手
紙
、
御
消
息
と
も
い
う
。

25	

こ
の
状
態
に
な
る
こ
と
を
安
心
決
定
と
い
い
、
安
心
決
定
し
て
浄
土
往
生
が
生
前
に
確
実
に
な
る
こ
と
を
平
生
業
成
と
い
う
。

26	

中
西
直
樹
「
明
治
期
に
お
け
る
九
州
真
宗
の
一
断
面　

─
九
州
仏
教
団
と
九
州
仏
教
倶
楽
部
を
中
心
に
─
」『
筑
紫
女
学
園
大
学
・
短
期
大
学
部
人
間
文

化
研
究
所
年
報
』
二
十
一
号
（
筑
紫
女
学
園
大
学
、
二
〇
一
〇
年
）

27	

本
派
本
願
寺
鹿
児
島
別
院
編『
本
願
寺
開
教
五
十
年
史
』（
一
九
二
五
年
）。
津
曲
十
助
と
波
江
野
惣
兵
衛
に
つ
い
て
は
藤
等
影『
薩
藩
と
真
宗
』（
興
教
書
院
、

一
九
一
六
年
）
に
そ
の
人
柄
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

28	

小
畠
文
鼎
「
薩
摩
の
廃
仏
の
其
の
復
興
」『
新
編　

明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
』
第
十
巻
（
名
著
出
版
、
一
九
八
四
年
）

29	

前
掲
註
28
、
四
七
三
頁

30	

龍
谷
大
学
宗
教
調
査
班
編
『
カ
ヤ
カ
ベ
―
か
く
れ
念
仏
』（
法
藏
館
、
一
九
七
〇
年
）、
森
田
清
美
『
ダ
ン
ナ
ド
ン
信
仰
―
薩
摩
修
験
と
隠
れ
念
仏
の
地

域
民
俗
学
的
研
究
―
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）、
同
『
霧
島
山
麓
の
隠
れ
念
仏
と
修
験　

―
念
仏
信
仰
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
―
』（
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
八
年
）

31	

五
木
寛
之
・
稲
盛
和
夫
『
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
』	（
致
知
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇
一
―
一
〇
二
頁
）

32	

佐
々
木
教
正
『
殉
教
秘
話　

血
は
輝
く
』（
興
教
書
院
、
一
九
二
五
年
、
三
九
四
―
三
九
五
頁
）

33	

前
掲
註
32
、
四
九
二
―
四
九
三
頁

34	

坊
津
町
郷
土
史
編
纂
委
員
会
編
『
坊
津
町
誌
』
上
巻
（
坊
津
町
、
一
九
六
九
年
、
四
六
一
―
四
六
二
頁
）
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35	

開
教
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
本
願
寺
鹿
児
島
開
教
百
年
史
』（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
鹿
児
島
教
区
教
務
所
、
一
九
八
七
年
）

36	
森
高
木
『
坊
津
』（
春
苑
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
）

37	

坊
津
町
内
の
内
陸
集
落
の
村
仏
様
の
事
例
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
開
教
後
の
鹿
児
島
に
お
け
る
番
役
と
小
寄
講　

―
村
仏
様
と
番
役
そ
し
て
在
勤
制
度
に

お
け
る
門
徒
と
僧
侶
の
関
わ
り
を
事
例
に
―
」『
宗
教
民
俗
研
究
』
第
三
十
号
（
日
本
宗
教
民
俗
学
会
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
神
仏
分
離
、
寺
院
、
廃
寺
、
真
宗
禁
制
、
か
く
れ
念
仏

附
記

本
稿
は
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
二
〇
一
八
年
度
「
仏
教
と
社
会
」
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
ま
た
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
寺
院
関
係
者
な
ら
び
に

坊
津
町
の
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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は
じ
め
に

１
．『
皇
明
金
剛
新
異
録
』「
神
風
護
経
」
に
つ
い
て

２
．『
歴
朝
金
剛
経
持
験
記
』「
明
洞
庭
寺
僧
」
に
つ
い
て

３
．『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
之
一
「
進
香
客
莽
看
金
剛
経　

出
獄
僧
巧
完
法
会
分
」
に
つ
い
て

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

前
号
論
文1

で
は
、
金
剛
経
の
霊
験
譚
を
集
め
た
明
末
・
王
起
隆
の
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
に
つ
い
て
、
そ
の
作
者
や
作
品
の
内
容
等

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
中
の
第
七
話
「
神
風
護
経
」
の
説
話
に
つ
い
て
、
明
末
に
刊
行
さ
れ
た
短
編
白
話
小
説
集
で
あ
る
凌
蒙
初

編『
二
刻
拍
案
驚
奇
』巻
之
一
に
類
似
の
話
が
あ
る
、と
の
み
言
及
し
た
。
こ
の
説
話
は
、唐
の
白
居
易
の
真
筆
と
さ
れ
る『
金
剛
般
若
経
』

の
写
経
を
め
ぐ
り
、仏
教
や
善
書
的
な
要
素
が
加
え
ら
れ
て
物
語
が
展
開
し
て
い
る
。
は
た
し
て
、「
神
風
護
経
」
と
『
二
刻
拍
案
驚
奇
』

金
剛
経
と
白
話
小
説

　
　

―
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』「
神
風
護
経
」
説
話
の
変
遷
を
手
が
か
り
に
―小

塚　

由
博
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巻
之
一
と
で
は
、
ど
の
よ
う
な
類
似
点
や
相
違
点
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
違
い
か
ら
、
文
学
作
品
に
お
け
る
金
剛

経
と
関
係
及
び
そ
の
影
響
の
一
端
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

１
．『
皇
明
金
剛
新
異
録
』「
神
風
護
経
」
に
つ
い
て

（
１
）
王
起
隆
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』2

　
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』（
以
下
『
新
異
録
』
と
称
す
）
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
拙
論3

を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
以
下
簡
単
に
概
要
を
述

べ
て
お
こ
う
。

　

作
者
は
明
末
清
初
の
王
起
隆
（
字
は
季
延
、
号
は
止
菴
・
載
生
居
士
）
で
、
浙
江
秀
水
の
人
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
秀
才
」
で
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
る4

が
、
官
職
等
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
臨
済
僧
の
憨
山
徳
清
（
一
五
四
六
―
一
六
二
三
）
の
在
家
の
弟
子
で
、
禅

宗
に
造
詣
が
深
い
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
六
〇
〇
年
代
の
始
め
か
ら
一
六
八
〇
年
頃
ま
で
在
世
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。『
新
異
録
』
の
他
、王
起
隆
に
は
『
答
屠
息
庵
読
金
剛
経
大
意
書
』（
一
六
五
五
年
跋
）、『
般
若
心
経
大
意
』（
一
六
七
九

年
跋
）
等
の
著
作
が
あ
る
。

　
『
新
異
録
』
は
、
明
の
弘
治
年
間
（
一
四
八
八
年
〜
一
五
〇
五
年
）
か
ら
崇
禎
年
間
（
一
六
二
八
年
〜
一
六
四
四
年
）
に
か
け
て
の

金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
譚
全
四
十
話
を
集
め
た
説
話
集
で
あ
る
。「
得
仏
長
生
」「
蜘
蛛
脱
化
」「
伽
藍
送
請
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
説
話
に
四
文
字
の
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
「
神
風
護
経
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
が
ど
の
時
代
の
話
な
の
か
に
つ
い
て
、
目
次
に
弘
治
や
嘉
靖
、
天
啓
等
、
元
号
に
よ
っ
て
明
記
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
万
暦
年
間
の
説
話
が
全
体
の
過
半
数
を
占
め
る
（
全
２
４
話
）。
各
話
の
文
字
数
は
、
最
大
で
８
８
４
字
、
最
小
で
８
６
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字
と
幅
が
あ
る
が
、
１
０
０
〜
２
０
０
字
ぐ
ら
い
の
話
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

王
起
隆
の
序
文
や
、
各
説
話
末
尾
に
間
々
見
ら
れ
る
作
者
と
お
ぼ
し
き
記
述
に
は
、
作
者
自
身
が
直
接
取
材
し
た
話
も
あ
る
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
後
述
す
る
周
克
復
『
歴
朝
金
剛
経
持
験
記
』
の
記
述
と
比
較
す
る
と
、
他
作
品
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
説
話
も
見
ら
れ

る
。
そ
の
刊
行
年
は
、作
品
中
に
崇
禎
（
一
六
二
八
―
一
六
四
四
）
年
間
の
説
話
（
最
も
新
し
い
の
は
崇
禎
九
〈
一
六
三
六
〉
年
の
話
）

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
清
初
に
入
っ
て
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
（
２
）「
神
風
護
経
」
説
話
と
そ
の
特
徴

　
『
新
異
録
』
第
七
話
「
神
風
護
経
」（
以
下
「
神
風
護
経
」
と
称
す
）
は
、
全
３
３
５
字
か
ら
な
る
説
話
で
あ
る
。
以
下
、
全
文
の
現

代
語
訳
を
掲
げ
る
。

洞
庭
山
の
某
寺
に
唐
の
白
楽
天
が
書
写
し
た
と
い
う
『
金
剛
般
若
経
』
全
巻
が
あ
り
、
寺
の
至
宝
と
し
て
い
た
。
嘉
靖
四
十
三

〈
一
五
六
四
〉
年
、
東
南
一
帯
が
飢
饉
と
な
り
、
寺
衆
は
主
僧
に
こ
の
写
経
を
山
塘
（
蘇
州
）
の
王
宦
に
質
入
れ
し
て
、
食
用
と

し
て
米
五
十
石
に
当
て
る
こ
と
を
求
め
た
。
翌
年
、
王
宦
は
主
僧
を
家
に
呼
び
、
先
に
貸
し
た
米
を
喜
捨
し
て
斎
僧
の
用
と
す
る

こ
と
を
願
い
、
写
経
を
寺
に
返
還
し
た
。
主
僧
は
帰
り
の
道
中
、
船
で
太
湖
の
辺
り
ま
で
来
た
時
、
乗
り
合
わ
せ
た
者
た
ち
に
王

官
の
徳
を
称
揚
し
た
。
み
な
は
（
そ
の
写
経
を
）
一
目
見
た
い
と
願
っ
た
。（
そ
こ
で
）
写
経
を
広
げ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
強

風
が
起
こ
り
、
写
経
の
は
じ
め
の
数
幅
が
空
に
舞
い
飛
び
、
雲
の
彼
方
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
主
僧
は
後
悔
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。

寺
に
還
り
、（
残
り
の
）写
経
を
も
と
の
場
所
に
安
置
し
た
。
三
年
後
、大
官
に
不
届
き
な
者
が
お
り
、こ
の
写
経
の
噂
を
耳
に
し
た
。

（
彼
は
）
主
僧
を
別
件
で
陥
れ
、
捕
ら
え
て
写
経
を
献
上
す
る
よ
う
せ
ま
っ
た
。（
や
が
て
寺
か
ら
）
写
経
が
届
い
た
が
、
写
経
が
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（
は
じ
め
の
数
幅
が
欠
け
て
）
不
完
全
で
あ
る
の
を
見
て
、
が
っ
か
り
し
た
。（
そ
こ
で
）
主
僧
を
釈
放
し
、
さ
ら
に
写
経
も
返
還

し
た
。
主
僧
は
舟
で
帰
途
に
つ
い
た
が
、（
途
中
）強
い
風
が
ま
た
吹
い
た
。
空
が
真
っ
暗
に
な
っ
た
の
で
舟
を
岸
辺
に
停
泊
さ
せ
、

そ
の
先
に
あ
る
村
に
入
っ
て
風
が
や
む
の
を
待
つ
こ
と
に
し
た
。
岸
辺
を
登
っ
て
灯
り
を
た
ど
り
、
と
あ
る
老
漁
師
の
家
に
い
た

る
と
、
な
ん
と
壁
に
（
風
で
飛
ば
さ
れ
た
）
写
経
数
幅
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
少
し
も
傷
ん
で
い
な
か
っ
た
。
漁
師
の
姓
は
姚
と
い

い
、
文
字
を
識
ら
な
か
っ
た
。
彼
に
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
た
だ
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
三
年
前
に
一
筋
の
火
炎
の
よ
う
な
光
り

が
田
ん
ぼ
の
辺
り
に
堕
ち
た
の
で
、
驚
い
て
様
子
を
見
に
い
く
と
、
そ
れ
は
こ
の
文
字
の
書
か
れ
た
紙
で
し
た
。
こ
れ
は
尋
常
で

は
な
い
と
思
い
、
そ
こ
で
壁
に
粘
り
つ
け
て
お
い
た
の
で
す
」
と
。
主
僧
は
こ
の
数
幅
に
向
か
っ
て
涙
を
流
し
て
頂
礼
し
、「
護

法
韋
䭾
」
と
唱
え
続
け
、「
二
度
神
風
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
写
経
は
権
勢
家
の
手
に
堕
ち
た
ま
ま
で
、（
一
度
失
わ
れ
た
も

の
が
再
び
戻
っ
て
き
た
）
合
浦
の
珠
の
よ
う
に
二
度
と
も
と
に
戻
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
語
っ
た
。
そ
こ
で
こ

の
漁
師
の
た
め
に
事
細
か
く
顛
末
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
。
漁
師
は
た
い
へ
ん
驚
い
て
感
動
し
、（
こ
の
後
）
と
う
と
う
業
を
改
め

て
農
業
を
務
め
と
し
、
ま
た
費
用
を
出
し
て
こ
の
写
経
を
重
ね
て
装
丁
し
た
。
毎
年
経
文
を
手
に
入
れ
て
経
文
を
返
還
し
た
日
に

な
る
と
、
必
ず
寺
を
訪
ね
て
お
参
り
し
た
。（
彼
は
）
年
八
十
二
歳
で
、
病
気
ひ
と
つ
せ
ず
に
臨
終
し
た
。
あ
あ
、
こ
れ
は
あ
の

螺
螄
が
千
里
の
か
な
た
か
ら
経
本
を
届
け
て
返
還
す
る
話
（
後
述
）
と
同
類
で
あ
り
、
な
ん
と
神
異
な
こ
と
で
は
な
い
か
。5

　

以
下
、
こ
の
話
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
主
要
な
登
場
人
物
は
、
主
僧
（
名
前
無
し
）、
山
塘
の
王
宦
、
上
官
（
大
官
。

名
前
無
し
）、
老
漁
師
の
姚
で
あ
る
。
時
代
は
明
（
嘉
靖
四
十
三
年
）、
舞
台
と
な
る
の
は
浙
江
省
と
江
蘇
省
の
境
界
で
、
蘇
州
の
西
の

郊
外
、
太
湖
の
中
に
あ
る
島
の
洞
庭
山6

の
某
寺
で
あ
る
。
具
体
的
な
寺
の
名
前
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
洞
庭
山
に
は
、
包
山
禅

寺
（
包
山
禅
院
）
や
水
月
寺
等7

の
寺
が
あ
っ
た
。
な
お
、
米
を
借
り
る
相
手
は
山
塘
（
蘇
州
）
に
い
る
の
で
、
物
語
上
蘇
州
市
内
に
も
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赴
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
場
所
は
分
か
ら
な
い
が
、
老
漁
師
の
姚
の
住
む
漁
村
に
も
足
を
運
ん
で
い
る
。

　

次
に
金
剛
経
を
所
持
し
た
り
唱
え
た
り
す
る
こ
と
で
、
病
気
が
直
っ
た
り
危
険
等
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
り
す
る
利
益
が
あ
る

事
は
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
話
で
も
、
白
居
易
が
写
経
し
た
と
い
う
金
剛
経
を
め
ぐ
っ
て
、
二
度
の
大
風
（
神
風
）
に
よ

り
、
写
経
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
危
機
を
回
避
し
、
無
く
な
っ
た
写
経
の
一
枚
が
見
つ
か
る
と
い
う
霊
験
譚
が
話
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
当
時
の
社
会
状
況
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
嘉
靖
四
十
三
（
一
五
六
四
）
年
の
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
が
実
際
ど
の
よ

う
な
年
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、『
明
史
』8

に
よ
れ
ば
ち
ょ
う
ど
周
辺
の
異
民
族
や
倭
寇
等
と
の
攻
防
が
続
い
て
お
り
、
戦
火
は
広
く

中
国
東
南
部
（
江
蘇
・
浙
江
・
福
建
周
辺
）
各
地
に
及
び
、
戦
乱
や
略
奪
等
に
よ
り
荒
廃
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
物
語
中
に
は
こ

の
あ
た
り
の
詳
細
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
く
、
た
だ
「
饑
荒
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
飢
饉
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
『
明

史
』
に
「
免
畿
內
被
災
稅
糧
」
と
あ
っ
た
り
、
同
じ
く
『
明
史
』
巻
三
十
・
志
六
、
年
饑
に
「
四
十
三
年
、
北
畿
・
山
東
大
饑
」
と
あ
っ

た
り
す
る
の
み
で
、
実
際
に
東
南
部
で
飢
饉
が
起
こ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

ま
た
、
漁
師
の
姚
が
字
も
識
ら
な
い
の
に
、
字
が
書
か
れ
た
紙
を
大
切
に
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
広
く
知
ら
れ
、
信
仰
さ
れ

て
い
た
善
書
の
影
響
が
見
ら
れ
る9

。
例
え
ば
、
道
教
の
代
表
的
な
善
書
で
あ
る
『
文
昌
帝
君
陰
隲
文
』10

巻
三
に
「
勿
棄
字
紙
（
字
紙
を

捨
て
て
は
な
ら
な
い
）」
の
項
目
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
註
が
あ
る11

。

蒼
頡
が
文
字
を
作
っ
て
以
降
、
天
地
の
霊
秘
を
開
き
、
文
章
は
世
界
に
流
通
し
た
。
愚
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
賢
く
な
り
、
貧
者
は

こ
れ
に
よ
っ
て
金
持
ち
と
な
っ
た
。
人
情
の
険
悪
さ
や
、
世
事
の
も
め
ご
と
は
、
こ
れ
（
文
字
）
に
よ
っ
て
安
定
し
な
い
こ
と
は

な
い
。
故
に
一
枚
の
紙
切
れ
や
一
文
字
で
も
、
ま
こ
と
に
上
天
が
珍
重
愛
惜
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
人
君
子
は
深
く
敬
愛
を
加
え

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
文
字
を
紙
に
書
き
、
こ
れ
を
集
め
て
経
と
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
一
字
一
経
に
推
し
広
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げ
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。（
文
昌
）
帝
君
に
愛
惜
に
勉
め
る
教
え
が
あ
り
、
大
蔵
経
に
愛
惜
を
勧
め
る
文
章

が
あ
る
が
、（
そ
れ
は
）
嘆
息
し
て
告
げ
て
戒
め
、
痛
切
に
詳
明
し
て
い
る
。（
そ
れ
な
の
に
）
ど
う
し
て
世
の
人
は
蒙
昧
に
し
て

察
す
る
こ
と
な
く
、（
紙
が
）
汚
れ
た
ら
軽
々
し
く
棄
て
て
し
ま
い
、
甚
だ
し
く
は
（
文
字
が
書
か
れ
た
紙
を
）
窓
に
貼
っ
た
り
、

甕
に
貼
っ
た
り
、
机
を
拭
い
た
り
紙
を
切
っ
て
模
様
に
し
た
り
、
踏
み
つ
け
て
も
顧
み
な
か
っ
た
り
、
聖
賢
の
書
を
飾
り
立
て
て

（
売
っ
て
）
銭
に
換
え
た
り
、こ
れ
に
火
を
付
け
た
り
、大
半
は
地
に
ば
ら
ま
い
た
り
、灯
り
が
尽
き
れ
ば
余
っ
た
紙
を
灯
し
た
り
、

街
に
棄
て
た
り
、
詩
句
を
爆
竹
に
書
い
た
り
、
年
号
を
磁
器
に
記
し
た
り
、
印
章
を
履
物
に
記
し
た
り
と
、
種
々
の
あ
や
ま
ち
は
、

枚
挙
に
暇
が
無
い
。
そ
も
そ
も
文
曲
の
諸
星
（
文
曲
星
。
文
章
や
学
問
を
司
る
星
）
が
あ
り
、
奎
星
（
文
章
を
司
る
星
）
の
輝
き

は
天
か
ら
遠
く
ま
で
見
通
し
て
お
り
、
罪
に
帰
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
報
い
に
は
間
違
い
が
無
い
。
戒
め
謹
ま
な
い
で
い
ら
れ

よ
う
か
。
…12

　

ま
た
、『
文
昌
帝
君
陰
隲
文
勧
戒
編
』13

巻
三
「
勿
棄
字
紙
」
の
箋
註
に
も
「
道
は
文
に
よ
っ
て
表
さ
れ
、
文
は
字
に
よ
っ
て
著
さ
れ

る
。
だ
か
ら
道
が
重
ん
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
文
が
重
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
文
が
重
ん
じ
ら
れ
れ
ば
字
も
ま
た
重
ん
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
紙
の
切
れ
端
の
一
文
字
だ
と
し
て
も
、
道
路
に
捨
て
た
り
、
泥
や
砂
に
墜
と
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。･･･

」14

と
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
神
風
護
経
」
の
中
で
は
、
話
は
あ
く
ま
で
金
剛
経
の
霊
験
譚
が
中
心
で
あ
り
、
こ
の
善
書
の
影
響
と
し
て
は
、
後
述
『
二

刻
拍
案
驚
奇
』
巻
之
一
の
方
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
白
居
易
と
金
剛
経
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次
に
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
も
そ
も
洞
庭
山
の
寺
に
白
居
易
直
筆
の
金
剛
般
若
経
の
写
本
が
あ
る
、
と
い
う
設
定
は
事
実
な
の

か
創
作
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
新
異
録
』
以
前
に
何
ら
か
の
謂
れ
が
あ
っ
た
か
、
残
念
な
が
ら
直
接
的
な
証
拠
は
見
当
た

ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
白
居
易
と
金
剛
経
と
は
関
係
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
て
み
た
い
と
思
う
。

　

そ
も
そ
も
白
居
易
が
仏
教
と
深
い
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
は
、
謝
恩
煒15

、
陳
翀16

氏
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

経
典
や
そ
の
内
容
が
白
居
易
の
作
品
に
登
場
し
て
お
り
、白
居
易
の
仏
教
に
関
す
る
知
識
の
一
端
が
窺
え
る17

。
そ
の
中
に
は
確
か
に『
金

剛
般
若
経
』
に
関
す
る
語
も
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
白
居
易
の
金
剛
経
に
関
連
す
る
作
品
を
『
白
氏
文
集
』
よ
り
探
し
て
み
る
と
、
数

は
多
く
は
な
い
が
存
在
す
る
。
以
下
、
試
み
に
そ
の
作
品
と
該
当
箇
所
を
挙
げ
て
お
く
。

「
与
済
法
師
書
」（『
白
氏
長
慶
集
』18

巻
二
十
八
）
―
「
金
剛
經
云
、
是
法
平
等
無
有
高
下
。
是
名
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」

「
蘇
州
重
玄
寺
法
華
院
石
塵
経
碑
文
」（
卷
六
十
）
―
「
攝
四
生
九
𩔖
、
入
無
餘
𣵀
槃
、
實
無
得
度
者
、
莫
先
於
金
剛
般
若
波
羅
蜜

經
、
凡
五
千
二
百
八
十
七
言
」

　

ま
た
、
前
掲
陳
翀
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
金
剛
経
で
有
名
な
「
六
如
」（
夢
・
幻
・
泡
・
影
・
露
・
電
）
の
関
連
語
（「
泡
幻
」「
電

泡
」「
泡
影
」「
幻
泡
」「
夢
幻
」
等
）
が
、
白
居
易
の
詩
句
に
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
贈
别
宣
上
人
」19

（
巻
十
四
）
―
「
性
眞
悟
泡
幻
」

「
与
果
上
人
歿
時
題
此
决
别
兼
簡
二
林
僧
社
」20

（
巻
十
七
）
―
「
爲
嫌
煩
惱
電
泡
身
」

「
対
酒
」（『
白
氏
長
慶
集
』
巻
十
七
）21

（
巻
十
七
）
―
「
幻
世
如
泡
影
」
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「
春
憶
二
林
寺
旧
遊
因
寄
朗
満
晦
三
上
人
」22

（
巻
十
九
）
―
「
塵
勞
難
索
幻
泡
身
」

「
和
送
劉
道
士
遊
天
台
」（
巻
五
十
二
）23

―
「
首
出
夢
幻
群
」

　

白
居
易
自
身
が
仏
教
に
ど
こ
ま
で
精
通
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
後
世
評
価
が
分
か
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
白
居
易
が
仏
教
と

関
係
が
あ
っ
た
、
と
い
う
認
識
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
白
居
易
と
洞
庭
山
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
見
て
お
き
た
い
。
洞
庭
山
は
前
述
の
通
り
江
蘇
省
と
浙
江
省
に
接
す

る
湖
で
あ
る
太
湖
の
中
に
存
在
す
る
島
で
あ
り
、
太
湖
は
京
杭
大
運
河
の
途
中
に
あ
る
要
衝
で
も
あ
り
、
蘇
州
に
近
い
場
所
に
あ
る
。

当
然
、
白
居
易
も
杭
州
に
赴
任
（
九
二
二
年
）
す
る
際
に
こ
の
太
湖
を
通
っ
た
り
、
蘇
州
に
赴
任
（
九
二
四
年
）
し
た
り
し
た
際
に
も

遊
び
に
出
か
け
た
と
思
わ
れ
、例
え
ば
作
品
と
し
て
「
送
客
南
遷
」24

（
巻
十
九
）、「
早
發
赴
洞
庭
舟
中
作
」25

（
巻
五
十
四
）、「
宿
湖
中
」26

（
巻

五
十
四
）
等
に
洞
庭
山
が
登
場
す
る
。
白
居
易
に
ゆ
か
り
あ
る
地
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
実
際
に
洞
庭
山
の
寺
に
白
居
易
直
筆
の
写
経
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く

と
も
そ
の
よ
う
な
設
定
が
可
能
と
な
る
白
居
易
の
半
生
お
よ
び
そ
の
人
物
像
等
や
、
時
代
的
歴
史
的
な
下
地
は
存
在
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
な
お
、
北
宋
・
蘇
軾
に
金
剛
経
の
写
経
に
関
す
る
特
筆
す
べ
き
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
割
愛
す

る
。27

２
．『
歴
朝
金
剛
経
持
験
記
』「
明
洞
庭
寺
僧
」
に
つ
い
て

　
（
１
）『
歴
朝
金
剛
経
持
験
記
』「
明
洞
庭
寺
僧
」
と
「
神
風
護
経
」
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『
歴
朝
金
剛
経
持
験
記
』28

（
以
下
『
持
験
記
』
と
称
す
）
は
、
清
初
の
周
克
復
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
金
剛
経
に
関
す
る
説
話
集
で
あ

る
。
全
１
５
２
話
で
、
基
本
的
に
は
歴
代
の
小
説
・
説
話
集
よ
り
題
材
を
集
め
、
そ
の
出
典
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
範
囲
は
、
魏
晋

南
北
朝
か
ら
清
初
に
及
び
、
そ
の
う
ち
明
代
に
関
す
る
も
の
は
５
９
話
と
全
体
で
二
番
目
に
多
い
（
一
番
多
い
の
は
唐
代
の
６
２
話
）。

そ
の
中
に
は
『
新
異
録
』
か
ら
採
用
し
た
説
話
も
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
以
外
を
出
典
と
し
た
話
も
多
数
見
ら
れ
る29

。

　

作
者
の
周
克
復
は
、
字
は
重
朗
、
号
は
同
善
道
人
と
い
い
、
荊
溪
（
江
蘇
宜
興
）
の
人
で
あ
る
。
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の

著
『
淨
土
晨
鐘
』30

十
巻
が
一
六
五
九
年
刊
行
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
王
起
隆
と
年
代
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
『
持
験
記
』
の
中
に
、「
神
風
護
経
」
と
類
似
の
説
話
で
あ
る
「
明
洞
庭
寺
僧
」31

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
両
者
の
原
文

を
比
較
し
、
段
落
別
に
分
類
し
た
表
を
示
す
（
①
②
は
後
掲
表
２
と
の
比
較
の
た
め
に
設
け
た
）。

　
表
１
『
新
異
録
』「
神
風
護
経
」
と
『
持
験
記
』「
明
洞
庭
寺
僧
」
の
段
落
分
け
と
文
章
の
比
較

No.

『
新
異
録
』「
神
風
護
経
」

字
数

『
持
験
記
』「
明
洞
庭
寺
僧
」

字
数

①

な
し

な
し

②

な
し

な
し

③

洞
庭
山
某
寺
、
有
唐
白
樂
天
所
書
金
剛
經
全
卷
、
爲
鎮
寺

至
寶
。

22

④

嘉
靖
四
十
三
年
、
東
南
饑
荒
。

10

明
嘉
靖
四
十
三
年
、
東
南
郡
縣
大
荒
。

13

蘇
州
洞
庭
山
某
寺
、
有
唐
白
樂
天
所
書
金
剛
全
卷
、
爲
鎮
寺
至
寶
。

23

⑤

寺
衆
餒
、
主
僧
用
經
質
山
塘
王
宦
米
五
十
石
爲
食
。

18

是
年
寺
衆
饑
、
主
僧
不
得
已
、
取
此
經
、
質
山
塘
王
宦
米
五
十
石
爲
食
。

24
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⑥

越
歲
、
王
宦
呼
主
僧
至
家
、
願
捨
前
米
作
齋
僧
用
、
以
經

還
之
。

21

越
歲
、
王
宦
呼
主
僧
至
家
、
願
捨
前
米
作
齋
僧
用
、
以
經
還
寺
。

21

⑦

僧
歸
過
湖
、
對
衆
稱
揚
王
官
之
德
。
舟
衆
共
求
一
看
、
展

開
之
時
、
天
風
大
作
、
竟
揭
經
前
數
幅
飄
空
入
雲
而
去
。

僧
懊
恨
不
巳
。
還
寺
置
經
原
所
。

49

僧
歸
過
湖
、對
衆
稱
揚
王
宦
大
德
。舟
衆
共
求
一
看
。纔
展
開
時
、風
大
作
、

竟
揭
經
前
數
幅
、
飄
空
入
雲
而
去
。
僧
懊
悔
不
巳
。

42

⑧

三
年
後
、
忽
上
官
有
不
肖
者
、
聞
此
經
名
。

14

三
年
後
、
忽
有
一
上
官
、
聞
此
經
名
。

12

⑨

陷
主
僧
以
他
事
、
禁
而
逼
獻
焉
。

11

陷
主
僧
以
他
事
、
禁
獄
逼
獻
。

10

⑩

經
至
、
以
經
不
全
不
愜
意
。
釋
僧
、
而
仍
以
經
還
之
。

17

經
至
、
以
非
全
卷
不
愜
意
。
釋
僧
罪
、
仍
以
經
還
之
。

17

⑪

僧
歸
舟
、
風
又
大
作
。
昏
黑
艤
舟
、
入
一
深
村
避
風
。
登

岸
索
火
、
詣
一
老
漁
戶
家
、
則
壁
粘
前
經
數
幅
、
毫
無
傷

損
也
。
漁
戶
姓
姚
、
不
識
字
。
詢
之
、
但
云
前
三
年
有
火

光
一
道
墮
田
間
、
驚
視
之
、
是
字
紙
。
異
之
、
因
粘
於
壁
。

僧
向
數
幅
悲
淚
頂
禮
。
呼
護
法
韋
䭾
不
休
曰
、
非
兩
番
神

風
顯
異
、
此
經
見
留
權
勢
、
不
得
合
浦
重
完
矣
。
因
爲
漁

戶
備
述
顛
末
。
漁
戶
頗
殷
驚
感
、
遂
改
業
務
農
、
又
出
貲

重
裝
此
經
。

135

僧
過
湖
、
風
又
大
作
、
昏
黑
艤
舟
、
入
一
深
村
避
風
。
登
岸
索
火
、
詣

一
老
漁
戶
家
。
壁
間
粘
前
所
失
經
數
幅
、毫
無
傷
損
。
漁
戶
姓
姚
、詢
之
、

但
云
、前
三
年
、有
火
光
一
道
墮
田
中
。
驚
視
之
、是
字
紙
。
因
粘
於
壁
。

僧
向
經
悲
泣
頂
禮
。
呼
護
法
韋
䭾
不
休
曰
、
非
兩
番
神
風
顯
異
、
此
經

必
入
權
門
、不
得
完
璧
鎮
寺
矣
。因
備
述
顛
末
、漁
戶
驚
感
。遂
改
業
務
農
、

又
出
重
貲
裝
裹
。

124

⑫

每
歲
遇
得
經
還
經
之
日
、
必
往
寺
展
禮
。
壽
八
十
二
、
無

疾
終
。

21

每
歲
遇
得
經
還
經
之
日
、
必
往
寺
展
禮
。
壽
八
十
二
、
無
疾
終
。

21

⑬

噫
、
此
視
螺
螄
千
里
送
經
還
者
、
不
更
神
異
也
哉
。

17

此
視
螺
螄
千
里
送
經
還
、
更
爲
神
異
。
漁
戶
具
有
夙
根
、
故
得
始
終
最

上
因
果
。
彼
陷
僧
逼
經
者
、
冥
報
又
不
足
言
矣
。

40
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ま
ず
、「
神
風
護
経
」
と
「
明
洞
庭
寺
僧
」
の
字
数
を
比
較
す
る
と
、
３
３
５
字
と
３
４
７
字
で
大
差
な
い
。
ま
た
、
あ
ち
こ
ち
に

文
字
の
異
同
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
⑫
の
よ
う
に
全
く
同
じ
部
分
も
散
見
し
、
話
の
内
容
や
記
述
の
形
式
も
、「
神
風
護
経
」
と
一
見

あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
両
説
話
が
同
系
統
の
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
気
に
な
る
相
違
点
も
い
く
つ
か
存

在
す
る
。

　

第
一
に
、
表
中
に
矢
印
で
示
し
た
よ
う
に
、
冒
頭
③
④
の
順
番
が
異
な
る
。「
神
風
護
経
」
で
は
「
洞
庭
山
某
寺
、
有
唐
白
樂
天

所
書
金
剛
經
全
卷
、
爲
鎮
寺
至
寶
」
の
後
に
「
嘉
靖
四
十
三
年
、
東
南
饑
荒
」
と
続
く
が
、「
明
洞
庭
寺
僧
」
で
は
先
に
「
明
嘉
靖

四
十
三
年
、
東
南
郡
縣
大
荒
」
と
あ
り
、
次
に
「
蘇
州
洞
庭
山
某
寺
、
有
唐
白
樂
天
所
書
金
剛
全
卷
、
爲
鎮
寺
至
寶
」
と
続
い
て
い
る
。

　

第
二
に
、
微
妙
な
違
い
で
は
あ
る
が
、
意
味
が
大
き
く
変
わ
る
部
分
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
⑧
の
白
居
易
の
写
経
欲

し
さ
に
主
僧
を
罠
に
堕
と
し
た
人
物
に
つ
い
て
、「
神
風
護
経
」
は
「
忽
上
官
有
不
肖
者
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
「
明
洞
庭
寺
僧
」
で
は

「
忽
有
一
上
官
」
と
し
、「
不
肖
者
」
の
語
が
無
い
。
ま
た
、
⑪
の
二
度
目
の
神
風
が
吹
き
、
風
を
避
け
る
た
め
に
立
ち
寄
っ
た
村
で
漁

師
と
出
会
い
、
そ
の
家
の
壁
に
写
経
の
数
幅
が
貼
ら
れ
て
い
た
場
面
で
、「
神
風
護
経
で
は
「
漁
戶
姓
姚
、
不
識
字
。
詢
之
、
…
」
と

す
る
と
こ
ろ
を
、『
持
験
記
』
は
「
漁
戶
姓
姚
、
詢
之
、
…
」
と
し
て
、「
不
識
字
」
の
三
字
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
一
見
大
し
た

違
い
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
実
は
大
き
な
違
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

　

第
三
に
、
文
末
⑬
の
部
分
は
、「
神
風
護
経
」
の
「
不
更
神
異
也
哉
」
ま
で
は
若
干
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
同
じ
で
あ
る
。「
明
洞

庭
寺
僧
」
に
は
表
１
傍
線
部
の
よ
う
な
文
言
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

漁
師
の
家
に
は
宿
縁
が
あ
る
、
そ
れ
故
に
終
始32

最
上
の
因
果
を
得
た
の
だ
。
か
の
僧
を
陥
れ
経
を
奪
お
う
と
し
た
者
は
、
冥
報
は

ま
た
言
う
に
足
り
な
い
。
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「
神
風
護
経
」
に
は
該
当
す
る
部
分
は
無
く
、
こ
の
部
分
が
『
持
験
記
』
の
作
者
周
克
復
が
付
け
足
し
た
も
の
な
の
か
否
か
は
分
か

ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
螺
螄
千
里
」
云
々
と
は
、『
持
験
記
』
上
巻
「
唐
王
待
制
」（『
金
剛
證
果
』
よ
り
引
く
）
に
登
場
す
る

語
で
あ
り33

、
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
話
で
あ
る
。

唐
の
王
待
制
が
船
で
漢
江
を
渡
ろ
う
と
し
た
時
、
風
や
波
に
阻
ま
れ
て
危
険
が
迫
り
、
い
つ
も
唱
え
て
い
る
『
金
剛
般
若
経
』
を

川
の
中
に
投
げ
る
と
、
波
が
穏
や
か
に
な
っ
た
。
数
ヶ
月
後
、
鎮
江
に
至
っ
た
と
き
、
ま
り

、
、

の
よ
う
な
塊
が
現
れ
た
。
こ
れ
を
手

に
取
る
と
、
螺
螄
（
巻
き
貝
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
割
っ
て
み
る
と
、
川
に
投
げ
込
ん
だ
は
ず
の
『
金
剛
般
若
経
』
が
入
っ
て
お

り
、
少
し
も
傷
ん
で
い
な
か
っ
た
。
な
ん
と
漢
江
か
ら
鎮
江
ま
で
、
数
千
里
離
れ
た
場
所
で
見
つ
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。34

　

と
こ
ろ
で
「
明
洞
庭
寺
僧
」
と
ほ
ぼ
同
じ
話
が
、『
古
今
図
書
集
成
』（
一
七
二
八
年
刊
行
。
以
下
『
集
成
』
と
称
す
）
に
見
ら
れ
る
。

以
下
、
原
文
の
み
挙
げ
て
お
く
。

　　
『
古
今
図
書
集
成
』35

博
物
彙
編
神
異
典
第
一
〇
六
仏
教
部
紀
事
四

明
嘉
靖
四
十
三
年
、
東
南
郡
縣
大
荒
。
蘇
州
洞
庭
山
某
寺
、
有
唐
白
樂
天
所
書
金
剛
全
卷
、
爲
鎮
寺
至
寶
。
是
年
寺
衆
饑
、
主
僧

不
得
已
、
取
此
經
、
質
山
塘
王
宦
米
五
十
石
爲
食
。
越
歲
、
王
宦
呼
主
僧
至
家
、
願	│施│	前
米
作
齋
僧
用
、
以
經
還
寺
。
僧
歸
過
湖
、

對
衆
稱
揚
王
宦
大
德
。
舟
衆
共
求
一
看
。
纔
展
開
時
、
風
大
作
、
竟
揭
經
前
數
幅
、
飄
空
入
雲
而
去
。
僧
懊
悔
不
已
。
三
年
後
、

忽
有
一
上
官
、
聞
此
經
名
。
陷
主
僧
以
他
事
、
禁
獄
逼
獻
。
經
至
、
以
非
全
卷
不
愜
意
。
釋
僧
罪
、
仍
以
經
還
之
。
僧
過
湖
、
風
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又
大
作
、
昏
黑
艤
舟
、
入
一
深
村
避
風
。
登
岸
索
火
、
詣
一
老
漁
戶
家
。
壁
間
粘
前
所
失
經
數
幅
、
毫
無
傷
損
。
漁
戶
姓
姚
、
詢

之
、
但
云
、
前
三
年
、
有
火
光
一
道
墮
田
中
。
驚
視
之
、
是
字
紙
。
因
粘
於
壁
。
僧
向
經
悲
泣
頂
禮
。
呼
護
法
韋
䭾
不
休
曰
、
非

兩
番
神
風
顯
異
、
此
經
必
入
權
門
、
不
得
完
璧
鎮
寺
矣
。
因
備
述
顛
末
、
漁
戶
驚
感
。
遂
改
業
務
農
、
又
出
重
貲
裝
裹
。
每
歲
遇

得
經
還
經
之
日
、
必
往
寺
展
禮
。
壽
八
十
二
、
無
疾
終
。

　

以
上
３
０
７
字
で
あ
る
。「
明
洞
庭
寺
僧
」
と
の
違
い
は
、
□
で
囲
っ
た
「
施
」
の
一
字
と
、
前
掲
表
１
の
⑬
⑭
に
あ
た
る
部
分
が

無
い
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
は
『
持
験
記
』
と
全
く
同
文
で
あ
り
、『
集
成
』
は
『
持
験
記
』
の
記
述
を
採
録
し
、
評
語
に
あ
た
る
部
分

を
削
除
し
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

　
（
２
）『
新
異
録
』
と
『
持
験
記
』
に
見
ら
れ
る
『
受
持
果
報
』
関
連
説
話

　

先
に
比
較
し
た
よ
う
に
、「
神
風
護
経
」
と
「
明
洞
庭
寺
僧
」
両
者
の
記
述
の
内
容
は
、
書
き
方
等
も
含
め
て
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、

ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
同
じ
資
料
を
引
用
、
或
い
は
節
録
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
以

下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　

年
代
的
に
見
れ
ば
、
王
起
隆
と
周
克
復
は
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
物
で
あ
る
が
、『
新
異
録
』
は
明
末
の
崇
禎
ま
で
の
記
述
、『
持
験
記
』

は
清
初
ま
で
の
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
、ま
た
『
持
験
記
』
に
『
新
異
録
』
か
ら
引
用
し
た
説
話
が
１
４
話
あ
る
こ
と
等
を
考
え
れ
ば
、

『
新
異
録
』
が
先
に
刊
行
さ
れ
、『
持
験
記
』
が
そ
れ
を
参
考
に
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
『
持
験

記
』
が
『
新
異
録
』
の
記
述
を
参
考
に
し
た
と
す
る
説
話
の
構
成
を
比
較
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
引
用
で
は
な
く
、
文
章
に
は
か
な

り
異
同
が
あ
り
、
考
察
の
余
地
が
あ
る36

。
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な
お
、「
明
洞
庭
寺
僧
」
は
、『
新
異
録
』
で
は
な
く
『
受
持
果
報
』
か
ら
採
用
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て

考
え
れ
ば
、「
神
風
護
経
」
も
こ
の
『
受
持
果
報
』
か
ら
引
用
或
い
は
参
看
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
で
は
こ
の『
受
持
果
報
』が
ど
の
よ
う
な
作
品
な
の
か
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。『
受
持
果
報
』の
作
者
は
明
末
・
冒
起
宗（
字
は
宗
起
、

号
は
嵩
少
。
江
蘇
如
皐
の
人
。
一
五
九
〇
―
一
六
五
四
。
明
末
の
文
人
冒
襄
の
父
）
で
あ
る
が
、『
受
持
果
報
』
そ
の
も
の
は
管
見
の

限
り
で
は
残
念
な
が
ら
現
存
し
て
お
ら
ず
、
出
典
と
し
て
『
持
験
記
』
に
２
０
例
が
引
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。『
受
持
果
報
』
に

つ
い
て
『
新
異
録
』
に
は
記
述
は
な
い
が
、『
持
験
記
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

明
の
如
皐
の
冒
起
宗
、
字
は
宗
起
。
崇
禎
戊
辰
（
元
〈
一
六
二
八
〉
年
）
の
進
士
で
あ
る
。
幼
年
の
頃
か
ら
、
金
剛
経
を
唱
え
る

の
を
好
ん
だ
。
辛
巳
（
崇
禎
十
四
〈
一
六
四
一
〉
年
）
に
襄
陽
で
登
用
さ
れ
た
が
、
当
時
は
献
闖
（
張
献
忠
）
が
一
帯
を
灰
燼
に

帰
し
た
時
に
あ
た
り
、
投
降
し
た
兵
隊
が
近
辺
に
居
座
り
、
強
力
な
将
軍
が
近
く
に
跋
扈
し
て
い
た
。
報
告
が
日
に
日
に
厳
し
く

な
り
、
夜
も
帯
を
解
い
て
眠
れ
ぬ
ほ
ど
に
な
っ
た
。
宗
起
も
ま
た
こ
こ
が
死
に
場
所
だ
と
覚
悟
し
た
が
、『
金
剛
受
持
果
報
』
を

編
纂
し
、
な
お
虫
の
息
で
も
、
病
骨
の
身
に
む
ち
打
ち
な
が
ら
踏
ん
張
り
、
一
年
あ
ま
り
持
ち
こ
た
え
た
。
死
に
瀕
し
た
こ
と
が

四
度
も
あ
っ
た
が
、
幸
い
に
も
死
を
免
れ
た
。
そ
の
後
辞
職
し
て
か
ら
三
月
ほ
ど
が
過
ぎ
、
襄
陽
は
再
び
陥
落
し
、
当
時
事
を
共

に
し
て
い
た
同
僚
た
ち
は
刃
に
か
か
り
、
刃
に
か
か
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
役
人
に
よ
っ
て
囊
頭
（
あ
た
ま
に
袋
を
か
ぶ
せ
て

処
す
る
）
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
公
だ
け
が
生
き
て
郷
里
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
金
剛
の
慈
悲
で
な
い
こ

と
が
あ
ろ
う
か
。
私
は
『
持
験
紀
』
を
編
輯
す
る
際
に
、
嵩
少
（
冒
起
宗
の
雅
号
）
の
自
ら
叙
述
し
た
も
の
を
閲
覧
し
、
集
中
に

採
録
し
た
。37
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こ
の
文
章
の
経
緯
か
ら
考
え
れ
ば
、『
持
験
記
』
が
『〈
金
剛
〉
受
持
果
報
』
の
説
話
を
採
用
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。
冒
起
宗
は
王

起
隆
や
周
克
復
よ
り
も
若
干
年
上
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、『
新
異
録
』
の
話
の
中
に
も
こ
の
『
受
持
果
報
』
よ
り
採
録
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
説
話
が
複
数
見
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
新
異
録
』中
で
、『
持
験
記
』が
引
く『
受
持
果
報
』と
内
容
が
類
似
し
て
い
る
説
話
は
、こ
の
白
居
易
の
説
話
以
外
に
７
話38（
第

３
話
「
持
経
遐
寿
」
／
「
明
釈
楚
石
」［
１
０
９
／
１
１
３39

］、
第
１
５
話
「
勧
親
聴
経
」
／
「
明
王
公
方
麓
」［
１
１
４
／
２
８
５
］、

第
２
３
話
「
開
瞽
得
子
」
／
「
明
濮
可
重
妻
王
氏
」［
１
０
４
／
１
４
０
］、第
３
０
話
「
天
榜
易
名
」
／
「
明
憲
副
項
希
憲
」［
１
６
７

／
７
７
７
］、第
３
１
話
「
書
経
暗
中
」
／
「
明
釈
寒
灰
」［
８
６
／
１
６
９
］、第
３
２
話
「
織
経
坐
脱
」
／
「
明
錢
永
明
妻
張
氏
」［
２
６
６

／
１
６
１
］、
第
３
４
話
「
伽
藍
送
請
」
／
「
明
汪
公
可
受
」［
２
４
９
／
３
６
６
］）
が
存
在
し
、
こ
の
説
話
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
て

み
る
と
、
記
述
の
内
容
は
類
似
し
て
い
る
が
、
文
章
の
構
成
等
全
く
同
じ
で
は
な
い
も
の
も
多
い
。

　

そ
れ
で
は
、『
新
異
録
』
が
『
受
持
果
報
』
の
文
章
を
直
接
引
用
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
『
持
験
記
』
等
他
の
書
物
を
経
由
し
て
引

用
あ
る
い
は
節
録
し
た
の
か
、
と
な
る
と
、
そ
う
単
純
に
は
判
別
出
来
な
い
。

　

例
え
ば
、『
新
異
録
』
に
「
北
京
邸
中
、
希
憲
自
語
余
者
」（
第
三
十
話
）
や
「
余
客
都
門
親
見
」（
第
三
十
四
話
）
と
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
中
に
は
明
ら
か
に
王
起
隆
自
ら
が
話
を
取
材
し
た
と
考
え
ら
れ
る
文
言
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
こ
れ
は
『
持
験
記
』
に
は
無
い
記

述
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
の
『
持
験
記
』
に
も
『
新
異
録
』
に
は
見
ら
れ
な
い
評
語
の
よ
う
な
文
言
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
先
に
も
触
れ

た
よ
う
に
、『
持
験
記
』
が
『
新
異
録
』
か
ら
引
く
説
話
１
４
話
に
は
、
文
章
の
異
同
が
た
び
た
び
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、『
持

験
記
』
が
ど
れ
ほ
ど
原
典
を
忠
実
に
引
用
し
て
い
る
か
否
か
疑
わ
し
く
、
話
を
い
っ
そ
う
複
雑
に
さ
せ
て
い
る40

。

　

な
お
、『
持
験
記
』
に
は
『
新
異
録
』
に
関
連
説
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
『
受
持
果
報
』
の
話
の
う
ち
、
明
代
の
も
の
は
「
孫
公

廿
二
」「
明
鄧
少
峰
」「
四
明
屠
公
隆
」「
張
守
誠
」「
唐
宜
之
」「
廬
山
僧
普
静
」「
周
浄
山
」「
独
目
金
剛
尼
」
の
８
話
が
存
在
す
る
（
明
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代
以
前
の
物
語
は
「
隋
博
士
徐
孝
克
」「
唐
丞
蘇
朗
」「
宋
道
寧
禅
師
」「
元
釈
聡
禅
師
」
の
四
つ
）。

　
『
受
持
果
報
』
及
び
そ
の
影
響
に
関
す
る
個
々
の
考
察
や
、『
新
異
録
』
と
『
持
験
記
』
の
具
体
的
な
詳
細
な
比
較
等
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
、現
状
の
と
こ
ろ
、「
神
風
護
経
」
説
話
の
最
古
の
資
料
は
、『
受
持
果
報
』
に
存
在
し
て
い
た
と
推
定
す
る
に
留
め
た
い
。

３
．『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
之
一
「
進
香
客
莽
看
金
剛
経　

出
獄
僧
巧
完
法
会
分
」
に
つ
い
て

　
（
１
）
三
言
二
拍
と
凌
蒙
初

　

本
節
で
は
短
編
白
話
小
説
集
で
あ
る
所
謂
「
三
言
二
拍
」
の
一
つ
、
凌
蒙
初
編
『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
に
見
ら
れ
る
「
神
風
護
経
」
に

関
連
す
る
物
語
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
ま
ず
は
三
言
二
拍
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。

　

三
言
二
拍
と
は
、
明
末
に
刊
行
さ
れ
た
短
編
白
話
小
説
集
の
総
称
で
、
馮
夢
龍
編
纂
の
『
喩
世
明
言
』（
古
今
小
説
）『
警
世
通
言
』

『
醒
世
恒
言
』（
三
言
）、
凌
蒙
初
編
纂
の
『
初
刻
拍
案
驚
奇
』『
二
刻
拍
案
驚
奇
』（
二
拍
）
の
こ
と
で
あ
る
。
三
言
は
そ
れ
ぞ
れ
お
よ

そ
一
六
二
一
年
、
一
六
二
四
年
、
一
六
二
七
年
頃
に
刊
行
さ
れ
、
二
拍
は
そ
れ
ぞ
れ
一
六
二
七
年
、
一
六
三
二
年
頃
に
刊
行
さ
れ
て
お

り
、
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
各
篇
４
０
巻
（
１
巻
１
話
）、
全
２
０
０
編
（
重
複
と
戯
曲
を
抜
か
す

と
１
９
８
篇
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
多
種
多
様
で
、
上
層
か
ら
下
層
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
物
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

当
時
流
行
し
て
い
た
善
書
の
影
響
も
色
濃
く
見
ら
れ
る41

。
の
ち
、三
言
二
拍
の
中
か
ら
物
語
を
厳
選
し
て
編
纂
さ
れ
た
抱
甕
老
人
編『
今

古
奇
観
』
四
〇
篇
が
よ
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
と
り
わ
け
三
言
の
話
の
方
が
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る42

。

　
「
二
拍
」
の
編
者
で
あ
る
凌
蒙
初
（
一
五
八
〇
―
一
六
四
四
）
は
、
字
は
玄
房
、
号
は
初
成
、
別
号
は
即
空
観
主
人
と
い
っ
た
。
浙

江
烏
程
の
人
で
あ
る
。
崇
禎
十
五
〈
一
六
四
二
〉
年
に
徐
州
の
通
判
と
な
っ
た
が
、
清
・
順
治
元
〈
一
六
四
四
〉
年
に
農
民
の
反
乱
に
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遭
い
、
命
を
堕
と
し
た
。
朱
国
楨
・
王
穉
登
・
馮
夢
楨
・
湯
顕
祖
・
袁
中
道
・
鍾
醒
・
林
古
度
・
潘
之
恒
等
と
の
交
遊
が
見
ら
れ
る
。

前
述
の
通
り
王
起
隆
や
周
克
復
も
お
そ
ら
く
凌
蒙
初
と
同
時
代
の
人
物
で
、
生
没
年
代
が
重
な
っ
て
お
り
、
面
識
や
交
流
が
あ
っ
た
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
交
遊
の
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
二
拍
は
馮
夢
龍
編
纂
の
三
言
を
全
て
見
た
上
で
二
拍
を
作
り
、
同
じ
短
編
白
話
小
説
で
も
手
法
や
傾
向
が
異
な
る
と
さ
れ
て

い
る43

。
例
え
ば
、
こ
の
『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
の
場
合
は
鬼
神
に
関
す
る
物
語
が
４
分
の
１
を
占
め
、
そ
の
他
貪
官
汚
吏
や
冤
罪
事
件
に

係
わ
る
物
語
も
多
い44

。
ま
た
そ
の
物
語
の
語
り
の
特
徴
は
、
笠
見
氏
に
よ
る
と
、「
作
中
の
講
釈
師
に
よ
る
、
物
語
か
ら
逸
脱
し
た
語

り
が
多
く
用
い
ら
れ
」
て
お
り
、と
く
に
物
語
の
導
入
（
笠
見
氏
は
便
宜
的
に
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
と
称
す
）
や
入
話
（
物
語
の
本
題
（
正

文
）
と
異
な
る
物
語
で
、
正
文
の
主
題
と
何
ら
か
の
共
通
性
の
あ
る
話
を
物
語
の
枕
と
し
て
挿
入
し
た
も
の
）
の
部
分
を
意
図
的
に
か

つ
効
果
的
に
配
置
し
て
い
る
と
す
る45

。

　

ま
た
、『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
題
材
は
、
北
宋
・
李
昉
『
太
平
広
記
』、
南
宋
・
洪
邁
『
夷
堅
志
』、
周
密
『
斉
東
野
語
』

や
明
・
瞿
佑
『
剪
灯
新
話
』、
馮
夢
龍
『
情
史
類
略
』
等
の
よ
う
な
筆
記
小
説
集
に
取
っ
て
い
る
も
の
が
多
い46

。

　
（
２
）
三
言
二
拍
と
金
剛
経

　

三
言
二
拍
に
は
、
入
話
も
含
め
て
仏
教
に
関
係
す
る
（
と
り
わ
け
僧
侶
・
尼
僧
が
登
場
す
る
）
物
語
が
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
以
下

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る47

。

○
『
喩
世
明
言
』（
古
今
小
説
）

第
一
巻
「
蒋
興
哥
重
会
珍
珠
衫
」、
第
三
巻
「
新
橋
市
韓
五
売
春
情
」、
第
四
巻
「
間
雲
菴
阮
三
償
冤
債
」、
第
十
九
卷
「
楊
謙
之
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客
舫
遇
侠
僧
」、第
二
十
巻
「
陳
従
善
梅
嶺
失
渾
家
」、第
二
十
二
巻
「
木
綿
菴
鄭
虎
臣
報
冤
」、第
二
十
九
巻
「
月
明
和
尚
度
柳
翠
」、

第
三
十
巻
「
明
悟
禅
師
趕
五
戒
」、
第
三
十
五
巻
「
簡
帖
僧
巧
騙
皇
甫
妻
」

○
『
警
世
通
言
』

第
五
巻
「
呂
大
郎
還
金
完
骨
肉
」、
第
七
巻
「
陳
可
常
端
陽
仙
花
」、
第
十
一
巻
「
蘇
知
県
羅
衫
再
合
」、
第
十
七
巻
「
鈍
秀
才
一

朝
交
泰
」、
第
二
十
二
巻
「
宋
小
官
団
円
破
氈
笠
」、
第
二
十
五
巻
「
桂
員
外
途
窮
懺
悔
」、
第
二
十
八
巻
「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」、

第
三
十
七
巻
「
万
秀
娘
仇
報
山
亭
児
」、
第
四
十
巻
「
旌
陽
宮
鉄
樹
鎮
妖
」

○
『
醒
世
恒
言
』

第
三
巻
「
売
油
郎
独
占
花
魁
」、
第
十
二
巻
「
仏
印
師
四
調
琴
娘
」、
第
十
五
巻
「
赫
大
卿
遺
恨
鴛
鴦
縧
」、
第
二
十
一
巻
「
張
淑

児
巧
智
脱
楊
生
」、
第
二
十
二
巻
「
呂
洞
賓
飛
剣
斬
黄
龍
」、
第
二
十
七
巻
「
李
玉
英
獄
中
訟
冤
」、
第
三
十
一
巻
「
鄭
節
使
立
功

神
臂
弓
」、第
三
十
二
巻
「
黄
秀
才
徼
霊
玉
馬
墜
」、第
三
十
四
巻
「
一
文
銭
小
隙
造
奇
冤
」、第
三
十
九
巻
「
汪
大
尹
火
焚
宝
蓮
寺
」

○
『
初
刻
拍
案
驚
奇
』

巻
之
七
「
唐
明
皇
好
道
集
奇
人　

武
恵
妃
崇
禅
闘
異
法
」、
巻
之
九
「
宣
徽
院
仕
女
秋
千
会　

清
安
寺
夫
婦
笑
啼
縁
」、
巻
之
十
五

「
衛
朝
奉
狠
心
盤
貴
産　

陳
秀
才
巧
計
賺
原
房
」、
巻
之
十
九
「
李
公
佐
巧
解
夢
中
言　

謝
小
娥
智
擒
船
上
盜
」、
巻
之
二
十
一
「
袁

尚
宝
相
術
動
名
卿　

鄭
舍
人
陰
功
叨
世
爵
」、
巻
之
二
十
二
「
銭
多
処
白
丁
横
帯　

運
退
時
刺
史
当
艄
」、
巻
之
二
十
四
「
塩
官
邑

老
魔
魅
色　

会
骸
山
大
士
誅
邪
」、
巻
之
二
十
六
「
奪
風
情
村
婦
捐
躯　

仮
天
語
幕
僚
断
獄
」、
巻
之
二
十
七
「
顧
阿
秀
喜
捨
檀
那

物　

崔
俊
臣
巧
会
芙
蓉
屏
」、
巻
之
二
十
八
「
金
光
洞
主
談
旧
蹟　

玉
虚
尊
者
悟
前
身
」、
巻
之
三
十
「
王
大
使
威
行
部
下　

李
参

軍
冤
報
生
前
」、
巻
之
三
十
二
「
喬
兌
換
胡
子
宣
淫　

顕
報
施
臥
師
入
定
」、
巻
之
三
十
四
「
聞
人
生
野
戦
翠
浮
菴　

静
観
尼
昼
錦

黄
沙
衖
」、
巻
之
三
十
五
「
訴
窮
漢
暫
掌
別
人
銭　

看
財
奴
刁
買
冤
家
主
」、
巻
之
三
十
六
「
東
廊
僧
怠
招
魔　

黑
衣
盜
奸
生
殺
」、
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巻
之
四
十
「
華
陰
道
独
逢
異
客　

江
陵
郡
三
拆
仙
書
」

○
『
二
刻
拍
案
驚
奇
』

巻
之
一
「
進
香
客
莽
看
金
剛
経　

出
獄
僧
巧
完
法
会
分
」、
巻
之
十
六
「
遅
取
券
毛
烈
頼
原
銭　

失
還
魂
牙
僧
索
剰
命
」、
巻
之

二
十
一
「
許
蔡
院
感
夢
擒
僧　

王
氏
子
因
風
獲
盜
」、
巻
之
三
十
六
「
王
漁
翁
捨
鏡
崇
三
宝　

白
水
僧
盗
物
喪
双
生
」48

　

こ
の
中
で
、
金
剛
経
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
物
語
は
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
之
一
「
進
香
客
莽
看
金
剛
経　

出
獄
僧
巧
完
法
会
分
」
と
『
警
世
通
言
』
第
二
十
二
巻
「
宋
小
官
団
円
破
氈
笠
」
の
二
編
し
か
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
「
宋
小
官
団

円
破
氈
笠
」
の
話
の
あ
ら
す
じ
を
示
し
て
お
く
。

明
の
正
徳
年
間
、
蘇
州
崑
山
府
の
宋
敦
は
金
剛
経
を
読
誦
し
て
い
た
僧
が
死
ん
だ
と
き
、
棺
材
を
施
し
た
善
事
で
一
子
宋
金
を
授

か
っ
た
。
宋
金
は
そ
の
僧
の
投
托
転
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
宋
金
が
六
歳
の
と
き
父
の
宋
敦
は
死
に
、
家
は
次
第
に
落
ち
ぶ
れ

て
、
母
が
死
ん
だ
と
き
に
は
住
む
所
も
な
く
な
っ
て
い
た
。
の
ち
父
の
友
人
で
あ
っ
た
船
戸
の
劉
有
才
に
め
ぐ
り
会
い
、
そ
の
娘

宜
春
の
婿
と
な
っ
て
船
に
住
み
込
ん
だ
が
、
癆
瘵
の
病
に
か
か
っ
て
回
復
の
見
込
み
が
な
く
、
だ
ま
さ
れ
て
江
中
の
島
に
お
き
ざ

り
に
さ
れ
捨
て
ら
れ
た
。
た
ま
た
ま
そ
こ
で
出
会
っ
た
僧
か
ら
「
金
剛
般
若
経
」
を
授
け
ら
れ
て
病
気
が
癒
え
、
同
時
に
盗
賊
が

財
宝
を
手
に
入
れ
て
富
豪
に
な
っ
た
。
一
方
、
宜
春
は
貞
節
を
守
っ
て
再
嫁
し
な
か
っ
た
。
の
ち
、
宋
金
が
宜
春
一
家
を
訪
ね
あ

て
団
円
し
、
宜
春
の
両
親
は
過
去
の
不
明
を
恥
じ
た
。49

　

前
掲
小
川
氏50

に
よ
る
と
、
こ
の
話
の
基
と
な
る
物
語
は
明
・
劉
仲
達
『
鴻
書
』
や
馮
夢
龍
『
情
史
』
巻
一
「
金
三
妻
」
に
見
ら
れ
る
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と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
話
は
後
に
『
今
古
奇
観
』
巻
十
四
に
も
収
め
ら
れ
る
。

（
３
）『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
之
一
「
進
香
客
莽
看
金
剛
経　

出
獄
僧
巧
完
法
会
分
」
に
つ
い
て

　
『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
之
一
「
進
香
客
莽
看
金
剛
経　

出
獄
僧
巧
完
法
会
分
」（
以
下
「『
二
拍
』
巻
之
一
」
と
称
す
）
は
約

８
０
０
０
字
弱
の
物
語
で
あ
る
。
ま
ず
始
め
に
導
入
と
入
話
が
あ
り
、
次
に
正
文
に
入
る
が
、
そ
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

蘇
州
府
太
湖
中
の
洞
庭
山
の
某
寺
に
、
白
楽
天
の
書
写
に
よ
る
『
金
剛
経
』
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
嘉
靖
四
十
三
年
、
同
地
方
が

洪
水
に
見
舞
わ
れ
食
糧
不
足
に
陥
り
、
そ
の
寺
で
は
寺
僧
の
食
糧
確
保
の
た
め
、
同
経
を
王
丞
相
府
の
質
店
に
入
れ
米
五
十
石
を

借
り
た
。
の
ち
王
丞
相
の
夫
人
が
喜
捨
に
と
無
料
で
同
経
を
返
還
し
た
。
弁
悟
が
そ
の
経
を
持
ち
帰
る
途
中
の
船
中
で
船
客
に
強

い
ら
れ
て
包
み
を
開
け
た
と
こ
ろ
、
突
風
に
第
一
葉
が
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
隣
の
常
州
に
赴
任
し
た
柳
太
守
は
同
経
が
高
価

な
も
の
と
聞
き
、
住
持
ら
を
虚
偽
の
容
疑
で
逮
捕
し
、
強
迫
し
て
経
を
入
手
し
た
が
、
経
文
が
古
く
さ
い
上
に
、
首
葉
が
欠
け
て

い
た
の
で
、
真
価
に
気
付
か
ず
返
還
し
、
住
持
ら
を
釈
放
し
た
。
住
持
ら
は
帰
途
、
宿
を
と
っ
た
姚
家
で
、
失
わ
れ
た
首
葉
を
発

見
し
た
。
字
紙
敬
惜
の
念
の
あ
つ
い
姚
老
人
が
拾
い
、
保
存
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
首
葉
紛
失
の
お
か
げ
で
、
柳
太
守
に
奪

わ
れ
ず
に
済
み
、
姚
老
人
の
お
か
げ
で
、
再
び
完
本
と
な
っ
た
。
姚
老
人
は
延
寿
一
紀
を
得
、
か
つ
来
世
の
富
貴
を
約
束
さ
れ

た51

。

　

こ
の
物
語
の
来
源
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
集
成
』
や
「
明
洞
庭
寺
僧
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る52

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に
つ

い
て
「
神
風
護
経
」
と
比
較
し
て
み
よ
う53

。
ま
ず
は
、
両
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
段
落
に
分
け
て
そ
の
範
囲
を
比
べ
る
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と
、
以
下
の
表
の
通
り
で
あ
る54

。

　

表
２
『
新
異
録
』「
神
風
護
経
」
と
『
二
拍
』
巻
之
一
の
段
落
分
け
と
文
章
の
比
較

No.

『
新
異
録
』「
神
風
護
経
」

字
数

『
二
拍
』
巻
之
一

字
数

①

な
し

詩
曰
世
間
字
〜
可
也
不
少
哩
。［
導
入
］

473

（
一
頁
〜
二
頁
五
行
目
）

②

な
し

宋
時
王
公
沂
〜
愚
人
欲
強
謀
。［
入
話
］

375

（
二
頁
六
行
目
〜
三
頁
七
行
目
）

③

洞
庭
山
某
寺
、
有
唐
白
樂
天
所
書
金
剛
經
全
卷
、
爲
鎭
寺
至
寶
。

22

卻
說
唐
朝
侍
〜
藏
不
在
話
下
。［
以
下
正
文
］

227

（
三
頁
八
行
目
〜
四
頁
一
行
目
）

④

嘉
靖
四
十
三
年
、
東
南
饑
荒
。

10

且
說
嘉
靖
四
〜
反
致
越
荒
的
。

386

（
四
頁
二
行
目
〜
四
頁
十
行
目
）

⑤

寺
衆
餒
、
主
僧
用
經
質
山
塘
王
宦
米
五
十
石
爲
食
。

18

閑
話
且
不
說
〜
回
寺
中
不
題
。

1180

（
四
頁
十
一
行
目
〜
七
頁
二
行
目
）

⑥

越
歲
、
王
宦
呼
主
僧
至
家
、
願
捨
前
米
作
齋
僧
用
、
以
經
還
之
。

21

且
說
這
相
國
〜
恩
萬
謝
而
行
。

596

（
七
頁
三
行
目
〜
七
頁
十
六
行
目
）

⑦

僧
歸
過
湖
、
對
衆
稱
揚
王
官
之
德
。
舟
衆
共
求
一
看
、
展
開
之
時
天
風
大
作
、
竟
揭

經
前
數
幅
飄
空
入
雲
而
去
。
僧
懊
恨
不
巳
。
還
寺
置
經
原
所
。

49

到
得
下
船
埠
〜
収
拾
過
罷
了
。

319

（
八
頁
一
行
目
〜
十
頁
一
行
目
）
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⑧

三
年
後
忽
上
官
有
不
肖
者
、
聞
此
經
名
。

14

話
分
兩
頭
卻
〜
取
一
發
上
心
。

496

（
十
頁
二
行
目
〜
十
頁
十
六
行
目
）

⑨

陷
主
僧
以
他
事
、
禁
而
逼
獻
焉
。

11

有
一
日
江
陰
〜
差
到
常
州
來
。

766

（
十
一
頁
一
行
目
〜
十
二
行
七
行
目
）

⑩

經
至
、
以
經
不
全
不
愜
意
、
釋
僧
、
而
仍
以
經
還
之
。

17

說
話
的
你
差
〜
同
回
蘇
州
來
。

1247

（
十
頁
行
八
行
目
〜
十
四
頁
十
二
行
目
）

⑪

僧
歸
舟
、
風
又
大
作
。
昏
黑
艤
舟
、
入
一
深
村
避
風
。
登
岸
索
火
、
詣
一
老
漁
戶
家
、

則
壁
粘
前
經
數
幅
、
毫
無
傷
損
也
。
漁
戶
姓
姚
、
不
識
字
。
詢
之
、
但
云
前
三
年
有

火
光
一
道
墮
田
間
、
驚
視
之
、
是
字
紙
。
異
之
、
因
粘
於
壁
。
僧
向
數
幅
悲
淚
頂
禮
。

呼
護
法
韋
䭾
不
休
曰
、
非
兩
番
神
風
顯
異
、
此
經
見
留
權
勢
、
不
得
合
浦
重
完
矣
。

因
爲
漁
戶
備
述
顛
末
。
漁
戶
頗
殷
驚
感
、
遂
改
業
務
農
、
又
出
貲
重
裝
此
經
。

135

過
了
滸
墅
關
〜
徒
珍
重
而
別
。

1626

（
十
四
頁
十
三
行
目
〜
十
七
頁
九
行
目
）

⑫

每
歲
遇
得
經
還
經
之
日
、
必
往
寺
展
禮
。
壽
八
十
二
。
無
疾
終
。

21

後
來
每
年
逢
〜
何
當
浪
棄
捐
。

92

（
十
七
頁
十
行
目
〜
十
八
頁
二
行
目
）

⑬

噫
、
此
視
螺
螄
千
里
送
經
還
者
、
不
更
神
異
也
哉
。

17

小
子
不
敢
明
〜
冤
他
白
樂
天
。

67

（
十
八
頁
三
行
目
〜
十
八
頁
五
行
目
）

　

右
表
の
よ
う
に
、
両
作
品
の
話
の
流
れ
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、「
明
洞
庭
寺
僧
」
よ
り
も
「
神
風
護
経
」
の
方
が
比
較
の
対
象
と
し

て
適
当
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

　

①
以
下
①
②
は
、『
二
拍
』
巻
之
一
に
の
み
見
ら
れ
る
部
分
で
、
ま
ず
は
導
入
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
冒
頭
に
以
下
の
通
り
詩
で
端
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的
に
こ
の
物
語
の
テ
ー
マ
を
表
現
し
て
い
る
。

世
間
の
字
紙
は
大
蔵
経
と
同
じ
で

見
る
者
は
ぜ
ひ
と
も
火
中
に
投
じ
（
て
供
養
す
）
る
べ
き
で
あ
る

あ
る
い
は
清
ら
か
な
川
の
流
れ
に
置
け
ば
（
清
め
れ
ば
）

自
然
と
福
禄
が
永
久
に
訪
れ
る55

　

以
下
、
蒼
頡
が
文
字
を
作
っ
た
り
、
孔
子
が
『
春
秋
』
を
制
作
し
た
り
、
文
字
と
書
物
に
関
す
る
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
、

さ
ら
に
仏
教
の
伝
来
や
、
三
教
の
流
伝
等
に
話
が
移
り
、
そ
れ
ら
を
伝
え
る
字
紙
の
貴
重
さ
を
述
べ
、
最
後
に
以
下
の
よ
う
に
締
め
く

く
っ
て
い
る
。

　
た
だ
心
あ
る
人
は
、
た
だ
字
紙
を
見
た
だ
け
で
、
す
ぐ
さ
ま
愛
惜
の
念
を
加
え
、
た
ま
た
ま
字
紙
が
棄
て
ら
れ
て
い
れ
ば
、
す
ぐ

に
行
っ
て
拾
う
、
そ
の
陰
徳
た
る
や
、
は
な
は
だ
大
き
い56

。

　

こ
れ
は
、
後
述
の
漁
師
が
字
紙
を
拾
う
場
面
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
取
れ
る
。

　

②
『
二
拍
』
巻
之
一
の
入
話
の
部
分
で
あ
る
。
入
話
と
は
、
前
述
の
通
り
、
話
の
本
編
と
は
別
に
添
え
ら
れ
る
話
で
、
白
話
小
説
に

は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
と
く
に
「
二
拍
」
に
多
く
挿
入57

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
ら
す
じ
は
「
宋
の
王
曽
の
父
は
字
紙
を
愛
惜
し
た
陰
徳
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に
よ
り
、
曾
参
の
転
生
し
た
王
曾
を
授
か
っ
た
。
王
曾
は
三
元
を
得
、
沂
国
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
」58

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
①
導
入
と
同

じ
く
、
字
紙
を
大
切
に
す
る
と
利
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
話
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　

③
こ
こ
か
ら
正
文
に
入
る
が
、
ま
ず
は
白
居
易
と
彼
の
金
剛
経
の
写
経
の
経
緯
に
つ
い
て
、
細
か
い
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
白
居
易
は
仏
教
を
熱
心
に
信
仰
し
、
母
が
病
の
時
に
は
『
金
剛
般
若
経
』
を
手
写
し
て
各
所
の
寺
に
寄
贈
し
、
快
癒
を
祈

願
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
寄
贈
さ
れ
た
写
経
は
、
五
代
・
宋
・
元
の
戦
乱
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
消
失
し
た
が
、
た
だ
呉
中
太
湖
内
洞
庭

山
の
一
寺
の
写
経
だ
け
が
残
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
写
経
は
嘉
靖
四
十
三
年
現
在
、
ま
だ
存
在
し
て
お
り
、
呉
中
の
賢
人
や
士
大
夫
、
文

人
、
墨
客
で
写
経
の
観
賞
を
願
う
者
が
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
、
と
い
う
。

　

④
こ
こ
で
は
、
嘉
靖
四
十
三
年
の
東
南
地
域
の
状
況
が
詳
し
く
語
ら
れ
、
飢
饉
に
よ
り
米
の
価
格
が
高
騰
し
て
い
る
現
状
を
詳
し
く

述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
の
様
子
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

さ
て
、
嘉
靖
四
十
三
年
、
呉
中
は
洪
水
が
起
こ
り
、
田
畑
が
水
に
浸
り
、
一
本
の
草
も
生
え
な
か
っ
た
。
米
価
は
高
騰
し
、
各
所

で
米
の
販
売
を
禁
じ
、
米
倉
を
閉
ざ
し
て
し
ま
い
、
官
府
は
厳
し
く
通
常
の
価
格
を
提
示
し
、
そ
れ
を
超
え
た
米
は
入
境
さ
せ
な

か
っ
た
。
も
と
も
と
平
年
米
の
価
格
が
高
く
、
官
府
は
た
だ
き
め
細
か
く
民
情
に
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
い
ざ
こ
ざ
は
堪

え
な
か
っ
た
。
金
を
儲
け
る
こ
と
し
か
頭
に
な
い
商
人
は
必
ず
い
る
も
の
で
、
そ
の
暴
利
を
貪
り
、
外
の
安
い
と
こ
ろ
か
ら
米
を

売
り
に
き
て
い
た
。
米
を
溜
め
込
ん
で
い
る
金
持
ち
が
い
て
も
、
そ
の
暴
利
を
貪
り
、
家
の
中
の
米
倉
か
ら
米
を
出
さ
な
か
っ
た
。

米
が
だ
ん
だ
ん
行
き
渡
っ
て
い
け
ば
、
価
格
も
自
然
と
減
っ
て
い
く
も
の
で
、
こ
れ
は
道
理
で
あ
り
、
明
快
な
話
で
あ
る
。59
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『
新
異
録
』
で
は
、
単
純
に
飢
饉
に
よ
っ
て
米
が
不
足
す
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
で
は
そ
れ
に
米
の
高
騰
等
、
経
済
的

な
事
情
に
つ
い
て
細
か
い
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

⑤
米
が
高
騰
し
て
買
え
ず
、
寺
で
食
糧
が
不
足
し
、
寺
僧
は
や
む
を
得
ず
写
本
を
質
と
し
て
、
王
相
国
よ
り
五
十
石
の
米
を
借
り
受

け
る
場
面
で
あ
る
。『
新
異
録
』
で
は
ほ
と
ん
ど
記
述
が
な
か
っ
た
が
、
寺
の
中
で
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
相
談
す
る
場
面
が
追
加

さ
れ
、
借
り
受
け
る
場
面
も
、
会
話
文
を
多
用
し
て
臨
場
感
が
増
し
て
い
る
。

　

な
お
、
米
を
借
り
る
の
は
『
新
異
録
』
で
は
「
主
僧
」
つ
ま
り
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
が
、『
二
拍
』
巻
之
一
で
は
「
住
持
」
も
登
場

す
る
も
の
の
、
交
渉
そ
の
も
の
は
一
僧
の
「
辨
悟
」
が
行
っ
て
お
り
、
以
下
専
ら
こ
の
辨
悟
が
寺
側
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
物
語
の

中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、借
り
る
相
手
は
、『
新
異
録
』
で
は
「
山
塘
の
王
宦
」
と
し
か
無
か
っ
た
が
、『
二
拍
』
巻
之
一
で
は
「
山

塘
上
王
相
國
府
當
内
嚴
都
管
（
山
塘
の
王
丞
相
府
の
質
店
の
厳
都
管
）」
と
な
っ
て
い
る
。「
相
國
」
は
丞
相60

の
雅
名
、「
當
」
と
は
「
當

舗
」
の
略61

で
、
所
謂
質
屋
の
こ
と
で
あ
る
。「
都
管
」
は
、
使
用
人
・
ま
た
は
執
事
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
厳
都
管
は
こ
の

寺
の
檀
越
で
、
辨
語
と
は
昵
懇
の
間
柄
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る62

。
借
り
受
け
る
場
面
で
は
、
こ
の
関
係
を
利
用
し
て
、
何
と
か
米

を
借
り
よ
う
と
い
う
様
子
が
窺
え
る
。

　

⑥
王
相
国
の
夫
人
が
厳
都
管
に
写
本
を
寺
に
返
す
よ
う
説
得
し
、
返
却
す
る
こ
と
に
な
り
、
辨
悟
が
受
け
取
り
に
く
る
場
面
で
あ
る
。

『
新
異
録
』
で
は
、
返
還
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
全
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
『
二
拍
』
巻
之
一
で
は
、
か
な
り
具
体
的
で

詳
細
に
描
か
れ
て
お
り
、
新
た
に
王
相
国
の
夫
人
が
登
場
す
る
。
こ
の
夫
人
は
敬
虔
な
仏
教
の
信
仰
者
で
、
質
店
の
帳
簿
に
目
を
通
し
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て
こ
の
一
件
を
知
っ
て
疑
問
を
抱
き
、
厳
都
管
を
呼
び
出
し
て
事
情
を
聞
く
と
、「
こ
の
五
十
石
を
夫
人
の
斎
僧
の
費
用
と
し
、
速
や

か
に
寺
の
僧
を
呼
び
、
こ
の
写
経
を
返
し
て
供
養
と
し
な
さ
い
」63

と
金
剛
経
を
返
還
す
る
よ
う
言
い
付
け
て
い
る
。
呼
び
出
さ
れ
た
辨

悟
は
、
厳
都
管
か
ら
事
情
を
聞
き
、
写
経
が
返
還
さ
れ
る
、
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

　

⑦
写
経
を
持
ち
帰
る
途
中
、
風
に
よ
っ
て
写
経
の
一
枚
が
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
大
き
な
違
い
は
、
辨
悟
が

帰
途
の
船
の
中
で
、
同
乗
し
て
い
た
者
た
ち
か
ら
写
経
を
一
目
見
た
い
と
言
わ
れ
て
見
せ
る
場
面
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
船
の
中
で
称
揚

す
る
相
手
は
「
王
相
国
の
夫
人
」
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
乗
の
者
た
ち
に
事
情
を
詳
し
く
述
べ
る
場
面
が
追
加
さ
れ
、
そ
こ
で
包

み
を
示
し
て
こ
こ
に
白
居
易
の
写
経
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
明
か
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
「
神
風
護
経
」
の
記
述
を
考
え
る
と
、
た

だ
「
對
衆
稱
揚
王
官
之
德
」
の
部
分
が
話
の
流
れ
と
し
て
不
自
然
な
感
が
あ
る
が
、
こ
の
『
二
拍
』
巻
之
一
の
そ
の
後
の
流
れ
を
見
る

と
、
重
要
な
一
文
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
白
居
易
の
写
経
の
存
在
が
衆
に
知
ら
れ
て
し
ま
い
、
写
経
を
開

か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
新
た
な
登
場
人
物
で
あ
る
黄
撮
空
（
号
は
丹
山
）
と
い
う
人
物
が
登
場

す
る
の
も
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
教
郷
学
（
村
塾
の
講
師
）
で
あ
り
仮
斯
文
（
え
せ
文
人
）
と
い
う
設
定
で
、
辨
悟
に
け、

ち、
を
つ
け
て
写
経
を
見
せ
る
よ
う
に
迫
る
。
そ
こ
で
仕
方
な
く
辨
悟
は
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
風
が
吹
い
て

飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、飛
ば
さ
れ
た
の
は
、「
神
風
護
経
」
で
は
「
数
幅
」
で
あ
る
が
、『
二
拍
』
巻
之
一
で
は
「
一

葉
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
風
に
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
場
面
に
は
、
詞64

も
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
寺
に
帰
っ
た
後
、
事
情
を
寺

の
住
持
や
僧
た
ち
に
説
明
す
る
場
面
も
追
加
さ
れ
て
い
る
。

　

⑧
常
州
府
太
守
の
柳
が
、写
経
の
存
在
を
知
り
、手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
断
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。「
神
風
護
経
」
や
「
明
洞
庭
寺
僧
」
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で
は
、
手
に
入
れ
よ
う
と
画
策
す
る
の
は
「
上
官
不
肖
者
」
や
「
一
上
官
」
と
だ
け
し
か
な
く
、
し
か
も
ど
こ
の
ど
の
よ
う
な
役
人
な

の
か
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
二
拍
』
巻
之
一
で
は
「
河
南
衛
輝
府
に
、柳
と
い
う
名
の
役
人
が
お
り
、常
州
府
太
守
に
補
せ
ら
れ
て
、

吉
日
を
択
ん
で
赴
任
し
た
」65

と
あ
り
、
常
州
が
新
た
な
場
所
と
し
て
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
常
州
は
蘇
州
の
北
西
に
隣
接
す
る
街
で
あ

る
。
ま
た
、
写
経
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
事
情
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
柳
が
知
人
か
ら
こ
の
寺
の
写
経
に
つ
い

て
耳
に
し
、
し
か
も
そ
れ
が
か
な
り
の
値
打
ち
も
の
で
、
千
金
に
値
す
る
と
聞
き
、「
彼
は
ふ
だ
ん
か
ら
自
尊
心
が
強
く
、
骨
董
は
好

き
で
は
な
い
が
、
極
め
て
貪
欲
な
性
格
で
、
千
金
に
値
す
る
と
聞
い
て
は
、
強
い
欲
望
に
駆
ら
れ
て
、
か
た
く
心
に
刻
ん
だ
の
で
あ
っ

た
」66

等
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
を
派
遣
し
て
寺
僧
（
辨
悟
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
）
に
大
金
を
積
み
、
売
る
よ
う
に
説
得

す
る
が
、「
こ
れ
は
家
伝
の
も
の
で
す
」
と
断
ら
れ
た
。
さ
ら
に
寺
は
逆
に
銀
子
を
役
人
に
贈
っ
て
、事
を
穏
便
に
収
め
よ
う
と
し
た
が
、

柳
太
守
は
諦
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　

　

⑨
柳
太
守
が
寺
の
住
持
に
罪
を
着
せ
て
、
写
経
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。「
神
風
護
経
」
で
は
「
陷
主
僧
以
他
事
、

禁
而
逼
獻
焉
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
二
拍
』
巻
之
一
で
は
か
な
り
具
体
的
な
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

　

あ
る
時
、
江
陰
県
で
窃
盗
事
件
が
あ
り
、
そ
の
犯
人
が
護
送
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中
に
僧
が
い
た
の
を
知
っ
て
太
守
は
ほ
く
そ
笑

み
、
こ
れ
を
利
用
し
て
写
経
を
手
に
入
れ
よ
う
と
画
策
し
た
。
強
盗
を
死
刑
囚
と
し
て
牢
の
中
に
入
れ
、
捕
え
た
僧
に
命
と
引
き
換
え

に
取
り
調
べ
の
際
に
洞
庭
山
の
某
寺
が
犯
罪
に
関
与
し
て
い
る
と
供
述
す
る
よ
う
仕
向
け
た
。
そ
の
通
り
の
供
述
を
得
、
す
ぐ
さ
ま
応

捕
（
盗
賊
を
捕
ら
え
る
役
人
）
を
寺
に
派
遣
し
、
住
持
を
捕
ら
え
、
住
持
は
辨
悟
等
と
と
も
に
常
州
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
。

　

な
お
、
こ
の
間
に
太
守
の
貪
欲
ぶ
り
を
表
す
詞67

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
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⑩
釈
放
と
引
き
換
え
に
写
経
を
渡
す
こ
と
と
な
り
、
辨
悟
が
寺
に
写
経
を
取
り
に
行
き
、
常
州
に
戻
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

住
持
の
た
め
に
辨
悟
が
寺
か
ら
写
経
を
運
ん
で
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
も
非
常
に
詳
細
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
あ
ら
ま
し
を
記

し
て
お
こ
う
。

　

柳
太
守
は
住
持
を
監
禁
す
る
一
方
で
、
下
役
人
に
命
じ
て
辨
悟
に
対
し
て
写
経
を
持
っ
て
来
た
ら
住
持
の
命
を
救
っ
て
や
る
と
言
う

よ
う
指
示
し
た
。
下
役
人
は
太
守
の
目
的
が
写
経
の
強
奪
に
あ
る
と
察
知
し
、
委
細
を
辨
悟
に
明
か
し
た
。
辨
悟
は
住
持
と
も
相
談
し

て
写
経
を
渡
す
こ
と
と
し
、
単
身
す
ぐ
さ
ま
寺
へ
と
駆
け
戻
っ
た
。
昼
夜
兼
行
し
て
寺
に
向
か
い
、
寺
に
着
い
て
写
経
を
取
る
と
、
五

日
も
か
け
ず
急
ぎ
常
州
に
戻
っ
た
。
写
経
が
届
い
た
と
聞
き
、
太
守
は
さ
ぞ
か
し
荘
厳
な
も
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
い
た
が
、
実
際
は

み
ず
ぼ
ら
し
い
も
の
で
、
紙
は
黒
ず
み
、
想
像
と
は
違
っ
て
い
た
。
細
か
く
字
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
よ
く
見
る
と
そ
れ
は
二
葉
目
で

あ
っ
た
。
太
守
は
笑
っ
て
「
万
事
い
た
ず
ら
に
名
を
慕
う
も
の
で
は
な
い
な
、
古
跡
と
は
い
っ
て
も
、
ま
た
す
べ
か
ら
く
完
全
で
あ
る

方
が
良
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。
今
こ
れ
は
不
完
全
な
書
物
で
、
は
じ
め
の
一
葉
が
無
い
の
で
あ
れ
ば
、
何
の
役
に
も
立
な
い
で
は
な
い

か
。
何
が
百
金
千
金
か
、
つ
ま
ら
ぬ
伝
聞
を
聞
い
て
勘
違
い
し
、
い
ら
ぬ
は
か
り
ご
と
を
費
や
し
、
こ
の
和
尚
を
苦
し
め
て
何
日
も
監

禁
し
て
し
ま
っ
た
な
、
不
当
な
仕
打
ち
だ
っ
た
」68

と
い
い
、
住
持
を
釈
放
し
、
写
経
を
返
し
て
よ
こ
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
⑨
⑩
は
、「
神
風
護
経
」
で
は
計
２
８
字
し
か
な
い
の
に
対
し
、『
二
刻
』
巻
之
一
で
は
２
０
０
０
字
余
り
も
費
や
し
、
詳
細
に

記
述
し
て
い
る
。
白
話
小
説
に
は
所
謂
公
案（
裁
判
）も
の
や
そ
の
内
容
を
含
む
物
語
が
よ
く
見
ら
れ
、冤
罪
や
訴
訟
と
い
っ
た
内
容
が
、

当
時
の
読
者
た
ち
の
興
味
を
引
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
神
風
護
経
」
で
は
柳
太
守
に
あ
た
る
人
物
を
「
大
官
不
肖
者

`

`

`

」
と
記

し
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
逆
説
的
か
も
知
れ
な
い
が
こ
の
『
二
拍
』
巻
之
一
の
よ
う
な
柳
太
守
の
人
物
を
想
定
し
て
の
こ
と
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
太
守
の
悪
巧
み
を
察
知
し
て
、
寺
側
に
色
々
と
便
宜
を
図
る
下
役
人
の
存
在
も
、「
神
風
護
経
」
に
は
無
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い
も
の
で
あ
る
。

　

⑪
滸
墅
関
を
過
ぎ
、
楓
橋
の
近
く
ま
で
き
た
時
、
再
び
大
風
が
吹
き
、
船
が
進
め
な
く
な
り
、
風
よ
け
の
た
め
に
立
ち
寄
っ
た
近
く

の
村
で
か
つ
て
飛
ば
さ
れ
た
写
経
の
一
葉
が
壁
に
貼
ら
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
漁
師
に
事
情
を
聞
き
、
写
経
の
一
葉
を
返
し
て
も
ら

う
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
は
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、『
二
拍
』
巻
之
一
で
は
、「
神
風
護
経
」
で
は
語
ら
れ
て
い
な

い
詳
細
な
事
情
や
、
漁
師
を
説
得
す
る
場
面
等
が
大
幅
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

場
面
と
し
て
は
大
き
く
３
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
大
風
が
吹
き
、
風
よ
け
の
た
め
に
近
く
の
漁
村
に
立
ち
寄
り
、
そ
こ
で

飛
ば
さ
れ
た
は
ず
の
写
経
の
一
葉
を
見
つ
け
る
場
面
。
二
つ
目
は
、
写
経
を
見
つ
け
貼
り
付
け
た
漁
師
の
姚
に
事
情
を
聞
き
、
ま
た
辨

悟
が
こ
と
の
あ
ら
ま
し
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
場
面
。
三
つ
目
は
そ
の
夜
韋
駄
天
尊
が
漁
師
の
姚
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
漁
師
の
陰
徳
を
称
賛

し
、
翌
日
僧
と
一
緒
に
同
行
し
、
写
経
の
表
装
を
し
直
す
場
面
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
こ
こ
で
は
「
滸
墅
関
」
や
「
楓
橋
」
と
い
う
、
具
体
的
な
地
名
が
登
場
す
る
。
滸
墅
関
は
蘇
州
市
内
を
流
れ
る
京
杭
大
運
河

沿
い
に
あ
る
税
関
所
で
あ
り
海
上
交
通
の
要
所
で
、
楓
橋
は
そ
こ
か
ら
川
沿
い
に
南
に
少
し
行
っ
た
と
こ
ろ
に
か
か
っ
て
い
る
橋
で
、

北
東
に
は
虎
丘
、
す
ぐ
南
に
は
寒
山
寺
が
あ
る
。

　

写
経
を
見
つ
け
る
ま
で
の
話
の
筋
は
、
ほ
ぼ
「
神
風
護
経
」
と
大
差
な
い
が
、
こ
ち
ら
で
は
辨
悟
が
見
つ
け
、
漁
師
を
住
持
の
乗
る

船
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
住
持
に
わ
け
を
話
す
、
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
二
拍
』
巻
之
一
で
は
漁
師
の
姚
が
次
の
よ
う
に
住
持
た
ち
に
語
っ
て
い
る
。

私
は
姓
を
姚
と
い
い
、
こ
の
あ
た
り
で
漁
師
を
し
て
お
り
ま
す
。
幼
い
頃
か
ら
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
無
く
、
字
を
識
り
ま
せ
ん
の
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で
、
た
だ
魚
や
エ
ビ
を
捕
っ
て
生
計
を
立
て
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
年
を
取
り
、
家
業
と
し
て
な
り
ゆ
き
で
（
漁
師
の
）
仕
事

を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
長
老
達
か
ら
因
果
を
聴
い
て
、
自
ら
そ
の
罪
深
さ
を
悔
や
み
、（
仏
門
に
入
り
）
行
を
修
め
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
た
だ
一
字
も
識
ら
な
い
た
め
に
、
経
を
唱
え
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
を
恨
み
に
思
っ
て
い
ま
す
。
も
し
も
字
紙
を

見
れ
ば
、
必
ず
愛
惜
を
加
え
、
あ
え
て
踏
ん
づ
け
た
り
せ
ず
、
長
年
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
。
…69

　

こ
の
よ
う
に
、
漁
師
は
字
が
ま
っ
た
く
読
め
な
い
が
、
字
紙
を
大
切
に
す
る
と
い
う
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
字
紙

を
愛
惜
す
る
と
い
う
善
書
の
思
想
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
触
れ
た
「
神
風
護
経
」
と
「
明
洞
庭
寺
僧
」
の
違
い
の
中
で
、
漁
師

の
「
不
識
字
」
と
い
う
語
の
有
無
を
指
摘
し
た
が
、
物
語
の
内
容
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
大
き
な
違
い
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、

漁
師
を
生
業
と
す
る
こ
と
に
後
悔
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
の
所
謂
放
生
の
思
想
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
神
風
護
経
」
に
あ
っ
た
漁
師

を
や
め
て
農
業
に
転
職
す
る
話
は
見
ら
れ
な
い
。

　
「
神
風
護
経
」
で
主
僧
が
「
非
兩
番
神
風
顯
異
、
此
經
見
留
權
勢
、
不
得
合
浦
重
完
矣
」
と
述
べ
て
い
る
場
面
は
、『
二
拍
』
巻
之
一

で
は
辨
悟
の
セ
リ
フ
と
し
て
、「
今
日
も
し
こ
の
字
紙
に
巡
り
逢
わ
な
け
れ
ば
、
こ
の
写
経
は
ず
っ
と
不
完
全
な
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
で
し
ょ
う
。
一
失
一
得
が
あ
り
ま
し
た
が
、
何
は
と
も
あ
れ
、
二
つ
の
火
光
が
あ
っ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
韋
馱
尊
天
に
霊
験
が
あ
り
、

こ
の
護
法
の
お
陰
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」70

と
す
る
。

　

な
お
、『
二
拍
』
巻
之
一
で
は
、
漁
師
の
姚
に
、
祖
寿
と
い
う
小
間
使
い
が
登
場
す
る
。

　

そ
の
後
、
漁
師
に
写
経
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
説
明
し
、
壁
に
貼
ら
れ
た
一
葉
を
返
し
て
も
ら
う
場
面
と
な
る
が
、

当
初
漁
師
は
あ
ま
り
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
辨
悟
が
船
に
あ
っ
た
第
二
葉
目
以
降
の
写
経
の
現
物
を
見
せ
、
漁
師
は
や
っ
と
納

得
し
返
還
し
た
、
と
い
う
場
面
が
加
わ
っ
て
い
る71

。
そ
し
て
、
写
経
が
元
通
り
完
全
と
な
っ
た
そ
の
夜
、
住
持
と
辨
悟
の
会
話
と
し
て
、
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以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

住
持
が
ひ
そ
か
に
辨
悟
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
は
じ
め
私
は
柳
太
守
を
恨
み
に
思
っ
た
が
、
今
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
も
天

意
だ
っ
た
の
だ
。
君
が
首
葉
を
失
っ
た
こ
と
は
、
寺
の
中
で
誰
も
知
ら
な
い
ま
ま
、
今
ま
で
珍
蔵
さ
れ
て
き
た
。
も
し
も
こ
の
苦

難
が
な
け
れ
ば
、
原
本
が
完
全
に
な
る
と
い
う
事
に
は
出
く
わ
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
辨
悟
は
「
上
天
は
柳
太
守
が
良
か
ら
ぬ

心
を
起
こ
す
こ
と
を
お
見
通
し
で
、全
巻
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
、そ
れ
故
に
先
ん
じ
て
一
紙
を
吹
き
飛
ば
た
の
で
し
ょ

う
。
今
全
巻
が
戻
り
、
元
通
り
こ
の
紙
を
返
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
本
当
に
天
公
の
な
せ
る
技
で
、
こ
の
写
経
の
霊
験
で
し
ょ

う
。
あ
の
（
写
経
の
一
葉
を
見
つ
け
た
）
老
人
も
道
理
を
わ
き
ま
え
た
人
で
、
道
人
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
も
し
か
す
る
と
白
侍

郎
（
白
居
易
）
の
生
ま
れ
変
わ
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
言
う
と
、
住
持
は
「
確
か
に
そ
の
通
り
だ
」
と
答
え
た
。72

　

こ
こ
で
言
う
「
上
天
」
や
「
天
公
」
と
い
う
呼
称
は
、
仏
教
的
と
い
う
よ
り
か
は
道
教
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
夜
夜
韋
駄
天
尊

が
漁
師
の
夢
に
現
れ
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

な
ん
じ
は
幼
年
よ
り
深
く
業
を
重
ね
て
き
た
が
、
幸
い
に
年
を
取
っ
て
我
が
身
を
顧
み
、
字
紙
を
愛
惜
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す

で
に
香
山
居
士
（
白
居
易
）
に
命
じ
て
な
ん
じ
の
事
を
上
天
に
申
し
伝
え
さ
せ
、
ま
た
守
護
経
文
を
加
え
よ
う
。
全
巻
が
揃
っ
た

こ
と
は
、
陰
徳
は
と
て
も
大
き
く
、
罪
業
も
み
な
尽
き
よ
う
。
来
世
は
文
字
の
中
に
果
報
を
受
け
、
福
禄
も
非
凡
と
な
ろ
う
。
現

世
で
は
さ
ら
に
寿
命
を
一
紀
延
ば
し
、
悟
り
を
得
て
一
生
を
終
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。73
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韋
駄
天
尊
は
韋
駄
天
神
の
こ
と
で
、
南
方
増
長
天
王
の
八
将
の
一
人
で
、
四
天
王
の
三
十
二
将
の
筆
頭
で
も
あ
り74

、
仏
法
の
守
護
神

と
さ
れ
る
。
韋
駄
天
尊
に
つ
い
て
「
神
風
護
経
」
で
は
、夢
の
場
面
は
無
く
、写
経
が
壁
に
貼
ら
れ
て
い
た
の
を
見
て
、頂
礼
し
て
「
護

法
韋
䭾
」
と
唱
え
続
け
た
、
と
い
う
形
で
の
み
見
ら
れ
る
。

　

⑫
後
日
談
で
あ
る
。
そ
の
後
、
漁
師
が
毎
年
誕
生
日
或
い
は
仏
の
誕
生
日
に
な
る
た
び
に
、
寺
に
赴
い
て
写
経
に
拝
し
、
念
仏
を
唱

え
る
よ
う
に
な
り
、
八
十
歳
を
過
ぎ
た
頃
、
寺
で
沐
浴
し
て
坐
化
し
て
臨
終
し
た
、
と
い
う
の
は
「
神
風
護
経
」
の
記
述
の
内
容
と
あ

ま
り
違
い
は
な
い
が
、
最
後
に
「
寺
中
寶
藏
此
卷
、
聞
說
至
今
猶
存
」
と
今
で
も
寺
に
写
経
が
存
在
す
る
、
と
い
う
一
文
が
加
え
ら
れ
、

さ
ら
に
詩75

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

　

⑬
こ
こ
は
、
物
語
の
締
め
く
く
り
の
場
面
で
、
書
き
手
の
コ
メ
ン
ト
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
二
拍
』
巻
之
一
で
は
「
私
が
あ
え
て
寺
の
名
前
を
出
さ
な
い
の
は
、
た
だ
第
二
の
柳
太
守
の
よ
う
な
人
物
が
探
し
に
き
て
、
ま
た

同
じ
よ
う
な
事
態
に
な
ら
な
い
か
と
恐
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
」76

と
皮
肉
め
い
た
言
葉
で
表
し
、
太
守
を
あ
ざ
け
る
内
容
の
詩
で
締
め
く

く
ら
れ
て
い
る77

。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
新
異
録
』「
神
風
護
経
」
と
『
持
験
記
』「
明
洞
庭
寺
僧
」、
そ
し
て
『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
之
一
の
物
語
に
至
る
説
話
の
変

遷
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
比
較
を
行
っ
て
き
た
。
仏
教
説
話
で
あ
る
「
神
風
護
経
」
や
「
明
洞
庭
寺
僧
」
で
は
、
話
の
中
心
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は
あ
く
ま
で
『
金
剛
経
』
に
あ
り
、『
金
剛
経
』
の
霊
験
に
よ
り
神
風
が
吹
き
、
写
経
が
奪
わ
れ
る
の
を
免
れ
た
、
と
い
う
金
剛
経
の

霊
験
譚
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
単
純
に
奪
わ
れ
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
話
で
は
な
く
、
写
経
の
一
部
が
風
で
飛
ば
さ

れ
て
欠
け
る
、
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
後
に
戻
る
と
い
う
手
の
込
ん
だ
話
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
白
話
小
説

の
『
二
拍
』
巻
之
一
に
な
る
と
、
更
に
「
勿
棄
字
紙
」
と
い
う
善
書
の
影
響
が
色
濃
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
導
入
や
入
話
、
ま
た

締
め
く
く
り
の
文
言
等
か
ら
十
分
考
察
が
可
能
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、「
神
風
護
経
」
や
「
明
洞
庭
寺
僧
」
に
も
、
善
書
的
な
影
響
も
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
、『
二
拍
』
巻
之
一
ほ
ど
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
物
語
が
白
話
化
さ
れ
る
と
、
話
の
筋
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
新

た
に
登
場
人
物
や
場
面
、
設
定
等
が
事
細
か
く
設
定
さ
れ
、
一
つ
の
物
語
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
二
拍
』
巻
之
一
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
僅
か
な
差
で
は
あ
る
が
、「
神
風
護
経
」
の
方
が
記
述
の
順
番
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お

り
、「
神
風
護
経
」
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
以
下
の
よ
う
な
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
。
つ
ま
り
、
果
た
し
て
本
論
で
取
り
上
げ
た
個
々
の
作
品
に
は
ど
の
よ
う

な
関
係
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
作
品
の
成
立
・
刊
行
状
況
か
ら
考
え
て
、
冒
起
宗
『
受
持
果
報
』、「
神
風
護
経
」
或

い
は
「
明
洞
庭
寺
僧
」
に
基
づ
い
て
『
二
拍
』
巻
之
一
の
話
が
作
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
逆
に
『
二
拍
』
巻
之
一
が
先
に
あ
り
、

そ
の
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
が
「
神
風
護
経
」
な
の
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
両
作
品
は
、
た
ま
た
ま
同
じ
題
材
を
扱
っ
て
い
る

に
過
ぎ
ず
、
更
に
こ
の
元
と
な
る
話
や
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
独
自
に
文
言
化
・
白
話
化
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
本

論
で
は
そ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
金
剛
経
の
霊
験
譚
に
ま
つ
わ
る
説
話
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
が
文
言
小
説
や
白
話
小
説
と
い
っ
た
文
学
作
品
へ
と
展

開
し
て
い
く
そ
の
過
程
の
一
端
を
窺
う
こ
と
は
出
来
た
の
で
は
な
い
か
。
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註

1	

拙
論
「
王
起
隆
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
に
つ
い
て
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
十
三
号
・
二
〇
二
〇
年
三
月
）

2	『
卍
続
蔵
』
第
八
十
七
冊
、N

o.1633

3	

前
掲
「
王
起
隆
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
に
つ
い
て
」

4	

沈
季
友
『
檇
李
詩
繋
』
巻
十
九
「
王
秀
才
起
隆
」

5	

原
文
は
、
後
述
表
１
「『
新
異
録
』「
神
風
護
経
」
と
『
持
験
記
』「
明
洞
庭
寺
僧
」
の
段
落
分
け
と
文
章
の
比
較
」
上
段
を
参
照
。

6	

明
・
王
鏊
『
姑
蘇
志
』
巻
九
に
「
洞
庭
山
、
在
太
湖
中
。
一
名
包
山
。
以
四
面
水
包
之
故
名
。
或
又
謂
包
公
嘗
居
之
」
と
あ
る
。

7	『
姑
蘇
志
』
巻
二
十
九

8	『
明
史
』
巻
十
八
・
世
宗
本
紀
二
「
四
十
三
年
春
正
月
壬
辰
、
土
蠻
黑
石
炭
寇
薊
鎮
、
總
兵
官
胡
鎮
・
參
將
白
文
智
禦
卻
之
。
二
月
己
酉
、
伊
王
典
楧
有
罪
、

廢
爲
庶
人
。
戊
午
、倭
犯
仙
遊
、總
兵
官
戚
繼
光
大
敗
之
、福
建
倭
平
。
閏
月
丙
申
、盜
據
漳
平
、知
縣
魏
文
瑞
死
之
。
三
月
己
未
、官
軍
擊
潮
州
倭
、破
之
。

夏
四
月
乙
亥
、免
畿
內
被
災
稅
糧
。
五
月
壬
寅
朔
、日
有
食
之
。
乙
卯
、獲
桃
於
御
幄
、羣
臣
表
賀
。
六
月
辛
卯
、倭
犯
海
豐
、
俞
大
猷
破
之
。
冬
十
二
月
、

南
韶
賊
起
、
守
備
賀
鐸
、
指
揮
蔡
胤
元
被
執
死
之
。
俺
答
犯
山
西
、
遊
擊
梁
平
、
守
備
祁
謀
戰
死
。
是
年
、
西
番
・
哈
密
・
安
南
入
貢
、
魯
迷
國
貢
獅
子
」

9	

善
書
に
つ
い
て
は
、
酒
井
忠
夫
『
増
補
中
国
善
書
の
研
究
（
上
）（
下
）』（
国
書
刊
行
会
・
一
九
九
九
年
）、
ま
た
善
書
と
明
清
小
説
の
関
係
に
つ
い
て

は
小
川
陽
一
『
日
用
類
書
に
よ
る
明
清
小
説
の
研
究
』（
研
文
出
版
・
一
九
九
五
年
）
第
四
章
「
明
清
小
説
と
善
書
」（
３
２
３
頁
―
４
０
２
頁
）
に
詳

し
い
。

10	

明
・
顔
正
註
釈
、清
・
顔
文
瑞
補
案
『
九
天
開
化
主
宰
元
皇
司
禄
宏
仁
文
昌
帝
君
陰
隲
文
註
案
』
光
緒
十
二
〈
一
八
八
六
〉
年
刊
本
、早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
。

11	

な
お
、
黄
正
元
編
『
陰
隲
文
図
説
』（
乾
隆
二
年
黄
正
元
序
・
同
治
八
年
陸
初
望
序
刊
本
・
香
港
中
文
大
學
圖
書
館
蔵
）
に
も
類
似
の
文
章
が
見
ら
れ
る
。
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12	
「
自
蒼
頡
作
書
、
闡
天
地
之
靈
秘
、
而
文
章
流
通
宇
宙
。
愚
魯
因
之
而
叡
智
、
貧
賤
以
之
而
富
貴
。
至
于
人
情
之
𡾴
巇
、
世
事
之
紛
糾
、
莫
不
由
是
而
底

定
。
則
片
紙
隻
字
、
實
爲
上
天
所
珍
惜
、
學
人
君
子
不
可
不
深
加
敬
畏
者
也
。
況
散
之
爲
字
、
集
之
成
經
、
以
此
推
之
一
字
一
經
。
帝
君
有
勉
惜
之
諭
、

大
藏
有
勸
惜
之
文
。
咨
嗟
告
戒
、
痛
切
詳
明
。
奈
世
之
人
昧
昧
不
察
、
穢
褻
輕
棄
、
甚
至
糊
牕
、
覆
甕
、
抹
桌
、
剪
様
、
踐
踏
勿
顧
、
以
聖
賢
書
貯
針
線
、

換
錢
物
、
以
之
點
火
、
大
半
委
地
、
燭
根
餘
紙
、
棄
於
街
衢
、
寫
詩
句
于
爆
竹
、
列
年
號
于
磁
器
、
印
記
識
于
鞋
襪
、
種
種
罪
愆
、
不
可
枚
擧
。
抑
知

文
曲
諸
星
、
奎
光
俯
矚
、
罪
有
攸
歸
、
報
無
或
爽
。
可
不
戒
謹
哉
。･･･

」

13	

『
文
昌
帝
君
陰
隲
文
勧
戒
編
』（W

en	chang	di	jun	yin	zhi	w
en	quan	jie	bian

）（
清
・
嶽
雪
樓
重
刊
本
、
嘉
慶
二
十
四
〈
一
八
一
九
〉
年
夏
五

月
南
海
孔
継
光
序
）
ド
イ
ツ
バ
イ
エ
ル
ン
州
立
図
書
館M

ünchener	D
igitalisierungs	Zentrum

（M
D
Z

）
参
照
。

14	「
道
以
文
載
、
文
以
字
著
。
故
道
重
則
文
重
、
文
重
則
字
亦
重
矣
。
是
豈
可
以
片
楮
隻
字
、
委
諸
道
路
、
陷
於
泥
沙
乎
。･･･

」

15	

謝
思
煒
『
白
居
易
集
総
論
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
・
一
九
九
七
年
）
下
編
「
白
居
易
的
信
仰
仏
教
」（
２
５
０
頁
〜
３
０
２
頁
）

16	

陳
翀
「
白
居
易
と
廬
山
仏
教
―
江
州
左
遷
時
代
に
お
け
る
東
・
西
二
林
寺
詩
を
中
心
に
―
」（『
九
州
中
國
學
會
報
』
四
十
二
号
・
二
〇
〇
四
年
）

17	

例
え
ば
、前
掲
陳
翀
氏
は
、白
居
易
が
『
妙
法
蓮
華
経
』『
維
摩
経
』『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
』『
首
楞
厳
三
昧
経
』『
金
剛
三
昧
経
』

『
阿
弥
陀
経
』『
無
量
寿
経
』
等
に
熟
知
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。

18	『
四
部
叢
刊
初
編
』
所
収
『
白
氏
長
慶
集
』
以
下
、
白
居
易
の
作
品
は
み
な
こ
れ
に
よ
っ
た
。

19	「
性
眞
悟
泡
幻
、
行
㓗
離
塵
滓
、
修
道
來
幾
時
、
身
心
俱
到
此
、
嗟
予
牽
世
網
、
不
得
長
依
止
、
離
念
與
碧
雲
、
秋
來
朝
夕
起
」

20	「
本
結
菩
提
香
火
社
、
爲
嫌
煩
惱
電
泡
身
、
不
須
惆
悵
從
師
去
、
先
請
西
方
作
主
人
」

21	「
漫
把
參
同
契
、
難
燒
伏
火
砂
、
有
時
成
白
首
、
無
處
問
黃
牙
、
幻
世
如
泡
影
、
浮
生
抵
眼
花
、
唯
將
渌
醅
酒
、
且
替
紫
河
車
」

22	

「
一
别
東
林
三
度
春
、
每
春
常
似
憶
情
親
、
頭
陁
會
裏
爲
逋
客
、
供
奉
斑
中
作
老
臣
、
淸
淨
久
辭
香
火
伴
、
塵
勞
難
索
幻
泡
身
、
最
慙
僧
社
題
橋
處
、

十
八
人
名
空
一
人
」
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23	「
聞
君
夢
遊
仙
、
輕
舉
超
世
雰
、
握
持
尊
皇
節
、
統
𫟘
吏
兵
軍
、
靈
旗
星
月
象
、
天
衣
龍
鳳
紋
、
佩
服
交
帶
籙
、
諷
吟
蕊
珠
文
、
閬
宮
縹
緲
間
、
鈞
樂
依
稀
聞
、

齋
心
謁
西
母
、
暝
拜
朝
東
君
、
煙
霏
子
晉
裾
、
霞
爛
麻
姑
裙
、
倏
忽
別
眞
侶
、
悵
望
隨
歸
雲
、
人
生
同
大
夢
、
夢
與
覺
誰
分
、
況
此
夢
中
夢
、
悠
哉
何
足
云
、

假
如
金
闕
頂
、
設
使
銀
河
濆
、
既
未
出
三
界
、
猶
應
在
五
蘊
、
飲
咽
日
月
精
、
茹
嚼
沆
瀣
芬
、
尚
是
色
香
味
、
六
塵
之
所
熏
、
仙
中
有
大
仙
、
首
出
夢
幻
群
、

慈
光
一
照
燭
、
奧
法
相
絪
縕
、
不
知
萬
齡
暮
、
不
見
三
光
曛
、
一
性
自
了
了
、
萬
緣
徒
紛
紛
、
苦
海
不
能
漂
、
劫
火
不
能
焚
、
此
是
竺
干
敎
、
先
生
埀
典
墳
」

24	「
燒
處
愁
雲
夢
、
波
時
憶
洞
庭
」

25	「
漸
看
海
樹
紅
生
日
、
遥
見
包
山
白
帶
霜
」

26	「
十
𨾏
畫
船
何
處
宿
、
洞
庭
山
脚
太
湖
心
」

27	

北
宋
の
蘇
軾
が『
金
剛
般
若
経
』を
写
経
し
た
話
が
南
宋
・
洪
邁
の
文
言
小
説
集『
夷
堅
志
』甲
志
巻
十
一「
東
坡
書
金
剛
経
」に
見
ら
れ
る
。
話
の
概
要
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

蘇
軾
が
黄
州
に
い
た
時
、
金
剛
経
を
手
抄
し
、
第
十
五
分
ま
で
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
臨
汝
に
転
任
す
る
こ
と
と
な
り
、
写
経
も
散
逸
し
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
後
惠
州
に
流
さ
れ
た
時
、
第
十
六
分
以
降
を
書
写
し
、
交
遊
の
あ
っ
た
李
氏
（
李
光
道
）
の
潜
珍
閣
に
置
い
て
い
っ
た
。
参
知
政
事
の

李
少
愚
は
後
に
前
半
部
分
を
手
に
入
れ
、
第
十
六
分
以
降
の
写
経
を
捜
し
求
め
て
い
る
と
、
李
光
道
の
子
の
李
輝
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

つ
い
に
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
両
者
を
比
べ
て
見
る
と
、
そ
の
字
画
の
大
小
高
下
、
墨
の
濃
淡
も
み
な
同
じ
で
、
一
度
に
書
き
上
げ
た
か

の
よ
う
で
あ
っ
た
。
輝
が
少
愚
に
寄
贈
し
、
こ
こ
に
写
経
が
全
て
揃
っ
た
。

こ
の
話
は
霊
験
譚
と
い
う
よ
り
か
は
、
蘇
軾
の
す
ぐ
れ
た
書
写
の
才
能
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
二
つ
に
分
か
れ
た
写
経
が
後
に

一
つ
に
な
る
と
い
う
点
や
、
そ
も
そ
も
蘇
軾
が
金
剛
経
に
造
詣
が
深
い
こ
と
や
、
白
居
易
に
憧
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
白
居
易
と
同
じ
く
杭
州
に
赴
任

し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
「
神
風
護
経
」
説
話
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

28	『
卍
続
蔵
』
第
八
十
七
冊
、N

o.1635



金剛経と白話小説

97

29		

前
掲
「
王
起
隆
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
に
つ
い
て
」
参
照
。

30	『
卍
続
蔵
』
第
六
十
二
冊
、N

o.1172
31	

見
出
し
は
目
次
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

32	「
漁
戶
具
有
夙
根
、
故
得
始
終
最
上
因
果
。
彼
陷
僧
逼
經
者
、
冥
報
又
不
足
言
矣
」

33	

な
お
、
類
似
の
話
が
時
代
・
撰
者
不
明
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
感
応
伝
』「
王
待
制
」（『
卍
続
蔵
』
第
八
十
七
冊
、N

o.1632

）
に
も
見
ら
れ
る
。

34	

「
唐
王
待
制
、
船
至
漢
江
、
風
濤
洶
湧
、
檣
傾
楫
斷
、
人
盡
驚
怖
。
待
制
不
得
已
、
以
平
日
持
誦
金
剛
經
投
江
中
、
遂
爾
風
息
波
平
。
待
制
深
憶
此
經
、

鬱
鬱
不
樂
。
踰
兩
月
、
抵
鎮
江
。
見
舟
尾
百
步
許
、
有
物
如
毬
、
出
沒
無
時
、
衆
異
之
。
待
制
命
漁
人
網
取
、
乃
螺
螄
結
聚
成
團
。
剖
之
則
外
濕
內
乾
、

漢
江
所
投
之
經
在
焉
。
待
制
嘆
曰
、
漢
水
會
於
九
江
、
至
南
徐
、
動
數
千
里
。
舟
船
不
可
計
數
。
經
得
至
此
、
異
矣
。
夫
以
恒
情
度
之
。
不
過
待
制
憶

經
一
念
所
感
。
乃
宋
淸
了
禪
師
則
曰
、
螺
螄
見
經
不
捨
、
其
爲
名
耶
、
利
耶
、
財
耶
、
色
耶
。
必
求
脫
輪
迴
生
死
者
也
。
嗚
呼
、
萬
物
惟
人
最
靈
、
有

畢
世
不
聞
是
經
。
有
聞
而
不
見
、
見
而
不
信
、
信
而
爲
名
利
財
色
役
其
心
。
不
能
受
持
者
、
孰
謂
之
最
靈
哉
。
讀
此
又
增
一
警
䇿
」

35	『
古
今
図
書
集
成
』（
台
北
鼎
文
書
局
・
一
九
七
六
年
）
第
六
十
二
冊
・
１
９
１
頁

36	

例
え
ば
、『
新
異
録
』
第
五
話
「
夾
雑
二
字
」
と
『
持
験
記
』「
明
少
保
戚
継
光
」
を
比
較
す
る
と
、
１
７
８
字
と
５
９
８
字
で
あ
り
、
途
中
ま
で
は
基

本
的
に
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
途
中
か
ら
「
明
少
保
戚
継
光
」
の
方
は
別
の
資
料
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

37	

「
明
如
皐
冒
起
宗
、
字
宗
起
。
崇
禎
戊
辰
進
士
。
童
年
列
子
衿
時
、
輒
喜
誦
金
剛
經
。
辛
巳
調
補
襄
陽
、
當
獻
闖
灰
燼
之
餘
、
降
兵
窟
穴
於
肘
腋
、
驕
帥

嵎
負
於
腹
心
。
羽
書
日
儆
、
夜
不
解
帶
。
宗
起
亦
自
分
終
隕
絕
地
、
猶
然
纂
刻
金
剛
受
持
果
報
、
乃
以
奄
奄
病
骨
、
支
撑
三
百
六
旬
。
瀕
死
者
數
四
幸

免
乃
解
綬
甫
三
月
。
襄
陽
復
陷
、
當
時
共
事
者
、
非
膏
塗
鋒
刃
、
卽
法
吏
囊
頭
。
公
獨
得
生
全
歸
里
。
豈
非
金
剛
之
慈
蔭
哉
。
余
輯
持
驗
紀
、
閱
嵩
少

自
敘
、
採
入
集
中
」
な
お
、『
古
今
図
書
集
成
』
神
異
典
第
一
百
六
卷
・
佛
經
部
紀
事
四
巻
に
も
同
様
の
文
章
が
見
ら
れ
る
。

38	

前
掲
「
王
起
隆
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
に
つ
い
て
」
９
３
〜
９
６
頁
「
資
料
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
の
内
容
と
他
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
参
照
。
な
お
、
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９
６
頁
の
但
し
書
き
の
、『
受
持
果
報
』
に
関
す
る
注
に
は
、
該
当
す
る
説
話
の
番
号
と
し
て
「
２
、４
、７
、９
、１
１
、１
２
、１
３
、１
４
」
と
あ
る
が
、

正
し
く
は
「
２
、４
、７
、９
、１
１
、１
２
、１
３
、１
４
、１
５
」
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

39	［　

］
内
は
『
新
異
録
』
の
文
字
数
／
『
持
験
記
』
の
文
字
数
を
示
す
。

40	『
持
験
記
』
凡
例
に
「
稗
官
野
史
、類
多
荒
唐
、風
聞
塗
說
、未
堪
傳
信
。
茲
集
考
據
最
嚴
、凡
事
跡
稍
涉
可
疑
、俱
行
刪
汰
、務
使
表
章
眞
實
、足
供
激
勸
、

每
條
下
詳
注
所
出
、
以
昭
信
也
」
と
あ
り
、
単
純
に
引
用
し
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
。

41	

前
掲
『
日
用
類
書
に
よ
る
明
清
小
説
の
研
究
』
参
照
。

42	

三
言
二
拍
お
よ
び
『
今
古
奇
観
』
に
つ
い
て
は
、
千
田
九
一
等
訳
『
今
古
奇
観	

上
』、
駒
田
信
二
等
訳
『
今
古
奇
観
下	

三
言
二
拍
抄
』（
中
国
古
典
文
学

全
集
１
８
、１
９
・
平
凡
社
・
一
九
五
八
年
）
解
説
参
照
。

43	

笠
見
弥
生
「『
初
・
二
刻
拍
案
驚
奇
』
の
語
り
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
紀
要
』
十
八
号
・
二
〇
一
五
年
九
月
）

44	

詳
し
く
は
徐
文
助
校
訂
『
二
刻
拍
案
驚
寄
』（
三
民
書
局
・
一
九
九
三
年
再
版
）「
引
言
」
６
頁
〜
１
２
頁
参
照
。

45	

前
掲
「『
初
・
二
刻
拍
案
驚
奇
』
の
語
り
に
つ
い
て
」

46	

前
掲
『
二
刻
拍
案
驚
寄
』（
三
民
書
局
本
）
１
３
頁
〜
２
３
頁
「
二
刻
拍
案
驚
奇
考
證
」
に
よ
る
。

47	

な
お
、
林
雅
清
「
明
代
通
俗
小
説
に
描
か
れ
た
悪
僧
説
話
の
由
来
―
仏
教
に
お
け
る
「
戒
律
」
と
「
淫
」
の
問
題
を
手
掛
か
り
に
―
」（『
京
都
文
教
短

期
大
学
研
究
紀
要
』
四
十
八
号
・
二
〇
〇
九
年
一
月
）
で
は
、
三
言
二
拍
に
お
け
る
悪
僧
の
話
が
十
五
篇
あ
る
と
し
、
具
体
的
な
物
語
を
紹
介
し
て
い
る
。

以
下
の
一
覧
に
は
、
林
氏
の
指
摘
し
た
物
語
も
含
む
。

48	

以
上
、
三
言
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
『
馮
夢
龍
全
集
』（
鳳
凰
出
版
社
・
二
〇
〇
七
年
）
巻
一
・
巻
二
・
巻
三
を
、『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
は
古
典
文
学
出

版
社
（
一
九
五
七
年
）
本
を
、『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
は
前
掲
三
民
書
局
本
を
参
照
し
た
。
た
だ
し
、
一
場
面
に
し
か
登
場
し
な
い
場
合
も
あ
り
、
必
ず
し

も
仏
教
等
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
論
で
は
参
考
程
度
に
留
め
、
詳
細
な
考
証
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
。
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49	

小
川
陽
一
『
三
言
二
拍
本
事
論
考
集
成
』（
新
典
社
・
一
九
八
一
年
）
１
３
１
〜
１
３
２
頁
に
よ
る
。

50	
前
掲
『
三
言
二
拍
本
事
論
考
集
成
』
１
３
２
頁

51	

前
掲
『
三
言
二
拍
本
事
論
考
集
成
』
２
８
５
頁

52	

前
掲
『
三
言
二
拍
本
事
論
考
集
成
』
２
８
５
頁

53	

な
お
、
以
下
『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
之
一
の
テ
キ
ス
ト
は
、
前
掲
『
二
刻
拍
案
驚
寄
』（
三
民
書
局
本
）
に
よ
っ
た
が
、
句
読
点
や
感
嘆
符
・
疑
問
符
等

に
つ
い
て
は
適
宜
変
更
し
た
。

54	

な
お
、
表
中
の
『
二
拍
』
巻
之
一
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
文
字
数
等
の
都
合
上
、
始
め
と
終
わ
り
の
５
文
字
を
示
し
、
そ
の
範
囲
を
前
掲
三
民
書
局
本

の
頁
数
に
従
っ
て
（　

）
内
に
記
し
た
。

55	「
世
間
字
紙
藏
經
同
、
見
者
須
當
付
火
中
、
或
置
長
流
淸
淨
處
、
自
然
福
祿
永
無
窮
」

56	「
只
要
能
存
心
的
人
、
但
見
字
紙
、
便
加
愛
惜
、
遇
有
遺
棄
、
卽
行
收
拾
、
那
個
陰
德
、
可
也
不
少
哩
」

57	

詳
し
く
は
、
前
掲
笠
見
氏
論
文
参
照
。

58	

前
掲
『
三
言
二
拍
本
事
論
考
集
成
』
２
８
５
頁

59	

「
且
說
嘉
靖
四
十
三
年
、
吳
中
大
水
、
田
禾
渰
盡
、
寸
草
不
生
。
米
價
踴
貴
、
各
處
禁
糶
閉
糴
、
官
府
嚴
示
平
價
、
越
發
米
不
入
境
了
。
元
來
大
凡
年
荒

米
貴
、
官
府
只
合
靜
聽
民
情
、
不
去
生
事
。
少
不
得
有
一
夥
有
本
錢
趨
利
的
商
人
、
貪
那
貴
價
、
從
外
方
賤
處
販
將
米
來
。
有
一
夥
有
家
當
囤
米
的
財
主
、

貪
那
貴
價
、
從
家
裡
廒
中
發
出
米
去
。
米
既
漸
漸
輻
輳
、
價
自
漸
漸
平
減
、
這
個
道
理
、
也
是
極
容
易
明
白
的
」

60	

な
お
、
明
の
相
国
（
丞
相
）
と
は
つ
ま
り
内
閣
大
学
士
の
こ
と
で
、『
明
史
』
巻
一
百
十
・
宰
輔
年
表
に
よ
る
と
、
嘉
靖
四
十
三
年
時
は
、
徐
階
と
袁
煒

が
そ
の
任
（
建
極
殿
大
学
士
）
に
着
い
て
お
り
、
こ
の
王
相
国
が
誰
を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
。

61	

前
掲
三
民
書
局
『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
５
頁
注
⑮
参
照
。
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62	「
他
是
本
山
人
、
乃
是
本
房
檀
越
、
就
中
與
我
獨
厚
」

63	「
把
此
項
五
十
石
、
作
做
夫
人
齋
僧
之
費
、
速
喚
寺
中
僧
人
、
還
他
原
經
供
養
去
」

64	「
天
際
飛
沖
、似
炊
煙
一
道
、直
上
雲
中
。
蕩
漾
如
游
絲
幾
個
翻
身
。
紙
鳶
到
處
好
爲
鄰
、俊
鶻
飛
來
疑
是
伴
。
底
下
叫
的
叫
、跳
的
跳
、只
在
湖
中
一
葉
舟
、

上
邊
往
一
往
、
來
一
來
、
直
通
海
外
三
千
國
。
不
生
得
補
青
天
的
大
手
抓
將
住
、
沒
處
借
繫
白
日
的
長
繩
縛
轉
來
」

65	「
…
河
南
衛
輝
府
、
有
一
個
姓
柳
的
官
人
、
補
了
常
州
府
太
守
、
擇
日
上
任
」

66	「
那
個
人
是
柳
太
守
平
時
極
尊
信
的
、
他
雖
不
好
古
董
、
卻
是
個
極
貪
的
性
子
、
見
說
了
值
千
金
、
便
也
動
了
火
、
牢
牢
記
在
心
上
」

67	「
人
似
饑
鷹
、
船
同
蜚
虎
。
鷹
在
空
中
思
攫
食
、
虎
逢
到
處
立
吞
生
。
靜
悄
村
墟
、
魆
地
神
號
鬼
哭
、
安
閒
舍
宇
、
登
時
犬
走
雞
飛
。
卽
此
便
是
活
無
常
、

陰
間
不
數
眞
羅
剎
」

68	「
凡
事
不
可
虛
慕
名
、
雖
是
古
跡
、
也
須
得
完
全
纔
好
。
今
是
不
全
之
書
、
頭
一
板
就
無
了
、
成
得
甚
用
。
說
甚
麼
千
金
百
金
、
多
被
這
些
酸
子
傳
聞
誤
了
、

空
費
了
許
多
心
機
、
難
爲
這
個
和
尚
坐
了
這
幾
日
監
、
豈
不
冤
枉
」

69	「
老
漢
姓
姚
、是
此
間
漁
人
。
幼
年
不
曾
讀
書
、從
不
識
字
、只
靠
着
魚
蝦
爲
生
。
後
來
中
年
、家
事
儘
可
度
日
了
、聽
得
長
老
們
說
因
果
、自
悔
作
業
太
多
、

有
心
修
行
。
只
爲
不
識
一
字
、
難
以
念
經
、
因
此
自
恨
。
凡
見
字
紙
、
必
加
愛
惜
、
不
敢
作
踐
、
如
此
多
年
。
…
」

70	「
今
日
若
非
此
紙
重
逢
、
此
經
遂
成
不
全
之
文
。
一
失
一
得
、
不
先
不
後
、
兩
番
火
光
、
豈
非
韋
馱
尊
天
有
靈
、
顯
此
護
法
手
段
出
來
麼
」

71	「
老
者
似
信
不
信
的
答
應
。辨
悟
走
到
船
內
、急
取
經
包
上
來
、解
與
老
者
看
、乃
是
第
二
葉
起
的
。將
來
對
著
壁
間
字
法
紙
色
、果
然
一
樣
無
差
。老
者
歎
異
、

念
佛
不
已
」

72	

「
住
持
私
對
辨
悟
道
、「
起
初
我
們
恨
柳
太
守
、
如
今
想
起
來
、
也
是
天
意
。
你
失
去
首
葉
、
寺
中
無
一
人
知
道
、
珍
藏
到
今
。
若
非
此
一
番
跋
涉
、
也

無
從
遇
着
原
紙
來
完
全
了
」
辨
悟
道
、「
上
天
曉
得
柳
太
守
起
了
不
良
之
心
、
怕
奪
了
全
巻
去
、
故
先
吹
掉
了
一
紙
。
今
全
卷
重
歸
、
仍
舊
還
了
此
一
紙
、

實
是
天
公
之
巧
、
此
卷
之
靈
。
想
此
老
亦
是
會
中
人
、
所
云
道
人
、
安
知
不
是
白
侍
郎
托
化
來
的
」
住
持
道
、「
有
理
、
有
理
」」
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73	
「
汝
幼
年
作
業
深
重
、
虧
得
中
年
回
首
、
愛
惜
字
紙
。
已
命
香
山
居
士
啟
汝
天
聰
、
又
加
守
護
經
文
。
完
成
全
卷
、
陰
功
更
大
、
罪
業
盡
消
。
來
生
在
文

字
中
受
報
、
福
祿
非
凡
。
今
生
且
賜
延
壽
一
紀
、
正
果
而
終
」

74	

宋
・
宗
暁
『
金
光
明
経
照
解
』
下
巻
「
韋
駄
天
神
、
此
天
姓
韋
名
琨
、
乃
南
方
增
長
天
王
下
八
將
之
一
耳
。
四
王
下
合
三
十
二
將
、
韋
駄
爲
首
」

75	「
一
紙
飛
空
大
有
緣
、
反
因
失
去
得
周
全
。
拾
來
寶
惜
生
多
福
、
故
紙
何
當
浪
棄
捐
」

76	「
小
子
不
敢
明
說
寺
名
、
只
怕
有
第
二
個
像
柳
太
守
的
尋
蹤
問
跡
、
又
生
出
事
頭
來
」

77	「
傖
父
何
知
風
雅
緣
、
貪
看
古
跡
只
因
錢
。
若
敎
一
卷
都
將
去
、
寧
不
冤
他
白
樂
天
」

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
明
末
清
初　

金
剛
般
若
経　

皇
明
金
剛
新
異
録　

二
刻
拍
案
驚
奇　

霊
験
譚
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序
論

我
が
国
の
神
学
は
、
お
し
な
べ
て
そ
れ
自
身
の
信
仰
の
内
か
ら
自
立
的
に
萌
芽
す
る
こ
と
な
く
、
殆
ど
外
来
の
思
想
に
触
発
さ
れ

て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
「
神
道
」
と
い
う
呼
称
か
ら
し
て
中
国
の
思
想
的
枠
組
み
を
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
初
期
の

展
開
と
し
て
両
部
神
道
は
密
教
的
で
あ
っ
た
し
、
中
世
の
神
宮
祠
官
ら
に
語
ら
れ
た
思
想
的
言
説
も
、
主
に
儒
家
や
道
家
・
道
教
、
そ

れ
に
加
え
て
、
外
形
的
に
は
忌
避
し
な
が
ら
も
、
仏
教
に
多
分
に
依
存
し
て
き
た
と
言
え
る
。
そ
う
い
っ
た
雑
然
と
し
た
思
想
的
言
説

の
複
合
性
と
は
裏
腹
に
、
と
ど
の
つ
ま
り
、
そ
の
導
く
先
は
存
在
の
「
本
来
的
清
浄
性
」
へ
と
収
斂
し
、
儒
家
的
に
は
「
誠
」
で
あ
る

と
か
、
或
い
は
道
家
的
に
は
原
初
の
「
道
」
で
あ
る
と
か
、
も
と
よ
り
異
な
る
思
想
体
系
を
存
在
の
源
底
で
接
合
さ
せ
て
、
仏
教
の
如

来
蔵
思
想
で
取
り
纏
め
て
い
た
。
こ
こ
に
仏
教
と
神
道
で
親
し
く
共
有
さ
れ
た
神
学
的
語
り
の
一
つ
の
典
型
を
見
る
わ
け
で
あ
る
が
、

更
に
踏
み
込
ん
で
、
こ
れ
と
陰
陽
道
の
関
与
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
神
仏
祭
祀
に
係
る
職
掌
を
網
羅
す
る
こ
と
に
な
り
、

陰
陽
道
と
密
教

　
　
　
　
　
　
　

─
─
『
簠
簋
内
傳
』
に
見
る
牛
頭
天
王
の
神
観
念
を
め
ぐ
っ
て
─
─

	

遠
藤
純
一
郎
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彼
の
神
祗
観
は
一
つ
の
典
型
以
上
に
時
代
の
思
潮
と
捉
え
う
る
可
能
性
も
見
え
て
く
る
。

既
に
「
中
臣
祓
」
を
論
じ
た
際
、
密
教
と
陰
陽
道
の
協
業
的
関
係
性
に
つ
い
て
明
瞭
に
し
て
お
い
た
の
で1

、
仮
に
そ
う
し
た
神
祗

観
の
サ
ー
ク
ル
に
陰
陽
道
を
直
ち
に
持
ち
込
ん
だ
と
し
て
も
必
ず
し
も
無
理
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
つ
気
掛
か
り
な
点
は
、
陰
陽
師

の
発
言
を
参
照
し
た
と
は
言
え
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
仏
教
側
の
資
料
に
記
録
さ
れ
て
い
た
た
め
、
資
料
の
性
格
上
、
彼
の
バ
イ
ア
ス

を
ど
う
し
て
も
否
定
し
き
れ
な
い
点
に
在
る
。
こ
れ
を
検
証
す
る
に
は
陰
陽
道
の
資
料
か
ら
批
判
的
に
検
討
す
れ
ば
良
い
わ
け
だ
が
、

現
存
す
る
陰
陽
道
書
を
概
観
し
て
も
、
技
術
論
的
な
語
り
口
が
支
配
的
で
、
思
想
的
義
味
に
著
し
く
欠
け
て
い
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
思

想
的
標
準
を
導
く
こ
と
は
望
め
ず
、
比
較
対
象
の
用
意
は
き
わ
め
て
困
難
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
『
簠
簋
内
傳
』
に
着
目

す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
思
想
的
言
説
が
散
在
し
て
お
り
、
該
書
の
神
観
念
の
分
析
を
通
し
て
、
先
に
挙
げ
た
典
型
的
神
祇
観

と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
該
書
の
成
立
を
鑑
み
れ
ば
、
宮
廷
の
陰
陽
道
と
い
っ
た
、
所
謂
る

正
統
な
陰
陽
道
に
す
ぐ
さ
ま
帰
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
陰
陽
道
を
代
表
さ
せ
る
に
は
懸
念
が
残
る
。
し
か
し
安
倍
晴
明
に
仮
託

さ
れ
、「
宣
明
暦
」
の
注
釈
書
と
し
て
の
体
裁
を
有
し
、
従
前
の
陰
陽
道
説
を
継
承
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
該
書
の
構

え
は
体
裁
上
確
実
に
陰
陽
道
に
立
脚
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
し
、
ま
た
中
世
期
に
は
権
威
的
暦
注
書
と
し
て
受
容
さ
れ
た
経
緯
も
認

め
ら
れ
る
わ
け
で
、
か
く
資
料
の
限
界
に
留
意
す
る
こ
と
で
、
一
応
に
陰
陽
道
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
に
収
め
考
察
の
俎
上
に
あ
げ
て
も

大
過
は
無
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
こ
う
し
た
些
か
条
件
付
き
で
『
簠
簋
内
傳
』
を
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
陰
陽
道
の
正
統
と
異
端
を

め
ぐ
っ
て
馬
場
真
理
子
氏
の
研
究2

に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

馬
場
氏
は
『
暦
林
問
答
集
』
で
賀
茂
在
方
が
「
愚
師
・
野
巫
」
と
批
判
し
た
対
象
に
『
簠
簋
内
傳
』
を
推
定
し
、
該
書
は
正
統
よ

り
排
除
さ
れ
た
と
見
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
正
統
」
と
は
、
賀
茂
氏
に
陰
陽
師
家
業
の
正
統
性
を
与
え
る
教
条
主
義
的
態
度
の
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産
物
で
、
こ
れ
に
よ
り
「
賀
茂
氏
と
は
異
な
る
系
統
の
暦
の
知
識
」3

が
排
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
氏
は
『
暦
林
問
答
集
』
に
引
用
さ
れ
る
『
宿
曜
經
』
を
「
一
応
こ
れ
ら
の
暦
注
を
守
る
べ
き
と
い
う
前
提
に
立
ち
つ
つ
も
、

陰
陽
五
行
説
に
基
づ
か
な
い
も
の
と
し
て
軽
視
し
」4

「
宿
曜
道
に
基
づ
く
暦
注
が
当
時
深
く
浸
透
し
て
い
た
た
め
に
言
及
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
在
方
に
と
っ
て
の
「
正
理
」
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
」5

と
厳
し
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

今
案
、
二
十
八
宿
・
七
曜
・
滅
門
・
太
禍
・
狼
藉
・
甘
露
・
金
剛
峯
吉
凶
、
皆
一
經
之
說
也
。
是
弃
於
四
時
生
殺
之
理
、
不
取

五
行
日
辰
之
妙
也
。
於
是
玄
女
云
、
不
知
五
行
之
相
尅
、
日
辰
之
吉
凶
者
、
如
盲
馬
馳
於
曠
野
、
云
云
。
所
詮
滅
門
・
太
禍
・

狼
藉
・
羅
刹
等
四
箇
日
、
灌
頂
、
受
戒
、
習
經
、
出
家
、
修
道
、
入
寺
、
供
佛
、
立
寺
、
受
眞
言
護
摩
、
此
三
寶
類
、
皆
以
可

忌
之
、
餘
無
咎
。
又
甘
露
。
金
剛
峯
等
兩
箇
日
、
雖
有
吉
文
、
不
幷
支
干
之
吉
者
、
勿
用
也
。6

氏
は
右
の
引
用
に
「
今
考
え
る
に
、
二
十
八
宿
・
七
曜
・
滅
門
・
太
禍
・
甘
露
・
金
剛
峰
の
吉
凶
は
、
す
べ
て
一
つ
の
経
典
（
宿
曜
経
）

の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
四
季
の
移
り
変
わ
り
の
理
を
う
ち
捨
て
、
五
行
説
に
基
づ
く
日
々
の
精
緻
な
解
釈
を
採
用
し
な
い
。『
玄
女
』

に
よ
れ
ば
、
五
行
の
相
剋
や
日
々
の
吉
凶
を
知
ら
な
い
者
で
あ
る
、
目
の
見
え
な
い
馬
が
広
大
な
野
を
駆
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。」7

と
訳
を
与
え
て
お
り
、
恐
ら
く
は
「『
宿
曜
經
』
は
理
論
的
な
不
備
を
抱
え
、
あ
た
か
も
盲
馬
が
曠
野
を
馳
せ
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と

い
う
具
合
に
理
解
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
続
け
て
「『
暦
林
問
答
集
』
は
全
体
で
６
４
の
項
目
か
ら
成
る
が
、
宿
曜
道
の
項

目
は
全
て
最
後
の
部
分
に
か
た
め
ら
れ（
第
五
十
九
〜
第
六
十
四
）、明
確
に
そ
れ
以
外
の
項
目
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。ま
た『
宿
曜
経
』

が
第
五
十
八
以
前
の
項
目
で
典
拠
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
は
な
く
、
宿
曜
道
の
６
項
目
に
『
宿
曜
経
』
以
外
の
典
拠
が
引
か
れ
る
こ
と
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も
な
い
。」8

と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
先
の
よ
う
に
氏
の
理
解
を
受
け
止
め
て
齟
齬
は
あ
る
ま
い
。
要
す
る
に
、
氏
の
見
立
て
に

よ
れ
ば
、「『
暦
林
問
答
集
』
は
一
家
相
承
の
家
学
の
内
か
ら
陰
陽
道
以
外
の
夾
雑
物
を
排
し
純
化
を
志
向
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
正
統
な
陰
陽
道
と
『
簠
簋
内
傳
』
の
間
は
截
然
と
切
り
分
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
本
稿
で
い
か
に
『
簠

簋
内
傳
』
の
思
想
を
明
瞭
に
し
て
も
、
陰
陽
道
一
般
に
立
ち
入
る
方
途
は
断
た
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、『
暦
林
問
答
集
』
で
は
「
今
所
具
註
者
、
三
墳
五
典
之
大
道
也
。
始
自
天
地
之
根
元
、
終
至
宿
曜
之
吉
凶
、
粗
擧
八
八
問
、

故
儲
一
問
答
、
皆
所
輯
錄
。
分
上
下
卷
、
象
于
二
儀
、
諸
文
之
說
也
。
則
乎
周
易
卦
、
爲
六
十
四
段
也
。
二
十
四
段
者
、
象
節
氣
之
定

法
、四
十
段
、五
行
之
成
數
也
。」9

と
言
っ
て
、『
宿
曜
經
』
を
「
三
墳
五
典
」
の
内
に
含
め
て
い
る
し
、実
際
、宿
曜
道
の
項
も
『
周
易
』

に
意
義
付
け
ら
れ
た
六
十
四
段
の
内
に
等
し
く
収
め
て
い
る
の
で
、
在
方
は
該
書
を
「
正
理
」
を
含
ま
な
い
欠
陥
品
と
扱
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
『
宿
曜
經
』
に
価
値
を
認
め
た
上
で
前
掲
の
文
を
再
び
眺
め
て
み
る
な
ら
、「
宿
曜
道
で
は
『
四
時
生

殺
之
理
』『
五
行
日
辰
之
妙
』
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
点
を
補
い
な
が
ら
彼
の
教
説
を
取
り
扱
わ
な
い
と
『
盲
馬
が
曠
野

を
馳
せ
る
よ
う
な
も
の
』
に
な
る
」
と
解
釈
者
に
注
意
を
喚
起
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
宿
曜
道
と
陰
陽
道
に
相
補

的
な
関
係
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
仏
教
由
来
の
教
説
に
対
し
て
排
他
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
実
に
「
聖

人
者
、
曆
數
在
躬
、
齊
七
政
於
星
躔
、
愼
萬
機
於
月
令
、
則
與
天
地
合
其
德
、
與
日
月
爭
其
明
也
。
因
茲
雖
顯
密
超
佛
之
宗
、
無
不
用

曆
家
之
法
。」10

と
す
る
口
吻
か
ら
も
、
仏
教
と
陰
陽
道
の
間
に
親
和
的
関
係
性
が
想
定
さ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
、

こ
れ
は
具
体
的
に
は
以
下
で
示
す
こ
と
に
な
る
が
、
多
分
に
仏
教
の
教
説
を
取
り
込
む
『
簠
簋
内
傳
』
と
親
し
く
、
思
想
的
文
脈
は
共

有
さ
れ
た
と
見
え
る
。
な
れ
ば
、い
か
に
自
家
の
正
統
性
保
全
と
い
っ
た
政
治
的
で
現
実
的
な
問
題
意
識
か
ら
『
暦
林
問
答
集
』
が
『
簠

簋
内
傳
』と
切
り
結
ぶ
に
せ
よ
、両
書
が
思
想
的
な
語
り
方
を
決
定
的
に
隔
絶
さ
せ
る
よ
う
な
事
態
は
考
え
難
い
。そ
れ
故
、『
簠
簋
内
傳
』

に
見
る
思
想
で
陰
陽
道
の
正
統
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
先
の
典
型
的
神
祇
観
と
正
統
陰
陽
道
と
の
思
想
的
関
係
性
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を
考
え
る
上
で
一
つ
の
目
安
を
与
え
る
の
に
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
論

『
簠
簋
内
傳
』
に
は
多
く
の
陰
陽
道
の
神
々
が
散
見
さ
れ
る
が
、
中
で
も
神
話
が
詳
説
さ
れ
る
牛
頭
天
王
は
本
稿
の
考
察
に
好
適
な

対
象
で
あ
る
。
し
か
も
牛
頭
天
王
、
或
い
は
蘇
民
将
来
譚
に
つ
い
て
は
該
書
に
先
行
し
て
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
や
『
釋
日
本
紀
』
所
引

の
『
備
後
國
風
土
記
』
で
既
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
と
の
差
分
か
ら
『
簠
簋
内
傳
』
の
特
異
性
の
所
在
に
目
星
を
つ
け
る
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

『
伊
呂
波
字
類
抄
』（
巻
八
）「
祇
園
」
の
項
に
見
る
牛
頭
天
王
の
記
事
は
き
わ
め
て
簡
素
で
、
そ
の
う
え
「
祇
園
延
久
二(

一
〇
七
〇)

─
庚
戌　

十
月
十
四
日
焼
亡
伹
天
神
御
躰
奉
扶
出
畢
。
別
當
安
誉
焦
全
焔
翌
日
入
滅
。
世
人
以
為
神
罰
。
四
─
三
月
廿
六
日
─
始
有
後

三
条
院
行
幸
。」「
昔
常
住
寺
十
禅
師
円
如
有
詫
宣
、貞
観
十
八(

八
七
六)

─	

奉
移
八
坂
郷
樹
下
。
其
後
昭
宣
公
感
威
驗
、懐
蓮
臺
数
宇
、

建
立
精
舎
官
符
文
」
と
、
ほ
ぼ
祇
園
の
歴
史
的
経
緯
に
関
す
る
記
述
で
大
半
が
占
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
肝
心
の
牛
頭
天
王
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
僅
か
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

牛
頭
天
王
因
縁
。
自
天
竺
北
方
有
国
其
名
曰
九
相
。
其
中
有
国
名
曰
吉
祥
。
其
国
中
有
城
。
其
城
有
王
牛
頭
天
王
。
又
名
曰
武

答
天
神
云
。
其
父
名
日
東
王
父
。
天
母
名
日
西
王
母
。
天
是
二
人
中
所
生
王
子
名
曰
武
答
天
神
。
此
神
王
沙
渇
羅
龍
王
女
名
曰

薩
迦
陁
。
此
為
后
生
八
王
子
。
従
神
八
万
四
千
六
百
五
十
四
神
也
。
為
利
生
之
誕
生
也
。
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右
に
よ
れ
ば
、「
牛
頭
天
王
」
は
「
天
竺
北
方
」
出
自
の
異
国
神
で
、「
武
答
天
神
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
の
后
は
「
沙
渇
羅
龍
王
女
」

の「
薩
迦
陁
」と
の
こ
と
で
、『
法
華
經
』の
所
謂
る
変
成
男
子
し
た
龍
女
の
モ
チ
ー
フ
を
引
き
継
ぐ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

但
し
、
当
該
の
経
で
は
龍
女
の
名
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、「
薩
迦
陁
」
と
の
名
は
僅
か
に
高
山
寺
蔵
『
天
刑
星
行
法
次
第
』
の
「
帰

命
頂
礼
一
切
諸
仏
菩
薩
変
化
身
躰
天
形マ

マ

星　

牛
頭
天
王　

武
答
天
□
王　

薩
加
陀
女
耶　

八
王
子
虵
毒
気
神
王　

従
神
王
等　

皆
来
守

護
急
之
」11

に
認
め
ら
れ
る
程
度
で
、
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
そ
の
名
前
か
ら
、
后
も
同
じ
く
印
度
由
来
の
神
と
表
象
さ
れ

た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
窺
う
か
ぎ
り
、「
牛
頭
天
王
」
は
全
く
天
竺
由
来
の
神
格
と
評
し
て
良
さ
そ
う
で
は
あ
る
が
、転
じ
て
、両
親
は
「
東
王
父
」

「
西
王
母
」
と
、
道
教
の
神
格
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
中
国
的
要
素
の
混
入
が
確
認
さ
れ
る
。
い
わ
ば
中
国
の
神
に
産
み
落
と
さ
れ
た

神
が
天
竺
で
活
動
す
る
と
い
っ
た
構
え
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
う
い
っ
た
神
が
日
本
に
将
来
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、
祇
園
の
牛
頭
天
王
の
信
仰
は
も
と
よ
り
三
国
世
界
に
開
か
れ
た
普
遍
的
広
が
り
の
上
に
在
っ
た
。

『
伊
呂
波
字
類
抄
』
は
続
け
て
、
牛
頭
天
王
が
「
八
王
子
」
を
も
う
け
、「
従
神
八
万
四
千
六
百
五
十
四
神
」
を
従
え
た
と
言
う
が
、

こ
の
記
事
は
以
後
の
記
録
と
も
一
致
し
、
そ
う
し
た
言
説
が
少
な
く
と
も
平
安
末
に
ま
で
遡
る
こ
と
を
保
証
す
る
。
し
か
し
、
牛
頭
天

王
と
そ
の
周
辺
の
神
々
の
誕
生
を
「
利
生
の
た
め
」
と
す
る
の
み
で
、
行
疫
神
の
性
格
が
積
極
的
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
点
で
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
但
し
、既
に
『
貞
信
公
記
抄
』（
延
喜
二
十
年
閏
六
月
二
十
三
日
条
）
で
「
爲
除
咳
病
、幣
帛
・
走
馬
祇
園
之
状
、令
真
祈
申
、

又
令
鑒
上
人
立
冥
願
」
と
咳
病
平
癒
を
祈
願
し
て
お
る
し
、
ま
た
『
天
刑
星
行
法
次
第
』
で
も
「
薩
迦
陁
」
が
行
疫
神
を
食
ら
う
「
天

刑
星
」
の
信
仰
と
結
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
利
生
」
と
の
語
は
漫
然
と
利
生
な
の
で
は
な
く
、
防
疫
の
利
益
に
焦
点
を

結
ぶ
機
能
的
評
価
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、『
伊
呂
波
字
類
抄
』
に
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
蘇
民
将
来
譚
に
つ
い
て
は
、『
釋
日
本
紀
』
に
採
録
さ
れ
た
『
備
後
國
風
土
記
』
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に
顕
れ
て
い
る
。

備
後
國
風
土
記
曰
。
疫
隅
國
社
。
昔
、
北
海
坐

志
武
塔
神
。
南
海
神
之
女
子

乎
與
波
比

爾
坐

爾
。
日
暮
。
彼
所
蘇
民
將
來
二
人
在

伎
。

兄
蘇
民
將
來
甚
貧
窮
。
弟
將
來
富
饒
。
屋
倉
一
百
在

伎
。
爰
塔
神
借
宿
處
。
惜
而
不
借
。
兄
蘇
民
將
來
借
奉
。
卽
以
粟
柄
爲
座
、

以
粟
飯
等
饗
奉
。
々
々
既
畢
出
坐
。
後

爾
經
年
率󠄁
八
柱
子
還
來

天
詔

久
。
我
將
奉
之
爲
報
答
。
曰
。
汝
子
孫
其
家

爾
在
哉

止
問
給
。

蘇
民
將
來
答
申

久
。
巳
女
子
與
斯
婦
侍

止
申
。
即
詔

久
。
以
茅
輪
令
着
於
腰
上
。
隨
詔
令
着
。
即
夜

爾
蘇
民
之
女
子
一
人

乎
置

天
。
皆

悉
許コ

ロ

シ

ホ

ロ

ホ

シ

呂
志
保
呂
保
志

天伎
。
卽
詔

久
。
吾
者
速
須
佐
雄
能
神
也
。
後
世
仁
疫
氣
在
者
。
汝
蘇
民
將
來
之
子
孫
止
云
天
。
以
茅
輪
着
腰

上
詔
。
隨
詔
令
着
。
即
家
在
人
者
將
免

止
詔

伎
。12

こ
こ
で
は「
疫
隅
國
社
」の
縁
起
と
し
て
蘇
民
将
来
譚
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
主
人
公
は
牛
頭
天
王
で
は
な
く
、「
武
塔
神
」と
さ
れ
、

彼
の
説
話
は
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
で
「
牛
頭
天
王
」
と
同
体
と
さ
れ
る
「
武
塔
神
」
と
密
着
し
て
い
た
。

「
北
海
」
の
「
武
塔
神
」
が
「
南
海
神
の
女
子
」
に
妻
問
い
し
、そ
の
旅
程
で
「
蘇
民
將
來
」
と
出
会
す
こ
と
に
な
る
が
、「
蘇
民
將
來
」

と
は
同
名
の
二
人
の
兄
弟
で
、「
巨
旦
将
来
」
は
登
場
し
な
い
。
弟
の
「
蘇
民
將
來
」
は
裕
福
で
あ
り
な
が
ら
悋
惜
し
て
宿
を
貸
さ
ず
、

兄
の
「
蘇
民
將
來
」
は
「
貧
窮
」
し
て
い
な
が
ら
も
、
分
相
応
に
「
武
塔
神
」
を
饗
応
し
た
。
そ
の
後
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
が
あ
っ
た

の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、「
武
塔
神
」
は
「
八
柱
の
子
」
を
連
れ
て
帰
還
し
、
自
分
を
冷
遇
し
た
弟
の
「
蘇
民
將
來
」
に
仕
返
し
を

企
て
て
い
る
こ
と
を
兄
の
「
蘇
民
將
來
」
に
伝
え
、
弟
の
家
に
嫁
が
せ
た
兄
の
娘
を
誤
っ
て
殺
さ
ぬ
よ
う
「
茅
輪
」
を
「
腰
の
上
」
に

着
け
さ
せ
て
標
識
と
し
た
。「
武
塔
神
」
は
予
告
通
り
弟
の
一
家
を
滅
亡
さ
せ
る
と
、自
分
が
「
速
須
佐
雄
能
神
」
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、

「
茅
輪
」
を
「
腰
」
に
着
け
て
「（
兄
の
）
蘇
民
將
來
の
子
孫
」
で
あ
る
旨
を
示
せ
ば
「
疫
氣
」
を
免
除
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
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以
後
に
見
る
蘇
民
将
来
譚
と
粗
筋
の
上
で
大
き
な
相
違
は
見
え
な
い
が
、
非
常
に
簡
素
に
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
細
か
な
情
景
ま

で
も
再
現
さ
せ
る
に
は
困
難
が
有
る
。
と
は
言
え
、
右
か
ら
読
み
取
れ
る
内
容
は
一
応
に
確
定
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

「
武
塔
神
」
は
「
北
海
」
か
ら
「
南
海
」
へ
移
動
し
て
い
る
が
、
そ
の
正
体
は
「
速
須
佐
雄
能
神
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、『
伊

呂
波
字
類
抄
』
で
見
た
よ
う
な
三
国
世
界
観
の
開
け
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

大
（
一
条
実
経
）
仰
云
。
祗
園
社
三
所
者
。
何
神
哉
。

先
師
申
云
。
如
此
國
記
者
。
武
塔
天
神
者
。
素
戔
嗚
尊
。
少
將
井
者
。
號
本
御
前
。
奇
稻
田
姫
歟
。
南
海
神
之
女
子
者
。
今
御
前
歟
。

重
問
云
。
祗
園
號
異
國
神
不
然
歟
。

先
師
申
云
。
素
戔
嗚
尊
初
到
新
羅
歸
日
本
之
趣
。
見
當
記
。
就
之
有
異
國
神
之
說
歟
。
祗
園
爲
行
疫
神
。
武
塔
天
神
御
名
世
之

所
知
也
。
而
吾
者
速
須
佐
雄
能
神
也
云
云
。
素
戔
嗚
尊
。
亦
名
速
素
戔
嗚
尊
神
。
素
戔
嗚
尊
之
由
見
此
紀
。
仰
而
可
取
信
者
也
。13

実
に
一
条
実
経
と
卜
部
兼
文
と
の
問
答
（「
素
戔
嗚
尊
乞
宿
於
衆
神
」）
は
、「
武
塔
天
神
」周
辺
の
神
格
を
日
本
の
神
祗
で
構
成
し
て
お
り
、

蘇
民
将
来
譚
は
全
く
日
本
神
話
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
は
「
祗
園
を
異
国
の
神
と
号
す
る
」
常
識

と
は
相
違
し
た
理
解
で
あ
っ
た
よ
う
で
、『
日
本
書
紀
』
の
「
一
書
曰
。
素
戔
嗚
尊
所
行
無
狀
、
故
諸
神
科
以
千
座
置
戶
、
而
遂
逐
之
。

是
時
、
素
戔
嗚
尊
帥
其
子
五
十
猛
神
、
降
到
於
新
羅
國
、
居
曾
尸
茂
梨
之
處
。
乃
興
言
曰
。
此
地
吾
不
欲
居
。
遂
以
埴
土
作
舟
、
乘
之

東
渡
、
到
出
雲
國
簸
川
上
所
在
鳥
上
之
峰
。」
を
典
拠
に
、
俗
説
は
「
素
戔
嗚
尊
」
の
日
本
・
新
羅
間
の
往
復
を
誤
認
し
た
も
の
と
退
け
、

自
説
を
正
当
化
し
て
見
せ
て
い
る
。「
祗
園
」
が
「
異
國
神
」
で
あ
る
と
す
る
実
経
の
観
念
は
、『
伊
呂
波
字
類
抄
』
で
見
る
よ
う
な
三

国
世
界
観
に
基
づ
く
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
日
本
列
島
を
中
心
と
し
た
閉
じ
ら
れ
た
範
囲
に
舞
台
を
制
限
す
る
理
解
は
、
き
わ
だ
っ
て
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そ
れ
と
対
比
的
な
位
置
に
在
る
と
言
え
る
。

ま
た
、「
素
戔
嗚
尊
」
を
正
体
と
す
る
「
武
塔
神
」
は
ま
さ
し
く
行
疫
神
で
、弟
の
「
蘇
民
將
来
」
一
家
を
殺
害
し
た
手
段
も
「
疫
氣
」

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
茅
輪
」
の
装
着
が
「
疫
氣
」
を
免
除
さ
せ
る
目
的
で
「
蘇
民
將
来
の
子
孫
」
に
推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
こ
れ
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
件
の
『
簠
簋
内
傳
』
の
牛
頭
天
王
説
話
で
あ
る
が
、『
伊
呂
波
字
類
抄
』
と
は
天
竺
由
来
説
で
、『
備
後
國
風
土
記
』
と
は

蘇
民
将
来
譚
で
共
通
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
従
来
説
を
素
材
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、『
簠
簋
内
傳
』
の

言
説
は
そ
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
、
以
前
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
新
奇
な
記
述
に
溢
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
細
か
な
情
景
や
心
情
の

描
写
は
偏
に
編
者
の
手
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
一
層
大
胆
に
密
教
や
陰
陽
道
の
教
説
を
踏
ま
え
、
新
た
な
牛
頭
天
王
説

話
を
産
み
出
し
て
い
っ
た
。

そ
の
密
教
的
痕
跡
は
そ
の
冒
頭
か
ら
明
瞭
に
顕
れ
て
い
る
。

于
時
北
天
竺
摩
訶
陀
國
靈
鷲
山
艮
、
波
尸
那
城
之
西
、
吉
祥
天
源
王
舍
城
大
王
、
名
號
商
貴
帝
。
曾
仕
帝
釋
天
、
居
善
現
天
、

遊
戲
三
界
內
、
蒙
諸
星
探
題
、
名
號
天
刑
星
。
依
信
敬
志
深
、
今
下
生
娑
婆
世
界
、
改
號
牛
頭
天
王
。
元
是
毘
盧
遮
那
如
來
之

化
身
也
。14

こ
こ
で
は
「
牛
頭
天
王
」
を
「
北
天
竺
」
に
由
来
す
る
も
の
と
し
、そ
の
地
理
情
報
は
諸
々
の
仏
教
遺
跡
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。「
牛

頭
天
王
」
は
「
帝
釋
天
」
配
下
の
「
天
刑
星
」
と
し
て
「
諸
星
の
探
題
」
を
取
り
仕
切
っ
て
き
た
が
、
仏
教
へ
の
信
仰
が
篤
く
、
以
下
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で
「
今
下
生
閻
浮
提
、
蒙
轉
輪
聖
王
位
」15

、
ま
た
「
君
未
懈
朝
政
、
故
國
家
寔
豐
饒
也
。
公
遊
嬉
戲
牀
、
民
顔
榮
樂
室
、
境
界
已
不
姦
、

阡
陌
等
罔
譁
。
五
日
風
不
叩
枝
、
十
日
雨
不
犯
塼
。
五
穀
不
蒔
生
、
七
珍
不
求
來
」16

と
、
理
想
的
な
政
治
を
敷
い
た
様
子
が
描
写
さ
れ

て
い
る
の
で
、
世
俗
で
利
他
行
の
実
践
に
赴
こ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
、
娑
婆
世
界
に
下
生
し
て
「
王
舍
城
」
の
「
商
貴
帝
」

に
成
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
本
地
が
「
毘
盧
遮
那
如
來
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
印
度
的
舞
台
装
置
と
相
俟
っ
て
、
あ
た

か
も
密
教
的
な
仏
教
説
話
に
見
紛
う
ば
か
り
の
体
裁
で
あ
る
。
し
か
も
中
国
の
星
辰
信
仰
に
端
を
発
す
る
天
刑
星
で
さ
え
、
既
に
帝
釈

天
配
下
と
し
て
印
度
の
神
格
と
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
位
置
づ
け
は
す
っ
か
り
仏
教
的
に
換
装
さ
れ
て
い
た
。

故
天
帝
令
我
敎
吿
。
自
是
南
海
有
娑
竭
羅
龍
宮
。
是
有
三
人
明
妃
、
第
一
名
金
毘
羅
女
、
第
二
名
歸
命
女
、
嫁
請
北
海
龍
宮
、

収
難
陀
跋
難
陀
城
。
爰
第
三
號
頗
梨
采
女
、
紫
麿
黃
金
美
膺
、
備
八
十
種
好
華
粧
、
閻
浮
檀
金
麗
容
、
寫
三
十
二
相
月
桂
、
容

顔
美
麗
、
无
天
下
并
、
紅
裝
玉
質
、
四
海
成
聞
耶
。
爲
君
最
可
宜
。
汝
至
彼
宮
須
嫁
請
。17

牛
頭
天
王
は
人
格
的
に
は
ま
さ
し
く
「
轉
輪
聖
王
」
で
は
あ
っ
た
が
、「
頭
戴
黃
牛
面
、
兩
角
尖
、
而
猶
如
夜
叉
、
質
類
人
間
。
其

勢
長
大
一
由
繕
那
也
。」18

と
い
っ
た
具
合
に
、
そ
の
容
貌
は
怖
畏
を
覚
え
る
異
質
さ
が
有
っ
た
。
そ
の
た
め
后
宮
を
娶
れ
ず
、
臣
民
は

こ
れ
を
残
念
に
思
っ
て
い
た
。
す
る
と
、
帝
釈
天
配
下
の
折
に
昵
懇
の
仲
で
あ
っ
た
同
僚
が
「
瑠
璃
鳥
」
の
姿
で
顕
れ
、「
帝
釋
天
」

か
ら
推
薦
さ
れ
た
后
候
補
を
告
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、そ
の
候
補
者
は「
娑
竭
羅
龍
宮
」「
三
人
明
妃
」の
う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
。

彼
の
后
候
補
の
描
写
は
き
わ
め
て
印
度
的
で
は
あ
る
が
、
仏
経
に
直
接
的
な
典
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
神
道
集
』「
祗

園
大
明
神
事
」
に
「
此
龍
王
五
人
御
娘
在
、
第
一
大
自
在
天
夫
人
也
、
第
二
陰
大
女
名
、
卽
波
利
采
女
云
是
也
、
第
三
須
彌
山
王
夫
人
、
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第
四
琰
羅
王
夫
人
、
第
五
文
殊
敎
依
、
南
方
無
垢
世
界
成
等
正
覺
、
八
歲
龍
女
申
卽
是
也
」19

、
ま
た
そ
れ
に
先
行
す
る
で
あ
ろ
う
『
天

刑
星
祕
密
儀
軌
』20

に
も
「
娑
竭
羅
龍
王
姫
五
人
。
第
一
爲
大
自
在
天
婦
女
。
第
二
牛
頭
天
王
婦
人
。
第
三
爲
須
彌
山
王
夫
人
。
第
四
爲

閻
羅
王
夫
人
。
第
五
依
文
殊
教
化
於
南
方
無
垢
世
界
而
成
佛
畢
。」21

と
有
っ
て
、
そ
こ
で
は
龍
王
の
娘
を
五
人
と
し
て
お
り
、『
簠
簋
内

傳
』
の
そ
れ
と
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。
こ
う
し
た
記
述
と
先
の
三
明
妃
説
と
の
関
係
性
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
も
の
の
、
娑

竭
羅
龍
王
の
波
利
采
女
姉
妹
の
存
在
を
明
言
し
、
牛
頭
天
王
と
関
係
付
け
る
よ
う
な
典
拠
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
同
根
の
説
話

と
捉
え
て
問
題
な
か
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、『
簠
簋
内
傳
』
は
『
天
刑
星
祕
密
儀
軌
』
周
辺
の
言
説
と
も
結
ば
れ
て
、「
天
刑
星
」
は
隨

分
と
密
教
的
に
捉
え
ら
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

他
に
も
『
簠
簋
内
傳
』
に
は
、
そ
の
特
徴
的
な
箇
所
で
密
教
的
痕
跡
は
色
濃
く
留
め
ら
れ
て
い
る
。

『
備
後
國
風
土
記
』
で
は
、
牛
頭
天
王
の
報
復
に
な
す
術
な
く
、
弟
の
蘇
民
将
来
は
不
意
に
一
家
滅
尽
の
災
禍
を
被
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、『
簠
簋
内
傳
』
で
の
敵
役
、
巨
旦
将
来
は
牛
頭
天
王
の
動
向
を
察
知
し
、
対
策
を
講
じ
て
い
る
。

于
辰
鬼
王
忽
然
有
阿
羅
監
鬼
相
、寔
成
不
思
議
之
想
。命
博
士
問
卜
曰
、有
何
妖
蘖
哉
。深
爰
阿
羅
監
鬼
相
、精
氣
不
貞
、胸
躍
動
搖
。

汝
以
深
察
。
士
謹
勘
天
地
陰
陽
員
數
、
閱
龜
甲
八
郭
經
旨
。
昔
北
天
有
王
、
號
牛
頭
天
王
。
爲
求
將
婦
趣
南
海
。
頭
有
牛
角
相
、

雖
望
關
門
、
閉
戶
彈
呵
。
王
齋
故
罔
爲
妨
礙
。
早
經
廿
一
年
、
宜
至
南
海
、
嫁
請
頗
梨
采
女
、
而
生
八
王
子
。
今
厥
八
王
子
等
、

相
具
四
衆
八
龍
等
百
千
若
干
眷
屬
、
欲
破
却
此
城
郭
。
豈
以
可
遁
此
禍
。
鬼
王
曰
、
以
何
祭
祀
令
解
除
。
士
曰
、
供
養
一
千
人

宓
蒭
、
正
可
得
退
散
。
鬼
王
曰
、
勤
修
奈
法
、
士
曰
、
行
太
山
府
君
王
法
、
頗
可
解
除
。
于
辰
鬼
王
歡
喜
、
天
張
鐵
網
、
地
敷

盤
石
、
四
方
搆
長
鐵
築
地
、
同
外
堅
大
澤
溝
堰
、
內
造
玉
寶
殿
、
同
餝
淸
淨
牀
。
嬉
慢
歌
舞
八
句
大
衆
安
座
四
維
、
鉤
索
鐐
鈴

四
衆
薩
埵
侍
立
四
方
。
同
寶
高
座
上
掛
羅
綾
打
敷
、
幷
天
藎
瓔
珞
幢
旛
華
慢
、
飜
覆
四
維
風
、
中
有
淸
淨
明
僧
、
唱
滿
諸
大
陀
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羅
尼
。
爰
天
王
安
然
望
彼
鬼
館
、
鐵
城
高
大
、
神
力
方
便
之
術
、
意
更
叵
叶
者
也
。
于
辰
天
王
持
阿
儞
羅
・
摩
儞
羅
兩
鬼
、
令

鑒
見
。
爰
有
懈
怠
比
丘
、
深
沈
睡
眠
諳
偈
句
。
故
眞
言
不
詳
、
已
成
牖
窓
、
大
穴
生
。
爰
天
王
得
便
、
刷
神
力
翖
、
入
彼
鬼
館
。

諸
眷
屬
共
亂
入
、
没
敵
彼
一
族
、
如
蒔
沙
揣
。22

巨
旦
将
来
は「
阿
羅
監
鬼
相
」を
目
に
し
て
、漠
然
と
不
安
を
覚
え
、自
心
の
動
揺
し
た
原
因
を
博
士
に
占
卜
さ
せ
て
い
る
。「
阿
羅
監
」

と
は
、
見
馴
れ
な
い
語
句
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
「
阿
羅
漢
」
の
転
訛
で
あ
ろ
う
。「
阿
羅
漢
」
は
「
応
供
」
と
翻
訳
さ
れ
、
例
え
ば
『
增

一
阿
含
經
』
に
は
「
爾
時
世
尊
告
諸
比
丘
。
有
三
人
世
人
所
應
供
養
。
云
何
爲
三
。
如
來
至
眞
等
正
覺
世
人
所
應
供
養
。
如
來
弟
子
漏

盡
阿
羅
漢
世
人
所
應
供
養
。
轉
輪
聖
王
世
人
所
應
供
養
。」23

と
有
る
の
で
、「
転
輪
聖
王
」
で
あ
る
「
牛
頭
天
王
」
を
「
応
供
の
鬼
」
と

表
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
巨
旦
将
来
は
牛
頭
天
王
の
姿
を
想
起
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
動
揺
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

彼
は
牛
頭
天
王
と
既
に
接
触
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
「
阿
羅
監
鬼
」
こ
そ
自
身
が
以
前
冷

遇
し
た
牛
頭
天
王
そ
の
人
だ
と
博
士
に
解
き
明
か
さ
れ
て
、
初
め
て
同
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

身
の
危
険
を
察
知
し
た
巨
旦
将
来
は
防
御
策
を
博
士
に
求
め
、「
太
山
府
君
王
法
」
の
勤
修
を
勧
め
ら
れ
る
。

太
山
府
君
法
は
言
う
ま
で
も
な
く
陰
陽
道
の
祭
式
で
、
時
代
は
下
が
る
が
『
祭
文
部
類
』
を
参
照
す
る
と
次
の
よ
う
に
有
る
。

謹
奉
請
閻
羅
天
与
五
道
太
神
泰
山
府
君
下
来
就
座

謹
奉
請
天
官　

地
官　

水
官　

下
来
就
座

謹
奉
請
司
命　

司
禄　

本
名
神　

下
来
就
座

謹
奉
請
開
路
将
軍
土
地
霊
祇
家
親
丈
人
下
来
就
座24
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右
は
勧
請
さ
れ
る
諸
神
た
ち
を
挙
げ
た
箇
所
に
な
る
が
、『
簠
簋
内
傳
』
で
祭
ら
れ
る
神
格
と
は
全
く
一
致
し
な
い
。『
簠
簋
内
傳
』

で
の
そ
れ
は
陰
陽
道
と
言
う
よ
り
、「
嬉
慢
歌
舞
八
句
大
衆
が
四
維
に
安
座
し
、
鉤
索
鐐
鈴
四
衆
薩
埵
が
四
方
に
侍
立
す
る
」
と
い
っ

た
密
教
的
な
尊
格
の
構
成
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
構
え
は
実
に
『
理
趣
經
』「
第
十
三
七
母
女
天
集
會
品
」
の
曼
荼
羅
に
親
し
い
。
そ
れ
は
摩
訶
迦
羅
天
を
中
尊
に
、
七
母

女
天
に
梵
天
女
を
加
え
た
八
尊
で
周
囲
の
四
方
・
四
維
を
囲
む
図
様
で
あ
る
。

中
川
實
範
は
こ
の
「
七
母
女
天
集
會
品
」
を
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

（
第
十
三
段
）

七
母
女
天
集
會
品
。　

上
五
類
天
入
内
證
曼
荼
羅
顯
四
種
曼
荼
羅
。
今
此
七
母
女
天
入
内
證
顯
八
供
養
德
也
。

又
云
。
七
母
女
天
持
三
𦙶
鉤
。
拳
佛
等
者
顯
此
天
四
攝
本
誓
。
鉤
召
者
鉤
召
衆
生
也
。
攝
入
者
引
入
曼
荼
羅
及
引
入
佛
道
。
能

殺
者
殺
害
壞
正
法
不
善
業
。
轉
邪
惡
安
住
正
法
故
鏁
義
也
。
能
成
者
離
難
成
悉
地
故
令
歡
喜
鈴
義
也
。

又
云
。
此
段
外
金
剛
部
體
顯
大
日
八
供
養
德
。
約
衆
生
轉
迷
開
悟
修
生
曼
荼
羅
。
約
本
有
性
海
世
天
當
體
祕
密
曼
荼
羅
體
也
。

又
云
。
七
母
女
天
摩
怛
里
神
行
疫
神
之
曼
荼
羅
也
。『
却
溫
神
咒
經
』
說
此
天
法
也
。

七
母
女
天
。『
大
日
經
疏
』
說
炎
魔
天
眷
屬
也
。

又
云
。
依
『
仁
王
經
』
摩
訶
伽
羅
說
大
黑
天
神
。

云
云

又
云
。
炎
魔
天
闇
夜
神
大
黑
天
同
體
天
。
於
生
死
闇
夜
中
得
自
在
也
。

又
云
。
七
母
女
天
女
形
故
表
八
供
養
女
形
也
。
梵
天
母
者
劫
初
梵
王
唱
衆
生
能
生
母
故
。
以
彼
母
德
表
八
供
養
女
天
也
。25
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實
範
は
「
七
母
女
天
は
女
形
で
あ
る
が
故
に
、
八
供
養
女
の
形
を
表
わ
す
」
と
し
て
、
こ
れ
に
「
梵
天
母
」
を
加
え
て
内
外
八
供

養
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
。
そ
し
て
『
理
趣
經
』
本
文
の
「
七
母
女
天
頂
禮
佛
足
獻
奉
鉤
召
攝
入
能
殺
能
成
三
昧
耶
眞
實
心
者
」26

を
受

け
て
、「
七
母
女
天
」
に
「
四
攝
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
頼
寶
は
同
所
を
「
摩
訶
迦
羅
眷
屬
七
鬼
神
也
。
卽
是
却
溫
神
咒
經
所
說
七

鬼
神
也
。
是
故
疫
神
祈
可
轉
讀
此
經
。
七
鬼
神
歸
佛
會
受
教
勅
故
也
。
今
此
會
中
梵
天
母
來
集
。
七
母
女
天
合
表
示
八
供
養
。
是
卽
卽

事
顯
理
也
。
鉤
召
攝
入
者
。
此
七
母
女
天
召
入
有
情
入
死
門
爲
我
德
。
今
不
動
此
相
爲
如
來
四
攝
大
悲
方
便
也
。
故
鉤
召
鈎
菩
薩
。
攝

入
索
菩
薩
引
入
義
也
。
能
殺
鏁
菩
薩
。
縛
衆
生
令
歸
本
路
之
義
也
。
能
成
鉤
菩
薩
、
所
願
成
辦
歡
喜
位
也
。」27

と
評
し
、
そ
こ
に
「
四

攝
菩
薩
」
の
姿
を
見
て
い
る
。

こ
れ
ら
密
教
の
言
説
を
踏
ま
え
て
、
先
の
『
簠
簋
内
傳
』「
太
山
府
君
王
法
」
の
尊
格
を
眺
め
て
み
る
な
ら
、「
嬉
慢
歌
舞
八
句
大

衆
が
四
維
に
安
座
し
」
と
、内
四
供
養
菩
薩
（
嬉
鬘
歌
舞
）
だ
け
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
「
八
句
大
衆
」
と
言
い
、ま
た
「
八
句
大
衆
」

と
言
い
な
が
ら
「
四
維
」（
四
座
）
し
か
充
て
ず
、
か
え
っ
て
四
摂
菩
薩
に
四
方
の
四
座
を
与
え
る
と
い
っ
た
些
か
錯
綜
し
た
表
記
も
、

単
な
る
混
乱
や
錯
誤
と
し
て
退
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
實
範
ら
の
理
解
で
も
、「
七
母
女
天
集
會
品
」で「
七
母
女
天
」に「
梵

天
母
」
を
加
え
て
「
八
供
養
菩
薩
」
と
し
、
し
か
も
そ
れ
を
同
時
に
「
四
攝
菩
薩
」
と
捉
え
る
も
の
で
、
外
形
的
に
は
八
尊
の
構
成
を

改
め
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
十
二
尊
の
意
義
を
導
き
出
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
内
四
供
養
菩
薩
を
四
維
に
、
四
摂
菩
薩
を
四
方
に

置
く
「
太
山
府
君
王
法
」
の
配
置
法
は
「
七
母
女
天
集
會
品
」
の
解
釈
か
ら
直
ち
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
恐
ら

く
、
金
剛
界
曼
荼
羅
の
理
趣
会
で
の
配
置
法
と
一
致
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
し
た
と
考
え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
る
と
「
太
山
府
君
王
法
」
の
結
構
は
全
く
『
理
趣
經
』
的
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
に
右
に
掲
げ
た
通
り
、「
七
母
女

天
集
會
品
」
の
曼
荼
羅
は
「
行
疫
神
曼
荼
羅
」
で
あ
る
し
、
杲
寶
が
『
理
趣
釋
祕
要
鈔
』
で
「
若
爲
祈
疾
疫
就
當
段
可
修
法
也
。
爲
疾
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疫
祈
禱
作
炎
魔
天
供
。
七
母
爲
炎
魔
眷
屬
故
也
。」28

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
行
疫
神
に
係
る
効
験
が
約
束
さ
れ
、
ま
た
「
大
山
府
君
」

と
重
な
る「
炎
魔
天
」も
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
等
、内
容
の
上
か
ら
も『
簠
簋
内
傳
』と
き
わ
め
て
親
し
い
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
行

林
抄
』
で
は
「
本
命
供
次
第
」
で
「
私
云
。
獻
銀
錢
文
三
通
事
之
。
捧
銀
錢
讀
此
文
可
獻
之
歟
。
如
太
山
府
君
祭
解
文
歟
」29

と
、
密
教

の
修
法
で
は
あ
っ
て
も
陰
陽
道
の
祭
式
と
の
類
似
性
が
言
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
有
り
、
先
の
事
例
は
必
ず
し
も
不
自
然
な
こ
と
と
は

言
え
な
い
。
こ
う
し
た
環
境
下
に
彼
の
祭
式
を
据
え
て
鑑
み
る
な
ら
、
密
教
修
法
が
「
太
山
府
君
王
法
」
の
名
の
元
で
扱
わ
れ
た
と
考

え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、博
士
に
進
言
さ
れ
た
こ
の「
太
山
府
君
王
法
」は
確
実
に
効
験
を
発
し
、牛
頭
天
王
の
進
撃
を
阻
む
の
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、

懈
怠
の
比
丘
の
過
失
に
よ
り
結
界
に
綻
び
が
生
じ
、
牛
頭
天
王
の
進
入
を
許
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
人
為
的
過
失
で
あ
っ
て
、
呪
法
そ

の
も
の
に
帰
さ
れ
る
瑕
疵
で
は
な
い
。

〇
疫
神
裁
斷
日

正
七日			

八
五日			

九
十
五

日

右
此
日
、行
疫
神
等
閻
浮
提
衆
生
風
災
被
定
日
也
。然
而
世
人
不
知
此
日
、故
諸
天
三
寶
不
念
。故
五
体
身
分
令
痛
不
計
命
斷
破
矣
。

此
日
致
精
誠
可
誦
『
心
經
』
云
云
、30

右
此
八
專
日
者
、
自
壬
子
日
至
癸
亥
日
十
二
日
間
、
除
牛
龍
犬
馬
四
、
撰
出
八
專
日
、
魔
心
强
成
日
也
。
此
日
天
修
法
會
、
欲

滅
魔
鏡
焰
、
下
界
修
佛
事
善
根
、

蒙
魔
障
、
亡
身
在
悔
而
已
。31
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右
に
例
を
掲
げ
た
通
り
、『
簠
簋
内
傳
』
で
は
仏
教
法
要
の
効
験
を
軽
視
し
て
は
い
な
い
。
今
掘
太
逸
氏
が
「
陰
陽
道
の
祭
り
や
仏

教
経
典
読
誦
に
代
わ
る
疫
病
の
対
策
法
と
し
て
牛
頭
天
王
信
仰
が
成
立
し
た
」32

と
す
る
見
方
は
、
些
か
注
意
が
必
要
と
な
ろ
う
。

牛
頭
天
王
は
巨
旦
の
「
鬼
館
」
に
侵
入
す
る
や
、
瞬
く
間
に
一
族
を
殲
滅
さ
せ
て
し
ま
う
。『
神
道
集
』
に
は
「
蘇
民
將
來
大
歎
、

自
一
人
娘
彼
婦
成
、名
端
嚴
女
蓮
花
女
名
、御
風
振
當
候
、何
仕
申
」33

と
あ
る
の
で
、疫
癘
を
感
染
さ
せ
て
殺
害
し
た
と
想
像
で
き
る
が
、

『
簠
簋
内
傳
』
で
は
攻
撃
法
に
つ
い
て
言
及
が
無
く
、ま
た
後
に
「
然
誓
願
曰
、我
末
代
成
行
疫
神
」34

と
わ
ざ
わ
ざ
宣
言
し
て
い
る
の
で
、

そ
の
時
点
で
は
行
疫
神
で
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、は
っ
き
り
し
な
い
。
岩
瀬
文
庫
本
の
『
簠
簋
内
傳
』
に
は
「
然
左
塞
禪
定
弓
、

右

智
惠
箭
、
枳
里
枳
里
縛
曰
、
羅
曳
示
吽
啜
咤
射
放
給
、
館
中
所
揗
籠
故
端
一
族
、
咸
被
射
賊
畢
終
」35

と
有
り
、「
一
千
人
宓
蒭
を

供
養
し
、
百
部
『
大
般
若
』
を
講
讀
」36

す
る
こ
と
で
防
御
し
た
「
故
端
」（
巨
旦
）
に
対
し
て
、
軍
荼
利
呪
の
弓37

、
い
わ
ば
密
教
の
調
伏

法
で
攻
撃
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
巨
旦
と
牛
頭
天
王
の
諍
い
の
段
階
は
呪
法
戦
が
想
定
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

以
上
、
お
お
よ
そ
密
教
的
痕
跡
に
つ
い
て
は
尽
く
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
転
じ
て
陰
陽
道
的
痕
跡
の
所
在
を

検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
備
後
國
風
土
記
』
で
は
、牛
頭
天
王
が
蘇
民
将
来
（
弟
）
を
襲
撃
す
る
際
、蘇
民
将
来
（
兄
）
の
娘
を
嫁
が
せ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、

彼
女
に
「
茅
輪
」
を
着
け
さ
せ
、
そ
れ
を
標
識
に
攻
撃
目
標
か
ら
外
し
難
を
免
れ
さ
せ
た
。
こ
の
「
茅
輪
」
が
以
後
、
蘇
民
将
来
の
子

孫
を
疫
病
か
ら
守
る
咒
具
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
「
茅
輪
」
の
宗
教
性
は
、
既
に
広
く
様
々
な
形
で
解

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

道
範
の
『
瑜
祇
經
口
決
』
に
よ
る
と
「
次
說
五
種
茅
環
事
。
是
護
摩
支
分
故
次
護
摩
說
之
。『
大
日
經
疏
』
八
云
。
然
受
用
生
茅
略

有
三
義
。
一
者
其
性
潔
淨
離
處
樂
觸
。
可
以
蠲
除
行
者
昏
怠
恣
慢
之
心
。
二
者
此
是
吉
祥
草
。
世
尊
以
爲
敷
坐
而
證
菩
提
。
是
故
能
除

一
切
諸
障
。
三
者
以
此
吉
祥
茅
表
慧
性
也
。
此
草
兩
邊
多
有
利
刺
。
若
坐
臥
執
持
無
方
便
者
反
爲
所
傷
。
若
順
手
將
護
之
則
不
能
爲
害
。
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一
切
諸
法
亦
如
是
。
若
順
諦
理
觀
之
。
一
切
塵
勞
皆
有
性
淨
之
用
。
若
失
方
便
。
則
能
損
壞
智
身
。
故
以
爲
法
門
表
像
也
。
文
」38

と
有

り
、「
茅
輪
」
は
純
正
な
護
摩
支
具
と
し
て
「
能
除
一
切
諸
障
」
を
期
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
他
に
も
『
阿
娑
縛
抄
』
な
ど
に
は
「
・

『
用
心
草
』
云
。
人
形
。
茅
輪

付
小

刀

	

解
繩
。
散
米
。
又
散
供
。
木
綿
等
如
常

云
々・

或
陰
陽
生
云
。
解
繩
以
紙
捻
。
二
筋
左
繩
本
末
切
物
也
。

一
度
三
用
之
。人

形
・

解
縄

	

散
米　

入
小
土
器
。
折
敷
上
如
此
置
也

云
々

」39

と
も
見
え
、
密
教
修
法
と
し
て
は
些
か
特
異
な
祓
え
の
修
法
、「
河

臨
法
」
の
場
面
で
も
活
用
さ
れ
て
い
た
。「
人
形
。
茅
輪

付
小

刀

	

解
繩
。
散
米
。
又
散
供
。」
と
い
っ
た
咒
具
の
構
成
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、「
河
臨
法
」
は
も
と
よ
り
陰
陽
道
の
「
七
瀬
祓
」
を
摂
取
し
密
教
修
法
に
仕
立
て
直
さ
れ
た
祭
式40

で
、
密
教
に
於
け
る
「
茅
輪
」

は
複
合
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
「
七
瀬
祓
」
も
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
十
「
六
月
祓
」
を
披
閲
し
て
み
る
と
、
寝
殿
南
廂
に

集
う
女
性
の
間
に
茅
輪
が
置
か
れ
、
陰
陽
師
が
流
水
に
向
か
っ
て
作
法
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
、
年
中
行
事
の
「
六
月
祓
」
と
し
て
定

着
を
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
『
行
林
抄
』
で
は
「
茅

ノ
一
枚

ヲ
被
檀
越

ニ
如
六
月
禮
。

後
サ
マ
ニ

越
ヨ

」41

、『
阿
娑
縛
抄
』
で
は
「
菅
拔
一
枚
如
六
月

秡
時
矣
」42

と
、「
七
瀬
祓
」
に
由
来
す
る
「
河
臨
法
」
の
解
説
で
あ
り
な
が
ら
、か
え
っ
て
「
六
月
祓
」
を
引
き
合
い
に
説
明
し
て
お
り
、

一
般
に
知
ら
れ
た
「
茅
輪
」
と
は
何
よ
り
陰
陽
道
様
式
の
「
六
月
祓
」
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
お
く
の
が
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、『
簠
簋
内
傳
』
で
採
用
さ
れ
た
の
は
「
桃
木
の
札
を
削
り
、『
喼
喼
如
律
令
』
の
文
を
書
寫
」43

し
た
呪
符
で
あ
っ
た
。

「
桃
木
」
は
中
国
で
昔
よ
り
除
鬼
の
効
能
が
期
待
さ
れ
て
き
た
が
、陰
陽
道
で
も
例
え
ば
『
祭
文
部
類
』
は
「
靈
氣
道
斷
祭
文
」
に
「
急

急
如
律
令

此
符
一
尺
桃
札
書
之
。

指
左
縄
帰
洛
立
之

」44

と
有
る
。
そ
こ
で
は
「
謹
白
降
臨
来
集
諸
神
君
等
（
主
人
）
忝
儲
微
礼
敬
奉
献
。
謹
神
幸
垂
歆
饗
。
以
□

神
恩
。
□
銷
患
避
悪
之
身
。
誠
依
神
扶
。
除
病
全
命
之
法
、
不
過
祭
礼
。
爰
今
年
相
當
厄
連
病
痾
屢
侵
。
右
家
所
告
霊
氣
為
祟
。
若
是

悪
人
之
加
厭
魅
、
或
又
逝
物
之
遺
怨
氣
、
或
山
河
木
石
之
霊
、
或
親
疎
幽
顕
之
霊
、
如
此
霊
根
伺
障
成
祟
歟
。
□
願
諸
神
君
深
索
廣
尋
、

忽
瘡
邪
悪
□
。
以
此
金
銀
白
鶏
之
財
奠
、
謹
贖
所
受
之
咎
以
□
鐵
人
之
足
才
智
、
敬
替
愚
庸
之
身
。
伏
□
諸
神
垂
霊
□
永
絶
霊
氣
之
咎

崇
、
除
病
延
命
。
謹
啓
（
再
拝　

散
供
）」45

と
、
病
気
治
癒
の
願
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
文
肝
抄
』
で
も
、
特
に
「
桃
木
」
と
は
し
て
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い
な
い
が
、「
息
災
幷
病
時
祭
」46

や
「
身
固
作
法
」47

に
も
「
急
急
如
律
令
」
の
護
符
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
急
急
如
律
令
」
と

の
呪
文
は
陰
陽
道
で
繁
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
道
教
か
ら
の
借
用
で
あ
っ
た
。『
文
肝
抄
』
で
も
「
事
文
類
聚
云
」48

と
し
て
、
類
書

の
『
古
今
事
文
類
聚
』
か
ら
李
匡
乂
の
『
資
暇
集
』
を
引
い
て
当
該
の
呪
文
の
意
義
を
明
か
し
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
意
識
を
有
し

て
い
た
こ
と
に
相
違
な
い
。
し
か
し
同
書
で
は
「
一　

急
ゝ
釋
。　

急
万ゝ
物
物
名

如
三
世
如
來
物
名

律
一
切
并

惣
名

令
悪
鬼
物
名　

圓
滿
院
仰

」49

と
も
言
い
、
既
に

陰
陽
道
の
祭
式
を
摂
取
し
た
密
教
側
か
ら
の
意
義
付
け
も
併
せ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
急
急
如
律
令
」
は
基
本
的
に
陰
陽
道
的
で
あ

る
と
評
し
え
て
も
、
同
時
に
密
教
的
に
も
開
き
う
る
呪
文
と
し
て
陰
陽
道
で
認
識
さ
れ
て
い
た
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

他
に
も
陰
陽
道
的
痕
跡
と
言
え
ば
、
牛
頭
天
王
の
暦
神
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
簠
簋
内
傳
』
の
主
題
に
係
る
重
要
な
問
題
を
孕
ん

で
い
る
。

『
簠
簋
内
傳
』
に
依
る
か
ぎ
り
、「
牛
頭
天
王
」
は
も
と
よ
り
印
度
に
局
限
さ
れ
た
ロ
ー
カ
ル
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
出
自
は
「
北

天
竺
」
で
、
そ
こ
か
ら
南
下
し
て
向
か
っ
た
「
娑
竭
羅
龍
宮
」
の
「
南
海
」
も
、
中
途
で
出
会
し
た
「
巨
旦
大
王
」
が
「
南
天
竺
」
の

「
廣
遠
國
（
廣
達
國
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
牛
頭
天
王
説
話
の
全
て
が
印
度
を
舞
台
と
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
し
か
も
、「
牛

頭
天
王
」
と
「
巨
旦
大
王
」
の
諍
い
も
き
わ
め
て
私
的
な
動
機
を
原
因
と
し
て
い
た
。「
已
望
彼
鬼
門
、
欲
求
一
宿
、
巨
旦
恚
怒
、
令

我
彈
呵
。
我
已
齋
故
恐
然
退
去
。
今
到
彼
國
、
欲
破
却
鬼
王
城
郭
。」50

と
、「
牛
頭
天
王
」
の
報
復
の
動
機
は
「
巨
旦
が
恚
怒
し
て
我
を

彈
呵
し
た
」こ
と
で
あ
っ
て
、彼
が「
魑
魅
魍
魎
の
類
」51

で
あ
る
か
ら
公
的
な
正
義
に
照
ら
し
て
調
伏
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。「
牛

頭
天
王
」
の
下
す
恩
寵
も
「
汝
志
足
哉
大
哉
。
祿
劣
鰥
寡
孤
獨
人
、
心
勝
富
能
貴
德
君
也
。
謝
汝
其
志
」52

と
、
蘇
民
将
来
の
饗
応
に
応

え
た
も
の
で
あ
る
し
、「
巨
旦
将
来
」
の
「
鬼
館
」
で
例
外
的
に
救
助
さ
れ
た
「
賤
女
」
に
つ
い
て
も
「
我
昔
到
此
國
時
、
此
松
園
中

有
一
賤
女
。
雖
巨
旦
奴
婢
女
、爲
我
恩
德
人
也
」53

と
の
私
的
な
関
係
性
に
依
る
も
の
で
、「
転
輪
聖
王
」
の
属
性
が
付
さ
れ
て
は
い
て
も
、

こ
の
段
階
で
仏
教
的
な
徳
目
を
専
ら
発
揮
す
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
。
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こ
う
し
た
私
的
な
恩
讐
を
め
ぐ
る
説
話
、
そ
の
う
え
舞
台
が
印
度
に
限
ら
れ
て
お
れ
ば
、
そ
の
局
限
性
か
ら
日
本
と
の
関
与
は
殆

ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
「
天
王
喜
快
、
彼
夜
叉
國
報
蘇
民
將
來
」
と
し
た
上
で
、「
然
誓
願
曰
。
我
末
代
成
行
疫
神
、

八
王
子
眷
屬
等
國
亂
入
、曰
汝
子
孫
付
可
妨
礙
」54

と
言
っ
て
お
れ
ば
、再
び
「
行
疫
神
」
と
し
て
乱
入
す
る
範
囲
と
し
て
言
わ
れ
た
「
國
」

は
「
夜
叉
國
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
、
日
本
か
ら
す
れ
ば
牛
頭
天
王
の
災
禍
は
単
に
対
岸
の
火
事
で
し
か
な
く
、
そ
れ

を
信
仰
す
べ
き
必
然
性
を
訴
え
よ
う
に
も
、
そ
の
糸
口
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
上
に
立
つ
か
ぎ

り
、「
牛
頭
天
王
」
の
地
域
的
局
限
性
の
打
破
、
い
わ
ば
普
遍
化
は
避
け
ら
れ
な
い
課
題
と
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

実
に
こ
の
問
題
は
「
牛
頭
天
王
」
と
彼
の
眷
屬
ら
の
暦
神
化
に
よ
り
応
答
さ
れ
る
。
そ
れ
は
無
為
な
る
天
体
運
行
を
司
る
神
格
へ

の
転
化
で
、
一
種
の
普
遍
的
法
則
化
に
相
当
す
る
た
め
、
こ
れ
に
よ
り
「
牛
頭
天
王
」
の
誓
願
が
印
度
と
い
う
地
域
性
か
ら
の
解
放
が

果
た
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
時
計
仕
掛
け
の
よ
う
に
正
確
に
差
迫
る
危
機
を
、
日
本
人
も
当
事
者
と
し
て
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
片
や
『
神
道
集
』
で
は
印
度
の
牛
頭
天
王
を
、
本
地
の
「
薬
師
」「
十
一
面
」
を
引
き
合
い
に
、
そ
の
自
在
に

応
現
す
る
働
き
を
期
待
し
て
普
遍
化
を
施
し
た
上
で
、「
殊
此
土
衆
生
哀
利
益
給
」55

と
述
べ
、や
は
り
日
本
と
の
関
り
を
強
調
し
て
い
る
。

た
し
か
に
『
簠
簋
内
傳
』
で
も
本
地
を
「
毗
盧
遮
那
如
來
」
と
し
て
『
神
道
集
』
と
同
様
の
論
理
を
据
え
、
形
而
上
学
的
、
い
わ
ば
観

念
的
で
抽
象
的
な
普
遍
性
を
獲
得
さ
せ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
暦
神
化
の
強
調
に
よ
り
形
而
下
に
於
て
も
一
箇
の
牛
頭
天
王

と
い
う
存
在
に
即
し
て
普
遍
性
を
開
い
て
見
せ
、
諸
地
域
で
等
し
く
無
視
で
き
な
い
存
在
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
る
点
に
特
徴
が
有
る
。

こ
う
し
た
牛
頭
天
王
信
仰
の
普
遍
化
は
「
五
節
祭
禮
」
の
内
で
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

汝
（
蘇
民
將
來
）
定
一
守
護
、
所
以
授
二
六
祕
文
。
然
濁
世
末
代
衆
生
、
必
耽
三
毒
、
煩
惱
增
長
、
四
大
不
調
、
甚
受
寒
熱
二
病
。

牛
頭
天
王
部
類
眷
屬
所
行
也
。
若
欲
退
失
此
病
痛
、
外
不
違
五
節
祭
禮
、
內
収
二
六
祕
文
、
須
信
敬
。
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厥
五
節
祭
禮
者
、正
月
一
日
、赤
白
鏡
餠
、巨
旦
骨
肉
。
三
月
三
日
、蓬
萊
草
餠
、巨
旦
皮
膚
。
五
月
五
日
、菖
蒲
結
粽
、巨
旦
鬚
髮
。

七
月
七
日
、
小
麥
索
麵
、
巨
旦
繼
。
九
月
九
日
、
黃
菊
酒
水
、
巨
旦
血
脈
。
總
蹴
鞠
頭
的
眼
。
門
松
墓
驗
。
修
正
導
師
葬
禮
威
儀
。

咸
是
巨
旦
調
伏
儀
式
。56

右
の
牛
頭
天
王
の
発
言
を
読
み
解
く
に
際
し
、
そ
れ
が
印
度
と
い
う
場
に
於
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
先
ず
は
注
意
し
て
お
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
彼
の
文
脈
に
沿
う
か
ぎ
り
、
人
日
（
元
旦
）、
上
巳
、
端
午
、
七
夕
、
重
陽
の
「
五
節
祭
禮
」、
ま
た
そ

れ
ぞ
れ
の
節
会
に
相
応
し
た
縁
起
物
（
食
品
）
も
印
度
文
化
に
内
包
さ
れ
た
と
捉
え
ね
ば
な
ら
ず
、そ
の
主
張
に
違
和
感
を
禁
じ
え
な
い
。

実
に
「
然
后
切
斷
彼
巨
旦
屍
骸
、各
配
當
五
節
、行
調
伏
威
儀
」57

と
、五
節
会
の
食
品
と
は
切
断
さ
れ
た
巨
旦
将
来
の
肉
体
、「
骨
肉
」「
皮

膚
」「
鬚
髮
」「
繼
」（
岩
瀬
文
庫
本
で
は
「
筋
」）「
血
脈
」
の
象
徴
物
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、『
黃
帝
內
經
素
問
』「
宣
明
五
氣
」
で
「
藏

所
主
。
心
主
脈
、
肺
主
皮
、
肝
主
筋
、
脾
主
肉
、
腎
主
骨
、
是
謂
五
主
。」
と
言
う
「
五
主
」
の
区
分
と
重
な
り
、
そ
れ
を
念
頭
に
構

成
さ
れ
た
と
見
る
必
要
が
有
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
を
「
五
節
祭
禮
」
と
接
合
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
象
徴
体
系
の
背
後

に
五
行
説
の
論
理
を
疑
う
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

か
く
年
中
行
事
と
そ
の
観
念
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
日
本
的
、
せ
い
ぜ
い
由
来
を
遡
っ
て
も
中
国
で
行
き
止
ま
り
と
な
る
は
ず
だ
が
、

そ
れ
を
巨
旦
将
来
の
調
伏
法
で
あ
る
と
印
度
で
語
る
事
態
は
、
き
わ
め
て
矛
盾
的
に
も
映
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
批
判
は
近
代
以
後

の
見
立
て
に
依
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
彼
の
論
理
を
読
み
解
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
先
の
矛
盾

は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、「
五
節
祭
禮
」
が
三
国
で
普
く
営
ま
れ
て
き
た
と
す
る
観
念
を
読
み
取
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
る
と
、
牛
頭
天
王
信
仰
に
彩
ら
れ
た
「
五
節
祭
禮
」
は
三
国
世
界
で
普
遍
性
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
伴
い
我
が
国
で
の
「
五
節
祭

禮
」
も
そ
の
広
が
り
の
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、牛
頭
天
王
の
信
仰
と
は
無
関
係
に
、既
に
我
が
国
で
は
「
五
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節
祭
禮
」
を
年
中
行
事
と
し
て
催
行
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
教
誡
に
よ
り
初
め
て
祭
礼
の
真
意
が
開
示
さ
れ
る
と
い
っ
た

構
え
は
、
日
本
人
を
自
動
的
に
牛
頭
天
王
の
信
仰
に
組
み
込
み
、
無
意
識
の
内
に
彼
の
調
伏
の
営
み
に
加
担
し
て
き
た
こ
と
を
喩
す
告

知
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

然
牛
頭
天
王
、自
龍
宮
界
、還
歸
閻
浮
提
、長
保
元
年
六
月
一
日
。
於
祗
園
精
舎
、三
十
日
間
、調
伏
巨
旦
、至
于
今
世
、學
此
威
儀
。

六
月
一
日
齒
堅
肝
要
也
。
惡
可
惡
。
巨
旦
邪
氣
殘
族
、
魑
魅
魍
魎
類
。
信
可
信
、
牛
頭
天
王
八
王
子
等
。
其
八
王
子
者
、
太
歲
、

大
將
軍
、
大
陰
、
歲
刑
、
歳
破
、
歲
殺
、
黃
幡
、
豹
尾
等
也
。58

こ
う
し
た
祭
祀
の
三
国
普
遍
の
観
念
は
、
同
じ
く
「
巨
旦
の
調
伏
」
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
右
に
見
る
「
祇
園
精
舍
」
の

儀
礼
を
除
外
し
て
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

「
祇
園
精
舍
」
は
文
字
通
り
印
度
の
祇
園
精
舎
と
読
み
取
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
「
六
月
一
日
は
齒
堅
の
肝
要
」
は
ど

う
に
も
印
度
に
は
遡
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
並
び
も
ひ
ど
く
ち
ぐ
は
ぐ
な
印
象
を
与
え
る
。
た
し
か
に
、
歴
史
的
事
実
に
照
ら
せ
ば
、

両
者
の
由
来
す
る
地
域
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
先
の
場
合
に
同
じ
く
、
何
れ
も
そ
の
儀
礼
の
意
義
が
三
国
に
普
遍
的
に

開
か
れ
結
び
あ
っ
て
い
る
と
了
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
局
地
的
な
儀
礼
の
所
在
を
そ
の
ま
ま
に
三
国
世
界
の
各

地
に
当
て
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
れ
ば
、「
祇
園
精
舍
」
の
「
調
伏
」
は
、
こ
れ
を
日
本
に
適
用
す
る
と
、
当
然
、
八
坂
の
祗
園
の
祭

礼
に
焦
点
が
結
ば
れ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。59

あ
る
い
は
ま
た
、『
簠
簋
内
傳
』
で
わ
ざ
わ
ざ
「
今
世
に
至
る
ま
で
、
こ
の
威
儀
を
學

ん
で
い
る
」
と
現
在
に
至
る
継
続
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
も
、
印
度
の
祇
園
精
舍
の
廃
絶60

を
伝
え
る
諸
説
話
集
の
記
事
と
呼
応
さ
せ

て
見
る
な
ら
、む
し
ろ
祭
礼
の
中
心
地
を
日
本
に
定
め
よ
う
と
す
る
意
図
も
疑
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
る
と
、「
長
保
元
年（
九
九
九
）
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六
月
一
日
」
と
の
日
付
も
、
僧
形
の
雑
芸
者
、
无
骨
が
「
大
嘗
會
之
標
」
に
似
せ
た
山
鉾
の
原
型
を
社
頭
に
持
ち
込
む
出
来
事
の
時
期

に
近
く61

、
共
に
祭
礼
の
起
源
を
語
る
上
で
の
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
関
連
付
け
て
考
え
て
宜
し
い

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
件
の
暦
神
化
は
『
簠
簋
内
傳
』
で
い
か
に
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
、
天
道
神
方

正
月
南
行
、
二
月
西
南
行
、
三
月
北
行
、
四
月
西
行
、
五
月
西
北
行
、
六
月
東
行
、
七
月
北
行
、
八
月
東
北
行
、
九
月
南
行
、

十
月
東
行
、
霜
月
東
南
行
、
雪
月
西
行
、

右
天
道
神
者
、
牛
頭
天
王
也
。
萬
事
大
吉
。
向
此
方
藏
袍
衣
、
鞍
置
始
。
一
切
所
求
所
成
就
也
。

二
、
歲
德
神
方

甲
己
年
東
宮
在
甲
、
寅
卯
間
、
乙
庚
年
西
宮
在
庚
、
申
酉
間
、

戊
癸
年
中
宮
在
戊
、
丑
未
辰
戌
間
、
或
已
午
間
、

丙
辛
年
南
宮
在
丙
、
已
午
間
、
丁
壬
年
北
宮
在
壬
、
亥
子
間
、

右
、
此
方
者
、
頗
梨
采
女
方
也
。
八
將
神
之
母
也
。
容
顔
美
麗
、
忍
辱
慈
悲
之
體
也
。
故
尤
諸
事
可
用
之
。

三
、八
將
神
方

大
歳
神
方　

子　

丑　

寅　

卯　

辰　

已　

午　

未　

申　

酉　

戌　

亥
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大
將
軍
方　

酉　

酉　

子　

子　

子　

卯　

卯　

卯　

午　

午　

午　

酉

大
陰
神
方　

戌　

亥　

子　

丑　

寅　

卯　

辰　

已　

午　

未　

申　

酉

歲
刑
神
方　

卯　

戌　

巳　

子　

辰　

申　

午　

丑　

寅　

酉　

未　

亥

歲
破
神
方　

午　

未　

申　

酉　

戌　

亥　

子　

丑　

寅　

卯　

辰　

巳

歲
殺
神
方　

未　

辰　

丑　

戌　

未　

辰　

丑　

戌　

未　

辰　

丑　

戌

黃
旛
神
方　

辰　

丑　

戌　

未　

辰　

丑　

戌　

未　

辰　

丑　

戌　

未

豹
尾
神
方　

戌　

未　

辰　

丑　

戌　

未　

辰　

丑　

戌　

未　

辰　

丑

右
八
將
神
者
、
牛
頭
天
王
之
王
子
也
。
而
春
夏
秋
冬
四
土
用
行
疫
神
也
。
大
歲
神
方
者
、
厥
歲
其
方
也
。
以
此
一
神
方
、
諸
餘

七
神
方
可
知
之
者
也
。

第
一
大
歲
神
、
總
光
天
王
、
本
地
藥
師
如
來
、
向
此
方
造
作
大
吉
。
敢
不
截
木
。

第
二
大
將
軍
、
魔
王
天
王
、
本
地
他
化
自
在
天
、
向
此
方
萬
事
凶
。
故
世
人
號
三
年
塞
。

第
三
大
陰
神
、
俱
摩
羅
天
王
、
本
地
聖
觀
自
在
尊
、
向
此
方
萬
事
凶
。
殊
嫁
娶
結
婚
等
凶
。

第
四
歲
刑
神
、
得
達
神
天
王
、
本
地
堅
牢
地
神
、
向
此
方
犯
土
凶
。
雖
爾
兵
具
收
大
吉
。

第
五
歲
破
神
、
良
侍
天
王
、
本
地
河
泊
大
水
神
、
向
此
方
不
渡
海
河
。
造
作
則
牛
馬
死
。

第
六
歲
殺
神
、
侍
神
相
天
王
、
本
地
大
威
德
、
向
此
方
不
取
弓
前
、
嫁
娶
結
婚
等
凶
。

第
七
黃
旛
神
、
宅
神
相
天
王
、
本
地
摩
利
支
天
、
向
此
方
開
軍
神
旛
吉
。
收
財
寶
尤
凶
。

第
八
豹
尾
神
、
蛇
毒
氣
神
、
本
地
三
寶
大
荒
神
、
向
此
方
大
小
便
凶
。
宜
不
収
六
畜
。
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四
、
天
德
神
方

正
月
在
丁

巳方	

二
月
在
坤

未申	

三
月
在
壬

子方	

四
月
在
辛

酉方	

五
月
在
乾

戌亥	

六
月
在
申
寅方	

七
月
在
癸

亥方	

八
月
在
艮

丑寅	

九
月
在
丙

午方	

十
月
在

乙
卯方	

霜
月
在
巽

辰巳	

雪
月
在
庚

申方

右
、
天
德
神
者
、
蘇
民
將
來
之
方
。
或
曰
武
答
天
神
。
宜
向
此
方
可
避
病
。
乘
舟
吉
、
剛
猛
造
舍
出
行
吉
。
此
神
者
、
廣
遠
國
主
、

牛
頭
天
王
大
檀
那
也
。
八
萬
四
千
行
疫
神
流
行
、
不
犯
此
方
、
大
吉
方
可
識
也
。

五
、
金
神
七
殺
方

甲
己
歲
午
未
申
酉
方　

乙
庚
歲
辰
已
戌
亥
方

　
　

戊
癸
歳
子
丑
申
酉
方

丙
辛
歲
子
丑
寅
卯
方　

丁
壬
歲
寅
卯
戌
亥
方

右
、此
金
神
者
、巨
旦
大
王
精
魂
也
。七
魄
遊
行
而
殺
戮
南
閻
浮
提
之
諸
衆
生
。若
人
雖
向
此
方
、則
家
内
七
人
死
。若
無
家
內
其
數
、

則
隣
家
人
加
之
者
耶
。
是
名
風
災
。
金
収
肺
、
具
七
魂
、
斷
破
萬
物
。
故
尤
可
厭
者
也
。62

『
簠
簋
内
傳
』
で
は
牛
頭
天
王
と
そ
の
眷
屬
を
そ
れ
ぞ
れ
暦
神
に
対
応
さ
せ
て
い
る
が
、
十
分
な
根
拠
を
与
え
て
は
い
な
い
。
し
か

も
接
合
さ
れ
た
両
神
の
性
格
を
照
合
さ
せ
て
み
て
も
、
整
合
性
の
確
保
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
。
殊
に
巨
旦
将
来
と

金
神
の
接
合
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

金
神
に
係
る
学
説
は
平
安
時
代
に
明
経
道
の
清
原
頼
隆
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
陰
陽
道
で
は
賛
否
の
一
定
し
な
い
不
安
定
な
教
説
で

あ
っ
た
。『
簠
簋
内
傳
』
は
こ
れ
を
取
り
入
れ
て
巨
旦
将
来
に
結
ぶ
わ
け
だ
が
、
巨
旦
将
来
は
既
に
牛
頭
天
王
の
調
伏
を
受
け
て
肉
体
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を
喪
失
し
て
い
る
た
め
、「
精
魂
」、
ま
た
「
七
魄
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
「
七
魄
」
は
、
例
え
ば
『
悉
曇
略
圖
抄
』

に「
三
魂
雖
趣
生
所
。
七
魄
必
留
死
骸
。
死
體
猶
有
神
。
半
體
豈
無
識
乎
。」63

と
あ
る
よ
う
に
、「
死
骸
」に
取
り
つ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、

巨
旦
将
来
の
七
魄
は
落
ち
着
く
べ
き
拠
り
所
を
失
っ
て
い
る
。
こ
の
「
七
魄
」
の
性
格
に
着
目
し
て
、「
故
に
金
神
は
『
遊
行
』
せ
ざ

る
を
え
な
い
」
と
の
解
釈
を
導
く
向
き
も
有
る
の
だ
が
、と
は
言
え
、他
に
「
大
將
軍
」
に
も
同
じ
く
「
遊
行
」
は
認
め
ら
れ
る
た
め
、「
遊

行
」
一
般
の
根
拠
を
肉
体
の
喪
失
で
合
理
化
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
、
牛
頭
天
王
や
八
王
子
の
討
伐
の
対
象
で
あ
っ
た

巨
旦
将
来
が
、
暦
神
化
を
経
て
以
後
、
両
者
の
間
で
交
渉
が
突
如
と
し
て
失
わ
れ
、
関
係
性
が
完
全
に
途
絶
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
合

理
化
し
難
い
不
整
合
の
方
を
重
く
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
牛
頭
天
王
が
懲
罰
す
る
対
象
と
い
う
意
味
で
は
、
巨
旦
将
来
は
濁
世
末
代
衆

生
と
同
列
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
、
金
神
と
化
し
た
巨
旦
将
来
は
牛
頭
天
王
に
叛
逆
す
る
で
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
末
代
衆
生

に
殺
戮
の
刃
を
向
け
て
い
る
。
こ
こ
に
蘇
民
将
来
譚
本
来
の
結
構
は
崩
れ
、
巨
旦
将
来
は
原
型
を
留
め
ず
金
神
に
変
化
さ
せ
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
暦
神
化
前
後
の
接
合
の
不
安
定
さ
は
、
蘇
民
将
来
譚
が
予
め
暦
神
を
想
定
し
て
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
と
よ

り
厳
密
な
対
応
関
係
が
構
築
し
難
い
点
に
理
由
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
巨
旦
将
来
の
金
神
化
は
蘇
民
将
来
譚
に

基
づ
く
『
簠
簋
内
傳
』
の
牛
頭
天
王
信
仰
に
特
徴
的
な
色
彩
を
与
え
て
お
り
、
こ
の
点
は
看
過
で
き
な
い
。

『
備
後
國
風
土
記
』
や
『
神
道
集
』
で
は
「
蘇
民
將
来
の
子
孫
」
で
あ
る
旨
を
標
識
で
知
ら
せ
れ
ば
疫
病
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、

こ
れ
で
一
つ
の
大
団
円
を
迎
え
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
『
簠
簋
內
傳
』
で
は
、
牛
頭
天
王
に
信
仰
を
表
明
し
て
も
金
神
の
齎
す
災
厄

の
回
避
を
保
証
し
て
は
く
れ
ず
、
そ
れ
だ
け
で
は
除
災
は
完
結
し
な
い
。

牛
頭
天
王
は
信
仰
の
代
価
に
疫
癘
の
免
除
を
約
束
し
て
い
る
が
、
暦
神
は
理
法
の
人
格
化
で
あ
る
た
め
、
信
仰
の
存
否
が
問
わ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
神
格
の
役
割
は
一
定
の
規
則
性
に
支
配
さ
れ
た
体
系
下
で
明
確
に
固
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
牛
頭
天
王
の
場

合
、
そ
の
信
仰
を
拒
絶
す
る
と
、
行
疫
神
に
変
貌
し
、
彼
の
神
格
に
予
定
さ
れ
た
暦
神
と
し
て
の
挙
動
、「
萬
事
大
吉
」
は
果
た
さ
れ
ず
、
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体
系
を
破
綻
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
、
体
系
を
維
持
す
る
に
は
「
信
ず
べ
き
を
信
ぜ
よ
」「
悪
む
べ
き
を
悪
め
」
と
強
要
し
、
順
応

が
促
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
否
寧
ろ
、
巧
妙
に
も
、
末
代
衆
生
は
巨
旦
将
来
の
調
伏
法
と
は
知
ら
ず
に
、
通
常
の
年
中
行
事
を
行

う
こ
と
で
無
意
識
の
う
ち
に
牛
頭
に
加
担
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
予
め
末
代
衆
生
を
牛
頭
天
王
の
側
に
立
た
せ
て
お
く
こ
と
で
、「
信
ず

べ
き
を
信
ぜ
よ
」「
悪
む
べ
き
を
悪
め
」
の
文
脈
に
拘
束
し
、
暦
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
ら
の
在
り
方
を
構
想
通
り
に
保
つ
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
暦
神
の
体
系
が
牛
頭
天
王
の
信
仰
を
所
与
と
す
る
こ
と
で
、
末
代
衆
生
と
巨
旦
将
来
の
敵
対
関
係
も
固
定

さ
れ
た
。
末
代
衆
生
が
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
金
神
の
災
厄
も
、
こ
の
巨
旦
将
来
の
敵
愾
心
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
は
先
の
整
合
性
の
困
難
に
一
つ
の
回
答
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
疫
神
信
仰
の
主
た
る
脅
威
を
牛
頭
天
王
か
ら
巨
旦
将
来
（
金

神
）
に
顛
倒
さ
せ
る
事
態
に
も
繋
が
っ
た
。

『
簠
簋
内
傳
』
は
暦
神
化
を
契
機
に
前
後
で
牛
頭
天
王
・
巨
旦
将
来
の
性
格
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
の
だ
が
、
件
の
契
機
は
該
書
の

蘇
民
将
来
譚
の
内
か
ら
発
し
て
い
な
い
。『
簠
簋
内
傳
』
は
冒
頭
で
「
倩
以
、
天
地
開
闢
、
陰
陽
起
興
、
自
然
而
諸
萬
國
開
起
。」64

と
言

い
、
ま
た
牛
頭
天
王
は
娑
婆
世
界
に
下
る
以
前
は
「
天
刑
星
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
牛
頭
天
王
と
し
て
顕

現
し
た
際
に
は
既
に
天
地
は
成
っ
て
い
て
、
そ
れ
な
り
に
天
地
は
運
行
し
て
い
た
と
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
ま
た
、
転
輪

聖
王
と
し
て
の
牛
頭
天
王
の
為
政
を
讃
歎
し
て
「
五
日
風
不
叩
枝
、
十
日
雨
不
犯
塼
」65

と
言
っ
て
い
て
も
、
五
風
十
雨
を
直
接
調
御
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
善
政
に
応
じ
た
天
の
瑞
相
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
形
而
下
の
牛
頭
天
王
は
天
理
に
応
じ

た
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
鑑
み
る
な
ら
、天
運
を
司
る
暦
神
が
牛
頭
天
王
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

牛
頭
天
王
説
話
を
暦
神
の
起
源
譚
と
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。『
簠
簋
内
傳
』
の
蘇
民
将
来
譚
は
、
そ
れ
を
素
材
に
異
質
な
暦
神
を
加

上
し
て
接
合
さ
れ
た
と
捉
え
て
お
く
の
に
留
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

既
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、奥
書
に
「
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
庚
寅
三
月
十
一
日
賜
小
野
僧
正
─
御
本
」
と
あ
る
妙
法
院
蔵
『
神



蓮花寺佛教研究所紀要　第十四号

128

像
絵
巻
』
で
も
牛
頭
天
王
の
暦
神
化
は
果
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、『
簠
簋
内
傳
』
の
構
想
は
必
ず
し
も
独
創
で
は
な
く
、
彼
の
延

長
線
上
に
在
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
牛
頭
天
王
と
眷
属
を
暦
神
に
配
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
該
書
が
整
合
性
に
さ
ほ
ど
配
慮

し
て
い
な
い
の
も
、
既
存
の
言

パ
ラ
ダ
イ
ム説

の
上
に
立
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
『
傷
寒
論
』「
傷
寒
例
」
の
「
夫
欲
候
知
四
時
正
氣
爲
病
、
及
時
行
疫
氣
之
法
、
皆
當
按
斗
曆
占
之
。」
を
踏
ま
え
れ
ば
、

四
季
の
移
り
変
わ
り
に
伴
う
通
常
の
「
氣
」（「
四
時
正
氣
」）
の
変
化
に
起
因
す
る
病
の
診
断
に
暦
占
の
利
用
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
行

疫
神
の
暦
神
化
は
必
ず
し
も
不
共
で
突
飛
な
発
想
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
既
に
『
黄
帝
内
經
』「
六
微
旨
大
論
」
で
、例
え
ば
「
歧

伯
曰
。
上
下
之
位
、
氣
交
之
中
、
人
之
居
也
。
故
曰
。
天
樞
之
上
、
天
氣
主
之
、
天
樞
之
下
、
地
氣
主
之
、
氣
交
之
分
、
人
氣
從
之
、

萬
物
由
之
、
此
之
謂
也
。」
と
言
っ
て
、
人
間
の
「
氣
」
は
常
に
天
・
地
の
「
氣
」
か
ら
の
影
響
を
受
け
健
康
状
態
を
左
右
さ
れ
る
と

考
え
て
お
り
、「
刺
法
論
」
で
は
「
黃
帝
問
曰
。
剛
柔
二
干
、
失
守
其
位
、
使
天
運
之
氣
皆
虛
乎
。
與
民
為
病
、
可
得
平
乎
。
歧
伯
曰
。

深
乎
哉
。
問
明
其
奧
旨
。
天
地
迭
移
、
三
年
化
疫
、
是
謂
根
之
可
見
、
必
有
逃
門
。」
と
、
疫
癘
の
原
因
も
規
則
的
な
「
天
運
」
に
結

ぶ
も
の
と
さ
れ
た66

。
そ
れ
故
、
暦
は
病
の
読
み
解
き
に
要
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
傷
寒
論
』
は
既
に
惟
宗
具
俊
の
『
本
草
色
葉
抄
』
に

引
か
れ
て
お
り
、
中
医
の
病
理
学
に
照
ら
す
な
ら
、
一
つ
の
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
素
地
は
整
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
先
ず
は
そ
う
し
た
基
本
的
な
視
点
か
ら
『
簠
簋
内
傳
』
な
り
『
神
像
絵
巻
』
を
了
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、『
神
像
絵
巻
』
に
見
る
暦
神
化
さ
れ
た
牛
頭
天
王
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
牛
頭
天
皇
像

此
天
王
国
土
大
守
、
護
國
大
将
。
此
即
藥
師
如
來
十
二
浄
願
垂
跡
、
日
光
月
光
三
佛
合
躰
祕
佛
也
。

今
、
此
天
王
有
八
大
王
子
、
十
二
鬼
王
、
從
神
八
万
四
千
六
百
九
十
四
神
在
之
。
此
一
ゝ
祗
神
年
中
十
二
月
毎
日
十
二
時
分
配
之
。
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且
住
四
角
八
方
以
守
國
五
鎮
四
海
。
以
暦
注
知
之
。
以
暦
注
示
之
。

大
歳
神	

今
天
王
也
。
年
中
大
守
故
云
大
歳

大
将
軍	

一
王
子
、

相
光
天
王

大
陰 

第
八
王
子
、

託
相
神
横
天

歳
德 

第
二
王
子
、

魔
王
天
王

歳
刑 

第
三
王
子
、

倶
魔
羅
天
王

歳
破 

第
五
王
子
、

羅
侍
天
王

歳
煞 

第
四
王
子
、

德
達
神
天

黄
幡 

第
六
王
子
、

達
尼
謨
天
王

豹
尾 

第
七
王
子
、

侍
神
相
天
王

已
上
、
牛
頭
天
王
八
大
王
子
、
往
八
方
守
國
大
令
。

三
面
、
中
薬
師
、
左
面
日
光
、
右
面
月
光
菩
薩
也
。

十
二
臂
、
此
十
二
大
願
、
十
二
神
將
合
躰
故
。

亦
毎
月
中
月
建
下

天
道
神

牛
頭
天
王　

天
德

武
答
天
神　

月
煞

虵
毒
氣
神

用
時

蘇
民
将
来　

月
德

波
梨
采
女　

合
神

八
王
子

月
空

粟
佐
梨
神　

三
鏡

文
撰
王		

67
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『
神
像
絵
巻
』
で
は
、
牛
頭
天
王
の
本
地
は
薬
師
如
来
で
、
薬
師
如
来
・
日
光
菩
薩
・
月
光
菩
薩
の
三
面
を
持
ち
、
十
二
臂
と
い
っ

た
容
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
牛
頭
天
王
は
八
大
王
子
、
十
二
鬼
王
、
従
神
八
万
四
千
六
百
九
十
四
を
眷
屬
に
従
え
、
そ
れ
ら

は「
年
中
十
二
月
毎
日
十
二
時
」に
分
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、主
神
と
も
ど
も
一
具
に
暦
神
化
が
果
た
さ
れ
た
と
見
え
る
。

そ
れ
で
は
、『
神
像
絵
巻
』
に
見
る
暦
神
と
の
対
応
関
係
と
『
簠
簋
内
傳
』
に
見
る
そ
れ
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

暦
神

『
簠
簋
内
傳
』

『
神
像
絵
巻
』

天
道
神

牛
頭
天
王

歳
徳
神

頗
梨
采
女

第
二
王
子
、
魔
王
天
王

大
歳
神

總
光
天
王
（
藥
師
如
來
）

牛
頭
天
王

大
将
軍

魔
王
天
王
（
他
化
自
在
天
）

一
王
子
、
相
光
天
王

大
陰
神

俱
摩
羅
天
王
（
聖
觀
自
在
尊
）

第
八
王
子
、
託
相
神
横
天

歳
刑
神

得
達
神
天
王
（
堅
牢
地
神
）

第
三
王
子
、
倶
魔
羅
天
王

歳
破
神

良
侍
天
王
（
河
泊
大
水
神
）

第
五
王
子
、
羅
侍
天
王

歳
殺
神

侍
神
相
天
王
（
大
威
德
）

第
四
王
子
、
德
達
神
天

黄
幡
神

宅
神
相
天
王
（
摩
利
支
天
）

第
六
王
子
、
達
尼
謨
天
王

豹
尾
神

蛇
毒
氣
神
（
三
寶
大
荒
神
）

第
七
王
子
、
侍
神
相
天
王

天
徳
神

蘇
民
将
来
・
武
答
天
神

金
神

巨
旦
大
王

八
大
王
子
の
名
称
を
較
べ
る
と
、
両
書
は
と
も
に
文
字
の
異
同
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
お
お
よ
そ
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
『
簠
簋

内
傳
』
で
「
蛇
毒
氣
神
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、『
神
像
絵
巻
』
で
は
「
達
尼
謨
天
王
」
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
点
で
両
書
は
明
確
に

相
違
す
る
。『
神
道
集
』
の
「
其
八
王
子
者
、	

第
一
王
子
相
光
天
王
號
、
第
二
王
子
魔
王
天
王
號
、
第
三
王
子
俱
魔
良
天
王
號
、
第
四

王
子
德
神
天
王
號
、
第
五
王
子
良
侍
天
王
號
、
第
六
王
子
達
尼
漢
天
王
號
、
第
七
王
子
侍
神
相
天
王
號
、
第
八
王
子
宅
相
神
天
王
號
」68
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と
す
る
記
述
を
鑑
み
る
と
、
そ
こ
に
「
達
尼
漢
天
王
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、『
簠
簋
内
傳
』
の
「
蛇
毒
氣
神
」
の
方
が
特

徴
的
な
配
当
と
見
做
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
八
大
王
子
を
『
簠
簋
内
傳
』
で
は
「
八
將
神
」
に
配
当
し
て
い
る
が
、『
神
像
絵
巻
』
は
い
わ
ゆ
る
「
八
將
神
」
の
內
に
牛
頭

天
王
を
組
み
込
み
、
そ
れ
に
伴
い
「
八
將
神
」
か
ら
外
さ
れ
た
「
魔
王
天
王
」
を
転
じ
て
「
歳
徳
」
に
当
て
て
い
る
。
単
純
に
両
者
を

見
比
べ
れ
ば
『
簠
簋
内
傳
』
の
方
が
形
式
的
に
は
隨
分
と
整
備
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、『
神
像
絵
巻
』
は
「
八
將
神
」

と
の
括
り
を
そ
も
そ
も
意
識
し
て
い
な
い
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。『
暦
林
問
答
集
』で
は「
釋
大
歲
第
六
」「
釋
歲
德
第
七
」「
釋

大
將
軍
第
八
」「
釋
大
陰
第
九
」「
釋
歲
刑
第
十
」「
釋
歲
破
第
十
一
」「
釋
歲
殺
第
十
二
」「
釋
黃
幡
第
十
三
」「
釋
豹
尾
第
十
四
」
の
順

に
解
説
を
施
し
て
お
り69

、
そ
の
並
び
順
は
『
神
像
絵
巻
』
と
一
致
し
て
い
る
し
、『
暦
林
問
答
集
』
で
も
「
八
將
神
」
と
し
て
括
る
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
示
し
て
は
い
な
い
た
め
、
か
え
っ
て
『
神
像
絵
巻
』
の
記
述
の
方
が
陰
陽
道
の
正
統
説
に
近
し
い
位
置
を
占
め
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、『
簠
簋
内
傳
』
で
は
こ
れ
ら
「
八
將
神
」
と
共
に
「
天
道
神
」「
天
德
神
」「
金
神
」
を
並
べ
立
て
、
蘇
民
将
来
譚
の
登
場
人

物
を
一
具
に
契
当
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
神
像
絵
巻
』
で
は
い
わ
ゆ
る
「
八
將
神
」
と
「
歳
徳
神
」
だ
け
を
挙
げ
て
、
先
ず

牛
頭
天
王
と
八
大
王
子
に
当
て
て
、そ
れ
以
外
は
別
項
の「
亦
毎
月
中
月
建
下
」で
配
当
し
て
い
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、先
に「
大

歳
神
」
と
さ
れ
た
牛
頭
天
王
が
、
再
び
「
天
道
神
」
に
配
当
さ
れ
て
い
る
点
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
暦
神
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
前
者
と
相

違
さ
せ
て
い
る
た
め
、
改
め
て
牛
頭
天
王
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。『
暦
林
問
答
集
』70

で
も
「
大
歲
者
、

歳
星
之
精
」「
大
將
軍
者
、太
白
之
精
」「
大
陰
鎭
星
之
精
、歳
之
皇
后
也
」「
歲
刑
者
、天
之
陰
精
、水
曜
精
也
」「
歲
破
土
曜
之
精
」「
歲

殺
陰
氣
尤
毒
害
方
、
謂
之
殺
。
金
曜
之
精
也
」「
黃
幡
羅
脤
星
之
精
」「
豹
尾
計
都
星
之
精
也
」
と
、
い
わ
ゆ
る
「
八
將
神
」
に
つ
い
て

は
何
れ
も
星
辰
の
神
と
し
て
順
を
追
っ
て
解
説
し
て
い
る
が
、そ
こ
か
ら
隨
分
と
離
れ
た
「
釋
月
建
第
二
十
四
」
で
は
「
凡
天
道
天
德
、
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月
殺
月
德
、
月
德
合
月
空
三
鏡
、
皆
一
月
中
之
法
也
。」71

と
述
べ
て
、「
亦
毎
月
中
月
建
下
」
以
下
に
挙
げ
ら
れ
た
暦
神
を
「
一
月
中
之

法
」
と
し
て
一
具
に
提
示
し
て
お
り
、
両
者
の
間
で
明
確
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
区
分
し
て
い
る
。

「
亦
毎
月
中
月
建
下
」
以
下
で
配
当
さ
れ
た
蘇
民
将
来
譚
の
登
場
人
物
に
注
目
す
る
と
、
牛
頭
天
王
・
武
答
天
神
・
虵
毒
気
神
・
蘇

民
将
来
・
波
梨
采
女
・
八
王
子
ま
で
は
『
簠
簋
内
傳
』
に
も
所
在
す
る
が
、「
粟
佐
梨
神
」
は
見
え
て
お
ら
ず
、こ
れ
が
却
っ
て
『
神
道
集
』

で「
蘇
民
將
來(
娘)
端
厳
女
申
、今
波
利
采󠄁
女
是
也
。
亦
粟
佐
利
女
名
」72

と
す
る
記
事
と
合
致
し
て
い
る
点
に
気
付
く
。
同
書
で
は「
經

云
」
と
し
て
「
蘇
民
將
來
及
粟
佐
利
女
、
本
地
藥
王
・
藥
上
二
菩
薩
也
」73

と
言
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
ら
、『
神
像
絵
巻
』
も
そ
う
い
っ
た
某
か
の
経
説
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、「
文
撰
王
」
は
、
恐
ら
く
「
文
選

王
」
と
音
通
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
『
簠
簋
内
傳
』（
岩
瀬
文
庫
本
）
で
「
如
是
雖
產
生
四
十
八
王
子
、
依
不
持
方
寸
地
無
定
住

處
、
故
忽
轉
女
子
相
成
男
子
相
、
號
黃
帝
黃
龍
王
、
召
具
四
十
八
王
子
同
一
千
人
郞
等
、
然
而
領
百
千
若
干
眷
屬
、
恆
河
源
沙
羅
雙
樹

下
、
對
四
大
龍
王
、
企
謀
叛
、
十
七
日
合
戰
給
、
于
時
恆
河
流
成
血
下
。
文
選
博
士
察
之
、
恆
河
源
留
諸
神
論
諍
、
集
十
八
四
土
用
成

七
十
二
日
、
五
帝
龍
王
等
領
和
給

云
云

。
其
時
文
選
博
士
四
土
用
間
日
矣
。」74

と
言
う
内
の
「
文
選
博
士
」
に
相
当
す
る
も
の
か
と
推
測

さ
れ
る
。
こ
れ
は
以
下
で
取
り
上
げ
る
盤
牛
（
盤
古
）
大
王
所
生
の
五
大
龍
王
に
係
る
説
話
で
、
盤
古
と
牛
頭
天
王
説
話
の
結
合
を
臭

わ
せ
る
痕
跡
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

『
神
像
絵
巻
』で
は
こ
う
し
た
牛
頭
天
王
の
本
地
を
薬
師
如
来
に
求
め
て
い
る
。
あ
る
い
は
牛
頭
天
王
が
行
疫
神
で
あ
る
こ
と
に
引
っ

掛
け
て
、
本
地
に
薬
師
を
着
想
し
た
よ
う
に
も
考
え
う
る
の
だ
が75

、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
次
の
記
事
を
参
照
す
る
と
、
単
純
に
そ
れ
ば

か
り
の
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

問
。
藥
師
如
來
遍

ス
ル

二
依
正

ノ
萬
法

ニ
一
方
如
何　

答
。
藥
師
如
來

ト
者
萬
法

ノ
正
體
也
。
以
定
惠

ノ
二
法

ヲ
一

爲
二

日
光
月
光
二
菩
薩
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ト
一

也
。
晝
夜
二
時

ニ
各

ノ
在

テ
守-二
護
身
一

號
二

十
二
神
將

ト
一

也
。
此
十
二
神
將

ニ
各
具

ス
二

孟
仲
季

ノ
之
三
輔

ヲ
一

。
故

ニ
名

ル
二

三
十
六

禽
ト

一

也
。
七
覺

ニ
各
具

ス
ル

二

千
如

ヲ
一
。
故

ニ
七
千
夜
叉

ノ
護
法
神
在
㆑
之
。
十
二
神
將
各
具

ス
ル

二

七
千
夜
叉

ヲ
一
者
。
八
萬
四
千
護
法

ト
成
也

云
云

又
云
。
迷

フ
時

ハ
八
萬
四
千

ノ
塵
勞
門
也
。
覺

ト
者
八
萬
四
千
陀
羅
尼
門
八
萬
四
千
寶
聚
門
也
。
可
㆑
思
㆑
之　

問
。
藥
師

如
來
遍
依
法

ノ
國
土

ニ
方
如
㆑
何　

答
。
一
年

ノ
總
體

ハ
者
藥
師
如
來
也
。
晝
夜

ト
者
日
光
月
光
也
。
十
二
時
十
二
月

ト
者
十
二
神
將

也
。
三
十
六
刻
者

ト
三
十
六
禽
也
。
此
三
十
六
禽
各
具

ス
ル

二

十
界

ヲ
一

故
ニ

成
ス
ト

二

七
千

ヲ
一

。
十
二
時

ニ
各
具

レ
ハ

二

七
千

ヲ
一

成
二

八
萬

四
千

ト
一

也　

問
。
藥
師
如
來
遍

ス
ル

二

一
切
衆
生
一

方
如
何　

答
。
我
等

カ
總
體

ハ
者
藥
師
如
來
也
。
兩
眼
者
日
光
月
光
也
。
十
二
骨

ノ
离
梁
骨
者
十
二
神
將
也
。
三
十
六

ノ
大
骨

ト
者
三
十
六
禽
也
。
三
百
六
十

ノ
小
骨

ト
者
三
百
六
十
日
也
。
七
千

ノ
筋
脈

モ
在
㆑
之
。
八

萬
四
千

ノ
毛
孔
在
㆑
之
。
藥
師
如
來

ノ
鬘
荼
羅
衆
悉

ク
於

テ
二

己
身

ノ
上

ニ
一

具
足

ト
云
事
。
深

ク
可
㆑
思
㆑
之

云
云76

『
渓
嵐
拾
葉
集
』
は
「
藥
師
法
」
を
解
説
し
て
右
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は『
佛
說
藥
師
如
來
本
願
經
』の「
如
極
樂
國
。淨
琉
璃
界
莊
嚴
如
是
。於
其
國
中
有
二
菩
薩
摩
訶
薩
。一
名
日
光
。二
名
月
光
。

於
彼
無
量
無
數
諸
菩
薩
衆
最
爲
上
首
。
持
彼
世
尊
藥
師
琉
璃
光
如
來
正
法
之
藏
。」、
ま
た
「
此
等
十
二
夜
叉
大
將
。
一
一
各
有
七
千
夜

叉
以
爲
眷
屬
。」77

に
基
づ
い
て
、「
三
十
六
」
や
「
八
萬
四
千
」
な
ど
の
法
数
を
導
き
な
が
ら
、
薬
師
如
来
が
「
依
報
萬
法
」「
依
報
國

土
」
に
普
遍
す
る
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
内
、
後
者
の
「
依
法
國
土
」
に
つ
い
て
は
、
薬
師
如
来
と
そ
の
眷
属
を
暦
法
と
重
ね

て
論
じ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
同
書
「
以
釋
迦
藥
師
彌
陀
配
三
世
事
」
で
「
藥
師

ハ
萬
法
總
體
也
。
日
光
月
光

ハ
理
智
極
也
。
此
理
智

諸
法
出
生
也
。
故

ニ
日
月
理
智
中

ニ
星
霜
等

ヲ
出
生

ス
。」78

と
も
述
べ
て
い
る
の
で
、
暦
法
の
根
底
に
薬
師
如
来
の
存
在
が
据
え
ら
れ
て
い

る
の
が
分
か
る
。
こ
れ
は
口
伝
に
類
す
る
言
説
の
で
あ
ろ
う
が
、
伊
勢
の
『
元
応
二
年
高
宮
御
事
』
に
も
「
又
十
二
菩
薩
変
成
十
二
神

将
、
十
二
神
変
、
成
三
十
六
禽
。」79

と
、
そ
の
影
響
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
、
存
外
広
く
波
及
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
議
論
は
、「
三
佛
配
當
三
時
事
」
の
元
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
も
と
よ
り
牛
頭
天
王
と
直
接
関
わ
る
話
題
と
い
う
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。

一
。
三
佛
配
當
三
時
事　

經
云
。
我
實

ニ
ハ

成
佛

ヨ
リ

已
來
甚
大
久
遠

ナ
リ

。
釋
迦
又
云
。
譬

ヘ
ハ

如
下
良
醫
智
惠
聰
逹
明

ニ
練
二
方
藥
㆒

善
治

ル
カ

衆
病
。
藥
師
又
云
。
壽
命
無
量
阿
僧
祇
劫
常
住
不
滅
。
彌
陀

ナ
リ　

慈
覺
大
師
釋
云
。
歸-二

命
毘
盧
遮
那
如
來
妙
法
敎
主

㆒
。
亦
名
二

釋
迦
㆒
。
像
法
轉
時
利-

二

益
ス
ル
ヲ

衆
生

ヲ
㆒
稱
號

ス
二

藥
師
瑠
璃
光
佛

ト
㆒
。
亦
住
西
方

ニ
饒-

二

益
有
情

ヲ
㆒
是

ヲ
號

ス
二

無
量
壽
佛

ト
㆒

云
云

智
證
大
師
釋
云
。三
世
常
妙

ノ
法
敎
主
。像
法
轉
時
稱
號
二

藥
師
㆒
。五
濁
惡
世
名
爲
二

彌
陀
㆒
。三
世
利
益
同
體
慈
悲

云
云

私
云
。

三
世
常
住

ノ
大
日
如
來

ト
者
講
堂

ノ
大
日
是

ナ
リ

。
此
佛
具

ノ
三
身

ノ
事

ヲ
釋

ル
也
。
妙
法

ノ
敎
主

ト
者
西
塔

ノ
釋
迦
。
正
法

ノ
佛
也
。
像
法

饒
益

ト
者
中
堂

ノ
藥
師
也
。
末
法
利
益

ト
者
橫
川

ノ
阿
彌
陀
也
。
此
三
身

ハ
一
體

ノ
分
身
也

云
云79

右
に
言
う
「
三
佛
」
は
、
釈
迦
・
薬
師
・
阿
弥
陀
の
三
尊
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
な

い
の
だ
が
、「
以
釋
迦
藥
師
彌
陀
配
三
世
事
」
に
「
過
去

ハ
釋
迦
。
現
在

ハ
藥
師
。
未
來

ハ
彌
陀
也
」81

と
あ
る
よ
う
に
、「
三
佛
」
を
「
三

時
」
に
「
配
當
」
し
、「
西
塔
の
釋
迦
」「
中
堂
の
藥
師
」「
横
川
の
阿
彌
陀
」
の
三
身
を
通
時
的
に
一
體
と
見
て
、
そ
れ
を
「
講
堂
の

大
日
」
に
統
合
す
る
と
い
っ
た
構
え
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
比
叡
山
の
諸
尊
配
置
の
結
構
を
意
義
付
け
る
言
説
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
殊
に
「
以
釋
迦
藥
師
彌
陀
配
三
世
事
」
に
は
「
岡
崎
桓
守
僧
正

ノ
義
云
。
山
家

ノ
大
師

ハ
藥
師
如
來

ヲ
爲
二

山
門
本
尊

ト
㆒
給

フ
事

ハ
有

ル
二

其
謂
㆒
也
。
所
謂
我

カ
山
建
立

ノ
時

ハ
儀
法
時
分
也
。
像
法
轉
時
利
益
衆
生

ノ
義

ニ
相
應

ス
ル

歟
。」82

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
彼
の

議
論
は
叡
山
の
本
尊
に
薬
師
如
来
を
据
え
る
必
然
性
を
証
明
す
る
意
図
か
ら
展
開
さ
れ
た
と
見
え
る
。

こ
う
し
て
薬
師
如
来
と
そ
の
眷
屬
は
、
形
而
下
の
世
界
の
様
相
に
普
く
彼
ら
の
属
性
を
反
映
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
暦
ま
で
も
支
配
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す
る
現
在
仏
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
神
像
絵
巻
』
で
無
媒
介
に
「
暦
注
」
に
よ
っ
て
牛
頭
天
王
と
そ
の
眷
屬
を
解

釈
し
よ
う
と
す
る
態
度
も
、
そ
の
本
地
と
さ
れ
た
薬
師
如
来
の
性
質
を
鑑
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
唐
突
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
。
実
に
『
神
像
絵
巻
』
で
は
、
牛
頭
天
王
の
性
格
や
相
貌
を
「
此
天
王
国
土
大
守
、
護
國
大
将
。
此
即
薬
師
如
來
十
二
浄
願
垂
跡
」

と
、
ま
た
「
三
面
、
中
薬
師
、
左
面
日
光
、
右
面
月
光
菩
薩
也
。
十
二
臂
、
此
十
二
大
願
、
十
二
神
將
合
躰
故
」83

と
、
薬
師
如
来
の

属
性
に
基
づ
き
造
形
し
て
お
れ
ば
、
彼
の
牛
頭
天
王
の
神
格
は
専
ら
薬
師
如
来
の
属
性
の
規
定
下
に
在
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
う
な
る
と
、
暦
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
も
本
地
の
薬
師
如
来
と
緊
密
に
結
ぶ
こ
と
に
な
ろ
う
。
延
い
て
は
そ
の
眷
屬
「
從
神

八
万
四
千
六
百
九
十
四
神
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
薬
師
如
来
の
「
八
萬
四
千
護
法
」
と
無
関
係
と
は
考
え
に
く
く
な
る
。

転
じ
て
修
験
道
の
資
料
と
な
る
が
、
延
元
二
年
（
一
三
三
七
）
の
奥
書
を
持
つ
『
金
峰
山
祕
密
傳
』
に
は
「
牛
頭
天
王
本
地
供
」
が

収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
道
場
觀
」
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

観
想
。
壇
上
有

   
字
、變
成
七
寶
所
成
宮
殿
。
其
中
有
大
壇
、壇
上
有
寶
蓮
華
。
上
脊

 

字
、變
成
月
輪
。
其
中
有	

 
字
變
成
藥
壺
、

藥
壺
變
成
藥
師
如
來
。
左
手
持
藥
壺
、
右
與
願
印
也
。
放
璃
光
明
照
沙
界
。
殊
發
十
二
大
願
利
獨
世
衆
生
。
日
光
月
光
十
二
神

將
七
千
夜
叉
前
後
圍
遶
。
然
爲
末
世
衆
生
卽
入
同
塵
三
昧
。
爲
降
伏
行
疫
疾
鬼
變
身
成
□
字
。
字
變
成
刀
形
、
變
成
牛
頭
天
王
。

身
赤
色
忿
怒
。
三
面
形
色
。
正
面
具
三
目
。
頂
上
戴
牛
頭
。
右
手
持
三
叉
鉾
。
左
手
持
刀
。
鎭
諸
疫
鬼
難
護
國
土
利
衆
生
。
八

大
眷
屬
無
量
行
疫
神
等
前
後
圍
遶
。84

薬
師
如
来
も
牛
頭
天
王
も
、
蘇
民
将
来
や
暦
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
薬
師
如
来
よ
り
牛
頭
天
王
が
「
變

成
」
し
た
様
相
を
記
し
て
い
る
。
頭
上
に
「
牛
頭
」
を
戴
く
と
す
る
点
は
『
神
像
絵
巻
』
で
語
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
付
属
の
図
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像
に
示
さ
れ
た
尊
容
の
内
で
確
認
で
き
る
し
、
ま
た
、
共
に
親
し
く
「
三
面
」
と
す
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。「
三
面
」
の
構
成
を

具
体
的
に
『
金
峰
山
祕
密
傳
』
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、薬
師
如
來
の
変
成
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、『
神

道
絵
巻
』
と
も
ど
も
薬
師
三
尊
を
想
定
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
か
た
や
蘇
民
将
来
も
暦
も
要
し
な
い
『
金
峰
山
祕
密
傳
』
の
牛
頭
天
王

信
仰
の
存
在
は
、
既
に
本
地
薬
師
如
来
と
根
強
く
結
ん
だ
状
況
を
示
唆
し
て
お
り
、
牛
頭
天
王
を
暦
神
化
さ
せ
る
経
路
と
し
て
薬
師
如

来
が
果
た
し
た
役
割
が
積
極
的
に
疑
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、『
神
像
絵
巻
』
で
は
牛
頭
天
王
を
日
本
の
天
神
七
代
、
地
神
五
大
、
そ
し
て
盤
古
及
び
そ
の
所
生
の
五
大
龍
王
と
共
に
図
像

を
与
え
て
解
説
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
諸
神
の
取
り
合
わ
せ
は
該
書
に
恣
意
的
で
は
な
く
、
一
つ
の
時
代
的
観
念
の
反
映
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

冒
頭
で
「
祕
傳
云
」
と
し
て
「
吾
朝
神
國
也
。
宜
知
神
德
而
祈
悉
地
也
。
今
天
地
神
中
有
十
六
神
。
此
内
天
地
法
陰
陽
。
天
神
七
代
、

此
表
金
智
七
覚
。
地
神
五
代
即
示
台
理
五
刑
。
我
朝
既
両
部
大
日
本
居
、
密
嚴
花
藏
寶
刹
也
。
故
号
大
日
本
國
也
」85

と
言
い
、
日
本
を

「
神
國
」、ま
た
「
両
部
大
日
本
居
、密
嚴
花
藏
寶
刹
」
と
言
う
自
国
優
位
の
主
張
は
、続
け
て
『
日
諱
貴
本
紀
』
の
「
三
光
降
、出
精
神
。

其
苗
皆
為
王
。
故
天
者
月
孫
故
、
号
月
氏
。
漢
宮
者
星
子
、
謂
晨
旦
。
且
本
朝
之
貴
祖
者
、
之
日
精
也
。
故
名
日
本
国
。」86

を
引
い
て

い
る
こ
と
か
ら
、
三
国
世
界
観
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
上
で
語
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。『
麗
氣
制
作
抄
』
を
窺
う
と
、
こ
の
「
三

光
」
と
「
三
國
」
の
関
わ
り
は
「
・
三
光
事
。
天
竺
有
情
、
始
光
音
天
降
、
月
尊
故
月
氏
国
申
、
唐
と
盤
古
王
有
情
始
也
、
是
星
尊
ナ

ル
カ
故
辰
旦
國
云
也
、
我
朝
日
尊
ナ
ル
カ
故
日
域
云
也
」87

と
、「
盤
古
王
」
を
震
旦
と
結
び
な
が
ら
語
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
結
構
を

踏
ま
え
る
こ
と
で
、『
神
像
絵
巻
』
で
挙
げ
ら
れ
た
諸
神
を
、
天
神
七
代
・
地
神
五
代
は
日
本
、
盤
古
と
五
大
龍
王
は
震
旦
、
そ
し
て

異
国
神
と
崇
め
ら
れ
た
牛
頭
天
王
は
天
竺
と
い
う
具
合
に
、
三
国
そ
れ
ぞ
れ
に
配
当
し
う
る
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。

『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
も
こ
れ
に
類
し
た
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。
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就
中
。
眞
言
大
日

ト
者
。
神
明

ヲ
以
本

ト
習
也
。
其
神
明

ノ
本
所

ハ
日
域

ヲ
以

テ
爲
㆑
本
也
。
所
以
取

テ
モ

二

神
明
㆒
以
二

天
照
太
神

ヲ
㆒
爲
㆑
本
。

此
神
明

ヲ
以
二

大
日

ヲ
㆒
奉
㆑
習
也
。
故
笛
糸
要
記
云
。
國

ヲ
名
二

大
日
本
國
㆒
。
神

ヲ
名
二

天
照
太
神

ト
㆒
。
祖
師

ノ
名
二

遍
照
金
剛
㆒
故
。

以
二

我
國
㆒
名
二

密
嚴
國
土

ト
㆒

已
上

取
意　

三
寶
輔
行
記
云
。
日
洛
感
池
之
水
出
二

於
扶
桑
之
路
㆒
雖
㆑
號
二

日
本

ト
㆒
文	

又
弘
法
大
師
釋
云
。

大
日
應
迹
釋
迦
成
道
神
事
佛
事
併
二

此
道
理

ヲ
㆒
。
此
等
釋

ノ
意

ハ
以
二

神
明

ヲ
㆒
本
地
身

キ
。
西
天
應
迹
諸
佛
菩
薩
ハ
皆
是
變
化
身
也
。

故
大
日
應
迹
釋
迦
成
道

ト
釋

シ
玉

ノ
也
。
加
㆑
之
覺
大
師

ノ
御
釋

ニ
モ

以
二

吾
國
㆒
如
來
利
生

ノ
本
國

ト
釋

シ
給

フ
也
。
加
㆑
之
日
本
記
中
云
。

豐
葦
原
中
津
國

ト
。
又

ハ
名
曰
二

大
日
靈
貴
國
㆒
文	

此
等
皆
以

テ
二

吾
國

ヲ
㆒
大
日
本
國

ト
名
也

云
云　

凡
三
國
相
承
國
土

ノ
縁
起

ヲ
見

ル
ニ

。

天
竺

ハ
或

ハ
梵
王
下

テ
諸

ノ
有
情
界

ヲ
生

シ
。
文
字
言
句

ヲ
出
生

セ
ン
ニ

。
梵
王

ノ
所
製

カ
故
梵
字

ト
號

ル
也
。
或

ハ
又
光
音
天
來
下

ニ
有
情
界

ヲ
出
生

シ
世
界
國
土

ヲ
成
立

ル
也

云
云　

次
震
旦

ノ
世
次

ノ
樣

ヲ
見

ニ
。
劫
初

ニ
盤
古
王
出
現

シ
テ

法
界

ノ
總
體

ヲ
示

ス
。
所
以

ニ
頭

ハ
須
彌
山

ト
成

リ
。
兩
目

ハ
日
月

ト
成

リ
。
兩
手
兩
足

ハ
四
州

ト
成

テ
。
腹

ハ
成
大
海
。
四
友
血
脈

ハ
江
河

ト
成

ル
等

又
一
說
云
。
世
界
成
立

ノ
最
初

ヲ
云

ニ
。
三
皇
五
帝
等
云

テ
。
此
等

ノ
義
勢

ニ
付

テ
人
王

ノ
初

ヲ
云

ニ
。
三
皇

ト
者
。
天
皇
子

日
本
天
神

七
代
當
ル　

次

地
皇
子

ト
者

日
本
地
神

五
代
當
ル　

人
皇
子
者

日
本
人

王
當
也　

已
上
三
皇
也
。
此
次

ニ
十
四
代

ノ
人
王

ヲ
立
也
。
次
吾
國

ノ
世
次

ノ
樣

ヲ
云

ニ
。
天
照
太
神
魔

王
ノ

神
璽

ヲ
得

テ
吾
國

ニ
來
下

シ
。
神
道

ノ
本
源

ト
成
玉

フ
。
所
以
最
初

ハ
天
照
太
神
一
神
天
降
御
坐
シ
テ

一
切
衆
生
ヲ

出
生
シ

玉
フ

。
故
遍

照
尊
ノ

本
源
ヨ
リ

我
等
衆
生
ハ

出
生
ス
ル

也
。
故
神
明
ノ

血
脈
ヲ

受
テ

吾
國
ノ

衆
生
生
在
ス
ル

也
。
故
神
詫
シ
テ

云
。
他
國
ヨ
リ
ハ

吾
國
。
他
人
ヨ

リ
ハ

吾
人
云
ヘ
リ

。
謂
意
ハ

日
本
一
州
ノ

衆
生
皆
神
明
ノ

御
子
也
。
仍
一
子
ノ

慈
悲
ヲ

垂
御
坐
ス

。
依
㆑
之
他
人
ヨ
リ
ハ

吾
人
ト

神
詫
シ

玉
也
。

凡
三
國
相
承
ノ

相
貎
ヲ

習
ニ

。
以
二

日
本
㆒
爲
㆑
本
。
其
故
ハ

以
二

神
明
㆒
爲
大
日
。
以
二

一
切
衆
生
㆒
爲
二

補
處
ノ

弟
子
㆒
。
自
性
法
身
ノ

内

證
ヲ

顯
シ

。
本
覺
顯
照
ノ

大
日
ト

成
カ

故
ニ

。
父
子
ノ

天
性
ヲ

定
メ

法
王
ノ

家
業
ヲ

領
ル

事
。
實
ニ

以
二

日
本
㆒
爲
㆑
本
也
。
血
脈
相
承
ノ

義
餘

國
ニ

異
ル

者
歟88
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こ
こ
で
も『
神
像
絵
巻
』と
同
様
に『
眞
言
付
法
纂
要
抄
』な
ど
を
用
い
て
日
本
が
大
日（
大
日
如
来
）の
本
国
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、

日
本
の
優
位
性
を
示
し
た
上
で
、「
三
國
相
承
國
土
の
緣
起
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
の
神
祗
を
本
に
据
え
、
震
旦
の

盤
古
と
天
竺
の
梵
王
、
或
い
は
光
音
天
を
末
と
し
て
そ
こ
に
包
摂
す
る
態
度
を
示
す
わ
け
だ
が
、
末
と
さ
れ
た
神
格
も
「
諸
々
の
有
情

界
を
生
じ
」
た
り
「
法
界
の
総
体
」
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
顕
れ
た
三
国
世
界
に
普
遍
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
保
証
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
と
『
神
像
絵
巻
』
の
記
述
を
対
照
す
れ
ば
、
印
度
で
の
神
格
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
他
の
構
え
は
総

体
的
に
一
致
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
れ
故
、『
神
像
絵
巻
』
で
挙
げ
ら
れ
た
諸
神
は
そ
れ
ぞ
れ
三
国
世
界
に
そ
れ
ぞ
れ
配
当
さ
れ
、

牛
頭
天
王
は
印
度
の
暦
神
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
簠
簋
内
傳
』
で
は
日
本
の
神
祗
を
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
が
、
牛
頭
天
王
と
共
に
盤
牛
（
盤
古
）
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。

夫
以
、
天
元
無
容
貌
、
地
亦
非
有
形
像
、
天
地
一
混
、
猶
如
雞
卵
、
團
圝
無
實
。
是
曰
最
初
伽
羅
卵
耶
。

于
辰
天
開
蒼
蒼
、
不
知
厥
大
幾
計
、
地
闢
廣
廣
、
不
察
其
博
幾
程
。

爰
盤
牛
王
生
平
其
中
。
身
長
大
十
六
萬
八
千
由
繕
那
。
頭
圓
爲
天
、
足
方
爲
地
。
胸
嶮
嶮
爲
猛
火
、
腹
蕩
蕩
爲
四
海
、
頭
逮
于

阿
伽
尼
吒
天
、
足
跨
金
輪
際
底
獄
、
左
手
過
於
東
弗
婆
提
國
、
右
手
逮
於
西
瞿
荼
尼
國
。
前
面
掩
南
閻
浮
提
國
、
後
尻
搓
北
鬱

單
國
。
呼
而
爲
暑
、
吸
而
爲
寒
。
左
眼
爲
日
光
、
右
眼
爲
月
光
。
開
目
爲
晝
、
閉
目
爲
昏
。
吐
聲
爲
雷
霆
、
吹
氣
爲
風
雲
。
四

時
行
而
萬
物
盛
衰
。
總
而
三
千
大
世
界
、
一
而
無
非
盤
牛
大
王
身
體
。

上
居
號
大
梵
天
王
、
下
座
曰
堅
牢
地
神
。
迹
不
生
名
盤
牛
大
王
、
本
不
滅
稱
大
日
如
來
。
本
體
龍
形
、
沈
廣
量
地
。
隨
四
時
風
、

臥
像
旣
異
。
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左
流
靑
龍
川
、
右
領
白
虎
園
、
前
湛
朱
雀
池
、
後
築
玄
武
嵩
。
五
方
構
五
宮
、
八
方
開
八
閣
。
等
妻
愛
五
宮
采󠄁
女
、
產
生
五
帝

龍
王
。89

『
簠
簋
内
傳
』
は
第
二
卷
冒
頭
で
、『
三
五
歷
紀
』『
五
運
歴
年
記
』『
述
異
記
』
な
ど
を
素
材
に90

、
そ
こ
に
仏
教
的
な
胎
生
学
や
世

界
観
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
盤
牛
王
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
の
直
接
的
な
典
拠
は
明
瞭
で
は
な
い
の
だ
が
、
先
に

掲
げ
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
「
次
震
旦
ノ
世
次
ノ
樣
ヲ
見
ニ
。
劫
初
ニ
盤
古
王
出
現
法
界
ノ
總
體
ヲ
示
ス
。
所
以
ニ
頭
ハ
須
彌
山
ト
成

リ
。
兩
目
ハ
日
月
ト
成
リ
。
兩
手
兩
足
ハ
四
州
ト
成
テ
。
腹
ハ
成
大
海
。
四
友
血
脈
ハ
江
河
ト
成
ル
等
」
と
有
る
の
で
、
仏
教
的
に
改

変
さ
れ
た
盤
古
神
話
は
他
で
も
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

『
簠
簋
内
傳
』
は
こ
の
盤
牛
王
と
大
梵
天
王
や
堅
牢
地
神
と
の
同
体
関
係
を
示
し
、
本
来
中
国
的
な
神
格
で
あ
る
は
ず
の
盤
牛
王
を

印
度
的
な
そ
れ
と
緊
密
に
結
ん
で
い
る
。『
金
光
明
經
』
堅
牢
地
神
品
に
は
「
我
得
聞
法
。
深
心
歡
喜
。
得
飡
餐
法
味
。
增
益
威
光
。

慶
悅
無
量
。
自
身
既
得
如
是
利
益
。
亦
令
大
地
深
十
六
萬
八
千
踰
繕
那
。
至
金
剛
輪
際
。
令
其
地
味
悉
皆
增
益
。」91

と
有
る
の
で
、
右

に
見
た
「
十
六
萬
八
千
由
繕
那
」
と
い
う
数
字
も
こ
の
辺
り
か
ら
着
想
さ
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
更
に
は
「
本
不
滅
稱
大
日

如
來
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
、「
盤
牛
王
」
は
そ
の
形
而
上
学
的
な
存
在
の
源
底
、「
大
日
如
來
」
に
於
て
最
終
的
に
は
牛
頭
天
王
と

結
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
簠
簋
内
傳
』
の
盤
牛
王
説
話
の
特
徴
は
殊
に
五
帝
龍
王
を
介
し
て
暦
神
を
誕
生
さ
せ
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、

盤
牛
王
と
五
宮
采
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
五
帝
龍
王
に
つ
い
て
は
、『
神
像
絵
巻
』
と
記
述
を
共
有
さ
せ
て
い
る
。

『
簠
簋
内
傳
』

『
神
像
絵
巻
』92
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妻
愛
五
宮
采󠄁
女
、
產
生
五
帝
龍
王
。93

依
『
神
在
經
』
意
云
。

娑
婆
世
界
宿
初
神
王
云
。
盤
石
王
。
亦
云
大
馬
石
王
。
有
三
人
子
。
一
者
名

盤
古
王
。
二
者
名
土
府
。
三
者
号
土
公
。

初
盤
古
王
有
五
人
妻
。

一
、十
干
之
事

第
一
妻
女
號
伊
采󠄁
女
。
然
而
生
靑
帝
靑
龍
王
、領
春
七
十
二
日
。
妻
愛
金
貴
女
、

生
十
人
王
子
。
所
謂
甲
乙
丙
丁
戊
己
庚
辛
壬
癸
。94

東
方
名
福
女
、
生
子
名
青
帝
龍
王
。
龍
王
有
十
二
人
子
、
則
子
丑
等
十
二
也
。

（
東
方
青
帝
龍
王　

有
十
二
人
王
子
。
子
丑
等
、
春
三
月
主
）

二
、十
二
支
之
事

第
二
妻
女
號
陽
專
女
。
然
而
產
生
赤
帝
赤
龍
王
、
領
夏
七
十
二
日
、
妻
愛
昇

炎
女
、
生
十
二
人
王
子
。
所
謂
子
丑
寅
卯
辰
已
午
未
申
酉
戌
亥
。95

南
方
妻
名
微
精
女
。
其
子
云
赤
帝
龍
王
。
龍
王
有
十
人
子
、
則
甲
乙
丙
丁
等
。

（
南
方
赤
帝
龍
王　

有
十
人
王
子
甲
乙
丙
丁
等　

夏
三
月
主
）

三
、十
二
客
事

第
三
妻
女
號
福
采󠄁
女
。
然
而
產
生
白
帝
白
龍
王
。
領
秋
七
十
二
日
、
妻
愛
色

姓
女
、
生
十
二
人
王
子
。
所
謂
建
除
滿
平
定
執
破
危
成
納
開
閉
。96

西
方
妻
名
陽
堂
女
。
其
子
名
白
帝
龍
王
。
龍
王
有
十
二
人
子
、
建
除
等
。

（
西
方
白
帝
龍
王　

有
十
二
人
王
子　

建
除
満
平
等　

秋
三
月
主
）

四
、九
圖
之
名
義

第
四
妻
女
號
癸
采󠄁
女
、
產
生
黑
帝
黑
龍
王
、
領
冬
七
十
二
日
、
妻
愛
上
吉
女
、

生
九
人
王
子
。所
謂
一
德
天
上
水
、二
義
虛
空
火
・
三
生
造
作
木
・
四
殺
劍
鐵
金
・

五
鬼
欲
界
土
。
六
害
江
河
水
・
七
陽
國
土
火
・
八
難
森
林
木
・
九
厄
土
中
金
。97

北
方
妻
名
惠
吉
女
。
其
子
黑
帝
龍
王
。
龍
王
有
九
人
子
。
一
德
二
儀
等
。

（
北
方
黒
帝
龍
王　

有
九
人
王
子　

一
德
二
儀
等　

冬
三
月
主
）

五
、七
箇
善
日

第
五
妻
女
號
金
吉
女
、
然
而
產
生
黃
帝
黃
龍
王
、
領
四
季
土
用
七
十
二
日
、

妻
愛
堅
牢
大
神
、
生
四
十
八
人
王
子
。
詳
註
之
。98

中
央
妻
名
□
勢
女
。
其
子
名
黄
帝
龍
王
。
有
十
八
人
子
。
歸
忌
往
亡
等
也
。

（
中
央
黄
帝
龍
王　

有
四
十
五
人
王
子　

四
季
土
用
神
）

両
書
の
記
述
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
示
さ
れ
て
お
り
、『
簠
簋
内
傳
』
も
「
神
在
經
」
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
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但
し
、「
靑
帝
」
と
「
赤
帝
」
で
「
十
干
」
と
「
十
二
支
」
の
配
当
が
相
互
に
顛
倒
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
両
者
は
相
違
す
る
。
小

椋
愛
子
氏99

に
よ
る
と
、
同
所
は
『
榻
鴫
暁
筆
』
で
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
氏
の
指
摘
に
導
か
れ
て
こ
れ
を
参
照
し
て
み
る
と
、「
十
干
」

と
「
十
二
支
」
の
並
び
は
『
神
像
絵
巻
』
と
一
致
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
も
と
よ
り
『
神
像
絵
巻
』
は
「
暦
注
」
を
参
照
す
る
に
際

し
て
も
、『
簠
簋
内
傳
』
よ
り
正
統
説
に
近
い
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
、『
神
像
絵
巻
』
で
の
並
び
方
を
「
神
在
經
」
の
原
型
と
見
る

方
が
妥
当
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、『
簠
簋
内
傳
』
は
あ
る
種
の
意
図
を
持
っ
て
、「
十
干
」
と
「
十
二
支
」
の
配

当
を
顛
倒
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

『
簠
簋
内
傳
』
は
「
十
干
」
を
「
甲
乙
」「
丙
丁
」「
戊
己
」「
庚
辛
」「
壬
癸
」
に
約
め
て
五
行
に
配
当
し
、こ
れ
に
仏
教
の
法
数
「
五
」

を
当
て
て
解
釈
し
て
い
る
。

十
干

五
行

方
位

本
地
仏

五
大
明
王

五
智

甲
　
乙

木
神

東
方

薬
師
如
來

降
三
世
薬
叉
明
王

大
円
鏡
智

丙
　
丁

火
神

南
方

観
世
音
菩
薩

軍
荼
利
薬
叉
明
王

平
等
性
智

戊
　
己

土
神

中
央

大
日
如
来

不
動
明
王

法
界
体
性
智

庚
　
辛

金
神

西
方

阿
弥
陀
如
来

大
威
徳
薬
叉
明
王

妙
観
察
智

壬
　
癸

水
神

北
方

釈
迦
如
来

金
剛
薬
叉
明
王

成
所
作
智

本
地
仏
の
配
当
に
通
常
の
五
仏
の
構
成
で
は
見
か
け
な
い
「
藥
師
如
來
」
や
「
觀
世
音
菩
薩
」
が
充
て
ら
れ
て
い
る
点
に
特
異
性

は
認
め
ら
れ
る
が
、
も
と
よ
り
両
体
系
で
各
々
定
め
ら
れ
た
「
方
位
」
の
配
当
を
媒
介
に
「
十
干
」「
五
行
」
と
い
わ
ゆ
る
「
五
仏
」、

そ
し
て
「
五
大
明
王
」「
五
智
」
を
結
ぶ
構
え
を
顕
わ
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
十
二
支
」
で
は
、
薬
師
如
来
の
十
二
神
将
が
結
合
さ
れ
て
い
る
。
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『
簠
簋
内
傳
』

『
三
昧
流
口
傳
集
』

『
渓
嵐
拾
葉
集
』

十
二
支

動
物

五
行

本
地

十
二
神
将

十
二
神
将

本
地

子

鼠

水
姓

釈
迦
如
来

毘
羯
羅
大
将

毘
伽
羅

弥
勒
菩
薩

丑

牛

土
姓

普
賢
菩
薩

招
杜
羅
大
将

照
頭
羅

観
世
音
菩
薩

寅

虎

木
姓

薬
師
如
来

眞
達
羅
大
将

真
持
羅

地
蔵
菩
薩

卯

兔

記
述
ナ
シ

金
剛
手
菩
薩

摩
虎
羅
大
将

摩
休
羅

大
勢
至
菩
薩

辰

竜

土
姓

文
殊
師
利
菩
薩
波
夷
羅
大
将

波
耶
羅

摩
利
支
天

巳

虵

火
姓

地
蔵
菩
薩

因
達
羅
大
将

因
達
羅

旃
檀
香
仏

午

馬

火
姓

旃
檀
香
仏

珊
底
羅
大
将

索
藍
羅

地
蔵
菩
薩

未

羊

土
姓

摩
利
支
天

頦
儞
羅
大
将

摩
尼
羅

文
殊
師
利

申

猿

金
姓

得
大
勢
菩
薩

頞
底
羅
大
将

安
陀
羅

薬
師
如
來

酉

鶏

金
姓

無
量
寿
仏

迷
企
羅
大
将

弥
伽
羅

普
賢
菩
薩

戌

犬

土
姓

大
聖
不
動
明
王
伐
折
羅
大
将

和
耆
羅

陀
羅
尼
菩
薩

亥

猪

水
姓

弥
勒
尊

宮
毗
羅
大
将

金
毘
羅

釈
迦
如
来

『
簠
簋
内
傳
』
で
は
十
二
神
将
と
十
二
支
の
対
応
関
係
の
み
な
ら
ず
、「
五
行
」
と
「
本
地
」
も
併
せ
て
表
示
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

十
二
支
と
の
対
応
は
『
三
昧
流
口
傳
集
』
の
そ
れ100

と
一
致
し
て
い
る
。
但
し
該
書
で
は
他
に
「
金
毘
羅

寅
和
耆
羅

卯
彌
佉
羅

辰
安
陀
羅

巳

摩
尼
羅

午
索
藍
羅

未
因
達
羅

申
婆
耶
羅

酉
摩
休
羅

戌
眞
持
羅

亥
照
頭
羅

子
毘
伽
羅

丑　
　

已
上
中
堂
ノ
樣　

覺
空
法
橋
ノ
說
云
云
」101

と
す
る
口

伝
も
記
録
し
て
お
り
、一
つ
の
対
応
関
係
で
固
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
十
二
神
将
の
本
地
に
対
す
る
言
及
は
な
く
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
転
じ
て
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
対
応
関
係
は
全
く
一
致
し
て
お
ら
ず
、
直
接
の
典
拠
と

な
り
え
な
い
。
し
か
し
、
口
伝
に
は
複
数
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
『
簠
簋
内
傳
』
の
「
金
剛
手
菩
薩
」
と
「
大
聖
不
動
明
王
」

が
『
渓
嵐
拾
葉
集
』102

で
「
觀
世
音
菩
薩
」
と
「
陀
羅
尼
菩
薩
」
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
の
を
除
け
ば
、
対
応
す
る
本
地
の
系
列
が
き
わ
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め
て
相
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
簠
簋
内
傳
』
は
そ
う
し
た
口
伝
の
類
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

こ
の
よ
う
に
、『
簠
簋
内
傳
』に
見
る「
十
干
」「
十
二
支
」の
論
理
は
仏
教
的
色
彩
が
濃
厚
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

一
応
に
仏
教
教
理
に
照
ら
し
て
鑑
み
る
と
、「
十
干
」
の
五
智
が
「
十
二
支
」
の
十
二
神
将
よ
り
教
理
的
に
重
い
内
容
が
供
さ
れ
て
い

る
た
め
、
こ
う
し
た
点
が
両
者
の
順
序
を
顛
倒
さ
せ
た
要
因
と
も
推
す
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、「
神
在
經
」
に
基
づ
く
五
帝
龍
王
の
神
話
は
、
四
季
と
土
用
に
そ
れ
ぞ
れ
七
十
二
日
を
振
り
分
け
る
こ
と
の
由
来
を
語
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
『
注
好
選
』「
文
選
は
諍
を
止
め
き
第
八
十
六
」103

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

簡
単
に
内
容
を
紹
介
す
れ
ば
、
舎
衛
国
の
都
夫
王
は
、
一
年
を
春
夏
秋
冬
の
四
季
に
分
け
、
太
郎
に
は
春
三
月
と
東
方
を
、
次
郎

に
は
夏
三
月
と
南
方
を
、
三
郎
に
は
秋
三
月
と
西
方
を
、
四
郎
に
は
冬
三
月
と
北
方
を
与
え
領
掌
さ
せ
た
。
し
か
し
、
後
れ
て
生
ま

れ
た
五
郎
に
は
分
け
前
が
無
く
、
こ
れ
を
不
満
に
思
っ
て
叛
逆
を
試
み
、
世
間
は
大
い
に
乱
れ
た
。
そ
こ
で
文
選
博
士
は
、
四
兄
弟
に

十
八
日
ず
つ
供
出
さ
せ
て
、
五
人
兄
弟
で
等
し
く
七
十
二
日
づ
つ
受
け
持
つ
よ
う
調
停
し
た
。

『
注
好
選
』
で
は
直
ち
に
「
土
用
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
が
四
季
の
他
に
土
用
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
神
話
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
岩
瀬
文
庫
本
『
簠
簋
内
傳
』
で
も
「
文
選
博
士
」
が
登
場
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
の
類
話
が
『
簠
簋
内
傳
』
に
参

照
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
『
注
好
選
』
で
の
登
場
人
物
は
都
夫
王
と
所
生
の
五
郎
兄
弟
で
、盤
牛
で
も
五
帝
龍
王
で
も
な
い
。

圓
爾
辨
圓
の
『
瑜
祇
經
見
聞
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。

問
。
盤
古
主
五
人
ノ
子
加
持
所
現
ノ
五
佛

云
云　

若
爾
者
。
太
郞
可
爲
中
央
。
何
故
五
郞
爲
中
央
。

答
。
以
初
發
心
爲
東
。
以
第
五
點
爲
中
央
。
故
以
阿
閦
爲
東
。
乃
至
第
五
方
便
究
竟
爲
中
央
。
故
次
第
無
相
違
。104
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盤
古
に
五
人
の
子
供
が
存
在
し
、
そ
の
名
は
「
太
郎
」
乃
至
「
五
郎
」
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
五
郎
」
が
中
央
を
占
め
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
先
の
『
注
好
選
』
の
類
話
に
基
づ
く
言
説
と
判
断
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
円
爾
辨
圓
の
見
た
彼

の
神
話
は
、「
都
夫
王
」
で
は
な
く
「
盤
古
」
に
係
る
も
の
で
、
未
だ
「
五
帝
龍
王
」
の
名
は
挙
げ
ら
れ
ず
、「
太
郎
」
乃
至
「
五
郎
」

が
そ
の
子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
正
し
く
「
神
在
經
」
と
『
注
好
選
』
の
中
間
的
性
格
を
留
め
て
お
り
、
習
合
過
程

の
最
中
の
神
話
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
る
と
、「
神
在
經
」
が
一
つ
の
固
定
さ
れ
た
完
成
形
で
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
に
つ

い
て
も
そ
う
し
た
発
達
過
程
に
位
置
づ
け
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
間
に
は
多
様
な
類
話
の
生
産
を
伴
う
は
ず
で
あ
る

か
ら
、『
簠
簋
内
傳
』
が
「
神
在
經
」
と
相
似
し
な
が
ら
も
完
全
に
合
致
し
な
い
事
態
は
、彼
の
経
を
直
接
に
参
照
し
た
と
見
る
よ
り
も
、

そ
こ
か
ら
展
開
し
た
類
話
の
影
響
を
想
定
す
る
方
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
牛
頭
天
王
と
並
ん
で
盤
牛
王
も
暦
神
の
系
譜
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、『
簠
簋
内
傳
』
は
こ
の
両
尊
の
形

而
下
に
於
け
る
関
係
性
に
直
接
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、形
而
上
学
的
に
は
大
日
如
来
を
共
に
源
底
に
据
え
て
い
る
の
で
、

両
者
の
交
流
を
存
在
論
的
に
妨
げ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
何
れ
も
暦
神
と
し
て
の
顕
現
が
論
の
主
題
で
あ
る
た
め
、
形
而
下
で
の

神
格
同
士
の
整
合
性
が
全
く
慮
外
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
を
『
簠
簋
内
傳
』
で
沈
黙
し
て

い
る
こ
と
は
不
可
解
な
こ
と
だ
が
、
仮
に
そ
れ
を
「
語
ら
な
い
」
で
も
「
語
り
え
な
い
」
の
で
も
な
く
、「
語
る
ま
で
も
な
い
」
と
し

て
捉
え
る
な
ら
、
一
定
の
合
理
的
理
解
も
開
か
れ
て
こ
よ
う
。

先
に
見
た
通
り
、『
簠
簋
内
傳
』
は
牛
頭
天
王
を
印
度
の
暦
神
と
し
て
捉
え
る
と
同
時
に
、
彼
の
神
格
は
三
国
世
界
に
普
遍
的
に
開

か
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
構
え
は
実
に
『
神
像
絵
巻
』
と
共
有
さ
れ
て
お
り
、
両
書
に
見
る
特
徴
的
な
牛
頭
天
王
の
観
念
は
各
々
孤
立

し
て
い
な
い
。『
神
像
絵
巻
』
の
内
を
窺
え
ば
、
彼
の
牛
頭
天
王
観
の
根
底
に
日
本
の
優
位
を
保
証
す
る
三
国
世
界
観
の
広
が
り
が
認

め
ら
れ
、
そ
れ
が
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
で
主
題
化
さ
れ
明
確
に
言
説
化
さ
れ
て
い
た
同
種
の
観
念
の
反
映
と
知
る
の
で
あ
る
。『
神
像
絵
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巻
』
で
は
冒
頭
の
『
日
諱
貴
本
記
』
を
介
し
て
漠
然
と
示
唆
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
観
念
を
体
現
し
て
い
な
が
ら
言

明
を
要
さ
な
い
態
度
は
、
語
る
ま
で
も
な
く
常
識
化
し
た
三
国
世
界
観
の
理
論
的
強
度
が
前
提
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
慈
遍
の
提
し
た
根

葉
果
実
論105

と
も
結
び
強
固
な
観
念
を
形
成
し
た
と
も
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
鑑
み
る
な
ら
、『
簠
簋
内
傳
』
の
沈
黙
も
、

述
作
す
る
当
時
に
在
っ
て
、
三
国
世
界
観
の
上
で
牛
頭
天
王
と
盤
古
王
の
並
挙
が
常
態
化
し
当
然
視
さ
れ
て
お
れ
ば
、
両
尊
の
関
係
性

を
こ
と
さ
ら
主
題
に
言
挙
げ
す
る
ま
で
も
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。106

以
上
、『
簠
簋
内
傳
』
第
一
巻
に
見
え
る
「
蘇
民
将
来
譚
」
か
ら
牛
頭
天
王
に
係
る
神
観
念
を
窺
っ
て
き
た
が
、
該
書
に
は
他
に
も

牛
頭
天
王
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
。

十
二
、
同
時
宿
之
事

夫
時
宿
者
、
厥
日
當
宿
、
當
丑
時
越
午
時
可
配
當
者
也
。

問
曰
。
渡
三
百
六
十
日
、
分
補
二
十
八
宿
、
何
除
牛
宿
哉
。

答
曰
。
昔
不
除
此
宿
、
于
時
天
下
疫
病
。
漢
王
命
博
士
問
、
占
士
察
卜
曰
、
天
有
天
形
星
、
下
地
曰
牛
頭
天
皇
、
二
十
八
宿
內

牛
宿
是
也
。
則
爲
疫
神
主
領
而
已
。
靈
驗
新
、
故
世
間
皆
不
論
好
惡
時
日
分
補
、
故
放
八
萬
四
千
疫
鬼
長
安
城
內
、
日
留
八
萬

四
千
人
命
。
故
帝
哀
傷
、
而
勤
天
形
星
法
、
天
王
現
給
詫
曰
、
我
所
主
牛
宿
雜
亂
、
故
衆
人
滅
、
若
取
此
宿
、
每
日
當
早
午
辰
、

不
可
有
大
疫
矣
。
帝
王
歡
喜
、
牛
宿
當
午
時
者
耶
。107

右
の
箇
所
は
『
簠
簋
内
傳
』
第
五
巻
に
所
在
し
て
お
り
、
第
一
巻
か
ら
は
隨
分
と
隔
た
っ
た
位
置
に
在
る
。
書
誌
学
の
立
場
か
ら

す
る
と
、
通
行
本
『
簠
簋
内
傳
』
の
成
立
は
全
巻
同
時
と
は
考
え
難
い
と
の
こ
と
で
あ
り
、
右
の
記
事
を
無
批
判
に
関
係
付
け
て
見
る
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わ
け
に
は
い
か
な
い
。

井
本
進
氏108

は
、『
簠
簋
内
傳
』
は
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
の
三
巻
本
が
先
に
成
立
し
、室
町
時
代
中
期
に
な
っ
て
第
四
巻
（
造
屋
篇
）

と
第
五
巻
（
文
殊
宿
曜
経
）
が
付
け
加
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
該
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
井
本
氏
の
研
究
が
標
準
的
な

理
解
と
な
っ
た
よ
う
で
、
先
行
す
る
三
巻
、
後
に
加
上
さ
れ
た
二
巻
と
前
後
を
二
分
し
て
捉
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
書

誌
学
的
見
解
に
寄
せ
れ
ば
、
第
一
巻
と
第
五
巻
の
記
述
を
併
せ
て
該
書
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
五
巻
本
の
成
立
を
待
っ
て
以
後

の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
書
誌
学
は
あ
く
ま
で
モ
ノ
と
し
て
の
書
物
の
歴
史
を
扱
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
以
て
直
ち
に
思

想
の
歴
史
に
転
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
同
時
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
右
に
掲
げ
た
『
簠
簋
内
傳
』
の
一
文
は
、
そ
の
内

容
を
窺
う
と
、
必
ず
し
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

問
。『
大
疏
』
五
月
天
左
右
二
十
七
宿
十
二
宮
神
。
二
十
八
宿
中
除
何
宿
乎
。

答
。『
宿
曜
經
』
史
瑤
本
云
。
唐
用
二
十
八
宿
。
西
國
除
星
宿
文　

僧

疏
云
。
此
間
二
十
八
宿
中
唯
無
牛
宿
。
此
星
宿
牛
宿
之

相
違
也
。
但
以
牛
宿
爲
本
歟
。
或
云
。
湊
王
時
城
中
百
萬
人
死
。
其
時
帝
王
成
恐
如
說
修
仁
王
會
。
百
座
卽
滿
百
日
。
夜
告
夢
云
。

牛
宿
者
牛
頭
天
王
也
。
主
母
日
牛
時
。
是
牛
時
牛
宿
吉
時
也
。
云
々
。109

右
は
『
白
寶
口
抄
』
か
ら
の
引
用
と
な
る
が
、「
或
云
」
以
下
は
、『
簠
簋
内
傳
』
で
言
う
長
安
城
の
一
件
と
き
わ
め
て
近
し
い
内

容
を
有
し
て
い
る
。
実
に
両
書
は
共
に「
牛
宿
」を「
牛
頭
天
王
」と
し
、先
に
見
た
例
と
は
違
っ
た
形
で
暦
神
化
を
果
た
し
て
お
り
、「
城
」

中
の
多
数
の
人
死
に
、
帝
王
が
仏
教
の
修
法
・
法
要
で
対
処
し
よ
う
と
し
た
点
で
一
致
す
る
。
し
か
し
『
白
寶
口
抄
』
の
そ
れ
は
文
意

が
あ
ま
り
明
瞭
で
は
な
く
、「
牛
宿
」
の
取
り
扱
い
の
不
備
か
ら
多
数
の
犠
牲
が
出
た
こ
と
を
予
測
し
え
て
も
、『
簠
簋
内
傳
』
で
語
ら
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れ
た
内
容
を
追
う
こ
と
は
そ
れ
以
上
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
牛
頭
天
王
と
疫
癘
の
関
わ
り
の
存
否
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

た
し
か
に
『
白
寶
口
抄
』
で
は
引
用
文
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の
で
、
典
拠
に
ど
れ
ほ
ど
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て

は
未
知
数
で
は
あ
る
が
、『
白
寶
口
抄
』
で
「
仁
王
會
」
と
す
る
の
に
対
し
て
『
簠
簋
内
傳
』
で
は
「
天
形
星
法
」
と
相
違
し
て
お

り
、
両
者
は
必
ず
し
も
直
結
は
し
な
い
。110

あ
る
い
は
、『
簠
簋
内
傳
』
で
は
牛
頭
天
王
の
勧
告
に
帝
王
が
応
じ
た
結
果
、「
帝
王
歡
喜
、

牛
宿
當
午
時
者
耶
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
行
林
抄
』
に
「
宿
曜
經
下
云
。
唐
用
二
十
八
宿
。
西
國
除
牛
宿
以
其
天
主
事
之
故
云

云
私
云
。
牛
宿
毎
日
午
時
直
之
云
云
」111

と
有
っ
て
、
著
者
の
静
然
の
私
的
見
解
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
複
数
の
口
伝

か
ら
構
成
さ
れ
た
某
か
の
類
話
の
存
在
を
両
者
の
中
間
に
想
定
し
て
お
く
の
が
宜
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に

よ
っ
て
『
簠
簋
内
傳
』
第
五
巻
の
著
者
自
身
が
そ
う
し
た
類
話
を
創
作
し
た
可
能
性
が
直
ち
に
退
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
該
書
第
五
巻
で
は
他
に
も
人
師
の
説
を
利
用
し
て
い
る
が
、
恣
意
的
な
編
集
を
ひ
ど
く
加
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
の
で
、

改
変
や
増
広
を
疑
う
に
せ
よ
、
極
端
な
創
作
と
ま
で
は
推
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
見
い
だ
さ
れ
た
典
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。　

『
簠
簋
内
傳
』

典
拠

ａ
爰
或
人
問
曰
。
七
曜
之
內
、
日
月
二
慥
現
成
。
火
水
木
金
土
五
形
、
厥
實
體
、

何
不
顯
乎
。

答
曰
、
火
水
木
金
土
、
豈
不
顯
耶
。
是
則
法
界
所
具
五
體
五
輪
也
。
法
界
五

大
與
日
月
二
相
、
和
合
顯
七
曜
者
也
。112

『
白
寶
口
抄
』
或
云
。
木
火
土
金
水
加
日
月
爲
七
曜
。
仍
五
行
依
正
二
報
體
性
也
。

而
以
大
陰
大
陽
日
月
二
星
。
生
長
養
育
五
行
萬
法
義
也
。113

ｂ
問
曰
、
以
何
宿
爲
命
業
胎
耶
。

答
曰
。
以
生
日
宿
爲
命
宿
、
自
命
宿
當
十
爲
業
宿
、
自
業
宿
當
十
爲
胎
宿
也
。

然
而
二
十
八
宿
之
內
、
除
牛
宿
勘
之
也
。
若
人
前
生
宿
因
拙
惡
宿
生
合
、
則

『
瑜
祇
經
口
決
』
假
令
、
正
月
一
日
生
人
室
宿
爲
命
宿
。
自
室
計
當
十
爲
業
宿
。

自
業
當
十
爲
胎
宿
。115

『
覺
禪
鈔
』
或
師
云
。
命
業
胎
等
星
宿
迴
歲
成
凌
逼
。
於
此
愛
染
明
王
除
愈
彼
難
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依
愛
染
明
王
法
退
七
曜
凌
逼
難
者
也
。
日
光
顯
現
、
諸
星
陰
沒
之
道
理
也
。114

云
々
。116

『
瑜
祇
經
口
決
』凌
逼
者
七
曜
其
用
勝
。
二
十
八
宿
其
威
劣
。
故
依
行
疫
遲
疾
不
同
。

若
七
曜
隨
一
相
近
命
業
胎
宿
隨
一
時
。
必
致
凶
難
。
此
時
修
此
法
卽
却
彼
凌
逼
之

難
也
。
其
故
此
尊
日
輪
。
日
輪
出
現
衆
星
隱
沒
故
也
。117

ｃ
三
、
命
業
胎
三
宿
之
事

命
過去　

室　
壁　
奎　
婁　
胃　
昴　
畢　
觜　
參

業
現在　

井　
鬼　
柳　
星　
張　
翼　
較　
角　
亢

胎
未來　

氐　
房　
心　
尾　
箕　
斗　
女　
虛　
危

　
　

	　
　

							

榮　
衰　
安　
危　
成　
壞　
支　
親118

『
瑜
祇
經
口
決
』

室
命	

壁
榮	

奎
衰	

婁
安	

胃
危	

昴
成	

畢
壞	

觜
犮	

參
親	

井
業	

鬼
榮	

柳
衰	

星
安	

張
危	

翼
成	

軫
壞	

角
犮	

亢
親	

底
胎	

房
榮	

心
衰	

尾
安	

箕
危	

斗
成	

女
壞	

虛
犮	

危119
親	

ｄ
右
命
宿
者
、
依
此
宿
性
、
授󠄁
壽
命
長
短
吉
凶
也
。
亦
業
宿
者
、
依
此
宿
性
、

授󠄁
過
去
宿
業
因
果
也
。
亦
胎
宿
者
、
依
此
宿
性
、
授󠄁
胎
內
五
位
八
點
也
。120

『
門
葉
記
』
先
命
宿
者
。
今
生
一
期
之
間
衛
護
之
星
宿
也
。
次
業
宿
者
。
先
生
本

命
星
也
。
依
前
業
之
修
因
定
現
在
之
果
報
之
故
。
先
生
本
命
星
猶
引
今
生
也
。
次

胎
宿
者
。
宿
胎
內
之
間
守
護
之
星
宿
也
。
卽
名
胞
衣
是
也
。
保
一
命
送
一
生
無
非

星
宿
之
衛
護
尤
可
歸
之
。121

ｅ
命
宿
生
日
宿
、
業
宿
前
生
造
業
日
、
胎
宿
初
入
胎
日
焉
。122

『
瑜
祇
經
口
決
』
命
宿
者
生
日
直
宿
。
業
宿
者
前
生
造
業
日
也
。
胎
宿
者
初
入
胎

之
日
也
。123

ｆ
問
曰
。
何
故
依
修
愛
染
明
王
法
、
除
七
曜
凌
逼
哉
。

答
曰
。
愛
染
王
住
熾
盛
之
日
輪
可
思
之
。
仍
命
宿
授󠄁
命
長
短
。
若
欲
延
報
可

修
命
宿
。
次
業
宿
授󠄁
日
月
作
事
。
若
諸
藝
欲
成
就
、
可
修
業
宿
。
次
胎
宿
授󠄁

五
臟
調
制
。若
欲
成
五
體
堅
固
、可
修
胎
宿
。然
者
曜
宿
相
應
之
日
、相
占
可
始
。

自
行
萬
事
。124

『
瑜
祇
經
口
決
』
若
求
延
命
者
可
祈
供
命
宿
。
若
求
一
切
所
作
事
業
成
就
者
。
可

供
業
宿
云
々
胎
宿
凶
宿
也
。125

ｇ
問
曰
。
知
命
業
胎
三
宿
方
如
何
。

答
曰
。
隨
人
不
定
也
。
故
於
干
二
十
八
宿
除
牛
宿
。
三
九
二
十
七
也
。126

『
瑜
祇
經
口
決
』
命
業
胎
等
宿
者
、
隨
人
生
日
不
定
。
於
二
十
八
宿
除
牛
宿
也
。

二
十
七
宿
分
爲
命
業
胎
三
宿
。
三
宿
各
有
九
。
故
三
九
二
十
七
也
。127
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ｈ
十
一
、三
百
六
十
日
之
宿

　
　
　
正　
二　
三　
四　
五　
六　
七　
八　
九　
十　
十
一　
十
二

　
　
　
寅　
卯　
辰　
巳　
午　
未　
申　
酉　
戌　
亥　
子　
　
丑

朔
日　
室　
奎　
胃　
畢　
參　
鬼　
張　
角　
氐　
心　
斗　
　
虛

二
日　
壁　
婁　
昴　
觜　
井　
柳　
翼　
亢　
房　
尾　
女　
　
危

三
日　
奎　
胃　
畢　
參　
鬼　
星　
軫　
氐　
心　
箕　
虛　
　
室

四
日　
婁　
昴　
觜　
井　
柳　
張　
角　
房　
尾　
斗　
危　
　
壁

五
日　
胃　
畢　
參　
鬼　
星　
翼　
亢　
心　
箕　
女　
室　
　
奎

六
日　
昴　
觜　
井　
柳　
張　
軫　
氐　
尾　
斗　
虛　
壁　
　
婁

七
日　
畢　
參　
鬼　
星　
翼　
角　
房　
箕　
女　
危　
奎　
　
胃

八
日　
觜　
井　
柳　
張　
軫　
亢　
心　
斗　
虛　
室　
婁　
　
昴

九
日　
參　
鬼　
星　
翼　
角　
氐　
尾　
女　
危　
壁　
胃　
　
畢

十
日　
井　
柳　
張　
軫　
亢　
房　
箕　
虛　
室　
奎　
昴　
　
觜128　
…

『
小
野
類
祕
鈔
』
月
宿
傍
通
事
（『
宿
曜
經
』
上
）

日
數　
二
月				

三
月				

四
月			

五
月				

六
月				

七
月				

八
月				

九
月			

十
月		

十
一
月	

十
二
月			

正
月

一
日　
奎　
胃　
畢　
參　
鬼　
張　
角　
氐　
心　
斗　
虛　
室

二
日　
婁　
昴　
觜　
井　
柳　
翼　
亢　
房　
尾　
女　
危　
壁

三
日　
胃　
畢　
參　
鬼　
星　
軫　
氐　
心　
箕　
虛　
室　
奎

四
日　
昴　
觜　
井　
柳　
張　
角　
房　
尾　
斗　
危　
壁　
婁

五
日　
畢　
參　
鬼　
星　
翼　
亢　
心　
箕　
女　
室　
奎　
胃

六
日　
觜　
井　
柳　
張　
軫　
氐　
尾　
斗　
虛　
壁　
婁　
昴

七
日　
參　
鬼　
星　
翼　
角　
房　
箕　
女　
危　
奎　
胃　
畢

八
日　
井　
柳　
張　
軫　
亢　
心　
斗　
虛　
室　
婁　
昴　
觜

九
日　
鬼　
星　
翼　
角　
氐　
尾　
女　
危　
壁　
胃　
畢　
參

十
日　
柳　
張　
軫　
亢　
房　
箕　
虛　
室　
奎　
昴　
觜　
井129　
…

ｉ
十
三
、
曜
宿
七
種
三
重
之
相
傳

安
住
宿　
日　
尾　
胃　
軫　
畢　
翼　
斗　
壁　
上
吉

和
善
宿　
月　
女　
鬼　
畢　
觜　
角　
房　
奎　
上
吉

毒
害
宿　
火　
壁　
翼　
尾　
參　
柳　
心　
危　
不
吉

急
速
宿　
水　
昴　
參　
柳　
鬼　
軫　
胃　
奧　
上
吉

猛
惡
宿　
木　
井　
氐　
鬼　
星　
張　
箕　
室　
不
吉

危

宿　
金　
張　
奎　
房　
井　
亢　
女　
虛　
半
吉

『
陰
陽
略
書
』

甘
露
日
、
軫
宿
、
日
曜・畢
宿
、
月
曜・尾
宿
、
火
曜・柳
宿
、
水
曜・鬼
宿
、
木
曜・

房
宿
、
金
曜
・
星
宿
、
土
曜
。
是
日
大
吉
、
受
灌
頂
、
造
作
寺
宇
、
受
戒
、
習
學

經
法
、
出
家
、
竝
吉
也
。

金
剛
峯
日
、
尾
宿
、
日
曜
・
女
宿
、
月
曜
・
壁
宿
、
火
曜
・
昴
宿
、
水
曜
・
井
宿
、

木
曜
・
張
宿
、
金
曜
・
亢
宿
、
土
曜
。
是
日
宜
作
一
切
降
伏
法
。

羅
刹
日
、
胃
宿
、
日
曜・鬼
宿
、
月
曜・翼
宿
、
火
曜・參
宿
、
水
曜・弖
宿
、
木
曜・

奎
宿
、
金
曜
・
柳
宿
、
土
曜
。
是
日
不
可
行
佛
事
、
必
有
禍
殃
。
凡
不
可
擧
百
事
、
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剛
柔
宿　
土　
亢　
柳　
星　
氐　
昂　
心　
鬼　
大
吉	

130

云
云
。131

『
吉
日
考
祕
傳
』

七
十
二
、

　
　
　
　
　
日
、
月
、
火
、
水
、
木
、
金
、
土
、

甘
露
日　
　
軫
、
畢
、
尾
、
柳
、
鬼
、
房
、
星

金
剛
峯
日
、
尾
、
女
、
壁
、
昴
、
井
、
張
、
亢
、

羅
刹
日
、　		

胃
、
鬼
、
翼
、
參
、
氐
、
奎
、
柳132

、

ｊ
第
二
金
剛
峯
日
者
、我
等
衆
生
本
來
空
寂
、一
氣
生
處
、萬
機
起
興
。
頭
圓
爲
天
、

足
方
爲
地
、
頂
上
七
竅
、
顯
天
七
星
。
自
无
數
毛
口
出
風
炎
、
成
无
量
星
宿
。

四
支
爲
萬
木
、毛
髮
現
千
草
。
骨
是
金
石
、肉
是
土
泥
、筋
是
藤
葛
、脉
是
川
河
。

出
入
息
成
虛
空
風
、
其
住
一
身
形
像
、
爲
須
彌
一
法
界
、
須
臾
刹
那
送󠄁
生
死

二
業
。
睚
閉
爲
夜
、睚
開
爲
晝
。
雖
經
生
老
病
死
四
相
、此
體
堅
固
不
破
壞
処
、

名
曰
金
剛
峯
日
。133

『
止
觀
輔
行
傳
弘
決
』
欲
知
此
法
等
者
。
如
向
所
對
未
爲
善
修
。
若
通
明
觀
以

三
昧
力
。
知
此
身
中
具
倣
天
地
。
知
頭
圓
像
天
足
方
像
地
。
身
内
空
種
卽
是
虛

空
。
腹
温
法
春
夏
。
背
剛
法
秋
冬
。
四
體
法
四
時
。
大
節
十
二
法
十
二
月
。
小
節

三
百
六
十
法
三
百
六
十
日
。
鼻
息
出
入
法
山
澤
溪
谷
中
風
。
口
息
出
入
法
虛
空
中

風
。
眼
法
日
月
。
開
閉
法
晝
夜
。
髮
法
星
辰
。
眉
法
北
斗
。
脈
法
在
陰
陽
法
五
行
。

在
世
法
五
常
。
在
内
法
五
神
。
修
行
法
五
德
。
治
罪
法
五
刑
。
謂
墨
劓
剕
宮
大
辟
。

主
領
爲
五
官
。
五
官
如
下
第
八
卷
引
博
物
誌
。
謂
句
芒
等
。
升
天
曰
五
雲
。
化
爲

五
龍
。
心
爲
朱
雀
。
腎
爲
玄
武
。
肝
爲
青
龍
。
肺
爲
白
虎
。
脾
爲
勾
陳
。134

ｋ
第
三
羅
刹
日
者
、
我
等
沒
亡
夕
、
法
性
湛
然
、
智
水
渴
乏
消󠄁
失
、
顏
花
變
色
、

命
業
皆
散
、
六
腑
爛
壞
、
支
躰
寒
堅
。
魂
飛
趣
廣
泉
途
、
身
徒
埋
北
芒
郊
原
。

骨
碎
筋
敗
、
皮
膚
濃
血
、
忽
爛
壞
。
爰
白
蠕
蠢
蠢
通
骨
節
、
靑
蠅
螢
螢
喰
肉
身
。

貪
鳥
拔
眼
、
飢
犬
嚙
屍
、
白
狐
穿
肉
、
靑
狼
嚙
骨
。
爰
妻
子
亡
契
盟
、
朋
友

絕
智
音
。
屍
瓱
殘
有
古
墳
邊
、
古
拍
親
眤
无
別
、
賓
客
恐
怖
不
得
近
。
故
以

人
遠
曰
羅
刹
日
。135

「
九
相
詩
」

第
二
肪
脹
相

肪
脹
新
姿
名
難
言　
既
經
七
日
㒵
纔
存　
紅
顔
暗
變
失
花
麗　
玄
鬢
先
袞
纏
草
根

六
腐
爛
感
餘
棺
槨　
四
支
洪
直
臥
郊
原　
郊
原
寂
莫
無
隨
者　
獨
赴
冥
途
中
有
魂

第
三
血
塗
相

骨
碎
筋
壞
在
北
芒　
色
相
反
異
難
思
量　
膚
皮
悉
解
青
黛
㒵　
膿
血
忽
流
爛
穢
腸

金剛峯

羅刹日

甘露日
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第
四
肪
亂
相

縱
傾
海
水
雖
爲
洗　
肪
亂
相
時
豈
得
淸　
白
蠕
身
中
旁
蠢
　々
青
蠅
背
上
幾
營
々

第
五
噉
食
相

野
外
人
稀
何
物
有　
爭
屍
猛
獸
不
能
禁　
朝
看
肪
脹
爛
壞
㒵　
夕
聽
虎
狼
噉
食
音

飢
犬
吠
嘷
喪
斂
地　
貧
烏
群
集
棄
捐
林　
今
生
榮
望
夢
中
夢　
對
是
豈
無
慚
愧
心

第
六
青
瘀
相

可
憐
壘
々
古
墳
邊

自
斯
親
友
棄
空
去136

『
簠
簋
内
傳
』
本
文
と
そ
の
典
拠
を
比
較
す
る
と
、『
簠
簋
内
傳
』
は
従
前
の
教
説
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
実
に
、
第

五
巻
で
の
思
想
的
な
語
り
は
多
分
に
典
拠
に
裏
付
け
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代
ま
で
の
成
立
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
ば
、
当
該
箇
所
の
話
題
は
書
誌
学
で
推
定
さ
れ
た
室
町
時
代
中
期
よ
り
も
ず
っ
と
遡
っ
て
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

中
で
も
特
に
道
範
の
思
想
と
親
し
い
位
置
を
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
『
簠
簋
内
傳
』
ｂ
の
「
以
生
日
宿
爲
命
宿
、
自
命
宿
當
十
爲
業
宿
、
自
業
宿
當
十
爲
胎
宿
也
」
は
、『
覺
禪
鈔
』
で
も
「
始

自
生
日
宿
計
。
當
第
九
宿
。
爲
命
宿
。
次
又
計
當
第
九
。
爲
業
宿
。」137

と
言
っ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
道
範
の
『
瑜
祇
經
口
決
』
に
近
い
。

ま
た
『
簠
簋
内
傳
』
ｃ
の
命
宿
・
業
宿
・
胎
宿
の
配
当
は
、『
白
寶
口
抄
』138

で
も
掲
示
さ
れ
て
い
る
が
、や
は
り
『
瑜
祇
經
口
決
』
に
近
い
。

つ
ま
り
異
説
が
複
数
存
在
す
る
中
で
『
瑜
祇
經
口
決
』
の
説
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
道
範
と
の
距

離
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
る
と
、『
簠
簋
内
傳
』
第
一
巻
で
「
三
鏡
」
を
説
明
し
て
「
右
此
三
鏡
者
、
卽
日
月
星
三
光
、

天
人
地
三
才
、
法
報
應
三
身
、
阿
緵
吽
三
字
、
佛
部
蓮
華
部
金
剛
部
三
部
、
理
智
事
三
點
、
彌
陀
釋
迦
藥
師
三
尊
、
吒
枳
尼
天
聖
天
辨
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才
天
三
天
也
。
春
大
圓
鏡
智
、故
以
三
辨
寶
珠
形
、禮
拜
三
鏡
、三
玉
女
是
也
。」139

と
言
う
、静
遍
の
説
を
引
き
継
ぎ
道
範
も
強
調
し
た
「
三

點
」
説
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
言
説
も
あ
な
が
ち
偶
然
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
右
表
の
対
比
か
ら
、『
宿
曜
經
』
の
教
説
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
に
係
る
秘
説
に
価
値
を
置
く
態
度
を
『
簠
簋
内
傳
』
に
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
簠
簋
内
傳
』
ｈ
で
は
三
百
六
十
日
に
二
十
八
宿
を
配
当
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
宿
曜
經
』140

に
も
表
示
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

経
そ
の
も
の
と
は
相
違
し
て
、む
し
ろ
『
小
野
類
祕
鈔
』
と
一
致
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、『
簠
簋
内
傳
』
ｉ
は
『
宿
曜
經
』
の
金
剛
峯
日
・

羅
刹
日
・
甘
露
日
の
配
列
と
七
宿
を
結
び
、
ひ
と
ま
と
め
に
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
結
合
は
経
そ
の
も
の
の
内
で
明
示

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
と
同
様
の
配
列
は
『
陰
陽
略
書
』
や
『
吉
日
考
祕
傳
』
に
も
見
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
恐
ら
く
陰
陽

道
で
独
自
に
構
築
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
宿
曜
道
で
形
成
さ
れ
流
布
さ
れ
た
秘
説
か
ら
引
用
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
経
説
よ
り
秘
説
と
い
っ
た
応
用
的
な
言
説
が
重
ん
じ
ら
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

他
に
も
、
完
全
に
表
現
が
一
致
し
な
い
ま
で
も
、
部
分
的
な
類
似
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、『
簠
簋
内
傳
』
ｊ
と
『
止
觀
輔
行

傳
弘
決
』
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
文
中
に
「
五
官
如
下
第
八
卷
引
博
物
誌
」
と
あ
る
よ
う
に
、
該
書
は
某
か
の
外
典
を

引
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、『
簠
簋
内
傳
』
は
『
止
觀
輔
行
傳
弘
決
』
を
直
接
に
参
照
し
た
と
言
う
よ
り
、『
止
觀
輔
行
傳

弘
決
』
も
参
照
し
た
外
典
を
同
じ
く
参
照
し
た
と
考
え
た
方
が
宜
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
但
し
、
情
報
の
入
手
経
路
に
つ
い
て
は

『
止
觀
輔
行
傳
弘
決
』
の
よ
う
な
仏
教
書
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、『
簠
簋
内
傳
』
ｋ
は
「
金
剛
峯
日
」
に
引
き
続
い
て
「
羅
刹
日
」
を
解
説
す
る
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
専
ら
不
浄
観
に

係
る
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
は
、羅
刹
の
住
処
と
さ
れ
る
墓
所
の
イ
メ
ー
ジ141

か
ら
着
想
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
文
章
は
必
ず
し
も
同
文
で
は
な
い
が
、「
九
相
図
」
に
付
さ
れ
た
蘇
東
坡
仮
託
の
「
九
相
詩
」
と
モ
チ
ー
フ
を
共
有
し
て
い
る
よ
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う
に
窺
え
、
一
部
、
表
現
の
一
致
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
「
九
相
詩
」
は
、「
九
相
図
」
と
一
具
に
顕
れ
て
は
い
る
が
、
図
で
は
女
性
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
詩
に
は
「
昔
斯
朝

帝
紅
顔
士
」142

と
有
っ
て
、
男
性
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
、
両
者
は
必
ず
し
も
契
合
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、

「
序
文	

九
相
詩
序　

東
坡
士
註
之
」
と
あ
る
「
紅
粉
翠
黛
唯
採
白
皮　

男
女
婬
樂
互
抱
臰
骸　

身
冷
魂
去
棄
之
荒
腹　

雨
灌
日
曝
須
臾

爛
壞　

燒
卽
爲
灰
焉
見
昔
質　

埋
又
爲
土
誰
思
舊
好　

爲
之
惜
名
其
名
冷
於　

谷
響
爲
之
求
利
其
利　

空
於
春
夢
順
我
以
爲　

恩
愛
背

己
以
作
讎
敵　

順
逆
二
門
無
不
妄
緣　

皆
是
無
我
之
我
執
計　

無
常
之
常
四
種
顚
倒　

眼
前
迷
亂
世
人
猶
可　

恥
況
於
釋
氏
矣
」143

は
、

貞
慶
の
『
彌
勒
講
式
』144

と
全
く
の
同
文
で
、
そ
れ
が
利
用
さ
れ
た
と
見
え
る
。
ま
た
、『
父
子
相
迎
』
で
は
『
往
生
要
集
』
の
「
傾
海

水
洗
不
可
令
淨
潔
。
外
雖
施
端
嚴
相
。
内
唯
裹
諸
不
淨
。
猶
如
畫
瓶
而
盛
糞
穢
」145

を
受
け
て
「
た
と
ひ
海
水
を
傾
け
て
洗
ふ
と
も
、
い

か
で
か
清
潔
な
る
事
を
見
む
。」146

と
言
う
が
、こ
れ
な
ど
は「
九
相
詩
」の「
縱
傾
海
水
雖
爲
洗　

肪
亂
相
時
豈
得
淸
」147

と
合
致
す
る
し
、「
四

支
肪
脹
し
て
、
蟲
、
膿
汁
を
噉
み
て
動
め
き
、
五
體
爛
壞
し
て
、
烏
、
腸
を
掴
み
て
争
ふ
。
こ
れ
な
ん
、
さ
な
が
ら
あ
り
の
ま
ま
な
る

姿
な
り
。
愛
著
の
心
猶
を
い
か
が
思
ふ
。
手
を
も
触
れ
、
身
に
も
近
づ
け
な
ん
や
。
蟲
を
も
嫉
み
、
烏
を
も
嫉
み
な
ん
や
。
さ
し
も
華

や
か
に
匂
ひ
深
か
り
し
も
、
さ
ら
に
己
が
色
香
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
。
い
ま
は
た
と
ひ
仙
方
の
雪
、
粉
を
施
す
と
も
、
こ
の
青
み
つ
染

み
た
る
色
を
は
埋
づ
み
難
し
。
又
妓
爐
の
煙
、
薫
を
譲
る
と
も
、
こ
の
臭
く
、
汚
ら
は
し
き
香
は
、
紛
ふ
べ
か
ら
ず
。
た
だ
見
る
者
は

目
を
塞
ぎ
、
鼻
を
覆
ひ
て
の
み
去
る
。
う
た
て
何
時
し
か
な
る
心
変
は
り
か
な
。
戀
ん
泪
の
色
は
、
思
ひ
を
く
心
の
み
萎
れ
て
、
野
原

の
露
ほ
ど
も
、
苔
の
下
ま
で
は
、
か
か
ら
ぬ
情
な
り
け
り
と
。
屍
も
し
、
袂
に
縋
り
て
、
泣
き
居
ら
ば
、
懐
か
し
か
り
し
名
残
と
も
な

く
、
い
か
が
身
の
毛
も
よ
だ
ち
て
、
恐
ろ
し
か
ら
む
。
先
賢
の
紅
粉
翠
黛
は
、
た
だ
薄
き
皮
を
彩
り
、
男
女
の
婬
樂
は
互
ひ
に
臭
き
屍

を
抱
く
」148

や
「
そ
の
東
岱
前
後
の
魂
、
屍
を
捨
て
て
い
づ
ち
へ
か
去
る
。
雲
と
な
り
雨
と
や
な
り
に
け
ん
。
行
方
も
知
ら
ず
。
北
芒
新

舊
の
ほ
ね
。
魂
を
離
れ
て
、
幾
許
か
残
る
。
土
と
な
り
灰
と
な
り
て
、
跡
形
も
無
し
。
せ
め
て
そ
の
主
こ
そ
有
ら
め
。
亡
き
跡
の
印
に
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残
る
率
塔
婆
だ
に
も
、
た
が
た
め
と
か
く
。
文
字
さ
へ
微
か
に
消
え
な
る
こ
そ
悲
し
け
れ
。
そ
れ
も
形
な
く
朽
ち
ぬ
れ
ば
、『
古
墓
何

世
人
不
知
姓
與
名
』
と
、
行
き
来
の
人
の
口
ず
さ
み
に
な
り
ゆ
く
身
の
果
て
こ
そ
儚
く
、
味
気
無
き
極
り
な
れ
。」149

な
ど
も
、
や
は
り

同
類
の
モ
チ
ー
フ
と
認
め
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、「
九
相
詩
」
と
「
九
相
図
」
は
切
り
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
、
こ
と

詩
文
の
成
り
立
ち
は
鎌
倉
時
代
辺
り
ま
で
に
遡
っ
て
考
え
て
も
全
く
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
『
簠
簋
内
傳
』
ｉ
に
続
い
て
「
甘
露
・
金
剛
峯
・
羅
刹
」
を
解
説
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
「
甘
露
日
」
に

つ
い
て
も
「
第
一
甘
露
日
者
、
我
等
初
生
古
法
身
大
日
、
取
獨
古
滴
五
智
淸
淨
甘
露
日
法
水
、
湛
五
相
瑜
伽
器
、
構
法
身
常
住
之
心
城
、

立
三
業
淸
淨
加
持
門
、
三
十
七
尊
番
番
利
生
、
故
自
他
罔
生
、
從
自
无
起
、
不
生
不
滅
、
人
者
形
如
泡
沫
、
无
苦
无
樂
、
湛
然
淸
淨
心

法
、
分
分
來
來
化
生
日
、
名
曰
甘
露
日
。」150

と
、
特
定
の
典
拠
は
求
め
ら
れ
な
い
ま
で
も
汎
密
教
的
な
表
現
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
眺
め
て
み
る
と
、
第
五
巻
の
言
説
は
多
分
に
典
拠
に
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
全
く
の
恣
意
的
な
創
作
で
あ
っ
た
と

は
言
え
な
い
。
勿
論
、
典
拠
の
原
意
を
外
れ
た
応
用
で
あ
っ
た
り
、
或
い
は
複
数
の
引
用
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
す
る
構
成
を
与
え
た

り
し
て
、
そ
う
し
た
言
説
が
新
た
な
思
想
を
発
現
し
う
る
可
能
性
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
第
五
巻
は
技
術
的
利
用

に
資
す
る
言
説
を
類
聚
し
た
体
裁
を
有
す
る
た
め
、
そ
れ
よ
り
以
上
の
新
た
な
思
想
を
創
発
さ
せ
る
と
ま
で
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ

れ
で
も
、
第
五
巻
は
道
範
の
『
瑜
祇
經
口
決
』
に
負
う
部
分
が
多
い
た
め
、
こ
と
分
量
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
が
第
五
巻
成
立

の
事
情
と
深
く
関
係
し
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
但
し
、
道
範
の
遺
し
た
言
説
だ
け
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
箇
所
も
散
見
さ
れ
、
例
え
ば

『
簠
簋
内
傳
』
ｄ
に
見
る
「
胎
宿
」
の
説
明
は
東
密
の
『
白
寶
口
抄
』
の
「
若
欲
求
延
命
者
、
可
祈
供
命
宿
。
若
欲
成
就
一
切
所
作
事

業
者
、
可
供
業
宿
。
此
業
宿
萬
事
大
吉
也
。
胎
宿
凶
宿
也
。」151

よ
り
も
ず
っ
と
台
密
の
『
門
葉
記
』
に
近
く
、
典
拠
の
思
想
的
傾
向
を

す
ぐ
さ
ま
教
派
に
転
換
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
唯
一
確
実
に
言
え
る
の
は
、
そ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
群
の
情
報
を
入
手
し
う
る
環

境
で
、そ
れ
ら
を
肯
定
的
に
融
合
し
再
構
成
し
よ
う
と
指
向
し
た
人
物
の
存
在
で
あ
る
。そ
う
な
る
と
、密
教
教
説
に
裏
付
け
な
が
ら「
右
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通
曜
宿
經
明
之
、
曜
宿
道
一
卷
、
極
此
經
奧
旨
傳
」152

と
い
う
第
五
巻
も
、
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
た
前
三
巻
と
そ
の
構
え
に
大
き
な
違

い
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
殊
に
典
拠
が
鎌
倉
時
代
に
ま
で
遡
り
う
る
と
な
れ
ば
、
思
想
的
に
は
却
っ
て
一
貫
し
た
繋
が
り
が
想

定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
第
五
巻
に
見
た
暦
神
化
さ
れ
た
牛
頭
天
王
説
話
に
つ
い
て
も
、
第
一
巻
に
見
た
牛
頭
天
王
と

円
滑
に
結
ば
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
宿
曜
道
に
係
る
言
説
も
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、
先
に
見
た
通
り
、
正
統
的
な
陰
陽

道
に
在
っ
て
も
宿
曜
道
の
言
説
を
除
外
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、『
簠
簋
内
傳
』
に
顕
れ
た
牛
頭
天
王
信
仰
は
実
に
複

雑
で
豊
饒
な
言
説
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

結
論

神
仏
習
合
の
論
理
は
、
日
本
国
の
神
祗
に
普
遍
的
真
理
の
体
現
者
で
あ
る
仏
を
本
源
に
据
え
る
こ
と
で
、
地
域
的
局
限
の
拘
束
か

ら
解
放
し
、普
遍
的
存
在
性
を
背
後
に
予
感
さ
せ
た
。
殊
に
法
身
大
日
如
来
と
の
習
合
は
普
遍
的
真
理
の
一
体
化
に
ほ
か
な
ら
ず
、往
々

に
し
て
如
来
蔵
的
な
枠
組
み
か
ら
存
在
の
源
底
に
神
が
据
え
ら
れ
る
言
説
が
流
行
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
普
遍
性
と
は
、
あ
く
ま
で
形

而
上
学
的
な
そ
れ
で
、
抽
象
的
で
観
念
的
な
ま
ま
に
留
ま
り
、
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
日
常
生
活
の
場
面
に
持
ち
込
み
う
る
よ
う
な
存
在
で

は
な
く
、
救
済
の
要
請
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
応
じ
え
な
い
消
極
的
側
面
を
伏
在
さ
せ
た
。

無
住
は
『
沙
石
集
』
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

然
ニ
本
地
垂
跡
其
體
同
ジ
ケ
レ
ド
モ
、
機
ニ
臨
利
益
、
暫
ク
勝
劣
ア
ル
べ
シ
。
我
國
ノ
利
益
ハ
、
垂
跡
ノ
面
ナ
ヲ
勝
レ
テ
オ
ワ

シ
マ
ス
ニ
ヤ
。
其
故
ハ
、
昔
役
ノ
行
者
、
吉
野
ノ
山
上
ニ
行
ケ
ル
ニ
、	
釋
迦
ノ
像
現
ジ
給
ヘ
リ
ケ
ル
ヲ
、「
此
御
像
ニ
テ
ハ
、
此
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國
ノ
衆
生
ハ
化
シ
ガ
タ
カ
ル
ベ
シ
。
隱
サ
セ
給
へ
」
ト
申
サ
レ
ケ
レ
バ
、
次
ニ
彌
勒
ノ
御
形
ヲ
現
ジ
給
フ
。「
猶
是
モ
叶
ジ
」
ト

申
サ
レ
ケ
レ
バ
、
其
時
當
時
ノ
藏
王
權
現
ト
テ
、
オ
ソ
ロ
シ
ゲ
ナ
ル
御
形
ヲ
現
ジ
給
ケ
ル
時
、「
是
コ
ソ
我
國
ノ
能
化
」
ト
申
給

ケ
レ
バ
、
今
ニ
跡
ヲ
垂
給
へ
リ
。
釋
尊
劫
盡
ノ
ト
キ
ハ
、
夜
叉
卜
成
テ
、	

無
道
心
ノ
者
ヲ
取
リ
食
テ
、
人
ヲ
勸
テ
道
心
ヲ
起
シ

メ
給
フ
モ
此
心
ナ
リ
。
行
人
ノ
信
心
深
ク
シ
テ
、
心
ヲ
一
ニ
愼
ミ
敬
フ
事
ア
ル
時
、
利
益
ニ
ア
ヅ
カ
ル
。
我
國
ノ
風
儀
、
神
明

ハ
ア
ラ
タ
ニ
賞
罰
ア
ル
故
ニ
、
信
敬
ヲ
厚
シ
、
佛
菩
薩
ハ
理
ニ
相
應
シ
テ
、
ト
ヲ
キ
益
ハ
ア
リ
ト
イ
へ
ド
モ
、
和
光
ノ
方
便
ヨ

リ
モ
穩
カ
ナ
ル
儘
ニ
、
愚
ル
人
ハ
信
ヲ
タ
ツ
ル
事
ス
ク
ナ
シ
。
諸
佛
ノ
利
益
モ
、
苦
ミ
ア
ル
者
、
偏
ニ
重
ス
。
サ
レ
バ
愚
癡
ノ

族
ヲ
利
益
ス
ル
方
便
コ
ソ
、
實
ニ
深
キ
慈
悲
ノ
色
、
濃
ナ
ル
善
巧
ノ
形
ナ
レ
バ
、
靑
キ
事
ハ
藍
ヨ
リ
出
テ
藍
ヨ
リ
靑
キ
ガ
如
ク
、

貴
事
ハ
佛
ヨ
リ
出
テ
佛
ヨ
リ
尊
キ
ハ
、
只
和
光
神
明
ノ
利
益
ナ
ル
ヲ
ヤ
。

古
徳
、
寺
ヲ
建
立
シ
給
フ
、
必
ズ
マ
ヅ
勸
請
神
ヲ
崇
ル
モ
、
和
光
ノ
方
便
ヲ
放
レ
テ
佛
法
立
ガ
タ
キ
ニ
ヤ
。
彼
僧
正
ノ
意
樂
、

斯
ル
趣
ニ
コ
ソ
。
心
ア
ラ
ン
人
、
彼
跡
ヲ
學
給
フ
べ
シ
。153

無
住
は
、
従
来
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
た
観
念
的
な
普
遍
性
以
上
に
、
形
而
下
に
於
け
る
具
体
性
、
身
近
で
有
用
な
（
受
肉
し
た
存
在
と

し
て
立
ち
現
れ
る
）「
垂
跡
」
に
光
を
当
て
た
。『
聖
財
集
』
に
在
っ
て
は
「
劣
機
得
道
、偏ニ

方
便ノ

教ニ
ヨ
リ
テ

、西
天ノ

三
乘ノ

教
、漢
土ノ

儒
道ノ

二
教
、

日
本ノ

神
明ハ

ミ（
朱
）皆ナ

方
便ノ

權
跡
、
實
教ノ

基
本

ナ
リ

。
若
此
方
便

ナ
ク
ハ

、
只
地
獄
鬼
畜ノ

惡
道ニ

入
ヘ
シ

。
肇
公ノ

云
、
非ハ
㆑
本ニ

無ン
㆓
以
垂 

 
ル
コ
ト

㆑
跡ヲ
㆒
、
非ハ
㆑
跡ニ

無ン
㆓
以
顕　

コ
ト

㆑
本ヲ
㆒
。
々
跡
雖
殊ト

、
不
思
議
一

ナ
リ
云

云
。
実ニ

外
典
権
教
神
明ノ

方
便

ナ
ク
ハ

、
実
教
本
地

ノ
利
益

ア
ラ
ワ
シ

難ル
ヘ
シ

。
大
方
権
実
体
一ニ

シ
テ

、

本
跡
源ト

同シ
ケ
レ
ハ

、
其ノ

道
理
分
明
也
。」154

と
、
三
国
世
界
観
に
基
づ
き
な
が
ら
本
迹
同
源
、
権
実
一
体
と
見
て
、
垂
跡
の
意
義
を
本
源
か

ら
保
証
す
る
よ
う
に
も
語
る
の
だ
が
、「
本
地ノ

藍
ヨ
リ
モ

垂
迹ノ

慈
悲ノ

色
深

カ
ル
ヘ
シ

」155

と
、
こ
と
救
済
の
場
面
に
於
い
て
は
垂
跡
の
方
に
比
重

を
置
い
て
い
る
。
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た
し
か
に
仏
教
の
縁
起
論
は
形
而
下
の
観
察
対
象
を
論
理
的
に
分
析
し
、
そ
の
仕
組
み
を
解
明
す
る
の
に
有
効
で
は
あ
る
が
、
そ

う
し
た
用
途
は
一
義
的
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
か
よ
う
に
見
て
取
ら
れ
た
対
象
に
実
体
性
が
欠
如
し
た
事
態
を
看
破
し
、
形
而
下
の
虚
偽

性
を
暴
く
の
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
、
仏
経
で
は
、
密
教
に
見
る
よ
う
な
神
話
的
世
界
観
を
筋
立
て
て
打
ち
立
て
は
し
た
が
、

結
局
は
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
、
対
象
を
客
観
的
に
観
察
し
て
法
則
性
の
発
見
に
向
か
お
う
と
い
う
よ
う
な
意
志
は
な
く
、
技
術
智
に
よ

り
組
み
上
げ
ら
れ
た
道
理
と
は
親
し
く
な
か
っ
た
。
勿
論
、
そ
う
し
た
論
理
を
理
解
す
る
為
の
素
地
は
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
、
内
的

に
発
展
さ
せ
な
い
ま
で
も
、
外
部
で
構
築
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
道
理
を
受
容
す
る
こ
と
に
吝
か
で
な
く
、
そ
う
し
た
領
域
は
専
ら
外
部

に
依
託
さ
れ
て
い
た
と
見
え
る
。

牛
頭
天
王
の
暦
神
化
に
見
る
、
形
而
下
に
於
け
る
普
遍
的
法
則
性
の
強
調
は
、
無
住
に
見
る
形
而
下
世
界
の
再
評
価156

と
共
鳴
し
て

お
り
、
そ
れ
が
ど
う
に
も
仏
教
に
不
得
手
な
領
域
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
に
も
見
え
て

く
る
。
し
か
も
彼
の
普
遍
性
は
三
国
世
界
観
と
緊
密
に
結
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
形
而
上
か
ら
形
而
下
へ
の
力
点
の
移

行
は
、
従
前
説
に
照
ら
し
て
、
き
わ
だ
っ
て
特
徴
的
な
事
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
『
簠
簋
内
傳
』
の
牛
頭
天
王
説
話
を
眺
め
て
み
る
と
、
祇
園
社
の
儀
礼
や
金
神
の
脅
威
を
強
調
す
る
態
度

に
特
徴
は
見
え
る
が
、
そ
れ
が
果
た
し
て
密
教
説
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
陰
陽
道
に
発
す
る
説
で
あ
る
の
か
判
然
と
し
て
こ
な
い
。

そ
も
そ
も
暦
注
と
の
接
合
と
い
う
こ
と
も
『
簠
簋
内
傳
』
に
不
共
の
特
徴
で
は
な
く
、
牛
頭
天
王
の
信
仰
は
単
線
的
な
展
開
と
は
言
え

な
い
広
が
り
を
持
つ
。
し
か
も
そ
こ
で
は
密
教
と
陰
陽
道
が
越
境
的
に
結
び
あ
い
、
否
、
そ
う
し
た
稜
線
す
ら
も
消
失
さ
せ
な
が
ら
思

想
的
に
呼
応
し
て
い
た
。
本
稿
の
検
討
を
通
し
て
『
簠
簋
内
傳
』
は
却
っ
て
玉
虫
色
を
深
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
該

書
が
安
倍
晴
明
に
仮
託
さ
れ
、
そ
れ
が
通
用
さ
れ
え
た
事
実
を
重
く
見
て
、
該
書
を
陰
陽
道
書
と
認
め
る
こ
と
と
し
て
、
密
教
を
摂
取

し
た
陰
陽
道
は
も
は
や
如
来
蔵
的
な
構
え
の
論
理
を
拒
む
よ
う
な
契
機
を
持
ち
え
な
か
っ
た
と
、
一
応
に
結
論
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
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い
。
普
遍
性
の
強
調
が
形
而
上
か
ら
形
而
下
に
移
る
に
せ
よ
、形
而
上
に
於
け
る
普
遍
性
は
な
お
そ
の
根
底
で
響
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

註1	

拙
論『
度
会
行
忠
所
帯
の
神
道
書
に
於
け
る
思
想
構
成(

そ
の
１)	

─
─
伊
勢
神
道
に
於
け
る「
正
直
」の
観
点
か
ら
─
─
」『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』

十　
　

八
五
頁
〜

2	

馬
場
真
理
子
「
暦
の
「
正
理
」
─
『
暦
林
問
答
集
』
に
お
け
る
暦
注
の
解
説
を
中
心
に
─
」『
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
』
三
四　

3	

馬
場
氏
前
掲
書　

一
一
〇
頁

4	

馬
場
氏
前
掲
書　

一
二
二
頁

5	

馬
場
氏
前
掲
書　

一
二
二
頁

6	『
暦
林
問
答
集
』（
中
村
璋
八
『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
』
三
九
五
〜
六
頁
）

7	

馬
場
氏
前
掲
書　

一
二
二
頁

8	

馬
場
氏
前
掲
書　

一
二
二
頁

9	『
暦
林
問
答
集
』（
中
村
前
掲
書　

三
九
九
頁
）

10	『
暦
林
問
答
集
』（
中
村
前
掲
書　

三
九
九
頁
）

11	

該
書
の
実
見
の
機
会
に
恵
ま
れ
ず
、
宮
島
新
一
氏
が
「
辟
邪
絵
─
わ
が
国
に
お
け
る
受
容
─
」（『
美
術
研
究
』
三
三
一　

一
一
頁
下
）
で
紹
介
し
た

一
文
に
依
る
。

12	『
国
史
大
系
』　

第
七
巻　

六
一
一
頁
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13	『
国
史
大
系
』　

第
七
巻　

六
一
一
頁

14	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
璋
八
『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
』　

二
四
六
〜
七
頁
）

15	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
四
七
頁
）

16	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
四
七
頁
）

17	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
四
七
頁
）

18	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
四
七
頁
）

19	『
神
道
大
系
』
文
学
編
一　

六
六
〜
七
頁

20	

多
和
文
庫
蔵
『
天
刑
星
秘
密
儀
軌
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
一
六
コ
マ
）
に
次
の
よ
う
な
奥
書
が
見
え
る
。

本
云
。

文
應
元
年
十
一
月
十
日
酉
時
書
寫
乎

于
時
、
嘉
元
五
年
二
月
十
七
日
午
時
書
之
。

于
時
、
明
德
元
年
庚
午
八
月
十
二
日
於
尾
州
北
野

眞
福
寺
令
出
寫
乎

于
時
應
永
七
年
庚
辰
三
月
三
日
讃
州
岸
上

光
明
寺
書
寫
乎　

一
交
之　
　

	

良
義

21	

多
和
文
庫
蔵
『
天
刑
星
秘
密
儀
軌
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
一
七
〜
八
コ
マ
）

22	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
〇
頁
）

23	『
大
正
藏
』
巻
二　

六
〇
七
頁
上
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24	『
祭
文
部
類
』（
村
山
修
一
『
陰
陽
道
基
礎
史
料
修
成
』
二
四
四
頁
上
）

25	『
理
趣
釋
口
決
鈔
』　
『
日
本
大
藏
經
』
理
趣
經
章
疏
一　

三
五
七
頁
下
〜
三
五
八
頁
上

26	『
大
正
藏
』
巻
十
九　

六
一
六
頁
上

27	『
理
趣
經
訓
讀
抄
』　
『
真
言
宗
全
書
』
第
六　

十
九
頁
上

28	『
日
本
大
藏
經
』
理
趣
經
章
疏
一　

六
六
〇
頁
下

29	『
大
正
藏
』
巻
七
六　

四
五
九
頁
下

30	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
七
八
頁
）

31	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
八
〇
頁
）

32	

今
掘
太
逸
『
本
地
垂
迹
信
仰
と
念
仏
』
一
四
九
頁

33	『
神
道
大
系
』
文
学
編
一　

六
八
頁

34	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
〇
頁
）

35	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
一
頁
）

36	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
一
頁
）

37	

当
該
箇
所
の
「
枳
里
枳
里
縛
曰
、羅
曳
示
吽
啜
咤
射
放
給
」
は
、「
枳
里
枳
里
縛
曰
羅
ト
曳
キ
示
シ
、吽
啜
咤
ト
射
放
チ
給
フ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
弓
の
引
き
始
め
に
「
キ
リ
キ
リ
バ
ザ
ラ
」
と
唱
え
、「
ウ
ン
ハ
ッ
タ
」
の
発
音
と
共
に
射
出
し
た
と
解
さ
れ
る
。

38	『
真
言
宗
全
書
』
第
五　

一
二
六
頁
下
〜
一
二
七
頁
上

39	『
大
正
藏
』
図
像
第
九　

一
七
〇
頁
下

40	「
河
臨
法
」
と
「
七
瀬
祓
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
論
（
九
九
頁
〜
）
に
て
些
か
詳
し
く
論
じ
て
あ
る
。
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41	『
大
正
藏
』
巻
七
六　

一
六
八
頁
中

42	『
大
正
藏
』
図
像
第
九　

一
七
〇
頁
中

43	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
〇
頁
）

44	『
祭
文
部
類
』（
村
山
前
掲
書　

二
五
八
頁
上
）

45	『
祭
文
部
類
』（
村
山
前
掲
書　

二
五
七
頁
下
〜
二
五
八
頁
上
）

46	『
祭
文
部
類
』（
村
山
前
掲
書　

二
一
六
頁
上
）

47	『
祭
文
部
類
』（
村
山
前
掲
書　

二
二
二
頁
上
）

48	『
祭
文
部
類
』（
村
山
前
掲
書　

二
二
二
頁
上
）

49	『
祭
文
部
類
』（
村
山
前
掲
書　

二
二
二
頁
上
）

50	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
四
九
頁
）

51	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
四
九
頁
）

52	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
四
八
頁
）

53	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
〇
頁
）

54	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
〇
頁
）

55	『
神
道
大
系
』
文
学
編
一　

六
六
頁

56	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
〇
頁
）

57	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
〇
頁
）

58	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
〇
〜
一
頁
）
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59	

こ
う
し
た
構
え
は
既
に
慈
遍
の
『
天
地
神
祗
審
鎭
要
記
』
に
も
窺
え
る
。
そ
こ
で
は
「
神
三
國
、
靈
一
徹
、
佛
法
東
漸
、
皆
皈
吾
山
、
明
王
吾
山
、

本
名
日
枝
居
、
如
東
字
云
昇
若
木
枝
、
而
順
叡
信
改
稱
比
叡
、
義
同
靈
鷲
。」（『
神
道
大
系
』
天
台
神
道
（
上
）	

四
二
二
頁
）
と
し
て
、「
天
照
日
神
、

毎
日
而
誦
法
花
壽
量
品
文
、
更
問
故
、
靈
山
及
天
台
、
叡
山
、
三
國
靈
通
、
一
神
力
用
、
任
運
應
同
、
不
可
思
議
。」（
右
同
書　

四
二
二
頁
）
と
言
い
、

印
度
・
震
旦
・
和
国
そ
れ
ぞ
れ
の
要
処
を
緊
密
に
結
ん
で
い
る
。

60	

『
寶
物
集
』
で
は
「
ま
こ
と
に
、
天
下
の
衰
幣
、
仏
法
の
魔
滅
、
譬
へ
を
取
り
て
申
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
天
竺
・
大
唐
・
吾
朝
の
事
、
お
ろ
〳
〵
申

し
侍
る
べ
し
。
毘
沙
離
国
の
仏
跡
を
た
づ
ぬ
れ
ば
、
大
林
精
舎
は
名
を
の
み
き
く
。
給
孤
独
薗
の
伽
藍
を
と
ぶ
ら
へ
ば
、
祇
園
精
舍
は
名
を
の
み
聞

く
石
ず
へ
の
み
残
り
、
白
鷺
池
は
水
絶
え
て
う
へ
木
し
げ
り
、
菩
提
樹
は
、
根
を
離
れ
て
若
葉
さ
ゝ
ず
。
う
ち
か
ち
お
り
て
君
と
し
て
、
摩
竭
陀
国

の
外
に
王
な
し
。
ま
し
て
、
震
旦
国
は
、
周
の
武
王
・
魏
文
帝
・
會
昌
天
子
・
宋
太
子
・
徽
宗
王
の
た
め
に
、
た
び
〳
〵
仏
法
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
て
、
諸

寺
諸
山
、
み
な
荒
廃
の
地
と
な
り
た
り
。
双
林
寺
・
玉
泉
寺
は
住
侶
み
な
逃
散
し
、
天
台
山
・
五
台
山
は
、
門
人
こ
と
〴
〵
く
離
山
す
。
咸
陽
宮
は

楚
の
項
羽
に
や
か
れ
、
長
安
宮
は
大
金
国
に
と
ら
れ
て
、
名
所
を
の
〳
〵
な
き
が
如
し
。
我
朝
の
事
は
、
み
な
〳
〵
人
の
知
り
給
へ
る
事
な
れ
ば
、

申
に
お
よ
び
侍
ら
ね
」（『
宝
物
集　

閑
居
友　

比
良
山
古
人
霊
託
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

一
五
三
頁
）
と
、
ま
た
鴨
長
明
の
『
發
心
集
』
で
も

「
天
竺
の
衰
亡
」
と
し
て
「
か
の
天
竺
は
、
南
州
の
最
中
、
ま
さ
し
く
仏
の
出
で
給
へ
り
し
国
な
れ
ど
、
像
法
の
末
よ
り
、
諸
天
の
擁
護
や
う
や
う
衰

へ
、
仏
法
滅
し
給
へ
る
が
如
し
。
霊
鷲
山
の
い
に
し
へ
の
こ
と
、
虎
、
狼
の
す
み
か
と
な
り
、
祇
園
精
舎
の
古
き
砌
は
、
わ
づ
か
に
礎
ば
か
り
こ
そ
は
、

残
り
て
侍
る
な
れ
。」（『
新
版	

発
心
集
』
下　

浅
見
和
彦
・
伊
藤
玉
美
訳　

角
川
文
庫　

一
五
八
頁
）
と
述
べ
、
続
け
て
「
神
仏
の
加
護
」
に
て
「
し

か
る
を
、	

わ
が
国
は
、
昔
、
伊
弉
冉
、
伊
弉
諾
の
尊
よ
り
、
百
王
の
今
に
い
た
る
ま
で
、
久
し
く
神
の
御
国
と
し
て
、
そ
の
加
護
な
ほ
あ
ら
た
な
り
。

あ
ま
さ
へ
、
新
羅
、
高
麗
、
支
那
、
百
済
な
ど
い
ひ
て
、
い
き
ほ
ひ
こ
と
の
ほ
か
な
る
国
々
さ
へ
随
へ
つ
つ
、
五
濁
乱
慢
の
い
や
し
き
も
、
な
ほ
大

乗
さ
か
り
に
広
ま
り
給
へ
り
。
も
し
、
国
に
逆
臣
あ
れ
ば
、
月
日
を
め
ぐ
ら
さ
ず
こ
れ
を
滅
ぼ
し
、
天
魔
仏
法
を
傾
け
ん
と
す
れ
ば
、
鬼
王
と
し
て

対
治
し
給
ふ
。
こ
れ
よ
り
、
仏
法
、
王
法
衰
ふ
る
こ
と
な
く
、
民
安
く
、
国
穏
や
か
な
り
。」（
右
同
書　

一
五
八
〜
九
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
印
度
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に
於
け
る
仏
教
の
荒
廃
と
日
本
に
於
け
る
仏
教
の
隆
盛
を
「
祇
園
精
舎
」
を
引
き
合
い
に
対
比
的
に
示
し
て
い
る
。

61	
『
本
朝
世
紀
』
長
保
元
年
十
四
日
の
条
に
「
中
納
言
平
惟
仲
卿
。
參
議
藤
原
忠
輔
朝
臣
。
着
廳
座
聽
政
。
無
申
文
。
畢
。
移
着
侍
從
所
座
。
事
訖
。

着
左
仗
座
。
午
後
。
右
大
臣
參
入
。	

着
同
座
。
然
而
无
殊
事
。
退
出
。
但
今
日
祇
薗
天
神
會
也
。
而
自
去
年
。
京
中
有
如
雜
藝
者
。
是
則
法
師
形
也
。

世
謂
无
骨
。
實
名
者

賴
信
世
間

交
仁
安

等
者
。
件
法
師
等
。
爲
令
京
中
之
人
見
物
。
造
材
擬
渡
彼
社
頭
。
而
如
云
々
者
。
件
材
作
法
。
宛
如
引
大
嘗
會
之
標
。

仍
令
聞
食
左
大
臣
此
由
。
驚
被
令
下
停
止
之
宜
旨
。
隨
召
仰
撿
非
違
使
。
奉
此
由
。
撿
非
違
使
馳
向
彼
無
骨
所
。
擬
追
捕
之
間
。
件
無
骨
法
師
等
。

在
前
間
云
々
迯
去
已
了
。
爰
撿
非
違
使
空
以
還
向
。
且
令
申
彼
社
頭
無
骨
材
停
止
之
由
。
于
時
天
神
大
忿
怒
。
自
禮
盤
祝
師
僧
躒
落
。
即
付
邊
丁
人

作
託
宜
云
々
。	

此
間
。
今
夜
亥
刻
許
。
從
修
理
職
内
造
木
屋
發
火
灾
。
内
裏
悉
以
燒
亡
。」
と
有
る
。
こ
れ
に
よ
り
无
骨
が
社
頭
で
標
山
を
引
き
回

し
た
の
は
、
少
な
く
と
も
六
月
十
三
日
以
前
の
こ
と
と
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
右
に
見
る
経
緯
が
ど
れ
ほ
ど
時
間
を
経
過
し
た
も
の
か
未
知
数
で
あ

る
為
、
そ
れ
以
上
明
確
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

鈴
木
耕
太
郎
氏
は
「
祇
園
精
舍
」
の
「
三
十
日
間
」
に
つ
い
て
「
た
だ
、
戦
乱
期
の
中
断
を
除
け
ば
、
中
世
に
お
い
て
祇
園
御
霊
会
が
催
さ
れ
て
い

た
の
は
、
ほ
ぼ
旧
暦
六
月
七
日
か
ら
一
四
日
ま
で
で
あ
り
、
翌
一
五
日
に
行
わ
れ
る
祇
園
臨
時
祭
を
含
ん
で
も
「
三
十
日
」
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
旧
暦
六
月
に
行
わ
れ
る
儀
礼
の
中
で
、
除
疫
・
防
疫
の
利
益
に
結
び
付
く
も
の
は
な
い
か
と
考
え
た
と
き
、
思
い
浮
か
ぶ
の
は
旧
暦
六
月
晦
日
に

行
わ
れ
た
大
祓
で
あ
る
。」（『
牛
頭
天
王
信
仰
の
中
世
』
二
六
五
頁
）
と
し
、「
こ
の
六
月
晦
大
祓
も
、
祇
園
御
霊
会
同
様
に
、
非
官
人
陰
陽
師
た
ち

に
よ
っ
て
新
た
な
陰
陽
道
儀
礼
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、五
節
供
同
様
に
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
儀
礼
を『
簠
簋
内
傳
』

を
通
じ
て
そ
の
起
源
を
語
り
直
し
、創
り
替
え
る
行
為
で
あ
り
、ま
た
「
起
源
部
」
が
そ
の
起
源
譚
と
な
る
の
で
あ
る
。」（
鈴
木
前
掲
書　

二
六
六
頁
）

と
考
察
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
都
名
所
圖
繪
』
に
は
「
祇
園
会
の
祭
式
は
、
抑
每
歳
五
月
朔
日
の
致
斎
よ
り
四
条
御
旅
町
に
榊
を
立
る
、
是
一
の

華
表
の
旧
地
な
り
。
同
廿
日
の
吉
符
入
よ
り
鉾
の
町
々
に
は
囃
子
初
あ
り
。
神
輿
洗
は
同
晦
日
に
し
て
、
御
迎
提
灯
練
物
の
行
装
艷
々
と
し
て
洛
東

の
賑
ひ
な
り
。
六
月
朔
日
は
鉾
の
児
祇
園
参
と
て
、
乗
物
あ
る
ひ
は
騎
馬
に
て
其
行
列
花
麗
を
つ
く
し
、
高
貴
の
往
来
に
似
た
り
。
五
日
は
鉾
の
引
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初
。
六
日
の
早
天
に
は
六
角
堂
に
お
い
て
山
鉾
行
列
前
後
の
鬮
取
あ
り
、
此
日
の
夕
か
た
に
は
宵
宮
飾
と
て
、
山
鉾
を
祭
日
の
如
く
か
ざ
り
立
、
提

灯
か
ず
〳
〵
連
て
夜
更
る
ま
で
囃
子
あ
り
て
貴
賤
の
群
集
い
は
ん
方
な
し
。
七
日
は
祇
園
会
と
て
、
卯
の
刻
よ
り
山
鉾
列
を
正
し
、
四
条
通
よ
り
京

極
を
南
へ
、	

松
原
を
西
へ
引
渡
す
な
り
。
此
日
神
輿
の
祭
礼
は
未
の
刻
に
し
て
、
感
神
院
よ
り
御
旅
所
へ
神
幸
あ
り
。
又
八
日
よ
り
は
十
四
日
の
山

鉾
の
営
あ
り
て
、
十
三
日
の
朝
鬮
取
あ
り
、
十
四
日
の
山
鉾
は
三
条
通
を
東
、
京
極
を
南
へ
、
四
条
を
西
に
引
渡
す
な
り
。
神
輿
の
祭
式
は
、
御
旅

所
よ
り
四
条
を
西
へ
、
東
洞
院
よ
り
神
輿
は
南
北
へ
引
別
れ
て
渡
り
給
ふ
、
三
条
の
西
又
旅
社
に
て
同
列
し
、
三
条
を
東
へ
還
幸
し
給
ふ
な
り
。
同

十
八
日
に
は
御
輿
洗
と
て
晦
日
に
等
し
、祇
園
鴨
川
の
ほ
と
り
は
竹
葦
の
如
く
群
を
な
せ
り
。」
と
伝
え
て
お
り
、既
に
『
祇
園
執
行
日
記
』
に
も
「
貞

和
六
年
五
月
小
一
日
」
の
条
に
「
致
齋
御
榊
入
洛
」（『
八
坂
神
社
記
録
』
上　

一
一
八
頁
）、「
正
平
七
年
五
月
小
一
日
」
の
条
に
「
致
齋
御
榊
入
御
」

（
右
同
書　

一
一
八
頁
）
と
見
え
、
五
月
朔
日
か
ら
祇
園
御
霊
会
は
動
き
始
め
て
い
る
の
が
分
か
る
。
確
か
に
『
都
名
所
圖
繪
』
に
記
録
さ
れ
た
祭
式

が
ど
れ
ほ
ど
遡
れ
る
か
不
明
瞭
で
は
あ
る
が
、『
祇
園
執
行
日
記
』「
貞
和
六
年
六
月
大
一
日
」
の
条
に
は
「
神
輿
出
御
拝
殿
如
例
、
竹
林
方
々
如
例
」

（
右
同
書　

一
二
八
頁
）
と
も
有
る
の
で
、
少
な
く
と
も
六
月
朔
日
か
ら
祭
礼
の
初
動
は
目
に
見
え
る
形
で
顕
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、

鈴
木
氏
が
想
定
し
た
期
間
が
些
か
短
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
六
月
の
祭
礼
・
行
事
を
一
連
の
も
の
と
し
て
牛
頭
天
王
の
信
仰
に
転
化
す
る

操
作
に
つ
い
て
は
、
三
国
普
遍
の
観
念
の
元
で
容
易
に
果
た
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
異
論
は
無
い
。

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
、「
六
月
一
日
、
祗
園
精
舎
で
、
三
十
日
間
に
、
巨
旦
を
調
伏
し
」
と
「
六
月
一
日
は
齒
堅
の
肝
要
」
と
で
「
六
月
一
日
」

が
重
な
る
事
態
も
、世
間
に
通
用
す
る
「
齒
堅
」
が
「
祇
園
精
舍
」
の
「
三
十
日
間
」
の
内
に
回
収
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
、「
齒
堅
」

は
例
え
ば
『
江
次
第
抄
』「
一
正
月
」
に
「
御
歯
固
、歯
謂
人
年
齢
也
、歯
固
者
延
年
固
齢
之
義
也
、禮
記
文
世
王
世
子
曰
、古
者
謂
年
齢
、歯
亦
齢
也
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
延
年
を
願
う
正
月
の
行
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
六
月
一
日
」
と
す
る
史
料
は
管
見
に
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
柳
田
国
男
が

「
其
中
で
も
特
に
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
、
歯
固
め
と
い
ふ
名
の
餅
が
朝
廷
で
は
正
月
の
初
め
、
田
舎
で
も
あ
る
村
で
は
同
じ
く
新
春
の
食
物
と
な
っ
て

い
る
の
に
、と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
、之
を
六
月
朔
日
の
行
事
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
奥
羽
か
ら
越
後
佐
渡
に
か
け
て
は
、こ
の
餅
は
元
旦
の
暁
に
、
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若
水
を
迎
え
に
行
く
時
に
水
の
神
に
上
げ
た
も
の
を
、
半
分
持
っ
て
還
つ
て
六
月
の
朔
日
ま
で
貯
え
て
お
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
或
は
氷
の
餅
と

い
ふ
名
だ
け
あ
っ
て
、
た
だ
寒
餅
を
か
き
餅
や
「
あ
ら
れ
」
に
切
っ
て
置
き
、
此
日
改
め
て
出
し
て
食
べ
る
も
の
も
あ
る
が
、
東
北
で
は
実
際
の
氷

餅
に
な
っ
て
い
て
、
白
く
ぼ
ろ
ぼ
ろ
と
し
て
之
を
噛
ん
で
食
べ
て
も
、
格
別
歯
の
修
練
に
も
何
も
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
藁
で
括
っ
て
大
切

に
吊
り
下
げ
て
置
き
、
う
ま
く
も
無
い
け
れ
ど
儀
式
と
し
て
こ
の
日
食
べ
る
の
で
あ
る
。」（『
食
物
と
心
臓
』
創
元
社　
　

四
三
〜
四
頁
）
と
い
う
、

民
俗
と
し
て
流
布
し
た
「
齒
堅
」
の
日
付
と
一
致
し
て
い
る
点
は
後
考
を
要
す
る
。
そ
れ
が
果
た
し
て
『
簠
簋
内
傳
』
よ
り
以
前
の
伝
統
で
あ
る
か
、

或
い
は
『
簠
簋
内
傳
』
の
影
響
に
依
る
も
の
か
即
断
で
き
な
い
が
、少
な
く
と
も
該
書
は
従
前
の
年
中
行
事
を
牛
頭
天
王
信
仰
に
転
換
し
て
い
る
の
で
、

該
書
成
立
以
前
か
ら
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ
で
吉
田
家
旧
蔵
本
の
「
牛
頭
天
王
緣
起
」
を
参
照
す
る
と
、「
又
六
月

一
日
降
天
薬
神
時
、
取
出
正
月
餅
、
号
端
執
骨
者
、
天
王
有
御
照
覧
、
大
喜
悦
給
也
。
然
間
、
末
代
人
々
、
深
降
伏
古
端
、
可
預
天
王
擁
者
也
。」（『
御

霊
信
仰
』民
俗
宗
教
史
叢
書　

一
四
二
頁
）と
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に『
簠
簋
内
傳
』の「
六
月
一
日
は
齒
堅
の
肝
要
」に
応
じ
る
内
容
で
あ
る
が
、「
牛

頭
天
王
緣
起
」
で
は
そ
れ
を
も
は
や
「
齒
堅
」
と
は
呼
称
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
取
出
正
月
餅
」
は
柳
田
の
示
す
民
間
伝
承
の
歯
固
と
親
し
く
あ

る
こ
と
か
ら
、「
牛
頭
天
王
緣
起
」
で
歯
固
は
完
全
に
牛
頭
信
仰
の
内
に
取
り
込
ま
れ
た
と
見
え
る
。

ま
た
、
巨
旦
調
伏
行
の
末
日
に
当
た
る
六
月
晦
日
に
つ
い
て
も
、
従
来
よ
り
営
ま
れ
て
き
た
夏
越
の
祓
を
牛
頭
天
王
信
仰
に
摂
取
し
た
も
の
と
考
え

る
の
が
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
鈴
木
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
除
疫
・
防
疫
の
利
益
に
結
び
付
く
も
の
」
で
共
通
し
て
い
る
し
、

ま
た
『
備
後
國
風
土
記
』
で
標
識
と
さ
れ
た
「
茅
輪
」
は
「
六
月
祓
」
の
咒
具
と
一
般
に
観
念
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
た
め
、『
簠
簋
内
傳
』
は
「
三
十

日
間
」
と
表
記
す
る
こ
と
で
夏
越
祓
を
暗
に
仄
め
か
し
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

62	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
二
〜
四
頁
）

63	

『
大
正
藏
』
巻
八
四　

六
七
七
頁
中　

他
に
も
『
注
好
選
』
な
ど
を
参
照
す
る
と
「
又
人
死
す
る
時
、
三
魂
七
魄
と
成
る
。
其
の
魂
苦
を
受
く
れ
ば
、

来
り
て
魄
を
禁
む
。
其
の
魂
楽
を
受
く
れ
ば
、
来
り
て
魄
を
礼
す
。
所
以
に
三
魂
は
往
き
、
七
魄
は
留
ま
る
。
頭
に
七
つ
の
穴
有
り
。
二
つ
の
目
、
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二
つ
の
耳
、
二
つ
の
鼻
、
一
つ
の
口
の
穴
な
り
。
七
鬼
は
之
に
在
り
。
人
の
為
に
祟
り
を
成
す
と
は
、
七
魄
の
鬼
が
致
す
所
な
り
。『
淮
南
子
』
に
云

は
く
、『
天
の
気
を
魂
と
為
し
、
地
の
気
を
魄
と
為
す
。（
魂
は
是
）
霊
、
魄
は
（
是
）
屍
な
り
』
と
云
ふ
。
語
は
魂
の
生
ず
る
所
、
行
動
は
魄
の
致

す
所
な
り
。
此
等
を
人
神
と
云
ふ
と
云
々
。」（『
三
宝
絵　

注
好
選
』
新
日
本
古
典
文
学
体
系
三
一　

三
四
〇
頁
）
と
言
い
、「
魂
は
天
に
昇
り
、
魄
は

屍
に
留
ま
る
」
と
『
悉
曇
略
圖
抄
』
と
同
様
の
見
解
を
示
し
た
上
で
、七
魄
が
人
に
祟
り
を
な
す
主
体
と
も
述
べ
て
お
り
、こ
の
点
は
注
目
に
値
す
る
。

64	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
四
六
頁
）

65	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
四
七
頁
）

66	

『
元
亨
釋
書
』
巻
第
二
十
八
の
「
感
応
寺
縁
起
」
に
「
一
日
、
老
翁
釣
竿
を
持
し
河
中
よ
り
出
で
て
演
（
一
演
法
師
）
に
語
つ
て
曰
く
「
我
れ
は
此

の
地
の
主
な
り
、
今
よ
り
応
に
護
伽
藍
神
と
為
る
べ
し
。
我
れ
に
神
力
あ
り
、
能
く
魔
障
を
除
き
疫
癘
を
去
る
。
又
好
を
夫
婦
に
結
び
、
産
育
を
調

適
す
。
所
謂
る
牛
頭
天
王
と
い
ふ
者
な
り
。
我
れ
眠
を
好
む
。
一
歳
三
百
六
十
日
の
あ
ひ
だ
只
〻
五
月
五
日
に
の
み
醒
め
、
餘
日
は
皆
臥
す
。
端
午

の
朝
、
初
め
て
起
き
て
天
に
向
つ
て
気
を
吐
く
。
其
の
気
或
い
は
雲
霞
と
為
り
、
或
い
は
雨
露
と
為
り
、
万
に
触
れ
て
同
じ
か
ら
ず
。
其
の
触
る
る

所
、
或
は
薬
と
為
り
或
は
毒
と
為
り
、
或
は
悪
瘡
と
為
り
或
は
疾
疫
と
為
る
。
皆
是
れ
有
情
の
業
感
な
り
。
我
が
強
ひ
て
為
す
に
非
ざ
る
な
り
」
と
、

言
ひ
已
つ
て
形
隠
る
。」（『
國
譯
一
切
經
』
和
漢
撰
述
部
史
伝
部
二
十　

四
六
七
頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
牛
頭
天
王
自
ら
「
魔
障
を
除
き
疫
癘
を
去

る
」
神
と
告
げ
な
が
ら
、
同
時
に
「
其
の
気
或
い
は
雲
霞
と
為
り
、
或
い
は
雨
露
と
為
り
、
万
に
触
れ
て
同
じ
か
ら
ず
。
其
の
触
る
る
所
、
或
は
薬

と
為
り
或
は
毒
と
為
り
、或
は
悪
瘡
と
為
り
或
は
疾
疫
と
為
る
」と
言
い
、疫
癘
神
と
し
て
の
姿
を
顕
わ
し
て
い
る
。
年
に
一
度
だ
け
覚
醒
す
る
モ
チ
ー

フ
は
き
わ
め
て
特
徴
的
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
の
類
話
を
他
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
牛
頭
天
王
の
活
動
が
そ
う
し
た
暦
の

規
則
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
点
、
ま
た
「
我
が
強
ひ
て
為
す
に
非
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
牛
頭
天
王
の
意
志
が
介
在
し
な
い
点
に
注
目
し
て

お
き
た
い
。『
元
亨
釋
書
』
で
は
そ
れ
を
「
有
情
の
業
感
」
に
左
右
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
業
感
縁
起
に
寄
せ
て
理
屈
付
け
て
い
る
が
、
神
自
身
の
意

志
に
依
る
こ
と
の
な
い
、
一
面
で
加
護
神
、
一
面
で
行
疫
神
と
の
両
面
性
は
、
規
則
的
に
流
動
し
、
人
々
の
健
康
状
態
を
左
右
す
る
「
気
」
の
持
つ
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両
面
性
の
反
映
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

67	『
妙
法
院
史
料
』
第
六
巻　

四
七
頁
下
〜
四
八
頁
上

68	『
神
道
大
系
』
文
学
編
一　

六
七
頁

69	『
暦
林
問
答
集
』（
中
村
前
掲
書　

三
五
五
頁
）

70	『
暦
林
問
答
集
』（
中
村
前
掲
書　

三
六
三
〜
六
頁
）

71	『
暦
林
問
答
集
』（
中
村
前
掲
書　

三
八
〇
頁
）

72	『
神
道
大
系
』
文
学
編
一　

六
九
頁

73	『
神
道
大
系
』
文
学
編
一　

六
九
頁

74	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
六
五
頁
）

75	『
中
外
抄
』久
安
三
年
七
月
一
九
日
条
に「
ま
た
、仰
せ
て
云
は
く
、『
祇
園
天
神
は
何
な
る
皇
の
後
身
ぞ
や
』と
。
豫
、申
し
て
云
は
く
、『
神
農
氏
の
靈
か
。

件
の
帝
は
牛
頭
な
り
。
但
し
、
故
忠
尋
僧
正
の
說
に
は
、
王
子
普
の
靈
な
り
』
と
云
々
。
仰
せ
て
云
は
く
、『
神
農
氏
な
り
。
神
農
氏
は
藥
師
佛
と
同

體
な
り
』
と
。」
と
有
り
、「
祇
園
天
神
」
を
医
学
の
祖
「
神
農
氏
」
と
結
び
、
そ
の
本
地
を
「
藥
師
佛
」
と
見
る
向
き
も
有
っ
た
。

76	『
大
正
藏
』
巻
七
六　

五
四
九
頁
上
〜
中

77	『
大
正
藏
』
巻
十
四　

四
〇
二
頁
上

78	『
大
正
藏
』
巻
七
六　

六
百
五
頁
中
〜
下

79	『
伊
勢
神
道
集
』
真
福
寺
善
本
叢
刊
第
二
期
８　

七
二
五
頁

80	『
大
正
藏
』
巻
七
六　

五
四
八
頁
下

81	『
大
正
藏
』
巻
七
六　

六
百
五
頁
中
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82	『
大
正
藏
』
巻
七
六　

六
百
五
頁
中

83	『
妙
法
院
史
料
』
第
六
巻　

四
七
頁
下

84	『
修
験
道
章
疏
』
第
一
巻　

四
五
六
頁
下

85	『
妙
法
院
史
料
』
第
六
巻　

四
〇
頁
下

86	『
両
部
神
道
集
』
真
福
寺
善
本
叢
刊
６　

四
九
五
頁
上

87	『
神
道
大
系
』
真
言
神
道
（
上
）　

一
五
五
〜
六
頁

88	『
大
正
藏
』
巻
七
六　

六
六
六
頁
下
〜
六
六
七
頁
上

89	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
七
頁
）

90	

盤
古
に
係
る
典
拠
に
つ
い
て
は
、既
に
小
椋
愛
子
氏
が「『
榻
鴫
暁
筆
』の「
盤
古
王
」説
話
研
究
ノ
ー
ト
─
─「
神
在
経
云
」の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」

（『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』
三
一　

三
九
頁
〜
）
で
検
討
し
て
い
る
。

91	『
大
正
藏
』
巻
十
六　

四
四
〇
頁
上

92	『
妙
法
院
史
料
』
第
六
巻　

四
六
頁
上
〜
四
七
頁
上　

図
の
側
に
副
え
ら
れ
た
文
章
も
そ
れ
ぞ
れ
（　

）
の
内
に
示
し
て
お
い
た
。

93	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
七
頁
）

94	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
八
頁
）

95	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
九
頁
）

96	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
六
一
頁
）

97	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
六
四
頁
）

98	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
六
四
頁
）



陰陽道と密教

169

99	

小
椋
前
掲
論
文　

四
六
頁

100	
『
三
昧
流
口
傳
集
』
に
「
金
毘
羅

正
月

亥
神
和
耆
羅

二
戌

彌
伽
羅

三
酉

安
陀
羅

四
申

摩
尼
羅

五
未

索
藍
羅

六
午

因
達
羅

七
巳

波
耶
羅

八
辰
已
上
一
行

御
説
云
云
摩
休
羅

九
卯

眞
持
羅

十
寅

照
頭

羅
十
一
丑

毘
伽
羅

十
二
子

」（『
大
正
藏
』
巻
七
七　

三
頁
下
）
と
あ
る
。

101	『
大
正
藏
』
巻
七
七　

三
頁
下

102	

『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
「	

一
。
十
二
神
將
守
護
事　

經
ニ

云
。
爾

ノ
時

ニ
衆
中

ニ
有
㆓
十
二
藥
叉
大
將
㆒
倶

ニ
在

リ
㆓
會
座

ニ
㆒
。
所
謂
宮
昆
羅
大
將

釋
迦

伐
折
羅

大
將

陀
羅
尼

菩
薩

迷
企
羅
大
將

普
賢

菩
薩
安
底
羅
大
將

藥
師

如
來
額
儞
羅
大
將

文
珠

師
利
珊
底
羅
大
將

地
藏

菩
薩
因
逹
羅
大
將

旃
檀

香
佛
波
夷
羅

摩
利

支
天
摩
虎
羅
大
將

大
勢
至

菩
薩

眞
逹
羅
大
將

地
藏

菩
薩
招
杜

大
將

觀
世
音

菩
薩

毘
羯
羅
大
將

彌
勒

菩
薩　

此
十
二
藥
叉
大
將
一
一

ニ
各

ノ
有

ニ
㆓
七
千

ノ
藥
叉

㆒
以

テ
爲

ス
㆓
眷
屬

ト
㆒
。」（『
大
正
藏
』
巻
七
六　

五
四
七
頁
下
）
と
あ
る
。

103	

文
選
は
諍
を
止
め
き
第
八
十
六

昔
、
舎
衛
國
に
王
有
り
。
都
夫
王
と
名
づ
く
。
其
の
夫
人
、
四
の
王
子
を
生
め
り
。
又
一
子
を
任
ぜ
り
。
即
ち
未
だ
任
め
る
子
を
生
ぜ
ざ
る
に
、
王

没
崩
た
ま
ひ
き
。
王
に
遺
言
在
り
。「
君
等
、
吾
が
死
後
に
は
天
下
を
領
じ
て
人
民
を
救
へ
。
太
郎
は
春
三
月
東
を
領
ず
べ
し
。
次
郎
は
夏
三
月
南
を

領
ず
べ
し
。
三
郎
は
秋
三
月
西
を
領
ず
べ
し
。
四
郎
は
冬
三
月
北
を
領
ず
べ
し
」
と
。
任
め
る
子
は
未
だ
生
れ
ざ
れ
ば
、
所
領
を
置
か
ず
し
て
、
王

崩
じ
了
ん
ぬ
。
即
ち
四
の
王
子
、
父
の
命
の
如
く
四
方
を
領
ず
。
時
に
任
め
る
子
生
ぜ
り
。
已
に
男
な
り
。
成
人
し
て
兄
等
に
向
ひ
て
云
は
く
、「
吾

が
為
に
、
父
何
な
る
領
か
有
り
し
」
と
。
兄
等
答
へ
て
云
は
く
、「
君
未
だ
生
じ
給
は
ざ
る
に
依
り
て
、
所
領
に
置
か
ざ
り
き
」
と
。
五
郎
の
王
子
の

云
は
く
、「
同
じ
父
の
一
つ
腹
な
り
。
豈
所
分
無
か
ら
ん
や
。
君
達
が
拘
へ
惜
し
む
所
な
り
」
と
。
度
々
相
論
を
致
す
。
即
ち
五
郎
の
王
子
、
力
用
勇

健
に
し
て
一
人
当
千
な
り
。
即
ち
闘
諍
盛
り
に
し
て
、
天
下
静
ま
ら
ず
。
更
に
損
傷
を
致
し
て
、
敢
へ
て
停
む
る
に
由
無
か
る
べ
し
。

時
に
大
臣
有
り
。
文
選
博
士
と
云
ふ
。
五
の
王
子
の
前
に
来
り
て
、
再
拝
し
て
曰
は
く
、「
暫
く
、
公
達
各
々
坐
し
給
へ
。
文
選
謹
み
て
啓
す
べ
し
」

と
。
時
に
五
の
王
子
、
許
諾
し
て
各
座
ひ
す
。
博
士
の
云
は
く
、「
王
已
に
万
民
を
安
ん
じ
、
国
土
を
持
た
む
が
為
に
、
君
等
に
各
々
四
方
を
領
ぜ
し

む
。
然
る
に
遺
言
を
違
ひ
て
、
国
土
を
破
り
人
民
を
損
ず
る
、
甚
だ
以
て
可
な
ら
ざ
る
な
り
。
者
れ
ば
、
公
達
御
心
平
ら
か
に
し
て
国
民
を
持
た
ば
、
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吾
即
ち
各
に
分
ち
て
配
て
奉
ら
む
。
五
の
王
子
乍
ら
、
平
等
に
七
十
二
日
を
受
領
し
給
へ
。
四
の
王
子
、
各
方
々
の
十
八
日
を
分
ち
て
、
五
郎
の
王

子
に
奉
り
た
ま
へ
」
と
。
時
に
君
等
、
博
士
の
言
に
随
ひ
て
、
七
十
二
日
を
承
け
引
き
て
、
心
平
ら
か
に
怨
み
止
み
ぬ
。

五
郎
の
王
子
博
士
に
語
り
て
言
は
く
、「
吾
等
、
将
来
に
人
有
り
て
博
士
の
末
孫
と
い
は
ば
、
縱
ひ
眼
を
穿
ち
頭
を
打
つ
と
も
、
其
の
過
を
免
す
べ
し
、

敢
へ
て
祟
り
無
か
ら
む
者
か
」
と
。（『
三
宝
絵　

注
好
選
』
新
日
本
古
典
文
学
体
系
三
一　

二
七
二
〜
四
頁
）

104	『
續
天
台
宗
全
書
』
密
教
２　

二
一
〇
頁
下

105	『
舊
事
本
紀
玄
義
』
に
「
抑
和
國
者
三
界
之
根
、尋
餘
州
者
此
國
之
末
、謂
日
本
則
如
種
子
芽
、依
故
依
正
和
、人
心
幼
、似
春
草
木
未
得
成
就
、論
其
功
用
、

本
在
神
國
、
唐
掌
枝
葉
、
梵
得
菓
實
、
花
落
歸
根
、
莫
謂
受
流
」（『
神
道
大
系
』
天
台
神
道
（
上
）　

六
九
頁
）
と
あ
る
。

106	

こ
れ
ま
で『
簠
簋
内
傳
』五
巻
の
う
ち
前
三
巻
を
該
書
の
原
型
と
す
る
見
方
が
通
用
し
て
き
た
が
、林
淳
氏（「
簠
簋
内
傳
」『
日
本
仏
教
の
文
献
ガ
イ
ド
』

二
一
二
頁
下
）
は
第
一
巻
に
鎌
倉
時
代
に
ま
で
遡
る
可
能
性
を
示
唆
し
、
二
巻
・
三
巻
と
区
分
し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
検
討
し
た
『
神

像
絵
巻
』
の
神
格
の
関
係
性
を
参
照
す
れ
ば
、
一
巻
と
二
巻
が
緊
密
に
結
ぶ
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
く
、
林
氏
の
言
う
区
分
法
を
直
ち
に
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

107	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
二
三
〜
四
頁
）

108	

井
本
進
「
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兔
集
成
立
の
研
究
」（『
科
学
史
研
究
』
十
三　

四
一
頁
〜
）

109	『
白
寶
口
抄
』（『
大
正
藏
』
図
像
第
七　

三
一
一
頁
下
）

110	『
簠
簋
内
傳
』
で
は
「
天
形刑

星
法
」
を
修
し
た
結
果
、牛
頭
天
王
が
現
じ
て
「
詫
曰
」
と
あ
る
の
で
、彼
の
修
法
は
調
伏
法
と
し
て
作
用
し
た
と
見
え
る
。

そ
う
な
る
と
、天
形刑

星
は
牛
頭
天
王
を
懲
ら
す
存
在
と
の
構
え
が
浮
か
び
、宮
島
氏
の
紹
介
し
た「
天
刑
星
図
」で「
四
臂
に
牛
頭
天
王
と
そ
の
部
類（
眷

属
の
こ
と
か
）
を
つ
か
み
、
順
に
酢
に
つ
け
喰
ら
う
天
刑
星
を
大
き
く
描
く
。
岩
に
腰
か
け
る
天
刑
星
の
足
下
に
も
四
匹
の
鬼
が
踏
み
敷
か
れ
て
悲

鳴
を
あ
げ
て
お
り
、
牛
頭
天
王
を
除
く
と
こ
こ
に
は
七
匹
の
鬼
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
既
に
喰
わ
れ
た
一
鬼
と
合
わ
せ
て
牛
頭
天
王
の
八
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王
子
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。」（
宮
島
前
掲
論
文　

七
八
頁
）
と
言
う
構
図
と
一
致
し
て
お
り
、
牛
頭
天
王
に
係
る
信
仰
の
古
形
を
留
め

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

111	『
大
正
藏
』
巻
七
六　

四
六
四
頁
上

112	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
一
六
〜
七
頁
）

113	『
大
正
藏
』
図
像
第
七　

三
一
三
頁
下

114	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
一
七
頁
）

115	『
真
言
宗
全
書
』
第
五　

六
一
頁
下

116	『
大
正
藏
』
図
像
第
五　

四
二
四
頁
下

117	『
真
言
宗
全
書
』
第
五　

六
二
頁
上

118	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
一
七
〜
八
頁
）

119	『
真
言
宗
全
書
』
第
五　

六
一
頁
下

120	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
一
八
頁
）

121	『
大
正
藏
』
図
像
第
十
二　

五
三
〇
頁
中

122	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
一
八
頁
）

123	『
真
言
宗
全
書
』
第
五　

六
一
頁
下
〜
六
二
頁
上　
『
白
寶
口
抄
』
に
も
「
命
宿
生
日
直
宿
也
。
業
宿
者
前
生
造
業
日
也
。
胎
宿
者
初
人
胎
日
也
。」（『
大

正
藏
』
図
像
第
七　

二
九
七
頁
下
〜
二
九
八
頁
上
）
と
同
文
が
見
え
る
。

124	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
一
八
頁
）

125	『
真
言
宗
全
書
』
第
五　

六
二
頁
上
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126	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
一
八
頁
）

127	『
真
言
宗
全
書
』
第
五　

六
一
頁
下

128	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
二
一
〜
三
頁
）

129	『
真
言
宗
全
書
』
第
三
六　

八
八
頁
〜
九
〇
頁

130	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
二
四
頁
）

131	『
陰
陽
略
書
』（
中
村
璋
八
『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
』　

一
六
四
頁
）

132	『
續
群
書
類
從
』
第
三
十
一
輯
下　

八
三
頁
上

133	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
二
五
頁
）

134	『
大
正
藏
』
巻
四
六　

三
四
二
頁
中

135	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
二
五
頁
）

136	

山
本
聡
美
・
西
山
美
香
『
九
相
図
資
料
集
成
』
一
八
七
頁
〜　

該
書
に
は
七
種
の
異
本
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
煩
瑣
を
避
け
る
た
め
、
特
別
な
異

同
の
無
い
か
ぎ
り
、
最
古
の
「
九
博
本
」
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

137	『
大
正
藏
』
図
像
第
五　

四
二
九
頁
上

138	『
白
寶
口
抄
』（『
大
正
藏
』
図
像
第
七　

二
九
七
頁
下
）
に
次
の
よ
う
に
有
る
。

初
九

畢
。
觜
。
參
。
井
。
鬼
。
柳
。
星
。
張
。
翼
。

命
。
榮
。
衰
。
安
。
危
。
成
。
壞
。
友
。
親

二
九

軫
。
角
。
亢
。
氐
。
房
。
心
。
尾
。
箕
。
斗
。

業
。
榮
。
衰
。
安
。
危
。
成
。
壞
。
友
。
親
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三
九

女
。
虛
。
危
。
室
。
壁
。
奎
。
婁
。
胃
。
昂
。

胎
。
榮
。
衰
。
安
。
危
。
成
。
壞
。
友
。
親

139	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

二
五
六
頁
）

140	『
文
殊
師
利
菩
薩
及
諸
仙
所
説
吉
凶
時
日
善
惡
宿
曜
經
』（『
大
正
藏
』
巻
二
一　

三
八
八
頁
中
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　

正
月　

二
月　

三
月　

四
月　

五
月　

六
月　

七
月　

八
月　

九
月　

十
月　

十
一
月　

十
二
月

一
日　
　

虚　
　

室　
　

奎　
　

胃　
　

畢　
　

參　
　

鬼　
　

星　
　

翼　
　

角　
　

氐　
　
　

心

二
日　
　

危　
　

壁　
　

婁　
　

昴　
　

觜　
　

井　
　

柳　
　

張　
　

軫　
　

亢　
　

房　
　
　

尾

三
日　
　

室　
　

奎　
　

胃　
　

畢　
　

參　
　

鬼　
　

星　
　

翼　
　

角　
　

氐　
　

心　
　
　

箕　

四
日　
　

壁　
　

婁　
　

昴　
　

觜　
　

井　
　

柳　
　

張　
　

軫　
　

亢　
　

房　
　

尾　
　
　

斗

五
日　
　

奎　
　

胃　
　

畢　
　

參　
　

鬼　
　

星　
　

翼　
　

角　
　

氐　
　

心　
　

箕　
　
　

牛

六
日　
　

婁　
　

昴　
　

觜　
　

井　
　

柳　
　

張　
　

軫　
　

亢　
　

房　
　

尾　
　

斗　
　
　

女

七
日　
　

胃　
　

畢　
　

參　
　

鬼　
　

星　
　

翼　
　

角　
　

氐　
　

心　
　

箕　
　

牛　
　
　

虚

八
日　
　

昴　
　

觜　
　

井　
　

柳　
　

張　
　

軫　
　

亢　
　

房　
　

尾　
　

斗　
　

女　
　
　

危

九
日　
　

畢　
　

參　
　

鬼　
　

星　
　

翼　
　

角　
　

氐　
　

心　
　

箕　
　

牛　
　

虚　
　
　

室

十
日　
　

觜　
　

井　
　

柳　
　

張　
　

軫　
　

亢　
　

房　
　

尾　
　

斗　
　

女　
　

危　
　
　

壁

十
一
日　

參　
　

鬼　
　

星　
　

翼　
　

角　
　

氐　
　

心　
　

箕　
　

牛　
　

虚　
　

室　
　
　

奎

十
二
日　

井　
　

柳　
　

張　
　

軫　
　

亢　
　

房　
　

尾　
　

斗　
　

女　
　

危　
　

壁　
　
　

婁

十
三
日　

鬼　
　

星　
　

翼　
　

角　
　

氐　
　

心　
　

箕　
　

牛　
　

虚　
　

室　
　

奎　
　
　

胃
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十
四
日　

柳　
　

張　
　

軫　
　

亢　
　

房　
　

尾　
　

斗　
　

女　
　

危　
　

壁　
　

婁　
　
　

昴

十
五
日　

星　
　

翼　
　

角　
　

氐　
　

心　
　

箕　
　

牛　
　

虚　
　

室　
　

奎　
　

胃　
　
　

畢

141	
例
え
ば
、『
大
智
度
論
』
で
は
「
譬
如
祇
洹
中
奴
。
字
犍
抵
。
揵
抵
秦
言
續
也
是
波
斯
匿
王
兄
子
。
端
正
勇
健
心
性
和
善
。
王
大
夫
人
見
之
心
著
。

卽
微
呼
之
欲
令
從
己
。
犍
抵
不
從
。
夫
人
大
怒
向
王
讒
之
反
被
其
罪
。
王
聞
卽
節
節
解
之
棄
於
塚
間
。
命
未
絶
頃
其
夜
虎
狼
羅
刹
來
欲
食
之
。」（『
大

正
藏
』
巻
二
五　

一
二
〇
頁
上
）
と
描
か
れ
て
い
る
。

142	

山
本
・
西
山
前
掲
書　

一
九
〇
頁

143	

山
本
・
西
山
前
掲
書　

一
八
七
頁

144	『
彌
勒
講
式
』（『
大
正
藏
』巻
八
四　

八
八
八
頁
上
）に「
紅
粉
翠
黛
唯
綵
面
皮
。
男
女
婬
樂
互
抱
臭
骸
。
身
冷
魂
去
棄
之
荒
原
。
雨
灌
白
曝
須
臾
爛
壞
。

燒
卽
爲
灰
。
焉
身
入
心
質
埋
又
爲
土
。
誰
思
舊
好
與
之
惜
名
。
其
名
冷
於
谷
響
。
與
之
求
利
。
其
利
空
於
春
夢
。
順
我
心
爲
恩
愛
。
背
己
忽
作
讎
敵
。

順
逆
二
門
莫
不
妄
縁
。
皆
是
執
無
我
之
我
。
計
無
常
之
常
。
四
種
顚
倒
眼
前
迷
亂
。
世
人
猶
可
恥
。
況
於
釋
子
哉
。」
と
あ
る
。

145	『
大
正
藏
』
巻
八
四　

三
八
頁
中

146	『
大
正
藏
』
巻
八
三　

三
〇
五
頁
上

147	

山
本
・
西
山
前
掲
書　

一
八
九
頁

148	『
大
正
藏
』
巻
八
三　

三
〇
五
頁
中

149	『
大
正
藏
』
巻
八
三　

三
〇
八
頁
中

150	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
二
五
頁
）

151	『
大
正
藏
』
図
像
第
七　

二
九
八
頁
中

152	『
簠
簋
内
傳
』（
中
村
前
掲
書　

三
二
九
頁
）
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153	『
沙
石
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
85　

六
六
〜
七
頁

154	『
無
住
集
』
中
世
禪
籍
叢
刊
第
五
巻　

三
九
八
頁
上

155	『
無
住
集
』
中
世
禪
籍
叢
刊
第
五
巻　

三
九
八
頁
下

156	

こ
う
し
た
態
度
は
、『
大
乗
起
信
論
』（
以
下
『
起
信
論
』）
に
見
る
真
如
随
縁
説
を
天
地
開
闢
説
と
し
て
捉
え
な
お
し
た
慈
遍
に
も
等
し
く
認
め
ら
れ
る
。

慈
遍
は
陰
陽
未
分
の
原
初
を
如
来
蔵
説
の
真
如
に
当
て
、
そ
こ
か
ら
万
物
が
開
か
れ
た
と
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
『
起
信
論
』
の
原

意
か
ら
大
き
く
外
れ
て
い
る
。『
起
信
論
』
は
、
語
り
え
な
い
真
如
に
、「
見
る
」「
見
ら
れ
る
」
の
相
対
的
把
握
の
態
度
を
持
ち
込
む
こ
と
で
、
真
如

の
絶
対
性
を
破
り
、
そ
こ
か
ら
世
界
の
仮
象
を
展
開
さ
せ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
故
、
世
界
は
「
見
る
」
私
（
能
見
相
）
に
よ
り
虚
構
さ
れ
た
「
見

ら
れ
た
」世
界（
境
界
相
）で
し
か
あ
り
え
な
い
た
め
、そ
の
実
在
性
を
否
定
し
、ひ
た
す
ら
真
如
へ
の
回
帰
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り『
起

信
論
』
に
は
多
彩
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
世
界
の
具
体
相
、
ま
た
そ
れ
ら
が
運
行
変
異
す
る
規
則
性
の
分
析
に
興
味
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
迷
妄
な

虚
構
性
の
打
破
に
主
眼
が
あ
っ
た
。
し
か
し
慈
遍
の
場
合
、
興
味
の
所
在
は
ま
さ
に
そ
の
多
彩
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
世
界
に
在
っ
て
、
そ
の
様
相
を

積
極
的
に
陰
陽
説
で
説
明
し
て
見
せ
て
い
る
。
実
に
『
舊
事
本
紀
玄
義
』
で
端
的
に
「
故
受
形
者
必
有
生
死
、
論
變
化
則
皆
陰
陽
也
」（『
神
道
大
系
』

天
台
神
道
（
上
）　

十
六
頁
）
と
言
う
よ
う
に
、『
起
信
論
』
で
語
ら
れ
た
「
生
滅
門
」
の
「
心
生
滅
相
」
を
陰
陽
の
展
開
と
捉
え
、
そ
の
法
則
性
に

基
づ
き
な
が
ら
、
世
界
の
成
り
立
ち
と
共
に
神
祗
発
現
の
意
義
を
読
み
解
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
牛
頭
天
王
　
暦
神
　『
簠
簋
内
傳
』　『
神
像
絵
巻
』　
三
国
世
界
観
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は
じ
め
に

江
戸
期
の
信
濃
国
一
之
宮
諏
訪
神
社
（
現
：
諏
訪
大
社
）
に
は
、
上
社
と
下
社
に
合
七
ヶ
寺
の
別
当
寺
が
置
か
れ
て
い
た
。
延
宝

七
年(1679)

の
書
上
に
よ
れ
ば
、
上
社
に
真
言
宗
の
神
宮
寺
（
上
神
宮
寺
）、
如
法
院
、
蓮
池
院
、
臨
済
宗
の
法
華
寺
の
四
ヶ
寺
が
、

下
社
に
は
真
言
宗
の
神
宮
寺
（
下
神
宮
寺
）、
三
精
寺
、
観
照
寺
の
三
ヶ
寺
が
あ
っ
た
。

寺
伝
で
は
上
神
宮
寺
は
東
大
寺
良
弁(689-773)

、
あ
る
い
は
弘
法
大
師
空
海(774-835)

、
下
神
宮
寺
は
空
海
の
開
山
と
す
る
。

史
実
と
し
て
確
実
な
と
こ
ろ
で
は
、
鎌
倉
期
に
伊
那
郡
に
勢
力
を
持
っ
た
知
久
氏
が
永
仁
五
年(1297)

に
上
神
宮
寺
に
梵
鐘
を
寄
進

し
て
い
る
。
ま
た
正
和
三
年(1314)

に
明
空
が
撰
集
し
た
早
歌
『
拾
菓
抄
』
の
「
諏
方
効
験
」
に
よ
れ
ば
、
上
社
の
普
賢
菩
薩
、
下

社
の
千
手
千
眼
観
音
菩
薩
の
本
地
仏
が
定
ま
り
、
ま
た
下
社
で
は
常
楽
会
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
社
殿
の
四
隅
に
建
て
ら
れ
た
御
柱
に
つ

い
て
も
仏
教
的
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

諏
訪
市
仏
法
紹
隆
寺
蔵
『
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
』
翻
刻
と
解
題

小
林　

崇
仁
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そ
の
後
、
室
町
か
ら
戦
国
期
以
降
、
特
に
江
戸
期
に
な
る
と
、
各
寺
に
関
す
る
仏
像
や
縁
起
書
、
法
流
の
附
法
状
な
ど
が
断
片
的

で
は
あ
る
が
現
存
し
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
確
か
に
諏
訪
神
社
に
も
神
宮
寺
が
存
在
し
、
当
地
有
数
の
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
明
治
元
年(1868)

、
新
政
府
が
出
し
た
神
仏
分
離
令
は
各
地
で
廃
仏
毀
釈
を
引
き
起
こ
し
、
諏
訪
神
社
の
別
当
寺
も
す
べ

て
廃
寺
と
な
っ
た
。
唯
一
、
上
社
の
法
華
寺
は
明
治
年
中
に
復
興
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
の
六
ヶ
寺
を
含
め
、
諏
訪
神
社
の
別
当
寺
に
つ

い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
。
僅
か
な
が
ら
一
部
の
堂
宇
、
お
よ
び
仏
像
、
聖
教
、
什
物
等
が
、
諏
訪
郡
内
の
寺
院
、
関
係
諸
家
等
を
中

心
に
移
さ
れ
現
存
し
て
い
る
も
の
の
、
未
整
理
の
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら
を
丹
念
に
精
査
し
、
少
し
ず
つ
解
明
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

以
前
に
筆
者
は
、下
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
下
神
宮
寺
に
関
し
て
、当
寺
の
憲
尚(?-1770)

が
寛
保
二
年(1742)

三
月
に
誌
し
た『
下

諏
方
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
附
山
内
之
門
徒
』（
以
下
『
下
神
宮
寺
起
立
書
』）
を
翻
刻
紹
介
し
、
当
寺
の
概
要
、
伽
藍
、

霊
宝
、
年
中
行
事
な
ど
の
詳
細
な
記
述
を
も
と
に
、
そ
の
略
史
を
ま
と
め
た1

。

下
神
宮
寺
は
、
古
代
は
と
も
か
く
、
お
そ
ら
く
は
鎌
倉
期
、
遅
く
と
も
南
北
朝
期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

安
土
桃
山
期
に
武
田
信
玄(1521-1573)

と
勝
頼(1546-1582)

に
よ
っ
て
復
興
さ
れ
て
以
降
、
戦
国
期
の
混
乱
を
経
て
、
江
戸
初

期
に
は
山
内
門
徒
十
二
院
を
数
え
、
常
法
談
林
所
と
し
て
興
隆
し
、
時
に
は
伝
法
灌
頂
も
行
わ
れ
、
各
地
よ
り
修
行
僧
が
集
ま
っ
て
勧

学
の
論
諍
も
盛
ん
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
江
戸
前
期
頃
よ
り
困
窮
し
て
門
徒
の
統
廃
合
が
な
さ
れ
た
。
延
宝
七
年(1679)

の

時
点
で
、
山
内
門
徒
は
四
院
に
減
少
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
後
は
比
較
的
安
定
し
た
と
見
え
、
延
宝
七
年(1679)

の
書
上
と
寛
保

二
年(1742)

の
『
下
神
宮
寺
起
立
書
』
を
比
べ
る
と
、
境
内
伽
藍
や
年
中
行
事
に
大
幅
な
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。
江
戸
後
期
に
な
る

と
諏
訪
地
方
に
も
国
学
を
学
ぶ
者
が
出
て
、
下
社
に
も
排
仏
思
想
が
広
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
幕
末
に
は
本
地
仏
を
祀
る
千
手
堂
が
焼
失

し
た
が
、
社
人
が
火
矢
を
放
っ
た
と
の
風
聞
も
あ
っ
た
と
い
う
。
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こ
こ
に
紹
介
す
る
『
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
』
は
、
寛
延
二
年(1749)

に
、
下
神
宮
寺
・
観
照
寺
・
三
精
寺
が
連
名
で
、

下
社
の
社
家
に
よ
る
仏
教
排
斥
を
訴
訟
し
た
言
上
書
の
草
案
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
下
神
宮
寺
起
立
書
』
よ
り
七
年
後
の
成
立
で
あ

る
が
、
本
書
で
は
寺
家
と
社
家
と
の
不
和
が
露
呈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
社
家
に
よ
る
諸
堂
の
破
壊
や
行
事
の
妨
害
な
ど
に
対
し
、
寺
家

は
当
社
に
受
け
継
が
れ
る
「
両
部
神
道
」
の
正
統
性
を
主
張
し
、
排
斥
の
監
察
と
旧
例
の
復
帰
を
願
い
出
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
当

時
の
寺
家
の
認
識
や
主
張
の
み
な
ら
ず
、
社
家
の
新
た
な
動
向
に
も
及
ん
で
い
る
。
す
で
に
江
戸
中
期
に
お
い
て
、
諏
訪
神
社
下
社
に

い
わ
ゆ
る
儒
家
神
道
や
復
古
神
道
と
い
っ
た
新
し
い
神
道
が
受
容
さ
れ
、
そ
れ
が
排
仏
運
動
に
ま
で
発
展
し
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
と
と

も
に
、
近
世
に
お
け
る
思
想
の
潮
目
を
物
語
る
資
料
と
し
て
も
貴
重
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
今
回
、
本
書
を
翻
刻
し
、
そ
の
成
立
と
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
当
時
の
下
社
の
状
況
を
整
理
し
た
い
と
思
う
。

一
、
書
誌

長
野
県
諏
訪
市
四
賀
・
仏
法
紹
隆
寺
蔵
『
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
』（
整
理
番
号A-30

）。
写
本
一
冊
。
袋
綴
じ
。
竪

帳
。
全
十
四
丁
。
料
紙
は
楮
紙
。
寸
法
は
縦
二
八
・
九
糎
×
横
二
〇
・
一
糎
。
外
題
は
表
紙
左
に「
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
」。

内
題
は
「
謹
而
奉
言
上
両
部
神
道
伝
来
之
事
」。
柱
題
・
尾
題
と
も
に
ナ
シ
。
表
紙
右
下
に
「
下
社
／
神
宮
寺
／
観
照
寺
／
三
精
寺
」。

一
面
行
数
十
行
、
一
面
字
数
は
十
八
字
前
後
。
奥
書
は
ナ
シ
。
発
給
者
は
下
神
宮
寺
・
観
照
寺
・
三
精
寺
。

な
お
仏
法
紹
隆
寺
に
は
、『
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
』（
整
理
番
号A-30

）
の
控
え
と
み
ら
れ
る
『
両
部
習
合
神
道
伝

来
言
上
草
案
扣
』（
整
理
番
号A-29

）
も
所
蔵
さ
れ
る
。
合
わ
せ
て
書
誌
を
記
す
。
写
本
一
冊
。
袋
綴
じ
。
竪
帳
。
全
十
四
丁
。
料
紙

は
楮
紙
。
寸
法
は
縦
二
八
・
七
糎
×
横
一
九
・
八
糎
。
外
題
は
表
紙
左
に
「
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
扣
」。
内
題
は
「
謹
而
奉
言
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上
両
部
神
道
伝
来
之
事
」。
柱
題
・
尾
題
と
も
に
ナ
シ
。
表
紙
右
上
に
「
寛
延
二

己
巳
年
霜
月
廿
七
日
上

ル
」。
表
紙
右
下
に
「
下
之
社
／

神
宮
寺
／
観
照
寺
／
三
精
寺
」。
表
紙
右
下
・
一
丁
オ
右
下
・
十
四
丁
オ
左
下
に
「
宥
瑞
」
の
墨
印
ア
リ
。
一
面
行
数
十
行
、
一
面
字

数
は
十
八
字
前
後
。
奥
書
は
ナ
シ
。
書
写
年
代
は
寛
延
二
年(1749)

十
一
月
二
十
七
日
。
発
給
者
は
下
神
宮
寺
・
観
照
寺
・
三
精
寺
。

両
本
を
比
べ
る
と
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、『
草
案
扣
』（
整
理
番
号A-29

）
は
若
干
の
誤
写
が
あ
る
。

二
、
伝
来
と
成
立

『
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
』（
以
下
、
本
草
案
）
が
所
蔵
さ
れ
る
仏
法
紹
隆
寺
は
、
長
野
県
諏
訪
市
四
賀
に
所
在
す
る

真
言
宗
の
古
刹
で
、
か
つ
て
は
醍
醐
寺
無
量
寿
院
の
末
寺
、
現
在
は
高
野
山
真
言
宗
に
属
す
る
。
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
大
同
元
年(806)

、

征
夷
大
将
軍
坂
上
田
村
麿
が
諏
訪
大
明
神
へ
戦
勝
報
告
の
際
に
、
諏
訪
神
社
の
神
宮
寺
と
共
に
開
基
さ
れ
、
さ
ら
に
空
海
に
よ
っ
て
真

言
宗
の
学
問
の
道
場
と
し
て
草
創
さ
れ
た
と
い
う2

。
中
世
後
期
以
降
は
、
諏
訪
に
お
け
る
真
言
宗
の
談
林
所
、
醍
醐
寺
三
宝
院
松
橋
流

の
道
場
と
し
て
隆
盛
し
た
。
ま
た
天
正
年
間
ま
で
に
は
諏
訪
神
社
の
別
当
社
務
の
任
に
あ
た
り
、
江
戸
期
に
は
諏
訪
藩
の
祈
願
寺
を
務

め
る
田
舎
本
寺
で
あ
っ
た
。

明
治
元
年(1868)

の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
、
上
神
宮
寺
普
賢
堂
の
普
賢
菩
薩
（
上
諏
訪
大
明
神
本
地
仏
）、
同
普
賢
堂
脇
仏
の
文

殊
菩
薩
、
蓮
池
院
本
尊
の
大
日
如
来
な
ど
が
仏
法
紹
隆
寺
へ
と
移
さ
れ
、
ま
た
後
に
如
法
院
本
尊
の
普
賢
菩
薩
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
も
と
よ
り
当
寺
に
伝
来
す
る
仏
像
、
仏
画
、
仏
具
ほ
か
、
聖
教
類
、
古
文
書
な
ど
、
寺
宝
や
文
化
財
も
数
多
く
所
蔵
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
聖
教
類
は
信
州
大
学
人
文
学
部
日
本
文
学
分
野
渡
邉
匡
一
ゼ
ミ
が
、
古
文
書
は
仏
法
寺
古
文
書
研
究
会
が
調
査
研
究
を
す
す

め
、
近
年
に
は
古
文
書
約
三
〇
〇
〇
点
の
棒
目
録
が
公
開
と
な
っ
た3

。
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当
寺
に
多
く
の
古
文
書
が
伝
わ
る
の
は
、
江
戸
期
に
当
寺
が
諏
訪
領
内
の
真
言
宗
寺
院
を
統
括
し
、
上
申
下
達
な
ど
の
連
絡
等
を

行
う
地
方
の
触
頭
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
も
訴
訟
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
草
案
が
保
管
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お『
草
案
扣
』（
整
理
番
号A-29

）の
み
に
見
ら
れ
る「
宥
瑞
」の
墨
印
は
、当
寺
の
聖
教
類
や
古
文
書
に
よ
く
捺
さ
れ
る
蔵
書
印
で
、

宥
瑞(?-1862)
は
幕
末
に
当
寺
第
三
十
三
世
住
職
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
宥
瑞
は
仏
法
紹
隆
寺
に
入
る
前
、
春
宮
観
照
寺
の

住
持
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、『
草
案
扣
』（
整
理
番
号A-29

）
は
も
と
観
照
寺
に
あ
り
、
宥
瑞
の
入
寺
と
と
も
に
仏
法
紹
隆
寺
に
伝
来

し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、本
草
案
は
成
立
年
代
に
関
す
る
記
述
が
な
い
も
の
の
、『
草
案
扣
』（
整
理
番
号A-29

）
に
「
寛
延
二

己
巳
年
霜
月
廿
七
日
上

ル
」

と
あ
り
参
考
と
な
る
。
本
草
案
の
内
容
か
ら
し
て
も
齟
齬
は
な
い
の
で
、
寛
延
二
年(1749)

十
一
月
二
十
七
日
を
本
草
案
の
成
立
と

見
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
訴
訟
人
は
諏
訪
神
社
下
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
下
神
宮
寺
・
観
照
寺
・
三
精
寺
の
連
名
で
あ
る
。

当
時
の
下
神
宮
寺
の
寺
務
に
該
当
す
る
人
物
と
し
て
、
第
三
十
八
世
憲
尚(1682-1770)

、
あ
る
い
は
第
三
十
九
世
清
全(?-1766)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
憲
尚
は
寛
保
二
年(1742)
に
「
海
岸
山
寺
務
執
行
」
と
し
て
『
下
神
宮
寺
起
立
書
』
を
誌
し
て
い
る
が
、
そ
の
後

に
寺
務
を
引
き
継
い
だ
清
全
の
就
任
年
月
が
不
明
の
た
め
、
本
書
が
記
さ
れ
た
時
点
で
の
寺
務
は
、
憲
尚
ま
た
は
清
全
の
い
ず
れ
か
と

言
え
よ
う
。

『
下
神
宮
寺
起
立
書
』
に
よ
れ
ば
、
憲
尚
は
大
阿
闍
梨
耶
法
印
権
大
僧
都
の
僧
位
に
あ
り
、
字
は
海
丈
房
で
、
生
ま
れ
は
松
本
領
筑

摩
郡
郷
原
宿
の
保
科
氏
で
あ
る
。
下
神
宮
寺
門
徒
の
玄
奘
坊
の
憲
栄(1654-1729)

の
弟
子
と
な
り
、
下
神
宮
寺
第
三
十
四
世
俊
盈

(1653-1708)

を
戒
師
と
し
て
出
家
得
度
し
た
。
元
禄
十
四
年(1701)
、二
十
歳
の
時
に
憲
栄
の
後
継
と
し
て
玄
奘
坊
の
住
持
と
な
り
、

享
保
四
年(1719)

に
は
同
じ
く
憲
栄
の
後
継
と
し
て
、
下
諏
訪
東
堀
村
の
真
言
宗
平
福
寺
の
住
持
と
な
っ
た
。
そ
し
て
享
保
十
八
年

(1733)

年
に
下
神
宮
寺
の
寺
務
に
就
任
し
て
い
る
。
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こ
の
間
に
憲
尚
は
、
玄
奘
坊
の
時
に
下
神
宮
寺
千
手
堂
宝
前
の
常
夜
灯
一
基
と
幡
金
蘭
赤
地
四
流
蓋
一
垂
を
寄
附
し
、
平
福
寺
の

時
に
は
同
寺
に
両
祖
大
師
図
像
と
羅
綾
極
彩
の
十
二
天
十
二
幅
を
寄
附
し
、須
弥
壇
一
基
を
造
立
し
た
。
さ
ら
に
下
神
宮
寺
の
時
に
は
、

興
教
大
師
の
御
影
を
造
営
し
、
信
施
に
よ
り
方
丈
庫
裏
を
修
補
す
る
な
ど
、
各
寺
の
興
隆
に
尽
力
し
て
い
る
。

ま
た
憲
尚
は
本
山
に
留
学
す
る
こ
と
十
九
年
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
本
山
は
、
下
神
宮
寺
が
属
す
る
新
義
真
言
宗
の
両
本
山
で

あ
る
京
都
智
積
院
や
大
和
長
谷
寺
小
池
坊
、
あ
る
い
は
下
神
宮
寺
の
本
寺
で
あ
る
高
野
山
金
剛
頂
院
な
ど
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、

留
学
の
時
期
を
含
め
て
詳
細
は
知
ら
れ
な
い
。

な
お
下
神
宮
寺
第
二
十
八
世
憲
俊(-1633)

は
智
積
院
に
学
び
、
高
野
山
に
て
来
遍
よ
り
中
院
流
を
受
法
し
、
ま
た
第
三
十
六
世
俊

明(1693-1730)

は
京
に
遊
行
す
る
こ
と
六
年
と
い
う
。
さ
ら
に
憲
尚
の
師
の
憲
栄
も
、
玄
奘
坊
や
平
福
寺
の
住
持
と
な
る
以
前
の

元
禄
三
年(1690)

お
よ
び
同
十
三
年(1700)

に
智
積
院
に
学
び
、
ま
た
宝
永
二
年(1705)

に
は
高
野
山
金
剛
頂
院
に
て
、
前
寺
務

検
校
の
栄
鏡
か
ら
中
院
流
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
下
神
宮
寺
僧
に
ゆ
か
り
の
学
処
と
し
て
は
、
智
積
院
や
高
野
山
金
剛
頂
院

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
十
九
年
と
い
う
長
き
に
わ
た
っ
て
留
学
し
た
と
明
記
さ
れ
る
の
は
、
憲
尚
た
だ
ひ
と
り
で
あ
る
。

一
方
、
本
草
案
を
記
し
た
可
能
性
の
あ
る
も
う
一
人
の
下
神
宮
寺
寺
務
と
し
て
、
憲
尚
の
弟
子
の
清
全(?-1766)

が
挙
げ
ら
れ
る4

。

清
全
も
大
阿
闍
梨
法
印
権
大
僧
都
の
僧
位
ま
で
昇
り
、
字
は
龍
岳
房
と
い
っ
た
。
生
ま
れ
は
諏
訪
郡
湯
川
村
の
萩
原
氏
で
、
憲
尚
の
弟

子
と
な
り
出
家
得
度
し
て
い
る
。
享
保
十
八
年(1733)
に
兄
弟
子
の
憲
住
が
憲
尚
の
後
継
と
し
て
平
福
寺
住
持
と
な
っ
た
が
急
逝
し

た
た
め
、
同
年
に
清
全
は
憲
尚
を
後
見
と
し
て
平
福
寺
の
鑑
事
と
な
り
、
元
文
三
年(1738)

に
平
福
寺
住
持
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
延
享
四
年(1747)

ま
で
は
同
寺
住
持
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
後
い
ず
れ
か
の
年
月
に
、
憲
尚
の
後
継
と
し
て
下
神
宮
寺

に
転
住
し
た
。
清
全
の
学
歴
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
不
明
で
あ
る
。

ま
た
本
草
案
に
連
名
の
観
照
寺
と
三
精
寺
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
社
の
春
宮
と
秋
宮
に
置
か
れ
た
別
当
寺
で
あ
る
が
、
当
時
の
住
持
に
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つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

な
お
江
戸
期
に
お
い
て
、
寺
院
が
訴
訟
を
起
こ
し
、
寺
社
奉
行
に
訴
え
る
場
合
、
基
本
的
に
は
「
代
官
領
主
ま
た
は
地
頭
と
本
寺

触
頭
と
の
両
添
簡
」
が
な
く
て
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
た5

。
ま
た
本
件
の
よ
う
な
寺
院
と
神
社
と
の
訴
訟
は
、
所
定
の
手

続
き
を
経
て
、
寺
社
奉
行
内
寄
合
公
事
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
た
が
、
幕
府
の
基
本
的
な
意
向
と
し
て
は
、
寺
院
と
神
社
と
が
妥
協
し
、

内
済
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。
本
草
案
は
単
に
訴
状
差
出
の
草
案
で
あ
る
た
め
、
実
際
に
本
件
が
ど
の
よ

う
な
顛
末
と
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

三
、
内
容

本
草
案
は
ま
ず
、諏
訪
神
社
下
社
に
継
承
さ
れ
る
「
両
部
神
道
」
に
関
し
て
、そ
の
概
要
、歴
史
、拠
証
、意
義
と
実
例
な
ど
が
記
さ
れ
、

続
い
て
下
社
の
由
緒
や
社
家
に
よ
る
仏
法
排
斥
な
ど
、
当
社
に
お
け
る
実
状
を
挙
げ
た
上
で
、
最
後
に
幕
府
へ
の
陳
情
や
訴
訟
が
述
べ

ら
れ
る
。

以
下
、
本
草
案
の
構
成
に
従
い
、
本
文
を
挙
げ
て
要
旨
を
紹
介
し
た
い
。
な
お
こ
こ
に
引
用
す
る
本
草
案
の
本
文
は
適
宜
句
読
点

を
補
い
、
闕
字
は
詰
め
、
割
注
は
開
い
て
表
記
し
た
。

１
、
諏
訪
神
社
の
概
要

ま
ず
は
諏
訪
神
社
下
社
に
つ
い
て
、
当
社
に
伝
わ
る
「
両
部
神
道
」、
別
当
寺
の
下
神
宮
寺
、
諏
訪
神
の
神
号
に
つ
い
て
概
要
が
述

べ
ら
れ
る
。
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（
１
）
両
部
神
道

　
　
　

謹
而
奉
言
上
両
部
神
道
伝
来
之
事

一
、当
社
両
部
神
道
は
、元
祖
聖
徳
太
子
一
品
舎
人
親
王
、儒
仏
神
兼
学
兼
用
之
宗
派
に
就
て
、密
宗
開
祖
弘
法
大
師
勅
許
を
蒙
り
、

三
教
一
貫
両
部
習
合
神
道
を
以
、
当
社
神
道
行
事
建
立
よ
り
以
来
、
本
地
垂
跡
和
光
同
塵
之
威
光
を
倍
増
し
玉
ふ
。

下
社
の
「
両
部
神
道
」
は
、
元
祖
聖
徳
太
子
お
よ
び
舎
人
親
王
に
よ
る
儒
仏
神
の
兼
学
兼
用
の
宗
派
に
由
来
す
る
と
い
う
。
そ
の

流
れ
を
汲
ん
だ
空
海
が
勅
許
を
蒙
り
、
三
教
一
貫
・
両
部
習
合
の
神
道
を
も
っ
て
、
当
社
の
神
道
行
事
を
創
始
し
、
そ
れ
以
来
、
本
地

垂
跡
・
和
光
同
塵
の
神
威
は
倍
増
し
た
と
伝
え
る
。

こ
こ
で
言
う
「
両
部
神
道
」
は
、
江
戸
期
の
歌
人
か
つ
俳
人
の
源
慶
安(1648-1729)

が
、
正
徳
六
年(1716)

に
著
し
た
『
両
部

神
道
立
派
口
決
鈔6

』
に
依
拠
し
て
い
る
。
慶
安
は
近
江
源
氏
の
出
身
で
、
中
江
氏
を
称
し
た
。
少
年
よ
り
京
都
の
儒
門
に
入
り
、
歌
道

の
道
統
を
継
ぎ
、
神
道
二
図
の
古
書
を
受
け
、
天
海
の
註
録
も
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。
慶
安
は
そ
の
神
道
二
図
に
詳
し
い
註
釈
を
加
え
、

『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
を
撰
ん
だ
。『
神
道
大
系
』
の
解
題
は
本
書
に
つ
い
て
、
近
世
中
期
に
伝
わ
っ
た
西
洋
の
天
文
・
地
理
の
知

識
を
交
え
、
吉
田
神
道
や
道
家
・
陰
陽
家
の
説
を
縦
横
に
駆
使
し
、
独
特
の
「
両
部
神
道
」
を
創
作
し
た
誠
に
念
の
入
っ
た
雑
学
書
と

す
る7

。
源
慶
安
に
よ
れ
ば
、「
両
部
神
道
」
は
儒
仏
神
の
三
教
を
兼
学
兼
用
す
る
神
仏
習
合
の
神
道
で
、
聖
徳
太
子
を
元
祖
と
し
、
空
海
が

こ
れ
を
再
盛
し
た
と
い
う
。
本
草
案
は
、
ま
ず
も
っ
て
諏
訪
神
社
の
歴
史
と
意
義
を
、
そ
う
し
た
「
両
部
神
道
」
の
系
譜
に
連
な
る
も

の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
２
）
海
岸
孤
絶
山
法
性
院
神
宮
密
寺
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故
に
海
岸
孤
絶
山
法
性
院
神
宮
密
寺
を
建
立
し
、
本
地
千
手
大
士
を
安
置
し
、
鳥
居
を
初
神
殿
仏
閣
悉
く
両
部
神
道
之
表
示
を

以
造
立
し
、
兼
学
兼
用
之
神
道
国
祷
之
勅
願
所
也
。

空
海
が
海
岸
孤
絶
山
法
性
院
神
宮
密
寺
（
下
神
宮
寺
）
を
建
立
し
、
本
地
仏
の
千
手
観
音
菩
薩
を
安
置
し
た
と
伝
え
る
。
そ
し
て

鳥
居
を
は
じ
め
神
殿
や
仏
閣
な
ど
、
す
べ
て
「
両
部
神
道
」
の
形
式
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
さ
に
当
社
は
、
兼
学
兼
用
の

神
道
に
よ
っ
て
国
家
の
安
泰
を
祈
祷
す
る
勅
願
所
で
あ
る
と
す
る
。

当
寺
の
開
山
を
空
海
、
本
地
仏
を
千
手
観
音
と
す
る
の
は
、
従
来
の
寺
伝
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
実
際
に
下
神
宮
寺

の
存
在
が
史
料
上
確
認
さ
れ
る
の
は
鎌
倉
期
以
降
で
あ
り
、
江
戸
期
に
あ
っ
た
千
手
堂
や
三
重
塔
な
ど
主
要
な
堂
塔
は
、
安
土
桃
山
期

の
武
田
信
玄
と
勝
頼
に
よ
る
再
建
で
あ
る
。

（
３
）
正
一
位
南
宮
法
性
大
明
神

是
を
以
両
部
神
道
之
勅
号
、
正
一
位
南
宮
法
性
大
明
神
と
申
奉
事
、
後
奈
良
院
御
宸
翰
明
白
に
御
座
候
。
法
性
之
二
字
両
部
之

宝
号
た
る
事
、
諏
方
法
性
講
之
式
現
文
明
白
に
御
座
候
。
依
て
兼
学
兼
用
両
部
大
内
神
道
之
由
来
、
大
略
言
上
奉
り
候
。

「
両
部
神
道
」
の
勅
号
に
よ
り
、
当
社
の
神
号
を
「
正
一
位
南
宮
法
性
大
明
神
」
と
称
す
こ
と
は
、
後
奈
良
院
の
御
宸
翰
に
明
白
で

あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
法
性
」
の
二
字
が
「
両
部
神
道
」
を
表
す
宝
号
で
あ
る
こ
と
は
、『
諏
訪
講
之
式
』
に
明
白
で
あ
る
と
す
る
。

「
後
奈
良
院
の
御
宸
翰
」と
は
、後
奈
良
天
皇(1497-1557)
が
天
文
二
十
二
年(1553)

に
天
下
太
平
を
祈
願
し
、上
社
の
宝
殿
に『
般

若
心
経
』
を
奉
納
し
た
際
に
書
い
た
宸
筆
の
神
号
で
、「
諏
方
正
一
位
南
宮
法
性
大
明
神
」
と
揮
毫
さ
れ
る8

。
こ
の
宸
翰
は
そ
の
の
ち

一
旦
失
わ
れ
た
が
、
第
二
代
諏
訪
藩
主
忠
恒(1595-1657)

が
江
戸
で
発
見
し
て
再
奉
納
さ
れ
、
諏
訪
神
社
の
神
主
で
あ
る
大
祝
が

御
頭
祭
に
出
ら
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
神
号
が
代
わ
り
と
し
て
出
た
と
い
う9

。
宸
翰
で
あ
っ
た
た
め
除
仏
が
保
留
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
上
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社
に
現
存
す
る10

。

後
奈
良
天
皇
の
宸
筆
に
も
あ
る
よ
う
に
、
諏
訪
神
の
神
号
に
は
「
法
性
」
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
た
と
え
ば
上
社
の
神
楽

役
で
あ
っ
た
茅
野
家
に
伝
わ
る
嘉
禎
三
年(1237)

の
『
祝
詞
段
』
に
「
南
宮
法
性
御
大
明
神11

」
と
あ
り
、
延
文
元
年(1356)

に
諏
訪

円
忠(1295-1364)

が
著
し
た
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
も
「
正
一
位
法
性
南
宮
大
明
神12

」
と
す
る
な
ど
、
遅
く
と
も
鎌
倉
期
に
は
見

ら
れ
る
。
ま
た
武
田
信
玄
は
「
諏
訪
法
性
」
の
兜
を
着
け
、「
南
無
諏
訪
南
宮
法
性
上
下
大
明
神
」
の
軍
旗
を
用
い
る
な
ど
、
広
く
知

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
草
案
は
、「
法
性
」
の
二
字
が
「
両
部
神
道
」
を
表
す
と
し
、『
諏
訪
講
之
式
』
を
そ
の
根
拠
と
す
る
。「
法
性
」
は
真
如
や
実
相

と
同
じ
く
、
如
来
が
覚
っ
た
諸
法
の
本
性
、
常
住
不
変
に
し
て
色
も
形
も
無
い
真
理
そ
の
も
の
を
指
し
、
こ
れ
を
身
体
に
見
立
て
て
法

性
身
（
法
身
）
と
い
う
。
仏
教
の
重
要
概
念
か
つ
信
仰
対
象
で
あ
る
か
ら
、「
法
性
大
明
神
」
は
ま
さ
に
神
仏
習
合
に
よ
る
神
号
で
あ
る
。

諏
訪
神
と
「
法
性
」
と
の
関
わ
り
は
、
正
和
三
年(1314)

の
『
拾
菓
抄
』「
諏
方
効
験
」
に
も
、
諏
訪
の
鷹
狩
り
を
踏
ま
え
て
、「
翅

た
か
く
法
性
の
空
に
や
か
け
ら
ん13

」
と
あ
り
、
法
性
を
虚
空
に
喩
え
て
い
る14

。「
法
性
の
空
」
と
い
う
表
現
は
、
東
大
寺
三
論
宗
で
東

密
を
兼
学
し
た
永
観(1033-1111)

の
『
往
生
講
式
』
に
、「
大
智
の
翼
は
遙
か
に
法
性
の
空
を
翔
け
、
大
悲
の
羽
は
鎮
へ
に
生
死
の

泥
を
布
く15

」
と
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
の
因
果
功
徳
を
鳥
に
喩
え
て
讃
え
た
文
章
に
見
え
る
。『
往
生
講
式
』
は
そ
の
後
に
成
立
し
た
多

く
の
講
式
の
模
範
と
な
り
、
ま
た
文
学
作
品
に
も
広
く
摂
取
・
受
容
さ
れ
て
い
っ
た16

。
日
蓮(1222-1282)

も
弘
安
四
年(1281)

の

「
大
白
牛
車
御
消
息
」
に
て
「
法
性
の
空
に
自
在
に
と
び
ゆ
く
車
を
こ
そ
、
大
白
牛
車
と
は
申
す
な
れ17

」
と
し
、『
法
華
経
』
所
説
の
大

白
牛
車
に
乗
っ
て
法
性
の
空
を
飛
び
往
き
、
霊
山
へ
赴
む
く
と
の
信
仰
を
述
べ
て
い
る
。「
法
性
の
空
」
と
の
表
現
は
、
仏
教
的
な
言

説
と
し
て
中
世
に
共
有
さ
れ
て
お
り
、「
諏
方
効
験
」
も
そ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
お
い
て
、
伊
勢
神
宮
周
辺
で
起
こ
っ
た
両
部
・
伊
勢
神
道
の
最
初
期
の
伝
書
と
さ
れ
る
『
三
角
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柏
伝
記
』
に
、「
神
は
是
れ
天
然
不
動
の
理
、
即
法
性
身
な
り
。
故
に
虚
空
神
を
以
て
実
相
と
為
し
、
大
元
尊
神
と
名
づ
く
。
現
れ
る

所
を
照
皇
天
と
曰
ふ
。
故
に
日
と
為
り
月
と
為
り
て
、
永
く
懸
り
て
落
ち
ず
、
神
と
為
り
皇
と
為
り
、
常
に
以
て
変
わ
ら
ず
。
衆
生
の

業
の
為
に
、
宝
基
を
須
弥
の
磐
境
に
起
樹
し
て
、
三
界
を
照
し
万
品
を
利
す
。
故
に
遍
照
尊
と
曰
ひ
、
亦
た
大
日
孁
尊
と
曰
ふ
。
豊
葦

原
中
津
国
に
降
り
居
し
、
其
の
名
を
点
じ
其
の
形
を
談
じ
て
、
天
照
坐
二
所
皇
大
神
と
名
づ
く
。
是
れ
中
道
法
身
に
し
て
、
常
住
不
変
、

金
剛
不
壊
の
体
な
り
。
遍
照
智
性
、
火
に
焼
け
ず
、
水
に
朽
ち
ず
。
無
為
無
漏
、
無
垢
清
浄
白
浄
光
は
、
周
遍
法
界
を
明
ら
め
而
も
心

法
界
に
遊
ぶ
。
是
れ
諸
仏
光
明
、
神
通
力
不
可
思
議
、
言
語
道
断
の
徳
用
な
り
。
故
に
神
は
一
気
の
始
、
生
の
化
元
な
り18

」
と
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
神
」
は
神
祇
す
べ
て
を
指
す
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
伊
勢
神
宮
の
二
所
皇
大
神
の
こ
と
で
あ
る
が19

、伊
勢
の
神
を
「
法

性
身
」
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

た
だ
し
「
神
は
是
れ
天
然
不
動
の
理
、即
法
性
身
な
り
」
は
、そ
の
ま
ま
中
国
の
天
台
大
師
智
顗(538-597)

の
『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る20

。
つ
ま
り
『
法
華
経
』「
如
来
寿
量
品
」
に
て
、
如
来
は
秘
密
の
「
神
通
の
力21

」
を
具
え
て
い
る

こ
と
が
解
き
明
か
さ
れ
る
が
、
智
顗
は
「
神
通
の
力
と
は
、
三
身
の
用
な
り22

」
と
し
て
、
神
を
法
性
身
、
通
を
報
身
、
力
を
応
身
の
三

身
説
に
配
当
し
て
釈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
三
角
柏
伝
記
』
の
「
無
為
無
漏
」
以
下
に
続
く
文
章
は
、日
本
天
台
宗
の
源
信(942-1017)

が
著
し
た
『
自
行
略
記23

』
か
ら
の
引
用
が
多
い
と
さ
れ24

、
こ
う
し
た
天
台
宗
由
来
の
言
説
を
も
と
に
、
伊
勢
の
神
は
「
法
性
身
」
で
あ

る
と
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
。

諏
訪
の
「
法
性
大
明
神
」
も
、
こ
う
し
た
解
釈
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
諏
訪
に

起
こ
っ
た
の
か
未
詳
で
は
あ
る
が
、
遅
く
と
も
嘉
禎
三
年(1237)
に
は
、
諏
訪
の
神
を
「
法
性
」
と
見
な
す
思
想
が
定
着
し
て
い
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
神
号
と
し
て
採
用
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
諏
訪
神
を
象
徴
す
る
重
要
な
解
釈
で
あ
っ
た
。
そ
の
所
以

を
解
く
鍵
は
、
や
は
り
『
諏
訪
講
之
式
』
に
見
受
け
ら
れ
る
。
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『
諏
訪
講
之
式25

』
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
以
降
に
各
地
の
寺
社
で
隆
盛
し
た
講
式
に
類
す
る
も
の
で
、
諏
訪
大
明
神
の
神
徳
を

讃
嘆
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
延
宝
二
年(1674)

の
奥
書
を
も
つ
桃
井
本
『
諏
訪
講
之
式
』
の
第
三

段
に
て
、
大
明
神
の
誓
願
利
益
を
讃
じ
た
一
節
に
、「
尊
神
の
霊
託
に
曰
く
、
吾
れ
形
無
く
祝
を
以
て
体
と
為
す
。
吾
が
分
身
と
為
す

に
依
り
て
、
神
の
字
を
用
ひ
て
姓
と
為
す26

」
と
あ
る
。

こ
れ
は
宝
治
三
年(1249)

の
奥
書
を
も
つ
『
諏
訪
信
重
解
状27

』
の
「
以
大
祝
為
御
体
事28

」
や
、
延
文
元
年(1356)

成
立
の
『
諏
方

大
明
神
画
詞29

』
と
同
様
に
、
諏
訪
神
に
は
形
が
無
く
、
大
祝
を
も
っ
て
体
と
し
、
神
氏
を
も
っ
て
姓
と
す
る
と
の
明
神
の
霊
託
で
あ
る
。

諏
訪
神
社
で
は
、
神
主
の
大
祝
が
祭
神
と
同
一
視
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
現
人
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
た
。
金
沢
称
名
寺
の
真
言
宗
の
剱

阿(1261-1338)

ら
が
書
写
し
た
『
陬
波
御
記
文
』
に
は
、
大
祝
に
つ
い
て
「
此
の
人
を
得
て
真
の
神
体
と
思
ひ
、
正
法
持
国
の
法

理
と
定
む
べ
し
」
と
あ
り
、「
祝
」
が
「
法
理
」
に
か
け
ら
れ30

、
大
祝
を
仏
教
的
に
意
味
づ
け
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

『
諏
訪
講
之
式
』
は
こ
れ
を
更
に
押
し
進
め
、「
夫
れ
、吾
れ
形
無
き
は
法
身
の
理
を
表
し
、祝
を
以
て
体
と
為
す
は
応
身
の
形
を
示
し
、

神
の
字
を
用
ひ
て
姓
と
為
す
は
報
身
の
姓
を
職
る31

」
と
明
示
す
る
。
つ
ま
り
無
形
な
る
諏
訪
神
を
法
身
、
そ
の
体
と
し
て
の
大
祝
を
応

身
、
神
氏
と
い
う
大
祝
家
の
姓
を
報
身
と
し
て32

、
三
身
説
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
形
の
無
い
諏
訪
神
と
大
祝
と
の
関
係

を
、
法
性
身
と
応
身
と
の
本
迹
関
係
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
大
祝
は
、
法
性
身
と
し
て
の
諏
訪
神
が
、
衆
生
を
済
度
す
る
た

め
に
示
現
し
た
応
身
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

一
般
的
に
本
迹
関
係
と
い
う
と
、
仏
と
神
の
関
係
、
つ
ま
り
本
地
仏
と
垂
迹
神
を
定
め
た
本
地
垂
迹
説
が
想
起
さ
れ
る
。
諏
訪
神

社
の
場
合
も
、
遅
く
と
も
鎌
倉
期
に
は
、
上
社
の
本
地
仏
は
普
賢
菩
薩
、
下
社
の
本
地
仏
は
千
手
観
音
菩
薩
と
さ
れ
て
お
り
、『
諏
方

大
明
神
画
詞33

』
や
『
諏
訪
講
之
式34

』
に
も
説
か
れ
る
。
図
示
す
れ
ば
、
本
：
普
賢
菩
薩
→
迹
：
上
諏
訪
大
明
神
、
本
：
千
手
観
音
菩
薩

→
迹
：
下
諏
訪
大
明
神
と
の
本
迹
関
係
で
あ
る
。
た
だ
し
『
諏
訪
講
之
式
』
の
第
三
段
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
：
法
性
身
＝
諏
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訪
神
→
迹
：
応
身
＝
大
祝
と
の
本
迹
関
係
も
示
さ
れ
て
い
た
。
無
形
な
る
諏
訪
神
を
法
性
身
と
し
、
大
祝
を
そ
の
応
身
と
見
な
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
諏
訪
神
と
大
祝
の
宗
教
的
権
威
は
よ
り
高
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

続
け
て
『
諏
訪
講
之
式
』
は
「
之
に
依
り
て
、
玉
壇
に
跪
き
て
法
身
を
虚
空
に
仰
ぎ
、
宝
殿
に
対
ひ
て
応
化
を
色
相
に
礼
す
。
仍

り
て
神
を
明
神
と
号
し
、
位
を
法
性
と
称
す
は
、
実
に
所
以
有
る
者
か35

」
と
す
る
。
諏
訪
大
明
神
へ
の
拝
礼
の
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず

宝
前
に
跪
い
て
無
形
な
る
法
性
身
を
虚
空
に
仰
ぎ
、
さ
ら
に
宝
殿
に
向
か
っ
て
色
相
あ
る
応
身
と
し
て
の
大
祝
に
礼
す
る
も
の
と
さ
れ

た
。そ

し
て
『
諏
訪
講
之
式
』
は
第
三
段
の
最
後
に
、「
南
無
帰
命
頂
礼
法
性
大
明
神36

」
の
宝
号
を
挙
げ
る
が
、「
法
性
」
と
は
法
性
身

と
し
て
の
諏
訪
神
、「
大
明
神
」
と
は
大
い
な
る
明あ

き

つ
神
、
す
な
わ
ち
現
人
神
た
る
大
祝
を
示
唆
す
る
。「
法
性
大
明
神
」
は
、
虚
空
に

遍
満
す
る
法
性
身
と
し
て
の
諏
訪
神
と
、
諏
訪
に
示
現
し
た
応
身
と
し
て
の
大
祝
、
両
者
を
標
示
す
る
神
号
と
し
て
、
実
に
意
義
深
い

も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

本
草
案
は
後
奈
良
天
皇
宸
翰
の
存
在
と
、「
法
性
」
に
込
め
ら
れ
た
神
仏
習
合
思
想
を
も
っ
て
、
諏
訪
神
社
が
「
両
部
神
道
」
で
あ

る
こ
と
の
根
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。

２
、
両
部
神
道
の
概
要

続
い
て
諏
訪
神
社
に
伝
わ
る
と
い
う
「
両
部
神
道
」
の
概
要
と
し
て
、
両
部
の
本
意
、
唯
一
神
道
、
空
海
の
神
道
二
図
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
る
。
専
ら
『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
に
基
づ
き
、
そ
の
本
文
を
抜
粋
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

（
１
）
両
部
の
本
意
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拠
証
に
曰
、
両
部
習
合
神
道
は
、
弘
法
大
師
金
剛
胎
蔵
両
部
之
宗
派
に
依
て
、
両
部
神
道
之
勅
号
を
下
し
給
と
い
へ
と
も
、
根

本
聖
徳
太
子
兼
学
兼
用
之
神
道
也
。
故
に
勅
号
之
意
は
神
道
仏
道
之
両
部
也
と
相
伝
仕
候
。

「
拠
証
」
と
は
『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
を
指
し
、以
下
そ
の
引
用
が
続
く37

。
空
海
に
よ
る
金
剛
・
胎
蔵
の
両
部
の
宗
派
に
よ
っ
て
、

「
両
部
神
道
」
の
勅
号
が
下
さ
れ
た
が
、
そ
の
根
本
は
聖
徳
太
子
に
よ
る
兼
学
兼
用
の
神
道
で
、「
両
部
」
の
本
意
は
神
道
・
仏
道
の
両

部
で
あ
る
と
す
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
い
う
「
両
部
神
道
」
は
、
真
言
密
教
に
基
づ
く
金
胎
両
部
の
神
道
と
い
う
よ
り
、
日
本
の
神
祇
信
仰
と
仏
教
と
が

習
合
し
た
、
い
わ
ゆ
る
神
仏
習
合
の
神
道
を
指
し
て
い
る
。

（
２
）
唯
一
神
道

中
古
儒
門
之
輩
、
神
道
儒
道
一
致
と
為
し
、
唯
一
神
道
と
称
号
仕
候
得
共
、
是
は
少
同
大
略
之
儀
御
座
候
。
其
子
細
は
唯
一
儒

門
は
九
識
十
識
本
覚
法
身
地
を
し
ら
す
、
無
極
に
し
て
芽
を
含
む
八
識
阿
頼
耶
之
無
念
無
相
を
以
太
元
と
し
、
人
死
て
元
気
之

元
に
帰
る
。
故
無
始
無
終
不
変
常
住
之
神
代
な
り
と
建
立
し
、
未
タ
八
識
は
太
元
尊
神
に
し
て
、
真
如
之
変
動
、
一
世
界
之
始
、

流
転
之
初
発
な
る
事
を
し
ら
す
候
。
精
義
は
短
書
に
難
申
上
候
。

中
古
の
儒
門
の
輩
は
、
神
道
と
儒
道
の
一
致
を
唱
え
、
唯
一
神
道
を
標
榜
し
た
が
、
そ
れ
は
「
両
部
神
道
」
と
少
同
大
略
の
内
容

で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
唯
一
儒
門
は
、
第
九
識
や
第
十
識
の
本
覚
法
身
地
を
知
ら
ず
に
、
第
八
阿
頼
耶
識
の
無
念
無
相
を
も
っ
て

太
元
と
し
て
お
り
、
真
如
の
変
動
が
一
世
界
の
始
め
で
あ
っ
て
、
流
転
す
る
初
発
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
と
指
摘
す
る
。

一
般
的
に「
唯
一
神
道
」と
は
、中
世
に
神
道
家
の
吉
田
兼
倶(1435-1511)
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
神
道
で
、宗
源
神
道
・
吉
田
神
道
・

卜
部
神
道
と
も
称
さ
れ
る
。
兼
倶
は
中
世
に
流
布
し
た
本
迹
縁
起
神
道
や
両
部
習
合
神
道
に
対
し
て
、
家
学
の
伝
統
を
基
礎
に
、
仏
教
・
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儒
教
・
道
教
・
陰
陽
道
な
ど
の
要
素
を
取
り
込
み
つ
つ
、
新
た
な
「
神
道
」
を
樹
立
し
た
。
儒
仏
道
の
三
教
に
対
す
る
神
道
の
根
源
性

を
主
張
し
、
宇
宙
の
元
本
宗
源
を
太
元
尊
神
と
す
る
。
こ
の
絶
対
原
初
の
神
は
国
常
立
尊
に
あ
て
ら
れ
、
そ
の
教
え
は
天
照
大
神
を
経

て
、
天
児
屋
命
に
相
伝
さ
れ
、
以
後
他
教
を
混
え
な
い
唯
一
法
と
し
て
、
兼
倶
ま
で
相
承
さ
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
吉
田
神
道
は
そ
の

後
継
者
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
、
神
祇
界
の
覇
権
を
握
る
こ
と
と
な
る38

。

ま
た
中
古
の
儒
門
の
輩
は
、
神
道
と
儒
道
の
一
致
を
唱
え
た
排
仏
論
者
と
し
て
描
写
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
江
戸
前
期
に
儒
学

者
を
中
心
に
盛
ん
と
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
儒
家
神
道
が
念
頭
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
林
羅
山(1583-1657)

は
、
儒
学
者
に

よ
る
仏
教
批
判
の
基
本
型
と
さ
れ
る39

。
ま
た
吉
田
神
道
の
道
統
・
萩
原
兼
従(1588-1660)

に
学
ん
だ
吉
川
惟
足(1616-1695)

は
、

朱
子
学
を
取
り
入
れ
て
、
新
た
に
吉
川
神
道
を
打
ち
立
て
て
い
る
。
そ
の
門
人
に
山
崎
闇
斎(1619-1682)

が
出
て
垂
加
神
道
を
提

唱
し
、
さ
ら
に
は
後
の
尊
王
思
想
や
近
代
の
国
家
神
道
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
儒
学
者
が
提
唱
し
た
神
道
の
系
譜
を
、
こ
こ

で
は
「
唯
一
神
道
」
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

な
お
後
述
す
る
よ
う
に
、
下
社
の
禰
宜
太
夫
も
熱
田
神
宮
で
吉
川
神
道
を
学
び
、
下
社
に
新
た
な
神
道
を
持
ち
帰
っ
た
が
、
そ
の

こ
と
が
本
草
案
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
こ
こ
で
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
空
海
が
「
唯
一
神
道
」
に
異
を
唱
え
た
と
す
る
の
で
、「
中
古
の
儒
門
の
輩
」
は
、
空

海
以
前
に
遡
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
３
）
空
海
の
神
道
二
図

依
之
、
弘
法
大
師
親
あ
た
り
、
聖
徳
太
子
舎
人
親
王
之
餘
流
を
汲
て
、
儒
仏
神
三
教
之
学
者
を
し
て
高
天
原
に
留
め
、
阿
字
本

分
之
都
、
本
覚
之
如
来
地
に
帰
せ
し
め
ん
と
欲
し
て
此
理
を
明
し
、
儒
仏
神
習
合
一
貫
之
神
道
二
図
を
記
し
、
上
皇
え
奏
し
奉
る
。
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依
之
、
人
皇
五
十
二
代
嵯
峨
天
皇
、
両
部
神
道
之
勅
号
、
弘
法
大
師
に
下
し
給
ふ
。

こ
う
し
た
儒
学
者
の
主
張
を
目
の
当
た
り
に
し
た
空
海
は
、
聖
徳
太
子
と
舎
人
親
王
の
流
れ
を
汲
み
、
儒
仏
神
三
教
一
貫
の
理
を

明
か
す
た
め
、「
神
道
二
図
」
を
記
し
て
平
城
上
皇
へ
と
奏
上
し
、
こ
れ
に
よ
り
嵯
峨
天
皇
は
「
両
部
神
道
」
の
勅
号
を
空
海
に
下
し

た
と
す
る
。
確
か
に
空
海
は
平
城
上
皇
や
嵯
峨
天
皇
と
関
わ
り
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
伝
承
は
史
実
と
は
言
い
難
い
。

「
神
道
二
図
」と
は
、『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』に
初
出
の
二
種
類
の
図
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は「
空
海
一
貫
之
図40

」と
い
い
、日
本
・
世
界
・

流
転
・
人
界
・
夢
想
・
草
木
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
と
分
斉
を
示
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
「
両
部
立
派41

」
で
、
阿
字
を
中
心
に
し
て
右
に

愚
癡
、
左
に
般
若
を
配
し
、
凡
智
の
本
末
と
仏
智
の
本
末
を
示
し
た
図
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
仏
教
の
如
来
蔵
思
想
に
基
づ
き
、
す
べ
て

が
真
如
の
展
開
相
で
、
凡
聖
が
不
二
で
あ
る
こ
と
を
図
示
し
て
い
る
。『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
は
こ
の
「
神
道
二
図
」
を
空
海
の

真
撰
と
し
て
取
り
上
げ
、詳
し
い
註
釈
を
加
え
て
い
る
が
、す
で
に
江
戸
期
よ
り
「
神
道
二
図
」
を
偽
撰
と
す
る
説
も
多
い
。
ま
た
「
神

道
二
図
」
は
『
弘
法
大
師
全
集
』
第
五
輯
に
も
収
録
さ
れ
る
が42

、
編
者
は
同
じ
く
偽
作
と
判
じ
て
い
る
。

長
く
続
い
た
仏
教
を
優
位
と
す
る
三
教
一
致
論
は
、江
戸
期
に
な
る
と
儒
学
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
、政
道
の
も
と
に
儒
教
を
上
位
・

神
仏
を
下
位
と
す
る
近
世
的
な
政
教
分
離
論
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
や
や
遅
れ
て
国
学
者
は
儒
仏
を
下
位
と
し
、
国
学
・
神
道
が

思
想
的
に
上
位
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
い
わ
ゆ
る
復
古
神
道
へ
と
繋
が
っ
て
行
く43

。
こ
う
し
た
潮
流
に
あ
っ
て
、
本
書
は
あ
く
ま
で

伝
統
的
な
三
教
一
致
論
の
立
場
よ
り
護
法
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
僧
侶
で
は
な
く
、
文
人
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
特

徴
的
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
に
よ
れ
ば44

、「
神
道
二
図
」
は
も
と
は
二
条
家
に
伝
来
し
、
以
後
は
中
世
の
代
表
的
な
連
歌
師

で
あ
る
宗
祇(1421-1502)

か
ら
、
恵
俊
、
牡
丹
花
、
切
臨
を
経
て
、
江
戸
初
期
の
著
名
な
俳
諧
師
の
西
武(1610-1682?)

へ
と
至

り
、
さ
ら
に
源
慶
安(1648-1729)

へ
と
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
。「
神
道
二
図
」
の
相
伝
が
ど
こ
ま
で
遡
る
か
定
か
で
は
な
い
が
、
庶



蓮花寺佛教研究所紀要　第十四号

192

民
を
代
表
す
る
文
人
た
ち
の
間
で
、
連
歌
や
俳
諧
の
作
法
書
と
と
も
に
、
秘
伝
の
図
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
源

慶
安
は
そ
の
二
図
に
註
釈
を
加
え
、
正
徳
六
年(1716)

に
『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
を
著
す
が
、
そ
れ
は
和
歌
よ
り
一
段
低
く
見

ら
れ
て
い
た
連
歌
や
俳
諧
の
価
値
向
上
を
意
図
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る45

。

な
お
『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
は
享
保
四
年(1719)

に
刊
行
さ
れ
た
の
ち
、
寛
政
七
年(1795)

に
も
再
版
が
な
さ
れ
て
お
り
、

広
く
流
布
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
内
容
は
学
問
的
な
正
確
性
に
乏
し
く
、
華
厳
学
僧
の
鳳
潭(1659-1738)

は
じ
め
各
方

面
か
ら
非
難
酷
評
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
後
に
本
居
宣
長(1730-1801)

が
国
学
の
立
場
よ
り
「
両
部
神
道
」
を
批
判
す
る
際
に
依

拠
し
た
の
が
ま
さ
に
本
書
で
あ
っ
た46

。
一
方
で
本
草
案
の
よ
う
に
、
社
僧
が
社
家
に
よ
る
仏
教
排
斥
を
提
訴
す
る
際
の
論
拠
と
さ
れ
る

な
ど
、
当
時
の
保
守
体
制
的
な
仏
教
を
正
統
化
す
る
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

３
、
両
部
神
道
の
歴
史

続
い
て
本
草
案
に
は
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
「
両
部
神
道
」
に
関
す
る
歴
史
的
経
緯
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る
。
神
道
三

部
書
の
成
立
、
中
古
に
お
け
る
仏
教
排
斥
、
最
澄
・
空
海
に
よ
る
再
盛
と
後
七
日
御
修
法
の
始
行
、
方
便
宗
の
繁
栄
と
正
法
の
衰
微
、

韋
林
菴
に
よ
る
排
仏
と
御
修
法
の
停
止
、
天
海
に
よ
る
奏
上
と
大
内
神
道
の
樹
立
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
両
部
神
道
の
信
奉
が
主
た
る
内

容
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
に
基
づ
き
、
そ
の
本
文
を
抜
粋
し
て
い
る
。

（
１
）
神
道
三
部
書
の
成
立

し
か
り
と
い
へ
と
も
、
人
皇
三
十
二
代
用
明
天
皇
之
御
宇
、
聖
徳
太
子
神
聖
之
徳
に
依
て
、
三
才
之
源
を
観
察
し
、
三
界
之
起

り
に
了
達
し
玉
ふ
。
故
経
論
文
字
始
て
漢
字
に
記
し
、
旧
事
本
紀
十
巻
を
撰
。
聖
徳
太
子
与
蘇
我
馬
子
二
人
之
所
撰
と
い
へ
と
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も
太
子
撰
ト
云
。
是
神
書
之
始
也
。
此
元
祖
聖
徳
太
子
神
道
儒
道
仏
道
兼
学
兼
用
な
り
。
其
後
人
皇
四
十
三
代
元
明
天
皇
御
宇

勅
を
奉
、
和
銅
年
中
正
五
位
上
太
朝
臣
安
麻
呂
、
神
八
井
耳
尊
之
後
胤
、
古
事
記
二
巻
を
撰
。
人
皇
四
十
四
代
元
正
天
皇
養
老

年
中
に
、
一
品
舎
人
親
王
、
人
皇
四
十
代
天
武
天
皇
第
三
之
皇
子
な
り
、
後
諡
崇
道
尽
敬
皇
帝
と
号
、
日
本
紀
を
撰
。
舎
人
親

王
与
安
麻
呂
承
勅
集
撰
す
と
い
へ
と
も
舎
人
撰
と
云
。
右
旧
事
紀
古
事
記
之
二
部
を
以
神
代
巻
を
作
首
巻
に
置
。
是
神
道
三
部

之
書
と
申
相
伝
仕
候
。
此
外
神
道
之
古
書
無
御
座
義
は
不
及
申
上
候
。
然
に
舎
人
親
王
尚
又
兼
学
兼
用
之
神
道
也
。
故
に
開
地

之
伽
藍
多
く
御
座
候
。
神
道
書
記
之
元
祖
幷
大
職
冠
等
之
末
葉
に
至
る
迄
、悉
く
兼
学
兼
用
之
両
部
神
道
に
て
御
座
候
事
顕
然
也
。

故
に
禁
裏
兼
学
兼
用
な
ら
し
め
玉
ふ
。
故
に
近
世
大
内
神
道
之
勅
号
を
下
し
玉
ふ
。

用
明
天
皇
期
に
聖
徳
太
子(574-622)

が
三
才
の
源
を
観
察
し
、
三
界
の
起
り
に
了
達
し
た
と
い
う
。
そ
れ
故
、
経
論
の
文
字
を

初
め
て
漢
字
に
記
し
、『
旧
事
本
紀
』
を
撰
ん
だ
が
、
こ
れ
が
神
書
の
始
め
と
伝
え
る
。
さ
ら
に
元
明
天
皇
期
に
太
安
麻
呂(?-723)

が
『
古
事
記
』
を
、
そ
し
て
元
正
天
皇
期
に
舎
人
親
王(676-735)

が
『
日
本
書
紀
』
を
撰
び
、
神
道
三
部
之
書
が
成
っ
た
と
す
る
。

さ
ら
に
聖
徳
太
子
や
藤
原
鎌
足(614-669)
の
末
裔
は
、
悉
く
「
両
部
神
道
」
を
行
っ
た
た
め
、
兼
学
兼
用
は
朝
廷
に
ま
で
及
び
、
近

世
に
は
大
内
神
道
の
勅
号
が
下
っ
た
と
伝
え
る
。

『
旧
事
本
紀
』『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』の
三
書
は
、吉
田
神
道
の
重
要
教
典
で
あ
る『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』に
お
い
て「
三
部
本
書
」

と
称
さ
れ
、
三
部
神
書
と
と
も
に
吉
田
神
道
の
本
拠
と
さ
れ
る47

。
一
方
で
『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
も
こ
の
三
書
を
「
神
道
三
部
之

書
」
と
称
し
、
聖
徳
太
子
以
来
の
兼
学
兼
用
の
本
意
が
込
め
ら
れ
た
「
両
部
神
道
」
の
根
本
で
あ
る
と
す
る
。

な
お
「
大
内
神
道
」
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
江
戸
期
に
天
台
宗
僧
の
南
光
坊
天
海(1536-1643)

が
提
唱
し
た
山
王
一
実
神
道
の

別
称
で
あ
る
。
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（
２
）
中
古
に
お
け
る
仏
教
排
斥

	
然
所
に
中
古
、
真
儒
に
あ
ら
さ
る
偽
儒
之
輩
、
釈
尊
之
広
大
深
知
を
知
ら
す
、
仏
教
は
方
便
因
縁
之
虚
妄
寓
言
な
り
と
詰
り
、

吾
国
之
神
道
は
破
か
た
き
に
依
て
、
社
頭
を
大
廟
に
比
し
神
道
を
儒
門
に
入
て
釈
経
を
破
す
事
年
有
り
。
世
人
是
を
聞
、
仏
教

次
第
に
衰
微
し
、
太
子
舎
人
等
建
立
之
伽
藍
、
破
壊
に
及
候
所
に
、

し
か
し
中
古
に
お
い
て
、
偽
儒
の
輩
は
釈
尊
の
深
知
を
知
ら
ず
、
仏
教
は
虚
妄
で
あ
る
と
詰
り
、
神
道
を
儒
門
に
入
れ
て
仏
教
を

排
斥
し
た
と
す
る
。
人
々
は
こ
れ
を
聞
い
て
仏
教
は
衰
微
し
、
聖
徳
太
子
や
舎
人
親
王
が
建
立
し
た
伽
藍
も
破
壊
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
い
う
「
中
古
」
も
、
空
海
以
前
を
指
し
、
儒
学
者
が
仏
教
を
排
斥
し
て
、
神
儒
の
一
致
を
提
唱
し
た
と
す
る
。
こ
れ
に
よ

り
一
時
仏
教
は
衰
退
し
た
と
の
歴
史
認
識
で
あ
る
。

実
際
に
仏
教
に
対
す
る
儒
教
優
位
を
主
張
す
る
思
想
が
顕
著
と
な
る
の
は
江
戸
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り48

、
こ
こ
で
は
先
述
し
た

よ
う
に
儒
家
神
道
が
念
頭
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
空
海
以
前
に
あ
っ
た
と
の
認
識
で
あ
り
、
奈
良
末
・
平
安

初
期
の
光
仁
天
皇
や
桓
武
天
皇
に
よ
る
仏
教
統
制
や
平
安
京
遷
都
な
ど
、
仏
教
に
一
定
の
距
離
を
置
い
た
施
策
を
想
定
し
て
い
る
可
能

性
も
あ
る
。

（
３
）
最
澄
・
空
海
に
よ
る
再
盛
と
後
七
日
御
修
法
の
始
行

人
皇
五
十
一
代
平
城
天
皇
、
同
五
十
二
代
嵯
峨
之
天
皇
御
宇
、
伝
教
空
海
等
之
祖
出
て
入
唐
し
、
釈
教
之
深
理
を
振
ひ
、
神
道

之
奥
儀
を
明
し
、
再
両
部
神
道
を
再
行
す
。
就
中
空
海
は
顕
密
二
教
儒
教
道
書
天
文
地
理
に
通
達
し
、
無
終
無
始
之
理
を
極
め
、

智
眼
を
以
知
ら
す
と
云
こ
と
有
事
な
し
。
儒
教
を
補
ひ
、
釈
教
に
於
て
は
方
便
之
紅
粉
を
洗
ひ
、
皮
毛
繁
多
之
因
縁
を
去
り
、

骨
髄
を
顕
し
肺
肝
を
見
せ
し
め
、
両
部
習
合
之
奥
義
、
儒
仏
神
一
貫
之
二
図
を
撰
し
、
容
易
悟
入
之
門
と
な
し
、
凡
愚
た
り
と
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い
ふ
と
も
即
今
此
座
を
去
ら
す
、
高
天
原
に
留
る
之
理
を
尽
し
玉
ふ
。
嵯
峨
天
皇
叡
感
不
浅
、
両
部
神
道
之
称
号
を
下
し
玉
ふ
。

誠
に
三
教
兼
学
之
大
道
、
両
部
神
道
之
中
興
に
御
座
候
。
依
之
、
禁
庭
に
は
正
月
廿
日
以
前
僧
尼
を
制
す
る
之
所
に
、
空
海
両

部
神
道
之
徳
に
因
て
、
大
唐
之
内
道
場
に
准
し
、
宮
中
に
於
て
真
言
院
を
立
、
承
和
元
年
正
月
八
日
よ
り
、
大
師
始
て
後
七
日

之
御
修
法
護
摩
を
行
玉
ふ
。
今
に
至
て
東
寺
長
者
参
内
修
行
之
御
事
に
御
座
候
。
此
時
に
往
昔
聖
徳
太
子
舎
人
親
王
兼
学
兼
用

之
法
、
再
盛
に
罷
成
候
。

平
城
天
皇
・
嵯
峨
天
皇
期
に
最
澄(767-822)

と
空
海(774-835)

が
入
唐
し
、
仏
教
の
深
理
を
振
る
い
、
神
道
の
奥
儀
を
明
か
し
、

「
両
部
神
道
」
を
再
盛
し
た
と
す
る
。
特
に
空
海
は
、
顕
密
二
教
、
儒
教
、
道
書
、
天
文
地
理
に
通
じ
、
儒
仏
神
一
貫
の
「
神
道
二
図
」

を
撰
し
て
、
凡
愚
で
あ
っ
て
も
容
易
に
悟
入
す
る
法
門
を
開
い
た
と
い
う
。
嵯
峨
天
皇
は
こ
れ
に
感
心
し
て
「
両
部
神
道
」
の
称
号
を

下
し
、
ま
た
承
和
元
年(834)

に
は
宮
中
の
真
言
院
に
て
後
七
日
御
修
法
が
始
行
さ
れ
た
と
伝
え
る
。

「
後
七
日
御
修
法
」
は
、
毎
年
正
月
八
日
か
ら
七
日
間
、
国
家
繁
栄
、
玉
体
安
穏
、
万
民
豊
楽
な
ど
を
祈
念
し
て
行
わ
れ
る
真
言
宗

の
修
法
で
、
確
か
に
承
和
元
年(834)

に
空
海
が
勅
許
を
得
て
修
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
宮
中
真
言
院
な
ど
を
道
場
と
し
、
何
度

か
中
断
し
な
が
ら
も
明
治
維
新
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
明
治
年
中
に
再
興
さ
れ
、
東
寺
灌
頂
院
を
道
場
と
し
て
今
日
ま
で
行
わ

れ
て
い
る
。

六
世
紀
半
ば
に
伝
来
し
国
家
的
に
受
容
さ
れ
た
日
本
の
仏
教
は
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
に
な
っ
て
、
朝
廷
や
貴
族
の
み

な
ら
ず
、
地
方
豪
族
か
ら
村
落
レ
ベ
ル
の
地
域
社
会
に
ま
で
普
及
し
た
。
こ
の
時
期
は
仏
教
の
大
衆
化
・
日
本
化
の
第
一
段
階
と
さ
れ

て
い
る49

。
日
本
の
在
地
の
神
祇
信
仰
と
仏
教
は
融
合
し
、
い
わ
ゆ
る
神
仏
習
合
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、『
両
部
神
道
立
派

口
決
鈔
』
は
特
に
聖
徳
太
子
と
空
海
を
そ
の
画
期
と
し
て
い
る
。
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（
４
）
方
便
宗
の
繁
栄
と
正
法
の
衰
微

人
皇
八
十
代
高
倉
院
御
宇
、
法
然
親
鸞
両
師
出
方
便
宗
を
弘
む
。
人
皇
八
十
九
代
亀
山
院
御
宇
、
日
蓮
方
便
宗
を
弘
む
。
三
祖

専
愚
痴
教
化
之
方
便
宗
繁
栄
な
る
を
以
、
唯
一
儒
門
之
末
学
、
三
祖
之
教
化
耳
に
う
る
さ
く
目
に
か
な
し
み
、
祭
祀
之
庭
に
来

ル
僧
尼
衣
を
脱
て
頭
巾
を
着
す
へ
し
と
高
札
に
書
し
、
或
は
儒
書
之
講
席
へ
僧
を
入
れ
す
、
仏
像
を
研
き
堂
塔
を
破
し
、
経
を

虚
言
と
し
僧
を
国
賊
と
し
、
或
は
正
法
も
方
便
同
事
之
作
物
と
思
下
し
、
さ
か
し
き
人
は
不
聞
様
に
罷
成
候
。

高
倉
院
期
に
は
法
然(1133-1212)

と
親
鸞(1173-1262)

が
、
亀
山
院
期
に
は
日
蓮(1222-1282)

が
方
便
宗
（
浄
土
宗
・
浄

土
真
宗
・
日
蓮
宗
）
を
弘
め
た
と
す
る
。
易
行
に
よ
っ
て
民
衆
を
教
化
す
る
宗
派
が
盛
ん
に
な
る
と
、
儒
門
の
末
学
は
こ
れ
を
嫌
い
、

祭
祀
に
て
僧
尼
は
衣
を
脱
い
で
頭
巾
を
か
ぶ
る
よ
う
求
め
、
儒
書
の
講
席
へ
の
僧
尼
の
参
加
を
拒
否
し
、
仏
像
や
堂
塔
を
破
却
し
て
、

経
を
虚
言
、
僧
を
国
賊
と
し
た
と
い
う
。
ま
た
正
法
も
方
便
宗
と
同
様
で
あ
る
と
思
い
込
み
、
賢
し
い
人
は
仏
教
を
聞
か
な
く
な
っ
た

と
さ
れ
る
。

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
以
降
、
念
仏
や
唱
題
と
い
っ
た
易
行
が
唱
え
ら
れ
、
民
衆
教
化
が
押
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
む
し

ろ
儒
学
者
や
知
識
人
の
間
で
、
仏
教
へ
の
反
発
や
無
関
心
が
広
ま
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
易
行
の
隆
盛
に
よ
り
、
正
法
が
衰
微
し
た
と

の
歴
史
認
識
で
あ
る
。

（
５
）
韋
林
菴
に
よ
る
排
仏
と
御
修
法
の
停
止

其
後
人
皇
百
八
代
後
陽
成
院
御
宇
に
、
坂
上
韋
林
菴
と
申
大
儒
御
座
候
て
、
仏
教
を
詰
り
朝
夕
門
弟
子
に
語
て
云
、
昔
よ
り
聖

賢
之
仏
を
破
す
る
言
其
理
顕
然
た
り
。
我
今
語
る
所
を
聞
へ
し
、
釈
迦
は
虚
言
之
片
便
宜
な
り
。
誰
一
人
見
て
帰
り
し
地
獄
も

な
し
、
証
人
あ
る
極
楽
も
な
し
と
種
々
様
々
に
詰
り
、
其
上
韋
林
庵（

マ
マ
）、

唯
一
神
道
時
々
上
皇
に
奏
し
奉
る
。
上
皇
叡
感
斜
な
ら
す
、
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仏
教
浅
間
敷
事
に
思
召
せ
ら
れ
て
、
弘
法
大
師
始
た
ま
ひ
し
所
之
御
修
法
護
摩
も
停
止
遊
さ
せ
ら
れ
、
此
時
仏
法
無
き
か
如
く
、

後
陽
成
院
期
に
は
儒
学
者
の
坂
上
韋
林
菴
が
、
釈
尊
は
虚
言
で
あ
る
と
弟
子
た
ち
に
語
り
、
さ
ら
に
唯
一
神
道
を
上
皇
に
奏
し
た

と
い
う
。
上
皇
は
こ
れ
に
感
心
し
、
後
七
日
御
修
法
を
停
止
し
た
と
さ
れ
る
。

「
坂
上
韋
林
菴
」
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
定
説
で
は
、
江
戸
初
期
の
儒
学
者
・
朝
山
意
林
庵(1589-1664)

の
こ
と
と

さ
れ
る50

。
朝
山
意
林
庵
は
幼
く
し
て
出
家
す
る
も
、
還
俗
し
て
豊
前
国
の
細
川
忠
利(1586-1641)

に
仕
え
、
慶
長
十
九
年(1614)

に
は
朝
鮮
か
ら
来
日
し
た
李
文
長
に
朱
子
学
を
学
ぶ
と
い
う
。
た
だ
し
朝
山
意
林
庵
が
儒
学
者
と
し
て
活
躍
す
る
の
は
後
陽
成
上
皇

(1571-1617)

の
頃
よ
り
後
で
、
承
応
二
年(1653)

に
後
光
明
天
皇(1633-1654)

に
『
中
庸
』
を
進
講
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
坂

上
韋
林
菴
と
朝
山
意
林
庵
は
時
代
的
に
別
人
と
の
見
解
も
あ
る51

。

後
陽
成
上
皇
に
吉
田
神
道
を
説
い
た
人
物
と
し
て
は
梵
舜(1553-1632)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
吉
田
兼
右
の
次
男
で
、
吉
田
山
の
神

龍
院
の
住
職
と
な
っ
た
。
豊
臣
秀
吉
を
祀
る
豊
国
神
社
創
立
に
参
画
し
、
徳
川
家
康(1543-1616)

を
駿
河
久
能
山
に
葬
る
が
、
の

ち
に
天
海(1536-1643)

と
対
立
し
て
論
争
に
敗
れ
、
そ
の
影
響
力
は
低
下
し
た
。

ま
た
後
七
日
御
修
法
は
、
室
町
期
の
戦
乱
で
衰
微
し
、
後
花
園
天
皇
の
長
禄
・
寛
正
年
中(1457-1464)

か
ら
、
江
戸
初
期
に
再

興
さ
れ
る
ま
で
、
百
七
十
年
余
り
廃
絶
し
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
も
史
実
と
は
言
い
難
い
。

（
６
）
天
海
に
よ
る
奏
上
と
大
内
神
道
の
樹
立

依
之
、
東
寺
山
門
之
衆
徒
、
九
條
殿
を
初
左
府
右
府
之
御
所
え
再
三
言
上
申
上
け
る
は
、
両
部
神
道
は
三
国
超
越
之
実
教
、
本

朝
之
大
道
な
り
。
嵯
峨
天
皇
弘
法
大
師
伝
教
大
師
御
心
を
一
に
し
て
両
部
之
号
を
下
し
玉
ひ
し
も
相
止
さ
せ
ら
れ
候
御
事
、
四

海
之
歎
き
仏
法
の
愁
眉
茲
に
至
り
極
り
候
。
聖
徳
太
子
舎
人
親
王
、
儒
仏
神
兼
学
兼
用
し
玉
ひ
し
其
原
本
を
思
召
合
さ
せ
ら
れ
、
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両
部
神
道
奏
し
奉
り
度
御
事
、
衆
徒
か
大
願
至
極
に
奉
存
之
旨
申
上
ル
所
に
、
御
取
上
無
り
し
を
強
て
願
ひ
奉
る
に
依
て
奏
し

た
て
ま
つ
ら
れ
候
所
に
宣
旨
下
る
。
飢
渇
に
水
を
得
た
る
こ
と
く
、
南
光
坊
即
空
海
御
作
之
両
部
神
道
之
二
図
之
書
を
懐
中
し

て
参
内
、
御
簾
に
近
く
奉
り
二
図
を
讃
題
と
し
て
解
か
れ
け
る
程
に
、
上
皇
御
感
心
浅
か
ら
す
、
再
返
奏
し
奉
る
へ
し
と
宣
旨

下
て
、
両
部
神
道
に
御
復
帰
な
ら
せ
ら
れ
玉
ふ
。
故
に
三
ケ
年
相
止
む
所
之
御
修
法
護
摩
、
四
年
目
正
月
御
再
興
有
せ
ら
れ
、

叡
感
之
餘
り
大
内
神
道
之
称
号
を
下
し
給
ふ
。
韋
林
菴
参
内
之
宣
下
も
無
く
、
夫
よ
り
洛
東
建
仁
寺
之
後
な
る
折
掛
墻
を
便
と

し
草
菴
を
結
ひ
蟄
居
仕
、
清
水
物
語
を
作
て
益
仏
教
を
讒
り
候
。

東
寺
と
山
門
の
衆
徒
は
、「
両
部
神
道
」
は
三
国
超
越
の
実
教
・
本
朝
の
大
道
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
再
興
を
再
三
に
わ
た
り
言
上

し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
天
海
は
、
空
海
作
の
「
神
道
二
図
」
を
持
参
し
て
説
得
し
た
と
こ
ろ
、
上
皇
は
こ
れ
に
感
心
し
て
「
両
部
神
道
」

に
復
帰
し
た
と
伝
え
る
。
そ
し
て
御
修
法
を
再
興
し
、
天
海
が
提
唱
し
た
神
道
に
「
大
内
神
道
」
の
称
号
を
下
し
た
と
す
る
。
一
方
、

坂
上
韋
林
菴
は
草
庵
に
蟄
居
し
、『
清
水
物
語
』
を
作
っ
て
、
ま
す
ま
す
仏
教
を
誹
っ
た
と
伝
え
る
。

天
海
の
説
得
に
よ
り
、
後
七
日
御
修
法
が
再
開
さ
れ
、
そ
の
際
に
「
神
道
二
図
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
が
、
廃
絶

し
て
い
た
後
七
日
御
修
法
が
復
興
さ
れ
る
の
は
、
実
際
に
は
さ
ら
に
後
の
こ
と
で
あ
る
。
元
和
九
年(1623)

、
醍
醐
寺
座
主
の
義
演

(1558-1626)

の
奏
請
に
よ
り
、
後
水
尾
天
皇(1596-1680)

に
よ
っ
て
再
興
の
勅
許
が
下
さ
れ
た
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。

天
海
は
天
台
宗
の
僧
で
、
徳
川
家
康
・
秀
忠
・
家
光
の
信
任
を
得
て
、
幕
府
初
期
の
宗
教
政
策
に
深
く
関
与
し
た
人
物
で
あ
る
。

慶
長
十
四
年(1609)

に
は
勅
命
に
よ
り
、
後
陽
成
天
皇
に
仏
法
を
講
義
し
て
い
る
。
後
陽
成
天
皇
は
和
漢
の
学
に
秀
で
、
自
ら
文
学

を
講
じ
、
神
道
や
儒
教
の
原
典
を
出
版
す
る
な
ど
、
当
代
一
流
の
学
識
を
も
っ
て
い
た
。
皇
室
を
中
心
と
し
た
文
化
の
復
興
を
願
う
天

皇
は
、
幕
府
に
警
戒
感
を
抱
い
て
い
た
が
、
幕
府
の
立
場
よ
り
両
者
の
仲
介
役
と
な
っ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
天
海
で
あ
っ
た
。
天
海
は
後

陽
成
上
皇
が
不
豫
と
な
っ
た
元
和
三
年(1617)

に
も
参
上
し
、
天
台
の
深
秘
を
講
じ
て
看
病
し
、
ま
た
上
皇
よ
り
山
王
一
実
神
道
を
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伝
授
さ
れ
た
と
自
称
し
た
と
い
う52

。

天
海
が
提
唱
し
た
神
道
は
、「
山
王
一
実
神
道
」
と
一
般
に
は
呼
ば
れ
る
が
、『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
は
こ
れ
を
「
両
部
神
道
」

と
い
い
、
特
に
は
「
大
内
神
道
」
の
称
号
が
下
さ
れ
た
と
伝
え
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
、「
神
道
二
図
」
に
天
海
が
加
筆
し
た
と
い
う

註
解
を
挙
げ
て
い
る
。

一
方
、
坂
上
韋
林
菴
は
『
清
水
物
語53

』
を
作
り
、
ま
す
ま
す
仏
教
を
誹
っ
た
と
あ
る
。
こ
う
し
た
『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
の

記
述
を
根
拠
と
し
て
、『
清
水
物
語
』
の
作
者
を
朝
山
意
林
庵
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
実
際
に
は
朝
山
意

林
庵
の
作
で
は
な
く
、
仮
託
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。『
清
水
物
語
』
は
、
寛
永
十
五
年(1638)

に
刊
行
さ
れ
た
問
答
体
の
仮
名
草
子

で
、
二
、三
千
冊
売
れ
た
と
い
う
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る54

。
清
水
寺
参
詣
を
舞
台
に
、
翁
と
順
礼
と
の
対
話
を
通
じ
、
儒
教
を

基
盤
と
し
た
排
仏
論
が
展
開
さ
れ
る
。
た
だ
し
本
書
を
単
な
る
排
仏
論
と
す
る
の
で
は
な
く
、観
音
信
仰
に
群
が
る
民
衆
の
狂
信
性
や
、

権
力
者
た
ち
の
現
世
利
益
的
希
求
を
問
題
と
し
、
仏
教
の
本
来
性
に
帰
そ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
解
く
意
見
も
あ
る
が55

、『
両
部
神
道

立
派
口
決
鈔
』
は
専
ら
坂
上
韋
林
菴
と
『
清
水
物
語
』
を
排
仏
論
の
代
表
と
受
け
止
め
て
い
る
。

（
７
）
徳
川
幕
府
に
よ
る
両
部
神
道
の
信
奉

然
に
南
光
坊
江
府
え
下
る
。
増
上
寺
観
智
上
人
此
事
を
伝
聞
し
、
則
台
徳
院
殿
え
言
上
申
さ
れ
け
る
に
、
南
光
坊
両
部
神
道
之

講
談
台
命
を
蒙
り
、禁
裏
に
て
説
し
こ
と
く
二
図
之
讃
題
奥
義
を
演
へ
け
れ
ば
、貴
く
思
召
さ
せ
ら
れ
儒
仏
神
兼
学
兼
用
し
玉
ふ
。

大
猷
院
殿
台
命
に
曰
く
、
惣
方
を
避
る
事
を
知
る
は
仏
教
也
、
勧
賞
す
る
は
仏
神
な
り
。
故
に
王
土
之
為
に
台
密
之
祖
伝
教
叡

山
を
建
立
せ
り
。
今
国
府
災
害
無
か
ら
し
め
ん
為
と
て
、
南
光
開
山
に
て
東
叡
山
建
立
せ
り
。
御
所
存
之
御
事
有
之
、
南
光
坊

上
意
を
蒙
る
時
に
、
南
光
謹
て
言
上
申
さ
れ
け
る
は
、
唯
一
神
道
に
は
沙
汰
せ
さ
る
処
、
両
部
神
道
に
は
権
者
実
者
之
差
別
御
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座
候
。
実
者
と
は
権
化
に
非
さ
る
之
名
也
。
実
者
に
善
悪
之
二
品
御
座
候
と
其
子
細
詳
に
申
上
け
れ
ば
、
御
尊
骸
東
叡
山
に
葬

奉
り
、
成
仏
之
法
を
修
し
、
其
上
日
光
山
に
神
遷
奉
る
。
且
又
台
徳
院
殿
台
命
に
曰
く
、
南
光
坊
は
弘
法
大
師
之
再
来
な
り
と

讃
し
玉
ふ
。
故
に
南
光
坊
即
慈
眼
大
師
に
成
ら
せ
給
ふ
。
観
智
上
人
は
国
師
と
な
ら
せ
給
ふ
。

増
上
寺
の
存
応(1544-1620)

の
言
上
に
よ
り
、
天
海
が
徳
川
将
軍
に
も
「
神
道
二
図
」
の
講
説
す
る
と
、
秀
忠(1579-1632)

と
家
光(1604-1651)

は
「
両
部
神
道
」
を
信
奉
し
た
と
い
う
。
家
光
は
国
府
に
災
害
が
な
い
よ
う
に
と
、
天
海
を
開
山
と
し
て
東

叡
山
を
建
立
し
た
と
す
る
。
ま
た
家
康
の
葬
礼
に
関
し
て
も
「
両
部
神
道
」
に
基
づ
き
、
遺
骸
は
東
叡
山
に
葬
り
、
日
光
山
へ
と
遷
さ

れ
た
と
伝
え
る
。
天
海
は
弘
法
大
師
の
再
来
と
讃
え
ら
れ
、
慈
眼
大
師
の
号
が
贈
ら
れ
、
ま
た
存
応
に
は
観
智
国
師
の
号
が
贈
ら
れ
た

と
す
る
。

存
応
は
浄
土
宗
の
僧
で
、
増
上
寺
法
主
と
な
り
当
寺
の
中
興
と
仰
が
れ
た
人
物
で
あ
る
。
徳
川
家
康
の
戒
師
と
な
り
、
増
上
寺
は

徳
川
家
の
菩
提
寺
と
な
っ
た
。
ま
た
慶
長
十
五
年(1610)

に
は
後
陽
成
天
皇
に
も
仏
法
を
講
義
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
存
応
の
勧
め

に
よ
り
、
天
海
が
秀
忠
や
家
光
に
「
神
道
二
図
」
を
講
説
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
二
人
も
「
両
部
神
道
」
を
信
奉
し
た
と
い
う
。
ま
た
上

野
の
東
叡
山
寛
永
寺
の
開
山
や
、
家
康
の
日
光
山
へ
の
改
葬
も
「
両
部
神
道
」
を
も
と
に
行
わ
れ
た
と
伝
え
る
。

確
か
に
寛
永
寺
は
、
寛
永
二
年(1625)

に
天
海
の
指
導
の
も
と
、
平
安
京
に
対
す
る
比
叡
山
と
同
様
に
、
都
城
鎮
護
の
寺
院
と
し

て
創
建
さ
れ
た
。
ま
た
元
和
二
年(1616)

に
徳
川
家
康
が
駿
府
城
で
没
す
る
と
、
ま
ず
は
梵
舜
が
提
唱
す
る
吉
田
神
道
に
基
づ
い
て

久
能
山
に
埋
葬
さ
れ
た
が
、
翌
年
に
は
天
海
の
主
張
に
よ
り
山
王
一
実
神
道
に
基
づ
き
、
東
照
大
権
現
の
神
号
を
朝
廷
か
ら
得
て
、
日

光
山
に
改
葬
さ
れ
た
。

詳
細
な
史
実
や
神
道
の
名
称
な
ど
、『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
は
正
確
性
を
欠
く
が
、
大
意
と
し
て
は
朝
廷
の
み
な
ら
ず
幕
府
に

お
い
て
も
、存
応
や
天
海
に
よ
っ
て
神
仏
習
合
思
想
が
受
け
継
が
れ
た
と
の
主
張
で
あ
る
。
な
お
、天
海
は
示
寂
後
の
慶
安
元
年(1648)
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に
「
慈
眼
大
師
」
の
諡
号
を
賜
り
、
ま
た
存
応
に
は
慶
長
十
五
年(1610)

に
「
観
智
国
師
」
の
師
号
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。

４
、
両
部
神
道
の
拠
証

続
い
て
は
、
三
教
一
貫
と
さ
れ
る
「
両
部
神
道
」
の
拠
証
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
国
三
光
説
、
聖
徳
太
子
の
了
知
、
三

教
根
葉
花
実
説
、
倭
姫
皇
女
の
託
宣
、『
悲
華
経
』
の
偈
文
、
両
部
神
道
の
系
譜
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
以
降
は
『
両
部
神
道
立
派
口

決
鈔
』
か
ら
の
引
用
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
諸
書
に
散
見
さ
れ
る
言
説
で
あ
る
。

（
１
）
三
国
三
光
説

凡
両
部
神
道
は
、
弘
法
大
師
三
祖
之
得
を
取
り
、
三
教
之
失
を
補
ひ
、
兼
学
兼
用
を
宗
と
し
、
三
界
之
根
元
に
帰
す
。
故
本
朝

は
神
明
元
祖
之
神
国
な
る
故
、
三
界
之
根
源
也
。
然
に
三
国
は
日
月
星
之
三
光
を
司
る
国
也
。
故
天
竺
は
月
神
之
司
故
月
氏
国

と
号
し
、大
唐
は
星
神
之
司
故
に
震
旦
と
号
し
、倭
国
は
日
神
之
司
故
に
日
本
と
号
し
候
。
月
と
星
と
は
日
之
光
之
分
附
な
る
故
、

三
国
之
根
本
日
神
之
国
也
。

「
両
部
神
道
」
は
、
空
海
が
三
祖
の
得
を
取
り
、
三
教
の
失
を
補
い
、
兼
学
兼
用
を
宗
と
し
て
三
界
の
根
元
に
帰
す
も
の
で
あ
る
と

す
る
。
本
朝
は
神
明
を
元
祖
と
す
る
神
国
で
三
界
の
根
源
で
あ
り
、
日
本
・
震
旦
・
天
竺
の
三
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
日
・
星
・
月
の
三
光

を
司
る
国
で
あ
る
と
い
う
。
月
と
星
は
日
の
光
の
分
附
で
あ
る
か
ら
、
三
国
の
根
本
は
日
本
で
あ
る
と
す
る
。

仏
教
は
イ
ン
ド
に
興
り
、
中
国
を
経
て
、
日
本
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
仏
法
東
漸
の
事
実
を
も
と
に
、
仏
教
的
な
三
国
観
で
は
、

イ
ン
ド
を
最
上
位
と
し
、
次
位
に
中
国
、
下
位
に
日
本
を
位
置
づ
け
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
た
だ
し
中
世
に
な
る
と
、
日
本
を
下
位
の

辺
土
と
す
る
意
識
の
超
克
を
テ
ー
マ
と
し
、
日
本
こ
そ
が
根
本
で
最
上
位
の
国
で
あ
る
と
の
言
説
が
多
く
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る56

。
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こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
三
国
三
光
説
も
そ
う
し
た
言
説
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
太
陽
の
優
位
性
を
も
っ
て
、
日
本
の
他
国
に
対
す
る
根

源
性
を
主
張
し
、
三
国
関
係
を
再
構
築
し
て
い
る
。
す
で
に
建
長
二
年(1250)

以
前
成
立
の
『
宀
一
山
秘
密
記57

』
や
南
北
朝
期
以
前

の
『
日
諱
貴
本
紀58

』、
卜
部
兼
直
の
撰
と
さ
れ
る
『
神
道
由
来
記59

』、
さ
ら
に
は
室
町
期
の
幸
若
舞
曲
『
日
本
紀
』「
笛
の
巻60

」
に
引
き

継
が
れ
る
な
ど
、
広
く
流
布
し
た
言
説
で
あ
っ
た61

。
こ
う
し
た
三
光
説
は
、
日
本
や
神
道
を
根
本
と
し
て
重
視
し
、
中
国
の
儒
教
や
イ

ン
ド
の
仏
教
を
排
斥
す
る
主
張
に
も
援
用
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
日
本
の
根
源
性
を
了
知
す
る
た
め
に
は
、
三
教
を
兼
学
兼
用
し
て
三

界
の
根
元
に
帰
す
る
「
両
部
神
道
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
主
旨
で
あ
る
。

ま
た
三
光
説
は
各
書
で
そ
の
表
現
に
相
違
が
あ
る
が
、
本
草
案
の
表
現
は
、
江
戸
前
期
の
儒
学
者
・
熊
沢
蕃
山(1619-1691)

が

著
し
た
『
三
輪
物
語62

』
に
類
似
し
て
い
る
。『
三
輪
物
語
』
は
三
教
の
関
係
や
宮
廷
文
化
の
復
興
、
排
耶
排
仏
な
ど
を
論
じ
た
対
話
形

式
の
物
語
で
、
貞
享
二
年(1685)
に
は
完
成
し
て
い
た
と
さ
れ
る63

。
た
だ
し
、
本
書
は
秘
匿
の
書
で
、
門
人
の
み
に
転
写
さ
れ
、
江

戸
期
に
お
い
て
出
版
は
さ
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
下
社
の
奥
院
に
あ
た
る
御
射
山
で
は
、
毎
年
七
月
下
旬
に
御
射
山
祭
が
あ
り
、
二
十
七
日
午
刻
に
は
日
月
星
の
三
光

を
祭
る
神
事
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
に
は
必
ず
太
陽
、
月
、
明
星
の
三
光
が
同
時
に
見
え
た
と
い
い
、「
穂
屋
野
の
三
光
」
と
し
て
諏

訪
の
七
不
思
議
の
一
つ
に
も
数
え
ら
れ
る
。
ま
た
御
射
山
に
は
明
星
の
本
地
仏
で
あ
る
虚
空
蔵
菩
薩
を
祀
る
御
堂
が
あ
り
、
延
宝
七
年

(1679)

時
点
で
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る64

。
し
か
し
寛
保
二
年(1742)

の
『
下
神
宮
寺
起
立
書
』
で
は
す
で
に
退
転
し

た
と
い
い65

、
さ
ら
に
安
永
七
年(1778)

の
桃
井
禰
宜
太
夫
の
書
留
に
は
太
元
尊
神
の
社
が
あ
る
と
伝
え
て
お
り66

、
江
戸
前
期
か
ら
中

期
に
か
け
て
、
御
射
山
の
虚
空
蔵
菩
薩
が
太
元
尊
神
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
現
在
の
御
射
山
に
も
、
国
常
立
命
社
が

祀
ら
れ
て
い
る
。

太
元
尊
神
は
吉
田
神
道
な
ど
で
説
か
れ
る
絶
対
初
元
神
で
、
国
常
立
尊
ま
た
は
天
御
中
主
尊
が
こ
れ
に
当
て
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
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御
射
山
に
お
け
る
祭
尊
の
変
更
は
、
本
草
案
が
訴
え
る
社
家
に
よ
る
神
道
改
革
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
三
国
三
光
説
が
挙
げ
ら
れ

る
の
も
、
そ
う
し
た
実
例
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
聖
徳
太
子
の
了
知

是
を
以
聖
徳
太
子
、
儒
仏
之
道
に
弘
通
せ
ん
と
し
玉
得
る
を
、
守
屋
大
臣
申
け
る
は
、
我
国
天
地
開
け
て
よ
り
以
来
、
神
語
を

伝
へ
外
国
之
辞
を
雑
へ
す
。
外
国
之
業
を
習
ひ
仏
教
を
用
ひ
へ
か
ら
す
。
吾
国
は
君
臣
共
に
天
照
太
神
之
孫
な
り
。
異
国
之
神

を
吾
国
へ
入
へ
か
ら
す
と
申
。
一
端
は
其
理
有
と
い
へ
と
も
、
上
宮
太
子
之
御
心
、
神
と
仏
と
外
用
は
替
れ
と
も
、
内
証
一
致

と
了
知
し
給
ふ
。

聖
徳
太
子
が
日
本
に
儒
教
と
仏
教
を
弘
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
物
部
守
屋(?-587)

が
こ
れ
に
反
対
し
た
と
す
る
。
つ
ま
り
日
本

は
天
地
開
闢
以
来
、
外
国
の
辞
を
雑
え
た
こ
と
は
な
く
、
君
臣
と
も
に
天
照
大
神
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
、
儒
仏
を
用
い
た
り
、
異
国
の

神
を
吾
国
に
入
れ
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
と
い
う
。

物
部
守
屋
が
仏
法
導
入
に
反
対
し
た
こ
と
は
確
か
で
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
用
明
天
皇
二
年(587)

に
病
に
臥
し
た
天
皇
が
、

三
宝
帰
依
の
是
非
を
群
臣
に
諮
る
と
、
守
屋
ら
排
仏
派
は
「
何
に
ぞ
国
神
を
背
き
て
他
神
を
敬
は
ん
や67

」
と
諫
め
た
と
さ
れ
る
。

中
世
に
な
る
と
聖
徳
太
子
へ
の
信
仰
は
よ
り
盛
ん
と
な
り
、
多
く
の
伝
記
も
書
か
れ
た
が
、
そ
こ
で
守
屋
は
仏
法
に
違
逆
し
、
太

子
に
敵
対
し
た
初
例
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
中
世
の
太
子
信
仰
は
浄
土
信
仰
や
舎
利
信
仰
、
観
音
信
仰
な
ど
様
々
な
側
面
と
結
び

つ
く
が
、
仏
菩
薩
の
応
迹
示
現
の
神
道
と
し
て
も
唱
道
さ
れ
、
村
落
の
鎮
守
神
信
仰
と
し
て
定
着
し
た
と
い
う68

。

本
草
案
で
は
物
部
守
屋
の
主
張
に
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
聖
徳
太
子
が
神
仏
は
外
用
は
替
わ
っ
て
も
内
証
は
一
致
す
る
と

了
知
し
た
と
し
、仏
教
を
用
い
る
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
な
お
神
と
仏
の
「
内
証
一
致
」
に
関
し
て
は
、興
国
元
年(1340)
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に
天
台
宗
の
慈
遍
が
記
し
た
『
豊
葦
原
神
和
紀
』
に
「
仏
神
ノ
内
証
同
一
ニ
シ
テ
、
而
モ
化
儀
各
別
也69

」
と
あ
る
が
、
聖
徳
太
子
に
仮

託
さ
れ
て
は
い
な
い
。

（
３
）
三
教
根
葉
花
実
説

是
を
以
、
名
法
要
集
に
太
子
密
奏
言

ク
、
吾
日
本

ハ
生
二
種
子
一
、
震
旦

ハ
現

シ
二
枝
葉

ヲ
一
、
天
竺

ハ
開

ク
二
花
実
一
。
故

ニ
仏
教

ハ
者
為

タ

リ
二
万
法

ノ
花
実
一
。
儒
教

ハ
者
為

タ
リ

二
万
法

ノ
枝
葉
一
。
神
道

ハ
者
為

タ
リ

二
万
法

ノ
根
本
一
。
彼

ノ
三
教

ハ
者
皆
是

レ
神
道

ノ
末
葉
也
。
以

テ

二
枝
葉
花
実
一
顕

ス
二
其
根
源
一
。
花
落

テ
帰

ル
レ
根

ニ
故

ニ
今
此
仏
法
東
二
漸

ス
吾
国

ニ
一
。
為
レ
明
二
三
国
之
根
本

ヲ
一
也
。
自

リ
レ
爾
以
来
、

仏
法
流
二
布

ス
于
此
一
矣
。
儒
道
之
枝
葉
な
く
は
仏
教
之
果
実
は
現
る
へ
か
ら
す
。
若
仏
法
之
花
実
な
く
は
神
道
之
種
子
は
顕
る
へ

か
ら
す
。
若
神
道
之
種
子
無
く
は
儒
道
之
枝
葉
も
仏
教
之
花
実
も
顕
る
へ
か
ら
す
。
仏
法
又
神
道
よ
り
出
る
。
故
に
仏
骨
四
牙

皆
吾
国
に
留
る
。
花
落
て
根
に
帰
る
所
也
。
此
密
奏
に
依
て
仏
教
今
に
広
く
弘
り
、
神
明
之
内
証
亦
明
に
顕
れ
玉
ふ
御
事
に
御

座
候
。

聖
徳
太
子
が
神
仏
の
内
証
一
致
を
了
知
し
た
拠
証
と
し
て
、
吉
田
兼
倶
の
『
唯
一
神
道
名
法
要
集70

』
に
引
用
さ
れ
る
聖
徳
太
子
の

密
奏
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
本
の
神
道
は
種
子
、
震
旦
の
儒
教
は
枝
葉
、
天
竺
の
仏
教
は
花
実
に
相
当
し
、
花
が
落
ち
て
根
に
帰
る
よ
う

に
、
仏
教
が
日
本
に
東
漸
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
が
三
国
の
根
本
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
と
す
る
。

い
わ
ゆ
る
三
教
根
葉
実
説
で
、す
で
に
智
円
が
正
中
元
年(1324)
に
作
っ
た
と
さ
れ
る
『
鼻
帰
書71

』
や
、慈
遍
が
元
弘
二
年(1332)

に
著
し
た
『
旧
事
本
紀
玄
義72

』
に
も
類
似
し
た
言
説
が
見
ら
れ
る
が
、
吉
田
兼
倶
は
こ
れ
を
聖
徳
太
子
の
密
奏
と
し
て
取
り
上
げ
、
神

道
主
体
の
三
教
一
致
説
へ
と
発
展
さ
せ
た73

。
つ
ま
り
三
教
は
互
い
に
密
接
不
可
分
で
あ
る
が
、
花
実
で
あ
る
仏
教
が
根
本
で
あ
る
日
本

に
帰
っ
て
広
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
根
源
性
が
証
明
さ
れ
る
と
し
た
。
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本
草
案
は
こ
れ
を
引
用
し74

、
日
本
に
お
い
て
神
道
と
と
も
に
仏
教
や
儒
教
を
兼
学
兼
用
す
る
こ
と
は
、
神
明
の
内
証
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
と
の
主
旨
で
あ
る
。

（
４
）
倭
姫
皇
女
の
託
宣

且
又
人
皇
十
一
代
垂
仁
天
皇
之
御
宇
、
倭
姫
之
斎
宮
寿
量
七
百
歳
に
な
ら
せ
玉
ふ
。
然
に
上
古
は
託
宣
を
以
政
を
行
ひ
玉
ふ
時

に
、
垂
仁
廿
六
年
十
月
卯
日
新
嘗
之
祭
夜
、
倭
姫
皇
女
託
宣
曰
、
各
慎

天
無
懈
正

仁
明

仁
聞

気
、
神
代

仁
波

人
乃

心
皆
清
浄

仁
志
天

悉
正

奈
利

。

故
仁

諸
乃

罪
咎

止
云
事
更

仁
無

志
。
然

仁
地
神

乃
末

与
利

万
民
其
心
黒
鳥

忌
天

、
根
国
底
国

仁
吟
。
是

仁
依

天
西

乃
天

仁
真
人
有

利
、
皇
天

仁
代

利

奉
利

、
機

仁
随

天
法

於
説

久
。
彼

乃
詞
将

仁
来

羅
牟

。
故

仁
神
明

波
託
宣

於
止

天
如
来

仁
譲

利
、
仏

波
神

仁
代

天
世

仁
出

天
法

於
説

久
。
此
神
之
託
宣
に

は
化
道
を
如
来
に
譲
り
、
彼
之
仏
之
経
文
に
は
利
益
を
明
神
に
顕
す
。

続
い
て
垂
仁
天
皇
二
十
六
年
の
新
嘗
祭
に
お
け
る
倭
姫
皇
女
の
託
宣
が
挙
げ
ら
れ
る
。
神
代
に
は
人
の
心
は
み
な
清
浄
で
正
し
か
っ

た
が
、
地
神
の
末
よ
り
穢
れ
て
根
国
底
国
に
さ
ま
よ
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
西
天
の
真
人
が
、
皇
天
に
代
わ
っ
て
法
を
説
い

た
。
そ
の
言
葉
が
日
本
に
伝
来
し
た
の
で
、
神
明
は
託
宣
を
止
め
て
如
来
に
譲
り
、
仏
は
神
に
代
わ
っ
て
法
を
説
く
と
伝
え
る
。
こ
の

神
の
託
宣
に
は
化
道
を
如
来
に
譲
り
、
か
の
仏
の
経
文
に
は
利
益
を
明
神
に
顕
す
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

倭
姫
皇
女
は
垂
仁
天
皇
の
皇
女
で
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
垂
仁
天
皇
二
十
五
年
に
天
照
大
神
の
神
体
を
託
さ
れ
、
鎮
座
地
を

求
め
て
近
江
国
や
美
濃
国
を
巡
行
し
、
伊
勢
国
の
五
十
鈴
川
に
斎
宮
を
た
て
た
と
さ
れ
る75

。
そ
の
巡
行
は
『
倭
姫
命
世
記
』
な
ど
に
記

さ
れ
、
伊
勢
神
宮
の
起
源
譚
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
本
草
案
に
引
か
れ
る
託
宣
、
つ
ま
り
神
明
に
代
わ
っ
て
如
来
が
説
法
し
、
神
明
は
本
居
に
帰
っ
て
託
宣
を
止
め
る
と
い
う
言

説
は
、
伊
勢
神
道
の
五
部
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
造
伊
勢
二
所
太
神
宮
宝
基
本
紀76

』
や
慈
遍
の
『
豊
葦
原
神
和
紀77

』
な
ど
に
見
え
る
。
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そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
を
反
本
地
垂
迹
説
と
す
る
見
解
が
あ
る78

一
方
で
、『
宝
基
本
記
』
の
文
章
は
『
無
量
寿
経
』
を
下
敷

き
に
書
か
れ
、
神
仏
を
峻
別
し
て
神
道
の
独
自
性
を
示
し
た
も
の
と
の
指
摘
が
あ
る79

。
と
も
か
く
本
草
案
は
、
こ
の
託
宣
を
専
ら
「
両

部
神
道
」
の
拠
証
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

な
お
本
草
案
の
文
章
は
、室
町
期
の
吉
田
神
道
の
相
伝
書
で
あ
る
『
神
祇
正
宗80

』
の
表
現
に
近
似
し
て
い
る
。
た
だ
し
『
神
祇
正
宗
』

も
先
の
『
三
輪
物
語
』
と
同
様
に
江
戸
期
に
出
版
は
さ
れ
て
は
い
な
い
。
本
草
案
の
起
草
者
で
あ
る
社
僧
た
ち
は
、
何
ら
か
の
経
緯
に

よ
っ
て
、
こ
う
し
た
神
道
書
に
由
来
す
る
書
物
を
披
覧
す
る
機
会
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）『
悲
華
経
』
の
偈
文

故
に
悲
華
経

ニ
曰
、
我
滅
度

ノ
後
、
於

テ
二
悪
世

ノ
中

ニ
一
、
現

シ
二
大
明
神

ト
一
、
広

ク
度
レ
衆

（
マ
マ
）ヲ

文
。
此
倭
姫
之
皇
女
は
伊
勢
に
内
宮
を

勧
請
し
て
よ
り
四
百
八
十
年
に
し
て
、
人
皇
三
十
一
代
敏
達
天
皇
之
御
宇
、
外
宮
を
始
て
勧
請
し
玉
ふ
時
迄
世
寿
に
て
御
座
候
。

此
託
宣
は
仏
教
即
神
道
也
。

さ
ら
に
『
悲
華
経
』
所
説
と
さ
れ
る
「
我
滅
度
後
、
於
悪
世
中
、
現
大
明
神
、
広
度
衆
生
」
の
偈
文
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
倭
姫
皇

女
が
内
宮
を
勧
請
し
て
か
ら
四
百
八
十
年
後
に
外
宮
を
勧
請
し
、
そ
の
間
皇
女
は
存
命
で
あ
っ
た
と
す
る
説
を
挙
げ
、
皇
女
の
託
宣
が

仏
教
即
神
道
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
偈
文
は
中
世
以
降
に
本
地
垂
迹
説
の
本
拠
と
し
て
諸
書
に
盛
ん
に
引
用
さ
れ
た
。
貞
応
二
年(1223)

の
『
燿
天
記81

』
や
、
光

宗(1276-1350)

の
『
渓
嵐
拾
葉
集82

』、
慈
遍
の
『
豊
葦
原
神
風
和
紀83

』
な
ど
天
台
宗
僧
に
よ
る
記
述
が
早
い
例
で
あ
る
が
、
実
際
に

は
曇
無
讖
訳
『
悲
華
経84

』
に
こ
の
偈
文
そ
の
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
末
法
思
想
に
お
け
る
舎
利
信
仰
を
背
景
と
し
、『
大
陀
羅
尼
末
法

中
一
字
心
呪
経85

』
や
、『
悲
華
経
』
の
異
訳
で
あ
る
『
大
乗
悲
分
陀
利
経86

』
を
も
と
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る87

。
た
だ
し
『
悲
華
経
』
を
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見
る
と
、「
般
涅
槃
の
後
、
舍
利
を
流
布
し
、
是
の
如
く
種
種
の
仏
事
を
示
現
し
、
悉
く
皆
な
是
の
如
き
百
億
諸
四
天
下
に
遍
満
す88

」

と
あ
り
、
偈
文
の
作
成
に
は
こ
の
記
述
も
参
照
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
草
案
は
、
三
国
三
光
説
、
三
教
根
葉
花
実
説
、
倭
姫
皇
女
の
託
宣
、『
悲
華
経
』
の
偈
文
な
ど
、
日
本

中
世
以
来
の
神
道
書
に
広
く
伝
わ
る
神
仏
習
合
的
な
言
説
を
挙
げ
、「
両
部
神
道
」
の
拠
証
と
し
て
い
る
。

（
６
）
両
部
神
道
の
系
譜

守
屋
は
仏
理
の
内
証
を
不
知
し
て
仏
教
を
嫌
ら
い
、
聖
徳
太
子
は
儒
仏
共
に
神
道
な
る
深
義
を
了
解
し
玉
ふ
。
故
に
兼
学
兼
用

を
以
、
吾
国
之
神
道
と
建
立
し
玉
ふ
。
依
之
、
用
明
天
皇
二
年
未
七
月
、
太
子
守
屋
を
誅
し
玉
ふ
。
夫
よ
り
坂
田
寺
幷
四
天
王

寺
を
建
立
し
玉
ふ
。
故
に
兼
学
兼
用
之
末
葉
、
崇
道
尽
敬
皇
帝
、
安
麻
呂
、
大
職
冠
等
、
弘
法
大
師
、
伝
教
大
師
、
智
証
大
師
、

慈
覚
大
師
、
理
源
大
師
、
興
教
大
師
、
慈
眼
大
師
等
之
伝
来
口
決
明
白
に
御
座
候
。

こ
こ
で
は
再
度
、「
両
部
神
道
」の
系
譜
が
示
さ
れ
、歴
史
的
経
緯
を
も
っ
て
拠
証
と
す
る
。
つ
ま
り
聖
徳
太
子
を
筆
頭
に
、舎
人
親
王
、

太
安
麻
呂
、
藤
原
鎌
足
、
空
海
、
最
澄
、
円
仁
、
円
珍
、
聖
宝
、
覚
鑁
、
天
海
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
両
部
神
道
」
の
元
祖
と
さ
れ
る
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
は
、
物
部
守
屋
と
の
闘
争
が
述
べ
ら
れ
る
。
物
部
守
屋
は
仏
理
の
内
証
を
知

ら
ず
に
仏
教
を
嫌
っ
た
が
、
聖
徳
太
子
は
儒
仏
と
も
に
神
道
で
あ
る
と
の
深
義
を
了
解
し
た
の
で
、
兼
学
兼
用
に
よ
っ
て
日
本
の
神
道

を
創
始
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
用
明
天
皇
二
年(587)

に
聖
徳
太
子
は
物
部
守
屋
を
誅
し
、
坂
田
寺
な
ら
び
に
四
天
王
寺
を
建
立
し
た

と
す
る
。

こ
の
一
件
は
い
わ
ゆ
る
丁
未
の
乱
の
こ
と
で
、『
日
本
書
紀
』
に
記
述
が
あ
る89

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
蘇
我
馬
子(?-626)

が
物
部
守
屋

と
戦
っ
た
際
、聖
徳
太
子
は
四
天
王
に
戦
勝
を
祈
願
し
て
加
勢
し
、つ
い
に
守
屋
の
軍
に
打
ち
勝
ち
、後
に
摂
津
国
に
四
天
王
寺
を
造
っ
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た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
排
仏
派
の
物
部
氏
が
衰
退
し
、
さ
ら
に
馬
子
は
推
古
天
皇
を
即
位
さ
せ
、
聖
徳
太
子
と
と
も
に
政
治
を
主

導
し
、
仏
教
が
国
内
に
普
及
す
る
契
機
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
な
お
「
坂
田
寺
」
は
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
司
馬
達
等
の
子
で
あ

る
鞍
作
多
須
奈
が
、
用
明
天
皇
の
臨
終
に
際
し
て
出
家
し
て
造
っ
た
寺
と
さ
れ90

、
明
日
香
村
坂
田
の
金
剛
寺
が
そ
の
法
灯
を
継
ぐ
と
い

う91

。舎
人
親
王
と
太
安
麻
呂
は
、
聖
徳
太
子
と
と
も
に
神
道
三
部
書
の
著
者
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
藤
原
鎌
足(614-669)

は

藤
原
氏
の
始
祖
で
、
大
化
改
新
を
実
現
し
て
大
織
冠
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
鎌
足
は
朝
廷
の
神
事
に
深
く
関
わ
る
中
臣
氏

の
出
自
で
、
仏
教
公
伝
を
批
判
す
る
立
場
に
あ
っ
た
が
、
藤
原
の
氏
姓
を
賜
っ
た
後
は
仏
教
を
信
奉
し
、
以
後
藤
原
氏
は
南
都
の
興
福

寺
を
氏
寺
と
し
て
日
本
の
仏
教
信
仰
を
牽
引
し
た
。

ま
た
弘
法
大
師
空
海(774-835)
、
伝
教
大
師
最
澄(767-822)

、
慈
覚
大
師
円
仁(794-864)

、
智
証
大
師
円
珍(814-891)

は
、

平
安
初
期
に
入
唐
し
て
日
本
に
仏
教
・
密
教
を
伝
え
た
僧
た
ち
で
、
彼
ら
に
よ
っ
て
真
言
宗
と
天
台
宗
が
確
立
し
基
礎
づ
け
ら
れ
た
。

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
日
本
の
神
祇
信
仰
と
習
合
し
、
真
言
系
の
両
部
神
道
や
、
天
台
系
の
山
王
神
道
な
ど
、
神
仏
習
合
思
想
に
よ

る
神
道
が
発
展
す
る
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
理
源
大
師
聖
宝(832-909)

と
興
教
大
師
覚
鑁(1095-1143)

は
東
密
の
僧
で
あ
る
。
聖
宝
は
東
密
小
野
流
の
元
祖
、
さ

ら
に
は
修
験
道
当
山
派
の
祖
と
さ
れ
、
ま
た
覚
鑁
は
新
義
真
言
宗
の
祖
と
さ
れ
る
。
江
戸
期
に
お
い
て
、
下
神
宮
寺
の
密
教
事
相
の
法

流
は
小
野
流
の
分
派
で
あ
る
中
院
流
で
あ
り
、
ま
た
教
相
は
智
積
院
に
学
ぶ
者
が
多
く
、
新
義
真
言
宗
に
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
聖

宝
や
覚
鑁
の
名
が
挙
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
慈
眼
大
師
天
海(1536-1643)

は
江
戸
幕
府
初
期
の
宗
教
政
策
に
関
わ
っ
た
天
台
宗
僧
で
、
本
草
案
が
依
拠
す
る
『
両
部

神
道
立
派
口
決
鈔
』
で
も
、空
海
の
「
神
道
二
図
」
に
註
録
を
加
筆
し
て
奏
上
し
、大
内
神
道
を
立
て
た
人
物
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
。
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こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
人
物
は
、
当
然
な
が
ら
時
代
背
景
も
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
思
想
に
も
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
本
草

案
は
、
彼
ら
を
「
両
部
神
道
」
の
祖
師
と
み
な
し
、
三
教
を
兼
学
兼
用
す
る
伝
統
が
一
貫
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
主
張
す
る
。

５
、
両
部
神
道
の
意
義
と
実
例

そ
し
て
前
半
の
最
後
に
「
両
部
神
道
」
を
総
括
し
、
そ
の
意
義
や
朝
廷
や
幕
府
に
お
け
る
実
例
が
示
さ
れ
る
。

（
１
）
両
部
神
道
の
意
義

右
拠
証
言
上
奉
る
通
り
、
中
古
偽
儒
之
輩
、
唯
一
儒
門
神
道
之
立
義
は
、
小
知
管
見
に
し
て
辟
執
之
教
な
る
故
、
宗
源
之
古
風

に
契
ひ
か
た
く
候
。
両
部
大
内
神
道
は
、
顕
密
大
乗
之
観
智
を
備
ひ
、
舎
人
親
王
奏
し
奉
る
所
之
宗
源
之
古
風
一
点
も
あ
ら
た

め
す
、
儒
仏
神
三
教
一
貫
に
し
て
、
神
仏
之
名
字
異
な
り
と
い
へ
と
も
、
本
地
垂
跡
和
光
同
塵
之
徳
、
燈
光
之
隔
無
き
か
如
く
、

普
天
之
下
率
土
之
浜
、有
情
非
情
等
に
至
迄
、平
等
に
照
し
玉
ふ
。
故
王
法
正
道
之
根
本
、治
国
平
天
下
、万
民
豊
楽
之
秘
法
な
り
。

こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
拠
証
を
も
っ
て
、
中
古
に
儒
学
者
が
唱
え
た
「
唯
一
儒
門
神
道
」
は
偏
っ
た
教
え
で
、
宗
源
の
古
風
に
も

合
致
し
な
い
と
指
摘
す
る
。
念
頭
に
あ
る
の
は
、
近
年
に
な
っ
て
下
社
の
禰
宜
太
夫
が
受
け
た
新
し
い
神
道
で
あ
り
、
こ
れ
を
問
題
視

す
る
の
で
あ
る
。

一
方
の
「
両
部
神
道
」
は
三
教
一
貫
の
教
え
で
あ
り
、
神
仏
の
名
字
は
異
な
っ
て
も
、
そ
の
尊
徳
は
す
べ
て
の
衆
生
を
照
ら
し
、

平
等
に
利
益
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
「
両
部
神
道
」
を
、
王
法
政
道
の
根
本
、
天
下
太
平
・
万
民
豊
楽
の
秘
法
で
あ
る
と
意
義
づ

け
て
い
る
。
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（
２
）
朝
廷
に
よ
る
両
部
神
道
の
実
例

故
に
往
昔
よ
り
今
日
に
至
迄
、
禁
中
真
言
院
後
七
日
之
御
修
法
、
御
即
位
之
節
太
元
之
大
法
等
、
尚
又
崩
御
之
上
、
玉
体
泉
涌

寺
に
入
せ
玉
ふ
。
仙
洞
御
所
御
得
度
御
授
戒
、
法
王
と
成
ら
せ
玉
ふ
。
宮
方
台
密
性
相
兼
学
之
宗
旨
ヘ
御
入
室
御
得
度
之
事
、

悉
以
両
部
習
合
之
教
戒
を
御
崇
敬
故
之
御
事
に
候
。
天
照
太
神
御
末
之
宝
祚
、
如
是
御
座
候
。

そ
う
し
た
「
両
部
神
道
」
が
、
歴
代
の
朝
廷
に
お
い
て
連
綿
と
実
践
さ
れ
て
き
た
事
例
を
挙
げ
る
。
往
昔
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
、

禁
中
真
言
院
で
の
後
七
日
御
修
法
、
天
皇
即
位
に
お
け
る
太
元
大
法
、
崩
御
に
お
け
る
泉
涌
寺
へ
の
埋
葬
、
上
皇
の
得
度
受
戒
、
宮
方

の
入
室
得
度
な
ど
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
天
照
大
神
の
末
裔
た
る
天
皇
が
、
両
部
習
合
の
教
戒
を
崇
敬
し
て
の
こ
と
で
あ
る

と
い
う
。

「
後
七
日
御
修
法
」
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
宮
中
真
言
院
に
お
い
て
玉
体
安
穏
・
鎮
護
国
家
を
祈
願
す
る
厳
儀
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
太

元
大
法
」
は
太
元
帥
御
修
法
と
い
い
、
同
じ
く
毎
年
正
月
八
日
か
ら
七
日
間
、
宮
中
に
て
後
に
は
醍
醐
寺
理
性
院
に
て
太
元
帥
明
王
を

本
尊
と
し
、
玉
体
安
穏
・
鎮
護
国
家
を
祈
願
す
る
秘
法
で
あ
っ
た
。
後
七
日
御
修
法
に
準
ず
る
大
法
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
中
期
頃
か
ら

は
天
皇
即
位
の
翌
年
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
る92

。

一
方
「
泉
涌
寺
」
は
京
都
市
東
山
区
に
あ
る
真
言
宗
泉
涌
寺
派
の
総
本
山
で
、
皇
室
の
菩
提
寺
と
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
。
鎌
倉
期

に
俊
芿(1166-1227)

が
再
興
し
、
台
密
禅
浄
の
四
宗
兼
学
の
道
場
と
し
て
、
元
仁
元
年(1224)

に
勅
願
所
と
な
っ
た
。
仁
治
三
年

(1242)

に
四
条
天
皇
が
崩
御
す
る
と
当
山
で
葬
儀
が
行
わ
れ
、
御
陵
が
境
内
に
営
ま
れ
た
。
ま
た
南
北
朝
期
の
後
光
厳
天
皇
か
ら
江

戸
初
期
の
後
陽
成
天
皇
ま
で
の
火
葬
所
と
な
り
、
続
く
後
水
尾
天
皇
か
ら
孝
明
天
皇
ま
で
、
江
戸
期
す
べ
て
の
天
皇
・
皇
妃
の
御
陵
も

こ
こ
に
造
営
さ
れ
た
。

ま
た
天
皇
あ
る
い
は
上
皇
、
さ
ら
に
は
親
王
や
貴
族
た
ち
の
出
家
得
度
や
受
灌
頂
な
ど
も
古
来
よ
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。
自
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身
や
縁
者
の
病
気
や
臨
終
を
契
機
と
し
て
、
あ
る
い
は
菩
薩
行
や
修
法
の
実
践
を
志
向
す
る
な
ど
、
仏
教
信
仰
に
基
づ
く
動
機
も
多
い

が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
皇
位
継
承
の
回
避
や
天
皇
権
威
の
強
化
を
目
的
と
す
る
側
面
も
あ
っ
た93

。
特
に
上
皇
が
出
家
し
た
場
合
は
法
皇

と
称
さ
れ
た
が
、
平
安
期
の
宇
多
天
皇(867-931)

を
初
例
と
し
、
江
戸
期
の
霊
元
天
皇(1654-1732)

ま
で
多
く
の
事
例
が
あ
る
。

さ
ら
に
親
王
な
ど
も
出
家
し
て
、
仁
和
寺
や
青
蓮
院
な
ど
の
門
跡
寺
院
に
入
室
す
る
場
合
も
多
く
、
そ
う
し
た
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
無

い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

（
３
）
幕
府
に
よ
る
両
部
神
道
の
本
意

尚
又
天
下
御
代
々
之
御
政
道
、
北
条
家
之
御
式
目
等
、
両
部
習
合
之
御
本
意
、
顕
然
た
る
御
事
ニ
候
。
別
に
東
照
大
権
現
両
部

習
合
之
御
神
徳
を
以
、
御
代
々
諸
士
百
家
に
至
迄
、
宗
旨
御
改
被
仰
付
、
悉
く
両
部
習
合
之
御
政
道
な
る
故
、
本
朝
諸
社
寺
社

両
道
御
建
立
、
為
国
祷
御
朱
印
御
寄
附
旁
々
、
以
両
部
習
合
之
御
本
意
と
恐
な
か
ら
奉
存
候
。

さ
ら
に
鎌
倉
期
の
御
成
敗
式
目
、
江
戸
期
の
東
照
大
権
現
の
神
号
授
与
、
宗
門
改
め
な
ど
を
挙
げ
、
歴
代
の
幕
府
に
お
い
て
も
、「
両

部
神
道
」
に
基
づ
く
政
治
が
行
わ
れ
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
日
本
各
地
に
寺
社
が
建
立
さ
れ
、
御
朱
印
や
御
寄
附
が
寄
進
さ
れ

る
の
は
、
国
家
の
安
泰
を
祈
祷
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
両
部
習
合
の
御
本
意
に
よ
る
も
の
と
の
認
識
が
示
さ
れ
る
。

『
御
成
敗
式
目
』
は
貞
永
元
年(1232)

に
制
定
さ
れ
た
鎌
倉
幕
府
の
基
本
的
法
典
で
、
そ
の
影
響
力
は
大
き
く
、
室
町
幕
府
や
戦

国
大
名
の
分
国
法
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
の
第
一
条
は
「
可
修
理
神
社
専
祭
祀
事
」、
第
二
条
は
「
可
修
造
寺
塔
勤
行
仏
事
等
事
」

で
あ
り94

、
武
家
に
お
い
て
も
社
寺
を
保
全
し
祭
祀
や
仏
事
を
懈
怠
な
く
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
、
江
戸
幕
府
に
お
い
て
は
、
天
海
が
主
導
す
る
山
王
一
実
神
道
に
基
づ
き
、
家
康
に
「
東
照
大
権
現
」
の

神
号
が
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
黒
衣
の
宰
相
と
呼
ば
れ
た
以
心
崇
伝(1569-1633)
は
幕
府
の
立
法
や
政
策
に
深
く
関
わ
っ
た
が
、
彼
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は
『
排
切
支
丹
文
』
を
起
草
し
、
日
本
の
宗
教
秩
序
を
三
国
一
致
的
な
世
界
観
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
る95

。
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
破
壊

者
と
み
な
さ
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
圧
の
た
め
に
、
信
仰
を
調
査
す
る
宗
門
改
め
が
行
わ
れ
た
。
幕
府
禁
制
の
宗
教
信
者
で
な
い
こ
と
を

檀
那
寺
が
証
明
す
る
寺
請
制
度
が
確
立
し
、
寺
院
は
幕
府
に
よ
る
民
衆
統
制
の
一
端
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
草
案
は
、
朝
廷
や
幕
府
に
お
け
る
神
仏
習
合
の
儀
礼
や
習
慣
、
さ
ら
に
は
制
度
や
政
策
、
そ
し
て
寺
社
の
建
立
や

寄
進
な
ど
様
々
な
実
例
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
を
み
な
「
両
部
神
道
」
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。「
両
部
神
道
」
は
、
政
治
と
の
密
接
な
関
係

性
を
も
っ
て
権
威
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
事
実
に
基
づ
く
護
法
論
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
朝
幕
と
寺
社
と

の
間
で
長
く
続
い
て
き
た
鎮
護
国
家
的
な
相
依
関
係
を
持
ち
出
し
て
、
自
ら
の
立
場
の
正
統
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

６
、
諏
訪
神
社
の
由
緒

以
上
を
踏
ま
え
、
本
草
案
の
後
半
は
、
近
年
の
下
社
の
状
況
を
述
べ
、
社
家
の
仏
教
排
斥
を
訴
え
る
が
、
ま
ず
は
下
神
宮
寺
の
開

基
と
境
内
伽
藍
を
取
り
上
げ
、
諏
訪
神
社
に
「
両
部
神
道
」
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
由
緒
を
伝
え
て
い
る
。

（
１
）
下
神
宮
寺
の
開
基

弥
以
当
社
は
神
代
よ
り
相
伝
之
本
宮
な
り
。
神
事
法
例
は
兼
学
兼
用
之
元
祖
聖
徳
太
子
、
崇
道
尽
敬
皇
帝
、
安
麻
呂
等
之
三
部

之
神
書
よ
り
一
千
餘
回
之
星
霜
な
り
。
上
古
之
義
は
未
た
拠
証
見
聞
不
仕
候
。
弘
仁
之
聖
代
、
両
部
神
道
之
勅
詔
を
奉
り
、
開

祖
弘
法
大
師
当
宮
に
誓
ひ
、
海
岸
孤
絶
山
神
宮
法
性
院
之
道
場
を
開
基
し
、
本
地
千
手
千
眼
大
士
を
安
置
し
、

そ
も
そ
も
諏
訪
神
社
は
、
神
代
よ
り
受
け
継
が
れ
る
本
宮
で
あ
り
、
神
事
の
法
例
は
兼
学
兼
用
の
元
祖
聖
徳
太
子
、
舎
人
親
王
、

安
麻
呂
が
撰
し
た
三
部
の
神
書
に
依
拠
し
、
そ
れ
以
来
一
千
年
以
上
の
歳
月
を
経
て
い
る
と
い
う
。
上
古
に
関
す
る
拠
証
は
未
見
で
あ
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る
が
、
弘
仁
期
に
「
両
部
神
道
」
の
詔
勅
を
賜
り
、
開
祖
空
海
が
海
岸
孤
絶
山
神
宮
法
性
院
（
下
神
宮
寺
）
を
開
基
し
て
、
本
地
仏
の

千
手
千
眼
観
音
菩
薩
を
安
置
し
た
と
伝
え
る
。

本
草
案
と
同
時
期
の
『
下
神
宮
寺
起
立
書
』
に
よ
れ
ば96

、
当
山
は
空
海
が
弘
仁
五
年(814)

に
開
山
し
た
と
伝
え
る
。
当
時
四
十
一

歳
の
空
海
が
自
ら
制
作
し
た
と
い
う
大
師
像
や
、
独
鈷
杵
を
も
っ
て
加
持
し
た
と
い
う
独
鈷
水
、
和
歌
一
首
を
詠
じ
た
と
い
う
千
手
滝

な
ど
、
空
海
と
の
由
緒
を
伝
え
る
仏
像
や
名
跡
も
多
い
。
ま
た
江
戸
期
の
下
神
宮
寺
で
は
、
方
丈
に
弘
法
興
教
両
祖
大
師
像
を
安
置
し
、

さ
ら
に
弘
法
大
師
御
影
供
や
興
教
大
師
御
法
事
を
年
中
行
事
と
し
て
執
行
す
る
な
ど
、
新
義
真
言
宗
寺
院
と
し
て
大
師
信
仰
を
色
濃
く

伝
え
る
が
、
空
海
に
よ
る
開
山
を
史
実
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
。

実
際
の
創
建
が
古
代
に
遡
る
可
能
性
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
鎌
倉
期
以
降
で
あ
る
。
文
献
資
料
と
し

て
は
、
正
和
三
年(1314)

の
『
拾
菓
抄
』「
諏
方
効
験
」
に
諏
訪
神
社
の
明
神
の
効
験
を
謠
っ
て
、「
千
手
千
眼
の
願
望
は
、
円
満
無

碍
の
巷
に
み
つ
」「
霞
め
る
比
の
常
楽
会
」
と
あ
り97

、さ
ら
に
延
文
元
年(1356)

成
立
の
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
に
も
「
下
宮
」
の
「
神

宮
寺
」
に
お
け
る
二
月
十
五
日
の
「
常
楽
会
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、「
上
宮
」
の
「
神
宮
寺
」
に
お
け
る
四
月
八
日
の
「
花
ノ
会
」

と
と
も
に
、「
両
社
相
対
し
て
如
来
説
化
の
終
始
を
つ
か
さ
ど
る98

」
盛
儀
で
あ
っ
た
。

な
お
仏
像
と
し
て
は
、
下
神
宮
寺
千
手
堂
本
尊
の
千
手
観
音
立
像
は
鎌
倉
期
の
作
と
さ
れ99

、
三
精
寺
に
安
置
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来

像
は
十
三
世
紀
半
ば
を
降
ら
な
い
慶
派
の
作
風
を
示
す
と
さ
れ
る100

。
さ
ら
に
下
神
宮
寺
三
重
塔
に
安
置
さ
れ
た
大
日
如
来
に
は
、「
七

條
大
仏
所
大
蔵
卿
雲
桂
十
代
目
也
康
忠
作
明
応
三
年(1494)
七
月
吉
日
」
の
銘
が
あ
る101

。
一
方
観
照
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
春
宮
本

地
仏
の
薬
師
如
来
像
は
鎌
倉
期
作
と
見
ら
れ
て
い
る102

。
た
だ
し
仏
像
は
後
か
ら
古
仏
を
移
安
し
た
場
合
も
あ
る
の
で
、
創
建
年
代
を
考

え
る
上
で
は
参
考
の
域
を
出
な
い
。
た
だ
し
遅
く
と
も
南
北
朝
期
に
は
下
社
に
「
神
宮
寺
」
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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（
２
）
境
内
伽
藍

鳥
居
を
初
社
頭
、
両
部
神
道
之
表
示
を
以
、
神
陵
之
宝
塔
、
護
摩
所
、
諸
堂
、
坊
舎
、
奥
之
院
等
迄
造
立
し
玉
ふ
。
供
僧
法
楽
、

両
部
習
合
神
道
執
行
之
所
、
九
百
餘
年
之
霊
台
な
る
事
明
白
に
御
座
候
。

鳥
居
を
は
じ
め
、神
陵
の
宝
塔
、護
摩
所
、諸
堂
、坊
舎
、奥
院
な
ど
、す
べ
て「
両
部
神
道
」の
形
式
に
よ
り
造
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

九
百
年
以
上
に
わ
た
り
、社
僧
が
法
楽
を
務
め
、「
両
部
神
道
」
が
執
行
さ
れ
て
き
た
霊
場
で
あ
る
こ
と
は
、明
白
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

境
内
の
伽
藍
や
坊
舎
に
つ
い
て
、
本
草
案
の
頃
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
秋
宮
の
下
神
宮
寺
に
千
手
堂
、
三
重
塔
、
鐘
楼
、
本
坊
、

三
精
寺
に
阿
弥
陀
堂
、
護
摩
堂
の
ほ
か
、
門
徒
の
宝
珠
院
、
本
覚
坊
、
玄
奘
坊
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
春
宮
の
観
照
寺
に
は
薬
師
堂
、
護

摩
堂
、
門
徒
の
東
光
坊
な
ど
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
御
射
山
は
奥
院
と
さ
れ
て
い
た
。
な
お
「
神
陵
の
宝
塔
」
と
は
、
神
域
に
あ
っ
た

宝
納
堂
で
、
当
社
の
宗
廟
と
し
て
最
も
重
視
さ
れ
、
毎
年
の
盆
に
は
両
部
大
経
の
秘
文
を
書
写
し
て
奉
納
し
た
と
い
う
。

江
戸
期
の
下
神
宮
寺
の
伽
藍
は
、
安
土
桃
山
期
に
武
田
氏
に
よ
っ
て
復
興
さ
れ
て
い
る
。
中
心
と
な
る
千
手
堂
は
、
武
田
信
玄
と

勝
頼
の
命
に
よ
り
天
正
二
年(1574)

か
ら
三
年(1575)

に
か
け
て
再
建
さ
れ103

、
ま
た
三
重
塔
は
同
五
年(1577)

に
落
慶
し
て
い
る104

。

本
草
案
は
空
海
の
開
基
か
ら
九
百
年
以
上
に
わ
た
り
、「
両
部
神
道
」
が
執
行
さ
れ
て
き
た
と
す
る
が
、
そ
れ
は
誇
張
で
あ
る
。
た

だ
し
、
遅
く
と
も
鎌
倉
期
に
は
下
諏
訪
大
明
神
の
本
地
仏
が
千
手
観
音
と
定
ま
り
、
南
北
朝
期
に
は
下
神
宮
寺
も
確
認
さ
れ
る
の
で
、

少
な
く
と
も
五
百
年
ほ
ど
、
明
治
維
新
ま
で
な
ら
六
百
年
ほ
ど
、
神
仏
習
合
が
受
け
継
が
れ
、
社
僧
が
法
楽
を
勤
め
た
て
き
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
社
僧
に
よ
る
法
楽
の
内
実
は
、
変
遷
や
盛
衰
も
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
諏
訪
地
方
に
お
け
る
仏
教
信
仰
の
発

端
は
不
明
で
あ
る
が
、
遅
く
と
も
鎌
倉
前
期
に
天
台
宗
、
そ
し
て
鎌
倉
後
期
に
禅
宗
が
流
入
し
、
十
六
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
よ
う
や
く

真
言
宗
が
台
頭
す
る
と
の
指
摘
が
あ
り105

、
終
始
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
下
神
宮
寺
の
場
合
は
、
高
野
山
金
剛
頂
院
と
の
関
係
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が
深
く
、代
々
中
院
流
を
相
伝
し
た
と
さ
れ
、『
下
神
宮
寺
起
立
書
』
に
よ
れ
ば
、第
四
世
恵
義(?-1270)

、第
十
二
世
性
覚(?-1404)

、

第
二
十
一
世
快
憲(?-1567)

、
第
二
十
三
世
定
快(?-1577)

が
、
高
野
山
金
剛
頂
院
と
下
神
宮
寺
を
兼
帯
し
た
と
伝
え
る
。
こ
の
う

ち
確
証
を
得
ら
れ
る
の
は
安
土
桃
山
期
の
復
興
に
関
わ
っ
た
定
快
で
、
天
正
三
年(1575)

の
千
手
堂
建
立
の
棟
札
に
「
下　

諏
（
マ
マ
・
方
脱
カ
）

　

神
宮
寺
々
務
高
野
山
金
剛
頂
院
大
阿
闍
梨
定
快106

」
と
あ
る
。
定
快
以
降
は
中
院
流
が
相
伝
さ
れ
た
と
見
え
、
歴
代
の
寺
務
な
ど
が
度
々

金
剛
頂
院
に
登
り
、
中
院
流
の
伝
授
を
受
け
て
い
る
。

江
戸
期
に
お
い
て
社
僧
は
、
毎
朝
秋
宮
の
千
手
堂
と
春
宮
の
薬
師
堂
に
て
本
尊
供
を
修
し
、
さ
ら
に
春
秋
両
宮
の
護
摩
堂
に
て
護

摩
供
を
行
い
、
諏
訪
大
明
神
の
神
威
倍
増
、
ひ
い
て
は
天
下
太
平
・
国
土
豊
穣
な
ど
を
祈
願
し
て
い
た
。
さ
ら
に
社
僧
が
関
わ
る
年
中

行
事
と
し
て
は
、
春
秋
両
宮
へ
の
遷
座
、
仁
王
会
、
常
楽
会
、
節
句
の
神
事
、
節
分
会
、
宝
納
堂
秘
文
奉
納
、
御
射
山
祭
、
弘
法
大
師

御
影
供
、興
教
大
師
御
法
事
な
ど
が
あ
り
、七
年
に
一
度
の
御
柱
祭
も
含
め
て
、神
職
と
社
僧
が
と
も
に
出
仕
す
る
行
事
も
頗
る
多
か
っ

た
。

７
、
社
家
に
よ
る
神
道
改
革
と
仏
法
排
斥

こ
う
し
た
神
仏
習
合
の
伝
統
に
対
し
、
社
家
に
よ
る
神
道
改
革
と
仏
教
排
斥
の
動
向
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
五
十
年
前
ま
で

の
状
況
、
禰
宜
太
夫
に
よ
る
新
し
い
神
道
の
相
伝
、
自
立
管
見
の
末
学
に
よ
る
新
法
の
企
て
、
諏
訪
社
家
に
よ
る
仏
教
排
斥
が
そ
の
主

た
る
内
容
と
な
る
。

（
１
）
五
十
年
前
ま
で
の
状
況

依
之
、
五
十
年
已
前
迄
は
、
社
家
も
神
宮
寺
之
室
に
入
り
、
両
部
習
合
神
道
相
伝
仕
候
所
に
、



蓮花寺佛教研究所紀要　第十四号

216

本
草
案
が
記
さ
れ
た
寛
延
二
年(1749)

の
五
十
年
ほ
ど
前
、
つ
ま
り
十
七
世
紀
末
ま
で
は
、
社
家
も
神
宮
寺
の
室
に
入
り
、「
両

部
神
道
」
が
相
伝
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
確
か
に
諸
史
料
を
み
る
と
、
社
家
に
も
仏
教
信
仰
が
広
ま
り
、
社
家
と
寺
家
と
が
共
同
し
て

事
に
当
た
っ
た
事
例
も
散
見
さ
れ
る
。

諏
訪
神
社
に
お
け
る
神
職
の
う
ち
、
神
主
を
大
祝
と
い
い
、
下
社
は
金
刺
氏
、
上
社
は
諏
訪
氏
が
受
け
継
い
だ
。
大
祝
は
、
法
性

身
と
し
て
の
諏
訪
神
が
示
現
し
た
応
身
、
い
わ
ゆ
る
現
人
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
。
後
世
に
な
る
と
、
さ
ら
に
五
官
祝
と
呼
ば
れ
る
五

つ
の
神
職
が
置
か
れ
、
下
社
に
は
武
居
祝
、
禰
宜
太
夫
、
権
祝
、
擬
祝
、
副
祝
が
あ
っ
た
。
他
に
も
若
宮
祝
、
宮
津
子
祝
、
検
校
太
夫
、

宮
島
祝
、
天
王
祝
、
小
萩
祝
、
八
幡
祝
、
八
乙
女
、
大
内
蔵
、
姫
神
子
、
荷
神
、
小
神
子
、
大
工
棟
梁
な
ど
様
々
な
神
人
が
配
属
さ
れ

て
い
た107

。

鎌
倉
期
、
下
社
の
大
祝
で
あ
っ
た
金
刺
満
貞(1270-1330)

は
、
大
祝
職
を
弟
に
譲
る
と
鎌
倉
に
出
て
、
武
士
と
し
て
執
権
北
条

貞
時(1272-1311)

に
仕
え
た
。
満
貞
は
宋
僧
の
一
山
一
寧(1247-1317)

に
帰
依
し
、正
安
二
年(1300)

に
一
山
を
開
山
と
し
て
、

春
宮
の
北
東
に
禅
宗
の
慈
雲
寺
を
開
い
て
い
る108

。
ま
た
下
社
大
祝
の
金
刺
豊
久(?-1371)

は
応
安
元
年(1368)

に
慈
雲
寺
に
梵
鐘
を

寄
進
し
た109

。

南
北
朝
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
は
、
諏
訪
地
方
の
二
大
勢
力
で
あ
っ
た
下
社
の
金
刺
氏
と
上
社
の
諏
訪
氏
と
の
闘
争
が
続
き
、

文
安
六
年(1449)

に
は
下
社
が
一
宇
も
残
ら
ず
焼
失
し110

、
さ
ら
に
文
明
十
五
年(1483)

に
は
下
社
大
祝
の
金
刺
興
春(?-1483)

が

戦
死
し
、
下
社
も
悉
く
焼
き
捨
て
ら
れ
た
と
伝
え
る111

。
た
だ
し
長
享
二
年(1488)

の
御
柱
年
に
は
、
下
社
春
秋
両
宮
の
大
規
模
な
造

営
が
行
わ
れ
、
宮
僧
に
は
大
般
若
経
読
誦
の
役
と
し
て
一
貫
文
が
与
え
ら
れ
た112

。
興
春
の
孫
の
昌
春
は
金
刺
家
の
復
興
を
祈
念
し
、
明

応
六
年(1497)

に
は
蓮
華
座
に
諏
訪
大
明
神
と
刻
ん
だ
鏡
を
下
社
に
寄
附
し
て
い
る113

。
下
神
宮
寺
に
は
、
同
三
年(1494)

に
七
條
仏

師
康
忠
が
作
っ
た
大
日
如
来
像
が
伝
存
し
た
が
、
こ
れ
も
金
刺
氏
の
下
社
復
興
に
関
わ
る
造
立
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
中
世
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に
下
社
大
祝
家
で
あ
っ
た
金
刺
氏
は
、
仏
教
に
信
和
的
で
、
諏
訪
大
明
神
へ
の
信
仰
も
神
仏
習
合
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

ま
た
当
時
の
神
職
が
勤
め
た
祭
祀
行
法
も
、
仏
教
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
た
。
戦
国
期
に
上
社
神
長
官
の
守
矢
満
実
が
記
し

た
『
諏
訪
大
明
神
深
秘
御
本
事
大
事114

』
は
、「
諏
訪
流
神
道
」
と
称
さ
れ
る
行
法
集
で
あ
る
が
、
密
教
の
印
契
や
真
言
を
多
分
に
用
い

て
い
る
。
下
社
に
お
い
て
も
同
様
の
行
法
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
上
社
と
下
社
の
抗
争
は
再
び
勃
発
し
、
永
正
十
五
年(1518)

に
は
昌
春
が
失
脚
し
て
、
金
刺
氏
は
没
落
に
向
か
っ
た115

。

こ
れ
に
よ
り
下
社
の
大
祝
は
武
居
祝
で
あ
っ
た
武
居
氏
か
ら
立
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
当
時
、
下
社
で
は
釈
尊
の
入
滅
を
偲
ぶ
二
月

十
五
日
の
「
常
楽
会
」
が
重
要
な
年
中
行
事
で
あ
り
、
天
下
太
平
・
国
土
豊
穣
を
祈
祷
す
る
「
大
御
神
事
」
と
さ
れ
、
こ
れ
も
神
職
が

主
催
し
た
。
僅
か
に
残
さ
れ
た
史
料
だ
け
で
も
、
天
文
十
九
年(1550)

に
、
翌
年
の
常
楽
会
の
頭
役
を
筑
摩
郡
洗
馬
郷
に
充
て
る
差

定
状
が
あ
り116

、同
じ
く
天
文
二
十
一
年(1552)

に
は
佐
久
郡
田
口
郷117

、永
禄
八
年(1565)

に
は
安
曇
郡
小
谷
郷118

、永
禄
十
一
年(1568)

に
は
筑
摩
郡
洗
馬
郷119

、
天
正
七
年(1579)
に
は
水
内
郡
大
境
郷120

、
文
禄
四
年(1595)

に
は
安
曇
郡
千
国
郷
が
頭
役
と
な
っ
て
い
る121

。

差
定
状
は
下
社
の
宝
印
で
あ
る
「
売
神
祝
印
」
を
捺
印
の
う
え
、
武
居
祝
な
ど
下
社
の
五
官
祝
か
ら
地
頭
に
差
し
出
さ
れ
て
お
り
、
寺

家
と
社
家
と
も
に
出
仕
す
る
の
み
な
ら
ず
、
信
濃
国
の
広
範
囲
に
ま
で
頭
役
が
及
ぶ
盛
儀
で
あ
っ
た
。

江
戸
期
に
入
る
と
、
寛
文
五
年(1665)

に
「
諸
社
禰
宜
神
主
法
度
」
が
出
さ
れ
、
諸
国
の
神
社
・
神
職
は
吉
田
神
道
を
正
統
と
し
、

そ
の
統
制
に
服
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
諏
訪
神
社
も
寛
文
六
年(1666)

に
は
上
社
大
祝
ほ
か
十
二
名
、
寛
文
九
年(1669)

に
は
上
下
両
社
の
祠
官
一
同
が
、
位
階
叙
任
を
願
い
出
て
吉
田
家
の
執
奏
を
受
け
た
と
さ
れ
る122

。
も
っ
と
も
寛
文
八
年(1668)

に
は

吉
田
家
か
ら
二
十
二
社
の
ほ
か
地
方
大
社
の
執
奏
を
行
わ
な
い
旨
が
出
さ
れ
、
そ
こ
に
諏
訪
神
社
も
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
諏
訪
神
社
は

そ
の
後
も
吉
田
家
執
奏
に
よ
っ
て
位
階
を
得
て
、
十
八
神
道
行
事
な
ど
の
伝
授
も
受
け
て
い
る123

。
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こ
れ
に
よ
っ
て
諏
訪
神
社
の
神
道
行
法
が
、
実
際
に
諏
訪
流
か
ら
吉
田
流
へ
と
変
更
さ
れ
た
の
か
未
詳
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
基
本
的
に
は
中
世
以
来
の
神
仏
習
合
の
形
態
が
続
い
て
い
た
と
見
え
る
。
延
宝
二
年(1674)

に
下
社
禰
宜
太
夫
の
志
津
野
與
政
は

『
諏
訪
講
之
式
』
を
書
写
し
、
花
押
を
据
え
て
い
る124

。『
諏
訪
講
之
式
』
は
仏
教
の
本
迹
思
想
を
土
台
と
し
、
諏
訪
大
明
神
の
神
徳
を
讃

嘆
す
る
讃
文
で
、
下
社
で
は
御
射
山
祭
に
て
朗
誦
さ
れ
た
。

さ
ら
に
延
宝
七
年(1679)

に
幕
府
の
命
に
よ
っ
て
下
社
大
祝
と
五
官
祝
が
書
き
上
げ
た
『
下
諏
方
社
例
記
』
は
、
諏
訪
神
社
の
由

来
や
行
事
、
建
物
な
ど
を
列
挙
す
る
が
、
当
時
の
神
仏
習
合
の
実
状
を
伝
え
て
い
る125

。
た
と
え
ば
年
中
行
事
の
中
で
、
正
月
十
五
日

の
筒
粥
の
神
事
は
神
職
が
勤
め
、
正
・
五
・
九
月
の
護
摩
供
は
社
僧
が
勤
め
る
な
ど
、
神
職
や
社
僧
の
み
で
行
う
も
の
も
あ
る
が
、
共

に
出
仕
し
た
行
事
と
し
て
、
正
月
一
日
・
七
月
一
日
の
遷
座
（
お
舟
祭
）、
正
月
八
日
の
仁
王
会
、
二
月
十
三
日
の
春
宮
祭
礼
、
二
月

十
五
日
の
千
手
堂
法
事
（
涅
槃
会
）、
七
月
二
十
七
日
の
御
射
山
祭
、
三
月
三
日
・
五
月
五
日
・
九
月
九
日
の
節
句
の
神
事
、
寅
申
年

の
御
柱
祭
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
大
祝
や
五
官
祝
は
神
事
を
勤
め
、
伶
人
は
伎
楽
を
奏
し
、
社
僧
は
修
法
や
読
経
を
勤
め
た
。

つ
ま
り
神
職
と
社
僧
で
役
割
が
定
ま
っ
て
お
り
、そ
れ
ぞ
れ
が
神
事
と
仏
事
を
分
担
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
下
諏
方
社
例
記
』
に
は
、

千
手
堂
や
薬
師
堂
、
三
重
塔
、
護
摩
堂
な
ど
の
仏
教
施
設
、
さ
ら
に
は
別
当
寺
や
門
徒
、
社
僧
な
ど
の
名
称
も
列
記
さ
れ
て
お
り
、
ま

さ
に
諏
訪
神
社
に
お
い
て
、
神
仏
習
合
が
実
践
さ
て
い
た
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
禰
宜
太
夫
に
よ
る
新
し
い
神
道
の
相
伝

前
之
禰
宜
太
夫
、
尾
州
熱
田
に
詣
し
て
、
神
道
相
伝
よ
り
以
来
は
、
両
部
神
道
相
伝
不
仕
候
。
然
共
神
楽
男
神
子
と
も
に
般
若

心
経
を
誦
呪
仕
り
、
神
子
は
数
珠
を
持
た
る
。
両
部
之
古
風
年
来
諸
人
之
見
聞
に
及
所
に
御
座
候
。
此
義
も
此
間
は
不
用
様
に

申
渡
し
候
よ
し
伝
承
候
。
先
年
上
之
社
外
記
出
入
も
如
是
之
義
よ
り
起
り
候
様
に
承
伝
候
。
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と
こ
ろ
が
、
前
の
禰
宜
太
夫
が
尾
張
国
の
熱
田
神
社
に
詣
で
、
新
し
い
神
道
を
相
伝
し
て
以
来
、「
両
部
神
道
」
が
行
わ
れ
な
く
な
っ

た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
し
ば
ら
く
は
、
神
楽
男
や
神
子
が
『
般
若
心
経
』
を
誦
呪
し
、
神
子
が
数
珠
を
持
つ
な
ど
、「
両
部
神
道
」

の
古
風
は
諸
人
も
見
聞
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
事
も
用
い
な
い
よ
う
に
と
申
し
渡
さ
れ
た
と
い
う
。

「
前
の
禰
宜
太
夫
」
と
は
、
桃
井
保
教(1658-1730)

の
こ
と
で
あ
る
。
保
教
は
賀
包
左
内
と
称
し
、
下
社
で
大
祝
を
補
佐
す
る
五

官
祝
の
第
二
席
に
あ
た
る
禰
宜
太
夫
を
務
め
た
。「
前
の
」
と
あ
る
よ
う
に
す
で
に
没
し
、
そ
の
あ
と
は
子
の
式
部
保
存
が
継
い
だ
。

保
教
は
元
禄
二
年(1689)
、
熱
田
神
社
の
神
官
で
あ
っ
た
長
岡
為
麿(1646-1718)

よ
り
吉
川
神
道
を
相
伝
し
、
久
し
く
荒
廃
し
て

い
た
下
社
の
神
事
を
再
興
し
た
と
さ
れ
る126

。
吉
川
神
道
は
吉
川
惟
足(1616-1694)

が
新
た
に
立
て
た
神
道
で
、
吉
田
神
道
を
受
け

継
ぎ
つ
つ
、
朱
子
学
を
取
り
入
れ
、
皇
国
の
治
道
を
追
求
し
た
儒
家
神
道
で
あ
る
。
吉
川
惟
足
に
学
び
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
物
と

し
て
、
も
と
信
濃
国
高
遠
藩
主
で
の
ち
に
陸
奥
国
会
津
藩
主
と
な
っ
た
保
科
正
之(1611-1673)

が
い
る
。
彼
は
寛
文
六
年(1666)

に
神
仏
習
合
を
排
斥
し
て
、
会
津
藩
領
内
の
寺
社
整
理
を
行
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

桃
井
保
教
が
学
ん
だ
長
岡
為
麿(1646-1718)

は
、『
名
古
屋
市
史
社
寺
編
』
所
引
の
『
愛
知
郡
誌
』（
明
治
二
十
二
年(1889)

）

に
よ
れ
ば127

、
熱
田
神
社
の
社
家
の
出
身
で
学
問
を
好
み
、
京
都
に
て
吉
川
惟
足
に
学
ん
だ
。
帰
郷
し
た
後
は
そ
の
業
を
授
け
て
門
人
も

頗
る
多
か
っ
た
と
い
う
。
熱
田
神
社
の
神
職
を
務
め
、
荒
廃
し
た
宮
殿
の
修
理
を
幕
府
に
請
願
し
、
貞
享
三
年(1686)

に
許
さ
れ
た
。

ま
た
神
官
の
記
録
を
修
し
、
祭
祀
の
欠
を
補
う
な
ど
、
熱
田
神
社
の
再
興
に
寄
与
し
た
と
さ
れ
る
。
吉
川
惟
足
の
主
著
の
一
つ
に
『
神

代
巻
聞
書
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
長
岡
為
麿
の
筆
記
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
惟
足
の
門
人
に
、
松
尾
芭
蕉(1644-1694)

の
奥

州
紀
行
に
同
行
し
た
河
合
曽
良(1649-1710)

が
あ
り
、
為
麿
と
の
交
流
も
あ
っ
た
と
い
う128

。

一
方
で
長
岡
為
麿
に
つ
い
て
、『
名
古
屋
市
史
社
寺
編
』
所
引
の
尾
張
藩
士
朝
日
重
章
著
『
塵
点
録
』（
元
禄
か
ら
享
保
三
年(1718)

）

は129

、「
惟
足
が
門
人
と
な
り
、
附
会
妖
異
の
こ
と
を
以
て
愚
俗
を
欺
き
、
自
隠
者
と
號
し
て
奉
祀
を
す
て
、
一
箇
の
門
を
立
て
、
人
の
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崇
敬
を
待
つ
も
の
也
」
と
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
彼
其
弟
子
た
る
も
の
に
は
必
ず
神
系
図
を
あ
た
ふ
。
児
屋
命
よ
り
惟
足
、

為
丸
と
つ
ら
ね
た
り
。
是
実
に
忌
憚
る
こ
と
な
き
も
の
に
し
て
、
ひ
と
へ
に
仏
者
師
弟
血
脈
の
相
伝
に
效
へ
り
。
其
神
拝
よ
り
は
じ
め

て
、
十
八
神
道
、
護
摩
加
持
等
、
み
な
密
乗
の
糟
粕
を
秘
と
し
授
く
。
一
箇
の
異
端
盗
食
の
遊
人
な
る
の
み
」
と
酷
評
さ
れ
る
。

桃
井
保
教
が
長
岡
為
麿
に
出
し
た
誓
約
神
文
は
、「
今
度
十
八
神
道
行
事
大
切
之
儀
御
相
伝
難
有
奉
存
候
」
と
始
ま
り
、
他
見
を
許

さ
ず
神
職
の
一
子
の
み
に
相
続
し
、「
家
伝
絶
え
ざ
る
よ
う
御
免
許
」
と
あ
る130

。
保
教
は
為
麿
か
ら
「
十
八
神
道
行
事
」
を
受
け
、
こ

れ
を
尊
重
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
十
八
神
道
行
事
と
は
、
吉
田
神
道
の
行
法
の
中
核
を
な
す
「
三
壇
行
事
（
三
元
十
八
神
道
次
第
・

宗
源
妙
行
次
第
・
神
道
護
摩
次
第
）」
の
初
重
伝
に
あ
た
る
。
三
壇
行
事
は
密
教
事
相
の
四
度
加
行
を
土
台
に
陰
陽
道
な
ど
を
取
り
入

れ
て
形
成
さ
れ
、
吉
田
家
に
お
い
て
盛
ん
に
実
修
さ
れ
た131

。
吉
田
神
道
の
萩
原
兼
従
、
吉
川
神
道
を
立
て
た
吉
川
惟
足
、
長
岡
為
麿
、

そ
し
て
桃
井
保
教
へ
と
そ
の
行
法
が
受
け
継
が
れ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
保
教
は
、
こ
れ
を
他
の
下
社
の
神
官
四
家
に
も
伝
え
、
加
え
て
検
校
太
夫
、
小
萩
祝
、
天
王
祝
、
宮
島
祝
、
陰
陽
伝
士
な

ど
に
も
免
許
を
与
え
、
神
勤
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
と
諭
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
人
が
保
教
に
出
し
た
誓
約
書
が
、
宝
永
か
ら
享
保
年
間

(1704-1736)

に
か
け
て
多
数
残
さ
れ
る
と
い
う132

。

ま
た
本
草
案
に
よ
れ
ば
、
神
楽
男
や
神
子
な
ど
神
官
で
は
な
い
宗
教
者
に
も
、
心
経
誦
呪
や
数
珠
を
持
つ
な
ど
の
仏
教
儀
礼
が
浸

透
し
、
し
ば
ら
く
は
そ
の
習
慣
も
続
い
て
い
た
と
い
う
が
、
や
は
り
保
教
に
端
を
発
す
る
改
革
に
よ
り
、
停
止
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
桃
井
保
教
は
、
国
学
の
四
大
人
の
一
人
と
さ
れ
る
荷
田
春
満(1669-1736)

の
門
人
で
も
あ
り
、
宝
永
四
年(1707)

四
月
に

入
門
し
て
い
る133

。
春
満
は
伏
見
稲
荷
神
社
の
社
家
の
出
身
で
、
江
戸
に
下
向
し
て
武
士
や
町
人
、
神
職
た
ち
に
歌
道
や
神
道
の
教
授
を

行
っ
て
い
た
。
春
満
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
頃
春
満
は
『
神
代
巻
』
を
講
じ
て
い
た
が
、
保
教
は
春
満
の
も
と
を
た
び
た
び
訪
れ
、

春
満
に
荷
田
家
の
「
解
除
之
法
」
や
「
太
玉
串
拝
」
の
伝
授
を
依
頼
し
て
い
る
。
春
満
は
し
か
る
べ
き
司
よ
り
授
か
る
べ
き
と
断
っ
た
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が
、
保
教
が
懇
願
し
た
た
め
、
逃
れ
難
く
て
こ
れ
ら
を
伝
え
た
と
い
う
。

荷
田
春
満
は
、
い
わ
ゆ
る
古
道
学
さ
ら
に
は
復
古
神
道
の
先
鞭
で
、
実
証
的
な
古
典
研
究
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
そ
の
力
点
は
そ

の
基
盤
か
ら
立
ち
顕
れ
る
《
日
本
》
に
回
帰
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る134

。
ま
た
春
満
が
社
家
門
人
に
伝
授
し
た
祭
式

作
法
と
し
て
は
、「
社
参
次
第
」「
玉
串
」「
解
除
之
法
」
な
ど
が
あ
り
、こ
の
う
ち
「
社
参
次
第
」
は
吉
田
家
流
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、「
解

除
之
法
」
に
は
密
教
や
陰
陽
道
と
の
習
合
の
痕
跡
は
見
ら
れ
ず
、
旧
来
の
祭
式
の
み
に
依
存
し
な
い
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
と
の
指
摘
が

あ
る135

。
保
教
が
春
満
に
求
め
た
の
は
ま
さ
に
「
解
除
之
法
」
や
「
太
玉
串
拝
」
な
ど
の
革
新
的
な
祭
祀
の
作
法
で
あ
っ
た
。

桃
井
保
教
は
衰
退
し
て
い
た
下
社
の
神
事
の
再
興
を
意
図
し
、
長
岡
為
麿
や
荷
田
春
満
な
ど
、
他
の
神
社
の
先
進
的
な
社
家
に
積

極
的
に
学
ん
で
い
た
。
保
教
が
新
た
な
神
事
を
下
社
に
も
た
ら
し
て
か
ら
数
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
下
社
に
お
け
る
神
道
の
古
風
は
刷
新

さ
れ
、
さ
ら
に
は
仏
教
を
排
除
す
る
動
き
へ
と
進
ん
で
行
っ
た
。

ま
た
同
様
の
傾
向
は
上
社
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
先
年
の
上
之
社
外
記
の
出
入
も
、
こ
う
し
た
新
た
な
動
き
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。「
上
之
社
外
記
」
と
は
上
社
の
神
楽
役
で
あ
っ
た
茅
野
外
記
太
夫
の
こ
と
で
あ
り
、
当
家
に
は
「
嘉
禎
の
旧
記
」
と
呼
ば
れ

る
神
楽
歌
や
祝
詞
の
集
成
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
嘉
禎
三
年(1237)

の
奥
書
を
も
つ
『
祝
詞
段
』
に
、「
信
濃
ナ
十
二
国
ヒ

カ
リ
ヲ
ヤ
カ
ラ
セ
タ
マ
ウ
ワ
上
宮
本
地
普
賢
文
殊
南
宮
法
性
御
大
明
神
志
賀
之
花
ト
ワ
キ
ヤ
ウ
ソ
メ
ス
」「
下
ノ
宮
御
本
地
ナ
千
手
ク

ワ
ン
ヲ
ン
ヒ
メ
ン
大
明
神
」「
御
射
山
御
本
地
ナ
虚
空
蔵
菩
薩
」
と
あ
る
な
ど136

、
神
仏
習
合
を
基
調
と
す
る
文
句
で
あ
る
。
下
社
と
同

様
に
、
上
社
で
も
伝
統
的
な
神
道
を
改
め
る
動
き
が
あ
り
、
神
楽
の
方
法
に
関
し
て
何
ら
か
の
訴
訟
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
３
）
自
立
管
見
の
末
学
に
よ
る
新
法
の
企
て

両
社
共
両
部
習
合
之
鳥
居
明
白
に
御
座
候
。
然
所
に
、
太
子
幷
親
王
等
之
秘
決
口
伝
を
得
さ
る
自
立
管
見
之
末
学
、
邪
義
に
馳
、
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元
祖
本
義
之
三
部
之
書
を
謬
解
し
て
、
吾
日
本
斗
を
乾
坤
と
思
ひ
、
震
旦
月
氏
も
天
地
開
白
一
理
な
る
事
を
了
せ
す
、
小
見
の

片
執
に
陥
溺
し
、
両
部
を
破
す
を
神
道
と
心
得
、
釈
教
謗
す
る
事
、
井
蛙
之
大
海
を
知
ら
さ
る
に
似
た
り
。
剰
奸
曲
之
書
を
作
り
、

辟
執
を
教
へ
口
決
と
偽
り
、
仁
知
性
明
を
闇
ま
し
、
邪
義
ニ
誘
引
ひ
、
先
祖
之
法
例
を
削
り
、
新
法
を
企
事
、
其
過
ち
少
か
ら
す
。

其
本
乱
て
末
治
ら
さ
る
聖
誡
、
此
御
事
ニ
奉
存
候
。

諏
訪
上
下
両
社
と
も
に
、「
両
部
神
道
」
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
の
に
、
聖
徳
太
子
や
舎
人
親
王
の
秘
決
や
口

伝
を
受
け
て
い
な
い
自
立
管
見
の
末
学
は
、
三
部
の
神
書
を
誤
解
し
、
日
本
だ
け
を
乾
坤
と
思
い
、
震
旦
や
天
竺
も
天
地
開
白
の
一
理

で
あ
る
こ
と
を
了
知
し
て
い
な
い
。
両
部
を
排
斥
す
る
こ
と
を
神
道
と
心
得
て
、
仏
教
を
誹
謗
す
る
こ
と
は
、
井
の
中
の
蛙
が
大
海
を

知
ら
な
い
の
に
似
て
い
る
と
す
る
。
さ
ら
に
は
歪
曲
し
た
書
を
作
り
、
偏
向
し
た
教
え
を
口
決
と
偽
り
、
先
祖
の
法
例
を
削
っ
て
、
新

法
を
企
て
る
こ
と
な
ど
、
過
ち
は
少
な
く
な
い
と
非
難
す
る
。
そ
し
て
「
其
の
本
乱
れ
て
末
治
ま
る
者
は
、
否
ず137

」
と
い
う
『
大
学
』

の
聖
誡
を
引
用
し
、
そ
の
本
の
身
を
修
め
る
こ
と
が
乱
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
末
の
国
や
天
下
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、

こ
う
し
た
動
き
を
糾
弾
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
桃
井
保
教
が
学
ん
だ
長
岡
為
麿
や
荷
田
春
満
を
は
じ
め
と
す
る
、
新
た
な
儒
家
神
道
や
復
古
神
道
へ
の
批
判
が
述
べ
ら

れ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
三
部
の
神
書
を
誤
解
し
て
お
り
、
日
本
の
み
を
根
本
と
し
て
仏
教
を
排
斥
し
、
新
法
を
作
っ
て
旧
例
を
改
め
る

こ
と
は
、
狭
い
見
識
に
よ
る
過
ち
で
あ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。

（
４
）
諏
訪
社
家
に
よ
る
仏
教
排
斥

近
年
、当
社
家
右
之
邪
風
を
学
受
候
哉
。
又
は
無
知
之
辟
執
に
御
座
候
哉
。
倭
慮
盛
に
罷
成
、仏
者
は
天
魔
破
道
之
様
に
相
心
得
、

恣
に
両
部
之
古
実
を
潰
し
、
或
は
異
形
之
鳥
居
を
立
、
諸
堂
を
破
却
い
た
し
、
寺
家
之
法
例
を
妨
、
天
下
之
御
祈
祷
所
ヘ
障
碍
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仕
候
段
、
勅
命
幷
神
慮
を
恐
れ
す
、
御
朱
印
之
表
、
台
寿
永
久
国
家
安
全
之
旨
、
丹
誠
を
抽
へ
き
之
御
教
書
に
相
背
候
故
、
拙

寺
共
迷
惑
至
極
仕
候
。
当
社
御
朱
印
之
儀
は
、
従
来
殿
様
御
威
光
を
以
頂
戴
仕
、
其
上
御
重
恩
以
、
寺
社
共
に
相
勤
罷
有
候
。

近
年
、当
社
の
社
家
は
こ
う
し
た
邪
風
を
学
び
受
け
た
か
、あ
る
い
は
無
知
の
辟
執
に
よ
る
も
の
か
、歪
曲
し
た
考
え
が
盛
ん
に
な
っ

た
と
す
る
。
仏
者
は
天
魔
破
道
の
よ
う
に
心
得
て
、
思
い
の
ま
ま
に
「
両
部
神
道
」
の
故
実
を
潰
し
、
天
下
の
御
祈
祷
所
を
妨
害
し
て

い
る
と
い
う
。

桃
井
保
教
に
端
を
発
す
る
神
道
改
革
の
動
き
は
、
江
戸
中
期
に
入
っ
て
さ
ら
に
盛
ん
と
な
り
、
つ
い
に
は
仏
教
の
排
斥
に
ま
で
及

ん
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
異
形
の
鳥
居
の
建
立
、
諸
堂
の
破
却
、
寺
家
の
法
例
の
妨
害
な
ど
が
顕
著
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
神
職
が
新
し

い
行
法
に
よ
っ
て
祭
祀
を
執
り
行
う
ば
か
り
で
な
く
、
寺
家
へ
の
干
渉
や
排
撃
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
こ
と
は
、
中
世
以
来
の
神
職
と
社

僧
と
の
関
係
か
ら
し
て
注
目
す
べ
き
転
機
で
あ
ろ
う
。

寺
家
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
動
き
は
勅
命
と
神
慮
を
恐
れ
ず
、
幕
府
の
御
朱
印
や
御
教
書
に
背
く
暴
挙
で
あ
っ
た
。
諏
訪

神
社
は
天
下
の
御
祈
願
所
と
し
て
、
江
戸
期
に
は
三
代
将
軍
家
光
以
降
、
代
替
わ
り
ご
と
に
領
地
朱
印
状
を
受
け
て
い
る
。
上
社
千
石
、

下
社
五
百
石
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
下
社
で
は
下
神
宮
寺
に
六
十
三
石
五
斗
（
そ
の
う
ち
門
徒
三
ヶ
寺
は
七
石
ず
つ
計
二
十
一
石
）、

三
精
寺
に
十
石
、
観
照
寺
に
四
十
石
が
あ
て
ら
れ
た
。
ま
た
幕
府
の
朱
印
地
に
準
じ
て
、
諏
訪
藩
主
か
ら
の
寄
進
も
あ
り
、
寛
文
三
年

(1663)

に
は
三
代
諏
訪
忠
晴(1639-16959)

か
ら
上
社
に
五
十
石
、
下
社
に
三
十
石
、
四
代
諏
訪
忠
虎(1663-1731)

以
降
は
上

社
へ
百
石
、
下
社
へ
六
十
石
の
黒
印
地
の
寄
進
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
元
高
遠
藩
主
で
会
津
藩
主
の
保
科
正
之(1611-1673)

か
ら
は

上
社
へ
百
石
、
下
社
へ
五
十
石
の
寄
進
も
あ
っ
た138

。

下
社
に
対
す
る
諸
々
の
寄
進
の
う
ち
、
寺
家
の
割
合
は
少
な
い
と
は
言
え
、
確
か
に
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
根
拠
と
し

て
寺
家
の
存
在
意
義
を
訴
え
、
寺
社
が
と
も
に
国
家
安
全
の
祈
願
を
勤
め
る
べ
き
と
し
て
い
る
。



蓮花寺佛教研究所紀要　第十四号

224

８
、
幕
府
へ
の
訴
訟

最
後
に
、
こ
う
し
た
窮
状
を
寺
社
奉
行
に
訴
え
、
社
家
に
よ
る
仏
教
排
斥
の
監
察
を
依
頼
し
、
旧
例
に
復
帰
す
る
よ
う
願
い
出
て

い
る
。

（
１
）
監
察
・
復
帰
の
依
頼

恐
な
か
ら
、御
祈
祷
所
之
諸
堂
破
壊
之
品
、宮
奉
行
片
執
之
致
方
共
、御
検
使
被
下
置
候
は
ゝ
、難
有
仕
合
奉
存
候
。
御
威
光
を
以
、

此
已
後
寺
社
両
道
之
御
祈
祷
所
、
無
片
執
之
義
加
修
覆
、
如
旧
例
寺
社
両
道
之
修
法
幷
中
絶
之
行
事
等
再
興
仕
、
御
祈
祷
抽
精

誡
奉
備
神
前
之
法
楽
、
御
朱
印
幷
殿
様
御
重
恩
之
冥
加
奉
報
度
奉
存
候
。
社
家
よ
り
寺
家
行
事
之
妨
、
不
仕
様
被
仰
付
被
下
置

候
は
ゝ
、
可
達
祖
師
之
本
懐
難
有
仕
合
奉
存
候
。

諸
堂
の
破
壊
や
宮
奉
行
の
片
執
な
ど
の
実
態
を
監
察
す
る
検
使
を
派
遣
し
て
下
さ
れ
ば
有
難
い
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
御

威
光
の
も
と
、
寺
社
両
道
の
祈
願
所
に
お
い
て
、
片
執
が
な
い
よ
う
修
復
し
、
旧
例
の
通
り
に
寺
社
両
道
の
修
法
と
中
絶
し
た
行
事
な

ど
を
再
興
し
、
祈
願
に
真
心
を
込
め
て
神
前
の
法
楽
を
勤
め
る
こ
と
で
、
御
朱
印
と
殿
様
の
御
重
恩
の
冥
加
に
報
い
た
い
と
し
た
。
ま

た
社
家
が
寺
家
の
行
事
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
命
じ
て
下
さ
れ
ば
、
祖
師
の
本
懐
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
仕
合
わ
せ
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

社
家
が
行
っ
た
と
い
う
諸
堂
の
破
壊
や
行
事
の
妨
害
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
例
は
不
明
で
あ
る
。
延
宝
七
年(1679)

の
『
下
諏
方

社
例
記
』
と
寛
保
二
年(1742)

の
『
下
神
宮
寺
起
立
書
』
を
比
べ
る
と
、
境
内
伽
藍
や
年
中
行
事
に
大
幅
な
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。

何
ら
か
の
破
壊
や
妨
害
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
下
神
宮
寺
起
立
書
』
は
旧
来
通
り
に
記
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
本
草
案
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が
起
草
さ
れ
た
寛
延
二
年(1749)

ま
で
の
間
に
、
寺
家
に
と
っ
て
容
認
な
ら
な
い
排
仏
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
確
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば
下
社
の
奥
院
と
さ
れ
た
御
射
山
に
つ
い
て
は
、『
下
諏
方
社
例
記
』
で
は
虚
空
蔵
堂
の
存
在
を
伝
え
る
が
、『
下
神
宮
寺

起
立
書
』
は
す
で
に
退
転
し
た
と
し
、
さ
ら
に
桃
井
禰
宜
太
夫
家
に
所
蔵
さ
れ
る
安
永
七
年(1778)

の
「
下
諏
訪
神
社
祭
事
式
」
に

は
「
大
元
尊
神
ノ
社
」
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
御
射
山
に
お
い
て
、虚
空
蔵
堂
が
退
転
し
て
新
た
に
太
元
尊
神
が
祀
ら
れ
た
こ
と
は
、

本
草
案
が
訴
え
る
改
革
の
一
例
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
「
下
諏
訪
神
社
祭
事
式
」
は
、
御
射
山
祭
や
遷
座
祭
に
社
僧
が
出
仕
し
、
読
経
を
勤
め
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
お
り139

、

し
ば
ら
く
は
神
仏
習
合
の
旧
例
も
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
明
治
の
廃
仏
毀
釈
に
関
す
る
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
幕
末
に
お
け
る
主
要
伽
藍
は
『
下
神
宮
寺
起
立
書
』
と
ほ
ぼ
同
様
で

あ
る
が
、
秋
宮
の
千
手
堂
は
火
災
に
あ
っ
て
仮
堂
で
あ
り
、
春
宮
の
観
照
寺
も
火
災
に
遭
っ
て
い
る140

。
ま
た
年
中
行
事
は
正
月
八
日
の

仁
王
会
と
、
二
月
十
五
日
の
涅
槃
会
、
お
よ
び
毎
月
朔
日
の
勤
行
が
あ
る
だ
け
で
、
社
僧
が
関
わ
る
行
事
は
だ
い
ぶ
減
少
し
て
い
る141

。

江
戸
後
期
に
な
る
と
、
諏
訪
地
方
で
も
町
人
の
松
沢
義
章(1791-1861)

や
下
社
大
祝
の
金
刺
信
古(1818-1859)

な
ど
、
平
田

篤
胤(1776-1843)

の
門
下
に
国
学
を
学
ぶ
者
が
増
え
、
下
社
神
官
た
ち
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
維
新
の
廃
仏
に
は
目
覚
ま
し
い

働
き
を
し
た
と
い
う142

。

本
草
案
が
訴
え
る
よ
う
な
、
江
戸
中
期
に
お
け
る
破
却
や
妨
害
は
、
下
社
の
神
仏
習
合
を
す
ぐ
さ
ま
廃
止
す
る
事
態
で
は
な
か
っ

た
と
は
い
え
、
そ
の
後
加
速
し
て
い
く
寺
社
の
不
和
や
、
社
家
に
よ
る
廃
仏
運
動
の
先
駆
け
と
な
る
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
社
家
私
曲
の
具
体
例

右
社
家
私
曲
之
品
々
、
別
紙
箇
條
を
以
、
御
訴
訟
申
上
候
。
故
当
社
両
部
神
道
流
伝
之
義
、
奉
言
上
度
如
是
御
座
候
。
以
上
敬
白
。
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右
言
上
之
内
麁
言
奸
佞
之
趣
も
御
座
候
は
ゝ
、
御
宥
恕
奉
仰
候
。

社
家
に
よ
る
不
正
に
つ
い
て
、
別
紙
に
箇
条
を
も
っ
て
添
附
し
、
訴
訟
申
し
上
げ
る
と
い
う
。
そ
れ
故
、
諏
訪
神
社
の
「
両
部
神
道
」

の
流
伝
に
つ
い
て
申
し
上
げ
た
が
、
も
し
文
中
に
失
礼
が
あ
れ
ば
、
容
赦
を
願
い
た
い
と
結
ぶ
。
よ
っ
て
訴
訟
に
踏
み
切
る
だ
け
の
看

過
し
得
な
い
事
例
が
、
複
数
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
別
紙
は
見
当
た
ら
ず
、
詳
細
は
定
か
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

長
野
県
諏
訪
市
の
仏
法
紹
隆
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
『
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
』
は
、
寛
延
二
年(1749)

に
、
諏
訪
神
社

下
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
下
神
宮
寺
・
三
精
寺
・
観
照
寺
が
書
き
お
こ
し
た
言
上
書
の
草
案
で
あ
る
。
諏
訪
神
社
に
は
古
来
よ
り
「
両

部
神
道
」、
つ
ま
り
神
仏
習
合
が
受
け
継
が
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
近
年
に
社
家
は
新
法
を
受
容
し
て
旧
例
を
改
革
し
、
仏
教
を
排
斥

し
て
い
る
と
の
訴
え
で
あ
る
。

当
時
の
下
神
宮
寺
寺
務
は
、
第
三
十
八
世
憲
尚(1682-1770)

、
あ
る
い
は
第
三
十
九
世
清
全(?-1766)

で
あ
っ
た
。
憲
尚
は
筑

摩
郡
の
保
科
氏
に
生
ま
れ
、
下
社
社
僧
の
弟
子
と
な
り
、
本
山
に
留
学
す
る
こ
と
十
九
年
と
さ
れ
る
。
新
義
真
言
宗
の
本
山
で
あ
る
京

都
智
積
院
や
、
下
神
宮
寺
の
本
寺
で
あ
る
高
野
山
金
剛
頂
院
な
ど
で
、
事
教
二
相
を
学
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
清
全
は
諏
訪

郡
の
萩
原
氏
に
生
ま
れ
、
憲
尚
の
弟
子
と
な
る
が
、
そ
の
学
歴
は
不
明
で
あ
る
。
観
照
寺
と
三
精
寺
の
住
持
も
未
詳
で
あ
る
。

本
草
案
の
前
半
は
、
源
慶
安(1648-1729)

の
『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
を
基
本
に
諸
書
を
引
用
し
、
諏
訪
神
社
に
受
け
継
が

れ
る
「
両
部
神
道
」
を
説
明
す
る
。「
両
部
神
道
」
は
、
神
道
と
仏
道
の
両
部
が
習
合
し
た
神
道
で
、
儒
仏
神
三
教
一
貫
、
儒
仏
兼
学

兼
用
を
宗
と
す
る
と
い
う
。
元
祖
を
聖
徳
太
子
と
し
、
空
海
に
よ
っ
て
朝
廷
か
ら
認
め
ら
れ
、「
両
部
神
道
」
の
勅
号
が
下
さ
れ
た
と
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す
る
。
か
つ
て
仏
教
の
衰
退
や
儒
学
者
に
よ
る
排
仏
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
概
ね
歴
代
の
朝
廷
や
幕
府
は
、「
両
部
神
道
」
を
王
法
政
道

の
根
本
、
天
下
太
平
万
民
豊
楽
の
秘
法
と
し
て
、
連
綿
と
信
奉
し
て
き
た
と
す
る
。
そ
し
て
諏
訪
神
社
に
あ
っ
て
も
、
空
海
が
神
道
行

事
を
整
え
、
下
神
宮
寺
を
建
立
し
て
以
来
、
寺
家
社
家
と
も
に
「
両
部
神
道
」
を
執
行
し
て
き
た
と
主
張
す
る
。

現
代
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、一
方
的
な
護
法
論
に
も
聞
こ
え
る
が
、「
両
部
神
道
」
は
神
道
と
仏
道
の
習
合
神
道
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
神
仏
習
合
と
読
み
替
え
れ
ば
、
聖
徳
太
子
や
空
海
へ
の
仮
託
は
と
も
か
く
、
本
草
案
の
主
張
も
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽

で
は
な
い
。
日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
て
以
来
、
日
本
の
神
祇
信
仰
と
仏
教
は
融
合
し
て
い
っ
た
。
確
か
に
神
仏
の
衝
突
や
分
離
が
あ
っ

た
と
は
い
え
、
神
仏
習
合
は
日
本
の
宗
教
お
よ
び
政
治
の
基
調
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
本
格
的
に
揺
ら
ぐ
の
は
近
世
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

り
、
儒
学
や
国
学
の
隆
盛
に
よ
り
、
排
仏
論
は
顕
著
と
な
っ
て
い
く
。

そ
う
し
た
潮
流
に
あ
っ
て
、
本
草
案
は
『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
に
依
拠
し
、
諏
訪
神
社
に
も
「
両
部
神
道
」
が
受
け
継
が
れ

て
き
た
と
す
る
。
確
か
に
中
世
以
降
の
諏
訪
神
社
は
、
思
想
的
に
も
実
践
的
に
も
神
仏
習
合
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
例
は
多
々
あ

る
が
、
本
草
案
が
最
も
重
視
し
た
根
拠
は
、
後
奈
良
天
皇
が
諏
訪
神
社
に
奉
納
し
た
「
諏
方
正
一
位
南
宮
法
性
大
明
神
」
の
宸
翰
で
あ

る
。
こ
こ
に
「
法
性
」
と
あ
る
こ
と
こ
そ
、「
両
部
神
道
」
の
証
拠
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
諏
訪
講
之
式
』
に
明
白
で
あ
る
と
い
う
。

『
諏
訪
講
之
式
』
は
仏
教
の
三
身
説
を
も
っ
て
、
無
形
な
る
諏
訪
神
を
法
性
身
、
大
祝
を
応
身
、
神
氏
と
い
う
大
祝
家
の
姓
を
報
身

と
解
釈
し
た
。
つ
ま
り
「
法
性
大
明
神
」
は
、
虚
空
に
遍
満
す
る
法
性
身
と
し
て
の
諏
訪
神
と
、
諏
訪
に
示
現
し
た
応
身
と
し
て
の
大

祝
、
両
者
を
標
示
す
る
神
号
と
し
て
意
義
深
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

本
草
案
は
、
諏
訪
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
後
奈
良
天
皇
宸
翰
の
存
在
と
、「
法
性
大
明
神
」
に
示
さ
れ
る
神
仏
習
合
思
想
、
さ
ら
に
は

中
世
の
神
道
書
に
説
か
れ
た
神
仏
習
合
的
言
説
、
そ
し
て
朝
廷
と
幕
府
が
神
仏
習
合
を
基
調
と
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
も
っ

て
、
諏
訪
神
社
に
お
け
る
「
両
部
神
道
」
の
正
統
性
を
強
調
し
て
い
る
。
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本
草
案
の
後
半
は
、
近
年
の
下
社
の
状
況
を
述
べ
、
社
家
の
仏
教
排
斥
を
訴
え
て
い
る
。
前
の
禰
宜
太
夫
が
熱
田
神
社
よ
り
新
た

な
神
道
を
相
伝
し
て
か
ら
、「
両
部
神
道
」
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
ま
た
近
年
は
社
家
が
邪
風
を
学
び
受
け
、
仏
者
を
誹
謗
し
、
故
実

を
潰
し
、
異
形
の
鳥
居
を
建
て
、
諸
堂
を
破
却
し
、
寺
家
の
法
例
を
妨
げ
る
な
ど
の
仏
教
排
斥
を
行
っ
て
い
る
と
訴
え
た
。

そ
し
て
こ
れ
ら
社
家
に
よ
る
破
壊
や
妨
害
を
取
り
締
ま
る
よ
う
請
願
し
て
い
る
。
旧
例
に
復
帰
し
、
寺
社
が
共
に
修
法
や
行
事
に

勤
め
る
こ
と
で
、
天
下
太
平
や
万
民
豊
楽
を
祈
願
し
、
幕
府
の
重
恩
に
報
い
た
い
と
し
た
。
そ
う
し
た
寺
家
の
主
張
か
ら
透
け
て
見
え

る
の
は
、
統
治
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
保
守
的
な
仏
教
の
姿
で
あ
る
。

一
方
の
社
家
は
革
新
的
で
あ
る
。
本
草
案
が
起
草
さ
れ
る
五
十
年
ほ
ど
前
、
下
社
禰
宜
太
夫
の
桃
井
保
教(1658-1730)

は
元
禄

二
年(1689)

に
、熱
田
神
社
の
社
家
で
あ
っ
た
長
岡
為
麿(1646-1718)

に
吉
川
神
道
を
学
び
、吉
田
神
道
由
来
の
「
十
八
神
道
行
事
」

を
受
け
て
い
る
。
保
教
は
下
社
の
他
の
神
官
四
家
や
社
人
に
も
こ
れ
を
伝
え
た
。

さ
ら
に
保
教
は
宝
永
四
年(1707)
、
伏
見
稲
荷
神
社
の
社
家
出
身
で
国
学
者
の
荷
田
春
満(1669-1736)

の
門
人
と
な
っ
た
。
保

教
は
春
満
に
懇
願
し
、
荷
田
家
に
伝
わ
る
「
解
除
之
法
」
や
「
太
玉
串
拝
」
を
授
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
行
法
を
求
め
て
こ
れ
を
中
興
す
る
動
き
は
、
む
し
ろ
寺
家
が
先
行
し
て
い
る
。
す
で
に
慶
長
三
年(1598)

に
は
俊
翁

(?-1618)

が
高
野
山
大
乗
院
に
て
八
千
枚
護
摩
供
に
関
す
る
聖
教
を
書
写
し143

、
十
七
世
紀
に
な
る
と
高
野
山
に
学
び
法
流
を
受
け
る

例
が
散
見
さ
れ
る
。
特
に
正
保
二
年(1645)

に
は
宥
晃(?-1655)

が
金
剛
頂
院
の
栄
範(1580-1676)

よ
り
中
院
流
引
摂
院
方
を

受
け
、
明
暦
四
年(1658)

と
万
治
二
年(1659)

に
は
憲
瑜(?-1671)

が
栄
範
よ
り
中
院
流
引
摂
院
方
お
よ
び
心
南
院
方
の
両
流
を

受
け
て
い
る
。
宥
晃
と
憲
瑜
は
下
神
宮
寺
に
お
け
る
密
教
法
流
の
中
興
と
さ
れ
、
後
に
歴
代
寺
務
へ
と
こ
れ
が
受
け
継
が
れ
た
。

た
だ
し
そ
の
間
に
寺
家
が
裕
福
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
十
七
世
紀
前
半
頃
よ
り
坊
中
は
困
窮
し
て
補
修
も
ま
ま
な
ら
ず
、
門

徒
の
統
廃
合
が
な
さ
れ
た
。
天
正
十
六
年(1588)

に
十
二
院
ほ
ど
あ
っ
た
門
徒
は
、
延
宝
七
年(1679)

の
時
点
で
四
院
に
減
少
し
て
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い
る
。
と
な
れ
ば
、
下
神
宮
寺
に
お
け
る
法
流
中
興
の
背
景
に
は
、
ま
さ
に
寺
家
の
停
滞
・
荒
廃
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

桃
井
保
教
に
よ
る
神
事
再
興
も
、
お
そ
ら
く
は
同
様
の
事
情
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
遡
れ
ば
戦
国
期
に
下
社
大
祝
の
金
刺
氏
が
滅
亡

し
、
ま
た
織
田
の
兵
火
に
よ
っ
て
社
殿
や
記
録
が
焼
失
し
、
社
家
の
退
転
も
あ
り
、
行
事
や
行
法
も
荒
廃
し
て
い
た
と
さ
れ
る144

。
お
そ

ら
く
社
家
に
と
っ
て
神
事
再
興
は
悲
願
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
江
戸
前
期
に
禰
宜
太
夫
家
を
中
興
し
た
志
津
野
與
政
が
、
延
宝
二

年(1674)

に
『
諏
訪
講
之
式
』
を
書
写
し
た
段
階
で
は
、
中
世
以
来
の
神
仏
習
合
に
よ
る
神
道
復
興
を
志
向
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
後
、禰
宜
太
夫
家
は
桃
井
氏
に
改
ま
る
が
、十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
に
桃
井
保
教
が
求
め
た
の
は
、新
し
い
神
道
で
あ
っ

た
。
桃
井
保
教
は
長
岡
為
麿
や
荷
田
春
満
な
ど
、
他
の
神
社
の
社
家
か
ら
積
極
的
に
祭
祀
の
行
法
を
受
け
て
い
る
。
彼
ら
の
先
進
的
な

教
え
を
も
と
に
、
保
教
は
下
社
の
神
事
を
再
興
し
た
の
で
あ
る
。

保
教
の
改
革
は
社
家
た
ち
に
受
け
継
が
れ
、
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
、
新
し
い
神
事
を
取
り
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
諸
堂
の
破

壊
や
仏
事
の
妨
害
な
ど
、
寺
家
へ
の
干
渉
や
排
撃
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
下
社
に
お
い
て
仏
教
を
排
斥
す
る
動
き
は
、
桃
井
保
教
に
端

を
発
す
る
神
道
改
革
と
と
も
に
、
す
で
に
江
戸
中
期
に
顕
在
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
よ
り
従
来
の
神
仏
習
合
が
す
べ

て
廃
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
は
明
治
維
新
ま
で
下
社
の
別
当
寺
は
存
在
す
る
が
、
社
家
と
寺
家
と
の
溝
は
よ
り
深
ま
っ
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
般
的
に
江
戸
期
を
通
じ
て
、
ま
ず
は
儒
学
者
さ
ら
に
は
国
学
者
が
排
仏
論
を
展
開
し
、
江
戸
末
期
の
平
田
篤
胤
に
な
る
と
、
仏

教
へ
の
排
撃
性
は
勢
い
を
増
す
と
さ
れ
る
。
確
か
に
幕
末
に
は
下
社
大
祝
の
金
刺
信
古
が
平
田
門
人
と
な
り
、
明
治
の
廃
仏
毀
釈
に
お

い
て
社
家
は
積
極
的
に
働
い
た
。
た
だ
し
本
草
案
の
訴
え
は
、
そ
れ
よ
り
百
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
長
岡
為
麿
の
吉
川
神
道
や

荷
田
春
満
の
復
古
神
道
の
影
響
に
よ
り
、
下
社
に
排
仏
思
想
が
受
容
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
寺
家
へ
の
干
渉
や
排
撃
に
ま
で
発
展

し
た
こ
と
は
、
ま
た
別
の
影
響
や
下
社
の
内
情
も
要
因
と
し
て
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
回
は
専
ら
寺
家
に
よ
る
訴
訟
を
取
り
上
げ
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た
が
、
社
家
の
文
書
を
精
査
す
る
の
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註
1

拙
論
「『
下
諏
方
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
附
山
内
之
門
徒
』
翻
刻
な
ら
び
に
解
題
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
〇
・
二
〇
一
七
年
）

2

仏
法
紹
隆
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
仏
法
紹
隆
寺
の
寺
歴
」https://buppou-syoryuji.jp/history/

（
二
〇
二
一
年
二
月
閲
覧
）

3

仏
法
紹
隆
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
古
文
書
・
聖
教
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」https://buppou-syoryuji.jp/database/kom

onjo/

（
二
〇
二
一
年
二
月
閲
覧
）

4

清
全
が
寛
保
二
年(1742)
に
誌
し
た
『
平
福
寺
起
立
書
』（
岡
谷
市
平
福
寺
蔵
）
に
よ
っ
た
。

5

石
井
良
助
『
続
近
世
民
事
訴
訟
法
史
』（
創
文
社
・
一
九
八
五
年
・
三
二
八
頁
）

6

『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』（『
神
道
大
系
』
論
説
編
二
・
真
言
神
道
（
下
）・
七
一
三
〜
八
二
七
頁
）

7

「
解
題
」（『
神
道
大
系
』
論
説
編
二
・
真
言
神
道
（
下
）・
四
〇
頁
）

8

下
諏
訪
町
誌
増
補
版
編
纂
審
議
会
『
増
訂
下
諏
訪
町
誌
』
上
（
甲
陽
書
房
・
一
九
八
五
年
・
九
七
四
〜
九
七
五
頁
）

9

細
野
正
夫
・
今
井
広
亀
『
中
洲
村
史
』（
中
洲
公
民
館
・
一
九
八
五
年
・
一
五
二
頁
）

10

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
の
近
世
史
』（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
七
一
七
頁
）

11

『
祝
詞
段
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
二
〇
頁
）

12

権
祝
本
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』（
今
井
広
亀
『
諏
方
大
明
神
畫
詞
』
下
諏
訪
町
博
物
館
・
一
九
七
九
年
・
三
二
頁
）

13

『
拾
菓
抄
』「
諏
方
効
験
」（『
早
歌
全
詩
集
〈
第
二
版
〉』
三
弥
井
書
店
・
二
〇
〇
八
年
・
二
三
二
頁
）

14

宮
坂
宥
勝
「
神
と
仏
の
融
合
─
密
教
思
想
か
ら
の
解
釈
─
」（『
御
柱
祭
と
諏
訪
大
社
』
筑
摩
書
房
・
一
九
八
七
年
・
一
六
二
頁
）
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15

『
往
生
講
式
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
八
四
・
八
八
二
頁
下
）

16

乾
克
己
「
往
生
講
式
研
究
序
説
」（『
和
洋
女
子
大
学
紀
要
〈
文
系
編
〉』
二
八
・
一
九
八
八
年
）

17

『
大
白
牛
車
御
消
息
』（『
平
成
新
編
日
蓮
大
聖
人
御
書
』
一
五
八
二
頁
）

18

『
三
角
柏
伝
記
』（『
両
部
神
道
集
』
真
福
寺
善
本
叢
刊
六
・
三
六
四
頁
）

19

伊
藤
聡
「
中
近
世
の
「
神
道
」」（
伊
藤
聡
・
吉
田
一
彦
編
『
宗
教
の
融
合
と
分
離
・
衝
突
〈
日
本
宗
教
史
３
〉』
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
二
〇
年
・
一
三
六
頁
）

20

遠
藤
純
一
郎
「
度
会
行
忠
所
帯
の
神
道
書
に
於
け
る
思
想
構
成
（
そ
の
３
）」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
二
・
二
〇
一
九
年
）

21

『
妙
法
蓮
華
経
』
五
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
九
・
四
二
頁
中
）
に
「
汝
等
諦
聴
、
如
来
秘
密
神
通
之
力
」
と
あ
る
。

22

『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
九
下
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
三
四
・
一
二
九
頁
下
）
に
「
神
通
之
力
者
、三
身
之
用
也
。
神
是
天
然
不
動
之
理
、即
法
性
身
也
。

通
是
無
壅
不
思
議
慧
、
即
報
身
也
。
力
是
幹
用
自
在
、
即
応
身
也
」
と
あ
る
。

23

『
自
行
略
記
』（『
恵
心
僧
都
全
集
』
五
・
五
九
七
〜
六
〇
二
頁
）

24

遠
藤
純
一
郎
「
度
会
行
忠
所
帯
の
神
道
書
に
於
け
る
思
想
構
成
（
そ
の
３
）」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
二
・
二
〇
一
九
年
）

25

『
諏
訪
講
之
式
』
の
写
本
は
、
桃
井
本
（
下
社
禰
宜
太
夫
桃
井
家
旧
蔵
・
延
宝
二
年(1674)

写
）、
大
祝
本
（
上
社
大
祝
家
旧
蔵
・
書
写
年
代
不
明
）、

神
ノ
原
本
（
上
神
宮
寺
旧
蔵
・
延
宝
二
年(1674)
写
）
の
三
本
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
に
桃
井
本
が
翻
刻
掲
載
さ
れ
る
。

ま
た
近
年
、
二
本
松
泰
子
氏
は
「『
諏
訪
信
重
解
状
』
の
新
出
本
と
『
諏
訪
講
之
式
』
─
大
祝
家
文
書
の
中
の
諏
訪
縁
起
─
」（
二
本
松
康
宏
編
『
諏

訪
信
仰
の
歴
史
と
伝
承
』
三
弥
井
書
店
・
二
〇
一
九
年
）
に
て
、
現
在
は
諏
訪
市
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
大
祝
本
Ａ
（
た
だ
し
序
お
よ
び
第
一
段
前

半
欠
損
）
を
翻
刻
紹
介
し
た
。
さ
ら
に
間
枝
遼
太
郎
氏
は
「
諏
訪
市
博
物
館
蔵
『
諏
訪
講
之
式
』
解
題
・
翻
刻
・
影
印
」（
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行

会
編
『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
四
〇
・
二
〇
二
〇
年
）
に
て
、
大
祝
本
の
欠
損
部
分
の
一
部
が
同
博
物
館
に
別
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
し
、
大
祝
本
Ｂ

（
序
お
よ
び
第
一
段
前
半
）の
翻
刻
と
大
祝
本
Ａ
お
よ
び
Ｂ
の
影
印
版
を
掲
載
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
で
欠
損
部
分
が
す
べ
て
補
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
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桃
井
本
と
比
較
し
て
部
分
的
な
欠
落
が
あ
る
。
ま
た
間
枝
氏
は
桃
井
本
と
大
祝
本
に
お
け
る
「
號
」
と
「
兮
」
の
異
同
か
ら
、
大
祝
本
の
方
が
古
態

を
留
め
る
と
す
る
。

26

下
社
に
伝
わ
っ
た
桃
井
本
『
諏
訪
講
之
式
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
二
五
〇
頁
）
に
よ
る
。

27

『
諏
訪
信
重
解
状
』
に
つ
い
て
は
、
奥
書
の
通
り
宝
治
三
年(1249)

の
成
立
と
す
る
説
か
ら
、『
諏
方
大
明
神
画
詞
』、『
諏
訪
大
明
神
講
式
』、『
神

道
集
』
な
ど
南
北
朝
期
成
立
の
説
話
と
の
前
後
関
係
を
論
ず
る
諸
説
が
あ
り
、
不
確
定
な
要
素
が
多
く
、
さ
ら
に
議
論
が
必
要
な
状
況
に
あ
る
と
さ

れ
る
。
前
掲
註
25
二
本
松
論
文
、
間
枝
論
文
に
詳
し
い
。

28

『
諏
訪
信
重
解
状
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
三
・
一
六
六
頁
）
に
「
御
誓
願
云
、
無
我
別
体
以
祝
為
御
体
、
欲
拝
我
者
、
須
見
祝
云
云
。
仍
以
神

字
与
給
祝
姓
」
と
あ
る
。

29

権
祝
本
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』（
今
井
広
亀
『
諏
方
大
明
神
畫
詞
』
下
諏
訪
町
博
物
館
・
一
九
七
九
年
・
八
四
頁
）」
に
「
祝
は
神
明
の
垂
迹
の
初
め
、

御
衣
を
八
歳
の
童
男
に
ぬ
き
ゝ
せ
給
て
大
祝
と
称
し
、
我
に
於
て
体
な
し
、
祝
を
以
て
体
と
す
と
神
勅
あ
り
け
り
。
是
れ
則
ち
御
衣
祝
有
員
、
神
氏

の
始
祖
也
」
と
あ
る
。

30

金
井
典
美
「
金
沢
文
庫
古
書
「
陬
波
御
記
文
」
と
「
陬
波
私
注
」」（
同
『
諏
訪
信
仰
史
』
名
著
出
版
・
一
九
八
二
年
・
一
六
二
〜
一
九
一
頁
）

31

『
諏
訪
講
之
式
』（
桃
井
本
）（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
二
五
〇
頁
）。
た
だ
し
「
用
神
字
為
者
姓
」
は
、
前
掲
註
25
間
枝
論
文
に
掲
載
の
大
祝
本

Ｂ
の
影
印
版
に
従
い
、「
用
神
字
為
姓
者
」
に
改
め
た
。

32

「
神み

わ

氏
」
は
上
社
大
祝
家
で
あ
っ
た
諏
訪
氏
の
姓
で
あ
る
。
前
掲
註
29
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
に
あ
る
よ
う
に
「
有
員
」
を
神
氏
の
始
祖
と
す
る
。

神
氏
と
い
う
姓
が
報
身
と
さ
れ
る
の
は
、一
般
に
法
身
は
無
始
無
終
、報
身
は
有
始
無
終
、応
身
は
有
始
有
終
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
大
祝
は
没
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
神
氏
の
姓
は
有
員
を
始
祖
と
し
て
、
無
終
に
受
け
継
が
れ
る
と
の
願
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
実
際
に
上
社
の
大
祝
家
は
中
世
以
降
そ
の
地
位
が
確
立
し
、
ほ
ぼ
世
襲
に
よ
っ
て
大
祝
を
輩
出
し
、
明
治
維
新
に
至
る
ま
で
権
威
と
伝
統
を
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保
持
し
て
い
た
。

33

権
祝
本
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』（
今
井
広
亀
『
諏
方
大
明
神
畫
詞
』
下
諏
訪
町
博
物
館
・
一
九
七
九
年
・
八
一
〜
八
二
頁
）

34

桃
井
本
『
諏
訪
講
之
式
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
二
四
七
頁
）

35

桃
井
本
『
諏
訪
講
之
式
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
二
五
〇
頁
）

36

桃
井
本
『
諏
訪
講
之
式
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
二
五
〇
頁
）

37

『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
一
（『
神
道
大
系
』
論
説
編
二
・
真
言
神
道
（
下
）・
七
一
三
〜
七
二
四
頁
）

38

伊
藤
聡
「
中
近
世
の
「
神
道
」」（
伊
藤
聡
・
吉
田
一
彦
編
『
宗
教
の
融
合
と
分
離
・
衝
突
〈
日
本
宗
教
史
３
〉』
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
二
〇
年
・

一
三
九
〜
一
四
三
頁
）

39

森
和
也
『
神
道
・
儒
教
・
仏
教
─
江
戸
思
想
史
の
な
か
の
三
教
─
』（
ち
く
ま
新
書
・
二
〇
一
八
年
・
七
六
頁
）

40

『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
二
（『
神
道
大
系
』
論
説
編
二
・
真
言
神
道
（
下
）・
七
四
〇
〜
七
四
一
頁
）

41

『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
五
（『
神
道
大
系
』
論
説
編
二
・
真
言
神
道
（
下
）・
七
八
九
〜
七
九
一
頁
）

42

『
両
部
神
道
二
図
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
五
・
一
八
九
〜
一
九
三
頁
）

43

森
和
也
「
排
仏
論
・
護
法
論
・
三
教
一
致
論
─
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
─
」（
伊
藤
聡
・
吉
田
一
彦
編
『
宗
教
の
融
合
と
分
離
・
衝
突
〈
日
本
宗
教
史
３
〉』

吉
川
弘
文
館
・
二
〇
二
〇
年
・
二
二
七
〜
二
三
一
頁
）

44

『
両
部
神
道
立
派
口
決
鈔
』
二
（『
神
道
大
系
』
論
説
編
二
・
真
言
神
道
（
下
）・
七
四
二
〜
七
四
四
頁
）

45

石
川
真
弘
「
両
部
神
道
二
図
の
伝
授
に
つ
い
て
─
宗
祇
・
恵
俊
・
肖
柏
・
切
臨
・
西
武
・
慶
安
の
系
譜
─
」（『
密
教
文
化
』
五
六
・
一
九
六
一
年
）

46

袴
谷
憲
昭
「
宣
長
の
仏
教
批
判
雑
考
」（『
駒
澤
大
學
佛
教
學
論
集
』
一
六
・
一
九
八
五
年
）

47

『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』（『
神
道
大
系
』
論
説
編
八
・
卜
部
神
道
（
上
）・
五
七
頁
）
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48

森
和
也
『
神
道
・
儒
教
・
仏
教
─
江
戸
思
想
史
の
な
か
の
三
教
─
』（
ち
く
ま
新
書
・
二
〇
一
八
年
・
八
〇
〜
八
九
頁
）

49

藤
本
誠
「
古
代
の
説
法
・
法
会
と
人
々
の
信
仰
」（
伊
藤
聡
・
佐
藤
文
子
編
『
日
本
宗
教
の
信
仰
世
界
〈
日
本
宗
教
史
５
〉』
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
二
〇
年
・

六
五
頁
）

50

小
椋
嶺
一
「
近
世
文
学
と
仏
教
思
想
─
『
清
水
物
語
』
の
創
作
意
識
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
研
究
紀
要
』

一
五
・
二
〇
〇
二
年
）

51

三
浦
周
行
「
後
光
明
天
皇
と
朝
山
意
林
庵
」『
歴
史
と
人
物
』（
東
亜
堂
書
房
・
一
九
一
六
年
・
六
二
〇
〜
六
四
七
頁
）

52

安
藤
良
平
「
江
戸
時
代
初
期
の
朝
幕
周
旋
に
つ
い
て
─
藤
堂
高
虎
と
南
光
坊
天
海
─
」（『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
六
・
一
九
七
三
年
）

53

『
清
水
物
語
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〈『
仮
名
草
子
集
』〉』
七
四
・
一
八
九
〜
一
九
二
頁
）

54

寛
永
年
末
頃
に
刊
行
さ
れ
た
と
さ
れ
る『
祇
園
物
語
』に「
京
や
い
な
か
の
人
々
に
、二
三
千
と
を
り
も
売
申
せ
し
也
」と
あ
る
。
ま
た
柳
沢
昌
紀「『
清

水
物
語
』
の
出
版
を
め
ぐ
っ
て
」（『
芸
文
研
究
』
六
一
・
一
九
九
二
年
）
は
、『
清
水
物
語
』
諸
本
の
版
種
を
分
類
整
理
し
、「
確
か
に
当
代
に
好
評
を

博
し
た
書
物
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。

55

小
椋
嶺
一
「
近
世
文
学
と
仏
教
思
想
─
『
清
水
物
語
』
の
創
作
意
識
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
研
究
紀
要
』

一
五
・
二
〇
〇
二
年
）

56

伊
藤
聡
「
大
日
本
国
説
に
つ
い
て
」（『
日
本
文
学
』
五
〇
・
二
〇
〇
一
年
）

57

『
宀
一
山
秘
密
記
』（
善
通
寺
蔵
・
函
号
一
─
二
三
・
一
丁
オ
）、
伊
藤
聡
「
天
照
大
神
・
空
海
同
體
説
を
巡
っ
て
─
特
に
三
寶
院
流
を
中
心
と
し
て
─
」

（『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』
一
二
・
一
九
九
五
年
）

58

伊
藤
聡
「『
日
諱
貴
本
紀
』
に
つ
い
て
─
そ
の
翻
刻
と
解
題
─
」（『
古
典
遺
産
』
四
四
・
一
九
九
四
年
）

59

『
神
道
由
来
記
』（『
神
道
叢
説
』・
国
書
刊
行
会
・
一
九
一
一
年
・
一
頁
）
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60

「
笛
の
巻
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〈『
舞
の
本
』〉』
五
九
・
二
九
八
頁
）

61

伊
藤
聡「
大
日
本
国
説
に
つ
い
て
」（『
日
本
文
学
』五
〇
・
二
〇
〇
一
年
）、黒
田
智「
勝
軍
地
蔵
と「
日
輪
御
影
」」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

一
〇
九
・
二
〇
〇
四
年
）

62

『
三
輪
物
語
』
一
（
宮
崎
道
生
『
自
筆
本
三
輪
物
語
』
三
輪
明
神
大
神
神
社
・
一
九
九
一
年
・
七
〜
九
頁
）
に
「
や
れ
た
る
狩
衣
着
た
る
祢
宜
云
、

本
朝
は
三
界
の
根
源
に
し
て
、
神
明
を
以
て
元
祖
と
す
。
神
明
は
宇
宙
の
宗
廟
也
。
我
国
開
闢
の
は
し
め
、
天
地
と
共
に
神
明
あ
ら
は
れ
給
へ
り
。

故
に
国
を
神
国
と
い
ひ
、
道
を
神
道
と
云
。
三
国
は
三
光
の
国
也
。
天
竺
を
は
月
神
の
つ
か
さ
と
り
ま
し
ま
す
故
に
、
月
氏
国
と
い
ふ
。
唐
は
星
神

の
掌
り
ま
し
ま
す
故
に
、
震
旦
と
云
。
我
国
は
日
神
の
つ
か
さ
と
り
ま
し
ま
す
故
に
、
日
本
と
云
。
月
星
は
日
光
の
分
附
な
り
。
故
に
二
国
は
我
国

の
末
流
也
。
千
界
の
源
、
万
国
の
本
は
、
我
国
也
」
と
あ
る
。

63

宮
崎
道
生
『
自
筆
本
三
輪
物
語
』（
三
輪
明
神
大
神
神
社
・
一
九
九
一
年
・
六
四
六
頁
）

64

『
下
諏
方
社
例
記
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
一
・
四
五
〇
頁
）
に
「
有
二
八
千
矛
神
社
、
下
大
明
神
社
、
兒
宮
、
虚
空
蔵
堂
一
」
と
あ
る
。

65
『
下
神
宮
寺
起
立
書
』（
拙
論「『
下
諏
方
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
附
山
内
之
門
徒
』翻
刻
な
ら
び
に
解
題
」『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』

一
〇
・
二
〇
一
七
年
）
に
「
本
地
大
満
虚
空
蔵
尊
一
宇
古

へ
求
聞
持
堂
ア
リ
。
今
時
退
転
セ
リ
」
と
あ
る
。

66

「
下
諏
訪
神
社
祭
事
式
」（
下
諏
訪
町
誌
増
補
版
編
纂
審
議
会
『
増
訂
下
諏
訪
町
誌
』
上
・
甲
陽
書
房
・
一
九
八
五
年
・
一
一
〇
一
頁
）
に
「
山
上

有
二
三
社
一
、
中
武
御
名
方
命
、
左
八
矛
命
、
右
社
兒
宮
也
。
又
左

ノ
山

ニ
有
二
大
元
尊
神

ノ
社
一
」
と
あ
る
。

67

『
日
本
書
紀
』
二
一
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
一
二
二
頁
）

68

今
堀
太
逸
「
中
世
の
太
子
信
仰
と
神
祇
─
醍
醐
寺
蔵
「
聖
徳
太
子
伝
記
」
を
中
心
に
し
て
─
」（『
鷹
陵
史
学
』
八
・
一
九
八
二
年
）

69

『
豊
葦
原
神
和
紀
』
下
（『
神
道
大
系
』
総
説
編
三
・
天
台
神
道
（
上
）・
二
二
三
頁
）

70

『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』（『
日
本
思
想
大
系
』
一
九
・
二
三
四
頁
）
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71

『
鼻
帰
書
』（『
神
道
大
系
』
論
説
編
二
・
真
言
神
道
（
下
）・
五
一
〇
頁
）

72

『
旧
事
本
紀
玄
義
』（『
神
道
大
系
』
総
説
編
・
天
台
神
道
（
上
）・
六
九
頁
）

73

森
瑞
枝
「
吉
田
神
道
の
根
本
枝
葉
花
実
説
再
考
」（
伊
藤
聡
編
『
中
世
神
話
と
神
祇
・
神
道
世
界
〈
中
世
文
学
と
隣
接
諸
学
３
〉』
竹
林
舎
・
二
〇
一
一
年
）

74

た
だ
し
本
草
案
と
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
の
原
文
を
比
較
す
る
と
、「（
本
草
案
）
彼
の
三
教
は
皆
是
れ
神
道
の
末
葉
な
り
」、「（
原
文
）
彼
の
二

教
は
皆
是
れ
神
道
の
分
化
也
」
と
相
違
が
あ
る
。

75

『
日
本
書
紀
』
六
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
上
・
一
八
四
〜
一
八
五
頁
）

76

『
造
伊
勢
二
所
太
神
宮
宝
基
本
紀
』（『
神
道
大
系
』
論
説
編
五
・
伊
勢
神
道
（
上
）・
五
三
頁
）

77

『
豊
葦
原
神
和
紀
』
下
（『
神
道
大
系
』
総
説
編
三
・
天
台
神
道
（
上
）・
二
二
二
頁
）

78

久
保
田
収『
中
世
神
道
の
研
究
』（
神
道
史
学
会	

一
九
五
九
年
・
一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
）、田
村
芳
朗「
本
覚
思
想
と
神
道
理
論
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』

二
八
（
一
）・
一
九
七
九
年
）

79

高
橋
美
由
紀
『
伊
勢
神
道
の
成
立
と
展
開
』（
大
明
堂
・
一
九
九
二
年
・
四
〜
五
頁
）

80

『
神
祇
正
宗
』（『
続
群
書
類
従
』
三
上
・
六
七
〜
六
八
頁
）
に
「
人
皇
十
一
代
垂
仁
二
十
六
年
十
一
月
卯
日
新
嘗
之
夜
、天
照
太
神
倭
姫
ニ
託
シ
テ
曰
、

名
謹
無
怠
当
明
聴
、
於
神
代
者
人
心
清
浄
而
正
真
也
。
故
無
諸
罪
咎
。
然
従
地
神
末
万
民
心
穢
。
故
根
国
底
国
吟
。
依
之
西
天
真
人
変
天
照
太
神
随

機
説
法
。
彼
語
為
来
故
神
明
止
託
宣
譲
如
来
化
神
説
託
。
此
神
託
宣
化
導
譲
西
教
、
彼
仏
経
文
利
益
顕
神
明
矣
」
と
あ
る
。

81

『
燿
天
記
』（『
続
群
書
類
従
』
二
下
・
六
一
〇
頁
）

82

『
渓
嵐
拾
葉
集
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
七
六
・
五
一
一
頁
中
）

83

『
豊
葦
原
神
和
紀
』
下
（『
神
道
大
系
』
総
説
編
・
天
台
神
道
（
上
）・
二
二
三
頁
）

84

『
悲
華
経
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
三
・
一
六
七
〜
二
三
二
頁
）
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85

『
大
陀
羅
尼
末
法
中
一
字
心
呪
経
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
九
・
三
一
六
頁
中
）

86

『
大
乗
悲
分
陀
利
経
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
三
・
二
七
〇
頁
上
〜
下
）

87

三
崎
良
周
「
神
仏
習
合
思
想
と
悲
華
経
」（
同
『
密
教
と
神
祇
思
想
』
創
文
社
・
一
九
九
一
年
）

88

『
悲
華
経
』
六
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
三
・
二
〇
九
頁
上
）
に
「
般
涅
槃
後
、
流
布
舍
利
、
如
是
示
現
種
種
佛
事
、
悉
皆
遍
滿
如
是
百
億
諸
四
天
下
」

と
あ
る
。

89

『
日
本
書
紀
』
二
一
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
一
二
五
〜
一
二
七
頁
）

90

『
日
本
書
紀
』
二
一
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
一
二
六
〜
一
二
七
頁
）

91

坂
本
太
郎
・
家
長
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
『
日
本
書
紀
下
』（
岩
波
書
店
・
一
六
〇
頁
）

92	

今
上
天
皇
の
即
位
で
は
金
剛
峯
寺
に
て
令
和
二
年(2020)

十
一
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
に
大
元
帥
御
修
法
が
行
わ
れ
た
（『
中
外
日
報
』

二
〇
二
〇
年
十
二
月
二
日
号
）。
ま
た
令
和
三
年(2021)

に
は
醍
醐
寺
で
も
予
定
さ
れ
る
と
い
う
（『
文
化
時
報
プ
レ
ミ
ア
ム
』「
総
本
山
醍
醐
寺
大

元
帥
法
の
伝
授
に
必
須
で
」https://bunkajiho.co.jp/blog/

二
〇
二
一
年
二
月
閲
覧
）。

93

駒
井
匠
「
宇
多
上
皇
の
出
家
に
関
す
る
政
治
史
的
考
察
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
五
五
（
一
）・
二
〇
一
二
年
）

94

『
御
成
敗
式
目
』（『
群
書
類
従
』
二
二
・
一
頁
）

95

森
和
也
『
神
道
・
儒
教
・
仏
教
─
江
戸
思
想
史
の
な
か
の
三
教
─
』（
ち
く
ま
新
書
・
二
〇
一
八
年
・
二
九
九
頁
）

96

拙
論
「『
下
諏
方
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
附
山
内
之
門
徒
』
翻
刻
な
ら
び
に
解
題
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
〇
・
二
〇
一
七
年
）

97

『
拾
菓
抄
』「
諏
方
効
験
」（『
早
歌
全
詩
集
〈
第
二
版
〉』（
三
弥
井
書
店
・
二
〇
〇
八
年
・
二
三
一
〜
二
三
二
頁
）

98

権
祝
本
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』（
今
井
広
亀
『
諏
方
大
明
神
畫
詞
』
下
諏
訪
町
博
物
館
・
一
九
七
九
年
・
八
九
〜
九
〇
頁
）

99

宮
坂
宥
勝
『
照
光
寺
誌
』（
照
光
寺
誌
刊
行
会
・
一
九
八
五
年
・
一
九
五
〜
一
九
六
頁
）。
現
在
は
岡
谷
市
照
光
寺
に
遷
さ
れ
、
脇
侍
の
不
動
明
王
、
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毘
沙
門
天
と
と
も
に
岡
谷
市
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
。

100

織
田
顕
行
「
岡
谷
・
平
福
寺
阿
弥
陀
如
来
坐
像
に
つ
い
て
」（『
飯
田
市
美
術
博
物
館
研
究
紀
要
』
九
・
一
九
九
九
年
）。
岡
谷
市
平
福
寺
に
遷
さ
れ
、

長
野
県
宝
に
指
定
さ
れ
る
。

101

「
木
造
大
日
如
来
坐
像
」（『
信
濃
史
料
』
一
〇
・
二
頁
）。
た
だ
し
編
者
は
「
コ
ノ
造
像
銘
、ナ
ホ
研
究
ノ
餘
地
ア
レ
ド
モ
、姑
ク
コ
コ
ニ
揚
グ
」
と
す
る
。

岡
谷
市
照
光
寺
に
遷
さ
れ
、
岡
谷
市
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
。

102

『
改
訂
下
諏
訪
町
の
文
化
財
』（
下
諏
訪
町
教
育
委
員
会
・
二
〇
〇
三
年
・
四
八
頁
）。
下
諏
訪
町
敬
愛
社
に
遷
さ
れ
、下
諏
訪
町
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
。

103

「
棟
札
銘
写
」（『
信
濃
史
料
』
一
四
・
六
五
〜
六
六
頁
）、「
棟
札
銘
写
」（『
信
濃
史
料
』
一
四
・
九
一
〜
九
三
頁
）

104

「
棟
札
銘
写
」（『
信
濃
史
料
』
一
四
・
一
九
二
〜
一
九
四
頁
）

105

渡
邉
匡
一
「
真
言
宗
以
前
─
諏
訪
に
お
け
る
鎌
倉
〜
南
北
朝
期
の
寺
院
展
開
─
」（
福
田
晃
・
徳
田
和
夫
・
二
本
松
康
宏
編
『
諏
訪
信
仰
の
中
世
─
神
話
・

伝
承
・
歴
史
─
』
三
弥
井
書
店
・
二
〇
一
五
年
）

106

「
棟
札
銘
写
」（『
信
濃
史
料
』
一
四
・
九
一
頁
）

107

『
下
諏
方
社
例
記
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
一
・
四
五
五
〜
四
五
六
頁
）

108

「
雪
村
大
和
尚
行
道
記
」（『
信
濃
史
料
』
四
・
四
九
一
〜
四
九
二
頁
）

109

「
銅
鐘
」（『
信
濃
史
料
』
六
・
四
九
〇
〜
四
九
一
頁
）。
慈
雲
寺
に
現
存
し
、
長
野
県
宝
に
指
定
さ
れ
る
。

110

「
矢
嶋
文
書
」（『
信
濃
史
料
』
八
・
二
四
九
頁
）

111

「
守
矢
満
實
書
留
」（『
信
濃
史
料
』
九
・
三
〇
二
頁
）

112

「
春
秋
之
宮
造
営
之
次
第
」（『
信
濃
史
料
』
九
・
四
五
五
頁
）

113

「
銅
製
八
稜
鏡
」（『
信
濃
史
料
』
一
〇
・
四
一
頁
）。
諏
訪
大
社
に
現
存
し
、
下
諏
訪
町
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
。
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114

『
諏
訪
大
明
神
深
秘
御
本
事
大
事
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
五
・
四
一
八
〜
四
三
二
頁
）

115

渡
辺
世
祐
『
諏
訪
史
』
三
（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
五
四
年
・
二
六
〇
〜
二
六
一
頁
）

116

「
小
林
健
一
氏
所
蔵
文
書
」（『
信
濃
史
料
』
一
一
・
四
五
〇
頁
）

117

「
新
海
三
社
神
社
文
書
」（『
信
濃
史
料
』
一
一
・
五
三
七
〜
五
三
八
頁
）

118

「
桃
井
文
書
」（『
信
濃
史
料
』
一
二
・
五
六
六
〜
五
六
七
頁
）

119

「
小
林
文
書
」（『
信
濃
史
料
』
一
三
・
二
二
一
〜
二
二
二
頁
）

120

「
建
御
名
方
富
命
彦
神
別
神
社
文
書
」（『
信
濃
史
料
』
一
四
・
四
四
二
頁
）

121

「
桃
井
文
書
」（『
信
濃
史
料
』
一
八
・
一
四
八
頁
）

122

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
の
近
世
史
』（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
六
七
二
頁
）

123

幡
鎌
一
弘
「
十
七
世
紀
中
葉
に
お
け
る
吉
田
家
の
活
動
─
確
立
期
と
し
て
の
寛
文
期
─
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
四
八
・
二
〇
〇
八

年
）

124

桃
井
本
『
諏
方
講
之
式
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
二
五
二
頁
）。
本
書
は
下
社
禰
宜
太
夫
桃
井
家
に
伝
わ
っ
た
た
め
「
桃
井
本
」
と
い
う
が
、

禰
宜
太
夫
家
は
初
め
は
志
津
野
氏
と
い
い
、
宝
永
・
正
徳
の
頃
に
桃
井
氏
に
改
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
鷲
尾
順
敬
「
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件

調
査
報
告
」（『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
五
・
名
著
出
版
・
一
九
八
三
年
・
四
七
九
〜
四
八
〇
頁
）

125

『
下
諏
方
社
例
記
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
一
・
四
四
九
〜
四
五
七
頁
）

126

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
の
近
世
史
』（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
六
七
二
頁
）

127

『
名
古
屋
市
史
寺
社
編
』（
名
古
屋
市
役
所
・
一
九
一
五
年
・
一
四
七
〜
一
四
八
頁
）

128

徳
橋
達
典
『
吉
川
神
道
思
想
の
研
究
─
吉
川
惟
足
の
神
代
巻
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
─
』（
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
一
三
年
・
一
二
頁
）
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129

『
名
古
屋
市
史
寺
社
編
』（
名
古
屋
市
役
所
・
一
九
一
五
年
・
一
四
八
頁
）

130

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
の
近
世
史
』（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
六
七
二
頁
）

131

新
田
惠
三
「
吉
田
神
道
三
壇
行
事
の
構
成
と
加
行
」（『
皇
學
館
論
叢
』
五
二
（
六
）・
二
〇
一
九
年
）

132

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
の
近
世
史
』（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
六
七
二
頁
）

133

根
岸
茂
夫
『
荷
田
春
満
門
人
一
覧
稿
／
宝
永
四
年
荷
田
春
満
日
次
記
／
享
保
十
年
羽
倉
信
名
日
記
』
國
學
院
大
學
文
学
部
・
二
〇
〇
九
年
）
に
所
収

の
松
本
久
史
「
荷
田
春
満
門
人
一
覧
稿
」
の
「
Ⅰ
門
人
」
の
覧
に
「
宝
永
四
年
四
月
十
二
日
／
桃
井
保
教
」
と
あ
る
。
ま
た
同
書
所
収
の
松
本
久
史
「
宝

永
四
年
荷
田
春
満
日
次
記
」
に
「（
四
月
）
十
二
日
晴
、
午
の
時
比
に
信
濃
国
下
諏
訪
の
大
禰
宜
来
り
て
、
わ
か
門
人
と
な
る
へ
き
ち
か
ひ
書
の
列
に

い
れ
り
」「
十
九
日
晴
、
下
諏
訪
大
禰
宜
来
り
ま
な
へ
り
」「
廿
八
日
雨
猶
ふ
る
、
諏
訪
大
禰
宜
保
教
来
れ
り
、
日
こ
ろ
わ
か
家
の
解
除
の
法
正
し
き

よ
し
を
伝
へ
き
ゝ
て
、
こ
れ
を
授
け
よ
と
い
へ
と
も
、
今
わ
れ
そ
の
つ
か
さ
に
あ
ら
す
、
か
ゝ
る
こ
と
わ
さ
ハ
そ
の
つ
か
さ
よ
り
授
け
つ
か
る
そ
よ

き
と
い
な
ひ
ぬ
れ
と
、
し
ゐ
て
請
へ
る
に
ハ
の
か
れ
か
た
く
て
授
け
あ
た
へ
ぬ
、
兼
ね
て
太
玉
串
の
拝
ミ
も
わ
が
家
の
法
を
う
け
つ
く
へ
く
い
へ
ハ
、

お
な
し
く
四
拝
の
こ
と
つ
た
へ
畢
ぬ
」「（
五
月
）
卅
日
晴
、
下
諏
訪
大
禰
宜
来
れ
り
」
と
あ
る
。
こ
の
日
記
を
も
と
に
根
岸
茂
夫
『
荷
田
春
満
年
譜

稿
寛
文
十
一
年
羽
倉
信
詮
日
記
』（
國
學
院
大
學
文
学
部
・
二
〇
〇
八
年
・
一
六
頁
）
は
春
満
が
「
諏
訪
大
禰
宜
保
教
に
荷
田
家
解
除
法
・
荷
田
家
太

玉
串
拝
を
伝
授
」
し
た
と
す
る
。

134

森
和
也
『
神
道
・
儒
教
・
仏
教
─
江
戸
思
想
史
の
な
か
の
三
教
─
』（
ち
く
ま
新
書
・
二
〇
一
八
年
・
一
一
九
頁
）

135

松
本
久
史
『
荷
田
春
満
の
国
学
と
神
道
史
』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
五
年
・
九
五
〜
一
〇
〇
頁
）

136

『
祝
詞
段
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
二
〇
七
〜
二
〇
八
頁
）。『
祝
詞
段
』
と
と
も
に
「
嘉
禎
の
旧
記
」
と
さ
れ
た
『
諸
社
勧
請
段
』（『
復
刻

諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
一
七
三
〜
一
七
四
頁
）
や
『
根
源
記
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
二
二
六
頁
）
に
も
同
様
の
文
句
が
あ
る
。

137

『
大
学
』（『
新
釈
漢
文
大
系
』
二
・
四
四
頁
）
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138

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
の
近
世
史
』（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
一
七
〇
〜
一
七
四
頁
）

139

「
下
諏
訪
神
社
祭
事
式
」（『
増
訂
下
諏
訪
町
誌
』
上
・
甲
陽
書
房
・
一
九
八
五
年
・
一
〇
九
〇
頁
、
一
一
〇
二
頁
）
に
遷
座
祭
に
つ
い
て
「
神
楽
男

八
乙
女
奏

ス
二
神
楽

ヲ
一
、
大
祝
五
官
祝
若
宮
祝
宮
津
子
祝
各
騎
馬

ニ
テ

供
奉
、
社
僧
神
宮
寺
観
照
寺
三
精
寺

ハ
神
輿
着
御
時
於
二
廻
廊
一
有
二
読
経
一
」
と
あ

る
。
ま
た
御
射
山
祭
に
つ
い
て
も
「
社
僧
同
日
登
山
毎
時
読
経

ス
」「
社
僧
於

テ
二
神
前
読
経
畢

テ
下
山

ス
」
と
あ
り
、
社
僧
の
出
仕
が
確
認
さ
れ
る
。

140

鷲
尾
順
敬
「
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
」（『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
五
・
名
著
出
版
・
一
九
八
三
年
・
四
五
六
〜
四
五
七
頁
、

四
六
七
頁
）

141

鷲
尾
順
敬
「
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
」（『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
五
・
名
著
出
版
・
一
九
八
三
年
・
四
五
六
〜
四
六
一
頁
）

142

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
の
近
世
史
』（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
六
七
三
〜
六
七
四
頁
）

143

「
八
千
枚
表
白
并
結
願
作
法
」「
八
千
枚
日
記
」「
八
千
枚
故
実
」「
八
千
枚
次
第
」（『
信
濃
史
料
』
一
八
・
三
〇
〇
〜
三
〇
一
頁
）

144

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
の
近
世
史
』（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
六
七
二
頁
）

〈
付
記
〉
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
と
利
用
に
あ
た
り
、
仏
法
紹
隆
寺
住
職
・
岩
崎
宥
全
師
よ
り
多
大
な
る
御
高
配
と
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
翻
刻

に
際
し
ま
し
て
は
仏
法
寺
古
文
書
研
究
会
の
調
査
成
果
を
参
考
と
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
諏
訪
大
社
、
下
神
宮
寺
、
神
仏
習
合
、
神
仏
分
離
、
廃
仏
毀
釈
、
桃
井
保
教
、
長
岡
為
麿
、
荷
田
春
満
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【
翻
刻
】
諏
訪
市
仏
法
紹
隆
寺
蔵
『
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
』

［
凡
例
］

底
本
は
諏
訪
市
仏
法
紹
隆
寺
蔵
『
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
』
一
冊
（
整
理
番
号A-30

）
で
あ
る
。
文
字
表
記
の
旧
字
・

異
体
字
・
略
字
・
合
字
・
変
体
仮
名
な
ど
は
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
改
行
・
割
注
・
闕
字
・
送
り
仮
名
・
振
り
仮
名
・

返
り
点
な
ど
は
底
本
に
従
っ
た
。
改
丁
は	

」
を
も
っ
て
示
し
、【	

」
1
オ
】
の
よ
う
に
丁
数
な
ら
び
に
表
裏
を
記
し
た
。

［
翻
刻
］

	

下
社

	

神
宮
寺

	

観
照
寺

	

三
精
寺

当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案	

」
表
紙
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謹
而
奉
言
上
両
部
神
道
伝
来
之
事

一　

当
社
両
部
神
道
は
元
祖　

聖
徳
太
子
一
品
舎
人
親
王

儒
仏
神
兼
覚
兼
用
之
宗
派
に
就
て
密
宗
開
祖

弘
法
大
師　

勅
許
を
蒙
り
三
教
一
貫
両
部
習
合
神
道

を
以
当
社
神
道
行
事
建
立
よ
り
以
来
本
地
垂
跡

和
光
同
塵
之
威
光
を
倍
増
し
玉
ふ
故
に
海
岸
孤
絶
山

法
性
院
神
宮
密
寺
を
建
立
し
本
地
千
手
大
士
を
安

置
し
鳥
居
を
初
神
殿
仏
閣
悉
く
両
部
神
道
之
表

示
を
以
造
立
し
兼
学
兼
用
之
神
道
国
祷
之

勅
願
所
也
是
を
以
両
部
神
道
之　

勅
号
正
一
位
南	

」
1
オ

宮
法
性
大
明
神
と
申
奉
事　

後
奈
良
院
御
宸
翰

明
白
に
御
座
候
法
性
之
二
字
両
部
之
宝
号
た
る
事
諏

方
法
性
講

之
式
現
文
明
白
に
御
座
候
依
て
兼
学
兼
用

両
部
大
内
神
道
之
由
来
大
略
言
上
奉
り
候
拠
証
に

曰
両
部
習
合
神
道
は
弘
法
大
師
金
剛
胎
蔵
両
部

之
宗
派
に
依
て
両
部
神
道
之　

勅
号
を
下
し
給

と
い
へ
と
も
根
本　

聖
徳
太
子
兼
学
兼
用
之
神
道
也

故
に　

勅
号
之
意
は
神
道
仏
道
之
両
部
也
と
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相
伝
仕
候
中
古
儒
門
之
輩
神
道
儒
道
一
致
と
為
し

唯
一
神
道
と
称
号
仕
候
得
共
是
は
少
同
大
略
之
儀	

」
1
ウ

御
座
候
其
子
細
は
唯
一
儒
門
は
九
識
十
識
本
覚
法

身
地
を
し
ら
す
無
極
に
し
て
芽
を
含
む
八
識
阿
頼

耶
之
無
念
無
相
を
以
太
元
と
し
人
死
て
元
気
之

元
に
帰
る
故
無
始
無
終
不
変
常
住
之
神
代

な
り
と
建
立
し
未

タ
八
識
は
太
元
尊
神
に
し
て

真
如
之
変
動
一
世
界
之
始
流
転
之
初
発
な
る

事
を
し
ら
す
候
精
儀
は
短
書
に
難
申
上
候
依
之

弘
法
大
師
親
あ
た
り　

聖
徳
太
子
舎
人
親
王
之
餘
流

を
汲
て
儒
仏
神
三
教
之
学
者
を
し
て
高
天
原

に
留
め
阿
字
本
分
之
都
本
覚
之
如
来
地
に	

」
2
オ

帰
せ
し
め
ん
と
欲
し
て
此
理
を
明
し
儒
仏
神
習
合

一
貫
之
神
道
二
図
を
記
し
上
皇
え
奏
し
奉
る

依
之
人
皇
五
十
二
代　

嵯
峨
天
皇
両
部
神
道
之
勅

号
弘
法
大
師
に
下
し
給
ふ
し
か
り
と
い
へ
と
も
人
皇
三

十
二
代　

用
明
天
皇
之
御
宇　

聖
徳
太
子
神
聖
之
徳

に
依
て
三
才
之
源
を
観
察
し
三
界
之
起
り
に
了
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達
し
玉
ふ
故
経
論
文
字
始
て
漢
字
に
記
し
旧

事
本
紀
十
巻
を
撰

聖
徳
太
子
与
蘇
我
馬
子
二
人　
　

之
所
撰
と
い
へ
と
も
太
子
撰
ト
云
是
神
書

之
始
也
此
元
祖　

聖
徳
太
子
神
道
儒
道
仏
道
兼
学
兼

用
な
り
其
後
人
皇
四
十
三
代　

元
明
天
皇
御
宇	

」
2
ウ

勅
を
奉
和
銅
年
中
正
五
位
上
太
朝
臣
安
麻
呂

神
八
井
耳

尊
之
後
胤

古
事
記
二
巻
を
撰
人
皇
四
十
四
代　

元
正
天
皇
養
老

年
中
に
一
品
舎
人
親
王

人
皇
四
十
代
天
武
天
皇
第
三
之
皇
子

な
り
後
諡
崇
道
尽
敬
皇
帝
と
号　

日
本
紀
を
撰

舎
人
親
王
与
安
麻
呂
承
勅　
　
　

集
撰
す
と
い
へ
と
も
舎
人
撰
と
云
右
旧
事
紀
古

事
記
之
二
部
を
以
神
代
巻
を
作
首
巻
に
置
是

神
道
三
部
之
書
と

申
相
伝
仕
候
此
外
神
道
之
古
書

無
御
座
義
は
不
及
申
上
候
然
に
舎
人
親
王
尚
又
兼
学

兼
用
之
神
道
也
故
に
開
地
之
伽
藍
多
く
御
座
候

神
道
書
記
之
元
祖
幷
大
職
冠
等
之
末
葉
に

至
る
迄
悉
く
兼
学
兼
用
之
両
部
神
道
に
て	

」
3
オ

御
座
候
事
顕
然
也
故
に　

禁
裏
兼
学
兼
用

な
ら
し
め
玉
ふ
故
に
近
世
大
内
神
道
之　

勅
号

を
下
し
玉
ふ
然
所
に
中
古
真
儒
に
あ
ら
さ
る
偽
儒
之
輩
釈
尊
之

広
大
深
知
を
知
ら
す
仏
教
は
方
便
因
縁
之
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虚
妄
寓
言
な
り
と
詰
り
吾
国
之
神
道
は
破

か
た
き
に
依
て
社
頭
を
大
廟
に
比
し
神
道
を

儒
門
に
入
て
釈
経
を
破
す
事
年
有
り
世
人
是

を
聞
仏
教
次
第
に
衰
微
し　

太
子
舎
人
等
建

立
之
伽
藍
破
壊
に
及
候
所
に
人
皇
五
十
一
代　

平
城

天
皇
同
五
十
二
代　

嵯
峨
之
天
皇
御
宇
伝
教	

」
3
ウ

空
海
等
之
祖
出
て
入
唐
し
釈
教
之
深
理
を
振
ひ

神
道
之
奥
儀
を
明
し
再
両
部
神
道
を
再
行
す

就
中
空
海
は
顕
密
二
教
儒
教
道
書
天
文
地
理

に
通
達
し
無
終
無
始
之
理
を
極
め
智
眼
を
以

知
ら
す
と
云
こ
と
有
事
な
し
儒
教
を
補
ひ
釈
教

に
於
て
は
方
便
之
紅
粉
を
洗
ひ
皮
毛
繁
多
之

因
縁
を
去
り
骨
髄
を
顕
し
肺
肝
を
見
せ
し
め

両
部
習
合

之
奥
義
儒
仏
神
一
貫
之
二
図
を
撰
し

容
易
悟
入
之
門
と
な
し
凡
愚
た
り
と
い
ふ
と
も

即
今
此
座
を
去
ら
す
高
天
原
に
留
る
之
理
を	

」
4
オ

尽
し
玉
ふ　

嵯
峨
天
皇
叡
感
不
浅
両
部
神
道

之
称
号
を
下
し
玉
ふ
誠
に
三
教
兼
学
之
大
道
両
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部
神
道
之
中
興
に
御
座
候
依
之　

禁
庭
に
は

正
月
廿
日
以
前
僧
尼
を
制
す
る
之
所
に
空
海

両
部
神
道
之
徳
に
因
て
大
唐
之
内
道
場
に
准

し
宮
中
に
於
て
真
言
院
を
立
承
和
元
年

正
月
八
日
よ
り
大
師
始
て
後
七
日
之
御
修
法
護

摩
を
行
玉
ふ
今
に
至
て
東
寺
長
者
参　

内

修
行
之
御
事
に
御
座
候
此
時
に
往
昔　

聖
徳
太
子

舎
人
親
王
兼
学
兼
用
之
法
再
盛
に
罷
成
候
人	

」
4
ウ

皇
八
十
代　

高
倉
院
御
宇
法
然
親
鸞
両
師
出
方
便

宗
を
弘
む
人
皇
八
十
九
代　

亀
山
院
御
宇
日
蓮
方

便
宗
を
弘
む
三
祖
専
愚
痴
教
化
之
方
便
宗
繁

栄
な
る
を
以
唯
一
儒
門
之
末
学
三
祖
之
教
化
耳
に

う
る
さ
く
目
に
か
な
し
み
祭
祀
之
庭
に
来

ル
僧
尼

衣
を
脱
て
頭
巾
を
着
す
へ
し
と
高
札
に
書
し

或
は
儒
書
之
講
席
へ
僧
を
入
れ
す
仏
像
を
研
き

堂
塔
を
破
し
経
を
虚
言
と
し
僧
を
国
賊
と
し

或
は
正
法
も
方
便
同
事
之
作
物
と
思
下
し
さ
か
し

き
人
は
不
聞
様
に
罷
成
候
其
後
人
皇
百
八
代	

」
5
オ
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後
陽
成
院
御
宇
に
坂
上
韋
林
菴
と
申
大
儒
御

座
候
て
仏
教
を
詰
り
朝
夕
門
弟
子
に
語
て
云
昔

よ
り
聖
賢
之
仏
を
破
す
る
言
其
理
顕
然
た
り

我
今
語
る
所
を
聞
へ
し
釈
迦
は
虚
言
之
片

便
宜
な
り
誰
一
人
見
て
帰
り
し
地
獄
も
な
し
証

人
あ
る
極
楽
も
な
し
と
種
々
様
々
に
詰
り
其

上
韋
林
庵

（
マ
マ
）唯

一
神
道
時
　々

上
皇
に
奏
し

奉
る　

上
皇
叡
感
斜
な
ら
す
仏
教
浅
間
敷

事
に
思
召
せ
ら
れ
弘
法
大
師
始
た
ま
ひ
し
所
之

御
修
法
護
摩
も
停
止
遊
さ
せ
ら
れ
此
時
仏
法	

」
5
ウ

無
き
か
如
く
依
之
東
寺
山
門
之
衆
徒
九
條
殿
を

初
左
府
右
府
之
御
所
え
再
三
言
上
申
上
け
る
は
両

部
神
道
は
三
国
超
越
之
実
教
本
朝
之
大
道

な
り　

嵯
峨
天
皇
弘
法
大
師
伝
教
大
師
御
心

を
一
に
し
て
両
部
之
号
を
下
し
玉
ひ
し
も
相
止

さ
せ
ら
れ
候
御
事
四
海
之
歎
き
仏
法
の
愁

眉
茲
に
至
り
極
り
候　

聖
徳
太
子
舎
人
親
王

儒
仏
神
兼
学
兼
用
し
玉
ひ
し
其
原
本
を
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思
召
合
さ
せ
ら
れ
両
部
神
道
奏
し
奉
り
度
御

事
衆
徒
か
大
願
至
極
に
奉
存
之
旨
申
上
ル		

」
6
オ

所
に
御
取
上
無
り
し
を
強
て
願
ひ
奉
る
に

依
て
奏
し
た
て
ま
つ
ら
れ
候
所
に　

宣
旨

下
る
飢
渇
に
水
を
得
た
る
こ
と
く
南
光
坊
即

空
海
御
作
之
両
部
神
道
之
二
図
之
書
を
懐
中

し
て
参
内　

御
簾
に
近
く
奉
り
二
図
を
讃

題
と
し
て
解
か
れ
け
る
程
に　

上
皇
御
感
心
浅
か
ら

す
再
返
奏
し
奉
る
へ
し
と　

宣
旨
下
て
両

部
神
道
に
御
復
帰
な
ら
せ
ら
れ
玉
ふ
故
に
三
ケ

年
相
止
む
所
之
御
修
法
護
摩
四
年
目
正
月

御
再
興
有
せ
ら
れ　

叡
感
之
餘
り
大
内
神
道	

」
6
ウ

之
称
号
を
下
し
給
ふ
韋
林
菴
参
内
之　

宣

下
も
無
く
夫
よ
り
洛
東
建
仁
寺
之
後
な
る
折
掛

墻
を
便
と
し
草
菴
を
結
ひ
蟄
居
仕
清
水
物

語
を
作
て
益
仏
教
を
讒
り
候
然
に
南
光
坊

江
府

え
下
る
増
上
寺
観
智
上
人
此
事
を
伝
聞
し

則　

台
徳
院
殿

え
言
上
申
さ
れ
け
る
に
南
光
坊
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両
部
神
道
之
講
談　

台
命
を
蒙
り　

禁
裏

に
て
説
し
こ
と
く
二
図
之
讃
題
奥
義
を
演
へ

け
れ
ば
貴
く
思
召
さ
せ
ら
れ
儒
仏
神
兼
学

兼
用
し
玉
ふ　

大
猷
院
殿
台
命
に
曰
く
惣
方	

」
7
オ

を
避
る
事
を
知
る
は
仏
教
也
勧
賞
す
る
は

仏
神
な
り
故
に
王
土
之
為
に
台
密
之
祖
伝
教

叡
山
を
建
立
せ
り
今
国
府
災
害
無
か
ら
し

め
ん
為
と
て
南
光
開
山
に
て
東
叡
山
建
立
せ
り

御
所
存
之
御
事
有
之
南
光
坊
上
意
を
蒙
る

時
に
南
光
謹
て
言
上
申
さ
れ
け
る
は
唯
一
神
道

に
は
沙
汰
せ
さ
る
処
両
部
神
道

に
は
権
者
実
者

之
差
別
御
座
候
実
者
と
は
権
化
に
非
さ
る
之
名
也

実
者
に
善
悪
之
二
品
御
座
候
と
其
子
細
詳

に
申
上
け
れ
ば　

御
尊
骸
東
叡
山
に
葬
奉
り	

」
7
ウ

成
仏
之
法
を
修
し
其
上
日
光
山
に
神
遷
奉
る

且
又　

台
徳
院
殿
台
命
に
曰
く
南
光
坊
は
弘
法

大
師
之
再
来
な
り
と
讃
し
玉
ふ
故
に
南
光
坊

即
慈
眼
大
師
に
成
ら
せ
給
ふ
観
智
上
人
は



諏訪市仏法紹隆寺蔵『当社両部習合神道伝来言上草案』翻刻と解題

251

国
師
と
な
ら
せ
給
ふ
凡
両
部
神
道
は
弘
法
大
師

三
祖
之
得
を
取
り
三
教
之
失
を
補
ひ
兼
学
兼

用
を
宗
と
し
三
界
之
根
元
に
帰
す
故
本
朝
は

神
明
元
祖
之
神
国
な
る
故
三
界
之
根
源
也
然

に
三
国
は
日
月
星
之
三
光
を
司
る
国
也
故
天
竺
は

月
神
之
司
故
月
氏
国
と
号
し
大
唐
は
星
神
之
司	

」
8
オ

故
に
震
旦
と
号
し
倭
国
は
日
神
之
司
故
に
日
本

と
号
し
候
月
と
星
と
は
日
之
光
之
分
附
な
る
故

三
国
之
根
本
日
神
之
国
也
是
を
以　

聖
徳
太
子

儒
仏
之
道
に
弘
通
せ
ん
と
し
玉
得
る
を
守
屋
大

臣
申
け
る
は
我
国
天
地
開
け
て
よ
り
以
来
神
語

を
伝
へ
外
国
之
辞
を
雑
へ
す
外
国
之
業
を
習
ひ

仏
教
を
用
ひ
へ
か
ら
す
吾
国
は
君
臣
共
に　

天

照
太
神
之
孫
な
り
異
国
之
神
を
吾
国
へ
入
へ

か
ら
す
と
申
一
端
は
其
理
有
と
い
へ
と
も　

上

宮
太
子
之
御
心
神
と
仏
と
外
用
は
替
れ
と
も
内	

」
8
ウ

証
一
致
と
了
知
し
給
ふ
是
を
以
名
法
要
集
に
太
子

密
奏
言

ク
吾
日
本

ハ
生
二
種
子
一
震
旦

ハ
現

シ
二
枝
葉

ヲ
一
天
竺

ハ
開

ク
二
花
実
一
故

ニ
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仏
教

ハ
者
為

タ
リ

二
万
法

ノ
花
実
一
儒
教

ハ
者
為

タ
リ

二
万
法

ノ
枝
葉
一
神
道

ハ
者
為

タ
リ

二

万
法

ノ
根
本
一
彼

ノ
三
教

ハ
者
皆
是

レ
神
道

ノ
末
葉
也
以

テ
二
枝
葉
花
実
一

顕
ス

二
其
根
源
一
花
落

テ
帰

ル
レ
根

ニ
故

ニ
今
此
仏
法
東
二
漸

ス
吾
国

ニ
一
為
レ
明
二
三

国
之
根
本

ヲ
一
也
自

リ
レ
爾
以
来
仏
法
流
二
布

ス
于
此
一
矣
儒
道
之
枝

葉
な
く
は
仏
教
之
果
実
は
現
る
へ
か
ら
す
若
仏
法
之

花
実
な
く
は
神
道
之
種
子
は
顕
る
へ
か
ら
す
若
神

道
之
種
子
無
く
は
儒
道
之
枝
葉
も
仏
教
之
花
実
も

顕
る
へ
か
ら
す
仏
法
又
神
道
よ
り
出
る
故
に
仏
骨
四	

」
9
オ

牙
皆
吾
国
に
留
る
花
落
て
根
に
帰
る
所
也
此
密
奏

に
依
て
仏
教
今
に
広
く
弘
り
神
明
之
内
証
亦
明

に
顕
れ
玉
ふ
御
事
に
御
座
候
且
又
人
皇
十
一
代　

垂
仁

天
皇
之
御
宇
倭
姫
之
斎
宮
寿
量
七
百
歳
に

な
ら
せ
玉
ふ
然
に
上
古
は
託
宣
を
以
政
を
行
ひ
玉
ふ

時
に
垂
仁
廿
六
年
十
月
卯
日
新
嘗
之
祭
夜

倭
姫
皇
女
託
宣
曰
各
慎

天
無
懈
正

仁
明

仁
聞

気
神
代

仁
波

人
乃

心
皆
清
浄

仁
志
天

悉
正

奈
利

故
仁

諸
乃

罪

咎
止

云
事
更

仁
無

志
然

仁
地
神

乃
末

与
利

万
民
其
心

黒
鳥

忌
天

根
国
底
国

仁

吟
サ
マ
ヨ
ウ

是
仁

依
天

西
乃

天
仁

真マ
ト
ウ
ド人	

」
9
ウ
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有
利

皇
天

仁
代

利
奉

利
機

仁
随

天
法

於
説

久
彼

乃
詞

将
仁

来
羅
牟

故
仁

神
明

波
託
宣

於
止

天
如
来

仁
譲

利

仏
波

神
仁

代
天

世
仁

出
天

法
於

説
久

此
神
之
託
宣
に

は
化
道
を
如
来
に
譲
り
彼
之
仏
之
経
文
に
は
利

益
を
明
神
に
顕
す
故
に
悲
華
経

ニ
曰
我
滅
度

ノ
後
於

テ
二

悪
世

ノ
中

ニ
一
現

シ
二
大
明
神

ト
一
広

ク
度
レ
衆

（
マ
マ
）ヲ

文
此
倭
姫
之
皇
女
は
伊

勢
に
内
宮
を
勧
請
し
て
よ
り
四
百
八
十
年
に
し
て
人

皇
三
十
一
代　

敏
達
天
皇
之
御
宇
外
宮
を
始
て
勧
請

し
玉
ふ
時
迄
世
寿
に
て
御
座
候
此
託
宣
は
仏
教
即

神
道
也
守
屋
は
仏
理
の
内
証
を
不
知
し
て
仏
教
を	

」
10
オ

嫌
ら
い　

聖
徳
太
子
は
儒
仏
共
に
神
道
な
る
深

義
を
了
解
し
玉
ふ
故
に
兼
学
兼
用
を
以
吾
国

之
神
道
と
建
立
し
玉
ふ
依
之　

用
明
天
皇
二
年

未
七
月
太
子
守
屋
を
誅
し
玉
ふ
夫
よ
り
坂
田
寺
幷

四
天
王
寺
を
建
立
し
玉
ふ
故
に
兼
学
兼
用

之
末
葉　

崇
道
尽
敬
皇
帝
安
麻
呂
大
職
冠

等
弘
法
大
師
伝
教
大
師
智
証
大
師
慈
覚
大
師
理

源
大
師
興
教
大
師
慈
眼
大
師
等
之
伝
来
口
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決
明
白
に
御
座
候
右
拠
証
言
上
奉
る
通

り
中
古
偽
儒

之
輩
唯
一
儒
門
神
道
之
立
義
は
小
知
管
見
に
し
て	

」
10
ウ

辟
執
之
教
な
る
故
宗
源
之
古
風
に
契
ひ
か
た
く
候

両
部
大
内
神
道
は
顕
密
大
乗
之
観
智
を
備
ひ

舎
人
親
王
奏
し
奉
る
所
之
宗
源
之
古
風
一
点
も

あ
ら
た
め
す
儒
仏
神
三
教
一
貫
に
し
て
神
仏

之
名
字
異
な
り
と
い
へ
と
も
本
地
垂
跡
和
光

同
塵
之
徳
燈
光
之
隔
無
き
か
如
く
普
天
之
下

率
土
之
浜
有
情
非
情
等
に
至
迄
平
等
に
照
し

玉
ふ
故　

王
法
正
道
之
根
本
治
国
平
天
下
万
民

豊
楽
之
秘
法
な
り
故
に
往
昔
よ
り
今
日
に
至
迄

禁
中
真
言
院
後
七
日
之
御
修
法　

御
即
位
之
節	

」
11
オ

太
元
之
大
法
等
尚
又　

崩
御
之
上
玉
体
泉
涌
寺

に
入
せ
玉
ふ　

仙
洞
御
所
御
得
度
御
授
戒
法
王

と
成
ら
せ
玉
ふ　

宮
方
台
密
性
相
兼
学
之
宗

旨
ヘ　

御
入
室
御
得
度
之
事
悉
以
両
部
習
合
之

教
戒
を　

御
崇
敬
故
之
御
事
に
候　

天
照
太
神

御
末
之
宝
祚
如
是
御
座
候
尚
又
天
下　

御
代
々
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之
御
政
道
北
条
家
之
御
式
目
等
両
部
習
合
之

御
本
意
顕
然
た
る
御
事

ニ
候
別
に　

東
照
大
権
現

両
部
習
合
之　

御
神
徳
を
以　

御
代
々
諸
士
百
家

に
至
迄
宗
旨
御
改
被　

仰
付
悉
く
両
部
習
合
之	

」
11
ウ

御
政
道
な
る
故
本
朝
諸
社
寺
社
両
道
御
建
立

為　

国
祷　

御
朱
印
御
寄
附
旁
々
以
両
部
習

合
之
御
本
意
と
恐
な
か
ら
奉
存
候
弥
以
当
社

は
神
代
よ
り
相
伝
之
本
宮
な
り
神
事
法
例
は

兼
学
兼
用
之
元
祖　

聖
徳
太
子
崇
道
尽

敬
皇
帝
安
麻
呂
等
之
三
部
之
神
書
よ
り

一
千
餘
回
之
星
霜
な
り
上
古
之
義
は
未
た
拠

証
見
聞
不
仕
候
弘
仁
之　

聖
代
両
部
神
道
之

勅
詔
を
奉
り
開
祖
弘
法
大
師
当
宮
に
誓
ひ

海
岸
孤
絶
山
神
宮
法
性
院
之
道
場
を
開
基
し	

」
12
オ

本
地
千
手
千
眼
大
士
を
安
置
し
鳥
居
を
初

社
頭
両
部
神
道
之
表
示
を
以
神
陵
之
宝
塔

護
摩
所
諸
堂
坊
舎
奥
之
院
等
迄
造
立

し
玉
ふ
供
僧
法
楽
両
部
習
合
神
道
執
行
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之
所
九
百
餘
年
之
霊
台
な
る
事
明
白
に

御
座
候
依
之
五
十
年
已
前
迄
は
社
家
も
神
宮
寺

之
室
に
入
り
両
部
習
合
神
道
相
伝
仕
候
所
に

前
之
禰
宜
太
夫
尾
州
熱
田
に
詣
し
て
神
道

相
伝
よ
り
以
来
は
両
部
神
道
相
伝
不
仕
候
然
共

神
楽
男
神
子
と
も
に
般
若
心
経
を
誦
呪
仕
り	

」
12
ウ

神
子
は
数
珠
を
持
た
る
両
部
之
古
風
年
来
諸
人

之
見
聞
に
及
所
に
御
座
候
此
義
も
此
間
は
不
用

様
に
申
渡
し
候
よ
し
伝
承
候
先
年
上
之
社
外
記

出
入
も
如
是
之
義
よ
り
起
り
候
様
に
承
伝
候
両
社

共
両
部
習
合
之
鳥
居
明
白
に
御
座
候
然
所
に

太
子

幷
親
王
等
之
秘
決
口
伝
を
得
さ
る
自
立
管
見

之
末
学
邪
義
に
馳
元
祖
本
義
之
三
部
之
書
を
謬メ

ウ

解
し
て
吾
日
本
斗
を
乾
坤
と
思
ひ
震
旦
月
氏
も

天
地
開
白
一
理
な
る
事
を
了
せ
す
小
見
の
片
執

に
陥
溺
し
両
部
を
破
す
を
神
道
と
心
得
釈
教	

」
13
オ

謗
す
る
事
井
蛙
之
大
海
を
知
ら
さ
る
に
似
た
り

剰
奸
曲
之
書
を
作
り
辟
執
を
教
へ
口
決
と
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偽
り
仁
知
性
明
を
闇
ま
し
邪
義

ニ
誘
引
ひ
先
祖

之
法
例
を
削
り
新
法
を
企
事
其
過
ち
少
か

ら
す
其
本
乱
て
末
治
ら
さ
る
聖
誡
此
御
事

ニ
奉

存
候
近
年
当
社
家
右
之
邪
風
を
学
受
候
哉
又
は

無
知
之
辟
執
に
御
座
候
哉
倭
慮
盛
に
罷
成
仏

者
は
天
魔
破
道
之
様
に
相
心
得
恣
に
両
部
之
古

実
を
潰
し
或
は
異
形
之
鳥
居
を
立
諸
堂

を
破
却
い
た
し
寺
家
之
法
例
を
妨
天
下
之	

」
13
ウ

御
祈
祷
所

ヘ
障
碍
仕
候
段　

勅
命

幷
神
慮
を

恐
れ
す　

御
朱
印
之
表　

台
寿
永
久
国
家
安

全
之
旨
丹
誠
を
抽
へ
き
之
御
教
書
に
相
背
候

故
拙
寺
共
迷
惑
至
極
仕
候
当
社　

御
朱
印

之
儀
は
従
来　

殿
様
御
威
光
を
以
頂
戴
仕
其

上
御
重
恩
以
寺
社
共
に
相
勤
罷
有
候
恐
な
か
ら

御
祈
祷
所
之
諸
堂
破
壊
之
品
宮
奉
行
片
執

之
致
方
共　

御
検
使
被　

下
置
候
は
ゝ
難
有
仕
合

奉
存
候　

御
威
光
を
以
此
已
後
寺
社
両
道
之

御
祈
祷
所
無
片
執
之
義
加
修
覆
如
旧	

」
14
オ
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例
寺
社
両
道
之
修
法

幷
中
絶
之
行
事
等

再
興
仕　

御
祈
祷
抽
精
誡
奉
備
神
前
之

法
楽　

御
朱
印

幷
殿
様
御
重
恩
之
冥
加

奉
報
度
奉
存
候
社
家
よ
り
寺
家
行
事
之
妨

不
仕
様
被　

仰
付
被
下
置
候
は
ゝ
可
達
祖
師
之
本

懐
難
有
仕
合
奉
存
候
右
社
家
私
曲
之
品
々

別
紙
箇
條
を
以
御
訴
訟
申
上
候
故
当
社
両

部
神
道
流
伝
之
義
奉
言
上
度
如
是
御
座

候
以
上
敬
白

右
言
上
之
内
麁
言
奸
佞
之
趣
も
御
座
候
は
ゝ
御
宥
恕
奉
仰
候	

」
14
ウ
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一　

日
本
の
疫
病
と
怪
異

　

疱
瘡
（
天
然
痘
）
や
コ
レ
ラ
と
い
っ
た
江
戸
期
の
流
行
り
病
に
対
し
て
、
当
時
、
こ
れ
に
直
面
し
た
人
々
は
様
々
な
対
処
法
を
模
索

し
て
い
た
。
こ
ん
に
ち
の
科
学
的
・
医
学
的
な
観
点
か
ら
も
あ
る
程
度
の
合
理
性
を
認
め
ら
れ
る
対
処
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
そ
の
一
方
で
非
合
理
的
な
対
処
法
も
多
く
存
在
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
神
仏
へ
の
祈
願
や
、
呪
的
な
効
果
を
期
待
し
た
護
符
の
類
も
広
く
通
用
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
近
代
以
降
の
寺
社
に
あ
っ

て
も
病
気
平
癒
の
祈
祷
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
前
近
代
か
ら
近
現
代
に
至
る
ま
で
、
日
本
各
地
の
寺
社
や
民
間
宗
教
者
な

ど
に
よ
っ
て
頒
布
さ
れ
る
護
符
の
類
も
数
多
く
あ
る
（
写
真
１
）1

。

　

し
か
し
な
が
ら
前
近
代
の
流
行
り
病
は
、
大
規
模
な
被
害
を
蒙
り
つ
つ
も
、
容
易
に
は
効
果
的
な
対
処
法
を
見
つ
け
ら
れ
ず
に
付
き

合
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
疫
病
の
鎮
静
化
を
求
め
る
祈
り
の
熱
量
は
、
近
代
医
学
の

疫
病
の
「
憑
き
物
」
化
と
そ
の
使
役
者　

　
　

─
─
江
戸
後
期
の
「
ア
メ
リ
カ
狐
」
と
「
疱
痘
神
」
─
─

今
井　

秀
和
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発
展
と
と
も
に
感
染
症
へ
の
効
果
的
な
対
処
法
を

蓄
積
し
て
き
た
現
代
の
そ
れ
を
大
き
く
上
回
る
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
江
戸
期
の
疫
病
は
、
と
き
に
具
体
的
な
姿

か
た
ち
を
示
す
表
象
（
イ
メ
ー
ジ
）
を
帯
び
、
妖

怪
的
な
存
在
と
し
て
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
あ
る
い
は
疱
瘡
神
な
ど
の
よ
う
に
、
疫
病
を

媒
介
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
神
々
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
疫
神
、
疫
鬼
や
疫や

く
び
ょ
う
が
み

病
神
、
厄
病
神
な
ど

と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
以
下
に
お
い
て
は

「
疫え

き
び
ょ
う
し
ん

病
神
」
を
も
っ
て
総
称
と
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
江
戸
期
に
お
け
る
疱
瘡
や
コ
レ
ラ

な
ど
の
疫
病
が
、
と
き
に
動
物
系
の
憑
き
物
に
限

り
な
く
近
接
し
た
、
実
体
を
帯
び
た
怪
異
の
一
種
、
す
な
わ
ち
妖
怪
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
迫
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、

「
憑
き
物
」
化
し
た
流
行
り
病
の
背
後
に
、
と
き
に
は
そ
れ
を
使
役
す
る
人
間
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
、
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き
た
い
。

　

さ
て
、
前
近
代
の
日
本
人
は
疫
病
に
対
し
て
、
様
々
な
宗
教
的
・
民
俗
的
想
像
力
に
基
づ
く
営
為
を
も
っ
て
「
対
処
」
し
て
き
た
。

そ
う
し
た
想
像
力
は
、
と
き
に
は
疫
病
が
蔓
延
し
た
先
の
見
え
な
い
世
相
を
照
ら
す
光
と
も
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
正
反
対
に
、
人
々

写真１　「疫神除」護符の一種
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の
心
の
闇
か
ら
、
根
も
葉
も
な
い
流
言
飛
語
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
蔓
延
す
る
疫
病
の
背
後
に
、
裏
で
糸
を
ひ
く
何
者
か
の
存
在

が
想
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
日
本
に
お
け
る
疫
病
と
、
神
道
・
仏
教
と
は
深
い
関
係
性
を
有
し
て
い
た
。『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
（
五
四
八
）

に
は
、
仏
教
伝
来
に
よ
っ
て
仏
像
を
安
置
し
て
礼
拝
し
た
と
こ
ろ
、
国
内
に
疫
病
が
流
行
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
ま
た
同
書
の
敏

達
天
皇
十
三
年
（
五
八
四
）
に
は
、
百
済
か
ら
日
本
に
二
体
の
弥
勒
の
石
像
が
も
た
ら
さ
れ
た
翌
年
、
蘇
我
馬
子
が
仏
塔
を
建
立
し
て

大
供
養
す
る
も
、
そ
の
父
が
病
に
な
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
占
い
に
よ
り
仏
神
の
祟
り
と
さ
れ
て
こ
れ
を
供
養
し
た
が
、
国
中
に

疫
病
が
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　

上
記
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
は
、
仏
教
伝
来
と
と
も
に
疫
病
が
日
本
に
伝
わ
り
、
そ
の
結
果
、
崇
仏
か
廃
仏
か
と
い
う
蘇
我
と
物

部
の
戦
い
が
起
こ
っ
た
と
す
る
。
同
書
に
お
け
る
記
述
の
正
確
性
に
は
問
題
が
残
る
も
の
の
、
実
際
問
題
と
し
て
、
仏
教
と
と
も
に
疱

瘡
が
日
本
に
や
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
時
、
疫
病
を
抑
え
る
た
め
に
神
道
・
仏
教
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
と
い

う
宗
教
的
な
葛
藤
が
生
じ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
問
題
は
、
仏
教
と
疫
病
の
「
伝
来
」
以
来
の
長
い
歴
史
を
持
つ

こ
と
に
な
る
。

　

古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
島
国
で
あ
る
日
本
は
外
国
と
の
接
触
を
起
因
と
し
て
、
た
び
た
び
疫
病
の
流
行
を
経
験
し
て
き
た
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
感
染
症
の
国
際
的
な
伝
播
を
め
ぐ
る
「
現
象
」
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
う
し
た
経
験
を
核
と
し
て
、
現
代
的
な
視
点

か
ら
見
れ
ば
非
現
実
的
な
、
疫
病
を
め
ぐ
る
民
俗
的
想
像
力
が
生
み
出
さ
れ
て
も
き
た
の
で
あ
る
。

　

中
世
の
牛
頭
天
王
信
仰
に
つ
い
て
研
究
を
蓄
積
す
る
鈴
木
耕
太
郎
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
正
月
二
〇
日

条
に
お
い
て
、
渤
海
使
が
「
異
国
毒
気
」
を
齎
し
て
「
咳
病
」
が
発
生
し
た
と
す
る
記
事
を
も
と
に
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い

る
。「
前
近
代
に
お
い
て
疫
病
は
外
部
か
ら
発
生
し
、
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
の
認
識
が
あ
っ
た
」2

。
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日
本
に
お
い
て
は
村
な
ど
の
小
さ
な
共
同
体
に
お
い
て
も
外
部
か
ら
訪
れ
る
疫
病
を
警
戒
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
鈴
木
が
指
摘
す

る
通
り
、
そ
う
し
た
外
部
認
識
の
最
た
る
も
の
が
海
の
向
こ
う
に
あ
る
「
外
国
」
な
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
日
本
に
お
け
る
疫
病
は
、

と
き
に
悪
神
あ
る
い
は
妖
怪
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
悪
神
や
妖
怪
そ
の
も
の
と
し
て
も
表
象
さ
れ
さ
て
き
た
。

以
下
、
ま
ず
は
日
本
に
お
け
る
「
鬼
」
と
「
病
」
の
関
係
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

今
も
使
わ
れ
る
こ
と
わ
ざ
に
「
鬼
の
霍
乱
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
普
段
、
健
康
そ
の
も
の
の
人
が
前
触
れ
も
な
く
病
気
に
な
る
こ

と
を
指
し
て
言
う
。
霍
乱
と
は
日
射
病
な
ど
の
夏
の
病
で
あ
る
が
、
古
く
は
吐
瀉
病
も
意
味
し
、
コ
レ
ラ
を
指
し
て
こ
う
呼
ぶ
こ
と
も

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
わ
ざ
で
は
頑
健
な
人
を
指
し
て
比
喩
的
に
「
鬼
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
古
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
鬼
そ

の
も
の
が
病
と
し
て
、
あ
る
い
は
病
を
も
た
ら
す
悪
し
き
存
在
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　

古
代
日
本
に
お
け
る
「
鬼
」
の
語
は
複
合
的
な
意
味
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
一
言
で
そ
れ
を
整
理
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
よ
く
な

い
も
の
と
し
て
の
「
オ
ニ
」
の
語
に
、
中
国
の
「
鬼
」
字
を
あ
て
は
め
た
も
の
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
古
代
中
国
に
端
を

発
す
る
「
疫
鬼
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
日
中
に
お
い
て
は
鬼
の
語
自
体
が
病
の
イ
メ
ー
ジ
を
宿
し
て
い
る
場
合
も
少
な

く
な
か
っ
た
。

　

日
本
の
古
代
文
学
と
仏
典
の
関
わ
り
に
つ
い
て
研
究
す
る
山
口
敦
史
は
、中
国
唐
代
の
仏
教
説
話
集
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
上
巻
、

救
護
篇
三
の
影
響
下
に
あ
る
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
縁
二
十
四
、二
十
五
に
お
い
て
鬼
が
病
気
の
原
因
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
病
気
そ
の

も
の
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る3

。
ま
た
山
口
は
、
鬼
が
病
気
の
原
因
に
な
る
と
い
う
発
想
を
、
山
上
憶
良
「
沈
痾
自
哀

文
」（『
万
葉
集
』
巻
第
五
）
に
も
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る	
。

　

こ
の
よ
う
に
、流
行
り
病
に
限
ら
ず
、病
一
般
に
関
し
て
鬼
と
の
深
い
関
係
性
が
見
出
さ
れ
る
。
前
近
代
に
あ
っ
て
少
な
か
ら
ぬ「
病
」

は
、
に
わ
か
に
は
原
因
や
対
処
法
が
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
確
実
に
人
の
心
身
を
蝕
ん
で
い
く
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
病
気
を
鬼
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と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
思
考
法
は
、
対
処
の
難
し
い
こ
う
し
た
病
に
対
し
て
、
誰
も
が
イ
メ
ー
ジ
可
能
な
情
報
を
付
与
し
、
な
ん
と
か

現
実
的
な
「
対
処
法
」
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
文
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

平
安
期
に
は
「
も
の
の
け
」
と
い
う
語
が
、
人
に
病
を
齎
す
正
体
不
明
の
存
在
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
て
広
く
通
用
す
る
よ
う
に
な

る4

。
そ
の
「
正
体
」
の
多
く
は
、
人
の
霊
で
あ
っ
た
。
死
者
や
生
者
の
怨
念
が
、
死
霊
や
生
霊
（
い
き
す
だ
ま
）
と
し
て
、
健
康
な
人

の
心
身
を
蝕
み
病
へ
と
至
ら
し
め
る
の
で
あ
り
、
病
は
と
き
に
、
死
者
を
含
む
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
根
差
す
「
心
」

の
問
題
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
後
世
に
語
ら
れ
る
「
病
は
気
か
ら
」
が
極
限
に
敷
衍
さ
れ
た
マ

ジ
カ
ル
な
世
界
観
で
も
あ
っ
た
。

二　

鬼
女
と
疱
瘡
婆

　

日
本
史
に
あ
っ
て
疫
病
と
飢
饉
は
セ
ッ
ト
で
生
じ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
中
世
に
お
い
て
は
、た
と
え
ば
『
五
代
帝
王
物
語
』

な
ど
に
、
長
引
く
疫
病
と
飢
饉
の
中
で
、
や
む
に
や
ま
れ
ず
死
体
を
喰
う
こ
と
に
な
っ
た
と
お
ぼ
し
き
若
い
尼
を
め
ぐ
る
話
な
ど
が
、

一
応
の
実
話
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
た
。

　

江
戸
期
に
も
、
そ
う
し
た
不
可
抗
力
的
な
食
人
を
記
録
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
一
方
で
江
戸
期
の
世
間
話
に
は
、
と
く
に
飢
饉
と
は

関
係
し
な
い
、
理
由
の
分
か
ら
な
い
食
人
を
め
ぐ
る
世
間
話
も
、
た
び
た
び
記
録
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
日
突
然
、
女
が
生
き
た
人
間
に

噛
り
付
き
、
あ
る
い
は
死
体
を
掘
り
起
こ
し
て
貪
っ
た
と
い
う
よ
う
な
世
間
話
で
あ
る
。
拙
稿
「
鬼
女
の
ゆ
く
え　

─
─
鬼
女
説
話
の

変
容
と
仏
教
─
─
」（
以
下
「
前
稿
」）
で
は
、
突
如
と
し
て
人
を
喰
ら
う
よ
う
に
な
る
「
鬼
に
な
っ
た
女
」
を
、
い
わ
ゆ
る
「
鬼
女
」

と
称
し
て
分
析
の
俎
上
に
載
せ
た5

。
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た
と
え
ば
肥
前
国
平
戸
藩
主
で
あ
っ
た
松
浦
静
山
の
随
筆『
甲
子
夜
話
』巻
五
十
一
―
十
五
に
は
、「
ふ
と
」夫
を
食
い
殺
し
て
出
奔
し
、

墓
を
暴
い
て
死
体
を
食
う
農
夫
の
妻
を
め
ぐ
る
同
時
代
的
な
世
間
話
が
記
録
さ
れ
、
こ
の
女
は
「
鬼
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
う

し
た
話
の
背
景
に
は
、
中
世
以
来
の
「
死
体
を
食
う
女
」
を
め
ぐ
る
世
間
話
か
ら
、
近
世
の
「
鬼
に
な
っ
た
女
」
を
め
ぐ
る
世
間
話
へ

の
連
環
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
も
の
の
、
ご
く
普
通
の
生
活
を
営
ん
で
い
た
女
が
明
確
な
理
由
な
く
「
鬼
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

点
で
、
新
た
な
物
語
性
を
帯
び
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、「
鬼
」
に
な
っ
た
女
を
め
ぐ
る
江
戸
期
の
同
時
代
的
な
世
間
話
に
は
、
中
世
に
記
録
さ
れ
た
よ
う
な
、
食
人
を
め
ぐ
る

恐
怖
や
嫌
悪
が
引
き
継
が
れ
つ
つ
も
、「
ふ
と
」
夫
を
喰
い
殺
し
た
と
い
う
点
に
、「
日
常
」
の
中
の
「
非
日
常
」
的
な
、
新
た
な
恐
怖

の
か
た
ち
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
そ
う
し
た
恐
ろ
し
い
存
在
に
対
す
る
描
写
が
、
女
を
鬼
と
し
て
決
め
つ
け
る
こ
と
な
く
、
鬼
と
も
人
と
も
と
れ
る

よ
う
な
書
き
方
を
も
っ
て
為
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
つ
、
だ
れ
が
鬼
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
可
能
性
を
含
ん
だ

揺
ら
ぎ
こ
そ
が
、
世
間
話
に
お
け
る
「
鬼
女
」
を
め
ぐ
る
恐
怖
の
核
に
は
あ
っ
た
。

　

前
稿
で
扱
っ
た
も
の
以
外
で
は
、
た
と
え
ば
荻
田
安
静
に
よ
る
仮
名
草
子
『
宿
直
草
』
巻
三
な
ど
に
も
、「
男
を
食
ふ
女
の
事
」
と

い
う
話
が
あ
る6

。
そ
し
て
、そ
こ
に
お
け
る
人
を
喰
っ
た
女
も
ま
た
、「
鬼
と
も
人
と
も
知
れ
」
ぬ
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

江
戸
期
の
鬼
女
を
め
ぐ
る
「
怪
談
」
の
肝
が
、
や
は
り
鬼
と
人
と
の
間
の
揺
ら
ぎ
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
江
戸
期
に
は
、
疱
瘡
が
流
行
し
た
際
、
あ
ち
こ
ち
の
墓
を
掘
り
起
こ
し
て
は
死
人
を
喰
ら
っ
た
と
い
う
「
ほ
う
そ
う
ば
ば
」（
疱

瘡
婆
）
な
る
妖
怪
的
存
在
に
つ
い
て
の
世
間
話
も
あ
っ
た
。
仙
台
藩
医
の
娘
と
し
て
江
戸
に
生
ま
れ
た
の
ち
、
結
婚
し
て
仙
台
に
移
っ

た
只た

だ
の
ま
く
ず

野
真
葛
の
『
奥
州
波
奈
志
』（
奥
州
ば
な
し
）
に
記
さ
れ
る
も
の
で
、文
化
年
間
（
一
八
〇
四
―
一
八
一
八
）
の
初
め
頃
、七
ヶ
浜
（
現

在
の
宮
城
県
七
ヶ
浜
町
）
に
出
没
し
た
と
い
う7

。
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真
葛
は
、
国
学
者
の
村
田
春
海
や
戯
作
者
の
曲
亭
馬
琴
ら
に
そ
の
才
を
高
く
評
価
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
随
筆
『
む
か
し
ば
な
し
』

に
も
怪
異
譚
を
含
む
同
時
代
的
な
世
間
話
を
多
く
記
録
し
て
い
る
。
さ
て
、
疱
瘡
婆
と
も
呼
ば
れ
る
異
形
の
存
在
に
出
く
わ
し
た
者
の

言
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
身
の
丈
が
一
丈
（
約
三
、三
メ
ー
ト
ル
）
あ
ま
り
で
ふ
さ
ふ
さ
と
し
た
白
髪
を
乱
し
、
赤
い
面
に
き
ら
き
ら
と

輝
く
眼
を
持
つ
、
老
女
の
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

疱
瘡
婆
の
話
は
、
い
わ
ゆ
る
「
鬼
女
」、
す
な
わ
ち
鬼
に
な
っ
た
女
た
ち
と
も
少
な
か
ら
ぬ
イ
メ
ー
ジ
上
の
重
な
り
を
有
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
前
稿
で
扱
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
鬼
に
な
っ
た
女
」
と
い
う
名
も
な
き
存
在
で
あ
り
、
ど
う
や
ら
そ
の
姿
も
、
尋

常
の
女
性
か
ら
大
き
く
逸
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
鬼
女
た
ち
の
行
動
に
つ
い
て
雄
弁
な
当
時
の
世
間

話
は
、
そ
の
容
姿
に
つ
い
て
多
く
を
語
ら
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
疱
瘡
婆
の
場
合
は
、「
特
定
の
名
称
」
を
獲
得
し
た
「
異
形
」
と

い
う
点
で
、
そ
こ
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
い
る
。

　

い
わ
ゆ
る
「
鬼
女
」
の
場
合
、人
と
鬼
と
の
狭
間
に
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
疱
瘡
婆
」
は
、

そ
う
し
た
「
鬼
女
」
で
は
な
く
、「
鬼
」
の
領
域
─
─
す
な
わ
ち
「
妖
怪
」
的
な
領
域
─
─
に
大
き
く
舵
を
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
疫
病
に
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
帯
び
て
い
る
点
で
、
や
は
り
前
稿
で
扱
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
鬼
女
」
と
は
似
て
非
な
る
存
在

で
あ
る
。
疱
瘡
婆
は
疱
瘡
を
媒
介
し
た
と
は
記
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
、
疱
瘡
の
流
行
で
死
者
が
多
く
出
た
と
き
、
墓
を
掘
っ
て
死
体
を

喰
ら
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
の
み
な
の
だ
が
、
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
疱
瘡
の
イ
メ
ー
ジ
を
色
濃
く
帯
び
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
稿
で
も
触
れ
た
イ
ン
ド
由
来
の
「
起
屍
鬼
」（
屍
鬼
）
は
仏
典
を
通
じ
て
日
本
に
入
っ
て
き
た
知
識
で
あ
る
が
、
死

者
が
蘇
る
話
、
ま
た
、
死
者
が
生
者
を
襲
う
話
は
世
界
中
に
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
説
話
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
逆
に
、
死
者
を
食
う

生
者
と
い
う
、
飢
饉
な
ど
に
お
い
て
実
際
に
生
じ
て
い
た
観
測
可
能
な
事
実
が
控
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
現
実
的
に
考

え
る
な
ら
ば
、
疫
病
で
死
ん
だ
者
の
死
体
へ
の
接
触
や
、
そ
の
血
肉
の
経
口
摂
取
は
、
さ
ら
な
る
疫
病
の
蔓
延
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
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繋
が
り
得
る
。
生
者
を
襲
う
死
者
の
説
話
お
よ
び
死
者
を
襲
う
生
者
の
説
話
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
現
実
の
社
会
に
お
け
る
感
染

症
と
の
関
わ
り
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
明
治
期
の
作
と
推
定
さ
れ
る
『
ば
け
も
の
絵
巻
』
に
も
、
陸
奥
の
老
女
が
鬼
と
な
っ
た
話
と
そ
の
姿
を
描
い
た
絵
が
あ
り
、

妖
怪
資
料
の
収
集
と
研
究
を
進
め
る
湯
本
豪
一
に
よ
っ
て
「
疱
瘡
婆
」
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る8

。
ま
た
、
斎
藤
月
岑
『
武
江

年
表
』
文
政
元
年
の
項
に
は
、「
三
月
の
頃
、
市
中
へ
醴

あ
ま
ざ
けを

售あ
き
なふ

老
嫗
出
る
よ
り
、
こ
れ
に
触
る
れ
ば
疫
を
病
む
と
い
ふ
妖
言
行
は
る
」

と
記
さ
れ
る
よ
う
な
、
近
代
の
「
甘
酒
婆
」
の
原
型
と
お
ぼ
し
き
疫
病
神
も
あ
っ
た9

。

　

前
近
代
か
ら
近
現
代
に
至
る
ま
で
、
妖
怪
の
類
に
は
「
〇
〇
婆
」、「
〇
〇
爺
」
と
い
っ
た
名
づ
け
を
為
さ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

疱
瘡
婆
や
甘
酒
婆
に
関
し
て
も
、
そ
う
し
た
事
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
疫
病
に
関
係
す
る
こ
れ
ら
の

妖
怪
的
な
存
在
が
老
婆
の
姿
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
よ
り
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
「
疱
瘡
神
」
の
表
象
と
の
関

わ
り
を
意
識
し
て
お
く
必
要
も
あ
る
。

三　

人
の
姿
を
と
る
疫
病
神　

　

さ
き
に
述
べ
た
「
疱
瘡
婆
」
ほ
ど
の
異
形
性
は
帯
び
て
い
な
い
も
の
の
、
疫
病
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
の
が
「
疱
瘡
神
」
と
呼

ば
れ
る
一
群
で
あ
る
。
疱
瘡
婆
や
、
そ
れ
よ
り
も
広
く
語
ら
れ
て
い
た
疱
瘡
神
は
、
い
ず
れ
も
、
人
の
姿
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
疱

瘡
婆
の
場
合
、
そ
の
異
形
性
が
強
調
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
は
あ
く
ま
で
「
婆
」
な
の
で
あ
り
、
人
間
を
ベ
ー
ス

に
し
た
想
像
力
の
発
露
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

疫
病
神
や
、
そ
れ
と
深
く
関
わ
る
疫
病
除
け
の
護
符
な
ど
に
つ
い
て
は
、
前
近
代
か
ら
近
現
代
に
至
る
ま
で
日
本
各
地
に
様
々
な
事
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例
が
あ
り
、
先
行
研
究
の
層
も
厚
い10

。
そ
し
て
数
あ
る
疫
病
神
の
中
で
も
、
と
く
に
目
に
つ
く
の
が
疱
瘡
神
で
あ
る
。
と
り
も
な
お
さ

ず
そ
れ
は
、
前
近
代
の
日
本
に
お
い
て
疱
瘡
が
長
く
猛
威
を
振
る
い
、
ま
た
強
く
恐
れ
ら
れ
続
け
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

　

疱
瘡
神
に
代
表
さ
れ
る
疫
病
神
を
見
て
い
て
興
味
深
い
の
は
、
疫
病
を
予
言
し
た
上
で
広
め
る
神
が
、
疫
病
の
防
ぎ
方
を
伝
授
す
る

存
在
で
も
あ
る
と
い
う
、
そ
の
二
面
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、
古
く
は
『
備
後
国
風
土
記
』（
逸
文
）
に
記
さ
れ
る
蘇
民
将
来

型
説
話
の
「
武
塔
神
」
に
始
ま
り
、
中
世
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
神
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
牛
頭
天
王
や
、
各
地
の
蘇
民
将
来

型
説
話
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

江
戸
期
に
は
疱
瘡
に
よ
る
死
者
が
数
多
く
出
る
こ
と
に
な
り
、そ
う
し
た
苛
烈
な
流
行
り
病
と
と
も
に
生
き
て
い
た
人
々
の
「
日
常
」

は
、各
地
の
日
記
類
な
ど
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
江
戸
後
期
に
は
、海
外
か
ら
や
っ
て
き
た
新
た
な
流
行
り
病
、「
コ

レ
ラ
」
が
猛
威
を
振
る
う
こ
と
と
も
な
る
。
江
戸
期
の
コ
レ
ラ
騒
動
に
つ
い
て
は
、
高
橋
敏
『
江
戸
の
コ
レ
ラ
騒
動
』
が
詳
し
い11

。

　

ま
た
筆
者
も
本
稿
と
並
行
し
て
、
安
政
の
コ
レ
ラ
騒
動
を
中
心
に
据
え
て
疫
病
と
怪
異
と
の
関
係
性
を
紐
解
く
別
稿
を
作
成
し
て
お

り
、
コ
レ
ラ
と
コ
ロ
リ
の
差
異
や
、
コ
ロ
リ
を
め
ぐ
る
怪
異
表
象
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

　

さ
て
、
江
戸
期
の
疱
瘡
神
が
人
の
姿
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
、
疱
瘡
神
は
具
体
的
に
、
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
年
齢
・
性
別
の
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
と
き
に
老
嫗
で

あ
り
老
翁
で
あ
り
、
夫
婦
で
あ
り
、
あ
る
い
は
老
人
を
中
心
と
し
た
一
族
郎
党
の
集
団
で
も
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
前
出
の
松
浦
静
山
に
よ
る
『
甲
子
夜
話
続
篇
』
巻
八
〇
―
一
は
、「
少わ

か
し
ご童

・
好を

な
ご女

・
老う

ば嫗
」
姿
の
疱
瘡
神
の
伝
承
に
つ

い
て
触
れ
、
こ
の
中
で
「
老
嫗
」
が
来
る
と
痘
が
重
い
と
記
し
て
い
る12

。
そ
の
難
を
免
れ
る
に
は
、「
小
さ
き
足あ

し
な
か半

を
竹
杖
の
頭
に
貫

き
て
た
て
置
」
く
。
そ
う
す
る
と
老
嫗
は
、「
爺
夫
は
や
来
り
居
給
ふ
」（
お
じ
い
さ
ん
が
す
で
に
来
て
い
た
か
）
と
言
っ
て
帰
る
の
だ
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と
い
う
。

　

足
半
と
は
草
鞋
の
こ
と
。「
ミ
カ
リ
バ
バ
」（
箕
借
り
婆
）
に
よ
る
難
を
除
け
る
た
め
に
、
棒
に
目
籠
を
刺
し
て
庭
に
突
き
立
て
て
お

く
近
代
以
降
の
民
俗
に
も
通
じ
る
妖
怪
除
け
だ
と
言
え
る
。
興
味
深
い
の
は
、『
甲
子
夜
話
続
篇
』
巻
八
〇
―
一
の
記
述
か
ら
は
、
老

若
男
女
の
集
団
で
あ
る
疱
瘡
神
の
中
で
も
、ど
う
や
ら
老
嫗
が
と
く
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

疱
瘡
で
は
な
い
が
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
コ
レ
ラ
流
行
を
受
け
て
刊
行
さ
れ
た
仮
名
垣
魯
文
の
『
安
政
箇
労
痢
流
行
記
』
に

は
、「
厄
神
の
王
」
を
名
乗
る
老
人
が
老
若
男
女
を
引
き
連
れ
て
宿
を
乞
い
、
疫
病
除
け
の
護
符
を
伝
授
す
る
と
い
う
、
蘇
民
将
来
型

説
話
に
類
し
た
世
間
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
沙
石
集
』
に
収
め
ら
れ
た
中
世
の
説
話
な
ど
か
ら
は
、「
行
疫
神
」
に
代
表
さ
れ
る
疫

病
神
が
集
団
で
行
動
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
江
戸
期
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、疱
瘡
神
の
イ
メ
ー
ジ
は
、老
若
男
女
の
集
団
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、そ
の
集
団
イ
メ
ー

ジ
の
核
と
な
る
の
は
、
や
は
り
老
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
少
な
か
ら
ぬ
福
神
や
疫
神
が
老
人
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
て
い
た
と
い
う
文
化
的

な
要
素
と
も
重
な
っ
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
し
、
も
っ
と
単
純
に
、
老
人
が
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
と
も

無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

疱
瘡
神
が
広
く
老
夫
婦
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
民
俗
に
つ
い
て
記
し
た
上
記
の
よ
う
な
文
献
資
料
の
み
な

ら
ず
、
後
世
に
遺
さ
れ
た
石
像
か
ら
も
類
推
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
寛
政
十
一
」
年
（
一
七
九
九
）
と
刻
ま
れ
た
、
茨
城
県
取
手

市
寺
田
の
青
龍
神
社
の
石
像
に
は
、
幣
束
を
持
っ
て
立
つ
男
、
座
し
た
女
が
彫
り
込
ま
れ
、
そ
の
額
に
は
皺
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

石
像
を
紹
介
す
る
会
田
秀
介
『
医
と
石
仏
・
庶
民
の
治
病
信
仰
』
は
、「
造
塔
し
た
施
主
の
意
図
を
察
す
れ
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ

の
夫
婦
は
男
女
の
疱
瘡
神
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
し
て
い
る13

。
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ま
た
同
書
に
は
「
天
保
三
」
年
（
一
八
三
二
）、「
疱
瘡
神
」
な
ど
と
彫
ら
れ
た
茨
城
県
取
手
市
青
柳
の
青
柳
鹿
島
神
社
の
石
像
も
紹

介
さ
れ
、
こ
ち
ら
に
も
幣
束
と
お
ぼ
し
き
も
の
を
持
っ
た
男
と
、
座
し
た
女
の
姿
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
千
葉
県
千
葉
市
若
葉

区
の
大
宮
神
社
の
石
塔
に
彫
ら
れ
た
、
杖
ら
し
き
も
の
を
つ
い
た
老
婆
も
疱
瘡
神
と
判
断
し
て
、
こ
れ
を
「
疱
瘡
神
塔
」
と
し
て
紹
介

し
て
い
る
。
大
き
く
「
疱
瘡
神
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
青
柳
鹿
島
神
社
の
男
女
像
が
疱
瘡
神
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
ま
た
諸
情
報

を
勘
案
し
た
上
で
会
田
が
「
疱
瘡
神
」
と
し
て
紹
介
す
る
青
龍
神
社
や
大
宮
神
社
の
事
例
も
ま
た
、
疱
瘡
神
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
よ

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　
「
憑
き
物
」
化
す
る
疫
病

　

疱
瘡
神
と
同
じ
く
疫
病
の
イ
メ
ー
ジ
を
宿
し
た
存
在
で
あ
る
も
の
の
、
人
で
は
な
く
、
獣
の
姿
を
と
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
も

あ
る
。
そ
れ
は
、江
戸
後
期
の
コ
レ
ラ
流
行
の
際
、あ
ち
こ
ち
の
世
間
話
で
語
ら
れ
て
い
た
「
ア
メ
リ
カ
狐
」
や
「
狐こ

ろ

り
狼
狸
」、そ
し
て
「
コ

レ
ラ
獣
」
と
呼
ば
れ
る
妖
怪
的
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
も
そ
も
、
動
物
系
の
憑
き
物
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
思

わ
れ
る
。

　

獣
の
姿
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
憑
き
物
は
、
憑
き
物
自
体
の
意
思
で
人
に
と
り
つ
く
も
の
と
、
人
に
使
役
さ
れ
て
別
の
人
に
と
り

つ
く
も
の
と
に
分
か
れ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、前
者
は「
野
生
の
憑
き
物
」、後
者
は「
使
役
さ
れ
る
憑
き
物
」と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

狐
狼
狸
や
コ
レ
ラ
獣
の
場
合
、
ど
う
や
ら
そ
の
背
後
に
使
役
者
の
存
在
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
野
生
の
憑
き
物
で
あ
っ
た
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。

　

一
方
の
「
ア
メ
リ
カ
狐
」
は
、
そ
の
名
か
ら
も
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
や
っ
て
き
て
疫
病
を
媒
介
し
て
い
る
と
考
え
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ら
れ
て
い
た
狐
で
あ
り
、
と
き
に
そ
の
背
後
に
は
使
役
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
ア
メ
リ
カ
」（
人
）
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
対

処
の
困
難
な
流
行
病
の
蔓
延
に
対
し
て
、
そ
の
原
因
と
な
る
存
在
を
創
り
出
す
、
マ
イ
ナ
ス
方
面
の
民
俗
的
想
像
力
の
発
露
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、「
疱
痘
神
」
─
─
疱
瘡
神
で
は
な
く
、
疱
痘
神
─
─
お
よ
び
そ

れ
を
使
役
す
る
者
に
関
す
る
世
間
話
も
あ
る
。「
疱
痘
神
」
の
姿
か
た
ち
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
く
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
は
不

明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
動
物
系
の
憑
き
物
に
類
し
た
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
の
後
半
で

は
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、「
憑
き
物
」
化
し
た
疫
病
の
背
後
に
、
そ
の
使
役
者
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

疱
瘡
神
に
代
表
さ
れ
る
疫
病
神
の
多
く
は
、
疫
病
を
媒
介
す
る
人
型
の
神
で
あ
る
。
個
々
の
疫
病
神
を
め
ぐ
る
事
例
に
あ
っ
て
は
、

疫
病
神
を
、
あ
く
ま
で
疫
病
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
、
も
し
く
は
疫
病
そ
の
も
の
の
表
象
と
し
て
捉
え
る
か
、
二
通
り
の

見
方
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
双
方
の
認
識
は
明
確
に
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

現
代
に
お
け
る
分
析
的
な
視
点
に
立
て
ば
、
人
型
を
と
る
疫
病
神
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
流
行
り
病
の
擬
人
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
疫
病
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
で
あ
り
、
こ
う
し
た
行
為
は
薬
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
や
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
等
々
、
現
代

の
大
衆
文
化
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
前
近
代
に
お
け
る
人
型
の
疫
病
神
が
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
「
実
在
」

が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
当
時
の
社
会
的
な
背
景
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
疫
病
神
を
疫
病
の
擬
人
化
と
し
て
受
け
取
る
現
代
的
な
把
握

の
方
法
も
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
か
つ
て
は
そ
の
存
在
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
前
提
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
江
戸
後
期
に
お
い
て
は
、
同
時
代
的
な
世
間
話
に
お
い
て
疫
病
を
「
擬
獣
化
」
し
て
い
る
例
も
散
見
さ
れ
る
。
擬
獣
化
と
は
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主
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
用
語
で
あ
り
、
ア
ニ
メ
な
ど
に
お
け
る
既
存
の
人
間
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
動
物
の
属
性
を
持
た
せ
て
描

く
こ
と
な
ど
を
指
す
言
葉
だ
が
、
こ
こ
で
は
獣
以
外
の
も
の
を
獣
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
を
指
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　

た
だ
し
、
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
人
型
の
疫
病
神
の
場
合
と
同
様
、
こ
れ
も
単
な
る
擬
獣
化
で
は
な
く
て
、
動
物
系
の
憑
き
物
イ
メ
ー
ジ

と
疫
病
の
そ
れ
と
を
結
び
つ
け
た
文
化
現
象
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
前
出
の
、安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
刊
『
安
政
箇
労
痢
流
行
記
』

そ
の
他
に
記
さ
れ
る
「
狐
狼
狸
」（
コ
ロ
リ
）
の
用
字
は
、
当
時
、
通
用
し
て
い
た
病
名
「
コ
ロ
リ
」
に
対
す
る
単
な
る
語
呂
合
わ
せ

で
は
な
く
、
疫
病
と
し
て
の
コ
ロ
リ
表
象
が
、
と
き
に
狐
狸
な
ど
の
動
物
系
の
憑
き
物
イ
メ
ー
ジ
と
接
近
し
て
い
た
こ
と
に
関
わ
る
も

の
な
の
で
あ
っ
た
。　
　
　

　

ま
た
、
江
戸
の
情
報
屋
と
も
称
さ
れ
る
路
上
の
古
書
肆
、
須
藤
由
蔵
に
よ
る
『
藤
岡
屋
日
記
』
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
は
、「
コ

レ
ラ
獣
」
と
い
う
イ
タ
チ
状
の
獣
に
関
す
る
記
事
が
あ
る14

。
そ
こ
に
は
、
武
蔵
国
多
摩
郡
三
ツ
木
村
（
東
京
都
武
蔵
村
山
市
）
の
百
姓

で
あ
る
粂
蔵
の
妻
、
と
き
が
コ
レ
ラ
に
罹
っ
た
際
の
出
来
事
と
し
て
、
鼬
に
似
た
獣
が
家
の
裏
口
か
ら
飛
び
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
続
け
て
『
藤
岡
屋
日
記
』
は
多
摩
郡
界
隈
に
お
け
る
同
様
の
話
を
複
数
記
録
し
て
お
り
、
当
時
の
多
摩
地
域
に
お
い
て
、
コ
レ

ラ
が
限
り
な
く
動
物
系
の
憑
き
物
に
接
近
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
藤
岡
屋
日
記
』は「
コ
レ
ラ
獣
」や「
亜ア

メ

リ
墨
利（
加
）国
の
ヲ
サ
キ
狐
」に
関
し
て
、次
の
よ
う
な
考
え
を
書
き
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、

世
間
で
コ
レ
ラ
病
の
獣
と
は
い
う
が
、
実
際
に
は
「
ヲ
サ
キ
狐
」
と
同
様
の
種
類
で
あ
っ
て
、
コ
レ
ラ
病
の
虚
に
つ
け
こ
ん
で
体
内
に

入
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
察
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
コ
レ
ラ
獣
を
、
憑
き
物
で
あ
る
オ
サ
キ
狐
と
同
様
の
も
の
だ
と
考

え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ア
メ
リ
カ
国
の
オ
サ
キ
狐
と
は
、
俗
に
言
う
「
ア
メ
リ
カ
狐
」
で
あ
る
。
江
戸
後
期
の
コ
レ
ラ
流
行
下
に
あ
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
狐

以
外
に
も
「
イ
ギ
リ
ス
疫
兎
」、「
千
年
土も

ぐ
ら竜

」
と
い
っ
た
、「
舶
来
」
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
た
疫
病
に
関
わ
る
動
物
妖
怪
た
ち
の
噂
話
が
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あ
ち
こ
ち
に
記
録
さ
れ
た
。

　

た
と
え
ば
、
安
政
五
年
刊
の
コ
レ
ラ
関
連
書
、
畑
時
倚
（
銀
鶏
）
編
・
片
西
喜
石
画
『
街ち

ま
た
の
ゆ
め

廼
夢
』（
疫
癘
雑
話
街
廼
夢
）
上
巻
に
は
、

「
ア
メ
リ
カ
」（
ア
メ
リ
カ
人
の
こ
と
）
が
日
本
に
悪
い
狐
を
残
し
て
い
っ
て
、
こ
れ
が
日
本
人
に
取
り
憑
い
て
悩
ま
せ
て
い
る
の
だ
と

い
う
噂
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
ま
た
、
水
道
に
毒
を
流
し
て
江
戸
中
の
人
を
皆
殺
し
に
し
よ
う
と
す
る
計
画
に
関
す
る
噂
を

紹
介
し
た
上
で
、
こ
れ
を
あ
ら
れ
も
な
い
風
説
と
し
て
一
蹴
す
る15

。

　

当
時
は
、
た
と
え
ば
長
州
藩
（
萩
藩
）
領
、
豊
浦
郡
宇
賀
本
郷
の
村
医
で
あ
る
古
谷
道
庵
の
日
記
『
古
谷
道
庵
日
乗
』
安
政
五
年
八

月
十
六
日
に
も
記
録
さ
れ
る
よ
う
な
、
外
国
人
な
ど
が
毒
流
し
を
し
た
と
い
う
、
後
世
の
関
東
大
震
災
時
に
お
け
る
流
言
を
思
わ
せ
る

風
説
が
出
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る16

。

　

ア
メ
リ
カ
狐
お
よ
び
、
そ
れ
を
使
役
す
る
ア
メ
リ
カ
人
を
め
ぐ
る
風
聞
や
、
毒
流
し
の
風
聞
な
ど
に
は
、
外
国
か
ら
来
る
疫
病
へ
の

恐
怖
に
加
え
て
排
他
的
な
思
想
や
、
混
乱
状
態
に
あ
っ
て
「
犯
人
」
探
し
を
行
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
後
ろ
向
き
な
思
考
法
が
含
ま

れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
排
他
的
な
噂
話
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
」
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
と
言
え
ば
、
決
し
て
具
体
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
証
拠
に
、
ア
メ
リ
カ
狐
を
使
役
す
る
と
さ
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
」
人
を
め
ぐ
る
言
説
に
は
、
そ
の
実
態
を
示
す
よ
う
な
詳
し
い
説
明

が
備
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

言
う
な
れ
ば
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
歌
舞
伎
や
読
本
な
ど
の
江
戸
文
芸
に
お
け
る
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
妖
術
使
い
」
じ
み
た
、
な
ん
だ

か
得
体
の
知
れ
な
い
、
恐
ろ
し
気
な
雰
囲
気
を
纏
っ
た
外
国
人
、
と
い
っ
た
程
度
の
イ
メ
ー
ジ
の
域
を
出
な
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
し
た
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
く
噂
が
一
応
の
「
実
話
」
と
し
て
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
ア
メ

リ
カ
」
イ
メ
ー
ジ
は
、
天
狗
じ
み
た
恐
ろ
し
い
表
情
で
い
ち
じ
る
し
く
誇
張
さ
れ
た
「
ペ
ル
リ
」（
ペ
リ
ー
）
の
肖
像
と
も
関
わ
っ
て
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く
る
外
国
（
人
）
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
付
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
が
、
そ
も
そ
も
動
物
系
の
憑
き
物
そ
れ
自
体
が
、
古
く
は
呪
術
者
の
使
役
す
る
も
の
、

し
か
も
「
病
」
と
し
て
想
像
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
藤
原
定
家
『
明
月
記
』
は
、世
間
を
騒
が
す
「
猫
胯
病
」

な
る
流
行
病
に
つ
い
て
記
す
際
、
そ
れ
を
「
鬼
」
と
も
記
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
中
国
の
『
隋
書
』
や
『
諸
病
源
候
論
』
な
ど
に
記

さ
れ
る
、
呪
術
者
に
よ
っ
て
使
役
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
憑
き
物
「
猫
鬼
」
な
ど
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
「
猫

鬼
」
は
蠱
毒
の
一
種
で
あ
る
と
も
、
伝
染
病
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
動
物
妖
怪
の
す
べ
て
が
憑
き
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
狐
や
猫
の
妖
怪
に
関
し
て
は
そ
の
ル
ー
ツ

に
、
専
門
的
に
動
物
系
の
憑
き
物
を
使
役
し
て
い
た
民
間
宗
教
者
な
ど
の
存
在
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
南

方
熊
楠
が
書
き
残
し
た
近
代
の
紀
州
の
事
例
（
猫
を
祀
る
巫
女
）
な
ど
は
、
江
戸
期
の
『
竜
宮
船
』
に
載
る
、
猫
の
頭
を
本
尊
と
す
る

口
寄
せ
巫
女
の
話
を
彷
彿
さ
せ
る
。
少
な
く
と
も
江
戸
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
は
、
猫
を
本
尊
と
し
て
祀
り
、
そ
れ
を
使
役
す
る
巫
女

が
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る17

。
本
稿
の
主
た
る
目
的
か
ら
は
逸
れ
る
た
め
、
猫
の
妖
怪
と
憑
き
物
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は

稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

江
戸
期
の
ア
メ
リ
カ
狐
な
ど
は
、
こ
う
し
た
古
い
か
た
ち
を
残
す
動
物
系
の
憑
き
物
と
そ
の
使
役
者
を
め
ぐ
る
民
俗
（
そ
の
最
た
る

も
の
は
オ
サ
キ
狐
な
ど
を
操
る
修
験
者
や
口
寄
せ
巫
女
な
ど
）
と
直
結
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
か
ら

ぬ
動
物
系
の
妖
怪
は
憑
き
物
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
、
憑
き
物
の
イ
メ
ー
ジ
は
疫
病
と
も
繋
が
り
を
有
し
て
い
た
。
な

お
か
つ
、
と
き
に
そ
の
背
後
に
は
、
使
役
者
で
あ
る
人
間
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
江
戸
後
期
に
あ
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
狐
と
そ
の
使
役
者
を
め
ぐ
る
噂
話
に
お
い
て
、
古
い
か
た
ち
で
の
憑
き
物
信
仰
が

ふ
た
た
び
噴
出
し
て
き
た
─
─
た
だ
し
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
江
戸
文
芸
に
お
い
て
動
物
妖
怪
を
操
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
妖
術
使
い
を
遠
く
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離
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
─
─
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

五　

疱
痘
神
を
使
役
す
る
者

　

さ
き
に
触
れ
た
、
コ
レ
ラ
を
媒
介
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
狐
を
め
ぐ
る
世
間
話
に
お
い
て
は
、
と
き
に
、
そ
の
背
後
に

ア
メ
リ
カ
狐
を
操
る
「
ア
メ
リ
カ
」（
人
）
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
使
役
者
の
存
在
を
想
定
す
る
ケ
ー
ス
は
、
江

戸
後
期
に
お
け
る
「
憑
き
物
」
化
し
た
疫
病
を
め
ぐ
る
民
俗
的
想
像
力
の
発
露
と
し
て
も
、
決
し
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
は
似
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
か
と
い
う
と
、
こ
れ
が
、
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
な
の
で
あ
る
。

丹
念
に
資
料
を
探
っ
て
い
け
ば
、「
憑
き
物
」
化
し
た
疫
病
と
、そ
の
使
役
者
を
め
ぐ
る
世
間
話
は
、ほ
か
に
も
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

た
と
え
ば
前
出
の
『
甲
子
夜
話
続
篇
』
巻
二
一
―
三
に
は
、
疫
病
神
を
使
役
す
る
者
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
世
間
話
が
収
録
さ
れ
て
お

り
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
非
常
に
興
味
深
い
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

　

非
人
車
善
七
の
手
下
に
、
田
中
治
兵
衛
と
云
者
あ
り
。
此
も
の
疱
痘
神
を
役
使
す
る
こ
と
を
得
て
、
因
て
諸
人
こ
の
治
兵
衛
へ
頼

み
て
、
こ
れ
が
軽
症
を
祈
る
。18

　

文
中
に
あ
る
「
疱
痘
神
」
の
名
称
は
、
お
そ
ら
く
は
世
間
に
通
用
し
て
い
た
一
般
的
な
呼
称
で
は
あ
る
ま
い
。
記
録
者
で
あ
る
松
浦

静
山
が
「
疱
瘡
」
や
「
痘
瘡
」
の
類
の
神
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
た
、
概
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。
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の
ち
ほ
ど
詳
し
く
述
べ
る
が
、
車
善
七
と
は
浅
草
を
管
轄
す
る
非
人
頭
で
あ
る
。
そ
の
手
下
で
あ
る
田
中
治
兵
衛
な
る
者
は
「
疱
痘

神
」
を
使
役
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
人
々
は
こ
ぞ
っ
て
治
兵
衛
に
依
頼
し
て
、
流
行
り
病
に
か
か
っ
て
も
軽
く
す
む
よ
う
に
祈
っ

た
と
い
う
。
当
時
は
、
か
な
り
多
く
の
人
々
が
疱
瘡
に
罹
患
し
て
お
り
、
疱
瘡
に
か
か
ら
な
い
こ
と
を
祈
る
以
外
に
も
、
か
か
っ
て
も

軽
症
で
済
む
こ
と
を
祈
る
こ
と
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。

　

記
録
者
で
あ
る
松
浦
静
山
自
身
は
、
世
間
を
賑
わ
す
こ
う
し
た
新
た
な
民
間
信
仰
に
信
を
置
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
静
山
が
こ
の

よ
う
な
噂
を
書
き
残
し
て
お
い
て
く
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
当
時
、「
疫
病
神
の
使
役
」
を
め
ぐ
る
巷
説
が
あ
っ
た
こ
と
は

確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
残
念
な
の
は
、
こ
の
疫
病
神
の
姿
に
つ
い
て
は
人
な
の
か
獣
な
の
か
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の

よ
う
な
共
通
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
が
不
明
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
記
事
は
「
疫
病
」
と
「
憑
き
物
」
を
め
ぐ
る
民
俗
文
化
と
の
連

続
性
を
示
す
事
例
と
し
て
受
け
取
れ
る
。
狐
狼
狸
や
コ
レ
ラ
獣
、
ア
メ
リ
カ
狐
な
ど
、
江
戸
後
期
の
疫
病
イ
メ
ー
ジ
は
と
き
に
動
物
系

の
憑
き
物
イ
メ
ー
ジ
と
い
ち
じ
る
し
く
接
近
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
す
で
に
確
認
し
て
き
た
通
り
、
ア
メ
リ
カ
狐
の
場
合
は
そ
の
背
後

に
使
役
者
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

　

一
方
で
、
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
疱
瘡
神
な
ど
の
疫
病
神
は
人
の
姿
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
人
間
が
使
役
す
る
と

い
う
話
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
疱
瘡
神
、
痘
鬼
（
神
）
な
ど
の
類
に
関
し
て
は
一
般
に
、
こ
れ
を
追
い
払
う
か
、
逆
に
祀
り

上
げ
る
こ
と
で
軽
症
を
祈
願
す
る
か
、
と
い
う
宗
教
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
獣
の
姿
を
と
る
疫
病
イ
メ
ー
ジ
、
人
の
姿
を
と
る
疫
病
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
他
の
事
例
に
鑑
み
た
場
合
、
田
中
治
兵
衛

が
「
使
役
」
で
き
た
と
い
う
「
疱
痘
神
」
に
関
し
て
は
動
物
タ
イ
プ
の
憑
き
物
め
い
た
存
在
と
し
て
想
像
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
釈
し

て
お
い
た
ほ
う
が
、
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
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さ
て
、
日
本
の
憑
き
物
信
仰
に
あ
っ
て
動
物
系
の
憑
き
物
が
関
わ
る
も
の
は
、
一
時
的
に
人
に
取
り
憑
く
場
合
と
、
恒
常
的
に
個
人

や
特
定
の
家
系
に
取
り
憑
く
場
合
の
二
種
に
大
別
で
き
る19

。
そ
し
て
、
特
定
の
家
系
に
取
り
憑
く
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
憑
き
物
信
仰
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
家
系
に
生
ま
れ
た
人
々
に
対
す
る
根
強
い
差
別
が
あ
っ
た
。

　

出
雲
地
方
の
「
狐
持
ち
」
と
呼
ば
れ
る
家
系
に
生
ま
れ
た
速
水
保
孝
は
、前
近
代
的
な
「
迷
信
」
に
基
づ
く
差
別
を
根
絶
す
る
た
め
、

自
ら
狐
持
ち
に
関
す
る
研
究
・
啓
蒙
活
動
を
推
進
し
た
。
昭
和
二
八
年
、
速
水
は
柳
田
國
男
の
序
文
を
得
て
口
語
体
の
『
憑
き
も
の
持

ち
迷
信
』
を
刊
行
し
、
の
ち
に
文
語
体
の
『
出
雲
の
迷
信
』
を
ま
と
め
て
い
る20

。

　

憑
き
物
信
仰
お
よ
び
、
そ
れ
が
包
括
す
る
差
別
問
題
に
つ
い
て
は
ほ
か
に
も
、
柳
田
國
男
「
巫
女
考
」
に
は
じ
ま
る
一
連
の
研
究
や
、

中
山
太
郎
、
折
口
信
夫
、
南
方
熊
楠
ら
に
よ
る
研
究
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
民
俗
学
や
周
辺
諸
学
に
よ
る
資
料
収
集
、
調
査
研
究
の
蓄

積
は
続
き
、
喜
田
貞
吉
「
憑
物
に
関
す
る
民
族
的
研
究
」
や
倉
光
清
六
「
憑
物
鄙
話
」、
石
塚
尊
俊
『
日
本
の
憑
き
も
の
』、
吉
田
禎
吾

『
日
本
の
憑
き
も
の
』
な
ど
の
諸
論
を
は
じ
め
と
し
た
分
厚
い
研
究
史
が
存
在
す
る21

。

　

こ
う
し
た
研
究
は
憑
き
物
信
仰
に
関
す
る
諸
相
を
紐
解
い
て
き
た
が
、
そ
こ
で
特
に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
は
家
系
に

関
わ
る
憑
き
物
の
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
一
方
で
、
家
系
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、
動
物
系
の
憑
き
物
を
使
役
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
個
人
も
存
在
し
た
。
江
戸
文
芸
に
お
け
る
妖
術
使
い
─
─
動
物
妖
怪
を
自
由
に
召
喚
し
て
使
役
す
る
─
─
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
に

も
な
っ
て
い
た
、
修
験
者
や
口
寄
せ
巫
女
な
ど
の
民
間
宗
教
者
た
ち
が
そ
れ
で
あ
る22

。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
宗
教
的
職
能
と
し
て
の
「
憑

き
物
」
使
い
だ
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
民
間
宗
教
者
は
、
仏
教
の
「
正し

ょ
う
ぼ
う法

」
に
反
す
る
「
外げ

ほ
う法

」
を
修
す
る
者
と
し
て
、「
外
法
使
い
」

と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
「
疱
痘
神
」
を
使
役
す
る
と
い
う
田
中
治
兵
衛
に
関
し
て
は
、
そ
の
背
景
に
関
す
る
情
報
が
一
切
見
当
た
ら
な
い
。
先
に
挙
げ
た
よ

う
な
憑
き
物
信
仰
に
関
す
る
先
行
研
究
の
成
果
に
鑑
み
て
も
、
家
系
を
め
ぐ
る
憑
き
物
信
仰
と
は
関
係
し
な
い
事
例
で
あ
っ
た
も
の
と
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推
察
さ
れ
る
。「
疱
痘
神
」
は
、
あ
く
ま
で
治
兵
衛
個
人
が
使
役
す
る
存
在
で
あ
り
、
家
系
に
ま
つ
わ
る
憑
き
物
信
仰
と
は
区
別
し
て

考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
田
中
治
兵
衛
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
さ
き
に
引
用
し
た
短
い
記
述
か
ら
は
詳
細
が
分
か
ら
ず
、
残
念

な
が
ら
、
現
状
で
は
ほ
か
の
資
料
も
見
当
た
ら
な
い
。
江
戸
中
期
の
堺
の
薬
種
商
や
、
明
治
の
出
版
人
に
も
同
姓
同
名
の
人
物
が
い
る

が
、
も
ち
ろ
ん
別
人
で
あ
る
。
こ
こ
で
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
該
当
記
事
以
外
に
、
田
中
治
兵
衛
に
関
す
る
資
料
を
見
出
す
の
は
い
さ
さ

か
困
難
な
作
業
か
と
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
田
中
治
兵
衛
な
る
人
物
が
「
非
人
車
善
七
の
手
下
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
て
み
た
い
。

車
善
七
に
関
す
る
資
料
も
決
し
て
多
く
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
江
戸
期
に
あ
っ
て
は
、『
甲
子
夜
話
続
篇
』
以
外
に
資
料
を
見
出
せ
そ

う
に
な
い
田
中
治
兵
衛
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
高
い
知
名
度
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
塩
見
鮮
一
郎
『
江
戸
の
非
人
頭　

車

善
七
』
が
端
的
に
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、「
車
善
七
」
と
は
江
戸
府
内
の
浅
草
地
区
を
担
当
す
る
非
人
頭
で
あ
り
、
世
襲
の
役
職
名

に
し
て
個
人
名
で
も
あ
っ
た23

。

　

江
戸
の
非
人
た
ち
は
、
関
八
州
の
非
人
を
支
配
す
る
浅
草
弾
左
衛
門
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た24

。
浅
草
弾
左
衛
門
も
ま
た
、
世
襲

の
役
職
名
で
あ
り
個
人
名
で
あ
る
。
浅
草
弾
左
衛
門
の
配
下
に
は
四
人
の
非
人
頭
（
一
時
期
は
五
人
）
が
お
り
、
車
善
七
は
そ
の
一
人

で
あ
っ
た25

。

　

先
述
の
通
り
、『
甲
子
夜
話
続
篇
』
の
該
当
記
事
に
お
け
る
田
中
治
兵
衛
の
場
合
、
そ
の
記
述
は
非
常
に
短
い
も
の
で
あ
っ
て
、
詳

細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
車
善
七
の
管
理
下
に
あ
っ
た
抱
非
人
で
、
善
七
の
活
動
を
補
佐
す
る
手
下
の
一
人
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と

ま
で
は
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
江
戸
期
の
刑
罰
の
一
種
に
、
特
殊
な
罪
を
犯
し
た
者
の
身
柄
を
非
人
頭
に
引
き
渡
す
こ
と
で
非
人
の
一
員
と
す
る
「
非
人
手



蓮花寺佛教研究所紀要　第十四号

278

下
」（
ひ
に
ん
て
か
）
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
引
き
取
り
手
が
あ
ら
わ
れ
れ
ば
、非
人
村
を
去
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
甲

子
夜
話
続
篇
』
の
該
当
記
事
で
は
、
と
く
に
「
非
人
手
下
」
の
刑
を
思
わ
せ
る
書
き
方
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
田
中
治
兵
衛
は

刑
罰
と
は
関
係
な
く
、
単
純
に
車
善
七
の
手
下
で
あ
っ
た
と
し
て
お
い
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

江
戸
期
の
江
戸
に
あ
っ
て
、
非
人
の
職
能
は
厳
し
く
管
理
さ
れ
て
い
た
。
物
を
作
る
、
売
る
な
ど
の
行
為
は
禁
じ
ら
れ
、
仏
教
の

乞こ
つ
じ
き
ぎ
ょ
う

食
行
に
由
来
す
る
「
乞
食
」
を
も
っ
て
生
計
を
立
て
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
仏
教
語
に
倣
っ
て
、
町
民
か
ら
定
額
を

受
け
取
る
こ
と
を
「
日ひ

勧か
ん
じ
ん進

」
と
も
言
っ
て
い
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
生
活
費
を
賄
う
こ
と
は
難
し
く
、
実
態
と
し
て
は

乞
食
に
加
え
て
紙
屑
拾
い
や
刑
吏
の
手
伝
い
、
掘
割
の
汚
物
処
理
な
ど
の
用
務
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ

う
し
た
諸
々
の
仕
事
に
携
わ
る
抱
非
人
た
ち
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
の
が
、
非
人
頭
の
車
善
七
ら
な
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
小
屋
持
非

人
と
も
呼
ば
れ
る
「
抱
非
人
」
と
区
別
さ
れ
る
存
在
と
し
て
、
無
宿
の
「
野
非
人
」
と
い
わ
れ
る
人
々
も
お
り
、
車
善
七
は
そ
う
し
た

人
々
の
取
り
締
ま
り
も
請
け
負
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
田
中
治
兵
衛
が
本
当
に
車
善
七
の
抱
非
人
で
あ
っ
た
場
合
、
本
来
的
に
は
宗
教
的
職
能
を
持
つ
者
で
は
な
か
っ
た

は
ず
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
祈
祷
な
ど
に
際
し
て
の
対
価
を
求
め
る
こ
と
は
江
戸
府
内
に
お
け
る
当
時
の
ル
ー
ル
に
反
し
て
い

た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
甲
子
夜
話
続
篇
』
の
該
当
記
事
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
多
く
の
人
々
が
彼
の
特
殊
な
能
力
に
期

待
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
特
殊
な
事
例
は
以
下
の
よ
う
な
文
化
背
景
の
中
で
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

当
時
に
あ
っ
て
も
多
く
の
人
々
が
、
す
で
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
既
存
の
寺
社
に
よ
る
祈
祷
や
護
符
の
「
ご
利
益
」
に
期
待
し
て
い

た
こ
と
は
、
様
々
な
資
料
に
記
さ
れ
る
多
種
多
様
な
事
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
江
戸
後
期
に
は
、
古
く
か

ら
の
疫
病
神
を
め
ぐ
る
伝
承
や
そ
れ
に
基
づ
く
護
符
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
構
造
を
有
し
つ
つ
、
一
滴
の
新
味
を
加
え
た
世
間
話
や
護
符

が
流
通
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。
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た
と
え
ば
、
そ
の
似
姿
を
描
け
ば
疫
病
の
難
を
逃
れ
ら
れ
る
と
喧
伝
さ
れ
て
い
た
「
神
社
姫
」
や
「
ア
マ
ビ
エ
」
な
ど
、
瓦
版
そ
の

他
に
描
か
れ
た
疫
病
除
け
の
「
予
言
獣
」
の
絵
姿
、
そ
し
て
、
大
衆
自
ら
が
筆
を
執
っ
て
書
き
、
軒
先
に
貼
る
な
ど
し
て
い
た
疫
病
除

け
の
護
符
─
─
一
過
性
の
ブ
ー
ム
で
、
洒
落
心
を
含
ん
だ
様
々
な
護
符
が
作
ら
れ
て
い
た
─
─
な
ど
は
、
一
切
の
宗
教
者
の
介
在
を
必

要
と
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
現
代
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
特
許
が
切
れ
た
医
薬
品
と
同
程
度
の
品
質
だ
と
認
定
さ

れ
た
も
の
）
に
も
似
た
、
護
符
の
「
自
由
化
」
で
あ
る
。

　

寺
社
奉
行
の
管
理
下
に
あ
っ
た
江
戸
期
の
僧
侶
は
呪
術
、
祈
祷
や
葬
送
に
携
わ
る
職
種
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
多
様
な
職

能
を
有
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
基
本
的
に
は
当
時
の
階
層
社
会
の
ル
ー
ル
の
中
で
守
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
一
方
、
僧
侶
や
神
官
と

い
っ
た
宗
教
的
職
能
者
以
外
に
は
、
た
と
え
ば
神
事
舞
太
夫
に
管
理
さ
れ
て
い
た
梓
巫
女
（
口
寄
せ
巫
女
）
な
ど
も
あ
っ
た26

。
ま
た
、

そ
う
し
た
管
理
か
ら
は
外
れ
て
、
公
的
に
認
め
ら
れ
た
伝
統
性
と
い
う
裏
付
け
を
持
た
な
い
民
間
宗
教
者
や
、
突
如
と
し
て
占
い
や
祈

祷
に
目
覚
め
た
民
間
宗
教
者
の
卵
の
よ
う
な
人
々
も
存
在
し
て
い
た
。「
疱
痘
神
」
を
使
役
す
る
と
い
う
田
中
治
兵
衛
も
ま
た
、
お
そ

ら
く
は
そ
う
し
た
一
人
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

六　
「
憑
き
物
」
化
し
た
疫
病
と
そ
の
使
役
者

　

憑
き
物
と
し
て
の
疫
病
を
操
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
ア
メ
リ
カ
」（
人
）
と
、
非
人
の
手
下
と
記
さ
れ
る
田
中
治
兵
衛
は
、

か
な
り
位
相
を
異
に
す
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
士
農
工
商
の
い
ず
れ
か
に
帰
属
す
る
近
世
日
本
の
大
衆
に
と
っ
て
両
者
は

と
も
に
、
社
会
の
周
縁
あ
る
い
は
外
部
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
狐
を
使
役
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
ア
メ
リ
カ
」
人
の
場
合
、
そ
れ
は
日
本
に
仇
為
す
マ
イ
ナ
ス
の
存
在
で
あ
っ
た
。
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ひ
る
が
え
っ
て
「
疱
痘
神
」
を
操
る
と
い
う
田
中
治
兵
衛
の
場
合
、「
諸
人
」
が
彼
に
依
頼
し
て
「
軽
症
を
祈
る
」
わ
け
で
、
マ
イ
ナ

ス
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
疫
病
の
軽
症
を
祈
る
際
、
民
間
の
宗
教
者
め
い
た
存
在
と
し
て
の

田
中
治
兵
衛
は
、
人
々
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

江
戸
後
期
に
は
、
疱
瘡
や
麻
疹
な
ど
に
加
え
て
コ
レ
ラ
な
ど
の
疫
病
も
た
び
た
び
大
き
な
流
行
を
引
き
起
こ
し
、
流
行
り
病
に
ど
う

対
処
す
る
か
が
、
為
政
者
お
よ
び
医
者
、
そ
し
て
宗
教
者
に
と
っ
て
の
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
更
な
る
重
大
事
と

し
て
捉
え
て
い
た
の
は
、
充
分
な
医
療
体
制
や
情
報
網
に
守
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
日
々
の
生
活
に
追
わ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

　

安
定
し
た
暮
ら
し
の
保
証
が
な
い
庶
民
に
あ
っ
て
は
、
最
新
の
医
療
や
宗
教
者
に
よ
る
祈
祷
に
頼
る
こ
と
が
で
き
ぬ
場
合
も
多
か
っ

た
。
ま
た
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
な
護
符
や
イ
ン
ス
タ
ン
ト
な
予
言
獣
が
一
過
性
の
人
気
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
伝
統

的
な
宗
教
の
権
威
が
低
下
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
世
相
も
関
係
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
読
経
、
祈
祷
、
護
符
な
ど
、
既
存
の
宗
教
的

営
為
に
対
し
て
、
無
心
で
命
を
託
せ
る
時
代
の
終
焉
が
訪
れ
た
と
解
釈
し
て
も
い
い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
た
ち
の
身
を
自
分
た
ち
で
守
る
た
め
の
、
独
自
の
「
宗
教
的
営
為
」
の
模
索
が
広
く
一
般
化
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
見
せ
る
江
戸
後
期
の
疫
病
対
策
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
宗
教
的
営
為
の
中
核
と

な
る
説
話
や
護
符
の
レ
シ
ピ
は
、
伝
統
的
な
説
話
や
護
符
を
独
自
に
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

さ
て
、
江
戸
幕
府
が
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
危
機
感
を
覚
え
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
来
航
を
禁
止
し
、
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」
が
成
立

し
た
の
は
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
少
々
意
外
な
こ
と
に
、
江
戸
初
期
に
お
け
る
「
浮
浪
民
」
の
間

に
も
キ
リ
ス
ト
教
は
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う27

。
前
出
の
塩
見
は
こ
う
し
た
歴
史
を
踏
ま
え
た
上
で
、
非
人
頭
の
車
善
七
が
天
保
十
二
年

（
一
八
四
一
）
の
年
頭
に
浅
草
弾
左
衛
門
と
交
わ
し
た
「
掟

お
き
て

証し
ょ
う
も
ん

文
」
の
冒
頭
に
、
盗
人
や
切
支
丹
宗
門
の
者
を
見
出
し
た
ら
こ
れ
を
訴
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え
出
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
古
い
形
式
が
長
期
に
わ
た
り
継
続
し
て
い
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る28

。

　

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
通
り
、
世
間
話
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
狐
を
使
役
す
る
「
ア
メ
リ
カ
」
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
実

際
に
は
存
在
し
な
い
呪
術
者
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
景
に
は
江
戸
文
芸
に
お
い
て
動
物
妖
怪
を
使
役

す
る
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
妖
術
使
い
」
が
あ
っ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る29

。
江
戸
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
妖
術
使
い
は
様
々
な
妖
術

を
用
い
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
動
物
妖
怪
と
し
て
の
蝦
蟇
を
使
役
す
る
も
の
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る30

。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
期
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
「
虚
像
」
と
「
実
像
」
も
ま
た
、
仏
教
に
お
け
る
そ
れ
と
は
違
っ
た
角
度
で
大
衆

文
化
に
深
く
食
い
込
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
疫
病
を
め
ぐ
る
民
俗
文
化
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
諸
宗
教
お
よ
び
民
間
信
仰
の
様
々

な
動
態
を
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
江
戸
期
の
疫
病
と
憑
き
物
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
も
論
じ
て

お
く
べ
き
点
が
多
々
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
他
稿
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

註

1	

該
当
の
護
符
の
外
袋（
写
真
右
側
）に
は「
疫
神
除
」と
墨
書
さ
れ
、内
部
に
収
め
ら
れ
た
護
符（
写
真
左
側
）の
中
心
に
は「
奉
祭
素
戔
嗚
尊
十
種
神
寶
鬼
」

に
続
け
て
九
字
の
記
号
が
刷
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
左
右
上
段
に
あ
る
神
仏
名
等
は
「
當
所
氏
神　

不
動
尊　

大
巳
實
命
」（
右
側
）、「
氣
吹
戸
主
神　

少

彦
名
命　

伊
勢
大
神
宮
」（
左
側
）、
下
段
は
「
旡
上
霛
寶
」（
右
側
）、「
神
道
加
持
」（
左
側
）
と
刷
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
判
読
で
き
る
。
こ
の
護
符
は

筆
者
が
古
書
店
か
ら
入
手
し
た
も
の
で
、
出
所
そ
の
他
の
詳
細
は
不
明
。
な
お
、
本
稿
で
扱
う
全
て
の
情
報
は
、
本
稿
執
筆
時
点
の
二
〇
二
一
年
一
月

三
十
一
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
。

2	

鈴
木
耕
太
郎
「
地
方
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
の
受
容
と
展
開
の
一
考
察　

─
─
『
須
佐
神
社
縁
起
』
の
読
解
を
通
し
て
─
─
」『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
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紀
要
』
第
十
三
号
、
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
十
五
頁
。
同
、
三
〇
―
三
一
頁
、
註
三
一
。

3	「〈
や
ま
い
〉と
鬼
神　

─
─
中
巻
第
二
十
四
縁
考
─
─
」山
口
敦
史『
日
本
霊
異
記
と
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
』	

笠
間
書
院
、二
〇
一
三
年
、二
八
九
―
二
九
八
頁
。

4	

小
山
聡
子
『
も
の
の
け
の
日
本
史　

死
霊
、
幽
霊
、
妖
怪
の
一
〇
〇
〇
年
』
中
央
公
論
社
（
中
公
新
書
）、
二
〇
二
〇
年
。

5	

拙
稿
「
鬼
女
の
ゆ
く
え　

─
─
鬼
女
説
話
の
変
容
と
仏
教
─
─
」『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
十
三
号
、
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、

二
一
六
―
二
四
七
頁
。

6	「
宿
直
草
（
御
伽
物
語
）」
高
田
衛
・
高
橋
明
彦
校
訂
『
近
世
奇
談
集
成
』
第
一
巻
（
叢
書
江
戸
文
庫
）、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
二
年
所
収
。

7	「
奥
州
ば
な
し
」
鈴
木
よ
ね
子
校
訂
『
只
野
真
葛
集
』（
叢
書
江
戸
文
庫
）、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
三
年
所
収
。

8	「
ば
け
も
の
絵
巻
」
湯
本
豪
一
編
『
妖
怪
百
物
語
絵
巻
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
三
年
所
収
。

9	

斎
藤
月
岑
著
・
金
子
光
晴
校
訂
『
増
訂
武
江
年
表
』
第
二
巻
、
平
凡
社
（
東
洋
文
庫
）、
一
九
六
八
年
、
六
〇
頁
。
甘
酒
婆
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

笹
方
政
紀
「
近
世
疫
病
神
と
妖
怪　

甘
酒
婆
の
全
国
的
展
開
か
ら
」『
御
影
史
学
論
集
』
第
三
七
号
、
御
影
史
学
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
十
月
。

10	

た
と
え
ば
、
Ｈ
・
О
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
『
疱
瘡
神　

江
戸
時
代
の
病
い
を
め
ぐ
る
民
間
信
仰
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
や
、
大
島
建
彦
『
疫

神
と
福
神
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
同
『
災
厄
と
信
仰
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
六
年
な
ど
を
参
照
。

11	

高
橋
敏『
江
戸
の
コ
レ
ラ
騒
動
』Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）、二
〇
二
〇
年（『
幕
末
狂
乱　

コ
レ
ラ
が
や
っ
て
き
た
！
』朝
日
新
聞
社（
朝

日
選
書
）、
二
〇
〇
五
年
の
改
題
）。

12	

中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
『
甲
子
夜
話
続
篇
』
第
七
巻
、
平
凡
社
（
東
洋
文
庫
）、
一
九
八
一
年
。

13	「
五
六　

疱
瘡
神
」
会
田
秀
介
『
医
と
石
仏
・
庶
民
の
治
病
信
仰
』
青
娥
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
〇
頁
。

14	

鈴
木
棠
三
・
小
池
章
太
郎
編
『
近
世
庶
民
生
活
史
料　

藤
岡
屋
日
記
』
第
十
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
九
一
年
、
三
九
七
頁
。

15	

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
街
廼
夢
』
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。
二
〇
二
一
年
一
月
三
十
一
日
閲
覧
。
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［https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2554231

］

16	
伊
藤
一
晴
「
病
気
と
祈
り
④　

コ
レ
ラ
の
流
行
」
第
十
一
回
中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
ウ
ィ
ー
ク
「
い
や
す	

な
お
す	

た
も
つ　

―
文
書
館
資
料

に
み
る
病
気
・
医
療
・
健
康
」
解
説
シ
ー
ト
、
山
口
県
文
書
館
、
二
〇
一
六
年
。
二
〇
二
一
年
一
月
三
十
一
日
閲
覧
。

［http://archives.pref.yam
aguchi.lg.jp/user_data/upload/File/iyasu11.pdf

］

17	

今
井
秀
和
『
世
に
も
ふ
し
ぎ
な
化
け
猫
騒
動
』
Ｋ
A
Ｄ
O
Ｋ
A
Ｗ
A	（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）、
二
〇
二
〇
年
。

18	

中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
『
甲
子
夜
話
続
篇
』
第
二
巻
、
平
凡
社
（
東
洋
文
庫
）、
一
九
七
九
年
。

19	

拙
稿
「
憑
依
す
る
霊
獣
た
ち　

─
─
憑
き
物
、神
使
、コ
ッ
ク
リ
さ
ん
─
─
」
伊
藤
慎
吾
編
『
妖
怪
・
憑
依
・
擬
人
化
の
文
化
史
』
笠
間
書
院
、二
〇
一
六
年
、

一
〇
七
―
一
一
七
頁
。

20	

速
水
保
孝
『
憑
き
も
の
持
ち
迷
信　

―
そ
の
歴
史
的
考
察
』
明
石
書
店
、一
九
九
九
年
（
柏
林
書
房
、一
九
五
三
年
初
版
）。
同
『
出
雲
の
迷
信　
「
狐
持
ち
」

迷
信
の
民
俗
と
謎
』
學
生
社
、
一
九
七
六
年
。

21	

主
要
な
研
究
を
ま
と
め
た
も
の
の
一
部
を
以
下
に
列
挙
す
る
。
喜
田
貞
吉
編
・
山
田
野
理
夫
補
編
『
憑
物
』
宝
文
館
出
版
、一
九
八
八
年
。
倉
光
清
六
『
憑

き
物
耳
袋
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
八
年
（「
憑
物
鄙
話
」『
民
族
と
歴
史
』
第
八
巻
第
一
号
、
一
九
二
二
年
七
月
初
出
）。
石
塚
尊
俊
『
日
本
の
憑
き

も
の　

俗
信
は
今
も
生
き
て
い
る
』
未
来
社
、
一
九
五
九
年
。
吉
田
禎
吾
『
日
本
の
憑
き
も
の　

社
会
人
類
学
的
考
察
』
中
央
公
論
社
（
中
公
新
書
）、

一
九
七
二
年
。
小
松
和
彦
編
『
怪
異
の
民
俗
学
』
第
一
巻
（
憑
き
も
の
）、	

河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

22	

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
拙
稿
「
口
寄
せ
巫
女
と
犬
神
使
い　

─
─
外
法
箱
の
中
身
を
巡
っ
て
─
─
」『
世
間
話
研
究
』
第
二
〇
号
、

世
間
話
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
一
―
十
二
頁
。

23	

作
家
、
塩
見
鮮
一
郎
に
は
車
善
七
を
扱
っ
た
小
説
が
あ
る
ほ
か
、
資
料
を
も
と
に
記
さ
れ
た
以
下
の
評
論
が
あ
る
。
塩
見
鮮
一
郎
『
江
戸
の
非
人
頭　

車
善
七
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
八
年
（
三
一
書
房
、
一
九
九
七
年
初
版
）。
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24	

作
家
、
塩
見
鮮
一
郎
に
は
浅
草
弾
左
衛
門
を
扱
っ
た
小
説
が
あ
る
ほ
か
、
資
料
を
も
と
に
記
さ
れ
た
複
数
の
評
論
が
あ
る
。
ま
た
、
弾
左
衛
門
関
連
資

料
を
一
冊
に
ま
と
め
た
以
下
の
資
料
集
も
備
わ
る
。
塩
見
鮮
一
郎
『
決
定
版　

資
料　

浅
草
弾
左
衛
門
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
六
年
（
批
評
社
、

一
九
八
八
年
初
版
、
一
九
九
六
年
新
装
版
。
三
一
書
房
、
一
九
九
八
年
増
補
新
版
）。

25	

浅
草
弾
左
衛
門
お
よ
び
車
善
七
に
つ
い
て
は
、
塩
見
鮮
一
郎
に
よ
る
著
作
の
ほ
か
、
以
下
の
研
究
な
ど
を
参
照
し
た
。
浦
本
誉
至
史
『
弾
左
衛
門
と
江

戸
の
被
差
別
民
』
筑
摩
書
房
（
ち
く
ま
文
庫
）、二
〇
一
六
年
（『
江
戸
・
東
京
の
被
差
別
部
落
の
歴
史
』
明
石
書
店
、二
〇
〇
三
年
初
版
）。
高
橋
貞
樹
著
・

沖
浦
和
光
校
注
『
被
差
別
部
落
一
千
年
史
』
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）、
一
九
九
二
年
（『
特
殊
部
落
一
千
年
史
』
更
生
閣
、
一
九
二
四
年
初
版
）。

26	

近
年
の「
神
事
舞
太
夫
」研
究
と
し
て
は
、た
と
え
ば
以
下
が
あ
る
。
橋
本
鶴
人「
近
世
後
期
に
お
け
る
神
事
舞
太
夫
と
修
験
の
争
論
」『
埼
玉
大
学
紀
要（
教

養
学
部
）』
第
五
四
巻
二
号
、
二
〇
一
九
年
、
二
三
九
―
二
五
四
頁
。

27	

峯
岸
賢
太
郎
『
近
世
被
差
別
民
史
の
研
究
』（
歴
史
科
学
叢
書
）、
校
倉
書
房
、
一
九
九
六
年
。

28	

前
出
『
江
戸
の
非
人
頭　

車
善
七
』、
一
二
三
―
一
二
五
頁
。

29	

僧
侶
や
キ
リ
シ
タ
ン
な
ど
を
含
む
、
江
戸
文
芸
に
お
け
る
妖
術
使
い
全
般
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
佐
藤
至
子
『
妖
術
使
い
の
物
語
』
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
二
年
。

30	

江
戸
文
芸
そ
の
他
に
お
け
る
「
蝦
蟇
」
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
拙
稿
「
蝦
蟇
論　

―
田
の
神
、
地
の
神
と
し
て
の
タ
ニ
グ
ク
」

『
成
城
大
学
社
会
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』
第
十
四
号
（
山
田
直
巳
教
授
退
職
記
念
号
）、
成
城
大
学
社
会
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
学
会
、
二
〇
一
九
年
三
月
、

四
七
―
五
九
頁
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

疫
病　

疱
瘡　

憑
き
物　

ア
メ
リ
カ
狐　

疱
痘
神



真言宗における戦時教化の一様相 

285

　

は
じ
め
に

　

現
代
の
伝
統
仏
教
宗
団
が
そ
の
諸
活
動
に
お
い
て
慣
用
す
る
教
化
と
い
う
語
の
意
味
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
経
典
に
由
来
す
る
仏

教
の
教
え
に
よ
る
教
導
化
益
と
い
う
ほ
ど
の
本
来
の
意
味
に
は
必
ず
し
も
限
定
さ
れ
な
い
。
現
代
の
宗
団
が
掲
げ
る
教
化
は
、
仏
教
の

教
義
や
そ
の
理
念
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
社
会
の
状
況
や
現
代
の
人
々
の
特
性
に
応
じ
た
活
動
が
前
提
に
あ
り
、
そ
の
方
策

や
展
開
の
様
相
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　

例
え
ば
真
言
宗
智
山
派
で
は
現
在
、「
生
き
る
力
─
仏
さ
ま
に
祈
り
、
仏
さ
ま
と
出
会
う
」
と
い
う
「
教
化
目
標
」
の
も
と
に
「
智

山
勤
行
式
」、「
ご
詠
歌
」、「
写
経
」、「
巡
礼
」、「
遍
路
」、「
阿
字
観
」、「
結
縁
灌
頂
」
な
ど
の
体
験
を
ふ
ま
え
る
活
動
を
「
教
化
活
動
」

と
し
て
例
示
し
、
そ
れ
ら
を
末
寺
に
対
し
て
推
奨
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
の
目
的
は
、
真
言
宗
智
山
派
の
教
義
を
檀
信
徒
に
直
接

的
に
教
示
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
的
体
験
を
通
し
て
檀
信
徒
に
信
仰
の
き
っ
か
け
を
作
り
、
宗
教
的
安
心
の
獲
得
を
目
指

真
言
宗
に
お
け
る
戦
時
教
化
の
一
様
相	

　
　

―
支
那
事
変
期
を
中
心
に
―

伊
藤　

尚
徳
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す
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、
宗
団
に
お
い
て
は
檀
信
徒
を
主
な
対
象
と
し
な
が
ら
「
教
化
活
動
」
を
定
型
化
し
推
奨
す
る
一
方
で
、
保
育
園
や
幼

稚
園
を
経
営
し
て
児
童
の
教
育
や
子
育
て
支
援
に
携
わ
る
寺
院
、
震
災
に
際
し
て
寺
院
の
建
物
を
避
難
所
と
し
て
開
放
し
た
寺
院
、
自

治
体
と
協
定
を
結
ん
で
災
害
支
援
に
携
わ
る
寺
院1

、
臨
床
宗
教
師
と
し
て
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
従
事
す
る
僧
侶
な
ど
、
社
会
に
意
識
を

向
け
て
活
動
す
る
寺
院
や
僧
侶
は
少
な
く
な
い
。
宗
派
の
垣
根
を
越
え
て
寺
院
と
支
援
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
、
母
子
家
庭
や
生

活
困
窮
者
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
認
定N

PO

法
人
「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
の
活
動
な
ど
も
、
寺
院
が
有
す
る
公
益
性
を
多
分
に

発
揮
し
な
が
ら
広
く
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
宗
団
の
教
化
活
動
よ
り
も
、
む
し
ろ
活
発
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
印
象
を
受
け
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
活
動
は
純
然
た
る
社
会
貢
献
活
動
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
活
動
に
お

け
る
行
動
理
念
が
、
元
来
、
慈
悲
や
救
済
と
い
っ
た
仏
教
の
理
念
や
教
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
活
動
や
教
化
活
動
と
完
全

に
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
側
面
を
有
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

単
に
宗
教
活
動
と
し
て
認
識
さ
れ
た
り
、
ま
た
あ
る
場
面
で
は
社
会
活
動
と
し
て
認
識
さ
れ
た
り
、
教
化
活
動
の
様
相
は
活
動
に
関

わ
る
者
の
立
場
や
目
的
に
よ
っ
て
も
変
容
す
る
。
現
代
の
寺
院
や
僧
侶
た
ち
が
取
り
組
む
社
会
活
動
に
つ
い
て
研
究
し
た
大
谷
栄
一
氏

が
、
社
会
活
動
と
宗
教
活
動
、
そ
し
て
教
化
活
動
の
三
者
の
関
係
は
宗
教
や
教
派
・
宗
派
に
よ
っ
て
も
定
義
が
異
な
り
、
明
確
に
区
分

す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、「
三
者
の
関
係
性
に
注
目
し
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
が
重
要2

」
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
史
学
的
観
点

か
ら
宗
団
の
教
化
活
動
を
追
う
上
で
も
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
真
言
宗
智
山
派
の
教
化
活
動
に
つ
い
て
、
そ
の
変

遷
を
追
っ
て
き
た
が3

、
近
代
は
む
し
ろ
三
者
の
関
係
は
密
接
で
、
大
正
後
期
か
ら
昭
和
初
頭
の
仏
教
各
派
は
宗
団
を
挙
げ
て
社
会
活
動

に
傾
注
し
た
時
代
で
あ
り
、
教
化
活
動
と
社
会
活
動
は
不
可
分
で
あ
っ
た
。

　

一
転
、
戦
後
に
な
る
と
新
興
宗
教
の
教
線
拡
張
に
対
抗
し
て
、
教
化
の
対
象
が
檀
信
徒
に
特
化
し
た
も
の
と
な
り
、
智
山
派
に
お
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い
て
は
「
つ
く
し
あ
い
運
動
」
な
る
教
化
運
動
が
展
開
し
た
。
そ
の
場
面
で
は
社
会
活
動
は
教
化
活
動
と
は
切
り
離
さ
れ
語
ら
れ
て
い

る
。4

　

で
は
戦
中
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
十
五
年
戦
争
期
に
お
け
る
大
陸
布
教
や
銃
後
支
援
活
動
な
ど
は
非
常
時
下
に
お
け
る
戦
時
教
化
と

見
做
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
当
時
の
仏
教
界
は
明
治
期
を
と
お
し
て
醸
成
さ
れ
た
国
家
主
義
が
多
分
に
影
響
し
た
、
い
わ
ゆ
る
国
家
神

道
の
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
皇
道
仏
教
と
し
て
あ
り
、
宗
団
の
諸
活
動
は
戦
時
特
有
の
極
端
な
教
義
解
釈
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
戦
時
教
化
そ
の
も
の
は
国
家
主
導
の
も
と
に
制
限
さ
れ
る
部
分
も
多
く
、
宗
教
活
動
と
も
社
会
活
動
と
も
表
現
し
が
た
く
、

戦
前
と
戦
後
に
お
け
る
宗
団
の
活
動
と
一
様
に
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
近
代
か
ら
現
代
に
わ
た
る
真
言
宗
智
山
派

の
教
化
活
動
の
全
容
を
捉
え
る
た
め
に
、
真
言
宗
の
戦
時
教
化
に
つ
い
て
、
そ
の
動
向
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　

近
年
、
近
代
仏
教
に
関
す
る
研
究
が
多
方
面
か
ら
深
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
戦
時
教
化
に
つ
い
て
も
大
陸
布
教
の
先
駆
で
あ
っ
た
浄

土
真
宗
の
動
向
を
中
心
に
多
く
の
成
果
が
あ
り
、
新
野
和
暢
氏
の
よ
う
に
十
五
年
戦
争
期
に
お
け
る
大
陸
布
教
の
全
貌
を
報
告
す
る
も

の
も
あ
る
が5

、
本
稿
で
は
戦
時
教
化
の
背
景
に
あ
る
国
家
神
道
論
や
戦
時
史
料
に
ま
で
は
踏
み
込
ま
ず
、
戦
争
の
発
端
に
あ
た
る
支
那

事
変
の
前
後
に
お
け
る
古
義
・
新
義
真
言
宗
の
動
向
に
つ
い
て
、真
言
宗
系
の
宗
教
新
聞
で
あ
る
六
大
新
報
や
そ
の
他
の
機
関
紙
に
よ
っ

て
概
観
し
、
そ
の
上
で
当
時
活
躍
し
て
い
た
僧
侶
学
者
で
あ
る
古
義
真
言
宗
の
上
田
天
瑞
、
智
山
派
の
那
須
政
隆
、
高
神
覚
昇
ら
の
戦

時
に
お
け
る
言
説
の
一
端
を
示
し
、
真
言
宗
の
僧
侶
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
も
っ
て
時
局
に
臨
ん
で
い
た
か
に
つ
い
て
も
確
認
し

て
お
き
た
い
。

一　

支
那
事
変
下
の
真
言
宗
の
動
向
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一
九
三
七
年
七
月
七
日
、
盧
溝
橋
で
の
軍
事
衝
突
を
契
機
と
し
て
支
那
事
変
が
勃
発
し
て
よ
り
、
七
月
十
二
日
、
文
部
省
よ
り
各
宗

派
管
長
、
学
校
長
宛
に
教
師
・
信
徒
・
学
生
を
し
て
教
導
し
正
し
く
時
局
を
認
識
せ
し
め
、
国
民
精
神
の
振
作
を
な
す
よ
う
通
牒
が
出

さ
れ
た
。6

こ
れ
と
同
日
、
仏
教
各
派
に
よ
る
連
絡
協
調
機
関
で
あ
っ
た
仏
教
連
合
会7

は
、
各
宗
派
と
仏
教
連
合
会
各
府
県
支
部
、
全
国

の
連
絡
団
体
に
対
し
て
「
今
後
時
局
情
勢
の
如
何
に
依
り
敏
活
に
活
動
せ
ら
れ
度
而
し
て
万
一
の
場
合
に
際
会
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
於
て
機
宜
適
切
の
方
策
を
講
じ
一
層
仏
教
報
国
の
実
を
挙
揚
せ
ら
る
る
や
う
」
と
の
希
望
通
牒
を
出
し
、
各
宗
団
は
こ
れ
に
呼
応

す
る
。8

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
七
月
十
五
日
に
は
天
台
宗
と
曹
洞
宗
、
本
願
寺
派
が
戦
争
協
力
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
、
大
谷
派
が
七

月
十
七
日
、
日
蓮
宗
が
八
月
一
日
、
古
義
真
言
宗
が
九
月
三
日
に
同
様
の
声
明
を
出
し
た
と
さ
れ
る
。9

真
言
宗
智
山
派
は
九
月
十
八
日

に
斎
藤
隆
現
管
長
（
一
八
六
八
─
一
九
四
七
）
か
ら
以
下
の
よ
う
に
訓
諭
が
出
さ
れ
た
。

惟
ふ
に
今
次
事
変
は
東
亜
の
平
和
と
日
支
親
善
と
を
念
と
す
る
帝
国
の
国
是
に
戻
る
支
那
永
年
の
排
日
抗
日
国
策
に
起
因
す
る
も

の
に
し
て
其
の
出
て
来
る
所
遠
く
且
つ
自
体
の
推
移
亦
遽
に
予
断
を
許
さ
ざ
る
も
の
あ
り
、
今
海
陸
の
皇
軍
は
堂
々
膺
懲
の
歩
武

を
進
め
て
連
戦
連
捷
し
、
銃
後
の
国
民
は
一
致
協
力
し
て
義
勇
奉
公
の
至
誠
を
尽
す
、
此
秋
に
当
り
我
宗
侶
須
ら
く
挙
宗
一
致
、

善
く
其
の
本
分
を
恪
遵
し
鎮
護
国
家
の
宗
是
を
発
揮
し
以
っ
て
皇
謨
を
翼
賛
し
奉
ら
ざ
る
可
ら
ず
。（
後
略
）
新
義
真
言
宗
智
山

派
管
長　

大
僧
正　

斎
藤
隆
現10

　

古
義
真
言
宗
と
智
山
派
の
声
明
は
、
他
宗
の
公
式
声
明
に
比
べ
最
も
遅
か
っ
た
が
、
戦
時
教
化
に
対
す
る
姿
勢
は
事
変
勃
発
直
後
か

ら
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
六
大
新
報
七
月
十
八
日
号
の
一
面
に
は
「
国
民
精
神
振
作
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
、

社
説
に
は
「
時
局
と
教
家
の
覚
悟
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
「
今
日
の
時
局
に
際
し
、
教
家
が
尽
す
べ
き
報
国
の
義
務
は
専
ら
精
神
的
方
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面
に
し
て
、
北
支
派
兵
慰
問
、
志
気
鼓
舞
、
勤
倹
奨
励
、
遺
族
扶
助
、
家
族
慰
問
、（
中
略
）
更
に
東
洋
平
和
の
為
に
破
邪
顕
正
の
降

魔
の
利
剣
を
振
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
不
幸
に
際
会
の
場
合
は
従
軍
布
教
師
と
し
て
海
陸
の
軍
に
参
じ
、一
方
に
は
傷
病
者
の
慰
問
に
当
り
、

野
戦
病
院
内
に
精
神
的
慰
安
と
宗
教
的
光
明
と
を
与
え
る
等
は
教
家
の
義
務
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
、
僧
侶
に
向
け
て
戦
時
協
力
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。11

　

こ
れ
と
同
日
、
緊
急
真
言
宗
各
派
会
が
東
寺
に
て
開
催
さ
れ
、
高
野
山
、
東
寺
、
大
覚
寺
、
勧
修
寺
、
泉
涌
寺
、
仁
和
寺
、
醍
醐
寺
、

善
通
寺
の
重
役
が
出
席
し
、
文
部
省
指
令
に
よ
る
と
こ
ろ
の
諭
達
を
末
寺
に
向
け
て
発
令
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
各
派
宗
務
長
か
ら

連
合
達
示
が
出
さ
れ
た
。

今
や
北
支
の
風
雲
急
迫
を
告
げ
、
日
支
の
関
係
危
殆
に
瀕
す
。
其
の
由
り
て
来
る
所
を
考
へ
東
亜
の
将
来
を
慮
る
に
事
態
極
め

て
重
大
な
り
。
皇
威
を
発
揚
し
、
正
義
を
開
通
せ
ん
が
た
め
に
皇
軍
は
須
く
神
速
応
変
の
処
断
を
愆
た
ざ
る
べ
く
国
民
は
挙
国

一
致
銃
後
の
使
命
を
全
う
せ
ざ
る
ベ
か
ら
ず
。
此
秋
に
当
り
、
護
国
の
聖
教
を
奉
じ
て
身
を
教
導
の
職
に
任
す
る
者
深
く
事
態

を
正
観
し
民
衆
の
指
導
に
一
段
の
力
を
致
し
重
大
な
る
時
局
に
善
処
し
て
遺
漏
な
か
ら
し
む
こ
と
を
期
せ
ら
る
べ
し
。
右
達
示

す
。
昭
和
十
二
年
七
月
十
八
日

　

ま
た
、
こ
の
連
合
達
示
に
は
末
寺
に
向
け
て
の
具
体
的
な
活
動
が
示
さ
れ
た
。

指
示
要
項

一
、
時
局
に
対
す
る
認
識
を
徹
底
せ
し
む
る
た
め
講
演
会
等
を
開
催
す
る
こ
と



蓮花寺佛教研究所紀要　第十四号

290

一
、
朝
夕
皇
軍
の
武
運
長
久
を
祈
願
す
る
こ
と

一
、
出
動
将
兵
並
び
に
其
家
族
の
慰
問
に
努
む
る
こ
と

一
、
戦
死
傷
者
の
弔
意
を
な
す
こ
と

　

こ
の
指
示
要
項
の
中
、「
出
動
将
兵
並
び
に
其
家
族
の
慰
問
に
努
む
る
こ
と
」
に
関
し
て
、古
義
真
言
宗
宗
務
所
は
単
独
達
示
と
し
て
、

愛
国
献
金
並
び
に
派
遣
将
兵
慰
問
金
募
集
の
案
内
を
宗
内
寺
院
に
配
布
し
て
い
る
。12

そ
し
て
連
合
達
示
に
沿
い
、
古
義
真
言
宗
で
は
管

長
門
跡
に
よ
る
親
教
と
あ
わ
せ
て
、
東
京
、
名
古
屋
、
大
阪
、
岡
山
に
て
順
次
、
時
局
講
演
会
を
開
催
し
て
い
る
。
内
容
は
管
長
門
跡

に
よ
る
親
教
と
、
大
般
若
経
転
読
祈
願
に
よ
る
国
威
宣
揚
奉
祷
会
、
陸
軍
提
供
の
時
局
映
画
の
上
映
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
覚
寺
で
は

門
跡
一
行
が
富
士
山
頂
に
て
心
経
祈
祷
法
要
を
行
っ
て
国
難
打
開
を
祈
願
し
て
い
る
他13

、
軍
務
公
用
者
を
対
象
と
し
た
お
守
り
の
配
布

な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
全
国
各
地
の
一
般
寺
院
で
も
出
征
兵
士
の
武
運
長
久
、
国
威
伸
長
の
祈
願
会
や
、
戦
地
慰
問
の
た
め

の
托
鉢
献
金
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。14

　

智
山
派
で
は
同
月
、
緊
急
措
置
と
し
て
慰
問
金
二
千
円
を
支
出
し
て
軍
部
へ
依
託
し
て
お
り
、
智
山
派
大
本
山
の
成
田
山
新
勝
寺
は

八
月
に
陸
軍
省
に
身
代
わ
り
護
符
と
駐
屯
軍
将
兵
慰
問
金
を
献
納
し
て
お
り
、
同
じ
く
大
本
山
の
川
崎
大
師
平
間
寺
で
は
戦
勝
祈
願
大

護
摩
修
行
が
勤
修
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
九
月
十
八
日
に
は
、
智
山
派
本
山
宗
務
所
内
に
支
那
事
変
関
係
の
事
務
処
理
の
た
め
の
事
変

臨
時
事
務
局
が
組
織
さ
れ
た
。15

二　

真
言
宗
に
み
る
戦
時
下
の
行
動
原
理
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支
那
事
変
に
際
し
て
真
言
宗
各
派
の
対
応
が
迅
速
で
あ
っ
た
の
は
日
清
日
露
戦
争
の
経
験
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
日
清

戦
争
の
際
に
も
、
古
義
真
言
宗
で
は
国
家
安
全
武
運
長
久
の
祈
願
会16

、
救
恤
軍
資
金
募
集17

な
ど
の
活
動
が
見
ら
れ
、
智
山
派
に
お
い
て

も
従
軍
慰
問
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た18

。
日
露
戦
争
期
に
は
護
国
経
典
で
あ
る
仁
王
経
、
不
動
真
言
の
読
誦
会
、
慰
問
袋
の
作
製
、
戦
争

と
仏
教
に
関
す
る
講
演
、
戦
捷
祈
祷
、
戦
没
者
慰
霊
祭19

な
ど
も
活
発
に
行
わ
れ
た
。

　

当
時
の
戦
時
活
動
を
教
化
活
動
的
な
視
点
か
ら
捉
え
る
記
事
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
日
露
戦
争
期
の
六
大
新
報
で
は
、
恤
兵
金
勧
募

に
つ
い
て
「
こ
の
挙
は
一
面
檀
信
徒
の
交
際
親
睦
を
計
る
機
会
と
も
な
り
、
又
、
同
胞
の
為
に
労
を
も
辞
せ
ざ
る
博
愛
同
情
の
美
徳
を

養
う
助
と
も
な
う
べ
し
」
と
あ
り
、
ま
た
、
慈
善
事
業
に
つ
い
て
も
「
出
征
者
家
族
或
い
は
戦
死
者
遺
児
養
育
の
為
に
小
規
模
の
育
児

院
、
養
育
院
を
設
立
す
る
が
如
き
、
或
い
は
失
職
労
働
者
の
為
に
授
産
場
を
創
設
す
る
が
如
き
為
し
難
き
こ
と
に
あ
ら
じ
。」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
着
実
な
る
努
力
を
以
て
実
利
実
益
あ
る
事
業
に
尽
し
、
宗
教
家
が
決
し
て
無
用
の
長
物
な
ら

ざ
る
実
を
示
す
に
在
り
」
と
主
張
さ
れ
て
お
り
、
戦
時
下
の
特
有
の
活
動
の
中
に
も
、
仏
教
者
と
し
て
の
社
会
に
向
け
た
行
動
が
意
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る20

。

　

こ
う
し
た
真
言
宗
の
戦
時
活
動
の
行
動
原
理
に
は
弘
法
大
師
の
鎮
護
国
家
や
済
世
利
民
の
思
想
が
強
く
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
、支
那
事
変
期
に
は
そ
れ
が
よ
り
明
確
に
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。支
那
事
変
勃
発
の
翌
八
月
に
政
府
は「
挙
国
一
致
」「
尽
忠
報
国
」

「
堅
忍
持
久
」
の
三
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
「
国
民
精
神
総
動
員
運
動
」
の
実
施
を
決
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
国
民
精
神
総
動
員
運

動
の
実
施
を
受
け
て
、
古
義
真
言
宗
管
長
高
岡
隆
心
（
一
八
六
七
─
一
九
三
九
）
が
示
し
た
親
喩
の
中
に
も
、
鎮
護
国
家
の
宗
是
を
以

て
戦
時
活
動
に
当
た
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
確
認
で
き
る
。

抑
も
高
祖
大
師
は
鎮
護
国
家
を
宗
是
と
し
生
々
世
々
陛
下
の
法
城
と
な
ら
ん
と
誓
は
せ
給
へ
り
同
心
の
男
女
須
く
時
局
の
重
大
な
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る
に
鑑
み
益
々
国
民
精
神
を
強
化
し
報
国
の
丹
心
を
抽
ん
で
不
惜
身
命
の
信
念
に
安
住
し
て
皇
威
發
揚
の
嘉
運
を
扶
け
以
て
宗
徒

の
本
分
を
完
う
す
べ
き
も
の
な
り
。

昭
和
十
二
年
九
月
十
日　

古
義
真
言
宗
管
長　

大
僧
正　

高
岡
隆
心21

　

こ
の
親
喩
と
同
時
に
出
さ
れ
た
末
寺
へ
の
達
示
に
は
、
長
日
護
摩
供
養
、
太
元
法
、
仁
王
経
法
、
大
般
若
等
の
護
国
祈
願
を
例
に
あ

げ
た
祈
祷
厳
修
の
他
、
遺
家
族
の
救
護
、
慰
問
品
救
恤
金
の
勧
募
、
葬
祭
の
奉
仕
、
防
空
協
力
（
軍
用
機
献
納
運
動
）、
銃
後
の
指
導
、

消
費
節
約
と
勤
労
奉
仕
の
奨
励
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
成
績
を
報
告
す
る
こ
と
が
通
知
さ
れ
た
。
ま
た
、
十
月
七
日
に
は
高
野
山
、
東
寺
、

仁
和
寺
、
大
覚
寺
、
勧
修
寺
、
随
心
院
の
古
義
真
言
宗
各
派
が
同
日
同
時
刻
に
一
斉
に
敵
国
調
伏
の
祈
祷
会
を
勤
修
し
て
い
る
。
新
義

の
智
山
派
で
は
同
日
に
戦
病
死
者
の
追
弔
法
要
が
行
わ
れ
、
豊
山
派
で
は
不
動
慈
救
呪
一
億
返
念
誦
を
呼
び
か
け
る
国
祷
法
要
が
催
さ

れ
た
。
真
言
宗
各
派
に
は
戦
勝
祈
祷
会
や
国
祷
会
と
い
う
よ
う
な
祈
願
法
要
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
も
鎮
護
国
家
の
誓
願
に
基

づ
く
祈
願
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
頃
に
は
六
大
新
報
で
も
弘
法
大
師
の
護
国
精
神
に
つ
い
て
と
題
す
る
コ
ラ
ム
な
ど

も
掲
載
さ
れ
、
弘
法
大
師
の
著
作
か
ら
護
国
精
神
、
忠
孝
観
念
、
国
王
観
念
、
国
体
観
念
、
仁
王
会
や
御
修
法
を
例
に
挙
げ
た
護
国
修

法
に
関
わ
る
文
言
が
引
用
さ
れ
、
護
国
利
民
の
思
想
は
真
言
宗
の
伝
統
そ
の
も
の
で
あ
る
と
の
記
述
も
み
ら
れ
る
。
一
方
で
、
同
時
期

に
浄
土
真
宗
が
王
法
為
本
を
掲
げ
て
真
俗
二
諦
論
を
以
て
国
法
と
仏
法
を
会
通
し
、
国
策
に
沿
い
な
が
ら
宣
撫
工
作
や
文
化
工
作
の
担

い
手
と
し
て
大
陸
開
教
に
力
を
注
い
で
い
た
こ
と22

に
比
べ
る
と
、
真
言
宗
は
国
内
の
銃
後
支
援
と
祈
祷
法
要
に
徹
底
し
て
い
た
こ
と
が

特
徴
的
で
あ
り
、
宗
団
ご
と
の
宗
是
や
理
念
が
、
戦
時
活
動
の
様
相
に
も
大
き
く
反
映
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
特
に
智
山
派
で

は
支
那
事
変
期
に
は
内
局
や
布
教
師
に
よ
る
朝
満
北
支
方
面
へ
の
出
張
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
軍
慰
問
や
英
霊
回
向
な
ら
び
に
宗

教
事
情
視
察
が
目
的
で
あ
り
、
大
陸
開
教
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
行
動
は
み
ら
れ
な
い
。
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と
は
い
え
真
言
宗
全
体
が
大
陸
布
教
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
古
義
真
言
宗
で
は
昭
和
十
二
年
八
月
二
日
に
、
満
洲

に
創
建
さ
れ
て
い
た
高
野
山
の
別
院
か
ら
皇
軍
慰
問
使
が
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
上
海
高
野
山
別
院
で
も
戦
隊
本
部
へ
の
慰
問
と
弾
丸
除

御
守
の
贈
呈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
月
二
十
四
日
に
は
宗
議
会
に
お
い
て
、
従
軍
布
教
師
の
特
派
に
関
す
る
審
議
が
行
わ
れ
、

従
軍
布
教
師
の
服
務
内
規
が
定
め
ら
れ
、
同
月
三
十
日
に
は
五
名
の
従
軍
布
教
師
が
現
地
へ
赴
い
た
。23

　

ま
た
、
昭
和
十
二
年
十
二
月
に
南
京
が
陥
落
し
て
以
降
は
、
六
大
新
報
に
大
陸
開
教
の
方
策
を
求
め
る
声
が
度
々
掲
載
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
そ
う
し
た
宗
内
外
の
声
に
反
応
し
て
か
、
古
義
真
言
宗
内
で
も
大
陸
布
教
に
関
す
る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
い
く
。
昭
和

十
三
年
四
月
に
は
北
京
の
報
国
寺
に
高
野
山
別
院
が
開
創
さ
れ
、
五
月
に
は
山
西
省
首
都
太
原
に
古
義
真
言
宗
の
国
泰
寺
が
創
建
さ
れ

た
。
昭
和
十
四
年
に
至
る
ま
で
、
六
大
新
報
に
は
北
支
に
お
け
る
高
野
山
布
教
師
の
活
動
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
大
陸
布
教
の
多
く
は
宗
派
本
位
の
教
線
拡
張
の
意
味
合
い
が
強
く
、
布
教
の
対
象
も
在
外
邦
人
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、

大
陸
開
教
に
現
地
民
の
宣
撫
工
作
を
期
待
す
る
政
府
は
、
十
三
年
八
月
に
宗
教
局
を
通
し
て
宗
教
団
体
対
支
布
教
協
議
会
を
開
き
、
在

留
邦
人
を
対
象
と
す
る
布
教
師
の
渡
航
を
禁
止
し
た24

。
以
降
、
大
陸
布
教
師
は
文
部
省
の
推
薦
が
必
要
と
な
り
、
宗
団
の
判
断
で
自
由

に
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
六
大
新
報
に
は
、
本
格
的
な
大
陸
開
教
の
た
め
の
布
教
師
の
再
教

育
を
求
め
る
意
見
や
、
宗
派
を
合
同
さ
せ
教
化
に
当
た
ら
せ
よ
と
の
意
見
が
掲
載
さ
れ
て
い
る25

。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
仏
教
連

合
会
は
文
部
省
後
援
の
下
に
、
昭
和
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
三
週
間
に
わ
た
っ
て
支
那
開
教
講
習
会
を
開
催
し
た
。
こ
の
講
習
会
は
天

台
宗
各
派
十
八
名
、
真
言
宗
各
派
四
十
九
名
、
浄
土
宗
各
派
四
十
名
、
禅
宗
各
派
五
十
七
名
、
日
蓮
宗
各
派
二
十
六
名
、
真
宗
各
派

四
十
九
名
、
そ
の
他
四
名
の
合
計
二
四
三
名
が
参
加
す
る
大
規
模
な
も
の
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
内
地
に
お
け
る
開
教
へ
の
期
待
と
、
大
陸
布
教
の
現
実
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
当
時
北
支
で

布
教
に
あ
た
っ
て
い
た
古
義
真
言
宗
の
高
岡
義
海
は
、
八
月
に
北
京
の
新
民
会
中
央
指
導
部
に
て
開
か
れ
た
各
派
の
連
絡
懇
談
会
の
様
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子
を
伝
え
て
い
る
。
懇
談
会
の
出
席
者
は
西
本
願
寺
、
東
本
願
寺
、
高
野
山
別
院
、
知
恩
院
別
院
、
高
野
山
金
剛
寺
、
身
延
山
北
京
別

院
、
本
仏
寺
、
曹
洞
宗
観
音
寺
、
天
理
教
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
東
本
願
寺
は
、
中
国
仏
教
徒
を
保
護
す
る
目
的
で
、
北
京
の
十
一
大
寺

に
小
学
校
を
開
設
し
た
こ
と
と
、
女
性
の
教
化
を
目
的
と
し
た
中
日
仏
教
婦
人
会
を
開
設
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
お
り
、
西
本
願
寺
は

中
国
の
民
衆
に
向
け
た
施
薬
活
動
、
授
産
所
の
開
設
、
刺
繍
教
室
を
通
し
た
女
性
の
教
化
、
日
本
語
学
校
を
開
設
し
、
そ
の
普
及
活
動

に
尽
力
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
同
席
し
て
い
た
某
宗
別
院
か
ら
、
経
済
的
な
困
難
か
ら
十
分
な
活
動
が

で
き
ず
、
根
本
的
な
宗
教
政
策
が
何
も
で
き
て
い
な
い
と
の
報
告
が
あ
り
、
個
々
の
宗
団
の
布
教
活
動
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
国
家

に
よ
り
仏
教
研
究
所
を
設
立
し
、
そ
こ
で
人
材
を
作
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
の
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

本
山
の
会
計
が
す
で
に
貧
弱
で
あ
る
。
そ
の
貧
弱
な
る
会
計
の
中
か
ら
更
に
貧
弱
な
る
会
計
を
も
っ
て
別
院
を
経
営
し
て
い
る

我
々
貧
弱
な
る
者
に
、
一
体
何
が
で
き
る
の
か
。
勿
論
我
が
別
院
に
於
い
て
も
い
ろ
い
ろ
と
計
画
を
立
て
、
復
二
三
事
業
も
や
っ

て
は
い
ま
す
が
、
と
て
も
東
西
両
本
願
寺
様
と
は
、
似
て
も
似
付
か
ぬ
、
比
較
に
な
ら
ぬ
貧
弱
極
ま
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す

か
ら
私
は
そ
れ
を
此
処
に
は
申
し
上
げ
ま
す
ま
い
。
こ
う
し
た
貧
弱
な
る
会
計
で
貧
弱
な
人
材
を
以
て
一
体
こ
の
広
漠
な
る
四
万

餘
州
に
対
し
て
何
を
し
よ
う
と
云
ふ
の
か
。
こ
う
し
た
小
刀
細
工
で
は
到
底
駄
目
で
あ
る
。
私
は
思
う
に
こ
れ
は
国
家
で
大
規
模

の
仏
教
研
究
所
を
設
立
し
、
各
宗
派
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
人
材
を
選
抜
し
て
、
ま
ず
此
処
で
み
っ
ち
り
研
究
せ
し
め
る
こ
と
で

あ
る
。
左
様
し
て
一
人
に
て
も
二
人
に
て
も
人
材
を
作
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
と
思
ふ
。
復
此
処
で
根
本
的
の
宗
教
政
策
も
樹
立

す
べ
き
だ
と
思
ふ
。26

　

こ
こ
に
窺
え
る
よ
う
に
開
教
活
動
や
布
教
の
成
果
が
乏
し
い
宗
派
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
智
山
派
で
は
、
昭
和
十
二
年
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九
月
に
臨
時
事
変
事
務
局
が
組
織
さ
れ
活
動
予
算
が
作
成
さ
れ
た
が
、
全
体
の
予
算
額
は
二
万
六
千
五
百
円
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
慰

問
師
派
遣
費
四
千
円
、
献
金
六
千
円
、
出
征
僧
侶
並
び
に
檀
徒
慰
問
費
九
千
二
百
円
、
従
軍
僧
派
遣
費
三
千
円
、
国
民
精
神
総
動
員
特

別
布
教
費
二
千
円
、
事
務
費
と
し
て
二
千
二
百
五
十
円
で
あ
り
、
慰
問
師
派
遣
、
従
軍
僧
派
遣
に
若
干
の
予
算
は
つ
い
て
い
る
も
の
の
、

開
教
費
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い27

。
日
清
戦
争
後
か
ら
大
陸
開
教
に
乗
り
出
し
て
い
た
大
谷
派
で
は
、
一
九
三
七
年
度
の
開
教
関
係
予
算

は
盧
溝
橋
事
件
を
受
け
て
一
万
七
千
円
か
ら
四
万
八
千
二
十
円
に
増
額
さ
れ
、一
九
三
九
年
度
に
は	

三
十
三
万
六
千
六
十
五
円
と
な
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
も28

、
宗
団
に
お
け
る
戦
時
対
応
の
異
な
り
は
、
教
学
や
宗
是
に
よ
る
行
動
原
理
の
相
違
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、
宗
団

の
経
済
力
も
大
き
く
影
響
し
て
い
た
と
推
知
さ
れ
る
。

三　

仏
教
思
想
に
よ
る
戦
争
肯
定

　

上
述
の
よ
う
に
、
仏
教
宗
団
各
派
が
戦
争
協
力
の
姿
勢
を
示
し
、
こ
ぞ
っ
て
大
陸
開
教
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
支
那
事
変
当
時
、

僧
侶
学
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
戦
争
と
宗
団
の
対
応
を
捉
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
戦
争
を
許
容
す
る
解
釈
は
日
清
戦
争
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
は
じ
め
に
真
言
宗
僧
侶
が
提
示
し
た
戦
争
許
容
解
釈
の
一
つ
を
日
清
戦
争
期
の
宗
教
新
聞
『
密
嚴
教
報
』
か
ら
引
用
す
る
。

仏
教
の
歓
迎
す
る
所
は
道
義
に
し
て
其
拒
絶
す
る
所
は
不
道
義
な
り
、
故
に
仏
教
が
物
を
禁
ず
る
必
ず
道
義
の
標
準
に
よ
る
、
其

五
戒
を
作
り
十
戒
を
設
け
二
百
五
十
戒
を
建
て
五
百
戒
を
組
織
せ
る
は
其
所
戒
の
不
道
義
的
な
る
を
以
て
な
り
。
殺
生
に
し
て
一

盗
を
殺
さ
ず
ん
ば
五
百
の
船
人
死
す
る
と
き
一
盗
を
殺
す
が
如
き
も
の
は
其
行
の
殺
生
た
る
妄
り
に
無
辜
を
殺
戮
し
戯
れ
に
禽
獣

を
漁
猟
す
る
と
毫
も
異
な
る
な
し
と
雖
も
其
心
事
の
善
悪
邪
正
同
日
の
談
に
非
ず
（
中
略
）
今
夫
れ
戦
争
の
如
き
是
れ
虚
位
の
み
、
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之
に
道
義
的
な
る
あ
り
又
不
道
義
的
な
る
あ
り
、
道
義
的
な
る
時
は
之
を
善
と
な
す
義
戦
是
な
り
。
不
道
義
的
な
る
と
き
は
之
を

悪
と
な
す
暴
戦
是
な
り
。
戦
争
義
戦
暴
戦
と
な
り
て
初
め
て
善
悪
の
分
備
わ
り
虚
位
変
じ
て
実
徳
と
な
る
。（
中
略
）
義
戦
は
其

勧
む
る
所
、
暴
戦
は
其
禁
す
る
所
な
り
と
、
之
を
仏
教
の
本
色
と
な
す
。29

　

仏
教
徒
に
と
っ
て
殺
生
が
不
可
避
と
な
る
戦
争
は
、
不
殺
生
戒
に
違
犯
す
る
こ
と
か
ら
本
来
は
是
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
道
義
に
基
づ
く
戦
争
で
あ
れ
ば
義
戦
で
あ
り
、
義
戦
で
あ
れ
ば
仏
教
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
と
い
う
主
張
が
み
え
る
。

日
露
戦
争
期
に
は
智
山
派
布
教
師
の
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
た
宮
崎
智
全
（
一
八
五
八
─
一
九
二
六
）
が
戦
時
の
仏
教
と
い
う
タ
イ
ト

ル
の
演
説
を
し
て
い
る
。

一
般
人
民
も
軍
債
応
募
に
軍
資
恤
兵
の
献
金
に
出
征
兵
士
の
家
族
保
護
に
狂
奔
し
、
汽
車
や
汽
船
迄
も
臨
時
非
常
の
働
き
を
す
る

と
い
ふ
軍
事
の
今
日
に
我
仏
教
者
は
何
を
作
し
つ
つ
あ
る
歟
。
如
何
に
し
て
国
に
尽
す
べ
き
歟
。（
中
略
）
唯
厭
世
主
義
に
偏
て

戦
争
と
云
ふ
は
人
を
殺
す
事
、
佛
法
と
云
ふ
は
人
を
救
う
の
教
に
て
殺
す
と
助
る
は
正
反
対
の
故
に
関
係
は
な
ら
ぬ
抔
と
、
心
得

違
ひ
し
て
は
成
り
ま
せ
ぬ
。
か
か
る
戦
国
の
時
代
に
は
戦
争
に
応
ず
る
仏
法
を
用
い
て
世
に
活
動
し
矢
張
り
世
を
救
う
が
真
の
仏

教
で
あ
り
舛
。
こ
の
時
に
当
て
は
先
ず
第
一
に
は
勝
軍
の
祈
祷
を
す
る
事
で
す
。（
中
略
）
実
に
我
が
皇
族
の
各
宮
殿
下
の
雲
の

上
の
御
身
に
て
陸
海
両
軍
に
将
校
と
し
て
兵
卒
と
共
に
飛
雨
弾
丸
の
下
に
奮
迅
戦
闘
に
当
ら
せ
玉
ふ
は
不
動
明
王
で
あ
り
舛
。（
中

略
）
此
不
動
明
王
の
心
地
に
住
し
た
れ
ば
戦
争
で
人
を
殺
し
た
迚
決
し
て
罪
と
は
成
り
ま
せ
ぬ
。
宝
積
経
に
舟
中
に
盗
人
あ
り
衆

人
を
殺
し
て
其
宝
貨
を
奪
取
ら
ん
と
す
。
佛
之
を
知
て
其
盗
を
殺
し
以
て
衆
人
を
救
ひ
玉
ふ
と
説
い
て
あ
り
舛
。
又
般
若
理
趣
経

に
、
設
ひ
三
界
の
一
切
有
情
を
害
す
る
と
も
悪
趣
に
堕
せ
ず
。
こ
れ
調
伏
の
為
の
故
に
と
。（
中
略
）
是
の
如
く
経
說
明
に
説
玉
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ふ
故
に
、
戦
国
の
今
時
は
諸
氏
よ
太
元
明
王
不
動
明
王
に
祈
願
信
念
し
国
家
の
為
に
尽
さ
る
べ
し
。
是
れ
仏
者
の
本
分
で
す
。
是

れ
戦
時
に
於
る
仏
教
の
活
動
で
す
、
之
を
戦
時
の
仏
教
と
云
升
。30

　

宮
崎
智
全
は
真
言
宗
の
教
義
に
み
え
る
調
伏
の
思
想
を
も
っ
て
戦
争
を
肯
定
す
る
。
ま
た
、
宝
積
経
と
真
言
宗
の
根
本
聖
典
で
あ
る

理
趣
経
を
引
用
し
、
戦
争
に
お
け
る
殺
生
も
許
容
し
、
調
伏
の
尊
格
た
る
太
元
明
王
や
不
動
明
王
を
信
仰
を
す
る
こ
と
を
勧
め
、
そ
れ

を
戦
時
の
仏
教
と
述
べ
て
い
る
。
日
清
日
露
戦
争
期
を
と
お
し
て
真
言
宗
の
僧
侶
は
、
戦
争
そ
の
も
の
は
本
来
罪
過
で
あ
る
と
い
う
理

解
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
道
義
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
正
当
化
し
、
経
典
の
一
部
を
根
拠
に
肯
定
し
て
戦
時
活
動
に
あ
た
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
東
亜
新
秩
序
の
確
立
に
よ
る
平
和
の
た
め
と
い
う
「
道
義
」
が
共
有
さ
れ
て
い
た
支
那
事
変
期
の
戦
争
肯

定
論
に
も
は
っ
き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

仏
教
よ
り
言
へ
ば
生
命
の
損
害
と
云
ふ
点
よ
り
見
て
戦
争
は
大
な
る
罪
過
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ん
。
然
ら
ば
仏
教
よ
り
見
て

如
何
な
る
場
合
に
も
戦
争
は
否
定
さ
る
べ
き
か
と
言
ふ
に
、
大
乗
仏
教
で
は
単
な
る
形
式
的
観
念
的
善
悪
に
必
ず
し
も
拘
泥
し
な

い
の
で
あ
る
。
瑜
伽
論
に
は
一
人
の
悪
人
が
聖
者
を
殺
さ
ん
と
す
る
の
を
見
た
る
時
、
菩
薩
が
彼
の
悪
人
の
無
間
地
獄
に
堕
ち
る

こ
と
を
哀
れ
み
、
彼
を
し
て
聖
者
を
殺
さ
し
め
な
い
為
に
故
意
に
自
ら
彼
の
悪
人
を
殺
し
て
地
獄
に
堕
ち
ん
と
す
る
の
は
、
破
壊

で
な
く
し
て
却
っ
て
功
徳
が
あ
る
と
説
い
て
居
る
。（
中
略
）
大
乗
仏
教
は
猛
悪
を
調
伏
し
、
菩
提
心
を
發
さ
し
む
る
降
魔
の
利

剣
を
振
ふ
こ
と
は
時
に
こ
れ
を
許
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
佛
教
の
立
場
よ
り
人
類
の
為
に
許
さ
る
る
戦
争
が
あ
る
の
で
あ
る
。
狂

暴
な
る
国
民
を
征
し
て
こ
れ
を
覚
醒
せ
し
め
真
の
平
和
を
建
設
す
る
為
に
人
類
の
文
化
発
展
の
た
め
に
戦
争
は
許
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
実
に
我
が
日
本
国
家
の
終
始
一
貫
せ
る
態
度
で
あ
っ
て
暴
戻
な
る
支
那
軍
を
調
伏
し
て
、
支
那
を
し
て
日
支
相
提
携
し
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て
東
洋
文
化
の
建
設
に
努
む
る
こ
と
が
日
支
の
真
の
幸
福
で
あ
り
、
又
世
界
文
化
に
対
す
る
菩
提
心
を
發
さ
し
め
ん
と
す
る
こ
と

が
今
次
の
戦
の
意
義
で
あ
る
。31

　

平
和
の
た
め
と
い
う
道
義
を
掲
げ
、
戦
争
を
聖
戦
と
し
て
許
容
す
る
姿
勢
は
、
支
那
事
変
期
の
僧
侶
学
者
に
は
共
通
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
中
に
は
、
よ
り
積
極
的
な
道
義
づ
け
の
た
め
に
、
仏
教
そ
の
も
の
を
皇
道
仏
教
と
し
て
国
家
神
道
の
中
に
位
置
づ
け
て
戦
時

教
化
に
当
た
る
僧
侶
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
僧
侶
た
ち
の
思
想
の
一
端
を
確
認
す
る
た
め
に
、
次
節
に
お
い
て
古
義
真
言
宗
の
僧
侶
で

あ
り
、
当
時
高
野
山
大
学
教
授
で
あ
っ
た
上
田
天
瑞
、
智
山
派
の
学
匠
で
あ
っ
た
那
須
政
隆
、
高
神
覚
昇
の
戦
争
解
釈
に
つ
い
て
み
て

い
く
。

四　

支
那
事
変
下
の
僧
侶
学
者
の
戦
争
解
釈

　

１　

上
田
天
瑞
（
一
八
九
九
─
一
九
七
四
）　

大
乗
仏
教
的
見
地
か
ら
の
克
服

　

支
那
事
変
勃
発
後
に
京
都
大
学
を
会
場
に
開
か
れ
た
日
本
仏
教
学
協
会
第
十
一
回
大
会
（
一
九
三
八
年
）
に
お
い
て
「
現
下
特
に
強

調
す
べ
き
仏
教
思
想
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
討
論
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
討
論
の
参
加
者
に
は
、
教
団
の
現
状
に
対
し
自
粛
自
戒
の
反
省

を
促
し
新
戒
律
を
提
唱
す
る
も
の
、
菩
薩
道
の
精
神
を
強
調
す
べ
し
と
す
る
も
の
、
己
を
反
省
し
共
に
手
を
携
え
て
進
む
意
味
よ
り
無

我
の
思
想
を
説
く
も
の
、
鎮
護
国
家
こ
そ
が
日
本
仏
教
の
根
本
な
の
だ
か
ら
こ
の
思
想
を
も
っ
て
全
日
本
仏
教
は
邁
進
す
べ
し
と
説
く

も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
提
示
さ
れ
た
後
に
、
真
宗
大
谷
派
の
常
盤
大
定
（
一
八
七
〇
─
一
九
四
五
）
は
怨
親
平
等
の
思
想
を

も
っ
て
日
中
の
両
国
民
が
融
和
せ
ざ
る
限
り
到
底
東
洋
に
永
久
の
平
和
は
来
ら
ず
、
聖
戦
の
目
的
に
は
達
し
得
ず
と
結
ん
で
い
る
。
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古
義
真
言
宗
の
僧
侶
で
あ
り
、
当
時
、
高
野
山
大
学
教
授
の
立
場
で
こ
の
学
会
に
出
席
し
て
い
た
上
田
天
瑞
は
、
こ
の
討
論
の
様
子

に
触
れ
て
自
ら
の
意
見
を
提
示
し
て
い
る
。

私
は
今
こ
の
支
那
事
変
に
つ
い
て
は
仏
教
徒
と
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
大
乗
仏
教
の
理
想
は
一
切
の
人
々
に
菩
提
を
得

せ
し
む
る
に
あ
る
。
一
切
の
人
々
が
真
に
魂
に
目
醒
む
る
こ
と
を
得
る
仏
国
土
の
建
設
が
、
大
乗
仏
教
の
理
想
で
あ
る
。
し
か
も

大
乗
仏
教
が
小
乗
仏
教
と
異
な
る
大
な
る
点
は
、こ
の
理
想
実
現
の
方
法
態
度
に
お
い
て
形
式
的
で
は
な
く
し
て
積
極
的
で
あ
り
、

時
に
あ
る
い
は
普
通
の
公
式
的
・
観
念
的
善
悪
を
超
越
し
て
驀
直
に
勇
敢
に
生
命
の
本
質
に
突
入
す
る
点
に
あ
る
。
喩
え
て
い
え

ば
、
殺
生
は
仏
教
の
最
も
き
ら
う
と
こ
ろ
で
、
小
乗
仏
教
に
お
い
て
は
蚤
一
匹
す
ら
殺
す
こ
と
を
怖
れ
る
。
し
か
る
に
大
乗
の
菩

薩
は
、
時
に
あ
る
い
は
無
数
の
衆
生
を
殺
す
こ
と
す
ら
あ
る
。
瑜
伽
論
に
は
、
聖
者
を
殺
さ
ん
と
す
る
悪
人
を
見
た
菩
薩
が
、
彼

の
無
間
獄
に
堕
す
る
を
憐
れ
ん
で
こ
れ
を
殺
す
こ
と
は
、
犯
戒
に
非
ず
し
て
か
え
っ
て
功
徳
あ
り
と
し
て
い
る
。

（
中
略
）
わ
れ
わ
れ
は
公
式
的
平
和
主
義
や
小
乗
的
人
道
主
義
に
怖
れ
て
、
理
想
実
現
の
た
め
の
突
進
を
ゆ
る
め
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
さ
ら
に
仏
教
の
精
神
か
ら
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。わ
れ
わ
れ
が
か
か
る
大
勇
猛
心
を
も
っ
て
突
進
す
る
こ
と
が
、

果
し
て
真
に
一
切
人
類
に
菩
提
を
得
せ
し
む
る
最
上
の
方
法
な
り
や
い
な
や
を
反
省
す
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
的
に
し
か
り
と

断
言
し
得
な
い
も
の
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
経
論
に
も
、
前
記
の
よ
う
に
異
常
な
る
方
法
を
と
る
の
は
、
実
は
地
上
の
菩
薩
に
し

て
、真
の
智
恵
と
方
便
と
を
具
し
た
も
の
に
し
て
始
め
て
可
能
な
り
と
説
か
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
果
し
て
こ
の
智
あ
り
や
・・・

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
行
動
に
お
い
て
逡
巡
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
最
極
に
お
け
る
成
否
は
こ
れ

を
一
切
智
者
た
る
神
仏
の
判
断
を
待
つ
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
敵
も
味
方
も
な
く
共
に
凡
夫
な
り
。
共
に
こ

れ
一
大
法
界
に
お
け
る
波
乱
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
乗
仏
教
の
一
如
の
考
え
が
あ
り
、
怨
親
平
等
の
意
義
が
あ
り
、
他
力
的
思
想
の
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重
要
さ
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
、
わ
れ
ら
の
進
む
道
こ
そ
仏
の
示
さ
れ
た
る
道
な
り
と
信
じ
て
、
怖
れ
る
こ
と
な
く
安
ん
じ

て
突
進
す
る
の
み
で
あ
る
。
一
如
の
上
に
立
っ
て
飽
く
ま
で
争
う
の
み
で
あ
る
。32

　

上
田
は
大
乗
仏
教
に
お
い
て
、
衆
生
に
菩
提
を
得
せ
し
め
る
た
め
に
殺
生
を
許
容
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
そ
れ
が
現

実
に
適
用
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
一
抹
の
迷
い
も
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
迷
い
は
実
際
の
行
動
下
に
は
許
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
究
極
的
に
は
自
他
を
凡
夫
の
境
界
に
お
き
つ
つ
、
神
仏
の
判
断
を
待
つ
他
な
い
と
し
て
、
個
人
の
力
で
は
如
何

と
も
し
が
た
い
現
実
を
他
力
的
信
仰
か
ら
解
決
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

大
乗
仏
教
は
、
そ
の
理
想
を
単
に
抽
象
的
・
観
念
的
に
考
え
る
こ
と
を
き
ら
い
、
現
実
の
世
界
に
わ
れ
ら
の
脚
下
に
仏
国
土
を
見

ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
理
よ
り
事
を
貴
ぶ
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
治
世
産
業
皆
是
仏
道
と
い
い
、
当
相
即
道
即
事
而
真
と
い

う
の
は
こ
の
事
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
大
乗
仏
教
の
精
神
よ
り
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
現
実
の
国
家
の
上
に
仏
教
の
理
想
を
実
現

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
が
大
乗
仏
教
徒
の
態
度
で
あ
る
と
私
は
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
日
本
仏
教
の
理
想
は
全
く
こ
こ
に
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
各
宗
の
祖
師
は
悉
く
鎮
護
国
家
、
興
法
治
国
を
そ
の
根
本
精
神
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
家
の
上
に
曼
荼
羅
を
見
、

国
家
の
上
に
曼
荼
羅
を
実
現
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。33

　

支
那
事
変
の
目
的
が
東
亜
新
秩
序
の
確
立
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
田
は
そ
の
目
的
を
大
乗
仏
教
の
理
想
た
る
仏
国
土
の
建
設
と
し
て

捉
え
よ
う
と
す
る
。
大
乗
仏
教
の
理
想
と
い
う
観
点
か
ら
戦
争
の
道
義
づ
け
を
す
る
上
田
の
姿
勢
は
、
他
の
真
言
宗
の
僧
侶
に
は
見
ら

れ
な
い
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
次
に
示
す
那
須
政
隆
、
高
神
覚
昇
は
、
こ
の
よ
う
な
上
田
の
解
釈
と
は
異
な
る
も
の
で
、
真
言
宗
の
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教
理
を
国
家
神
道
に
合
流
さ
せ
、
皇
道
仏
教
と
し
て
再
解
釈
し
た
上
で
戦
争
に
対
す
る
見
解
を
提
示
す
る
。

　

２　

那
須
政
隆
（
一
八
九
四
─
一
九
八
七
）　

戦
時
に
お
け
る
真
言
思
想
の
革
新

　

那
須
政
隆
は
戦
後
に
大
正
大
学
学
長
を
つ
と
め
、
晩
年
に
は
智
山
派
管
長
、
真
言
宗
長
者
に
晋
ん
だ
智
山
派
の
近
現
代
を
代
表
す
る

学
匠
の
一
人
で
あ
る
。
支
那
事
変
当
時
は
智
山
派
の
教
育
機
関
で
あ
る
智
山
専
門
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
。
那
須
は
、
内
地
で
大

陸
開
教
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
た
昭
和
十
四
年
に
『
新
時
代
の
真
言
教
学
』
を
発
刊
し
て
い
る
。
那
須
は
そ
の
冒
頭
で
時
局
の
認
識

と
新
時
代
の
意
義
を
語
る
。

わ
が
大
日
本
国
は
神
の
国
で
あ
る
。
世
界
平
和
の
大
理
想
へ
突
進
す
る
皇
御
国
で
あ
る
。
八
紘
一
宇
の
大
精
神
の
も
と
、
い
か
な

る
難
関
を
も
突
破
し
ゆ
く
御
陵
威
い
や
さ
か
の
国
で
あ
る
。
げ
に
欧
米
人
を
し
て
不
可
解
と
歎
ぜ
し
め
た
大
和
魂
こ
そ
、
わ
が
日

本
の
真
姿
で
あ
る
。
日
清
日
露
の
両
役
よ
り
こ
の
か
た
幾
十
萬
の
生
命
と
幾
百
億
の
物
資
と
を
犠
牲
に
し
つ
つ
も
、
な
ほ
支
那
を

護
ら
ん
と
す
る
わ
が
国
の
真
意
は
、
た
だ
こ
れ
東
亜
永
遠
の
平
和
を
念
願
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
や
や
も
す
れ
ば
欧
米
諸
国
の

植
民
地
化
せ
ん
と
せ
る
隣
邦
支
那
を
ば
、
と
も
か
く
今
日
ま
で
獨
立
国
と
し
て
支
え
来
っ
た
わ
が
国
の
努
力
は
、
ひ
と
へ
に
こ
れ

支
那
を
愛
し
、
東
亜
を
護
ら
ん
と
す
る
至
情
の
発
露
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
わ
が
国
は
今
や
新
し
き
大
陸
的
政
策
確
立
へ
の

途
出
に
置
か
れ
て
い
る
。
島
国
よ
り
大
陸
へ
の
運
命
的
ス
タ
ー
ト
を
き
ら
ね
ば
な
ら
な
い
土
壇
場
に
立
ち
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま

さ
し
く
新
日
本
の
雄
々
し
き
姿
で
あ
る
。
わ
れ
ら
日
本
民
族
は
茲
に
帝
国
の
栄
誉
あ
る
新
時
代
を
確
認
し
、
将
来
幾
十
年
幾
百
年

へ
の
覚
悟
を
固
め
、
以
て
大
使
命
達
成
へ
驀
進
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
の
現
実
的
行
動
の
上
に
新
時
代
を
観
た
る
吾
人
は
、

更
に
そ
の
内
面
に
流
る
る
思
想
的
方
面
よ
り
し
て
新
時
代
の
動
向
を
一
瞥
す
る
必
要
が
あ
る
。34
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那
須
は
、
欧
米
の
植
民
地
化
の
動
き
に
よ
っ
て
近
代
日
本
が
作
り
上
げ
た
東
亜
の
平
和
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
日
本
が
大
陸

進
出
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
の
大
陸
進
出
の
段
階
を
指
し
て
新
時
代
と
い
う
。
ま
た
、
那
須
は
新
時
代
に
お
け
る

思
想
を
描
写
し
て
新
日
本
主
義
と
い
う
。
こ
の
新
日
本
主
義
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
明
治
以
降
の
自
由
主
義
や
社
会
主
義
な
ど
の
欧
米

の
思
想
文
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
日
本
的
な
る
思
想
を
復
古
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、単
な
る
復
古
で
は
な
く
、か
え
っ

て
欧
米
の
思
想
文
化
を
日
本
的
な
る
思
想
の
内
に
包
摂
し
て
刷
新
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
那
須
は
こ
の
新
日
本
主
義
の
思
想
の
中

心
に
あ
る
も
の
を
「
皇
御
国
」
の
本
来
の
精
神
と
述
べ
、
或
い
は
「
ま
こ
と
」
と
述
べ
る
。

新
日
本
主
義
は
文
字
通
り
「
新
」
に
し
て
、
一
部
偏
見
者
の
言
ふ
如
き
単
な
る
復
古
で
は
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
一
君
万
民

上
下
和
睦
の
協
同
社
会
的
国
家
こ
そ
新
日
本
主
義
的
革
新
の
指
標
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
既
に
明
治
以
来
の
自
由
思
想

も
マ
ル
ク
ス
思
想
も
消
化
さ
れ
て
、
新
生
命
の
勢
力
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
思
想
が
日
本
的
性
格
の
上
に
、
特

殊
な
受
け
取
り
方
を
以
て
現
下
日
本
の
新
生
命
と
成
り
尽
し
て
い
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
新
日
本
主
義
が
現
代
世
界
の
心
臓
に
ふ

れ
、
そ
の
指
導
的
役
割
を
果
し
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
し
て
今
や
新
日
本
主
義
の
も
と
に
革
新
を
断
行
し
、
大

陸
発
展
へ
の
新
時
代
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
絶
対
的
運
命
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）国
内
的
に
は「
皇
御
国
」

の
本
来
の
精
神
に
於
て
君
民
一
体
上
下
和
睦
の
協
同
的
国
家
を
如
実
に
実
現
す
べ
く
（
中
略
）
対
外
的
に
は
新
東
亜
協
同
体
の
建

設
を
目
指
し
て
（
中
略
）
い
か
な
る
犠
牲
を
払
う
と
も
、
こ
の
上
下
一
体
へ
の
方
向
に
向
か
っ
て
断
乎
た
る
革
新
が
行
は
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。（
中
略
）
わ
が
国
伝
統
の
「
ま
こ
と
」
精
神
に
違
逆
す
る
が
如
き
、
そ
ん
じ
ょ
そ
こ
ら
の
個
人
主
義
的
な
す
べ
て
は
当

然
革
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
運
命
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
所
詮
新
時
代
の
革
新
な
る
も
の
は
、
皇
御
国
の
理
念
の
命
ず
る
と
こ
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ろ
に
従
っ
て
必
然
的
に
断
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
個
人
は
国
家
革
新
の
方
向
に
滅
私
的
「
ま
こ
と
」
を
捧
げ
、
新
時
代

の
皇
御
国
の
体
制
を
実
現
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。35

　　

こ
の
那
須
の
新
日
本
主
義
の
主
張
は
、
上
田
の
よ
う
に
大
乗
仏
教
的
な
視
点
か
ら
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
国
家
神

道
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
古
義
真
言
宗
の
大
山
公
淳
（
一
八
九
五
─
一
九
九
二
）
が
戦
争
末
期
に
お
い
て
も
「
国
家
と
共

に
生
き
国
家
と
共
に
歩
む
宗
教
で
な
け
れ
ば
現
代
に
於
い
て
そ
の
存
在
が
許
さ
れ
な
い
。
吾
人
と
し
て
は
特
に
我
神
国
と
し
て
真
に
神

国
た
ら
し
む
る
宗
教
、
換
言
す
れ
ば
真
に
大
政
を
翼
賛
し
奉
る
宗
教
を
考
え
て
今
日
に
処
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」36

と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
僧
侶
学
者
に
は
、
仏
教
そ
の
も
の
を
国
家
神
道
に
合
流
さ
せ
、
自
ら
の
立
場
を
皇
道
仏
教
と
し
て
位
置
づ

け
た
上
で
解
釈
を
示
す
も
の
が
顕
著
で
あ
る
。
那
須
は
明
治
か
ら
昭
和
に
至
る
ま
で
の
仏
教
の
展
開
を
示
し
な
が
ら
皇
道
仏
教
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。

幾
多
の
仏
教
学
者
が
輩
出
し
て
仏
教
の
真
意
義
を
宣
揚
し
た
り
、
寺
院
住
職
が
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
方
法
に
刺
戟
さ
れ
て
布
教
法

に
新
味
を
工
夫
し
た
り
、
ま
た
社
会
事
業
に
努
力
し
た
り
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
新
活
躍
を
為
す
に
及
ん
で
社
会
民
衆
の
信
用

を
幾
分
づ
つ
取
り
戻
し
て
来
た
。（
中
略
）
時
恰
も
満
州
事
変
の
勃
発
に
遇
ひ
、
国
民
は
翻
然
欧
米
心
酔
の
夢
か
ら
醒
め
、
本
来

の
日
本
人
に
立
ち
直
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
非
常
時
的
機
運
に
促
さ
れ
て
、
い
は
ゆ
る
日
本
的
な
る
も
の
が
急
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
と
成
り
、
仏
教
も
本
当
の
意
味
に
於
て
再
吟
味
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
満
州
事
変
と
相
ひ
前

後
し
て
日
本
精
神
が
昂
揚
さ
れ
、
日
本
生
え
ぬ
き
の
神
道
が
街
頭
に
進
出
す
る
に
及
び
、
仏
教
は
外
来
思
想
な
る
譏
を
受
け
る
立

場
と
な
っ
た
。
が
、
そ
れ
が
却
っ
て
一
つ
の
機
縁
と
な
っ
て
、
日
本
仏
教
の
本
質
が
検
討
さ
れ
、
皇
道
仏
教
の
真
価
が
再
認
識
さ
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れ
る
結
果
を
招
い
た
。
も
と
よ
り
仏
教
は
印
度
に
起
り
、
支
那
三
韓
を
経
て
わ
が
国
に
伝
来
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
元
を
た
だ
せ

ば
外
来
思
想
た
る
に
相
異
な
い
が
、
し
か
し
生
の
外
来
で
は
な
い
、
皇
御
国
の
国
情
に
消
化
さ
れ
、
日
本
特
有
の
皇
道
仏
教
と
し

て
再
生
し
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。37

　
　

　

こ
の
よ
う
に
那
須
は
仏
教
を
単
な
る
外
来
宗
教
で
は
な
く
、「
皇
御
国
の
国
情
」
に
消
化
さ
れ
た
宗
教
と
解
釈
し
、
日
本
仏
教
そ
の

も
の
を
皇
道
仏
教
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
皇
道
仏
教
と
し
て
の
起
点
を
聖
徳
太
子
の
崇
仏
に
定
め
る
。
聖
徳
太
子
の
崇
仏
を
皇
道
仏

教
の
根
拠
と
す
る
解
釈
は
、
当
時
浄
土
真
宗
を
は
じ
め
と
す
る
諸
宗
団
に
も
同
様
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
太
子
の
崇
仏
は
、
太
子
御
自
身
の
御
証
悟
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
国
家
存
立
の
源
本
で
も
あ
っ
た
。
太
子
の
御

胸
に
は
建
国
以
来
、
嫡
々
伝
承
さ
れ
た
る
惟
神
の
大
道
が
、
力
強
く
輝
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
惟
神
の
大
道
に
脈
う
つ
御
心
に
仏
の
正
法
が
摂
受
さ
れ
、
そ
こ
に
日
本
独
自
の
皇
道
仏
教
が
開
顕
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
太
子
に
依
っ
て
開
顕
さ
れ
た
る
正
法
は
、
惟
神
の
大
道
と
全
く
不
二
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
国
の
祭
を
執
り

行
は
せ
ら
る
る
こ
と
と
、
仏
教
の
正
法
を
摂
受
し
給
ふ
こ
と
と
、
何
の
矛
盾
も
な
く
、
何
の
疑
慮
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。38

　

惟
神
の
大
道
に
つ
い
て
の
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
所
説
の
惟
神
と
は
、
神
の
道
に
随
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
神
意
に
沿
っ
て
国
を
治
め
る
皇
統
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
理
解
し
て
お
く
。
那
須
は
「
と
も
か
く
御
歴
代
の
う
ち
入
道
さ
れ

た
御
方
や
、
皇
族
に
し
て
御
出
家
な
さ
れ
し
方
々
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
忠
臣
孝
子
と
し
て
能
く
国
を
護
り
、
家
を
興
し
た
民
草

の
多
く
は
、
皇
道
仏
教
を
信
受
し
、
和
の
仏
教
、
報
恩
の
仏
教
を
奉
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
八
紘
一
宇
の
大
理
想
、
国
体
の
大
本
、
尽
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忠
報
国
、
み
な
こ
れ
「
ま
こ
と
」
精
神
の
顕
現
に
他
な
ら
な
い
。」
と
い
う
。
そ
し
て
「
ま
こ
と
」
の
精
神
を
強
調
し
、
そ
の
精
神
の

も
と
に
仏
教
と
惟
神
の
大
道
と
を
統
合
し
、
皇
道
仏
教
を
表
明
す
る
。
那
須
は
「
ま
こ
と
」
に
つ
い
て
「
滅
私
奉
公
の
精
神
」
で
あ
る

と
も
い
う
。
さ
ら
に
「
滅
私
奉
公
は
ま
た
諸
法
縁
起
諸
法
無
我
の
仏
教
原
理
よ
り
発
露
す
る
報
恩
精
神
の
実
践
に
他
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
、

「
ま
こ
と
」
の
精
神
を
介
し
て
仏
教
を
国
家
神
道
に
合
流
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
故
に
各
寺
院
に
は
必
ず
本
尊
の
正
面
に
「
今
上
天
皇
聖
壽
無
窮
」
の
天
牌
を
奉
安
し
、
日
夜
の
勤
行
修
法
に
は
、
必
ず
金
輪

聖
王
天
長
地
久
を
祈
願
し
奉
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
、
こ
の
「
ま
こ
と
」
あ
れ
ば
こ
そ
の
日
本
仏
教
で
あ
り
、
皇
道

仏
教
で
あ
る
の
だ
。
天
台
真
言
に
は
鎮
護
国
家
と
い
い
、
禅
に
は
興
禅
護
国
と
い
い
、
浄
土
真
宗
に
は
王
法
為
本
と
い
い
、
更
に

日
蓮
は
立
正
安
国
と
い
ふ
な
ど
、
宗
派
の
何
れ
を
問
は
ず
、
皆
国
家
の
た
め
に
こ
そ
、
そ
の
宗
旨
を
宣
揚
し
、
宗
団
を
存
続
せ
し

め
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
日
本
仏
教
一
貫
の
根
本
義
で
あ
る
。39

　

こ
の
よ
う
な
日
本
仏
教
の
全
体
を
国
家
仏
教
と
し
て
捉
え
直
し
、
そ
れ
を
皇
道
仏
教
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
仮
に
当
時
の
国
家

主
義
が
尖
鋭
化
し
た
時
代
背
景
を
考
慮
し
な
く
て
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
道
仏
教
と
し
て
の
立
場
を

闡
明
に
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
浄
土
真
宗
や
曹
洞
宗
な
ど
の
僧
侶
の
中
に
は
経
典
の
文
言
を
皇
道
を
強
調
す
る
も
の
に
改
竄
し
て
表

明
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た40

。
そ
し
て
那
須
に
も
、
真
言
宗
の
教
義
を
皇
道
仏
教
へ
と
牽
強
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
解
釈
が
確

認
で
き
る
。

わ
が
弘
法
大
師
が
東
大
寺
に
参
籠
し
て
「
吾
れ
に
不
二
を
示
し
給
へ
」
と
祈
願
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
第
一
部
に
お
い
て
述
べ
て
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置
い
た
が
、
大
師
が
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
「
不
二
の
法
」
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
宇
宙
の
真

理
、
即
ち
「
神
代
さ
な
が
ら
」
の
大
法
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
わ
が
大
師
も
真
言
密
教
に
よ
っ
て
不
二
を
さ
と
り
「
惟
神
の
大
道
」

を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
神
な
が
ら
の
道
」
と
真
言
密
教
と
が
不
二
一
體
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
し
て
、
八
紘
一
宇
を

し
ろ
し
め
す
悠
久
の
神
と
宇
宙
法
身
大
日
如
来
と
が
不
二
で
あ
っ
た
こ
と
も
当
然
に
推
知
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
大
師
に
於

て
は
「
神
な
が
ら
の
道
」
と
真
言
道
、
悠
久
の
神
と
大
日
法
身
は
と
も
に
不
二
一
體
で
あ
っ
た
。41

　
「
吾
れ
に
不
二
を
示
し
給
へ
」と
は『
御
遺
告
』42

に
み
え
る
弘
法
大
師
と『
大
日
経
』と
の
邂
逅
を
描
い
た
段
で
あ
り
、こ
こ
で
の
不
二
は
、

小
乗
や
大
乗
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
仏
教
の
教
え
を
統
合
し
た
教
え
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
真
言
密
教
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
真

言
密
教
と
惟
神
の
和
合
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
教
説
を
も
国
家
神
道
に
付
会
さ
せ
る
姿
勢
は
真
言
宗
の

僧
侶
の
見
解
と
し
て
は
際
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

３　

高
神
覚
昇
（
一
八
九
四
─
一
九
四
八
）　

日
本
精
神
の
強
調

　

高
神
覚
昇
も
那
須
と
同
じ
く
智
山
派
を
代
表
す
る
近
代
の
学
匠
の
一
人
で
あ
り
、
西
田
幾
太
郎
に
師
事
し
て
宗
教
学
と
哲
学
を
学
ん

だ
後
、
友
松
円
諦
（
一
八
九
五
─
一
九
七
三
）
と
協
同
し
て
通
仏
教
的
な
在
家
仏
教
運
動
で
あ
る
全
日
本
真
理
運
動
を
展
開
し
、
仏
教

の
大
衆
化
を
目
指
し
た
人
物
で
あ
る
。
昭
和
九
年
に
は
ラ
ジ
オ
講
座
で
般
若
心
経
を
講
義
し
人
気
を
博
し
て
い
た
。
支
那
事
変
当
時
は

那
須
と
共
に
智
山
専
門
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
。
著
作
に
は
『
般
若
心
経
講
義
』『
密
教
概
論
』
な
ど
が
あ
る
が
、戦
時
期
に
は
『
不

動
信
仰
へ
の
道
』（
昭
和
十
五
年
発
刊
）『
日
本
精
神
と
仏
教
』（
昭
和
十
六
年
発
刊
）
を
著
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
『
不
動
信
仰
へ
の
道
』

は
、
も
と
も
と
一
般
の
人
々
に
向
け
た
不
動
明
王
信
仰
の
手
引
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
内
容
は
時
局
に
応
じ
て
日
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本
精
神
を
鼓
舞
す
る
叙
述
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
高
神
は
万
世
一
系
の
国
体
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
、
日
本
を
「
不
動
」
の
国
と

し
て
表
現
す
る
。
そ
し
て
冒
頭
か
ら
大
和
精
神
、
天
壌
無
窮
の
神
勅
、
八
紘
一
宇
、
肇
国
の
精
神
な
ど
を
日
本
国
民
の
理
想
と
し
て
解

説
す
る
。
そ
の
中
で
、
那
須
と
同
様
に
聖
徳
太
子
の
崇
仏
を
根
拠
と
し
な
が
ら
仏
教
と
国
家
神
道
を
合
流
さ
せ
る
。

仏
教
こ
そ
、
古
今
に
通
じ
て
謬
ら
ず
、
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る
、
宇
宙
の
真
理
、
天
地
の
公
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
そ
の
仏
教
を
以
て
国
家
統
治
の
指
導
原
理
と
せ
ら
れ
た
聖
徳
太
子
は
、
決
し
て
国
家
を
忘
れ
て
、
仏
教
の
た
め
に
仏
教
を
信
ぜ

よ
と
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
い
か
に
し
て
神
国
日
本
を
文
字
通
り
君
民
一
体
の
大
和
の
国
に
な
す
べ
き
か
、
と
い
う
お
考

へ
の
も
と
に
、
進
ん
で
自
ら
仏
教
を
御
信
仰
に
な
り
、
そ
れ
を
国
民
一
般
に
も
普
及
せ
ん
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
わ

れ
わ
れ
日
本
国
民
は
、
み
ん
な
惟
神
の
道
を
父
と
し
、
仏
教
を
母
と
せ
る
子
供
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
わ
れ
ら
の
祖
国
日
本
は
、

表
か
ら
い
へ
ば
神
国
日
本
、
裏
か
ら
い
へ
ば
仏
国
日
本
で
あ
る
。43

　

高
神
は
皇
道
仏
教
と
い
う
語
を
強
調
し
な
い
ま
で
も
、
仏
教
を
国
家
神
道
の
見
地
か
ら
解
釈
し
直
す
姿
勢
は
那
須
と
基
本
的
に
は
変

わ
ら
な
い
。
例
え
ば
、
菩
薩
の
誓
願
た
る
四
弘
誓
願
に
つ
い
て
も
八
紘
一
宇
の
理
想
を
目
指
す
と
い
う
現
実
問
題
に
置
き
換
え
て
語
っ

て
い
る
。

菩
薩
の
四
つ
の
誓
願
は
、
要
す
る
に
目
覚
め
た
る
人
間
の
ま
さ
し
く
実
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
自
利
、
利
他
の
道
で
あ
る
が
、（
中
略
）

そ
れ
を
親
し
く
実
行
す
る
こ
と
は
事
実
な
か
な
か
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
文
字
通
り
、
そ
れ
は
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。

だ
が
困
難
な
仕
事
だ
と
い
っ
て
、
捨
て
て
顧
み
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
人
間
と
生
れ
た
以
上
、
ど
う
し
て
も
か
う
し
た
正
し
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い
大
き
い
理
想
、
誓
願
を
以
て
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
と
く
に
八
紘
一
宇
、
す
な
は
ち
世
界
一
家
と
い
ふ
や
う
な
、

人
間
と
し
て
最
大
の
理
想
を
、
肇
国
の
精
神
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
光
栄
あ
る
こ
の
菩
薩
の
道

を
歩
む
べ
く
約
束
さ
れ
、運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
国
日
本
に
生
れ
、仏
国
日
本
に
育
っ
た
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、「
世

界
の
人
を
導
き
て
、
正
し
き
平
和
を
う
ち
た
て
ん
。」
と
い
ふ
偉
大
な
る
理
想
、
誓
願
を
も
っ
て
い
る
以
上
、
日
本
人
の
一
人
々
々

は
、
ま
さ
し
く
菩
薩
の
行
願
を
果
た
す
べ
き
聖
い
使
命
を
も
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。44

　

さ
ら
に
高
神
は
、
菩
薩
の
四
誓
願
を
『
葉
隠
』
に
記
さ
れ
る
武
士
道
の
四
誓
願
と
重
ね
る
。
そ
こ
に
は
国
家
に
対
す
る
犠
牲
的
精
神

を
強
調
す
る
意
図
が
窺
わ
れ
る
。

　
　

一　

武
士
道
に
於
て
お
く
れ
と
り
申
す
ま
じ
き
こ
と
。

二　

主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
こ
と
。

三　

親
に
孝
行
仕
る
べ
き
こ
と
。

四　

大
慈
悲
心
を
起
し
、
人
の
た
め
に
な
る
べ
き
こ
と
。

　
　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
の
「
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
こ
と
」
と
あ
る
主
君
の
文
字
を
、
い
ま
「
皇
室
」
の
二
字
に
お
き
か
へ
て
み

れ
ば
、
こ
の
『
葉
隠
』
の
四
誓
願
は
、
そ
の
ま
ま
以
て
日
本
人
の
何
人
も
履
み
行
ふ
べ
き
道
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
な
ん
と
な

れ
ば
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
右
の
四
箇
条
の
誓
の
中
で
、
第
一
と
大
三
は
自
己
を
生
か
す
道
で
あ
り
、
第
二
と
第
四
は
全
体
を
生
か

す
道
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
自
利
と
利
他
、
自
覚
と
覚
他
と
の
道
、
す
な
は
ち
菩
薩
の
道
と
い
ひ
う
る
の
で
あ
る
。
し
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か
も
そ
の
菩
薩
の
道
こ
そ
、
ま
た
そ
の
ま
ま
明
王
の
精
神
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
『
葉
隠
』
の
作
者
は
「
武
士
道
の
極
意
は
死
ぬ

こ
と
と
見
つ
け
た
り
。」
と
い
っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
武
士
道
の
根
本
精
神
は
、
国
家
の
た
め
に
死
ぬ
、
全
体

の
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
け
っ
き
ょ
く
、
全
体
の
た
め
に
死
ぬ
、
一
死
以
て
国
恩

に
報
ず
る
こ
と
こ
そ
、
ほ
ん
た
う
に
自
己
を
生
か
す
道
だ
と
い
ふ
こ
と
を
教
へ
た
も
の
で
あ
る
。45

　

高
神
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
全
体
主
義
の
中
に
お
け
る
犠
牲
的
精
神
を
「
日
本
人
の
何
人
も
ふ
み
行
う
べ
き
道
、
改
め
て
見
直
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
。
高
神
は
国
家
の
た
め
に
命
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
命
を
犠

牲
に
す
る
こ
と
が
自
己
を
生
か
す
道
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
も
と
に
、
祈
り
や
死
と
い
っ
た
宗
教
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
解
釈
も
示

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
日
本
精
神
に
基
づ
く
語
り
で
表
現
す
る
。

（
い
の
り
の
精
神
）
要
す
る
に
そ
れ
は
「
ま
こ
と
」
で
あ
る
。
真
心
か
ら
出
る
い
の
り
が
本
当
の
祈
祷
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ま

こ
と
」
こ
そ
ま
さ
し
く
祈
り
の
本
質
で
あ
る
。
け
だ
し
「
ま
こ
と
」
と
は
、
私
心
な
き
心
で
あ
る
。（
中
略
）
大
君
に
対
す
る
誠

の
心
が
忠
で
あ
る
。
忠
を
「
ま
め
ご
こ
ろ
」
と
よ
む
が
、
ま
め
ご
こ
ろ
と
は
誠
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
。46

（
死
の
解
決
）
我
々
日
本
人
は
ど
う
い
ふ
場
合
に
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
ふ
こ
と
を
よ
く
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
ぬ
べ

き
時
に
死
ぬ
、
生
く
べ
き
時
に
生
き
る
、
そ
の
べ
き
時
を
ハ
ッ
キ
リ
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。（
中
略
）
で
は
、
如
何
な
る
場

合
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
の
問
題
は
云
ふ
迄
も
な
く
、「
大
君
の
辺
に
こ
そ
死
な
め
」
で
あ
る
。
君
国
の
た
め
に
死
ぬ
、

そ
れ
は
死
ぬ
こ
と
で
は
な
く
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
死
ぬ
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
人
の
死
に
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方
で
あ
り
、
生
き
方
で
あ
る
。47

　

こ
の
よ
う
な
高
神
の
著
述
が
一
般
の
人
々
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
戦
時
教
化
の
一
様
相
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
が
、
内
容
の
全
体
と
し
て
仏
教
的
な
解
釈
は
あ
ま
り
前
面
に
出
て
こ
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
高
神
が
拠
っ
て
立
つ
と
こ

ろ
の
宗
教
学
や
哲
学
の
視
点
か
ら
、
広
く
日
本
精
神
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
こ
う
し
た
高
神
の
日
本
精
神
の

強
調
は
、
国
民
精
神
総
動
員
運
動
の
最
中
に
あ
っ
た
宗
教
者
の
語
り
と
し
て
は
、
不
可
欠
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
支
那
事
変
期
に
お
い
て
真
言
宗
は
、
東
亜
新
秩
序
の
確
立
を
目
指
す
聖
戦
と
い
う
道
義
の
も
と
に
銃

後
支
援
に
取
り
組
み
、
さ
ら
に
は
布
教
師
と
し
て
大
陸
へ
と
向
か
っ
た
。
当
時
の
僧
侶
学
者
の
中
に
は
、
大
乗
仏
教
的
視
座
か
ら
戦
争

を
許
容
す
る
も
の
や
、
自
宗
の
教
理
を
国
家
神
道
に
合
流
さ
せ
皇
道
仏
教
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
、
日
本
精
神
を
強
調
し
国
家

へ
の
随
順
を
示
す
も
の
な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
特
徴
の
異
な
る
戦
時
下
の
行
動
理
念
や
教
化
理
念
を
表
明
し
て
い
る
。も
と
よ
り
本
稿
で
扱
っ

た
僧
侶
学
者
の
見
解
や
行
動
は
、
一
個
人
の
立
場
か
ら
の
考
え
と
い
う
よ
り
も
、
自
身
が
宗
と
す
る
真
言
宗
の
伝
統
教
学
を
、
戦
争
と

い
う
非
常
時
下
の
社
会
に
対
し
て
十
全
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
思
想
的
営
為
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
僧
侶
学
者

た
ち
は
現
下
の
社
会
状
況
と
ま
っ
す
ぐ
に
対
峙
し
、
非
常
時
下
に
お
け
る
仏
教
の
意
義
を
闡
明
に
し
よ
う
と
尽
力
し
て
い
た
。

　

戦
時
を
含
め
て
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
智
山
派
の
教
化
活
動
の
変
遷
を
追
っ
て
わ
か
る
こ
と
は
、
宗
団
に
お
け
る
教
化
の
理

念
や
そ
の
あ
り
よ
う
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
時
代
の
社
会
状
況
を
色
濃
く
反
映
し
て
変
容
し
続
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
大
正
末
期
に
宗
団
が
社
会
教
化
に
傾
注
し
た
こ
と
も
政
府
主
導
の
民
力
涵
養
運
動
に
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
戦
後
、
宗

団
を
挙
げ
て
の
教
化
運
動
が
起
こ
っ
た
こ
と
も
、
新
興
宗
教
の
台
頭
に
よ
る
宗
教
界
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
に
対
す
る
不
可
避
の
反
応

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
戦
中
に
は
、
鎮
護
国
家
を
宗
是
に
掲
げ
て
国
策
と
協
調
し
、
国
家
神
道
に
合
流
し
て
皇
道
仏
教
の
立
場
か
ら
戦
時

教
化
が
展
開
さ
れ
た
。

　

で
は
果
た
し
て
現
在
の
宗
団
に
お
け
る
教
化
活
動
の
理
念
に
は
何
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
伝
統
教
団
は
近
代
以
降
の
教
化

活
動
の
変
遷
か
ら
様
々
な
示
唆
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
時
下
の
仏
教
者
た
ち
の
姿
勢
や
対
応
も
、
現
代
の
宗
団
に
お
け
る
教

化
と
は
何
か
を
考
え
る
際
の
好
資
料
で
あ
る
。
伝
統
仏
教
宗
団
に
は
、
宗
団
の
内
側
に
向
け
ら
れ
た
視
点
か
ら
教
化
活
動
の
あ
り
よ
う

を
検
討
す
る
だ
け
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
変
化
し
続
け
る
社
会
へ
の
視
座
に
立
脚
し
た
教
化
理
念
の
創
出
を
期
待
し
た
い
。

註

１	

稲
葉
圭
信
「
自
治
体
と
宗
教
施
設
と
の
災
害
協
定
に
関
す
る
調
査
報
告
」『
宗
教
と
社
会
貢
献
』
五
（
一
）
二
〇
一
五
年

２	

大
谷
栄
一
編
『
と
も
に
生
き
る
仏
教
─
お
寺
の
社
会
活
動
最
前
線
』
筑
摩
書
房　

二
〇
一
九
年

３	

拙
稿
「
既
成
仏
教
教
団
に
お
け
る
教
化
理
念
の
形
成
─
真
言
宗
智
山
派
の
場
合
」
蓮
華
寺
仏
教
研
究
所
紀
要　

二
〇
一
九
年

４	

拙
稿
「
既
成
仏
教
宗
団
に
お
け
る
教
化
運
動
の
展
開
─
真
言
宗
智
山
派
〈
つ
く
し
あ
い
運
動
〉
の
事
例
か
ら
」
蓮
華
寺
仏
教
研
究
所
紀
要　

二
〇
二
〇

年
５	

新
野
和
暢
『
皇
道
仏
教
と
大
陸
布
教　

十
五
年
戦
争
期
の
宗
教
と
国
家
』
社
会
評
論
社　

二
〇
一
四
年

６	

六
大
新
報　

一
七
二
九
号
（
昭
和
十
二
年
七
月
十
八
日
号
）
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此
の
際
、
貴
管
下
各
学
校
生
徒
児
童
並
び
に
社
会
教
育
諸
団
体
、
貴
学
校
学
生
、
生
徒
を
し
て
又
貴
派
教
師
を
し
て
よ
ろ
し
く
信
徒
を
教
導
し
正
し
く

時
局
を
認
識
せ
し
む
る
に
努
め
、
此
の
本
分
を
尽
さ
し
め
る
と
共
に
協
力
一
致
弥
々
国
民
精
神
の
振
作
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
し
。

７	

仏
教
連
合
会
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
大
澤
広
嗣
「
昭
和
前
期
の
仏
教
界
と
連
合
組
織
─
仏
教
連
合
会
か
ら
大
日
本
戦
時
宗
教
報
告
会
ま
で
─
」『
武
蔵
野

大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
十
一　

二
〇
一
五
年
）
に
詳
し
い
。

８	『
六
大
新
報
』
前
掲
号

９	

新
野
前
掲
書　

二
三
〇
頁

10	

『
支
那
事
変
と
仏
教
徒
の
動
き
』
仏
教
振
興
会
編　

一
二
五
頁　

仏
教
振
興
会
出
版
部　

一
九
三
七
年

11	『
六
大
新
報
』
前
掲
号

12	『
六
大
新
報
』
一
七
三
〇
号
（
一
九
三
七
年
七
月
二
五
日
号
）

13	『
六
大
新
報
』
一
七
三
一
号
（
一
九
三
七
年
八
月
一
日
号
）

14	『
六
大
新
報
』
一
七
三
二
号
（
一
九
三
七
年
八
月
八
日
号
）

15	『
智
山
年
表
』
近
現
代
篇
二
五
〇
頁　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁　

二
〇
〇
九
年　

16	『
傳
燈
』
七
五
号

17	『
傳
燈
』
七
九
号

18	『
密
嚴
教
報
』
一
二
六
号
（
一
八
九
四
年
十
二
月
二
五
日
号
）

19	『
智
嶺
新
報
』
四
九
号
（
一
九
〇
五
年
三
月
十
日
号
）

20	『
六
代
新
報
』
六
一
号
（
一
九
〇
四
年
十
月
二
日
号
）

21	『
六
代
新
報
』
一
七
三
八
号
（
一
九
三
七
年
九
月
十
九
日
号
）
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22	

新
野
前
掲
書　

一
五
六
頁

23	『
六
代
新
報
』
一
七
三
五
号
（
一
九
三
七
年
八
月
二
九
日
号
）

24	『
六
代
新
報
』
一
七
八
三
号
（
一
九
三
八
年
八
月
十
四
日
号
）

25	『
六
代
新
報
』
一
七
八
五
号
（
一
九
三
八
年
八
月
二
八
日
号
）

26	『
六
代
新
報
』
一
七
八
五
号
（
一
九
三
八
年
八
月
二
八
日
号
）

27	『
支
那
事
変
と
仏
教
徒
の
動
き
』
前
掲　

一
二
七
頁　

28	

新
野
前
掲
書　

二
三
一
頁

29	『
密
嚴
教
報
』
一
一
九
号
（
一
八
九
四
年
九
月
十
二
日
号
）
潜
堂
学
人
「
仏
教
と
戦
争
と
の
関
係
」

30	『
智
嶺
新
報
』
三
八
号
（
一
九
〇
四
年
四
月
十
日
号
）

31	『
六
代
新
報
』
一
七
三
四
号
（
一
九
三
七
年
八
月
二
二
日
号
）
松
石
山
人
「
戦
争
と
佛
教
」

32	

上
田
天
瑞
「
現
代
戒
律
論
」『
戒
律
の
思
想
と
歴
史
』
一
二
〇
頁　

密
教
文
化
研
究
所　

一
九
七
六
年

33	

上
田
前
掲
書　

一
二
一
頁

34	

那
須
政
隆
『
新
時
代
の
真
言
教
学
』
一
頁　

大
東
出
版
社　

一
九
三
九
年　

35	

那
須
前
掲
書　

七
頁

36	「
護
國
の
佛
教
」『
密
教
研
究
』
八
八
号　

一
九
四
四
年

37	

那
須
前
掲
書　

十
一
頁

38	

那
須
前
掲
書　

十
五
頁

39	

那
須
前
掲
書　

十
七
頁
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40	

新
野
前
掲
書　

九
五
頁

41	
那
須
前
掲
書　

二
三
五
頁

42	「
御
遺
告
」『
弘
法
大
師
全
集
』
第
二
輯　

七
八
三
頁　

吉
川
弘
文
館　

一
九
一
〇
年

43	

高
神
覚
昇
『
不
動
信
仰
へ
の
道
』　

三
九
頁　

不
動
全
集
刊
行
会　

一
九
四
〇
年

44	

高
神
前
掲
書　

二
四
七
頁

45	

高
神
前
掲
書　

二
四
九
頁

46	

高
神
前
掲
書　

一
三
三
頁

47	

高
神
前
掲
書　

一
四
九
頁

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
教
化
活
動　

真
言
宗　

智
山
派　

皇
道
仏
教　

国
家
神
道　
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
新
潟
県
阿
賀
野
市
寺
社
に
現
存
す
る
寺
院
、
寺
社
山
福
隆
寺
（
以
降
福
隆
寺
）
の
御
本
尊
で
あ
る
金
剛
界
大
日
如
来
坐
像

に
つ
い
て
、
そ
の
制
作
者
で
あ
る
山
本
茂
祐
（
茂
助
、
茂
介
と
も
、
以
下
同
一
人
物
は
茂
祐
で
統
一
）
の
来
歴
や
事
跡
を
明
ら
か
に
し
、

「
京
仏
師
」
の
山
本
が
遠
方
で
あ
る
新
潟
の
寺
院
の
仏
像
を
造
作
し
た
経
緯
・
背
景
に
つ
い
て
も
、若
干
の
推
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

近
世
に
作
成
さ
れ
た
「
福
隆
寺
縁
起
」1

に
よ
れ
ば
、
福
隆
寺
の
前
身
と
さ
れ
る
千
手
院
は
行
基
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
、
ま
た
空
海

造
作
と
さ
れ
る
千
手
観
音
像
を
本
尊
と
し
た
観
音
堂
を
中
心
に
草
創
さ
れ
た
と
す
る
伝
承
が
残
る
。
そ
の
後
高
野
山
正
智
院
に
縁
が

あ
り
法
脈
を
継
承
し
、
寺
勢
興
隆
に
よ
り
福
隆
寺
と
号
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
最
盛
期
に
は
寺
領
七
百
石
を
数
え
、
寺
中
に

二
十
三
ヶ
坊
を
有
し
た
大
寺
院
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
戦
国
期
に
兵
火
に
よ
り
堂
舎
仏
閣
は
焼
け
落
ち
て
し
ま
う
も
の
の
、
高
野
山
正

智
院
の
仙
雅
に
よ
り
再
興
さ
れ	

（
よ
っ
て
仙
雅
を
中
興
一
世
と
す
る
）、
観
音
堂
も
ま
た
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）、
こ
の
地
を
当
時

福
隆
寺
大
日
如
来
坐
像
と
京
仏
師
山
本
茂
祐

小
嶋　

教
寛
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治
め
て
い
た
村
上
藩
主
堀
直
寄
の
手
で
新
し
く
観
音
堂
が
建
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
観
音
堂
と
は
別
に
大
日
如
来
を
本
尊
と
し
た
本
堂
が

建
立
さ
れ
現
在
に
至
る
。

　

福
隆
寺
の
属
す
る
寺
社
集
落
は
か
つ
て
「
柳
島
」
の
名
称
で
知
ら
れ
、
観
音
も
ま
た
柳
島
観
音
と
呼
ば
れ
て
い
た
。「
福
隆
寺
縁
起
」

に
阿
賀
野
川
は
寺
の
南
大
門
の
前
を
流
れ
て
お
り
、
会
津
か
ら
上
下
の
船
は
、
今
の
大
杉2

に
船
を
繋
ぎ
観
音
堂
に
参
拝
し
た
と
の
記

述
が
あ
る
。
こ
れ
は
遺
跡
調
査
・
砂
利
採
取
事
業
な
ど
に
よ
り
寺
社
周
辺
の
阿
賀
野
川
旧
河
道
が
み
つ
か
る
中
で
裏
付
け
ら
れ
、
縁

起
の
記
述
と
合
せ
て
会
津
地
方
か
ら
新
潟
港
に
流
れ
る
阿
賀
野
川
の
支
流
が
集
落
の
周
囲
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

ま
た
中
世
に
は
阿
賀
野
市
全
域
を
ほ
ぼ
領
域
と
し
て
い
た
白
河
荘
が
確
認
さ
れ
た
が
、『
玉
葉
』
に
「
白
河
御
館
」3

と
み
え
る
平
安
末

期
の
在
地
領
主
、
越
後
城
氏
の
城
長
茂
の
館
跡
と
推
定
さ
れ
る
大
坪
遺
跡
が
、
寺
社
集
落
に
隣
接
す
る
水
田
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る4

。

福
隆
寺
は
、
在
地
権
力
の
拠
点
と
河
川
交
通
・
流
通
の
拠
点
が
重
な
る
立
地
に
存
在
す
る
寺
院
で
あ
り
、
ま
た
観
音
信
仰
の
面
か
ら
も

注
目
を
集
め
て
き
た
。

　

さ
て
、現
在
の
福
隆
寺
の
本
堂
は
、棟
札
か
ら
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
建
立
で
あ
る
が
、老
朽
化
に
伴
い
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）

夏
か
ら
、
耐
震
改
修
工
事
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
業
に
伴
い
、
本
尊
も
修
復
す
る
運
び
と
な
り
、
地
元
新
潟
の
仏
師
が
作
業
中

に
、本
尊
で
あ
る
大
日
如
来
坐
像
の
内
部
か
ら
「
京
都
／
奉
造
刻
山
本
茂
祐
」、さ
ら
に
お
よ
び
光
背
の
内
部
か
ら
「
京
都
／
山
本
茂
祐
」

の
銘
記
を
発
見
し
た
（
写
真
）。

　

京
仏
師
制
作
の
仏
像
は
こ
の
地
域
で
は
珍
し
く
、制
作
者
の
山
本
は
現
在
新
潟
県
で
の
他
の
造
作
例
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

平
等
院
鳳
凰
堂
や
清
水
寺
な
ど
畿
内
の
著
名
寺
院
で
の
造
仏
・
修
覆
活
動
が
先
行
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
石
川
県

加
賀
市
全
昌
寺
の
五
百
羅
漢
像
を
は
じ
め
、
地
方
寺
院
の
仏
像
制
作
例
も
い
く
つ
か
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
山
本
が
制
作
し
た

仏
像
が
パ
リ
万
博
で
展
示
さ
れ
る
な
ど
輝
か
し
い
業
績
が
み
え
る
一
方
で
、
辞
書
類
・
図
録
類
で
の
解
説
を
除
く
と
、
山
本
に
関
し
て
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写真　山本茂祐の銘記（上が光背内部、下が仏像内部）
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体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
記
述
は
多
く
な
い
。
ま
た
福
隆
寺
側
か
ら
の
視
点
で
み
る
と
、
福
隆
寺
と
京
仏
師
と
の
交
流
は
地
理
的
に
難

し
く
、
山
本
へ
の
依
頼
経
緯
・
経
路
が
不
明
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
山
本
の
事
跡
を
整
理
し
ま
と
め
、
山
本
の
残
し
た
業
績
に
つ
い
て
改
め
て
評
価
を
加
え
て

い
き
た
い
。
そ
の
上
で
新
出
の
仏
像
で
あ
る
福
隆
寺
の
大
日
如
来
坐
像
の
作
成
時
期
・
作
成
背
景
な
ど
を
検
討
す
る
。
こ
の
本
尊
に
つ

い
て
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
未
だ
空
白
の
多
い
福
隆
寺
の
寺
史
を
補
強
す
る
手
が
か
り
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

第
一
章　

先
行
研
究
と
課
題

　

ま
ず
、
山
本
の
活
動
来
歴
に
関
し
て
、
先
行
研
究
を
確
認
し
つ
つ
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
『
近
代
日
本
彫
刻
集
成
』5

に
立
項
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
山
本
茂
祐
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
京
都
仏
師
で
、
室
生

寺
金
堂
の
十
一
面
観
音
像
の
修
理
や
平
等
院
鳳
凰
堂
の
修
繕
事
業
に
携
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。
幕
末
維
新
期
の
混
乱
の
中
で
、
廃
業
に
追

い
込
ま
れ
る
仏
師
が
い
る
一
方
で
、
茂
祐
は
第
一
線
で
活
躍
し
続
け
た
人
物
と
評
さ
れ
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
の
パ
リ
万
博
で

は
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
の
依
頼
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
、
東
寺
講
堂
の
立
体
曼
荼
羅
の
模
像
な
ど
が
展
示
さ
れ
、
現
在
も
フ
ラ
ン
ス
の
国
立

ギ
メ
東
洋
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。

　

ま
た
『
近
代
日
本
彫
刻
集
成
』
に
寄
稿
さ
れ
て
い
る
本
郷
孝
衣
氏
の
「
仏
像
修
理
と
近
代
彫
刻
」6

で
は
、
近
代
の
仏
像
修
理
の
あ
り

方
に
つ
い
て
論
述
す
る
中
で
山
本
茂
祐
に
つ
い
て
触
れ
、
平
等
院
鳳
凰
堂
で
は
修
繕
監
督
の
今
泉
雄
作
の
方
針
に
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

状
態
を
保
存
す
る
か
た
ち
で
山
本
の
制
作
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
山
本
は
日
蓮
宗
系
の
造
仏
活
動
に
従
事
し
た
京
都
仏
師
林
如
水
の

弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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田
中
修
二
氏
は
、『
日
本
近
代
彫
刻
史
』の
概
説
の
中
で
西
洋
人
の
明
治
初
期
の
日
本
美
術
に
対
す
る
見
方
に
つ
い
て
考
察
し
、エ
ミ
ー

ル
・
ギ
メ
に
言
及
す
る
折
に
山
本
に
つ
い
て
紹
介
し
、
ま
た
明
治
期
に
お
い
て
は
、
仏
像
修
覆
へ
の
仏
師
以
外
の
参
画
が
新
し
い
と
い

う
文
脈
の
中
で
、
江
戸
時
代
以
来
の
仏
師
の
例
と
し
て
山
本
を
あ
げ
て
い
る7

。

　

エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
に
関
す
る
文
献
に
山
本
茂
祐
お
よ
び
彼
の
制
作
し
た
東
寺
講
堂
の
立
体
曼
荼
羅
の
模
像
は
た
び
た
び
登
場
す
る8

が
、
ギ
メ
よ
り
制
作
を
請
け
負
っ
た
以
上
の
情
報
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）、
ギ
メ
美
術
館
開
館

一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、
西
武
百
貨
店
に
て
「
甦
る
パ
リ
万
博
と
立
体
マ
ン
ダ
ラ
展
が
開
催
さ
れ
た
お
り
、
主
展
示
と
し
て
山
本
茂
祐

制
作
の
仏
像
が
展
示
さ
れ
、
そ
の
図
録
に
山
本
に
依
頼
す
る
経
緯
・
注
文
の
詳
細
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ギ
メ
は
東
寺
長
者
と
相
談
し
、

元
来
の
東
寺
講
堂
の
マ
ン
ダ
ラ
に
お
い
て
は
金
剛
界
が
代
表
さ
れ
、
胎
蔵
系
の
要
素
が
入
っ
て
い
な
い
た
め
、
パ
リ
万
博
に
展
示
す
る

模
像
で
は
、
胎
蔵
マ
ン
ダ
ラ
の
八
葉
蓮
華
に
坐
す
普
賢
、
文
殊
、
観
音
、
弥
勒
の
四
菩
薩
を
加
え
て
作
る
よ
う
山
本
に
依
頼
し
た
と
い

う9

。

　

日
本
国
内
に
お
け
る
山
本
の
評
価
と
し
て
堺
市
博
物
館
の
展
示
図
録
『
仏
を
刻
む　

近
世
の
祈
り
と
造
形
』10

で
は
、
明
治
の
廃
仏
毀

釈
に
よ
り
仏
師
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
が
、
そ
の
混
乱
期
を
乗
り
越
え
、
時
代
が
明
治
に
変
わ
っ
て
も
な
お
、
江
戸
時
代
の
技
術

を
も
っ
て
江
戸
時
代
の
仏
像
を
作
り
続
け
た
人
物
と
し
て
、
山
本
茂
祐
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
パ
リ
万
博
に
出
展
さ
れ
た
東
寺
講

堂
の
模
像
は
「
江
戸
時
代
仏
像
彫
刻
の
終
焉
を
飾
る
作
品
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
山
本
に
対
す
る
詳
し
い
論
考
と
し
て
長
谷
洋
一
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
長
谷
氏
は
博
士
論
文
で
幕
末
明
治
期
の
京
仏
師

の
動
向
を
ま
と
め
る
中
で
、
山
本
茂
祐
の
事
跡
を
紹
介
し
て
い
る11

。
そ
し
て
山
本
茂
祐
が
、
仏
師
北
川
運
長
の
図
様
の
一
部
を
引
き

継
ぎ
、
全
昌
寺
の
五
百
羅
漢
像
制
作
の
お
り
に
は
仕
様
書
を
発
給
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た12

。
長
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
造

像
仕
様
書
は
制
作
仏
師
の
在
所
と
納
入
寺
院
が
遠
距
離
で
双
方
の
意
思
疎
通
を
計
る
目
的
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。
さ
ら
に
仕
様
書
作
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成
に
あ
た
っ
て
図
様
が
必
要
で
あ
り
、ま
た
仕
様
書
発
給
と
図
様
の
保
持
が
造
像
獲
得
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、

山
本
の
遠
隔
地
に
お
け
る
仏
像
作
成
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

特
に
長
谷
氏
は
、
近
世
仏
師
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
の
中
で
成
果
と
し
て
「
近
世
仏
師
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
公
開
し
て
お
り13

、

山
本
茂
祐
制
作
・
修
覆
の
仏
像
と
し
て
二
十
例
を
あ
げ
て
い
る
（
次
の
ペ
ー
ジ
の
表
１
参
照
）。
多
く
は
畿
内
近
郊
に
集
中
す
る
が
、

埼
玉
県
伊
奈
町
法
光
寺
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
修
覆
や
青
森
八
戸
市
南
宗
寺
の
聖
観
音
菩
薩
坐
像
の
制
作
な
ど
遠
方
の
造
作
の
請
負
も
確

認
で
き
、
福
隆
寺
の
大
日
如
来
坐
像
も
そ
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
先
行
研
究
に
は
い
く
つ
か
問
題
点
が
存
在
す
る
。
ま
ず
『
近
代
日
本
彫
刻
集
成
』
で
は
山
本
茂
祐
の
読
み
仮
名
を
「
や
ま
も

と
と
も
す
け
」
と
し
て
立
項
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
や
ま
も
と
も
す
け
」
の
誤
り
で
あ
る
。
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）、
平
等

院
鳳
凰
堂
で
仏
像
関
係
の
修
造
事
業
に
関
わ
っ
て
い
た
山
本
茂
祐
は
、京
都
の
新
聞
で
あ
る
『
日
出
新
聞
』
一
月
九
日
付
の
紙
面
で
「
山

本
茂
祐
」
に
対
し
て
「
や
ま
も
と
も
す
け
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る14

。
同
時
代
史
料
で
あ
る
し
、
読
み
も
自
然
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
読
み
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
『
日
出
新
聞
』
の
「
本
」
の
ル
ビ
で
あ
る
「
も
と
」
の
「
と
」
が
「
茂
」
の

字
に
掛
る
か
た
ち
で
印
刷
さ
れ
て
お
り
「
茂
祐
」
の
ル
ビ
が
「
と
も
す
け
」
に
一
見
み
え
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
誤
読
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
。
本
郷
氏
の
論
考
や
『
日
本
近
代
彫
刻
史
』
の
索
引
、
堺
市
博
物
館
の
展
示
図
録
で
も
山
本
茂
祐
は
「
や
ま
も
と
と
も
す
け
」
と

さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
今
後
は
修
正
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
本
郷
氏
の
論
考
に
つ
い
て
、
日
蓮
宗
系
の
造
仏
活
動
林
如
水
の
弟
子
と
さ
れ
て
い
る
が
、
長
谷
氏
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
み
る
と

山
本
の
取
引
先
は
真
言
宗
寺
院
な
ど
を
含
め
多
岐
に
亘
り
、
日
蓮
宗
系
寺
院
に
は
限
定
さ
れ
な
い
。
日
蓮
宗
系
の
仏
師
と
師
弟
関
係
に

あ
り
な
が
ら
も
、
宗
派
に
関
わ
る
造
仏
を
中
心
に
従
事
す
る
仏
師
と
い
う
よ
り
は
、
造
仏
記
録
を
み
る
と
む
し
ろ
距
離
を
置
い
た
活
動

が
想
定
さ
れ
る
。
本
郷
氏
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
熱
心
な
日
蓮
宗
信
者
と
し
て
知
ら
れ
る
竹
内
久
一
氏
の
講
演
記
録15

で
あ
り
、
ま
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表
１　
山
本
茂
祐
製
作
・
修
覆
仏
像
一
覧
（
長
谷
洋
一
氏
が
構
築
し
た
「
近
世
仏
師
事
績
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
検
索
結
果
よ
り
引
用
）

和
暦

西
暦

所
在
地

作
品

区
分

銘
記

天
保
五
年

一
八
三
四

金
蔵
寺

十
一
面
観
音
坐
像

　

「
仏
師
山
本
茂
助
新
作
調
進
之
」

天
保
九
年

一
八
三
八

奈
良
・
室
生
寺

十
一
面
観
音
立
像

修
覆

「
京
都
仏
師
山
本
茂
祐
」

天
保
十
年

一
八
三
九

兵
庫
・
専
浄
寺

地
蔵
菩
薩
半
伽
像
・
千
手
観
音
坐
像

修
覆

「
大
仏
師
京
都
山
本
茂
助
」

天
保
十
一
年

一
八
四
〇

埼
玉
・
法
光
寺

阿
弥
陀
三
尊
像
他

修
覆

「
職
人
仏
工
／
京
都
山
本
茂
祐
」

弘
化
四
年

一
八
四
七

東
京
・
花
蔵
院

妙
見
菩
薩
騎
亀
像

製
作

「
京
都
仏
工
山
本
茂
祐
」

弘
化
四
年

一
八
四
七

青
森
・
南
宗
寺

聖
観
音
菩
薩
坐
像

製
作

「
仏
工
／
山
本
茂
祐
」

弘
化
四
年

一
八
四
七

和
歌
山
・
根
来
寺

金
剛
力
士
立
像

製
作

「
皇
都
仏
師
／
山
本
茂
祐
」

嘉
永
二
年

一
八
四
九

京
都
・
清
水
寺

大
日
如
来
坐
像

修
覆

「
仏
師
山
本
茂
兵
衛
／
造
之
」

嘉
永
三
年

一
八
五
〇

徳
島
・
安
楽
院

阿
弥
陀
如
来
坐
像

修
覆

「
京
都
仏
師
山
本
茂
祐
修
理
」

嘉
永
三
年

一
八
五
〇

奈
良
・
十
輪
院

弘
法
大
師
坐
像

修
覆

「
京
都
／
山
本
茂
祐
」

嘉
永
五
年

一
八
五
二

兵
庫
・
総
持
寺

千
手
観
音
立
像

　

「
京
都
御
幸
町
松
原
上
ル
町
山
本
茂
祐
」

嘉
永
六
年

一
八
五
三

奈
良
・
円
成
寺

四
天
王
立
像

修
覆

「
御
幸
町
／
京
都
仏
工
山
本
康
慶
」

安
政
四
年

一
八
五
七

フ
ラ
ン
ス
・
ギ
メ
東
洋
美
術
館

文
殊
十
六
羅
漢
曼
荼
羅

製
作

「
山
本
茂
助
」

安
政
四
年

一
八
五
七

奈
良
・
石
光
寺

円
光
大
師
坐
像

製
作

「
京
都
御
幸
町
松
原
□
住
／
山
本
茂
祐
／
奉
造
刻
」

文
久
四
年

一
八
六
四

兵
庫
・
法
憧
寺

夢
窓
国
師
坐
像
・
大
愚
宗
築
坐
像

修
覆

「
仏
師　

京
都
御
幸
町
松
原
上
ル
処
山
本
茂
祐
」

慶
応
二
年

一
八
六
六

兵
庫
・
中
山
寺

十
一
面
観
音
立
像

製
作

「
本
尊
彫
刻/

・
・
・/

奉
造
刻　

山
本
茂
祐
」

慶
応
三
年

一
八
六
七

石
川
・
全
昌
寺

五
百
羅
漢
像

製
作

「
仏
工
山
本
茂
祐
」

明
治
十
一
年

一
八
七
八

フ
ラ
ン
ス
・
ギ
メ
東
洋
美
術
館

東
寺
立
体
曼
荼
羅
複
製

製
作

「
山
本
茂
助
」

明
治
二
十
八
年

一
八
九
五

京
都
・
平
等
院

阿
弥
陀
如
来
坐
像

修
覆

「
山
本
茂
助
」

不
明

　

奈
良
・
石
光
寺

地
蔵
菩
薩
立
蔵

製
作

「
京
都
／
仏
工
／
奉
造
刻
／
山
本
茂
祐
」
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た
山
本
は
禅
宗
の
仏
像
を
作
る
の
が
得
意
と
も
発
言
し
て
い
る
が
そ
の
点
に
は
言
及
が
な
い
。
こ
れ
ら
を
考
慮
し
つ
つ
多
方
面
か
ら
原

史
料
を
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

長
谷
氏
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
例
え
ば
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
製
作
の
山
本
茂
祐
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
名
古
屋
市
雲
心
寺

の
阿
弥
陀
如
来
像
の
よ
う
な
仏
像
の
掲
載
が
無
い
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
お
そ
ら
く
明
確
な
銘
記
の
有
無
の
問
題
で
あ
り
、
銘
記
が
無

け
れ
ば
確
実
な
特
定
は
困
難
で
対
象
か
ら
除
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
本
稿
で
検
討
す
る
福
隆
寺
本
尊
は
幸
い
に
銘
記
が
あ
る
た
め
、

確
実
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
銘
記
に
つ
い
て
も
墨
書
の
筆
跡
な
ど
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
山
本
の
活
動
時
期
や
福
隆

寺
大
日
如
来
坐
像
の
作
成
時
期
を
考
察
し
、
山
本
茂
祐
作
と
断
定
し
う
る
証
拠
を
慎
重
に
集
積
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

最
後
に
全
体
と
し
て
、
先
行
研
究
で
は
山
本
茂
祐
は
幕
末
か
ら
明
治
の
変
動
期
に
、
多
く
の
仏
師
が
廃
仏
毀
釈
の
影
響
を
受
け
て
廃

業
し
た
り16

、
仏
像
修
覆
へ
の
仏
師
以
外
の
参
画
も
相
次
い
だ
り
す
る
中
で
、
江
戸
期
の
技
術
で
仏
像
を
作
り
続
け
、
た
く
ま
し
く
生

き
残
っ
た
京
仏
師
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
山
本
は
近
世
仏
像
彫
刻
か
ら
近
代
仏
像
彫
刻
へ
の
過
渡
期
の
仏
師
を
概
説

す
る
中
で
、
い
く
つ
か
の
著
名
な
実
績
と
共
に
言
及
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
彼
の
足
跡
を
通
し
た
視
点
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

山
本
が
ど
れ
く
ら
い
の
時
期
に
、
ど
こ
で
活
動
し
、
ど
の
よ
う
に
廃
仏
毀
釈
を
生
き
残
っ
た
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
新
出
の
福

隆
寺
大
日
如
来
坐
像
の
造
作
時
期
を
割
り
出
す
う
え
で
も
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
次
章
で
は
こ
の
点
を
意
識
し
て
考
察
を
進
め
て
い
き

た
い
。

第
二
章　

山
本
茂
祐
の
活
動
を
追
っ
て

　

こ
の
章
で
は
確
実
な
史
料
か
ら
山
本
茂
祐
の
来
歴
を
追
う
こ
と
で
、
活
動
年
代
や
活
動
拠
点
を
明
確
に
し
た
い
。
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ま
ず
活
動
年
代
か
ら
検
討
し
た
い
。
山
本
は
伝
記
類
も
な
く
生
没
年
未
詳
で
あ
り
、
正
確
な
活
動
時
期
を
探
る
こ
と
は
難
し
い
。
現

状
で
把
握
さ
れ
て
い
る
山
本
の
有
記
銘
の
仏
像
を
示
し
た
長
谷
氏
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
結
果
（
表
１
）
は
、
彼
の
造
作
の
す
べ
て

を
網
羅
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
個
々
の
典
拠
に
確
実
性
が
あ
り
、
活
動
の
大
ま
か
な
傾
向
を
考
え
る
上
で
有
用
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
造
仏
・
修
造
記
録
か
ら
山
本
の
来
歴
を
追
っ
て
い
く
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
天
保
年
間
（
一
八
三
〇

〜
一
八
四
四
）
よ
り
山
本
の
活
動
が
み
え
る
。
最
も
古
い
記
録
は
『
華
頂
要
略
』
に
「
同
（
天
保
）
五
年
四
月
二
十
一
日
丙
辰
。
…

御
等
身
座
像
十
一
面
千
手
観
世
音
御
建
立
〈
仏
師
山
本
茂
助
新
作
調
進
之
〉
被
安
置
米
地
蔵
堂
中
」
と
み
え
る
も
の
で
、
山
本
が
十
一

面
観
音
像
を
製
作
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
墨
書
名
が
残
る
現
存
の
仏
像
と
な
る
と
『
天
保
九
戊
戌
年
普
請
仕
様
帳
』（『
室
生
寺
文

書
』）
に
み
え
る
十
一
面
観
音
の
修
理
が
最
も
古
く
、
京
都
仏
師
「
山
本
茂
祐
」
と
墨
書
銘
が
み
え
る
。
従
っ
て
少
な
く
と
も
天
保
五

年
（
一
八
三
四
）
頃
に
は
仏
師
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
て
い
た	

。
山
本
が
観
音
の
持
物
の
不
足
を
こ
し
ら
え
て
補
い
、
尊
像
は
古

色
に
仕
上
げ
、
破
損
の
あ
る
光
背
は
新
造
し
、
厨
子
は
塗
り
直
し
た
と
い
う17

。

　

そ
の
後
、
翌
天
保
十
年
に
は
兵
庫
加
美
町
の
専
浄
寺
の
地
蔵
菩
薩
半
伽
像
と
千
手
観
音
坐
像
の
修
覆
を
行
い
、
さ
ら
に
翌
天
保
十
一

年
に
は
埼
玉
県
伊
奈
町
法
光
寺
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
修
覆
を
請
け
負
っ
て
お
り
、
精
力
的
な
活
動
が
み
ら
れ
る
。
初
め
て
仏
像
の
制
作

の
記
録
が
確
認
で
き
る
の
は
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
こ
と
で
、
東
京
青
梅
市
花
蔵
院
の
妙
見
菩
薩
騎
亀
像
と
青
森
八
戸
市
南
宗

寺
の
聖
観
音
菩
薩
坐
像
、
さ
ら
に
根
来
寺
の
金
剛
力
士
像
の
三
箇
所
で
同
年
中
の
造
作
記
録
が
み
え
る
。
す
べ
て
京
都
以
外
の
寺
院
で

の
造
作
で
あ
る
が
、
銘
記
に
は
「
京
都
仏
工
山
本
茂
祐
」（
花
蔵
院
）、「
皇
都
仏
師
／
山
本
茂
祐
」（
根
来
寺
）
と
み
え
京
仏
師
と
し
て

活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
京
都
で
の
活
動
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
清
水
寺
の
大
日
如
来
坐
像
の
修
覆
で
、
以
降
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
頃
ま
で
奈
良
兵
庫
を
中
心
に
畿
内
諸
寺
院
で
の
造
仏
・
修
覆
記
録
が
確
認
で
き
る
。

　

し
か
し
慶
応
三
年
に
石
川
県
全
昌
寺
の
五
百
羅
漢
像
を
制
作
し
て
以
降
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
ま
で
山
本
の
仏
像
制
作
・
修
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覆
は
確
認
で
き
な
い
。
空
白
期
間
が
明
治
元
年
〜
明
治
十
年
頃
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
廃
仏
毀
釈
の
影
響
が
大
き
い
と
み
て
よ

い
だ
ろ
う
。
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
仏
分
離
政
策
に
よ
る
廃
仏
毀
釈
が
、
仏
像
需
要
の
極
端
な
減
退
を
招
き
京
都
を

含
め
仏
師
に
甚
大
な
悪
影
響
を
与
え
、
多
く
が
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る18

。
山
本
茂
祐
は
、
こ
の
時
期
を
乗

り
切
り
、
明
治
期
に
も
活
躍
す
る
幕
末
の
技
法
を
伝
え
る
京
仏
師
と
し
て
そ
の
名
を
残
す
が
、
当
時
の
状
況
は
厳
し
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
捉
え
き
れ
な
い
造
作
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
世
相
か
ら
寺
院
か
ら
の
大
き
な
依
頼

は
難
し
く
、
ま
た
銘
記
を
残
す
の
が
憚
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
山
本
を
救
っ
た
の
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
に
よ
る
パ
リ
万
博
出
展
の
た
め
の
造
仏
依
頼
で
あ
っ
た
。
天
保
五

年
（
一
八
三
四
）、
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン
で
生
ま
れ
た
ギ
メ19

は
、
工
場
経
営
や
教
育
事
業
、
社
会
事
業
と
多
岐
の
分
野
で
活
動
す
る
一

方
で
、
世
界
各
地
の
様
々
な
宗
教
に
関
心
を
持
ち
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）、
日
本
・
中
国
・
イ
ン
ド
へ
宗
教
調
査
に
赴
い
た
。
ア

メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
を
見
た
後
、
同
年
八
月
二
十
六
日
に
日
本
に
赴
き
二
ヶ
月
余
り
滞
在
し
た
。
ギ
メ
が
訪
れ
た
地
は

鎌
倉
、
東
京
、
日
光
、
伊
勢
、
大
阪
な
ど
多
岐
に
亘
り
、
京
都
に
も
十
月
か
ら
十
一
月
の
始
め
頃
に
訪
れ
、
同
月
三
日
に
は
神
戸
港
か

ら
中
国
へ
向
か
っ
て
い
る
。
廃
仏
毀
釈
の
嵐
の
中
、
ギ
メ
の
調
査
は
仏
教
界
か
ら
む
し
ろ
歓
迎
さ
れ
、
ま
た
資
料
収
集
も
ス
ム
ー
ズ
で

あ
り
、
日
本
か
ら
宗
教
画
三
〇
〇
点
以
上
、
神
仏
像
六
〇
〇
点
余
り
、
和
漢
の
文
書
一
〇
〇
〇
冊
以
上
を
フ
ラ
ン
ス
に
持
ち
帰
っ
た
。

そ
の
中
に
山
本
製
作
の
文
殊
・
十
六
羅
漢
曼
荼
羅
が
あ
り
、
現
在
は
フ
ラ
ン
ス
国
立
ギ
メ
東
洋
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る20

。「
安
政

四
年
丁
巳
年
秋
九
月
大
安
日
／
十
六
羅
漢
尊
像
京
都
仏
工
茂
助
作
／
岩
座
蓮
舎
利
塔
彩
色
東
都
仏
工
茂
兵
作
」
と
銘
記
が
あ
り
、
山
本

茂
祐
が
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
製
作
し
た
十
六
羅
漢
尊
像
を
、
ギ
メ
が
日
本
滞
在
中
に
入
手
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

パ
リ
万
博
が
二
年
後
の
明
治
十
一
年
に
迫
る
中
、
ギ
メ
は
東
寺
講
堂
の
立
体
曼
荼
羅
に
感
銘
を
受
け
た
と
さ
れ
、
山
本
に
こ
の
仏
像

群
の
模
像
二
十
三
体
を
含
む
、
合
計
二
十
五
体
の
仏
像
製
作
を
依
頼
し
た
。
こ
の
仏
像
群
は
ギ
メ
の
帰
国
後
、
万
博
が
い
よ
い
よ
差
し
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迫
っ
た
明
治
十
一
年
に
入
っ
て
完
成
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
送
ら
れ
万
博
会
場
で
は
、
ギ
メ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
展
示
す
る
ブ
ー
ス
の
中
心

に
配
置
さ
れ
話
題
を
集
め
た21

。
万
博
の
後
、仏
像
は
リ
ヨ
ン
の
ギ
メ
博
物
館
に
移
さ
れ
る
。
ギ
メ
博
物
館
は
明
治
二
十
二
年（
一
八
八
九
）

に
パ
リ
に
移
さ
れ
、
後
に
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
の
東
洋
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
中
で
、
現
在
フ
ラ
ン
ス
国
立
ギ
メ
東
洋
美
術
館

と
名
称
を
変
え
存
続
し
て
お
り
、
山
本
製
作
の
仏
像
群
も
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

ギ
メ
に
よ
り
、
廃
仏
毀
釈
の
当
時
、
日
本
国
内
で
は
得
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ
た
大
口
の
仏
像
製
作
依
頼
を
受
け
た
こ
と
は
、
大
変
異

例
の
事
で
あ
る
よ
う
に
思
え
、
そ
の
経
緯
は
気
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
山
本
に
と
っ
て
大
き
な
援
助
と
な
っ
た
と
み
て
よ
い
。
明

治
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
京
都
の
商
工
便
覧
で
あ
る
『
売
買
ひ
と
り
案
内
』22

に
は
仏
師
と
し
て
「
山
本
茂
助
」
の
名
が
み
え
、
そ
の
後

も
同
様
の
役
割
を
も
っ
た
書
籍
で
あ
る
明
治
十
六
年
発
行
『
工
商
技
術　

都
の
魁
』23

、
明
治
十
七
年
発
行
の
『
買
物
必
携　

今
世
京
羽

二
重
』24

に
も
仏
師
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
山
本
は
廃
仏
毀
釈
の
難
し
い
時
期
を
し
の
ぎ
き
り
、
明
治
期
に
至
っ
て
も
仏
師
と
し
て

活
動
し
続
け
た
状
況
が
確
認
で
き
る
。

　

そ
の
後
、
現
状
確
定
し
て
い
る
最
後
の
仕
事
と
な
る
の
は
平
等
院
鳳
凰
堂
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
の
修
覆
で
あ
り
、
明
治
二
十
八
年

（
一
八
九
五
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
山
本
は
高
齢
と
な
る
た
め
、山
本
と
鳳
凰
堂
の
仏
像
を
修
覆
し
た
「
山
本
茂
助
」

が
別
人
の
可
能
性
も
あ
り
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る25

。
た
だ
し
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
修
復
事
業
を
主
導
し
た
今
泉
雄
作
と

山
本
茂
祐
と
の
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
を
通
し
た
人
間
関
係
が
、
依
頼
の
一
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
別
人
と
は
考
え
に
く
い
。
従
っ

て
本
稿
で
は
、
山
本
の
仏
師
と
し
て
活
動
時
期
の
範
囲
を
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
頃
か
ら
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
頃
ま
で
の

六
十
年
ほ
ど
と
想
定
し
検
証
を
進
め
て
い
く
。

　

次
に
活
動
拠
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
結
論
か
ら
い
う
と
、
畿
内
諸
寺
院
に
関
し
て
は
現
地
に
赴
い
た
場
合
も
考
え
う
る
が
、
基
本
的

に
在
京
し
て
作
業
を
行
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
遠
隔
地
の
場
合
で
も
現
地
と
書
面
で
連
絡
を
取
り
な
が
ら
、
造
仏
・
修
覆
と
も
に
京
都
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の
自
ら
の
工
房
で
製
作
し
た
可
能
性
が
高
い
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
す
る
と
、
山
本
茂
祐
は
確
認
で
き
る
最
初
の
仕
事
の
天
保
九
年

の
室
生
寺
の
仏
像
修
覆
当
初
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
銘
記
で
「
京
都
仏
工
」、「
京
都
仏
師
」、「
皇
都
仏
師
」
と
記
す
。「
京
仏
師
」
は
仏

師
の
あ
る
種
の
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
り
、
こ
の
名
乗
り
は
居
住
地
を
示
す
と
い
う
よ
り
は
箔
付
け
の
意
味
合
い
で
は
あ
ろ
う
が
、
多
く
の
仏

像
の
銘
記
に
記
載
が
あ
る
事
は
山
本
の
京
仏
師
と
し
て
の
誇
り
が
垣
間
見
え
る
。
で
は
山
本
は
京
都
の
ど
こ
に
仕
事
場
を
構
え
て
い
た

の
か
。

　

嘉
永
五
年
（
一
八
五
三
）
の
奈
良
市
円
成
寺
の
四
天
王
像
に
は
山
本
の
所
在
地
が
「
京
都
御
幸
町
上
ル
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
安
政

四
年
（
一
八
五
七
）
製
作
の
石
光
寺
円
光
大
師
坐
像
に
も
同
様
の
住
所
が
み
え
る
。
こ
れ
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
出
版
さ
れ
た

洛
中
の
商
工
業
者
を
載
せ
る
『
花
洛
羽
津
根
』
の
仏
師
の
欄
に
「
御
幸
町
松
原
上　

山
本
茂
助
」
と
記
さ
れ26

、
ま
た
翌
文
久
四
年
発

行
の
『
都
商
職
街
風
聞
』
で
も
ま
っ
た
く
同
様
の
記
述
が
あ
り27

、
文
献
史
料
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　

従
っ
て
「
京
仏
師
」
山
本
茂
祐
は
、
江
戸
末
期
の
少
な
く
と
も
嘉
永
六
年
か
ら
は
京
都
洛
中
の
御
幸
町
松
原
上
ル
を
拠
点
と
し
て
仏

像
製
作
・
修
覆
に
従
事
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
明
治
期
に
至
っ
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
前
述
の
明
治
十
一
年
出
版
の
『
売
買

ひ
と
り
案
内
』
及
び
明
治
十
六
年
発
行
の
『
工
商
技
術　

都
の
魁
』、
明
治
十
七
年
発
行
の
『
買
物
必
携　

今
世
京
羽
二
重
』
で
も
山

本
の
住
所
は
同
様
に
「
御
幸
町
松
原
」
と
み
え
る
。
明
治
十
六
年
以
降
の
二
つ
の
史
料
で
は
「
松
原
下
ル
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ

同
一
地
所
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
明
治
二
十
八
年
平
等
院
鳳
凰
堂
の
仏
像
修
覆
の
出
典
と
し
て
前
述
し
た
『
日
出
新
聞
』
で
は
、

住
所
を
下
京
区
寺
町
松
原
東
入
す
る
が
、
こ
の
場
所
も
実
際
の
京
都
の
地
図
で
確
認
す
る
と
同
一
地
点
を
示
し
て
い
る28

。
以
上
よ
り

山
本
は
京
都
に
仏
師
と
し
て
生
涯
に
亘
り
拠
点
と
し
た
工
房
が
御
幸
町
松
原
に
あ
り
、
普
段
は
こ
こ
に
居
住
し
仕
事
の
依
頼
を
受
け
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
遠
隔
地
の
依
頼
は
ど
の
よ
う
に
し
て
受
け
て
い
た
の
か
。

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
山
本
が
携
わ
っ
た
石
川
の
全
昌
寺
の
五
百
羅
漢
像
制
作
に
関
し
て
は
、
長
谷
氏
に
よ
り
造
像
仕
様
書
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を
用
い
た
現
地
と
の
や
り
と
り
を
基
本
と
し
た
製
作
過
程
が
明
ら
か
に
し
て
い
る29

。
こ
の
事
例
が
初
め
て
で
は
な
く
、
す
で
に
天
保

十
三
年
（
一
八
四
二
に
）
根
来
寺
山
門
の
仁
王
像
・
釈
迦
如
来
・
十
六
羅
漢
像
を
製
作
す
る
際
に
も
、
山
本
は
お
そ
ら
く
京
都
よ
り
値

段
見
積
書
を
発
給
し
て
い
る30

。
こ
の
文
書
中
で
山
本
は
、「
作
法
之
通
」
に
彫
刻
の
仕
方
や
眼
の
水
晶
、
下
地
や
彩
色
に
関
し
て
宝
冠

や
持
物
に
つ
い
て
ま
で
事
細
か
に
製
作
方
法
を
説
明
し
た
上
で
見
積
も
り
を
示
し
て
い
た
。
天
保
・
弘
化
年
間
頃
、
山
本
は
遠
隔
地
の

寺
院
の
造
仏
・
修
覆
を
複
数
抱
え
て
お
り
、
特
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
よ
り
弘
化
四
年
は
東
京
・
青
森
・
和
歌
山
の
三
箇
所
の
寺
院
に
納

品
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
山
本
が
現
地
に
赴
く
の
は
難
し
く
、
先
述
の
よ
う
な
文
書
に
よ
る
交
渉
を
通
し
て
、
京
都
で
作
業
工

程
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
パ
リ
万
博
に
出
展
さ
れ
た
東
寺
講
堂
の
立
体
曼
荼
羅
の
模
像
も
ま
た
、
京
都
で
ギ
メ
の
依

頼
を
受
け
現
地
に
は
赴
か
ず
、
京
都
で
作
製
さ
れ
た
仏
像
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
山
本
は
京
都
の
工
房
で
の
み
仕
事
を
し
た
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
竹
内
久
一
は
講
演
の
中
で
山
本
茂
祐
に

触
れ
、「
旅
路
に
出
れ
ば
宿
屋
の
二
階
で
袂
か
ら
小
刀
を
出
し
て
彫
刻
を
や
る
よ
う
な
勉
強
家
」31

と
評
し
て
い
る
。
山
本
は
小
刀
を
も
っ

て
旅
に
で
て
い
た
こ
と
、
旅
先
で
彫
刻
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
山
本
茂
祐
の
基
本
的
な
在
所
は
京
都
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
、
京
都
を
拠
点
に
造
像
仕
様
書
や
見
積
書
を
用
い
て
遠
隔
地
の

寺
院
と
交
渉
し
つ
つ
造
仏
活
動
を
行
っ
て
い
た
事
実
も
あ
る
。
長
谷
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
が
京
仏
師
の

中
で
継
承
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
旅
先
で
の
簡
単
な
彫
刻
を
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
寺
院
ま
で
下
向
し
て
当
地
で
製

作
・
修
覆
を
し
た
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。

第
三
章　

山
本
茂
祐
の
人
物
像
と
人
間
関
係
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本
章
で
は
山
本
の
技
術
・
評
判
を
含
め
た
人
物
像
を
相
対
的
に
再
検
討
す
る
た
め
、
同
時
代
の
人
物
と
の
関
係
、
及
び
彼
ら
か
ら
の

評
価
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
竹
内
久
一
や
今
泉
雄
作
と
の
人
間
関
係
や
彼
ら
に
よ
る
評
価
を
素
材
に
考
察
を
試
み
た
い
。

　

ま
ず
竹
内
久
一
の
評
価
を
取
り
上
げ
る
。
竹
内
は
東
京
美
術
学
校
の
教
官
で
あ
り
、
当
時
は
政
府
の
依
嘱
に
よ
り
多
く
の
仏
像
の
模

刻
・
修
覆
事
業
に
関
与
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
仏
像
製
作
と
し
て
は
東
大
寺
法
華
堂
執
金
剛
神
像
な
ど
の
模
刻
で
知
ら
れ
る
。
次
に
あ

げ
る
史
料
は
竹
内
が
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
に
「
元
禄
よ
り
文
化
に
至
る
彫
刻
に
就
い
て
」
と
い
う
論
題
で
話
し
た
講
演
の
一

部
で
あ
る
。

【
史
料
一
】

（
前
略
）

夫
か
ら
京
都
に
も
斯
う
云
ふ
風
の
林
如
水
と
い
ふ
人
が
あ
つ
て
此
弟
子
の
如
水･･･

此
家
は
代
々
林
如
水
で
こ
さ
い
ま
す
、
此
如

水
が
大
分
上
手
で
こ
さ
い
ま
し
て
唯
今
身
延
の
日
蓮
像
抔
は
林
如
水
の
作
で
代
々
こ
さ
い
ま
す
が
是
等
は
「
京
羽
二
重
」
な
ど
に

は
載
て
居
り
ま
せ
ぬ
、
其
の
弟
子
に
山
本
茂
助
と
い
ふ
者
が
こ
さ
い
ま
す
、
禅
宗
の
佛
像
を
作
る
の
が
上
手
で
此
人
の
行
ひ
は
道

中
を
す
れ
ば
宿
屋
の
二
階
で
袂
か
ら
小
刀
を
出
し
て
彫
刻
を
や
る
と
い
ふ
様
な
勉
強
家
で
當
時
京
都
で
一
番
腕
利
き
で
東
京
で
高

橋
長
（
鳳
カ
）
雲
、
京
都
で
山
本
茂
助
と
い
ふ
ま
で
に
な
つ
た
作
人
で
こ
さ
い
ま
す
、
あ
と
に
も
澤
山
こ
さ
い
ま
す
が
皆
同
一
な

も
の
で
大
抵
は
古
の
藝
を
も
つ
て
更
に
機
軸
を
出
す
と
い
ふ
様
な
氣
慨
の
あ
る
者
は
こ
さ
い
ま
せ
ぬ
、
唯
々
諸
国
へ
佛
像
を
出
す

と
い
ふ
位
な
も
の
で
あ
り
ま
す
、

（
中
略
）

さ
う
云
ふ
様
な
訳
で
す
か
ら
此
元
禄
か
ら
文
化
あ
た
り
に
は
誰
が
何
を
拵
へ
た
か
誰
が
ど
う
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
其
時
分
の
こ
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と
を
知
つ
て
居
る
老
人
に
聞
き
糺
す
の
外
は
仕
方
が
こ
さ
い
ま
せ
ぬ
、
書
物
を
見
ま
し
て
も
皆
名
前
は
立
派
で
あ
つ
て
も
其
家
の

職
人
が
作
つ
た
の
で
こ
さ
い
ま
す
夫
故
に
佛
師
の
方
で
は
変
革
し
た
と
い
ふ
も
の
は
生
駒
の
坊
さ
ん
、
五
百
羅
漢
の
松
雲
、
元
慶

近
頃
で
高
橋
鳳
雲
、
山
本
茂
助
、
是
丈
け
位
で
こ
さ
い
ま
せ
う
と
思
い
ま
す
る
、

（
以
下
略
）

傍
線
部
か
ら
林
如
水
の
弟
子
で
あ
る
山
本
茂
助
は
、
禅
宗
の
仏
像
を
作
る
こ
と
が
上
手
で
、
旅
路
の
宿
屋
の
二
階
で
袂
か
ら
小
刀
を
出

し
て
彫
刻
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
勉
強
家
で
あ
り
、
当
時
京
都
で
一
番
の
腕
利
き
で
、
東
京
で
は
高
橋
長
（
凰
カ
）
雲
、
京
都
で
は
山

本
茂
助
と
評
価
さ
れ
る
作
人
で
あ
る
。
他
に
も
仏
師
は
た
く
さ
ん
い
る
が
、
皆
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
古
の
芸
を
追
っ
て
更
に
基
軸
を

出
す
よ
う
な
気
概
の
あ
る
人
物
は
い
な
い
。
た
だ
た
だ
諸
国
へ
佛
像
を
出
す
位
な
も
の
だ
。
ま
た
、
仏
師
の
中
で
変
革
を
な
し
た
と
げ

た
人
物
と
し
て
、
近
頃
で
は
高
橋
鳳
雲
と
山
本
茂
助
だ
け
で
あ
る
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

高
橋
凰
雲
（
一
八
一
〇
〜
一
八
五
八
）
は
江
戸
時
代
後
期
の
仏
師
で
あ
り
高
橋
宝
山
の
弟
に
あ
た
る
。
江
戸
出
身
で
七
代
幸
慶
の
下

に
入
門
し
、
ま
た
宮
彫
り
師
長
板
伊
之
助
に
師
事
し
た
。
作
品
と
し
て
は
江
戸
蔵
前
の
札
差
伊
勢
屋
嘉
右
衛
門
の
依
頼
に
よ
り
釈
迦
三

尊
五
百
羅
漢
な
ど
仏
像
七
〇
〇
体
を
製
作
し
鎌
倉
建
長
寺
に
お
さ
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る32

。

　

山
本
は
高
橋
と
な
ら
び
評
さ
れ
、
た
だ
た
だ
仏
像
を
作
る
の
で
は
な
く
、
古
の
芸
風
を
追
い
求
め
つ
つ
新
機
軸
を
打
ち
立
て
る
よ
う

な
気
概
を
も
っ
て
仏
像
製
作
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
今
泉
雄
作
と
山
本
茂
祐
の
関
係
を
み
て
い
き
た
い
。
今
泉
雄
作
は
岡
倉
天
心
と
共
に
美
術
行
政
確
立
運
動
を
進
め
、
東
京
美

術
学
校
の
設
立
に
貢
献
し
た
近
代
美
術
史
上
の
重
要
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
文
部
省
に
入
省
し
た
今
泉
は
、
東
京
美
術
学
校
後
は
書

記
と
し
て
兼
任
し
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
東
京
美
術
学
校
の
教
授
と
な
っ
た
。
そ
し
て
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
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は
、
京
都
市
美
術
工
芸
学
校
校
長
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
二
十
八
年
の
京
都
で
の
内
国
博
覧
会
に
関
与
し
、
ま
た
明
治

二
十
七
年
に
建
議
さ
れ
国
策
と
し
て
推
し
進
め
ら
れ
た
古
社
寺
保
存
に
関
し
て
、
京
都
の
社
寺
修
繕
の
監
督
を
務
め
た
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る33

。
山
本
が
修
理
を
請
け
お
っ
た
明
治
二
十
八
年
の
平
等
院
鳳
凰
堂
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
も
ま
さ
に
こ
の
事
業
の
一
環

で
あ
っ
た
。
で
は
今
泉
が
、
政
府
主
導
の
重
要
な
政
策
と
も
い
え
る
こ
の
修
覆
を
数
多
く
の
仏
師
の
中
か
ら
山
本
に
依
頼
し
た
の
は
偶

然
で
あ
ろ
う
か
。

　

今
泉
が
山
本
茂
助
を
修
覆
担
当
仏
師
に
指
名
し
た
の
は
、
今
泉
が
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ヨ
ン
に
留
学
し
た
後
、

ギ
メ
博
物
館
で
東
洋
物
品
鑑
定
人
と
し
て
五
年
間
働
い
て
い
た
こ
と
合
せ
て
考
え
れ
ば
、ま
っ
た
く
の
偶
然
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
通
り
、
ギ
メ
博
物
館
は
現
在
パ
リ
に
あ
る
国
立
ギ
メ
東
洋
美
術
館
の
前
身
で
あ
り
、
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
が
各
国
で
収
集
し
た
美

術
品
を
展
示
し
た
も
の
で
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
開
設
さ
れ
た
。
後
に
パ
リ
に
移
さ
れ
国
立
宗
教
博
物
館
と
し
て
名
高
い
。

ギ
メ
が
山
本
茂
祐
に
東
寺
講
堂
立
体
曼
荼
羅
の
模
像
の
制
作
を
依
頼
し
、
明
治
十
一
年
の
パ
リ
万
博
に
出
品
し
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ

た
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
に
フ
ラ
ン
ス
で
ギ
メ
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
の
が
、
留
学
中
の
今
泉
で
あ
っ
た
。
仕
事
を
通
し
て
山
本
茂

祐
を
認
知
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
評
価
を
受
け
た
作
品
を
手
が
け
た
仏
師
と
し
て
覚
え
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
今
泉
の
山
本

へ
の
平
等
院
鳳
凰
堂
の
仏
像
修
覆
依
頼
は
、
偶
然
で
は
な
く
、
今
泉
の
山
本
に
対
す
る
高
い
評
価
が
前
提
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
事
例
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、
山
本
茂
祐
が
当
時
の
美
術
行
政
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
岡
倉
天
心
を
中
心
と
す
る
東
京

美
術
学
校
に
少
な
か
ら
ず
人
脈
が
あ
り
、「
京
都
で
一
番
の
腕
利
き
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
高
い
評
価
を
得
、
ま
た
政
府
の
政
策

に
連
な
る
社
寺
修
覆
を
任
す
に
足
る
人
物
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
他
の
京
仏
師
と
は
異
な
る
山
本
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　

最
後
に
二
章
と
三
章
で
ま
と
め
た
情
報
を
も
と
に
山
本
茂
祐
に
つ
い
て
小
括
を
試
み
た
い
。
時
代
状
況
と
し
て
明
治
初
期
の
京
仏
師
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は
、
一
般
的
に
廃
仏
毀
釈
の
中
で
廃
業
す
る
者
が
相
次
い
で
お
り
、
京
都
で
の
仏
像
需
要
の
後
退
に
よ
り
京
仏
師
は
地
方
に
進
出
し
、

在
地
仏
師
と
の
交
流
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る34

。
長
谷
氏
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
見
る
限
り
で
は
、
山
本
も
明
治
元
年
〜
十

年
頃
の
作
品
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
山
本
は
明
治
以
前
か
ら
地
方
寺
院
で
造
仏
・

修
覆
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
地
方
寺
院
で
の
仕
事
も
こ
の
時
期
に
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
山
本
が
特
殊
で
あ
っ
た
の
は
、
廃
仏
毀

釈
が
ま
だ
収
ま
ら
ぬ
明
治
九
年
に
来
日
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
、
ギ
メ
か
ら
二
十
五
体
も
の
仏
像
製
作
の
依
頼
を
受
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ
り
山
本
は
経
済
的
に
助
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
万
博
に
展
示
さ
れ
海
外
で
仏
師
と
し
て
評
価
を
得
る
結
果
と
な
っ
た
。
山

本
が
竹
内
や
今
泉
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
る
の
は
、
二
十
年
近
く
後
の
山
本
が
晩
年
の
頃
の
逸
話
で
あ
る
。
山
本
は
仏
師
が
不
遇
の
時

代
を
た
く
ま
し
く
生
き
残
っ
た
か
ら
政
府
関
係
者
か
ら
評
価
さ
れ
た
の
か
、
政
府
関
係
者
と
繋
が
り
が
あ
っ
た
か
ら
生
き
残
れ
た
の
か

は
現
時
点
で
は
断
言
で
き
な
い
。
た
だ
江
戸
小
末
期
に
畿
内
・
遠
隔
地
を
問
わ
ず
多
く
の
造
仏
・
修
覆
業
績
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
エ
ミ
ー

ル
・
ギ
メ
に
見
出
さ
れ
て
パ
リ
万
博
に
仏
像
を
出
展
し
作
品
が
世
に
知
ら
れ
、
明
治
期
ま
で
評
価
を
維
持
し
つ
つ
仏
師
で
あ
り
続
け
た

こ
と
で
後
世
「
江
戸
時
代
仏
像
彫
刻
の
終
焉
を
飾
る
作
品
」
を
作
っ
た
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
事
実
と
み
て
よ

い
。

第
四
章　

福
隆
寺
大
日
如
来
坐
像
と
山
本
茂
祐

　

仕
上
げ
と
し
て
前
章
ま
で
で
集
積
し
た
山
本
茂
祐
の
経
歴
、
仕
事
内
容
、
人
間
関
係
な
ど
の
情
報
か
ら
、
福
隆
寺
大
日
如
来
坐
像
が

山
本
の
製
作
で
妥
当
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
ま
た
在
地
で
の
人
間
関
係
や
時
代
背
景
を
ふ
ま
え
、
遠
隔
地
の
福
隆
寺
が
山
本
に
仏
像
製

作
を
依
頼
す
る
過
程
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
。
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ま
ず
山
本
茂
祐
作
と
さ
れ
る
大
日
如
来
坐
像
の
製
作
時
期
を
割
り
出
し
て
い
き
た
い
。
仏
像
の
基
本
情
報
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

［
基
本
情
報
］

本
体
：
全
長
一
尺
九
寸
（
約
七
二
㎝
）　

白
毫
ま
で
一
尺
四
寸
（
約
五
三
㎝
）　

幅
一
尺
三
寸
（
約
四
九
・
三
㎝
）　

奥
行
き
一
尺
一
寸
（
約
四
一
・
七
㎝
）

光
背
：
全
長
二
尺
七
寸	（
約
一
〇
二
・
三
㎝
）				

幅
一
尺
九
寸
（
約
七
二
㎝
）

台
座
：
全
長
二
尺
五
分
（
約
九
四
・
八
㎝
）					

幅
二
尺
一
寸
（
約
七
九
・
六
㎝
）　

奥
行
き
一
尺
六
寸
（
約
六
〇
・
六
㎝
）

　

こ
れ
を
ふ
ま
え
、
江
戸
後
期
の
福
隆
寺
の
史
料
を
検
討
す
る
と
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
作
成
の
由
緒
書
に
は
、
福
隆
寺
の
本
尊

写真　福隆寺大日如来坐像

越後新四国八十八ヶ所霊場会編『越後八十八ヶ

所霊場めぐり』（考古堂書店、１９９３）より
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を
大
日
如
来
と
し
た
上
で
、「
右
何
之
作
と
申
事
不
相
如
、
古
来
よ
り
有
来
の
尊
躰
に
御
座
候
」35

と
あ
る
。
ま
た
文
化
二
年
の
「
神
躰

佛
像
書
上
帳
」
に
も
、「
本
尊
大
日
如
来
座
像
、
御
長
壱
尺
五
寸
／
但
木
造
ニ
而
金
色
也
」36

と
載
せ
る
が
、
作
者
は
分
か
ら
ず
銘
文
な

ど
も
な
い
と
す
る
。
一
方
光
背
は
二
尺
二
寸
（
約
八
三
・
四
㎝
）	

の
金
箔
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
記
述
に
よ
り
、
光
背
の
大
き
さ
が
山

本
茂
祐
作
の
大
日
如
来
坐
像
と
全
く
異
な
る
た
め
、
文
化
年
間
の
本
尊
は
山
本
茂
祐
作
で
は
な
い37

。
こ
れ
は
「
山
本
茂
祐
」
の
銘
記

は
仏
像
、光
背
両
方
に
あ
り
同
時
に
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
日
如
来
坐
像
の
製
作
は
文
化
二
年
以
降
と
な
ろ
う
が
、

い
つ
ご
ろ
の
可
能
性
が
高
い
か
。

　

大
日
如
来
坐
像
の
銘
記
に
は
「
奉
造
刻
」
と
あ
り
、
山
本
茂
祐
の
仕
事
は
修
覆
で
な
く
製
作
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
そ
も

そ
も
元
々
の
本
尊
が
存
在
し
て
い
る
状
態
で
あ
れ
ば
、
新
た
に
造
仏
す
る
必
要
が
な
い
。
以
前
の
本
尊
は
文
化
二
年
以
降
に
な
ん
ら
か

の
原
因
で
失
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
時
期
を
示
す
明
確
な
史
料
は
な
い
が
、
注
目
し
た
い
の
は
同
時
期
に
福
隆
寺
の
本
堂
が
無

く38

、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
建
立
し
た
こ
と
を
示
す
棟
札
が
現
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
堂
建
立
と
合
せ
て
、
そ
れ
以
前
に
失

わ
れ
た
本
尊
が
製
作
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。
た
だ
し
棟
札
に
は
棟
梁
と
し
て
「
村
上
住
人
／
板
垣
伊
兵
衛
永
吉
」、
ま
た

住
職
と
し
て
「
教
誡
」
の
名
が
み
え
る
も
山
本
茂
祐
の
名
は
無
く
、
ま
た
そ
の
他
の
同
時
期
の
史
料
に
本
尊
の
製
作
は
こ
れ
ま
で
確
認

で
き
て
い
な
い
。

　

二
章
よ
り
山
本
茂
祐
の
仏
師
と
し
て
活
動
期
間
は
確
実
な
と
こ
ろ
は
西
暦
で
一
八
三
四
〜
一
八
九
五
と
な
る
が
、
大
ま
か
な
傾
向
と

し
て
天
保
・
弘
化
年
間
（
一
八
三
一
〜
一
八
四
八
）
頃
は
地
方
寺
院
で
の
仕
事
を
数
多
く
こ
な
し
、
嘉
永
・
安
政
・
文
久
か
ら
慶
応
年

間
（
一
八
四
八
〜
一
八
六
八
）
頃
に
な
る
と
奈
良
・
兵
庫
を
中
心
に
畿
内
で
活
動
の
軌
跡
が
み
ら
れ
る
。
一
方
で
、
福
隆
寺
本
堂
大
日

如
来
坐
像
の
制
作
想
定
時
期
は
早
い
時
期
だ
と
一
八
〇
六
年
頃
と
な
る
が
、
最
も
制
作
の
可
能
性
の
高
い
福
隆
寺
本
堂
建
立
の
時
期
で

あ
る
嘉
永
年
間
頃
は
、
山
本
が
精
力
的
に
造
仏
・
修
覆
活
動
を
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
。
ま
た
仮
に
早
い
時
期
だ
と
し
て
も
、
山
本
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の
活
動
時
期
と
そ
れ
ほ
ど
齟
齬
は
な
い
。
時
期
的
な
状
況
か
ら
い
っ
て
も
大
日
如
来
坐
像
は
山
本
茂
祐
本
人
の
作
と
み
る
こ
と
は
妥
当

で
あ
る
。
従
っ
て
本
像
は
嘉
永
六
年
の
本
堂
建
立
と
同
時
か
、
建
立
を
契
機
に
そ
の
後
山
本
に
よ
り
作
製
さ
れ
た
も
の
と
し
て
以
下
の

考
察
を
進
め
る
。

　

で
は
新
潟
の
地
方
寺
院
で
あ
る
福
隆
寺
に
、
京
仏
師
に
仏
像
制
作
を
依
頼
す
る
人
脈
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
注
目
し
た
い
の
は
福

隆
寺
歴
代
住
職
の
出
自
の
変
遷
で
あ
る
。
福
隆
寺
所
蔵
の
『
福
隆
寺
歴
代
住
職
次
第
』39

か
ら
江
戸
中
後
期
か
ら
明
治
初
期
ま
で
の
住
職

と
来
歴
に
関
す
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
史
料
二
】『
福
隆
寺
歴
代
住
職
次
第
』

（
前
略
）

当
寺
五
世
法
印
宗
盛

享
保
十
六
年
亥
二
月
廿
四
日
入
寂
、
当
寺
中
興
宥
雅
末
弟
子
也
、

同

六
世
法
印
宗
方

元
文
四
己
未
十
一
月
十
四
日
四
十
四
歳
寂
、
新
発
田
城
下
宝
積
院
移
転
元
文
二
丁
巳
六
月
十
七
日
、

同

七
世
法
印
宗
山

寛
延
二
巳
□
七
月
十
八
日
五
十
一
歳
寂
、
会
津
川
谷
村
光
明
寺
ヨ
リ
当
寺
、
移
居
、

同

八
世
法
印
宗
辯

当
寺
宗
山
ノ
弟
子
、
干
時
宝
暦
十
一
年
辛
巳
三
月
七
日
新
発
田
宝
積
院
、
移
傳
、
明
和
七
年
十
月
三
十
日
寂
、

同

九
世
法
印
宗
嚴

当
寺
宗
辯
ノ
弟
子
、
宝
暦
十
一
年
二
交
代
也
、
住
職
十
九
年
退
隠
後
寛
政
九
年
九
月
廿
一
日
入
寂
矣
、
別
二
画
像

ア
リ
、

同

十
世
法
印
宗
明

離
末
并
法
流
開
基
又
観
音
堂
造
立
也
、
当
寺
宗
嚴
弟
子
、
安
永
七
年
交
代
廿
九
年
住
職
、
退
隠
後
文
化
八
年
辛
未

二
月
十
五
日
六
十
三
歳
入
家
、

同

十
一
世
法
印
宗
鏡

宗
明
上
足
、
文
化
五
年
戊
辰
九
月
交
代
、
世
寿
卅
六
歳
、
当
寺
住
職
同
十
二
乙
亥
年
転
住
国
上
寺
□
、
文
政
八
乙

酉
年
十
二
月
朔
日
五
十
三
歳
而
示
寂
、
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同

十
二
世
法
印
宗
孝

宗
鏡
弟
子
、
文
化
十
二
乙
亥
年
六
月
當
寺
住
職
、

同

十
三
世
法
印
教
誡

乙
寳
寺
教
順
資
、
天
保
十
五
辰
五
月
住
職
、
安
政
七
年
四
月
八
日
寂
、

同

十
四
世
法
印
教
永

同

十
五
世
法
印
教
傳

教
永
第
三
弟
子
、
明
治
十
四
年
十
二
月
廿
一
日
住
職
、
明
治
四
十
一
年
五
月
十
二
日
示
寂
、

（
以
下
略
）

　

右
の
史
料
か
ら
福
隆
寺
歴
代
住
職
は
江
戸
後
期
ま
で
「
宗
」
名
を
相
伝
し
、
ま
た
宝
積
院
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
中
で
法
灯
を
受
け

継
い
で
い
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
潮
目
が
少
し
変
化
し
た
の
は
十
三
世
教
誡
の
時
期
で
あ
る
。
教
誡
は
阿
賀
北
の
権
門
寺
院
、
乙
寳
寺

の
出
身
で
乙
寳
寺
教
順
の
弟
子
に
あ
た
る
。
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
に
福
隆
寺
住
職
と
な
り
、
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）
ま
で
生
き

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

先
述
の
通
り
、
教
誡
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
本
堂
建
立
を
成
し
遂
げ
た
住
職
で
棟
札
に
そ
の
名
が
み
え
て
い
た
。
そ
の
後
乙

寳
寺
に
お
い
て
は
教
順
の
後
、
鑁
順
が
住
持
と
な
り
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
乙
寳
寺
住
職
と
福
隆
寺
住
職
は
兄
弟
弟
子
の
関
係
に
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
次
の
福
隆
寺
住
職
は
、
教
盛
を
名
乗
り
「
教
」
名
を
相
伝
す
る
。
山
本
茂
祐
に
よ
る
本
尊
製
作
が
ち
ょ
う

ど
法
流
が
乙
寳
寺
系
統
に
変
化
し
た
教
誡
の
時
期
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

乙
寳
寺
住
職
は
京
都
の
仏
教
界
に
お
い
て
も
重
き
を
な
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
乙
寳
寺
住
職
の
法
脈
は
瑜
伽
教

如
に
連
な
る
が
、
教
如
は
智
積
院
能
化
を
長
年
勤
め
、
在
京
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
千
本
釈
迦
堂
、
海
住
山
寺
な

ど
に
そ
の
足
跡
が
残
る
。
一
方
で
教
誡
の
次
の
世
代
に
至
っ
て
も
福
隆
寺
に
も
ゆ
か
り
が
あ
り
、「
瑜
伽
大
僧
正
年
譜
略
」40

に
よ
れ
ば
、

教
如
は
明
治
三
年
四
月
十
二
日
に
乙
寳
寺
住
職
に
任
じ
ら
れ
た
後
、
福
隆
寺
に
お
い
て
「
本
師
」
に
随
っ
て
再
入
壇
を
尋
ね
て
本
師
よ
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り
幸
心
流
と
伝
法
院
流
兼
海
方
の
う
ち
元
寿
相
承
な
ど
を
伝
え
た
と
い
う
。
現
在
で
も
本
堂
の
大
広
間
に
「
智
積
院
能
化
瑜
伽
教
如
」

の
署
名
を
も
つ
墨
跡
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
以
上
よ
り
福
隆
寺
は
教
誡
の
住
職
就
任
を
契
機
に
、
在
京
活
動
し
て
い
た
乙
寳
寺
と
密
接
な

関
係
に
あ
り
彼
の
寺
僧
を
通
し
て
京
仏
師
で
あ
る
山
本
茂
祐
に
造
仏
を
依
頼
し
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
山
本
と
乙
寳
寺
を
繋
ぐ
明
確
な
史
料
は
現
時
点
で
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
っ
た
。教
順
の
在
京
活
動
は
不
明
で
あ
る
し
、

教
如
は
福
隆
寺
本
堂
が
建
立
さ
れ
た
時
点
で
は
ま
だ
七
歳
で
あ
る
。
ま
た
江
戸
期
以
来
福
隆
寺
と
縁
の
あ
る
宝
積
院
に
つ
い
て
も
検
討

し
た
が
、
三
神
快
雲
な
ど
明
治
期
は
新
潟
県
近
隣
の
縁
の
あ
る
寺
院
か
ら
智
積
院
能
化
が
歴
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
明
治
二
十
九
年

〜
明
治
四
十
三
年
の
間
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
福
隆
寺
の
本
尊
の
造
仏
想
定
時
期
お
よ
び
、
山
本
茂
祐
の
活
動
時
期
と
合
致
し
な
い
。

し
か
し
快
雲
は
法
務
部
長
と
し
て
、
教
如
は
智
山
東
校
西
校
講
師
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
在
京
活

動
は
確
実
で
こ
れ
は
乙
寳
寺
に
も
い
え
る
。
そ
こ
で
今
後
は
在
京
史
料
や
智
積
院
関
係
史
料
を
用
い
、別
角
度
か
ら
検
証
す
る
こ
と
で
、

京
仏
師
山
本
茂
祐
と
の
繋
が
り
が
み
え
て
く
る
可
能
性
に
期
待
し
て
今
後
も
調
査
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
福
隆
寺
で
発
見
さ
れ
た
新
出
の
山
本
茂
祐
製
作
の
仏
像
を
紹
介
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
検
討
が
進
ん
で
い
な
か
っ

た
山
本
の
来
歴
を
ま
と
め
、
そ
の
性
格
や
人
物
像
を
考
察
し
た
。

　

山
本
茂
祐
は
「
や
ま
も
と
も
す
け
」
と
読
み
、
天
保
年
間
〜
明
治
三
十
年
頃
ま
で
の
間
、
京
都
で
活
動
し
た
京
仏
師
で
あ
る
。
山
本

は
日
蓮
宗
系
の
仏
師
の
弟
子
で
は
あ
る
が
、
造
仏
活
動
の
履
歴
か
ら
真
言
宗
な
ど
他
宗
寺
院
で
も
幅
広
く
活
動
が
み
ら
れ
る
。
大
ま
か

な
傾
向
と
し
て
天
保
・
弘
化
年
間
頃
ま
で
は
地
方
寺
院
で
の
仕
事
を
数
多
く
こ
な
し
、
嘉
永
・
安
政
・
文
久
か
ら
慶
応
年
間
に
奈
良
・
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兵
庫
を
中
心
に
畿
内
で
活
動
の
軌
跡
が
多
く
み
ら
れ
る
。
明
治
初
期
に
は
廃
仏
毀
釈
の
影
響
を
受
け
仕
事
が
激
減
し
た
が
、
エ
ミ
ー

ル
・
ギ
メ
の
依
頼
を
受
け
東
寺
立
体
曼
荼
羅
の
模
像
を
製
作
し
、
パ
リ
万
博
に
出
品
さ
れ
て
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ

り
山
本
は
評
価
を
維
持
し
つ
つ
明
治
期
に
お
い
て
も
仏
師
で
あ
り
続
け
、
明
治
期
に
お
い
て
江
戸
時
代
仏
像
彫
刻
の
終
焉
を
飾
る
作
品

を
作
っ
た
人
物
と
し
て
、
後
世
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

山
本
茂
祐
は
、
竹
内
久
一
か
ら
仏
師
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
。
ま
た
今
泉
雄
作
は
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
の
下
で
万
博
の
準

備
に
携
わ
る
な
ど
山
本
に
近
く
、
こ
の
繋
が
り
を
も
と
に
鳳
凰
堂
の
阿
弥
陀
像
の
修
覆
も
山
本
が
請
け
負
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
山
本
は

彼
ら
と
の
関
係
か
ら
明
治
初
期
の
美
術
行
政
の
中
核
を
担
っ
た
東
京
美
術
学
校
の
関
係
者
に
少
な
か
ら
ず
パ
イ
プ
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。

　

山
本
の
拠
点
は
京
都
御
幸
町
松
原
に
あ
り
、
彼
は
在
京
し
な
が
ら
も
遠
隔
地
の
寺
院
と
仕
様
書
や
図
様
、
見
積
書
を
用
い
て
、
交
渉

し
つ
つ
像
仏
の
仕
事
を
請
け
負
っ
た
。
福
隆
寺
大
日
如
来
坐
像
は
、
銘
記
や
造
仏
時
期
の
絞
り
込
み
か
ら
、
山
本
茂
祐
作
と
み
て
よ
い
。

作
成
時
期
は
本
堂
が
新
た
に
建
立
さ
れ
た
嘉
永
六
年
か
、
そ
れ
以
降
と
思
わ
れ
、
こ
れ
は
山
本
の
活
動
時
期
と
一
致
す
る
。
本
堂
を
建

立
し
た
福
隆
寺
住
職
は
教
誡
で
あ
る
が
、
教
誡
は
初
め
て
乙
寳
寺
よ
り
福
隆
寺
に
入
り
、
乙
寳
寺
住
職
と
は
兄
弟
弟
子
の
関
係
に
あ
っ

た
。
乙
寳
寺
住
職
は
在
京
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
寺
僧
を
通
し
て
京
仏
師
で
あ
る
山
本
茂
祐
に
造
仏
を
依
頼

し
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
最
後
に
、
今
回
は
コ
ロ
ナ
な
ど
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
福
隆
寺
の
山
本
茂
祐
の
筆
跡
と
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
山
本
の
筆
跡
を

比
較
す
る
な
ど
の
検
証
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
点
は
課
題
で
あ
り
、
在
京
活
動
と
山
本
と
の
繋
が
り
と
合
せ
て
今
後
も
検
討
を

試
み
た
い
。
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註

1	

小
菅
家
文
書
。
福
隆
寺
中
興
六
世
宗
芳
の
筆
で
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
の
作
成
。『
笹
神
村
史　

史
料
編
一　

原
始
・
古
代
・
中
世
』（
笹
神
村　

二
〇
〇
四
）
に
「
当
寺
開
基
録
并
離
末
帰
本
山
事
」
と
し
て
、
小
菅
氏
に
よ
る
謄
写
本
の
翻
刻
が
あ
る
。
同
縁
起
中
に
小
菅
家
は
寺
領
の
代
官
と
あ
る
。

2	

大
杉
は
旧
寺
社
小
学
校
校
庭
に
最
近
ま
で
存
在
し
た
「
一
本
杉
」
と
さ
れ
る
。
詳
細
は
拙
稿
「
城
氏
一
族
の
支
配
構
造
と
熊
野
信
仰
」（『
蓮
花
寺
佛
教

研
究
所
紀
要
』
１
０
、二
〇
一
七
）。

3	『
玉
葉
』
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
七
月
一
日
条
。

4	

荒
川
隆
史
「
阿
賀
北
・
大
坪
遺
跡
―
中
世
初
頭
の
居
館
跡
」（
柳
原
敏
昭
・
飯
村
均
編
『
御
館
の
時
代
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
）。
越
後
城
氏
と
寺
社

集
落
に
関
し
て
は
拙
稿
「
城
氏
一
族
の
支
配
構
造
と
熊
野
信
仰
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
１
０
、二
〇
一
七
）。
で
も
検
討
を
加
え
た
。

5	『
近
代
日
本
彫
刻
集
成
』
第
一
巻　

幕
末
明
治
編
（
田
中
修
二
編
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
〇
）。

6	

本
郷
孝
衣
「
仏
像
修
理
と
近
代
彫
刻
」〈『
近
代
日
本
彫
刻
集
成
』
第
一
巻　

幕
末
明
治
編
（
田
中
修
二
編
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
〇
）〉。

7	

田
中
修
二
編
『
日
本
近
代
彫
刻
史
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
）。

8	

尾
木
圭
子
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
マ
ク
ワ
ン
『
日
本
の
開
国
―
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
見
た
明
治
』（
創
元
社
、
一
九
九
六
）
な
ど
。

9	

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
「
ギ
メ
東
寺
曼
荼
羅
」（『
甦
る
パ
リ
万
博
と
立
体
曼
荼
羅
展
』
西
武
百
貨
店
、
一
九
八
九
）。

10	『
仏
を
刻
む　

近
世
の
祈
り
と
造
形
』（
堺
市
博
物
館
、
一
九
九
七
）。

11	

長
谷
洋
一
『
近
世
仏
像
彫
刻
史
の
研
究
』、
博
士
論
文
、
二
〇
〇
一
。

12	

長
谷
洋
一
『
近
世
仏
像
彫
刻
史
に
お
け
る
造
像
と
組
織
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』
報
告
書
、
二
〇
〇
一
。

13	

近
世
仏
師
事
績
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttp://w

w
w
.busshi.net/search.cgi　

こ
の
業
績
は
、
長
谷
洋
一
『
近
世
仏
師
事
績
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
』（
基
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盤
研
究
ｃ　

領
域
番
号　

24520123　

二
〇
一
二
〜
二
〇
一
五
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

14	
明
治
二
十
八
年
一
月
九
日
付
『
日
出
新
聞
』
４
頁
。
国
会
国
立
図
書
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
確
認
。

15	

竹
内
久
一
「
元
禄
よ
り
文
化
に
至
る
彫
刻
に
就
い
て
」（『
錦
巷
雑
綴
』
九
巻
、
一
八
九
八
）。

16	

例
え
ば
幕
府
御
用
の
仏
師
で
あ
る
、
七
条
仏
師
は
明
治
期
に
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
、
佐
世
保
に
移
住
し
小
売
業
に
転
身
し
て
い
る
。

17	

水
野
敬
三
郎
『
日
本
彫
刻
史
研
究
』
一
九
九
六
。
二
四
八
頁
の
翻
刻
を
参
考
に
し
た
。

18	

長
谷
氏
前
掲
註
１
１
論
文
ほ
か
。

19	

ギ
メ
の
事
跡
に
関
し
て
は
、尾
本
圭
子
「
パ
リ
万
博
と
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
」（『
甦
る
パ
リ
万
博
と
立
体
曼
荼
羅
展
』
西
武
百
貨
店
、一
九
八
九
）、尾
本
圭
子
・

フ
ラ
ン
シ
ス
・
マ
ク
ワ
ン
『
日
本
の
開
国
―
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
見
た
明
治
』
創
元
社
、
一
九
九
六
を
参
考
と
し
た
。

20	『
甦
る
パ
リ
万
博
と
立
体
曼
荼
羅
展
』
西
武
百
貨
店
、
一
九
八
九
。
図
録
中
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

21	

尾
木
氏
前
掲
註
１
９
論
文
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
氏
前
掲
註
９
論
文
。
寺
本
敬
子
『
パ
リ
万
博
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
誕
生
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
八
。

22	『
売
買
ひ
と
り
案
内
』（『
新
撰
京
都
叢
書
』
六
巻
、
臨
川
書
店
）
二
六
頁
。

23	『
工
商
技
術　

都
の
魁
』（『
新
撰
京
都
叢
書
』
六
巻
、
臨
川
書
店
）
三
一
五
頁
。

24	

石
田
才
次
郎
編
『
買
物
必
携　

今
世
京
羽
二
重
』
一
八
八
四
。

25	

本
郷
氏
前
掲
註
５
論
文
。

26	『
花
洛
羽
津
根
』（『
新
撰
京
都
叢
書
』
二
巻
、
臨
川
書
店
）
一
七
五
頁
。

27	『
都
商
職
街
風
聞
』（『
新
撰
京
都
叢
書
』
八
巻
、
臨
川
書
店
）
六
七
頁
。

28	

遠
藤
純
一
郎
氏
よ
り
ご
教
示
を
頂
い
た
。
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29	

長
谷
氏
前
掲
註
12
論
文
。

30	「
根
来
寺
山
門
の
仁
王
像
・
釈
迦
如
来
・
十
六
羅
漢
像
値
段
見
積
書
」（「
桃
井
家
文
書
」。
長
谷
氏
前
掲
註
１
２
論
文
の
翻
刻
を
参
照
し
た
。）

31	

竹
内
久
一
「
元
禄
よ
り
文
化
に
至
る
彫
刻
に
就
い
て
」（『
錦
巷
雑
綴
』
九
巻
、
一
八
九
八
）。

32	『
日
本
人
名
大
辞
典
』。

33	

今
泉
の
足
跡
・
業
績
に
つ
い
て
は
吉
田
千
鶴
子
「
今
泉
雄
作
伝
」（『
五
浦
論
叢
』
六
、一
九
九
九
）
に
詳
し
い
。

34	

長
谷
氏
前
掲
註
11
論
文
な
ど
。

35	『
安
田
町
史
』
史
料
編
、
三
三
二
頁
。

36
『
安
田
町
史
』
史
料
編
、
三
二
九
頁
。

37	

本
体
は
白
毫
ま
で
で
計
測
す
る
方
法
が
あ
り
、
こ
の
場
合
大
き
な
違
い
が
な
い
。

38	

文
化
元
年
の
「
福
隆
寺
由
緒
書
」（『
安
田
町
史
』
史
料
編
、三
三
二
頁
）
に
は
、客
殿
、観
音
堂
、庫
裏
な
ど
境
内
の
建
物
の
記
載
が
あ
る
が
、本
堂
は
な
い
。

こ
の
時
点
で
す
で
に
本
堂
は
無
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

39	

成
立
時
期
は
不
明
。
住
職
に
よ
り
筆
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
書
き
継
が
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

40	『
瑜
伽
教
如
著
作
集　

第
二
巻
』
う
し
お
出
版
、
一
九
九
五
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

福
隆
寺　

山
本
茂
祐　

京
仏
師　

エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ　

廃
仏
毀
釈
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凡
例

一　

本
稿
は
日
本
の
み
に
現
存
し
て
い
る
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
が
日
本
文
学
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
、
注
釈
を

作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
底
本
は
『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
本
。
校
訂
に
用
い
た
の
は
石
山
寺
蔵
古
鈔
本
・
黒
板
勝
美
蔵
古
鈔
本
・

高
山
寺
本
・
日
光
輪
王
寺
天
海
蔵
本
で
あ
る
。

一　

底
本
は
、『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
第
八
十
七
巻
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）
所
収
の
本
文
。
こ
の
本
文
は
巻
末
に
、「
元
禄

宝
永
の
時
代
に
釈
昇
堂
（
一
作
常
）
が
長
寛
元
年
沙
門
章
観
の
書
写
本
よ
り
写
し
、
章
暦
三
年
の
栂
尾
高
山
寺
天
仁
四
年
の
野
州

日
光
山
本
等
に
校
合
し
、一
度
は
火
災
に
て
焼
却
し
終
に
宝
永
六
年
刻
せ
ん
と
至
る
ま
で
の
こ
と
を
記
す
」（『
仏
書
解
説
大
辞
典
』）

金
剛
般
若
経
集
験
記
注
釈
（
三
）

山
口　

敦
史

今
井　

秀
和

小
塚　

由
博

迫
田
（
呉
）
幸
栄

鈴
木　

道
代

堀
井　

瑞
生
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と
い
う
。

一　

対
校
本
で
あ
る
石
山
寺
蔵
古
鈔
本
（
序
文
、巻
上
を
収
録
）
は
、一
九
三
八
年
刊
行
の
複
製
本
を
参
照
。
黒
板
勝
美
蔵
古
鈔
本
（
巻

中
、
巻
下
）
は
一
九
三
五
年
刊
行
の
複
製
本
を
参
照
。
複
製
本
の
解
説
を
担
当
し
た
橋
本
進
吉
に
よ
れ
ば
、
両
書
は
「
僚
本
」
だ

と
い
い
、
も
と
は
一
揃
い
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
高
山
寺
本
は
承
暦
三
年
書
写
で
、
上
中
下
巻
を
そ
ろ
え
る
。
現
在

は
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
。
参
照
し
た
の
は
同
博
物
館
よ
り
提
供
の
画
像
プ
リ
ン
ト
。
同
博
物
館
の
ご
厚
意
に
心
か
ら
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
日
光
輪
王
寺
天
海
蔵
本
は
、
天
台
宗
典
編
纂
所
よ
り
提
供
の
画
像
プ
リ
ン
ト
。
日
光
輪
王
寺
・
天
台
宗
典
編
纂
所
の

ご
厚
意
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
既
存
の
文
献
で
、
参
照
で
き
る
説
話
が
あ
る
場
合
は
、
適
宜
対
校
に
用
い
た
。

一　

本
文
の
字
体
は
旧
漢
字
を
基
本
と
す
る
。
本
文
は
適
宜
、
句
読
点
・
カ
ッ
コ
等
を
施
し
た
。
説
話
ご
と
に
区
切
り
を
行
っ
た
。
説

話
の
区
切
り
は
、
作
成
者
の
判
断
で
行
っ
た
。
本
文
中
の
割
注
は
［　

］
で
く
く
っ
た
。

一　

校
異
は
変
更
し
た
箇
所
に
つ
い
て
の
み
記
す
。

	　
　
（
例
）
大
（
石
高
）
─
入

　
　
　
　
　

底
本
に
は
「
入
」
と
あ
る
が
石
山
寺
蔵
古
鈔
本
・
高
山
寺
本
に
よ
り
「
大
」
と
改
め
る
。

　
　
　
　
　

隋
（
改
意
）
―
随

　
　
　
　
　

底
本
に
は
「
随
」
と
あ
る
が
私
案
に
よ
り
「
隋
」
と
改
め
る
。

一　

校
異
に
用
い
た
対
校
本
の
略
称
は
以
下
の
通
り
。

　
　

石
山
寺
蔵
古
鈔
本
─
─
石

　
　

黒
板
勝
美
蔵
古
鈔
本
─
─
黒

　
　

高
山
寺
本
─
─
高
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日
光
輪
王
寺
天
海
蔵
本
─
─
日

　
　

底
本
校
異
─
─
校

　
　
『
法
苑
珠
林
』（
周
敍
迦
・
蘇
晋
仁
校
注
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）
─
─
珠

　
　
『
太
平
広
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
）
─
─
広

						

こ
の
ほ
か
の
文
献
は
そ
の
都
度
表
記
す
る
。

一　

訓
読
は
一
般
的
な
漢
文
訓
読
に
従
っ
た
。
諸
写
本
の
古
点
等
の
読
み
に
は
必
ず
し
も
従
わ
な
か
っ
た
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
、
旧
漢

字
を
採
用
し
た
。

一　

語
注
は
、
固
有
名
詞
・
難
解
語
句
・
内
容
や
本
文
の
理
解
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
施
し
た
。

一　

現
代
語
訳
に
は
新
漢
字
を
採
用
し
た
。

一　

補
説
は
、
説
話
の
理
解
に
資
す
る
内
容
や
、
日
本
文
学
と
の
影
響
お
よ
び
関
連
に
つ
い
て
、
適
宜
記
し
た
。

参
考
文
献

橋
本
進
吉
「
黒
板
勝
美
氏
蔵
古
鈔
本
金
剛
般
若
經
集
験
記	
解
説
」（
古
典
保
存
会
、一
九
三
五
年
）、「
石
山
寺
蔵
古
鈔
本
金
剛
般
若
經
集
験
記	

解
説
」（
古

典
保
存
会
、
一
九
三
八
年
）

小
林
芳
規
「
唐
代
説
話
の
翻
訳
─
『
金
剛
般
若
經
集
験
記
』
の
訓
読
に
つ
い
て
」（『
日
本
の
説
話
７	

言
葉
と
表
現
』
東
京
美
術
、
一
九
七
四
年
）

築
島
裕
「
日
光
輪
王
寺
天
海
蔵
金
剛
般
若
経
集
験
記
古
点
」（「
書
誌
学
」
復
刊
六
号
、
一
九
六
六
年
十
一
月
）

呉
光
爀
「『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
研
究
」（
金
知
見
・
蔡
印
幻
編
『
新
羅
佛
教
研
究
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
三
年
）

邵
穎
濤
「《
金
剛
般
若
經
集
驗
記
》
校
注
」
ほ
か
（『
唐
小
説
集
輯
校
三
種
』
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
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17
．
陳ち

ん

恵け
い

の
妻
（
王
氏
）

【
本
文
】

　

前
陵
州
仁
壽
縣
尉
陳
惠
妻
王
氏
者
、
京
兆
人
也
。
初
王
氏
在
家
之
時
、
爲
表
兄
褚
敬
、
慇
懃
欲
娶
。
其
王
氏
父
母
不
許
共
褚
爲
婚
。

其
褚
敬
每
云
、「
若
不
嫁
與
我
爲
妻
、
作
鬼
終
不
相
放
。」
後
嫁
與
陳
惠
、
數
載
褚
敬
遂
亡
。
其
王
氏
隨
夫
在
仁
壽
縣
。
每
夜
寐
之
後
、

夢
敬
卽
來
相
親
、
宛
若
平
生
。
遂
覺
懷
姙
、
經
十
七
箇
月
、
身
漸
重
而
不
產
。
不
知
爲
計
、
將
作
鬼
胎
。
遂
入
佛
堂
、
取
得
金
剛
般
若
、

至
心
啓
請
、
轉
讀
此
經
。
每
轉
經
時
、
精
意
發
願
。「
若
是
懷
孕
、
願
早
平
安
、
若
是
鬼
胎
、
①
乞
早
銷
化
。」
因
念
誦
之
力
、
漸
覺
身
輕
、

所
懷
鬼
胎
、
卽
自
散
滅
。
從
此
之
後
、
轉
更
精
懃
、
遂
常
受
持
、
至
今
不
絕
。［
崇
福
寺
僧
釋
惠
遠
者
、
其
兄
于
翽
［
呼
來
反
］
時
任

梓
州
司
戶
。
因
來
至
此
、
親
所
知
見
、
故
具
錄
焉
。］

【
校
異
】

①　

乞
（
校
石
日
）
―
必

【
訓
読
文
】

　

前
の
陵
州
仁
壽
縣
尉
の
陳
惠
の
妻
王
氏
と
い
ふ
者
は
、
京
兆
の
人
な
り
。
初
め
王
氏
の
家
に
在
る
の
時
、
表
兄
の
褚
敬
の
爲
に
、
慇

懃
と
し
て
娶
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
其
の
王
氏
の
父
母	

褚
と
婚
を
爲
す
を
許
さ
ず
。
其
の
褚
敬
每
に
云
ふ
、「
若
し
嫁
し
て
我
に
與
へ
て

妻
と
爲
さ
ざ
れ
ば
、
鬼
と
作
り
て
終
に
相
放
さ
ず
」
と
。
後
に
嫁
し
て
陳
惠
に
與
へ
、
數
載
に
し
て
褚
敬
遂
に
亡
ず
。
其
の
王
氏	

夫

に
隨
ひ
て
仁
壽
縣
に
在
り
。
每
夜
寐
ぬ
る
の
後
、
敬
卽
ち
來
り
て
相
親
し
む
を
夢
み
て
、
宛
も
平
生
の
若
し
。
遂
に
懷
姙
を
覺
え
、
經
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る
こ
と
十
七
箇
月
に
し
て
、
身
漸
く
重
き
も
產
ま
れ
ず
。
計
を
爲
す
を
知
ら
ず
、
將
に
鬼
胎
と
作
ら
ん
と
す
。
遂
に
佛
堂
に
入
り
、
金

剛
般
若
を
取
得
し
、
至
心
も
て
啓け

い

請し
や
うし

、
此
の
經
を
轉
讀
す
。
轉
經
す
る
時
每
に
、
精
意
も
て
發
願
す
。「
若
し
是
れ
懷
孕
な
ら
ば
、

早
に
平
安
な
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
。
若
し
是
れ
鬼
胎
な
ら
ば
、
早
に
銷
化
せ
ん
こ
と
を
乞
ふ
」
と
。
念
誦
の
力
に
因
り
て
、
漸
く
身
の
輕

き
を
覺
え
、
懷
く
所
の
鬼
胎
は
、
卽
ち
自

お
の
ず
から

散
滅
す
。
此
れ
よ
り
後
、
轉
ず
る
こ
と
更
に
精
懃
し
、
遂
に
常
に
受
持
し
、
今
に
至
る
も

絕
え
ず
。［
崇
福
寺
の
僧
の
釋
惠
遠
と
い
ふ
者
あ
り
、
其
の
兄
の
于う

く
わ
い翽	

時
に
梓
州
司
戶
に
任
ぜ
ら
る
。
因
り
て
此
に
來
至
し
、
親
ら
知

見
す
る
所
な
る
が
故
に
具
さ
に
焉
を
錄
す
。］

【
語
注
】

陵
州
仁
壽
縣･･･

現
在
の
四
川
省
眉
山
市
。

京
兆･･･

現
在
の
陝
西
省
西
安
市
に
あ
っ
た
郡
。　

表
兄･･･

父
の
姉
妹
、
ま
た
は
母
親
の
兄
弟
姉
妹
の
子
。
い
と
こ
。　

懷
孕･･･

妊
娠
。　

鬼
胎･･･

通
常
と
は
異
な
る
妊
娠
。
補
説
参
照
。　

啓
請･･･

法
会
の
際
に
そ
の
趣
旨
を
述
べ
て
、
仏
や
菩
薩
を
招
く
儀
式
を
行
う
こ
と
。

銷
化･･･

と
け
る
こ
と
。

崇
福
寺･･･

長
安
休
祥
坊
の
崇
福
寺
の
こ
と
。『
高
僧
伝
』
巻
二
「
周
西
京
広
福
寺
日
照
伝
」
の
注
に
、「
西
太
原
寺
後
改
西
崇
福
寺
」

と
あ
る
。　

司
戶･･･

県
の
戸
籍
、
銭
、
食
糧
、
財
産
等
を
管
理
す
る
役
職
。
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【
現
代
語
訳
】

　

前
の
陵
州
の
仁
寿
県
尉
で
あ
る
陳
恵
の
妻
は
王
氏
と
い
い
、
京
兆
の
人
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
王
氏
が
実
家
に
い
た
時
、（
母
方
の
）

従
兄
で
あ
る
褚
敬
に
、（
王
氏
を
）
ぜ
ひ
嫁
に
迎
え
た
い
と
請
わ
れ
て
い
た
。（
し
か
し
）
王
氏
の
父
母
は
褚
敬
と
の
結
婚
を
許
さ
な
か
っ

た
。
そ
の
褚
敬
は
繰
り
返
し
こ
う
言
っ
た
。「
も
し
も
私
の
妻
に
嫁
い
で
く
れ
な
か
っ
た
ら
、
鬼
と
な
っ
て
終
生
取
り
憑
い
て
や
る
。」

そ
の
後
（
王
氏
は
）
陳
恵
に
嫁
ぎ
、
何
年
後
か
に
褚
敬
は
と
う
と
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
王
氏
は
夫
（
陳
恵
）
に
随
っ
て
仁
寿
県

に
い
た
。
毎
晩
就
寝
後
に
、
褚
敬
が
夢
に
現
れ
、
親
し
く
接
し
て
い
て
、
ま
る
で
生
き
て
い
た
頃
の
よ
う
だ
っ
た
。
と
う
と
う
妊
娠
し

た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
十
七
ヶ
月
が
経
っ
て
も
、
お
腹
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
く
の
に
産
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ど
う
し

た
ら
い
い
か
が
分
か
ら
ず
、
鬼
胎
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
つ
い
に
仏
堂
に
入
る
と
『
金
剛
般
若
経
』
を
手
に
と
り
、
読
経
に
先

だ
っ
て
心
を
込
め
て
そ
の
趣
旨
を
申
し
述
べ
、
仏
を
招
き
、『
金
剛
般
若
経
』
を
転
読
し
た
。『
金
剛
般
若
経
』
を
転
読
す
る
た
び
に
気

持
ち
を
集
中
さ
せ
て
、「
も
し
本
物
の
妊
娠
な
ら
ば
、
早
め
の
安
産
を
願
う
。
も
し
鬼
胎
な
ら
ば
、
早
く
と
け
て
な
く
な
る
こ
と
を
乞

う
。」
と
発
願
し
た
。
そ
の
念
誦
の
力
に
よ
り
、
段
々
体
が
軽
く
な
る
と
感
じ
、
そ
の
孕
ん
で
い
た
鬼
胎
も
、
ひ
と
り
で
に
消
滅
し
た
。

そ
れ
以
降
、（『
金
剛
般
若
経
』
の
）
転
読
に
ま
す
ま
す
精
を
出
し
て
励
み
、
つ
い
に
常
に
（『
金
剛
般
若
経
』
を
）
受
持
し
て
、
い
ま

ま
で
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。［
崇
福
寺
の
僧
侶
、釈
恵
遠
と
い
う
者
、そ
の
兄
で
あ
る
于
翽
が
、時
に
梓
州
の
司
戸
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

そ
れ
で
こ
の
土
地
に
や
っ
て
き
て
、
近
く
に
い
た
た
め
、
つ
ぶ
さ
に
（
事
の
顛
末
を
）
記
録
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。］

【
補
説
】

〇
鬼
胎
に
つ
い
て
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本
話
は
『
太
平
広
記
』
巻
一
〇
三
に
も
類
似
の
説
話
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
も
「
鬼
胎
」
の
語
が
あ
る
。
宋
・
洪
邁
撰
『
夷
堅
支
癸
』

巻
第
八
「
楊
道
珍
医
」
に
、「
楊
爲
診
脈
、
而
曰:

『
此
非
好
孕
、
正
恐
是
鬼
胎
耳
。』
…
…
及
是
乃
産
一
物
、
小
如
拳
、
状
類
水
蛙
。

始
信
爲
鬼
胎
不
疑
」（
中
華
書
局
本
『
夷
堅
志
』）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
鬼
胎
」
は
、
生
ま
れ
る
前
か
ら
そ
の
よ
う
に
診
断
さ
れ
、
生

誕
後
も
「
水
蛙
」
の
よ
う
な
奇
怪
な
姿
を
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

　
「
鬼
胎
」
に
つ
い
て
は
、『
大
漢
和
辞
典
』
に
、「
①
鬼
物
か
ら
生
ま
れ
た
子
。
②
心
中
ひ
そ
か
に
お
そ
れ
を
抱
く
こ
と
。
懐
鬼
胎
を

見
よ
。
③
妊
娠
中
絶
の
際
に
、
卵
の
排
泄
が
遷
延
せ
ら
れ
、
子
宮
内
に
於
て
異
常
な
病
的
発
育
を
し
た
も
の
」
と
あ
る
。
本
説
話
で
は
、

十
七
ヶ
月
経
っ
て
も
生
ま
れ
な
い
と
い
う
異
常
現
象
か
ら
「
鬼
胎
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
『
日
本
霊
異
記
』中
巻
第
三
十
縁
に
、行
基
が
前
世
の
因
縁
を
引
き
継
い
で
生
ま
れ
た
子
供
を
見
抜
く
話
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
子
供
は
、

出
産
後
、
十
数
年
た
っ
て
も
歩
け
ず
、
お
乳
を
ね
だ
っ
て
泣
き
叫
び
、
物
を
食
ら
う
だ
け
だ
っ
た
。
行
基
の
説
法
中
に
も
泣
き
止
ま
な

い
の
で
、
行
基
は
そ
の
子
を
淵
に
投
げ
捨
て
る
よ
う
に
命
じ
、
母
が
そ
の
通
り
に
す
る
と
、
子
は
正
体
を
現
し
、「
惻
き
か
な
。
今
三

年
徴
り
食
は
む
に
」
と
言
っ
て
沈
ん
で
い
っ
た
。
行
基
は
、
母
親
が
前
世
で
負
債
を
返
済
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
債
権
者
が
子
と
し
て

生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
負
債
を
取
り
立
て
て
い
た
の
だ
、
と
説
明
す
る
。
こ
の
説
話
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
障
害
者
の
子
供
を
水
に
流
し

て
捨
て
た
民
俗
の
反
映
で
あ
る
と
す
る
説
（
米
山
孝
子
）
や
、
中
国
の
討
債
鬼
説
話
の
反
映
と
見
る
説
（
丸
山
顕
徳
）
な
ど
が
あ
る
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
で
は
「
鬼
胎
」
と
い
う
語
は
で
て
こ
な
い
が
、
生
ま
れ
た
子
供
が
生
ん
だ
母
親
に
害
を
及
ぼ
す
点
で
は
、「
鬼
胎
」

の
要
素
を
持
つ
説
話
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

18
．
向し

ょ
う
じ
ん
て
つ

仁
悊
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【
本
文
】

　

虢
［
孤
獲
反
］
州
朱
陽
縣
尉
向
仁
悊
、
河
內
人
也
。
去
龍
朔
年
中
、
從
雲
玄
運
米
向
遼
東
。
至
海
中
、
路
遇
惡
風
、
①
船
破
氛
氳
、

黑
暗
不
知
東
西
。
仁
悊
先
誦
得
金
剛
般
若
經
、晝
夜
至
心
、口
誦
不
輟
、略
記
可
得
三
百
餘
遍
。
忽
然
似
睡
、卽
有
一
僧
云
、「
緣
汝
誦
經
、

明
日
使
汝
等
著
岸
。」
須
臾
卽
明
、
日
影
出
水
之
上
、
遙
見
一
枝
有
似
馬
鞭
。
誦
經
轉
急
、
遂
卽
到
岸
。
同
船
六
十
餘
人
、
一
人
不
損
。

諸
船
漂
沒
略
盡
、
豈
非
般
若
力
乎
。［
邢
州
②
栢
仁
縣
令
隻
思
敬
所
說
。］

【
校
異
】

①　

船
（
校
石
日
）
―
般

②　

栢
（
校
石
高
日
）
―
指

【
訓
読
文
】

　

虢か
く

州
朱
陽
の
縣
尉
の
向
仁
悊
は
、
河
內
の
人
な
り
。
去
る
龍
朔
年
中
、
雲
玄
よ
り
米
を
運
び
て
遼
東
に
向
ふ
。
海
中
に
至
り
、
路
に

惡
風
に
遇
ひ
、
船
破
れ
て
氛
氳
と
し
て
、
黑
暗
に
し
て
東
西
を
知
ら
ず
。
仁
悊
先
ん
じ
て
金
剛
般
若
經
を
誦
へ
得
て
、
晝
夜
至
心
し
、

口
誦
輟
め
ず
、
略
〻
三
百
餘
遍
を
得
可
き
を
記
す
。
忽
然
と
し
て
睡
き
に
似
、
卽
ち
一
僧
有
り
て
云
ふ
、「
汝
の
誦
經
す
る
に
緣
り
、

明
日	

汝
等
を
し
て
岸
に
著つ

か
し
め
ん
」
と
。
須
臾
に
し
て
卽
ち
明
け
、
日
の
影	

水
の
上
に
出
で
、
遙
か
に
一
枝
の
馬
鞭
に
似
た
る
も

の
有
る
を
見
る
。
誦
經
轉
ず
る
こ
と
急
に
し
て
、
遂
に
卽
ち
岸
に
到
る
。
同
船
の
六
十
餘
人
、
一
人
も
損
は
ず
。
諸
船
は
漂
沒
し
て
略

〻
盡
く
れ
ば
、
豈
に
般
若
の
力
に
非
ざ
ら
ん
や
。［
邢
州
栢
仁
縣
令
の
隻
思
敬
の
說
く
所
な
り
。］
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【
語
注
】

虢
州
朱
陽
縣･･･

現
在
の
河
南
省
霊
宝
市
朱
陽
鎮
。　

河
內･･･
現
在
の
河
南
省
一
帯
。　

龍
朔･･･
西
暦
六
六
一
〜
六
六
三
。
唐
・
高
宗
の
世
。　

雲
玄･･･

石
・
日
に
は
「
霍
」
と
あ
る
。
地
名
と
思
わ
れ
る
が
未
詳
。　

遼
東･･･

現
在
の
遼
寧
省
。　

惡
風･･･

暴
風
。

氛
氳･･･

気
の
盛
ん
な
さ
ま
。
勢
い
の
よ
い
さ
ま
。

邢
州
栢
仁
縣･･･

現
在
の
河
北
省
邢
台
市
に
あ
っ
た
県
。『
旧
唐
書
』
巻
三
十
九
に
よ
る
と
、
天
寶
元
年
（
七
四
二
）
に
堯
山
県
に
改

め
ら
れ
た
。
栢
は
柏
に
同
じ
。

【
現
代
語
訳
】

　

虢
州
朱
陽
県
尉
の
向
仁
悊
は
、
河
内
の
人
で
あ
る
。
さ
る
龍
朔
年
中
、
雲
玄
か
ら
お
米
を
運
ん
で
遼
東
に
向
か
っ
た
。
海
中
に
至
っ

て
、
航
路
に
お
い
て
巨
大
な
暴
風
に
遭
い
、
船
が
破
れ
（
周
り
が
霧
で
）
朦
朧
と
し
て
、
暗
闇
の
な
か
行
く
先
を
知
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
向
仁
悊
は
ひ
と
ま
ず
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
誦
し
、
昼
夜
を
問
わ
ず
誠
心
を
こ
め
て
、
口
に
唱
え
る
こ
と
を
や
め
ず
、
お
よ

そ
の
記
憶
で
は
三
百
余
遍
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
突
然
眠
り
に
落
ち
た
よ
う
で
、
す
ぐ
さ
ま
あ
る
僧
侶
が
現
れ
て
言
っ
た
。「
あ
な

た
が
読
経
し
た
ゆ
え
に
、
明
日
あ
な
た
た
ち
を
着
岸
さ
せ
て
や
ろ
う
。」
た
ち
ま
ち
す
ぐ
に
明
る
く
な
り
、
太
陽
が
水
面
上
に
出
現
し
、

馬
の
鞭
に
似
た
一
本
の
枝
が
遠
く
に
み
え
た
。
読
経
が
速
く
な
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
岸
に
た
ど
り
着
い
た
。
同
じ
船
に
い
た
六
十
余
り
の
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人
は
、
誰
一
人
も
欠
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
た
く
さ
ん
の
船
が
漂
流
し
た
り
沈
没
し
た
り
、
殆
ど
亡
く
な
っ
た
な
か
、（
こ
の
よ
う

な
奇
跡
は
）
ま
さ
に
般
若
の
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。［
邢
州
、
栢
仁
県
令
、
隻
思
敬
に
よ
る
話
で
あ
る
。］

【
補
説
】

○
水
難
事
故
の
説
話

　
『
太
平
広
記
』
巻
一
〇
三
に
「
白、
仁
哲、
」
と
し
て
類
似
の
話
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
底
本
に
従
い
「
向
仁
悊
」
と
し
た
。『
金
剛

般
若
経
集
験
記
』
の
中
で
、
水
難
事
故
の
描
写
は
、「
19
．何
澋
」（『
太
平
広
記
』
巻
一
〇
三
に
類
話
）
に
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
船
上

で
暴
風
に
遭
う
が
、『
金
剛
般
若
経
』
の
お
か
げ
で
救
わ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
『
冥
報
記
』
に
は
、
水
難
事
故
の
描
写
が
、
上
巻
第
六
「
河
東
道
英
」、
十
一
「
厳
恭
」、
中
巻
十
二
「
蘇
長
」、
十
四
「
嘉

陵
江
」、
十
五
「
岑
文
」
に
見
ら
れ
る
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
の
中
で
、
水
難
事
故
に
遭
う
も
仏
の
加
護
で
救
わ
れ
る
と
い
う
説
話
は
、
上
巻
第
七
縁
、
下
巻
第
四
縁
、
下
巻
第

二
十
五
縁
、
下
巻
第
三
十
二
縁
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

　

上
巻
第
七
縁
は
、
い
わ
ゆ
る
亀
報
恩
譚
。
船
で
の
航
海
の
途
中
で
、
船
乗
り
に
海
中
に
投
げ
込
ま
れ
る
が
、
亀
に
救
わ
れ
る
。
下
巻

第
四
縁
で
は
悪
人
に
海
中
に
投
げ
込
ま
れ
る
が
「
方
広
大
乗
」
の
誦
経
に
よ
り
助
か
っ
た
と
す
る
も
の
。
下
巻
第
二
十
五
縁
と
下
巻
第

三
十
二
縁
で
は
、
漁
師
が
暴
風
で
難
破
し
て
、
釈
迦
仏
や
妙
見
菩
薩
に
祈
願
し
て
助
か
る
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。
漁
師
は
殺
生

を
行
う
職
業
の
ゆ
え
罪
業
を
抱
え
て
い
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。

　

中
国
説
話
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』・『
冥
報
記
』
と
も
、
罪
業
を
抱
え
て
い
る
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
水
中
で
遭
難
に
遭
う
の
だ
、

と
い
う
思
想
は
う
か
が
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
日
本
霊
異
記
』
の
二
話
に
は
、
漁
師
は
罪
深
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
現
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れ
て
い
る
。

　

な
お
、
山
上
憶
良
作
の
「
沈
痾
自
哀
文
」（『
万
葉
集
』
巻
第
五
）
に
は
、

昼
夜
に
河
海
に
釣
漁
す
る
者
す
ら
、
尚
ほ
慶
福
有
り
て
俗
を
経
る
を
全
く
す
。［
漁
夫
、
潜
女
、
各
勤
む
る
所
あ
り
、
男
は
手
に

竹
竿
を
把
り
て
能
く
波
浪
の
上
に
釣
り
、
女
は
腰
に
鑿
籠
を
帯
び
て
深
潭
の
底
に
潜
き
採
る
者
を
謂
ふ
］	（
講
談
社
文
庫
）

と
あ
る
。
漁
師
や
海
女
の
よ
う
に
海
産
物
を
採
取
し
て
生
計
を
立
て
て
い
る
者
は
、罪
深
い
は
ず
な
の
に
す
こ
や
か
に
暮
ら
し
て
い
る
、

と
い
う
憶
良
の
感
慨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

船
で
の
遭
難
自
体
、
頻
発
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
乗
船
し
て
い
る
人
の
罪
業
を
問
い
た
だ
す
の
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
特
徴
と

い
え
よ
う
。

19
．
何か

澋け
い

【
本
文
】

　

懷
州
武
德
縣
令
何
澋
、
常
誦
金
剛
般
若
經
。
天
授
二
年
、
因
假
入
洛
。
八
月
還
縣
、
驢
馬
九
箇
、
總
有
十
人
。
行
至
河
陽
、
正
逢
水

漲
橋
斷
、
行
旅
來
往
之
人
、
咸
以
船
渡
。
時
有
邢
［
音
形
］
州
平
鄕
縣
尉
陳
乾
福
、
亦
至
水
次
。
①
屬
仲
秋
月
②
暮
、
番
滿
兵
迴
、
人

有
歸
心
、
崩
騰
爭
上
。
何
・
陳
二
子
並
亦
上
船
。
陳
君
懼
船
將
重
、
却
下
衣
物
。
何
公
鞍
乘
既
多
、
因
而
遂
過
。
不
逾
一
二
十
步
、
船

卽
沉
沒
。
澋
私
心
念
、「
生
來
受
持
金
剛
般
若
、
今
日
豈
無
徵
乎
。」
澋
初
上
船
、
恐
船
搖
動
、
遂
以
手
把
角
䭾
索
［
蘇
洛
反
］。
一
從

水
沒
、
直
下
數
。
又
澋
時
有
姪
、
亦
先
在
船
。
船
覆
水
中
、
其
姪
得
上
船
底
。
湍
流
既
疾
崩
岸
、
又
高
岸
腹
縣
蘆
延
蔓
［
音
萬
］
于
水
。

澋
隨
浪
轉
、
攀
得
蘆
根
、
欲
去
復
留
、
逐
波
搖
蕩
。
覆
船
泛
直
趣
澋
邊
、
其
姪
攀
援
引
澋
而
上
。
水
浸
繩
急
、
手
入
繩
間
、
拔
手
既
難
、
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䭾
亦
隨
出
。
自
餘
人
馬
、
任
水
㳂
［
音
緣
］
洄
、
或
遇
淺
逢
、
查
殆
無
死
者
。
番
兵
向
餘
八
十
、
生
者
唯
有
一
人
。
斯
則
般
若
良
因
、

潛
加
拯
護
者
矣
。［
邢
州
平
鄕
縣
尉
陳
乾
福
所
說
。］

【
校
異
】

①　

屬
（
校
石
日
）
―
相
屬　

②　

暮
（
校
石
高
日
）
―
晦
暮　

【
訓
読
文
】

　

懷
州
武
德
縣
令
の
何
澋
、常
に
金
剛
般
若
經
を
誦
ふ
。
天
授
二
年
、假
に
因
り
て
洛
に
入
る
。
八
月	

縣
に
還
ら
ん
と
し
、驢
馬
九
箇
、

總
じ
て
十
人
有
り
。
行
き
て
河
陽
に
至
り
、
正
に
水
の
漲
り
橋
の
斷
ぜ
ら
る
る
に
逢
ひ
、
行
旅
來
往
の
人
、
咸み

な

船
を
以
て
渡
ら
ん
と
す
。

時
に
邢
州
平
鄕
縣
尉
の
陳
乾
福
と
い
ふ
も
の
有
り
、
亦
た
水
次
に
至
る
。
屬た

ま

〻た
ま

仲
秋
の
月
暮
れ
、
番
滿
の
兵
迴
ら
ん
と
し
、
人
に
歸
心

有
り
、
崩
騰
し
て
爭
ひ
て
上
る
。
何
・
陳
二
子
並
び
に
亦
た
船
に
上
る
。
陳
君	

船
の
將
に
重
か
ら
ん
と
す
る
を
懼
れ
、
衣
物
を
却
下
す
。

何
公
鞍
乘
す
る
も
の
既
に
多
く
、
因
り
て
遂
に
過
ぐ
。
一
二
十
步
を
逾
え
ず
、
船
卽
ち
沉
沒
す
。
澋
私
か
に
心
に
念
ふ
、「
生
來	

金
剛

般
若
を
受
持
す
る
も
、
今
日
豈
に
徵
無
か
ら
ん
や
」
と
。
澋
初
め
船
に
上
り
し
と
き
、
船
の
搖
動
す
る
を
恐
れ
、
遂
に
手
を
以
て
角
䭾

の
索
を
把
る
。
一
た
び
水
に
從
ひ
て
沒
す
れ
ば
、
直
だ
に
下
る
こ
と
數
〻
あ
り
。
又
澋
時
に
姪を

ひ

有
り
、
亦
た
先
に
船
に
在
り
。
船	

水

中
に
覆

く
つ
が
へり

、
其
の
姪
船
底
に
上
る
を
得
た
り
。
湍た

ん

流り
う

既
に
疾
く
し
て
岸
を
崩
さ
し
む
る
が
ご
と
く
、
又
高
岸
の
腹
に
縣
か
り
し
蘆あ

し	

水

に
延
蔓
す
。
澋	

浪
に
隨
ひ
て
轉
じ
、
蘆
の
根
を
攀
り
得
て
、
去
き
復
た
留
ま
ら
ん
と
欲
し
、
波
に
逐
は
れ
て
搖
蕩
す
。
覆
船
泛う

か

び
て

直
だ
に
澋
の
邊
に
趣
け
ば
、
其
の
姪	

攀
り
て
澋
を
援
引
し
て
上
ら
し
む
。
水	
繩
を
浸
す
こ
と
急
に
し
て
、
手	

繩
の
間
に
入
れ
ば
、
手
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を
拔
か
ん
と
す
る
も
既
に
難
く
、
䭾
も
亦
た
隨
ひ
て
出
で
し
な
ら
ん
。
自
餘
の
人
馬
は
、
水
に
任
せ
て
㳂
洄
し
、
或
い
は
淺
逢
に
遇
ひ
、

查し
ら

ぶ
れ
ば
殆
ど
死
す
る
者
無
し
。
番
兵
の
向
に
餘
す
も
の
八
十
、
生
く
る
者
唯
だ
一
人
有
る
の
み
。
斯
れ
則
ち
般
若
の
良
因
に
し
て
、

潛
か
に
拯
護
を
加
ふ
る
者
な
ら
ん
。［
邢
州
平
鄕
縣
尉
の
陳
乾
福
の
說
く
所
な
り
。］

【
語
注
】

懷
州
武
德
縣･･･

現
在
の
河
南
省
沁
陽
市
武
徳
鎮
。　

天
授･･･

武
周
の
武
則
天
（
則
天
武
后
）
の
元
号
。
六
九
〇
―
六
九
二
。
天
授
二
年
は
六
九
一
年
の
こ
と
。　

假･･･

暇
に
同
じ
。
休
暇
。　

洛･･･

洛
陽
。　

河
陽･･･

現
在
の
河
南
省
孟
州
市
。　

邢
州
平
鄕
縣･･･

現
在
の
河
北
省
邢
台
市
に
あ
る
県
。　

水
次･･･

船
の
停
泊
地
。　

仲
秋･･･

こ
こ
で
は
旧
暦
の
八
月
。　

番
滿･･･

番
役
（
賦
役
）
の
年
期
が
満
ち
て
、
交
代
す
る
。　

崩
騰･･･

奔
走
す
る
。

陳
君
、
何
公･･･

君
も
公
も
敬
称
で
あ
る
が
、
こ
の
説
話
中
で
県
令
の
何
澋
を
何
公
、
県
尉
の
陳
乾
福
を
陳
君
と
使
い
分
け
て
い
る
の

は
、
何
ら
か
の
区
別
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

角
䭾
索･･･

驢
馬
に
つ
け
た
荷
物
の
綱
。
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姪･･･

親
族
関
係
を
表
す
呼
称
。
男
兄
弟
の
子
を
指
す
。「
姪
女
」、「
姪
子
」
の
よ
う
に
性
別
に
よ
る
使
い
分
け
が
あ
る
。

湍
流･･･

急
流
。

攀･･･
引
っ
張
る
。
つ
か
む
。

自
餘･･･
そ
の
他
、
そ
れ
以
外
。　

㳂
洄･･･

「
㳂
」
は
「
沿
」
の
俗
字
。
沿
洄
に
同
じ
。
川
の
流
れ
に
従
っ
た
り
、
逆
ら
っ
た
り
す
る
。

拯
護･･･

救
護
す
る
。

【
現
代
語
訳
】

　

懐
州
武
徳
県
令
で
あ
る
何
澋
は
、
常
に
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
ん
で
い
た
。
天
授
二
年
、
休
み
が
あ
っ
て
上
洛
し
た
。
八
月
武
徳
県

に
戻
り
、
驢
馬
は
合
わ
せ
て
九
頭
、
総
勢
十
人
で
あ
っ
た
。
河
陽
に
さ
し
か
か
っ
た
際
、
ち
ょ
う
ど
水
か
さ
が
増
え
、
橋
が
切
れ
、
往

来
す
る
人
々
は
み
な
、
船
で
渡
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
邢
州
平
郷
県
尉
で
あ
る
陳
乾
福
も
水
辺
に
着
い
て
い
た
。
時
は

仲
秋
の
終
わ
り
、
交
代
制
の
任
務
の
任
期
が
満
了
し
た
兵
士
ら
が
（
故
郷
に
）
戻
り
、
人
々
が
帰
途
に
つ
き
た
い
一
心
で
、
流
れ
込
む

よ
う
に
（
競
っ
て
船
に
）
乗
ろ
う
と
し
て
い
た
。
何
氏
と
陳
氏
の
二
人
も
船
に
乗
ろ
う
と
し
て
い
た
。
陳
君
は
船
が
重
く
な
る
の
を
恐

れ
て
、
衣
服
な
ど
の
荷
物
を
卸
し
た
。
何
公
は
荷
馬
な
ど
の
数
が
多
く
、
そ
れ
で
そ
の
ま
ま
乗
っ
た
。
十
、二
十
歩
の
距
離
も
過
ぎ
な

い
う
ち
に
、
船
が
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。
何
澋
は
心
に
こ
う
思
っ
た
。「
日
頃
『
金
剛
般
若
経
』
を
受
持
し
て
お
り
、
今
日
は
な
ん
の
徴

も
な
い
の
か
。」
何
澋
が
最
初
船
に
乗
っ
た
時
、
船
が
揺
れ
る
の
を
恐
れ
て
、
し
ま
い
に
手
と
荷
馬
を
固
定
さ
せ
た
。
水
没
し
て
か
ら
、

す
ぐ
さ
ま
（
船
が
）
ど
ん
ど
ん
沈
ん
で
い
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
時
何
澋
に
は
お
い
が
い
て
、
彼
も
既
に
船
に
乗
っ
て
い
た
。
船
が
川
に

転
覆
し
、
そ
の
お
い
は
（
転
覆
し
た
船
の
）
船
底
に
上
が
る
こ
と
が
で
き
た
。
急
流
が
す
で
に
速
く
な
り
岸
を
崩
す
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
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た
高
い
岸
の
中
腹
か
ら
懸
か
る
葦
が
水
に
広
が
っ
て
い
た
。
何
澋
は
波
に
身
を
任
せ
て
グ
ル
グ
ル
と
回
り
、
葦
の
根
を
掴
む
こ
と
が
で

き
、い
っ
た
り
き
た
り
、波
に
随
い
揺
れ
て
い
た
。
転
覆
し
た
船
は
真
っ
直
ぐ
に
何
澋
の
側
に
漂
っ
て
い
き
、そ
の
お
い
は
何
澋
を
引
っ

張
っ
て
引
き
上
げ
た
。
水
に
浸
し
た
縄
が
き
つ
く
、
そ
の
縄
の
間
に
手
が
入
っ
て
お
り
、
手
を
抜
く
こ
と
は
す
で
に
難
し
く
、
荷
物
と

と
も
に
流
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
が
（
そ
う
と
は
な
ら
な
か
っ
た
）。
残
り
の
人
馬
は
、
水
（
の
流
れ
）
に
任
せ
あ
ち
こ
ち
に

流
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
浅
瀬
に
た
ど
り
着
い
た
り
し
た
が
、
調
べ
た
と
こ
ろ
、
殆
ど
死
者
が
出
て
い
な
か
っ
た
。（
し
か
し
）
八
十

人
あ
ま
り
い
た
交
代
制
の
任
務
の
任
期
が
満
了
し
た
兵
士
ら
は
、生
存
者
が
た
だ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
や
は
り
『
金
剛
般
若
経
』

の
お
陰
で
、
密
か
に
救
護
し
た
の
で
あ
ろ
う
。［
邢
州
の
平
郷
県
尉
、
陳
乾
福
に
よ
る
話
で
あ
る
。］

【
補
説
】

な
し

【
本
文
】

　

贊
曰
、
禪
慧
之
門
、
菩
提
之
路
、
無
行
無
得
、
唯
救
唯
護
。
三
界
歸
依
、
四
生
開
悟
、
一
切
苦
厄
、
乘
茲
永
度
。

【
校
異
】

な
し

【
訓
読
文
】
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贊
に
曰
く
、
禪
慧
の
門
、
菩
提
の
路
は
、
無
行
無
得
に
し
て
、
唯た

だ
救	

唯
だ
護
な
り
。
三
界	

歸
依
す
れ
ば
、
四
生	

開
悟
し
、
一
切

の
苦
厄
は
、
茲こ

れ
に
乘
じ
て
永
度
せ
ん
。

【
現
代
語
訳
】

　

賛
に
言
う
こ
と
に
は
、
禅
定
と
智
慧
に
向
か
う
門
と
、
仏
の
悟
り
へ
の
路
は
、
一
切
変
わ
る
こ
と
な
く
、
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
な
い

境
地
の
中
に
あ
り
、（
衆
生
の
）
救
済
と
（
仏
の
）
加
護
だ
け
が
あ
る
の
で
あ
る
。（
衆
生
が
輪
廻
転
生
す
る
）
三
界
の
世
界
に
帰
依
す

れ
ば
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
は
悟
り
を
開
き
、
一
切
の
苦
厄
か
ら
、
永
遠
に
悟
り
の
彼
岸
に
渡
る
の
で
あ
る
。

【
語
注
】

禪
慧･･･

禅
定
と
智
慧
。

無
行
無
得･･･

玄
奘
訳
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
第
三
七
八
に
、「
謂
菩
薩
摩
訶
薩
於
如
是
一
切
法
。
無
行
無
得
無
説
無
示
」（
大
正

蔵
六
、九
五
五
ｃ
）
な
ど
と
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。「
空
」
の
境
地
を
い
う
。
い
っ
さ
い
移
り
変
わ
る
も
の
も
な
く
（
無
行
）、

な
に
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
境
地
（
無
得
）
の
こ
と
を
言
う
か
。

三
界･･･

欲
・
色
・
無
色
界
。
衆
生
が
輪
廻
転
生
す
る
三
つ
の
世
界
。

四
生･･･

胎
生
・
卵
生
・
湿
生
・
化
生
。
生
物
を
そ
の
生
ま
れ
方
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
。

開
悟･･･

悟
り
を
開
く
。

【
補
説
】
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な
し

【
本
文
】

延
壽
篇
第
二
［
幷
序
十
二
章
］

　

夫
積
善
餘
慶
、
積
惡
餘
殃
。
李
耳
①
延
年
、
爲
入
重
玄
之
境
、
彭
鏗
［
苦
耕
反
］
久
壽
、
還
遊
衆
妙
之
門
。
況
乎
不
去
不
來
、
固
超

於
三
際
、
不
生
不
滅
、
豈
計
於
千
齡
［
音
靈
］。
如
能
四
偈
受
持
、
一
念
清
信
。
積
塵
積
劫
、
喻
壽
量
而
非
多
。
無
數
無
邊
、
等
虛
空

而
共
永
。
集
其
休
徵
可
驗
者
、
列
爲
延
壽
之
篇
。

【
校
異
】

①　

延
年
（
石
高
日
）
―
年

【
訓
読
文
】

　

夫
れ
積
善
餘
慶
、
積
惡
餘よ

お
う殃

な
り
。
李
耳
は
延
年
に
し
て
、
爲た

め

に
重
玄
の
境
に
入
り
、
彭ほ

う
こ
う鏗

は
久
壽
に
し
て
、
還
た
衆
妙
の
門
に
遊

ぶ
。
況
ん
や
不
去
不
來
、
固
よ
り
三
際
を
超
へ
、
不
生
不
滅
、
豈
に
千
齡
を
計
ふ
る
を
や
。
如
し
能
く
四
偈
受
持
す
れ
ば
、
一
念
清
信

た
り
。
積
塵
積
劫
な
る
も
、
壽
量
に
喻
ふ
れ
ば
而
ち
多
き
に
非
ず
。
無
數
無
邊
な
る
も
、
虛
空
に
等
し
け
れ
ば
而
ち
を
共
に
永
す
。
其

の
休
徵
の
驗
す
可
き
者
を
集
め
て
、
列
べ
て
延
壽
の
篇
と
爲
す
。

【
語
注
】
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餘
慶
、
餘
殃･･･

余
慶
は
先
祖
の
善
行
の
恩
恵
が
子
孫
に
残
る
こ
と
、
余
殃
は
先
祖
の
悪
事
の
報
い
が
子
孫
に
残
る
こ
と
。『
易
経
』

坤
卦
に
「
積
善
之
家
、
必
有
餘
慶
。
積
不
善
之
家
、
必
有
餘
」
と
あ
る
。　

李
耳･･･
老
子
。　

重
玄
之
境･･･
重
玄
は
『
老
子
』
第
一
章
「
玄
之
又
玄
」
の
こ
と
。
奥
深
い
上
に
さ
ら
に
奥
深
い
さ
ま
。　

彭
鏗･･･

彭
祖
と
も
い
う
。
夏
の
尭
の
時
代
の
人
で
、
伝
説
上
の
仙
人
。
長
寿
で
あ
っ
た
。

衆
妙
之
門･･･

す
べ
て
の
物
の
根
源
。『
老
子
』
第
一
章
に
「
玄
之
又
玄
、
衆
妙
之
門
」
と
あ
る
。

不
去
不
來･･･

「
八
不
中
道
」
の
一
つ
。
何
事
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
境
地
の
こ
と
。
具
体
的
に
は
、不
生
・
不
滅
・
不
断
・
不
常
・

不
一
・
不
異
・
不
去
・
不
来
を
い
う
。
多
く
の
経
典
に
登
場
す
る
。『
大
智
度
論
』（
龍
樹
造
、
鳩
摩
羅
什
訳
）
に
は
、「
不
生
不
滅　

不
斷
不
常　

不
一
不
異　

不
去
不
來　

因
縁
生
法　

滅
諸
戲
論　

佛
能
説
是　

我
今
當
禮
」（
大
正
蔵
二
十
五
、九
七
ｂ
）
と
あ
る
。

三
際･･･

過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
つ
の
時
。

不
生
不
滅･･･

「
不
去
不
来
」と
同
じ
く「
八
不
中
道
」の
一
つ
。
執
着
を
離
れ
た
正
し
い
境
地
の
こ
と
。『
金
剛
上
味
陀
羅
尼
経
』に
、「
佛

言
。
文
殊
師
利
。
一
切
法
畢
竟
不
行
。
亦
非
不
行
不
去
不
來
不
生
不
滅
不
住
不
著
」（
大
正
蔵
二
十
一
、八
五
二
ａ
）な
ど
の
用
例
が
あ
る
。

千
齡･･･

千
年
も
の
長
い
年
月
。

四
偈･･･

「
偈
」は「
頌
」と
も
い
い
、仏
を
た
た
え
る
詩
句
。「
四
偈
」は
四
句
か
ら
な
る
詩
。
こ
こ
で
は
、鳩
摩
羅
什
訳『
金
剛
般
若
経
』

の
「
四
句
偈
」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。「
持
於
此
經
乃
至
四
句
偈
等
。
受
持
讀
誦
爲
人
演
説
其
福
勝
彼
。
云
何
爲
人
演
説
。
不
取
於
相

如
如
不
動
。
何
以
故　

一
切
有
爲
法　

如
夢
幻
泡
影　

如
露
亦
如
電　

應
作
如
是
觀
」（
大
正
蔵
八
、七
五
二
ｂ
）

清
信･･･

清
浄
な
信
心
。

積
塵
積
劫･･･

積
塵
は
塵
の
よ
う
に
僅
か
な
時
間
を
積
み
上
げ
る
こ
と
、
積
劫
は
限
り
な
く
長
い
時
間
を
積
み
上
げ
る
こ
と
。
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無
數
無
邊･･･

数
限
り
な
く
、
広
く
限
り
な
い
さ
ま
。

休
徵･･･

吉
祥
の
前
兆
。　

【
現
代
語
訳
】

　

そ
も
そ
も
善
行
を
積
め
ば
（
そ
の
報
い
と
し
て
）
子
孫
に
ま
で
良
い
事
が
あ
り
、
悪
行
を
重
ね
れ
ば
（
そ
の
報
い
と
し
て
）
子
孫
に

ま
で
災
い
が
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
老
子
は
年
を
取
っ
て
か
ら
き
わ
め
て
奥
深
い
境
地
に
至
り
、
彭
祖
は
長
寿
を
な
し
、
か
え
り
み
て
霊
妙

な
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
根
源
に
遊
ん
で
い
る
。
ま
し
て
や
、（
八
不
の
う
ち
の
）
去
る
の
で
も
な
い
来
る
の
で
も
な
い
真
実
の
境
地

に
い
て
、
も
と
よ
り
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
を
超
越
し
、（
八
不
の
う
ち
の
）
生
滅
を
超
越
し
た
悟
り
の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
は
、

な
ん
と
千
年
の
よ
わ
い
を
数
え
る
ほ
ど
（
限
り
な
く
す
ば
ら
し
い
こ
と
）
で
は
な
い
か
。

　

も
し
、（『
金
剛
般
若
経
』
の
）
四
つ
の
偈
頌
を
し
っ
か
り
記
憶
す
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
に
清
浄
な
信
心
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
塵
の
よ

う
な
き
わ
め
て
微
細
な
も
の
が
積
も
っ
て
も
、
何
劫
も
の
膨
大
な
時
間
が
積
み
重
な
っ
て
も
、
寿
命
が
長
く
て
も
、
そ
れ
と
は
関
係
な

く
、
多
く
の
時
を
経
な
い
（
で
悟
り
に
到
達
す
る
）
こ
と
に
喩
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
（
仏
の
教
え
が
）
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
量
で
果

て
し
が
な
い
こ
と
は
、
空
間
の
広
が
り
に
終
わ
り
が
な
い
こ
と
と
、
時
間
が
永
遠
で
あ
る
こ
と
に
等
し
い
。
そ
れ
ら
の
め
で
た
い
出
来

事
で
霊
験
の
確
か
に
現
れ
た
も
の
を
集
め
、
そ
れ
を
な
ら
べ
て
延
寿
篇
と
す
る
。

【
補
説
】

な
し
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20
．
陳
公
の
大
夫
人
（
豆
盧
氏
）

【
本
文
】

　

唐
臨
冥
報
記
曰
、陳
公
大
夫
人
豆
盧
氏
、芮
公
寬
之
姉
也
。夫
人
信
福
、誦
金
剛
般
若
經
。未
盡
於
卷
一
紙
、許
久
而
不
徹
。後
日
黃
昏
時
、

忽
然
頭
痛
、
四
體
不
安
、
夜
臥
逾
甚
。
夫
人
自
念
、「
儻
死
、
遂
不
得
經
竟
。」
欲
起
誦
之
、
而
堂
燭
①
已
滅
。
夫
人
因
起
、
命
婢
燃
燭
。

須
臾
婢
還
、「
厨
中
無
火
。」
夫
人
命
開
門
、
家
人
坊
取
之
、
又
無
其
火
。
夫
人
深
益
嘆
恨
。
忽
庭
中
有
自
然
火
燭
、
上
堦
來
入
堂
內
。

至
于
床
前
、
去
地
三
尺
許
、
而
無
人
執
、
光
明
若
晝
。
夫
人
驚
起
、
頭
痛
亦
愈
、
卽
取
經
誦
之
。
有
頃
家
人
、
鑽
燧
得
火
。
燃
燭
入
堂

中
、
其
光
卽
滅
。
便
以
此
夜
誦
經
竟
之
。
自
此
日
誦
五
遍
、
以
爲
常
度
。
後
芮
公
將
死
、
夫
人
往
視
。
公
謂
夫
人
曰
、「
吾
姉
誦
經
之
福
、

壽
當
百
歲
、
生
好
處
也
。」
夫
人
至
今
尚
康
、
年
八
十
矣
。［
夫
人
自
向
唐
臨
㛐
說
］

【
校
異
】

①　

已
（
石
日
）
―
巳

【
訓
読
文
】

　

唐
臨
の
冥
報
記
に
曰
く
、
陳
公
の
大
夫
人
の
豆と

う

盧ろ

氏
は
、
芮ぜ

い

公こ
う

寬か
ん

の
姉
な
り
。
夫
人
は
福
を
信
じ
、
金
剛
般
若
經
を
誦
ふ
。
未
だ
卷

一
紙
を
盡
く
さ
ず
、
許し

ば
ら
く久

す
る
も
徹
せ
ず
。
後
日
黃
昏
の
時
、
忽
然
と
し
て
頭
痛
み
、
四
體
安
ら
か
な
ら
ず
、
夜
臥
す
る
も
逾
〻
甚
だ

し
。
夫
人
自
ら
念
ふ
、「
儻
し
死
す
れ
ば
、遂
に
經
の
竟を

ふ
る
を
得
ざ
ら
ん
」
と
。
起
き
て
之
を
誦
へ
ん
と
欲
す
る
も
、堂
燭
已
に
滅
す
。

夫
人
因
り
て
起
き
、
婢
に
命
じ
て
燭
を
燃
や
さ
し
め
ん
と
す
。
須
臾
に
し
て
婢
還
り
、「
厨
中
に
火
無
し
」
と
。
夫
人	

命
じ
て
門
を
開
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き
、
家
人
の
坊
に
之
を
取
ら
し
め
ん
と
す
る
も
、
又
其
の
火
無
し
。
夫
人
深
く
益
〻
嘆
恨
す
。
忽
ち
庭
中
に
自
然
に
し
て
火
の
燭
る
こ

と
有
り
、
堦
を
上
り
て
堂
內
に
來
入
す
。
床
前
に
至
り
、
地
を
去
る
こ
と
三
尺
許ば

か
り、

而
れ
ど
も
人
の
執
る
も
の
無
く
、
光
明	

晝
の
若
し
。

夫
人
驚
起
す
れ
ば
、
頭
痛
も
亦
た
愈
え
、
卽
ち
經
を
取
り
て
之
を
誦
ふ
。
頃

し
ば
ら
く

有
り
て
家
人
あ
り
、
鑽さ

ん

燧す
い

し
て
火
を
得
た
り
。
燭
を
燃

や
し
て
堂
中
に
入
れ
ば
、
其
の
光
卽
ち
滅
す
。
便
ち
此
の
夜
を
以
て
誦
經
し
て
之
を
竟
ふ
。
此
の
日
よ
り
誦
ふ
る
こ
と
五
遍
、
以
て
常

度
と
爲
す
。
後	
芮
公
將
に
死
せ
ん
と
し
、
夫
人
往
き
て
視
る
。
公	

夫
人
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
吾
が
姉
の
經
を
誦
ふ
る
の
福
は
、
壽
は

當
に
百
歲
な
る
べ
く
、
好
處
に
生
ま
れ
ん
」
と
。
夫
人
今
に
至
る
も
尚
康
に
し
て
、
年
八
十
な
り
。［
夫
人
自
ら
唐
臨
の
㛐

あ
に
よ
めに

向
ひ
て

說
く
］

【
語
注
】

陳
公･･･

竇
抗
（
字
は
道
生
。
？
―
六
二
一
）
の
こ
と
。
洛
州
総
管
・
陳
国
公
竇
栄
定
の
子
。
隋
の
文
帝
の
外
甥
。

大
夫
人･･･

正
夫
人
。

豆
盧･･･

複
姓
。

芮
公
寬･･･

豆
盧
寬
、
字
は
僧
奴
、
隋
の
文
帝
の
外
甥
。
五
八
二
―
六
五
〇
。
貞
観
中
、
礼
部
尚
書
と
な
る
。
芮
国
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

許
久･･･

し
ば
ら
く
、
永
ら
く
。

堦･･･

き
ざ
は
し
。「
階
」
に
同
じ
。

家
人
坊･･･

家
人
は
家
族
、坊
は
房（
部
屋
）の
こ
と
。
家
族
の
部
屋
の
こ
と
か
。
な
お
、『
法
苑
珠
林
』巻
十
八
・
敬
法
篇
感
応
縁
で
は「
夫

人
開
門
於
家
人
房
取
之
（
夫
人	

門
を
開
き
て
家
人
の
房
に
於
て
之
を
取
ら
ん
と
す
）」
と
す
る
。

鑽
燧･･･

火
を
起
こ
す
。
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尚
康･･･

健
康
。

㛐･･･
あ
に
よ
め
。
㛮
の
俗
字
。　

【
現
代
語
訳
】

　

唐
臨
の『
冥
報
記
』所
収
の
話
で
あ
る
。
陳
公
大
夫
人
豆
盧
氏
は
、芮
公
寬
の
姉
で
あ
る
。
夫
人（
豆
盧
氏
）は（
仏
教
の
）福
徳
を
信
じ
、

『
金
剛
般
若
経
』を
読
誦
し
て
い
た
。未
だ
に
一
巻
を
読
み
終
わ
ら
ず
に
一
頁
ほ
ど
を
残
し
た
ま
ま
、長
ら
く
完
読
せ
ず
に
い
た
。そ
の
後
、

い
つ
か
の
黄
昏
時
に
、
突
然
頭
が
痛
み
、
体
中
の
具
合
が
悪
く
な
り
、
夜
、
横
に
な
る
際
は
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
っ
た
。
夫
人
は
自
ら

呟
き
、「
も
し
も
（
こ
の
ま
ま
）
死
ん
だ
ら
、
最
後
ま
で
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
み
終
わ
ら
ず
終
い
に
な
る
」
と
。
起
き
上
が
り
『
金

剛
般
若
経
』
を
読
も
う
と
す
る
が
、
し
か
し
堂
の
蝋
燭
が
す
で
に
消
え
て
い
た
。
夫
人
は
こ
れ
で
起
き
、
下
女
に
蝋
燭
に
火
を
つ
け
る

よ
う
に
命
じ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
下
女
が
戻
り
、「
台
所
に
は
も
う
火
が
な
か
っ
た
」
と
の
こ
と
。
夫
人
は
門
を
開
け
る
こ
と
を
命
じ
、

家
人
の
部
屋
か
ら
（
火
を
）
取
ろ
う
と
し
た
が
、
ま
た
も
や
火
が
な
か
っ
た
。
夫
人
は
深
く
ま
す
ま
す
（『
金
剛
般
若
経
』
を
読
み
切

ら
な
い
こ
と
を
）
嘆
き
後
悔
し
た
。
突
然
、
ひ
と
り
で
に
庭
に
火
が
灯
り
、
階
段
を
上
っ
て
堂
に
入
っ
て
き
た
。
床
の
前
ま
で
に
至
り
、

地
面
か
ら
三
尺
ほ
ど
の
高
さ
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
し
か
し
だ
れ
か
が
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
明
る
く
光
り
ま
る
で
白
昼
の
よ
う

だ
っ
た
。
夫
人
は
驚
い
て
起
き
る
と
、
頭
痛
が
癒
え
、
す
ぐ
さ
ま
『
金
剛
般
若
経
』
を
手
に
取
り
読
誦
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
家

人
が
木
や
石
な
ど
を
き
り
も
み
し
て
火
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
た
。
蝋
燭
を
灯
し
て
堂
に
入
っ
た
ら
、そ
の
（
地
面
か
ら
浮
い
て
い
た
）

火
が
す
ぐ
さ
ま
消
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
そ
の
夜
は
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
以
降
一
日
五
遍
『
金
剛
般

若
経
』
を
読
誦
し
、そ
れ
を
日
課
に
し
て
い
た
。
後
に
（
弟
の
）
芮
公
寬
が
亡
く
な
る
際
に
、夫
人
（
姉
の
豆
盧
氏
）
が
見
舞
い
に
い
っ

た
。
芮
公
寬
は
夫
人
に
こ
う
い
っ
た
。「
我
が
姉
が
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
誦
し
た
（
仏
教
の
）
福
徳
に
よ
り
、
寿
命
が
百
歳
に
な
り
、
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来
世
は
よ
い
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。」
夫
人
は
い
ま
も
な
お
健
康
で
あ
り
、
年
は
八
十
で
あ
る
。［
夫
人
自
ら
唐
臨
の
兄
嫁
に
説

い
た
話
で
あ
る
。］

【
補
説
】

○
『
冥
報
記
』『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』『
日
本
霊
異
記
』
の
関
係

　
『
法
苑
珠
林
』
巻
第
十
八
・
敬
法
篇
感
応
縁
に
、
ほ
ぼ
同
様
の
話
が
見
ら
れ
る
。
出
典
は
「
出
冥
報
記
」
と
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
説
話
は
、
冒
頭
に
「
唐
臨
の
冥
報
記
に
曰
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
冥
報
記
』
中
巻
第
十
八
「
太
夫
人
伝
」
に
も
ほ
ぼ

同
様
の
説
話
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
採
取
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
先
行
文
献
と
し
て
『
冥

報
記
』
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
景
戒
も
、『
冥
報
記
』
参
照
の
上
に
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
が

作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
て
、『
日
本
霊
異
記
』
を
撰
述
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
九
縁
に
は
、「
河
東
の
練
行
の
尼
」
の
引
用
が
あ
り
、
こ
れ
は
『
冥
報
記
』
上
巻
第
四
を
踏
ま
え
て
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
中
巻
第
二
十
四
縁
に
は
、「
大
唐
の
徳
玄
」
の
言
及
が
あ
り
、こ
れ
は
明
ら
か
に
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
説
話
を
参
照
し
、

踏
ま
え
て
い
る
（
救
護
篇
３.

竇
德
玄
）。
日
中
の
三
つ
の
書
物
の
関
係
性
は
、
さ
ら
に
注
目
が
寄
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

21
．
僧
琰
師

【
本
文
】

　

蕭
瑀
金
剛
般
若
經
靈
驗
記
曰
、
隋
朝
招
提
寺
僧
琰
師
、
初
作
沙
彌
時
、
有
相
師
語
琰
云
、「
阿
師
、
子
大
①
聰
明
智
慧
、
無
那
相
命
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全
短
。」
琰
聞
此
語
、
遂
諮
諸
大
德
、
脩
何
功
德
而
得
延
壽
。
大
德
等
共
議
、
依
如
來
敎
、
受
持
金
剛
般
若
經
、
功
德
最
大
。
若
能
依

法
受
持
、
必
得
延
壽
。
琰
時
奉
命
卽
入
山
、
受
持
金
剛
般
若
經
。
五
年
出
山
、
更
見
前
所
相
者
。
云
、「
法
師
比
來
脩
何
功
德
。
得
長

壽
殊
相
、
頓
能
如
此
。」
琰
說
「
前
者
被
相
短
壽
、
入
山
受
持
金
剛
般
若
、
更
無
餘
業
。」
因
茲
功
德
、
遂
爲
大
德
。
法
師
年
過
九
十
。

【
校
異
】

①　

聰
（
校
石
高
日
珠
）
─
聽

【
訓
読
文
】

　

蕭
瑀
の
金
剛
般
若
經
靈
驗
記
に
曰
く
、
隋
朝
招
提
寺
の
僧
琰
師
、
初
め
て
沙
彌
と
作
り
し
時
、
相
師
有
り
て
琰
に
語
り
て
云
ふ
、「
阿

師
よ
、
子
は
大
い
に
聰
明
智
慧
あ
る
も
、
那い

か
んと

も
す
る
こ
と
無
か
ら
ん	

命
を
相み

る
に
全
く
短
き
は
」
と
。
琰	

此
の
語
を
聞
き
、
遂
に

諸
を
大
德
に
諮と

ふ
、
何
の
功
德
を
脩
む
れ
ば
而す

な
はち

延
壽
を
得
た
る
か
と
。
大
德
等
共
議
し
、
如
來
の
敎
に
依
り
、
金
剛
般
若
經
を
受
持

す
れ
ば
、功
德
は
最
も
大
な
り
。若
し
能
く
法
に
依
り
て
受
持
す
れ
ば
、必
ず
延
壽
を
得
ん
と
。琰	

時
に
命
を
奉
じ
て
卽
ち
山
に
入
る
に
、

金
剛
般
若
經
を
受
持
す
。
五
年
に
し
て
山
よ
り
出
で
、
更
に
前
の
相
る
所
の
者
と
見あ

ふ
。
云
ふ
、「
法
師
は
比
來	

何
の
功
德
を
脩
め
た

る
か
。
長
壽
の
殊
相
を
得
た
る
は
、
頓に

は

か
に
能
く
此
の
如
か
ら
ん
」
と
。
琰
說
く
ら
く
「
前さ

き
に者

短
壽
と
相
ら
る
れ
ば
、
山
に
入
り
て
金

剛
般
若
を
受
持
し
、
更
に
餘
業
無
し
」
と
。
茲
の
功
德
に
因
り
て
、
遂
に
大
德
と
爲
る
。
法
師
は
年	

九
十
を
過
ゆ
。

【
語
注
】

招
提
寺･･･

『
法
苑
珠
林
』
巻
六
十
二
で
は
「
梁
州
招
提
寺
」
と
す
る
。
ま
た
、
清
・
周
克
復
『
金
剛
経
持
験
』
上
巻
で
も
類
似
の
話
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が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
長
安
招
提
寺
」
と
す
る
。

沙
彌･･･

始
め
て
仏
門
に
入
っ
た
修
行
者
。

相
師･･･
人
相
占
い
師
。

阿
師･･･
僧
を
指
す
こ
と
ば
。

相
命･･･

相
は
占
い
を
す
る
こ
と
。

無
那･･･

無
如
何
と
同
じ
。
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

大
德･･･

高
僧
。

比
來･･･

こ
の
ご
ろ
。

【
現
代
語
訳
】

　

蕭
瑀
の
『
金
剛
般
若
経
霊
験
記
』
所
収
の
話
で
あ
る
。
隋
朝
の
招
提
寺
僧
の
琰
師
は
、
沙
弥
に
な
っ
て
間
も
な
い
頃
に
、
あ
る
占
い

師
が
琰
に
語
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
僧
よ
、
あ
な
た
は
と
て
も
聡
明
で
智
慧
が
あ
る
が
、
寿
命
を
相み

る
と
ど
う
し
よ
う
も
な
く
短
命
で

あ
る
。」
琰
は
そ
の
言
葉
を
き
き
、
そ
れ
で
数
人
の
大
徳
に
ど
う
い
う
功
徳
を
修
め
れ
ば
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と

相
談
し
た
。
大
徳
た
ち
は
共
議
し
、
如
来
の
教
え
に
従
い
、『
金
剛
般
若
経
』
を
受
持
す
れ
ば
、
最
大
の
功
徳
が
得
ら
れ
る
。
も
し
仏

法
に
従
っ
て
受
持
で
き
た
ら
、
必
ず
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
（
と
言
っ
た
）。
琰
は
そ
こ
で
示
唆
通
り
す
ぐ
さ
ま
入
山
し
、『
金

剛
般
若
経
』
を
受
持
し
た
。
五
年
た
っ
て
出
山
し
、
再
び
以
前
寿
命
を
相
た
者
に
逢
っ
た
。「
法
師
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
功
徳
を

修
め
て
き
た
の
で
す
か
。
素
晴
ら
し
き
（
希
に
み
る
）
長
寿
の
（
人
）
相
が
得
ら
れ
る
と
は
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
た

の
で
し
ょ
う
か
。」
と
言
わ
れ
た
。
琰
は
こ
う
説
い
た
。「
以
前
、
短
命
だ
と
占
わ
れ
、
入
山
し
『
金
剛
般
若
経
』
を
受
持
し
た
の
み
で
、
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そ
の
ほ
か
の
こ
と
は
何
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。」
そ
の
功
徳
の
お
か
げ
で
、
と
う
と
う
大
徳
に
ま
で
な
っ
た
。
法
師
は
九
十
過
ぎ
ま
で

生
き
て
い
た
。

【
補
説
】

○
山
林
修
行
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　

本
話
は
、『
法
苑
珠
林
』
巻
第
六
十
二
・
占
相
篇
に
類
話
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
出
梁
高
僧
伝
」
と
あ
る
が
、
現
存
す
る
梁
・

慧
皎
撰
『
高
僧
伝
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
逸
文
と
思
わ
れ
る
。

　

僧
琰
師
は
占
い
師
か
ら
短
命
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
山
に
入
っ
て
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
誦
す
る
修
行
を
行
う
。
五
年
後
、
同

じ
占
い
師
か
ら
長
命
の
相
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
功
徳
」
で
あ
り
、「
大
徳
」
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

中
国
の
『
高
僧
伝
』
に
は
、
自
己
の
修
行
の
た
め
山
林
修
行
に
励
む
僧
の
伝
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
山
で
「
神
」

と
出
会
っ
た
り
、
悟
り
を
開
い
た
り
、
神
秘
的
な
体
験
を
し
て
い
る
。『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
一
縁
で
は
、
熊
野
の
山
林
で
修
行
し

た
僧
侶
が
、
髑
髏
の
姿
で
発
見
さ
れ
た
話
が
あ
る
。
僧
は
『
法
華
経
』
を
携
え
て
お
り
、
髑
髏
の
舌
が
動
い
て
、
経
典
の
音
読
を
し
て

い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
日
本
霊
異
記
』
説
話
は
、『
高
僧
伝
』
な
ど
の
苛
烈
な
山
林
修
行
の
挿
話
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
比
べ
て
、
当
該
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
説
話
で
は
、
山
林
修
行
の
対
価
と
し
て
長
寿
・
長
命
を
求
め
て
お
り
、
主
題
の
違

い
が
目
立
つ
。『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
説
話
は
、
神
仙
思
想
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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渡
瀬
綾
乃
氏
（
筑
波
大
学
大
学
院　

博
士
課
程
）

研
究
協
力
者

小
塚
由
博
氏
（
大
東
文
化
大
学　

准
教
授
）

Ｗ
E
Ｂ
サ
イ
ト
運
用

研
究
所
サ
イ
ト
で
は
、
研
究
会
の
案
内
、
助
成
研
究
の
募
集
、
研
究
紀
要

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
な
ど
を
公
開
し
て
い
る
。

http://renbutsuken.org/w
p2/

あ
わ
せ
てFacebook

ア
カ
ウ
ン
ト
で
、
お
知
ら
せ
を
配
信
し
て
い
る
。

https://w
w
w
.facebook.com

/

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所-2015847598

63589/

定
例
研
究
会
活
動
報
告

コ
ロ
ナ
渦
に
よ
る
第
一
次
緊
急
事
態
宣
言
中
の
四
月
、
五
月
の
研
究
会
は

休
会
し
た
。
六
月
か
ら
は
研
究
所
に
リ
モ
ー
ト
会
議
用
の
マ
イ
ク
と
ス
ピ

ー
カ
ー
を
設
置
し
、Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
を
併
用
し
た
。
第

二
次
緊
急
事
態
宣
言
中
の
一
月
、
二
月
は
完
全
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し

た
。

第
百
六
十
三
回
研
究
会
報
告

日
時
：
三
月
二
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
鈴
木
耕
太
郎
、

松
本
紹
圭
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
松
本
紹
圭

題
目
：
職
場
に
お
け
る
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
影
響

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
彙
報

二
〇
二
〇
年
度
人
員
構
成

代　
表

遠
藤
祐
純

研
究
員

伊
藤
尚
徳　

今
井
秀
和　

遠
藤
純
一
郎　

大
道
晴
香

小
島
教
寛　

小
林
崇
仁　

松
本
紹
圭　

山
野
千
恵
子

　
　

客
員
研
究
員

宮
澤
正
順　

二
〇
二
〇
年
度
事
業
報
告

紀
要
出
版

『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
十
三
号
を
出
版
し
、
全
国
の
研
究
所
、

大
学
図
書
館
等
、
約
一
三
〇
機
関
に
寄
贈
し
た
。
今
年
度
発
行
の
第
十
四

号
は
、
研
究
員
に
よ
る
論
文
に
加
え
、
二
〇
一
八
年
度
研
究
助
成
採
択

者
論
文
、
研
究
協
力
者
論
文
を
掲
載
し
た
。
二
〇
一
八
年
度
研
究
助
成

採
択
者
、
本
年
度
の
研
究
協
力
者
は
次
の
通
り
。

二
〇
一
八
年
度
研
究
助
成
採
択
者

山
川
志
典
氏
（
静
岡
県
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー　

学
芸
課
研
究
員
）
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四
月
、
五
月　

休
会

第
百
六
十
四
回
研
究
会
報
告

日
時
：
六
月
二
十
二
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
＋
オ
ン
ラ
イ
ン
同
時
開
催

参
加
者
：
遠
藤
祐
純

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
嶋
教
寛
、
小
塚
由
博
、

小
林
崇
仁
、
鈴
木
耕
太
郎
、
松
本
紹
圭
、
福
井
良
應
、

山
野
千
恵
子

発
表
：
伊
藤
尚
徳

題
目
：
支
那
事
変
下
に
お
け
る
仏
教
教
団
の
対
応　

─
特
に
真
言
宗
を
中
心
と
し
て
─

昭
和
初
頭
、
支
那
事
変
以
降
の
戦
時
下
、
国
難
や
非
常
事
態
が
叫
ば
れ
、

各
宗
教
団
体
は
社
会
状
況
に
応
じ
た
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
戦
時
下

と
現
代
と
で
は
状
況
が
異
な
る
が
、
非
常
事
態
が
社
会
に
も
た
ら
す
先

の
見
え
な
い
閉
塞
感
や
緊
迫
感
は
類
似
し
、
そ
の
経
験
が
社
会
の
様
相

に
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
当
時
仏
教
教
団

は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
宗
教
新
聞
「
六
大
新
報
」

を
資
料
に
分
析
し
、
あ
わ
せ
て
当
時
活
躍
し
て
い
た
真
言
宗
の
仏
教
学

者
、
那
須
政
隆
、
高
神
覚
昇
、
上
田
天
瑞
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を

も
っ
て
支
那
事
変
に
臨
ん
だ
の
か
を
確
認
し
た
。

発
表
：
今
井
秀
和

題
目
：
死
者
を
喰
う
鬼
女
と
「
疱
瘡
婆
」　

─
飢
饉
下
の
食
人
説
話
と
「
疫
病
」
の
焦
点
化
─

本
発
表
は
、
昨
年
の
「
鬼
女
の
ゆ
く
え
─
鬼
女
説
話
の
変
容
と
仏
教
─
」

W
H
O

に
よ
る
健
康
の
定
義
は
「
単
に
病
気
で
は
な
い
、弱
っ
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
肉
体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
に
満
足
で
き
る

生
活
状
態
（w

ell-being

）
に
あ
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
健
康
と
は

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
、
ま
す
ま

す
多
く
の
企
業
が
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
観
点
か
ら
労
働
者
の
健
全
な

職
場
環
境
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
回
と
り
あ
げ
る
の

は
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
仏
教
僧
を
雇
用
し

よ
う
と
企
画
し
て
い
る
弁
護
士
事
務
所
の
事
例
で
あ
る
。
発
表
者
も
関

わ
っ
て
い
る
こ
の
企
画
の
概
要
を
紹
介
し
、
企
業
の
ヘ
ル
シ
ー
・
マ
ネ

ー
ジ
メ
ン
ト
に
い
か
に
仏
教
僧
が
関
与
し
う
る
の
か
に
つ
い
て
、
参
加

者
と
と
も
に
議
論
し
た
。

発
表
：
大
道
晴
香

題
目
：
「
願
望
成
就
本
」
の
中
の
神
社
と
神
様　

─
八
木
龍
平
『
成
功
し
て
い
る
人
は
、な
ぜ
神
社
に
行
く
の
か
？
』

を
例
に
─

本
発
表
は
、
近
年
、
神
社
に
関
連
す
る
書
籍
の
中
で
一
定
の
シ
ェ
ア
を

占
め
て
い
る
「
願
望
成
就
本
」
を
研
究
対
象
に
、
市
場
に
お
い
て
消
費

さ
れ
る
宗
教
コ
ン
テ
ン
ツ
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
回

は
「
願
望
成
就
本
」
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
の
一
つ
、
八
木
龍
平
『
成
功
し
て
い
る
人
は
、
な
ぜ
神
社
に

行
く
の
か
？
』
を
と
り
あ
げ
た
。
本
書
に
基
づ
い
て
、「
願
望
成
就
本
」

に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ソ
ー
ト
思
想
の
日
本
的
展
開
を
整
理
し
、「
引
き
寄
せ

の
法
則
」
と
い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
自
己
啓
発
的
な
思
想
か
ら
、
い

か
に
神
と
自
己
と
の
関
係
や
、
神
社
参
拝
の
あ
り
方
が
規
定
さ
れ
て
い

る
の
か
を
解
説
し
た
。
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題
目
：
水
戸
藩
に
お
け
る
寺
院
整
理
後
の
廃
寺
と
習
俗　

─
常
陸
大
宮
市
を
事
例
に
─

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
仏
教
寺
院
が
直
面
し
た
危
機
の
一
つ
に
神
仏

分
離
等
に
よ
る
寺
院
整
理
が
あ
る
。
前
回
発
表
し
た
薩
摩
藩
の
寺
院
整

理
の
思
想
的
、
方
法
的
な
先
駆
け
と
な
っ
た
の
が
、
今
回
取
り
上
げ
る

水
戸
藩
の
寺
院
整
理
で
あ
る
。
水
戸
藩
で
は
大
き
く
二
度
、
徳
川
光
圀

と
徳
川
斉
昭
に
よ
っ
て
寺
院
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
廃
寺
に
よ
っ
て
、

地
域
社
会
か
ら
は
何
が
消
え
、
何
が
残
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
発
表
で
は
、

水
戸
藩
領
で
あ
っ
た
常
陸
大
宮
市
の
概
況
と
、
こ
の
二
度
の
寺
院
整
理

が
行
わ
れ
た
背
景
を
概
説
し
、
寺
院
整
理
の
結
果
、
同
市
内
の
仏
教
に

関
わ
る
習
俗
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
か
っ
た

の
か
を
分
析
し
た
。

第
百
六
十
六
回
研
究
会
報
告

日
時
：
八
月
三
十
一
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
＋
オ
ン
ラ
イ
ン
同
時
開
催

参
加
者
：
遠
藤
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
嶋
教
寛
、

福
井
良
應
、
松
本
紹
圭
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
松
本
紹
圭

題
目
：
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
展
望

Covid-19

に
よ
る
危
機
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
政
治
と

経
済
が
東
京
に
一
極
集
中
す
る
リ
ス
ク
で
あ
ろ
う
。
都
市
の
過
密
が
も

た
ら
す
感
染
対
策
上
の
リ
ス
ク
の
み
な
ら
ず
、
中
央
集
権
的
な
一
律
主

義
の
政
治
体
制
が
も
た
ら
す
問
題
が
一
気
に
露
呈
し
た
感
が
あ
る
。
そ

の
一
方
、
地
方
行
政
の
迅
速
な
動
き
に
注
目
が
集
ま
り
、
ま
た
企
業
や

に
引
き
続
き
、
江
戸
期
に
お
け
る
死
者
を
喰
う
鬼
女
に
つ
い
て
考
え
て

い
く
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
流
行
り
病
と
妖
怪
の
関
係
を
考
察
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
只
野
真
葛
『
奥
州
波
奈
志
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
ほ
う

そ
う
ば
ば	(
疱
瘡
婆)	

」
を
と
り
あ
げ
た
。
こ
の
疱
瘡
婆
と
、
現
代
の
流

行
病
に
伴
う
社
会
不
安
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
文
化
現
象
、
ア
マ
ビ
エ

と
を
比
較
し
な
が
ら
、
疫
病
流
行
下
に
生
み
出
さ
れ
る
噂
話
と
情
報
の

広
が
り
方
に
つ
い
て
分
析
し
た
。

第
百
六
十
五
回
研
究
会
報
告

日
時
：
七
月
二
十
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
＋
オ
ン
ラ
イ
ン
同
時
開
催

参
加
者
：
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
鈴
木
耕
太
郎
、

山
野
千
恵
子
、
渡
瀬
綾
乃
、
村
田
真
一
、
山
川
志
典

発
表
：
遠
藤
純
一
郎

題
目
：
『
天
口
事
書
』
の
思
想
的
特
徴

『
天
口
事
書
』
は
従
前
の
神
祇
書
や
中
国
古
典
思
想
、
仏
教
思
想
を
活
用

し
て
自
説
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
諸
教
混
交
の
様
態
は
、
他

の
神
祇
書
と
特
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
菩
薩

戒
に
係
る
言
説
を
用
い
て
神
道
的
禁
忌
を
語
る
態
度
は
他
の
神
祇
書
に

は
見
ら
れ
ず
、『
天
口
事
書
』
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
叡
尊
の
授
戒
活
動
が
社
会
全
体
に
及
ぼ
し
て
い
た
影
響
が

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
叡
尊
の
戒
律
復
興
運
動
が
、
い
か
に
神
祇

祭
祀
の
場
面
に
持
戒
を
持
ち
込
む
要
因
と
な
っ
た
の
か
、
同
時
代
の
資

料
を
検
討
し
な
が
ら
解
明
し
た
。

発
表
：
渡
瀬
綾
乃
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安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
木
食
応
其
は
高
野
山

中
興
の
祖
と
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
評
価
が
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な

る
歴
史
的
人
物
で
あ
る
。
在
世
中
は
、
秀
吉
の
後
ろ
盾
を
得
て
一
山
を

掌
握
す
る
も
、
秀
吉
没
後
に
権
威
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
憂
き
目
に
遭
い
、

滅
後
は
、
学
侶
方
と
行
人
方
の
権
力
争
い
の
中
で
学
侶
方
か
ら
顕
彰
の

記
録
が
抹
消
さ
れ
る
と
い
う
災
難
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
高
野
山

領
経
営
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
中
興
の
祖
と
し
て

の
権
威
を
回
復
し
て
い
く
。
さ
ら
に
近
現
代
に
は
平
和
主
義
を
唱
導
、

実
践
し
た
僧
侶
等
等
と
の
再
評
価
を
受
け
て
い
る
。
関
連
資
料
が
多
く

焼
失
あ
る
い
は
散
逸
し
、
そ
の
実
像
が
定
ま
ら
な
い
応
其
で
は
あ
る
が
、

安
楽
川
興
山
寺
に
遺
さ
れ
た
御
遠
忌
の
記
録
か
ら
、
評
価
の
変
遷
と
そ

の
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
。

発
表
：
大
道
晴
香

題
目
：
「
引
き
寄
せ
の
法
則
」
に
よ
る
神
社
信
仰
の
再
解
釈　

─
「
自
力
」
と
「
他
力
」
と
の
関
係
性
を
考
え
る
─

前
回
に
引
き
続
き
、
市
場
に
お
い
て
消
費
さ
れ
る
宗
教
コ
ン
テ
ン
ツ
の

あ
り
方
を
分
析
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、「
願
望
成
就
本
」
を
と
り
あ

げ
た
。
今
回
は
「
願
望
成
就
本
」
の
基
調
を
な
す
「
引
き
寄
せ
の
法
則
」

が
、
ど
の
よ
う
に
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
大
衆

の
宗
教
感
覚
に
フ
ィ
ッ
ト
し
た
の
か
を
、「
自
力
」
と
「
他
力
」
と
い
う

軸
か
ら
分
析
し
た
。
祭
神
の
解
釈
と
、
願
望
成
就
の
た
め
の
努
力
の
方

向
性
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
、「
自
力
」
と
「
他
力
」
の
構
造
を
分
析
し
、

神
社
や
祭
神
が
い
か
に
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
に
再
解
釈
さ
れ
、
価
値

づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
。

第
百
六
十
八
回
研
究
会
報
告

市
民
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
み
も
活
性
化
し
て
き
て
い
る
。
地
方
自
治
、

市
民
自
治
の
重
要
性
が
こ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
な

か
っ
た
。
今
回
は
、
地
方
自
治
の
可
能
性
を
探
る
滋
賀
県
の
有
識
者
会

議
の
取
組
み
を
紹
介
し
、
こ
の
取
組
み
に
理
論
的
基
礎
を
与
え
る
た
め

に
発
表
者
が
考
案
し
た
、
近
江
商
人
の
「
三
方
よ
し
」
の
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
主
義
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

発
表
：
山
野
千
恵
子

題
目
：
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
ナ
ー
タ
・
サ
ン
プ
ラ
ダ
ー
ヤ

イ
ン
ド
に
は
修
行
者
の
伝
統
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

近
年
の
ヨ
ガ
・
ブ
ー
ム
を
背
景
に
注
目
を
集
め
て
い
る
ナ
ー
タ
・
サ
ン

プ
ラ
ダ
ー
ヤ
は
、
ハ
タ
・
ヨ
ー
ガ
の
教
え
を
継
承
す
る
修
行
者
た
ち
の

伝
統
で
あ
る
。
本
来
シ
ヴ
ァ
信
仰
を
背
景
と
す
る
伝
統
で
あ
る
が
、
歴

史
的
に
仏
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
ま
で
広
が
り
を
も
っ

て
展
開
し
た
。
今
回
は
、
十
六
世
紀
イ
ン
ド
に
生
き
た
一
人
の
仏
教
徒

の
ヨ
ー
ガ
行
者
、
ブ
ッ
ダ
グ
プ
タ
の
伝
記
に
焦
点
を
あ
て
、
ナ
ー
タ
の

伝
統
と
仏
教
と
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第
百
六
十
七
回
研
究
会
報
告

日
時
：
九
月
十
四
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
＋
オ
ン
ラ
イ
ン
同
時
開
催

参
加
者
：
遠
藤
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
嶋
教
寛
、

小
林
崇
仁
、鈴
木
耕
太
郎
、福
井
良
應
、松
本
紹
圭
、山
野
千
恵
子
、

発
表
：
福
井
良
應

題
目
：
木
食
応
其
の
顕
彰
に
関
す
る
研
究
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を
変
更
し
、
越
後
国
蒲
原
郡
の
修
験
道
当
山
派
の
触
頭
と
な
っ
た
。
本

多
家
が
所
蔵
す
る
慶
長
年
間~

昭
和
初
期
ま
で
の
数
百
点
の
文
書
類
『
本

多
新
吉
家
文
書
』
は
、
公
権
力
や
三
寶
院
と
末
端
寺
院
と
の
取
次
ぎ
に

関
わ
る
文
書
が
大
多
数
を
占
め
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
触
頭
寺
院
の
活
動

の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
今
回
の
発
表
で
は
、
現
在
調
査
中
の

こ
の
文
書
か
ら
、
地
方
の
触
頭
寺
院
の
職
掌
と
地
域
で
の
役
割
を
整
理

し
、
こ
れ
を
報
告
し
た
。

第
百
六
十
九
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
一
月
十
六
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
＋
オ
ン
ラ
イ
ン
同
時
開
催

参
加
者
：
遠
藤
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
嶋
教
寛
、
小
林
崇
仁
、

鈴
木
耕
太
郎
、
福
井
良
應
、
松
本
紹
圭
、
宮
澤
正
順
、
山
川
志
典
、

山
野
千
恵
子
、
横
田
慶
一

発
表
：
山
川
志
典

題
目
：
奉
納
品
か
ら
見
る
産
育
信
仰
と
文
化
遺
産
と
し
て
の
継
承　

─
石
川
県
金
沢
市
真
成
寺
を
事
例
と
し
て
─

石
川
県
金
沢
市
に
あ
る
妙
運
山
真
成
寺
に
は
、
江
戸
期
よ
り
子
授
け
・
子

育
て
の
祈
願
に
ま
つ
わ
る
多
種
多
様
の
品
々
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
奉
納
品
の
う
ち
、着
物
類
、履
物
、絵
馬
、柄
杓
等
九
六
六
点
が
「
真

成
寺
奉
納
産
育
信
仰
資
料
」
と
し
て
国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。
真
成
寺
に
は
現
在
も
オ
ア
ズ
ケ
（
お
預
け
）
と
い
う

習
俗
が
あ
り
、
祈
願
者
は
子
供
の
写
真
を
寺
に
持
参
し
、
裏
面
に
生
年

月
日
と
氏
名
を
書
い
て
、
鬼
子
母
神
の
加
護
を
祈
願
し
て
寺
に
納
め
て

い
る
。
本
発
表
は
、
こ
の
オ
ア
ズ
ケ
の
習
俗
に
お
け
る
、
重
要
有
形
民

日
時
：
十
月
十
九
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
＋
オ
ン
ラ
イ
ン
同
時
開
催

参
加
者
：
遠
藤
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
嶋
教
寛
、
小
林
崇
仁
、

山
野
千
恵
子

発
表
：
小
林
崇
仁

題
目
：
善
謝
に
み
る
山
居
と
往
生	

奈
良
期
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
善
謝
（
七
二
四
─
八
〇
四
）

は
、
六
宗
に
通
じ
、
智
徳
に
優
れ
た
僧
と
し
て
知
ら
れ
、
僧
綱
の
律
師

に
任
ぜ
ら
れ
る
も
、
晩
年
こ
れ
を
辞
し
て
梵
福
山
に
閑
居
し
、
極
楽
往

生
を
遂
げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。	
こ
の
時
代
、
仏
教
を
牽
引
し
た
有

力
な
僧
た
ち
が
山
林
修
行
を
行
っ
た
事
例
が
散
見
さ
れ
る
が
、
青
年
期
、

壮
年
期
、
そ
し
て
晩
年
期
と
、
修
行
の
趣
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
発
表
で
は
、
善
謝
の
行
状
、
そ
し
て

比
較
対
象
と
し
た
同
時
代
の
僧
侶
た
ち
の
行
状
か
ら
、
晩
年
期
の
山
林

修
行
の
あ
り
方
の
類
型
を
探
る
と
と
も
に
、
当
時
の
僧
た
ち
の
極
楽
往

生
の
信
仰
や
実
践
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

発
表
：
小
嶋
教
寛

題
目
：
地
域
社
会
に
お
け
る
触
頭
寺
院
の
成
立
と
存
在
形
態

阿
賀
野
市
内
、
旧
安
田
町
の
寺
社
集
落
内
に
あ
る
本
多
家
は
、
江
戸
時

代
に
大
蔵
院
、
本
門
院
あ
る
い
は
長
照
寺
と
称
さ
れ
た
修
験
寺
院
で
あ

っ
た
。
大
蔵
院
ま
た
は
そ
の
前
身
寺
院
は
、
中
世
よ
り
熊
野
修
験
の
拠

点
と
さ
れ
て
き
た
。
一
六
二
二
年
に
は
本
山
派
に
属
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
が
、
一
六
〇
〇
年
代
の
後
半
に
当
地
域
で
当
山
派
修
験
の

組
織
が
形
成
さ
れ
る
に
と
も
な
い
、
本
門
院
あ
る
い
は
長
照
寺
と
名
称
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発
表
：
今
井
秀
和

題
目
：
江
戸
後
期
の
「
ア
メ
リ
カ
狐
」
と
「
疱
痘
神
」	

―	

流
行
り
病
の
「
憑
き
物
」
化
と
そ
の
使
役
者
―

前
回
に
引
き
続
き
、
流
行
り
病
と
妖
怪
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的

に
、今
回
は
『
藤
岡
屋
日
記
』
な
ど
に
言
及
さ
れ
て
い
る
、い
わ
ゆ
る
「
ア

メ
リ
カ
狐
」
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
系
の
憑
き
物
た
ち
を
と
り
あ
げ
た
。

ア
メ
リ
カ
狐
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
コ
レ
ラ
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ

（
人
）
が
日
本
に
悪
い
狐
を
残
し
て
い
っ
て
、
こ
れ
が
日
本
人
に
取
り
憑

い
て
悩
ま
せ
て
い
る
の
だ
、
と
す
る
噂
話
か
ら
生
ま
れ
た
憑
き
物
で
あ

る
。
流
行
り
病
の
擬
人
化
や
擬
獣
化
に
は
、
流
行
り
病
を
表
象
化
し
て

人
知
の
及
ぶ
と
こ
ろ
と
し
、
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
り
ユ
ー
モ
ア

に
変
え
た
り
す
る
企
図
と
同
時
に
、
社
会
不
安
か
ら
醸
成
さ
れ
る
薄
暗

い
想
像
力
の
発
露
と
い
う
側
面
を
併
せ
も
つ
。
流
行
り
病
に
ま
つ
わ
る

様
々
な
妖
怪
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
噂
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ

た
江
戸
後
期
か
ら
明
治
期
の
民
衆
の
精
神
風
景
を
探
っ
た
。

発
表
：
伊
藤
尚
徳

題
目
：
釋
雲
照
の
三
教
融
和
思
想
再
考

雲
照
の
教
育
観
に
み
え
る
三
教
融
和
と
同
様
の
考
え
方
は
、
日
本
國
教

大
道
社
の
主
筆
で
あ
っ
た
川
合
清
丸(

一
八
四
八
─
一
九
一
七)

の
主
唱

し
た
大
道
思
想
の
な
か
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
川
合
清
丸
は

明
治
二
十
一
年
か
ら
三
十
年
に
わ
た
り
、
日
本
國
教
大
道
社
の
機
関
紙

「
大
道
叢
誌
」
に
お
い
て
復
古
主
義
的
な
政
教
一
致
思
想
を
展
開
し
、
三

教
鼎
立
の
思
想
を
唱
え
て
い
る
。
本
発
表
で
は
川
合
清
丸
の
三
教
鼎
立

の
思
想
を
概
観
し
、
釋
雲
照
の
三
教
融
和
思
想
と
比
較
し
な
が
ら
、
そ

の
影
響
関
係
を
考
察
し
た
。

俗
文
化
財
か
ら
は
除
外
さ
れ
た
写
真
の
役
割
に
着
目
し
、
近
代
以
降
に

現
れ
た
、
習
俗
の
新
た
な
形
の
意
味
を
探
っ
た
。

発
表
：
横
田
慶
一

題
目
：
現
代
地
域
社
会
に
お
け
る
「
教
団
の
論
理
」
と
「
民
俗
の
論
理
」

の
動
態
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究　

─
天
台
宗
玄
清
放
流
の
事
例
か
ら
─

天
台
宗
玄
清
法
流
は
「
盲
僧
」「
地
神
盲
僧
」
等
と
称
さ
れ
た
盲
目
の
民

間
宗
教
者
の
流
れ
を
く
み
、
琵
琶
の
弾
奏
を
伴
う
儀
礼
を
特
徴
と
す
る

天
台
宗
の
伝
承
法
流
の
一
派
で
あ
る
。
担
い
手
の
減
少
に
よ
る
衰
退
が

著
し
い
が
、
昭
和
三
九
年
に
「
玄
清
法
流
盲
僧
琵
琶
」
が
県
指
定
無
形

文
化
財
に
登
録
さ
れ
、
昭
和
五
〇
年
代
に
若
い
僧
侶
た
ち
を
中
心
に
弾

奏
技
術
の
再
構
築
が
図
ら
れ
た
。
地
域
社
会
で
個
別
に
活
動
し
て
い
た

盲
僧
た
ち
に
よ
る
習
俗
の
実
践
は
、
天
台
宗
と
い
う
宗
教
教
団
の
中
で

い
か
に
再
構
築
さ
れ
、
ま
た
無
形
文
化
財
と
し
て
い
か
に
再
評
価
さ
れ

た
の
か
。
天
台
宗
玄
清
法
流
の
担
い
手
へ
の
取
材
を
も
と
に
、
天
台
宗

玄
清
法
流
を
め
ぐ
る
「
教
団
の
論
理
」
と
「
民
俗
の
論
理
」
の
関
係
に

つ
い
て
考
察
し
た
。

第
百
七
十
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
二
月
二
十
一
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
＋
オ
ン
ラ
イ
ン
同
時
開
催

参
加
者
：
遠
藤
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
塚
由
博
、
小
嶋
教
寛
、

小
林
崇
仁
、
三
浦
周
、
福
井
良
應
、
松
本
紹
圭
、
宮
澤
正
順
、

山
川
志
典
、
山
野
千
恵
子
、
横
田
慶
一
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ー
ラ
ナ
ー
タ
仏
教
史
』『
七
付
法
伝
』『
ブ
ッ
ダ
グ
プ
タ
伝
』
の
三
書
か
ら
、

当
時
存
在
し
て
い
た
仏
教
僧
院
の
様
相
を
は
じ
め
、
十
六
世
紀
イ
ン
ド

の
仏
教
の
状
況
に
関
わ
る
記
事
を
ま
と
め
て
、
こ
れ
を
紹
介
し
た
。

第
百
七
十
二
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
月
二
十
二
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

参
加
者
：
遠
藤
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
塚
由
博
、

小
嶋
教
寛
、
小
林
崇
仁
、
税
所
真
也
、
松
本
紹
圭
、
宮
澤
正
順
、

福
井
良
應
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
小
林
崇
仁

題
目
：
諏
訪
市
仏
法
紹
隆
寺
蔵
『
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
』

翻
刻
と
解
題

諏
訪
市
仏
法
紹
隆
寺
蔵
『
当
社
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
』
は
、

寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
に
諏
訪
神
社
下
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
下
神

宮
寺
・
観
照
寺
・
三
精
寺
が
連
名
で
、
下
社
の
社
家
に
よ
る
仏
教
排
斥

を
訴
訟
し
た
言
上
書
の
草
案
で
あ
る
。
諏
訪
神
社
に
は
古
来
よ
り
「
両

部
神
道
」
つ
ま
り
神
仏
習
合
が
受
け
継
が
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
近
年
、

社
家
が
新
法
を
受
容
し
て
旧
例
を
改
革
し
、
諸
堂
の
破
壊
や
行
事
の
妨

害
を
す
る
等
、
仏
教
を
排
斥
し
て
い
る
と
の
訴
え
で
、
排
斥
の
監
察
と

旧
例
の
復
帰
を
願
い
出
て
い
る
。
本
発
表
で
は
、本
書
の
内
容
を
紹
介
し
、

江
戸
中
期
、
諏
訪
神
社
下
社
に
儒
家
神
道
や
復
古
神
道
と
い
っ
た
新
し

い
神
道
が
受
容
さ
れ
、
そ
れ
が
排
仏
運
動
に
ま
で
発
展
し
た
事
件
の
概

要
と
、
そ
の
歴
史
背
景
を
解
説
し
た
。

第
百
七
十
一
回
研
究
会
報
告

日
時
：
一
月
二
十
五
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

参
加
者
：
遠
藤
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
塚
由
博
、
小
嶋
教
寛
、

小
林
崇
仁
、
税
所
真
也
、
鈴
木
耕
太
郎
、
宮
澤
正
順
、
森
和
也
、

山
野
千
恵
子

発
表
：
遠
藤
純
一
郎

題
目
：
陰
陽
道
と
密
教　

─
『
簠
簋
内
傳
』
に
見
る
牛
頭
天
王
の
神
観
念
を
め
ぐ
っ
て
─

安
倍
晴
明
に
仮
託
さ
れ
た
『
簠
簋
内
傳
』
の
牛
頭
天
王
神
話
を
資
料
に
、

神
道
と
密
教
、
陰
陽
道
の
協
業
的
関
係
を
考
察
し
た
。『
簠
簋
内
傳
』
に

お
い
て
詳
説
さ
れ
る
牛
頭
天
王
神
話
は
、
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
『
伊

呂
波
字
類
抄
』
や
『
備
後
國
風
土
記
』
を
素
材
と
し
つ
つ
、
以
前
に
は

見
ら
れ
な
い
新
奇
な
記
述
に
溢
れ
、
密
教
や
陰
陽
道
の
教
説
を
踏
ま
え

た
新
た
な
牛
頭
天
王
像
を
産
み
出
し
た
。
本
発
表
で
は
『
簠
簋
内
傳
』

に
見
ら
れ
る
牛
頭
天
王
の
密
教
的
要
素
、
陰
陽
道
的
要
素
を
整
理
し
な

が
ら
、
本
書
に
お
け
る
牛
頭
天
王
の
神
格
の
三
国
普
遍
化
と
い
う
企
図

を
読
み
解
い
て
い
っ
た
。

発
表
：
山
野
千
恵
子

題
目
：
十
六
世
紀
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
ナ
ー
タ
の
伝
統

前
回
に
引
き
続
き
、
十
六
世
紀
イ
ン
ド
に
お
け
る
ナ
ー
タ
の
伝
統
と
仏

教
の
関
係
を
考
察
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
今
回
は
と
く
に
こ
の
テ

ー
マ
の
前
提
と
な
る
、
十
六
世
紀
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
の
状
況
に
つ

い
て
解
説
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
学
者
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
に
よ
る
『
タ
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二
〇
二
〇
年
度　
交
換
雑
誌
・
図
書
一
覧

【
雑
誌
】

黄
檗
文
華　

第
一
三
九
号　

黄
檗
山
万
福
寺
文
華
殿	

黄
檗
文
化
研
究
所

二
〇
二
〇
年
七
月

川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要　

第
五
号　

川
崎
大
師
教
学
研
究
所　

二
〇
二
〇
年
三
月

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告　

二
〇
一
八　
（
財
）
元
興
寺
文
化
財

研
究
所　

二
〇
一
九
年
三
月

国
際
禅
研
究　

第
三
号　

東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
国
際
禅
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト　

二
〇
一
九
年
七
月　

国
際
禅
研
究　

第
五
号　

東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
国
際
禅
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト　

二
〇
二
十
年
八
月　

駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要	

第
五
十
三
号	

駒
沢
女
子
短
期
大
学	

二
〇
二
〇
年
三
月

駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要	

第
二
十
六
号	

駒
沢
女
子
大
学	

二
〇
一
九
年

十
二
月

駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要	

人
間
健
康
学
部
・
看
護
学
部
編　

第
二
号	

駒

沢
女
子
短
期
大
学	

二
〇
一
九
年
十
二
月

時
宗
教
學
年
報　

第
四
十
八
輯　

時
宗
教
学
研
究
所　

二
〇
二
〇
年
三
月

宗
学
研
究
紀
要　

第
三
十
三
合
併
号　

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
二
〇
年
三
月

真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要　

第
三
十
七
号　

二
〇
二
〇
年
三
月

禅
研
究
所
紀
要　

第
四
十
八
号　

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所　

二
〇
二
〇

年
三
月　

総
合
政
策
論
叢　

第
四
十
号　

島
根
県
立
大
学
総
合
政
策
学
会　

発
表
：
松
本
紹
圭

題
目
：
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
行
動
と
し
て
の
掃
除
と
幸
福
度
調
査

日
本
で
は
お
寺
離
れ
が
進
む
一
方
、
世
界
に
目
を
向
け
る
と
仏
教
由
来

の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
がG

oogle

の
社
員
研
修
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
な

ど
、
仏
教
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
は
い
ま
起
き
て
い
る
こ
と
に
意
識
を
向
け
、
と
ら
わ
れ
の
な
い
状

態
で
た
だ
観
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
る
。
瞑
想
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
強
い

が
、
発
表
者
は
日
常
的
に
で
き
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
し
て
「
掃
除
」

を
提
唱
し
て
い
る
。
本
発
表
で
は
、
お
寺
の
朝
を
体
験
す
る
「
テ
ン
プ

ル
モ
ー
ニ
ン
グ
」
の
参
加
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
、
掃
除
と
幸
福
と

の
関
係
に
つ
い
て
調
査
分
析
を
行
っ
た
結
果
を
報
告
し
、
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
行
動
か
ら
生
じ
る
幸
福
感
を
構
成
す
る
要
素
を
探
っ
た
。

第
六
回
「
仏
教
と
社
会
に
関
す
る
研
究
助
成
」
報
告

　
「
仏
教
と
社
会
に
関
す
る
研
究
助
成
」
は
、
龍
虎
山
能
滿
寺
（
栃
木
県

宇
都
宮
市
）
の
後
援
に
よ
り
、
若
手
研
究
者
の
学
術
活
動
支
援
を
目
指

し
て
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
六
回
目
の
研
究
助
成
に
は
、
厳
正
な
る
選
考
の
結
果
、
東
京
大
学

高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
研
究
員	

税
所
真
也
氏
の

「
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
伝
統
仏
教
寺
院
の
役
割　

─Aging	in	Place

の
観
点
か
ら
」

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

感
染
症
対
策
の
た
め
採
択
式
を
簡
略
化
し
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
三
十

日
に
当
研
究
所
に
て
龍
虎
山
能
滿
寺
住
職
倉
松
和
彦
師
よ
り
税
所
氏
に

研
究
費
三
十
万
円
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
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二
〇
二
〇
年
三
月

時
宗
教
学
研
究
所
（
編
）『
時
宗
叢
書	

賞
山
『
一
遍
上
人
絵
詞
伝
直
談
鈔
』

訓
読
』
二
〇
二
〇
年
八
月

今
井
秀
和
『
世
に
も
ふ
し
ぎ
な
化
け
猫
騒
動
』	

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫　

二
〇
二
〇
年
七
月

釈
悟
震
『
人
類
の
共
生
と
平
和
の
尊
び
を
求
め
て　

─
寛
容
に
生
き
る
ス

リ
ラ
ン
カ
宗
教
の
超
克
思
想
を
考
え
る
─
』
白
峰
社	

二
〇
二
〇
年
三

月

【
そ
の
他
】

『
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
所
報
』	N

o.75	

大
谷
大
学
真
宗
総
合

研
究
所　

二
〇
二
〇
年
二
月

『
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
所
報
』	N

o.76	

大
谷
大
学
真
宗
総
合

研
究
所　

二
〇
二
〇
年
九
月

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
『「
救
い
」
と
し
て
の
梅
花
流	:	

梅
花
流
詠

讃
歌
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
二
〇
二
〇
年
三
月

『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
報　

2019

─2020

』
曹
洞
宗
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー　

二
〇
二
〇
年
八
月

禅
研
だ
よ
り　

第
二
十
四
号　

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
参
禅
会　

二
〇
二
〇
年
三
月

出
版
物
案
内

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
で
は
左
記
の
出
版
物
を
取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。

遠
藤
祐
純 
著
作

二
〇
二
〇
年
十
月

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー　

学
術
大
会
紀
要　

第
二
十
一
回　

曹
洞
宗

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
二
〇
年
六
月　

大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
年
報　

第
四
十
二
号　

大
正
大
学
綜
合
仏
教

研
究
所　

二
〇
二
〇
年
三
月

大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌　

中
林
教
授
退
休
記
念
號　

第
五
十
九
號　

大

東
文
化
大
學
漢
學
會　

二
〇
二
〇
年
三
月

東
方　

第
三
十
五
号　

公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究
所　

二
〇
二
〇

年
三
月

日
蓮
教
學
研
究
所
紀
要　

第
四
十
六
号　

立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所　

二
〇
一
九
年
三
月

日
蓮
仏
教
研
究　

第
十
一
号　

常
円
寺
日
蓮
仏
教
研
究
所　

二
〇
二
〇
年

三
月

長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
年
報　

研
究
所
設
立
50
周
年
記
念
号　

第

四
十
四
号　

淑
徳
大
学
長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所　

二
〇
一
九
年
三

月
東
ア
ジ
ア
仏
教
学
術
論
集　

中
・
日
・
韓　

国
際
仏
教
学
術
大
会
論
文
集

　

第
八
号　

東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所　

二
〇
二
〇
年
二
月　

佛
教
大
学　

法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要　

第
六
号　

佛
教
大
学
法

然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー	

二
〇
二
〇
年
三
月

佛
教
文
化
研
究　

第
六
十
四
号　

浄
土
宗
教
學
院　

二
〇
二
〇
年
三
月

佛
教
論
叢　

第
六
十
三
号　

浄
土
宗　

二
〇
二
〇
年
三
月

武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要　

第
三
十
七
号　

武
蔵
野
大
学
仏
教

文
化
研
究
所　

二
〇
二
一
年
二
月

【
図
書
】

森
覚
（
編
）『
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
の
仏
教　

近
現
代
の
仏
教
的
人
間
像
』
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と
い
う
書
』『
瑜
伽
タ
ン
ト
ラ
の
海
に
入
る
船
』
和
訳 (

蓮
花
寺
仏
教

研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
六
年
八
月

『
パ
ド
マ
バ
ジ
ュ
ラ
造
『
タ
ン
ト
ラ
義
入
註
釈
』
和
訳 （
蓮
花
寺
仏
教
研

究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
七
年
九
月

『『
金
剛
界
大
曼
荼
羅
儀
軌
一
切
金
剛
出
現
』『
金
剛
薩
埵
出
現
と
名
づ
く
る

成
就
法
』『
金
剛
薩
埵
成
就
法
』
和
訳
』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
八
年
八
月

【
そ
の
他
】

『
北
の
仏
教
・
南
の
仏
教	

塔
の
あ
る
風
景
』
ノ
ン
ブ
ル
社	

二
〇
〇
二
年
二
月

『
戒
律
概
説
─
初
期
仏
教
か
ら
密
教
へ
』
ノ
ン
ブ
ル
社	

二
〇
〇
八
年
三
月

『
釈
尊　

そ
の
足
跡
』
ノ
ン
ブ
ル
社
二
〇
二
〇
年
二
月

【
随
筆
】

『
風
鐸
』
ノ
ン
ブ
ル
社	

一
九
九
九
年
十
一
月

『
続
風
鐸
・
櫻
遍
路
』
ノ
ン
ブ
ル
社	

二
〇
〇
七
年
三
月

【
紀
行
文
】

『
ミ
ャ
ン
マ
ー
乞
食
旅
行
』	

ノ
ン
ブ
ル
社	

二
〇
〇
二
年
十
二
月

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要　

一
号
（
二
〇
〇
八
）

二
号
（
二
〇
〇
九
）

三
号
（
二
〇
一
〇
）

四
号
（
二
〇
一
一
）

五
号
（
二
〇
一
二
）

六
号
（
二
〇
一
三
）

【
両
部
大
経
資
料
集
成
】

『
初
会
金
剛
頂
経 「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」（
金
剛
頂
経
入
門
）』

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
六
年
七
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
金
剛
界
品
」（
続
金
剛
頂
経
入
門
1

）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
六
年
三
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
降
三
世
品
」（
続
金
剛
頂
経
入
門
２
）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
五
年
一
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
遍
調
伏
品
・
一
切
義
成
就
品
」（
続
金
剛
頂
経
入
門 

３
）』

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
五
年
三
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
後
怛
特
羅
・
後
々
怛
特
羅
・
流
通
分
」（
続
金
剛
頂
経

入
門
4
）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
六
年
一
月

『
金
剛
頂
経
研
究
』 ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
八
年
十
二
月

『
蔵
漢
対
照『
大
日
経
』と『
広
釈
』 

上 (
蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
〇
年
五
月

『
蔵
漢
対
照『
大
日
経
』と『
広
釈
』下 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
一
年
三
月

『『
大
日
経
摂
義
』
和
訳 

全 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ

ル
社 

二
〇
一
二
年
三
月

『『
タ
ン
ト
ラ
義
入
』和
訳 

全 B
uddhaguhya

に
よ
る
金
剛
頂
経
要
解(

蓮

花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
三
年
三
月

『
梵
蔵
対
照
『
金
剛
頂
経
』「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」 

和
訳 (
蓮
花

寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
三
年
十
一
月

『Ā
nandagarbha

造
『Tattvāloka

』「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」 和

訳 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
四
年
十
月

『Śākyam
itra

造
『K

osalālaṅkāra

』「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」 和

訳 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
六
年
六
月

『
プ
ト
ン
造
『
総
タ
ン
ト
ラ
部
解
説
〝
タ
ン
ト
ラ
部
な
る
宝
の
妙
厳
飾
〟
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七
号
（
二
〇
一
四
）

八
号
（
二
〇
一
五
）

九
号
（
二
〇
一
六
）　

在
庫
僅
か

十
号
（
二
〇
一
七
）

十
一
号
（
二
〇
一
八
）

十
二
号
（
二
〇
一
九
）

十
三
号
（
二
〇
二
〇
）

十
四
号
（
二
〇
二
一
）

お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
ま
で

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所　

出
版
物
係

〒
一
四
四-

〇
〇
五
一	

東
京
都
大
田
区
西
蒲
田
六
丁
目
十
三
番
十
四
号

offi
ce@

renbutsuken.org

二
〇
二
〇
年
度　
寄
付

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
へ
貴
重
な
ご
寄
付
の
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
に
感
謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
お
名
前
を
掲
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
五
十
音
順
）

上
村　

正
剛　

様

倉
松　

和
彦　

様

谷　
　

寿
美　

様

原	　

		

隆
政　

様

福
田　

亮
成　

様
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蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要　

第
十
四
号

令
和
三
年
四
月
二
十
日
印
刷

令
和
三
年
四
月
二
十
五
日
発
行

編　

輯　
　
　

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

製　

作　
　
　

株
式
会
社　
　
　

成
光
社

発
行
者　
　
　

代
表　
　

遠
藤
祐
純

発
行
所　
　
　

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

　

〒
一
四
四
〇
〇
五
一
東
京
都
大
田
区
西
蒲
田
六
丁
目
十
三
番
十
四
号

　

℡
（
〇
三
）
三
七
三
四
｜
〇
七
八
五
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380(45)

Uhida, Y., Oishi, S. “The Happiness of Individuals and the Collective.” Japanese Psychological Re-
search, 2016.

Wright, R. Why Buddhism is True: The Science and Philosophy of Meditation and Enlightenment.
Simon & Schuster, 2017. 
【日本語訳】ロバート・ライト『なぜ今、仏教なのか - 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学』
熊谷淳子訳　早川書房　2020 年

松本紹圭『こころを磨く SOJI の習慣　─掃除─』 ディスカヴァー・トゥエンティワン　
2019 年

前野隆司『幸せのメカニズム』 講談社現代新書　 2013 年

内田由紀子『これからの幸福について　─文化的幸福観のすすめ─』新曜社　2020 年



「テンプルモーニング」アンケートから見る掃除と幸福度の関係

381 (44)

キッチンを掃除といった日常的な掃除には、その中に "仕方なく" する要素が

含まれる。しかし、月に一度、あるいは大晦日の大掃除、また公共の掃除には、

"仕方なく"以上より、元の綺麗さをあらわすことへの " 喜び "や " 清 し々さ "、"

心地よさ " が上回るという。自宅や職場といった私的空間の掃除習慣は、公共

の掃除習慣よりもはるかに人数が多い。今回、私的掃除空間と幸福度と関係

性がみられなかったのは、ボリュームゾーンがゆえに、"仕方なく" する要素と、

"心が整う" 要素が混在した状態であるからと考えられる。

　今後、より詳細な掃除がもたらす効果を検証するには、掃除という行為に含

まれる"仕方なく" する要素と、"心が整う" 要素については分離できるような

形でデータ収集をし、調査していく必要があると考えられる。
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382(43)

32% が該当する。すぐに参加しなかった理由で最も多かったのは、Table 7の通

り、「近くで開催されていなかったから」という地理的な理由であった。「時間

帯が合わなかったから」「スケジュールの都合がつかなかった」「タイミングがな

かった」という時間的な理由も上位にランクインする。「どんな人が参加してい

るのか不安だった」「一人で参加するのが不安だった」「何をするのかイメージ

がわかなかった」については告知方法や集客方法を工夫することで、参加しや

すさの敷居を下げることにつながるであろう。

4　今後の課題

　本調査において、協調的幸福度に最も強い効果があったのは「公共の掃除

習慣の有無」であった。公共の掃除習慣がある人ほど幸福度が高いという関

係性がみられた。ここでいう幸福感とは、テンプルモーニングの「お勧めの理

由」のテキスト解析の結果より、「気持ちよい・心地よいから」「清 し々い気持ち

になるから」といった感情的な理由が多く挙げられていることから、掃除による

マインドフル的な心が整う効果があるものとみられる。ただし、これらの理由は、

公共の掃除習慣の有無のどちらにおいても出現している。なぜ公共の掃除習慣

がある人たちだけに幸福度との関係性がでてきたのであろうか。何人かに直接

ヒアリングを行ったところ、掃除には、日常性と非日常性の2つの側面があり、

それぞれの掃除後には異なる感情があるという。部屋の掃除、料理したあとに
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味関心があったから」が多かった。身近に知っている人がいることや知人・友

人から誘われることで、テンプルモーニングへの参加率は上がりやすくなるとい

える。

　テンプルモーニングに参加してみた感想としては、Table 6 で示されているよう

に、「他の参加者との出逢い・関わり合いがよい」「気持ちがよい・心地よい」

が最も多かった。テンプルモーニングは、人とのつながりが決め手で参加し、

そしてテンプルモーニングの良さは人とのつながりの中で生まれているということ

であろうか。

　テンプルモーニングのことを知ってからすぐに参加しなかった人は全体のうち
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「清 し々い気分を体験してもらいたいから」「気づきを得られるから」「よい体験

ができるから」だった。自身が体験したことが良かったからだけではなく、良

かったからこそ同じ体験をしてもらいたいという想いが読める結果となった。

　全体での「テンプルモーニングをはじめて知ったときの印象」としては、Table 

4 の通り、「面白そう・楽しそう」が最も多かった。「新鮮な体験ができそう」「お

寺を身近に感じた」「気持ちよさそう・心がスッキリしそう」「素晴らしい取り組

みだと思った」といったように、概ねポジティブな印象を持つようだ。一部には、

7 位「どんな人が参加しているのか気になった」や 9 位「他宗教でも参加できる

か不安」といったことが気がかりになる人もいるようだ。

　テンプルモーニング参加の決め手としては、Table 5の通り、「知り合いの僧侶・

お寺が開催していたから」が最も多く、次いで「知人・友人に誘われたから」「興
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をはるかに下回っており問題は発生していない。

協調的幸福度に最も強い効果があったのは「公共の場の掃除習慣の有無」で

あり、自宅や職場といった私的空間だけでなく、日常的に公園や近所の神社と

いった場所を掃除していることが幸福度の上昇に貢献する。また「知人・友人へ

のお勧め度」も協調的幸福度を上昇させる効果があり、勧めたいと思うことだ

けでも幸福度を上げることに効果があるといえる。「実際に勧めたことのある人

数」「満足度（掃除）」「満足度（読経）」「満足度（法話や僧侶とのおしゃべり）」

「参加頻度」「すぐに参加したか」「誰かと参加したことあるか」「自宅の掃除頻度」

はいずれも独立の効果を持っていなかった。

3.2　テンプルモーニングでの体験について

　テンプルモーニングでの体験について、協調的幸福度との関係が強くみられ

た「公共の場の掃除習慣がない」グループと、「公共の場の掃除習慣がある」

グループにわけて、「知人・友人へのお勧めの理由」のテキスト解析ランキング

を算出した。Table 3で示されているように、「公共の掃除習慣のない」グループ

がテンプルモーニングをお勧めする理由として最も多かったのが、「価値観は人

それぞれなので強くは勧めない」であった。次いで、「良い体験ができるから」

「気持ちよい・心地よいから」「清 し々い気持ちになるから」といったように、自

身の体験を通じて、良かったから勧めたいという理由が目立つ。

「公共の場の掃除習慣がある」グループのお勧めの理由で最も多かったのは、
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Uchida（2015）による日本人の成人 3,358 名の協調的幸福度調査では 3.70とあ

ることから、テンプルモーニング参加者の幸福度は一般平均的といえる。男女

別にみると、男性の協調的幸福度は 3.79、女性の協調的幸福度は 3.69となり、

差はみられなかった。

「誰かと参加したことがあるか」については男女差がみられ、男性の 67%、女

性の 44% が誰かと参加したことがあると回答している。男性のうち 63% が知人・

友人と参加し、次いで 31% が会社関係の人と参加している。女性は 44% が家

族と参加し、40% が知人・友人と参加している。

「知人へのお勧め度」「実際に勧めたことのある人数」「満足度（掃除）」「満足度（読

経）」「満足度（法話や僧侶とのおしゃべり）」「参加頻度」「すぐに参加したか」「自

宅の掃除頻度」「公共の場の掃除習慣の有無」についても平均・標準偏差を男

女別に確認したが、いずれでも性差は見られなかった。

　次に、協調的幸福度を従属変数、「知人へのお勧め度」「実際に勧めたことの

ある人数」「満足度（掃除）」「満足度（読経）」「満足度（法話や僧侶とのおし

ゃべり）」「参加頻度」「すぐに参加したか」「誰かと参加したことがあるか」「自

宅の掃除頻度」「公共の場の掃除習慣の有無」を独立変数とした重回帰分析

を行い、いずれがより協調的幸福度を強く規定しているのかを検討した。結果、

Table 2 の通りである。VIF（多重共線性）は、いずれの独立変数においても 5
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　テンプルモーニングの活動は徐々に広がりをみせているが、なぜテンプルモ

ーニングに参加しているのか、テンプルモーニングの魅力は何か、その体験価

値を計測するために、NPS（ネット・プロモーター・スコア）を利用した。この

指標は、愛着や信頼を数値化するための指標であり、「テンプルモーニングを

知人・友人にどのくらいお勧めしたいと思いますか」という質問に対し11段階（0：

勧めたくない～ 10：勧めたい）で評価を受けるものとなっている。選んだ点数

に対しては、「そのお勧め度を選んだ理由」（フリーテキスト）を回答してもらい、

具体的にどのような体験に価値を感じているのかを確かめた。また、勧めたい

という気持ちと、実際の行動を観測するために、「テンプルモーニングを何人の

知人・友人に勧めたことがあるか」という具体的な数値についても調査を行った。

　テンプルモーニングには、開催寺院の多くで「掃除」「読経」「法話や僧侶と

のおしゃべり」（もしくはそれに準ずるもの）という三種の体験が提供されてい

るため、それぞれの満足度について 5 段階評価（1：大変不満～ 5：大変不満）

で調査を行った。上記三種の体験を提供していない寺院、並びに、上記三種

の体験に参加していない参加者も存在するため、「参加していない」という選択

肢も用意した。

　その他、「テンプルモーニングの参加頻度」（1：まだ 1,2 回しか参加したこと

がない～ 5：毎回参加している）、「テンプルモーニングをはじめて知ったときの

印象」（フリーテキスト）、「テンプルモーニングを知ってすぐ参加したか」（1：す

ぐに参加しなかった、2：すぐに参加した）、またすぐに参加しなかった場合は「す

ぐに参加しなかった理由」（フリーテキスト）、「参加の決め手」（フリーテキスト）、

「参加してみた感想」（フリーテキスト）、「誰かと一緒に参加したことがあるか」（1：

はい、2：いいえ）、「一緒に参加した相手との関係性」（フリーテキスト）といっ

たテンプルモーニングに参加するまでの体験や感情がどのようなものだったの

かを回答してもらった。

３　結果

3.1　協調的幸福度と掃除の関係ついて

　本調査における協調的幸福度は Table 1の通り 3.73となった。Hitokoto & 
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Scale; SWLS）が有名である。しかし、幸福の概念は文化的文脈によって大き

く異なることが知られている。アメリカにおける幸福の概念は「個人が自らの能

力を駆使することで獲得するもの」と考えられるのに対し、日本や中国では「自

分の能力よりもむしろ対人関係の調和や幸運によってもたらされるもの」と考え

られている （Uchida 2009）。アメリカでは他者とは独立した存在として、個人が

感情を経験するのに対し、日本や中国では自己と他者の境界が融解しており、

ある感情を他者とともに経験することがわかっている。

　テンプルモーニングでは、朝のお寺の時間を過ごすことで個人的なマインド

フルネスな体験だけでなく、お寺の住職や他の参加者との関わり合いも生まれ

る。その関係性の中に現れる幸福感を知るには、人生満足度尺度（SWLS）よ

りも協調的幸福度尺度（IHS）のほうがより本研究における実証的測定にはふ

さわしいと考える。協調的幸福度尺度（IHS）の質問項目としては、「自分だけ

でなく、身近なまわりの人も楽しい気持ちでいると思う」「まわりの人たちと同じ

くらい幸せだと思う」といった周囲との関係性における幸福度尺度が計 9 項目

あり、それぞれ 5 段階尺度（1：全くあてはまらない～ 5：非常にあてはまる）で

設計されている。

（２）公共の場の掃除習慣

　「掃除」は場所や時間を問わず自由に行うことができる。そこで、テンプルモ

ーニング以外での掃除行動を調査するため、自宅（トイレ、床、洗面台、キッチン、

風呂、玄関、庭やバルコニー）での掃除頻度 5 段階（1：ほとんどしていない～

5：毎日している）と、自宅やテンプルモーニング以外での掃除習慣（1：はい、

2：いいえ）、またその具体的な場所（フリーテキスト）についても調査を行った。

これらの掃除習慣に関する項目から、公園や近所の神社といった「公共の場の

掃除習慣がある人」と、自宅や職場といった私的な場の掃除習慣はあるが「公

共の場の掃除習慣がない人」（1：公共の場の掃除習慣なし、2：公共の場の掃

除習慣あり）に分類を行った。

（３）参加者の体験分析
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　本研究は、お寺の朝を体験する「テンプルモーニング」という日本各地の 24

箇所のお寺で実施されている取り組みに参加している人々に対して、アンケー

ト調査を行った。テンプルモーニングは、2017 年神谷町光明寺でスタートした

（2021年２月現在、神谷町光明寺における通算の開催回数は 80 回を数える）。

週 2 回～月 1回の頻度で開催されており、参加は無料。「掃除」、「読経」、「法

話や僧侶とのおしゃべり」といったお寺ごとにユニークな朝を皆で楽しむ場とし

て提供されている。

2.2　調査概要

　2021年 1月に Google 社の Googleフォームを利用してインターネット上に質問

票を設置し、テンプルモーニング参加者にテンプルモーニング開催時や主催者

の SNS 等で調査協力の告知をした。有効回答数は 110 名（有効回収率 98.2%）

であった。全有効回答者のうち、男性 54 名、女性 55 名、無回答 1名で、男

女比は半 と々なった。回答者の各年代の比率は 40 代が最も多く（38 名）、次

いで 30 代（31名）、20 代（16 名）、50 代（15 名）の順で多く、60 代以降（9 名）

と 10 代以下（1名）が少なかった。参加しているお寺は、神谷町 光明寺が最

も多く（69 名）、次いで佛日山 陽興寺（12 名）、教西寺（10 名）、法源寺（10 名）、

光澤寺（5 名）、長久寺（2 名）、妙光寺（2 名）、薬王山 本休寺（2 名）であり、

金剛寺、広布山 本覚寺、高願寺、秋田市 法華寺、正法寺、大宝山 来迎院、

大蓮寺、遍満寺、妙法寺はそれぞれ 1名ずつ回答があった。調査協力を呼び

かけた 24 箇所のお寺のうち17 箇所の参加者から回答を得た。なお、参加して

いるお寺については、一人が複数箇所参加していることもあるため、有効回答

数とは一致しない。

2.3　調査内容

（１）参加者の幸福感

　テンプルモーニングの参加者の幸福度測定は、Hitokoto & Uchida（2015）に

よる協調的幸福度尺度（Interdependent Happiness Scale; IHS）を用いた。国

際的には、Dienerら（1985）が開発した人生満足度尺度（Satisfaction with Life 
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１　問題

　日本では「お寺離れ」が進む一方で、ビジネス界に目を向けるとGoogle が

社員研修に取り入れたことで有名になった仏教由来のマインドフルネスの考え

方や身体的な実践が世界中の企業で導入されている（Tan 2012）。マインドフ

ルネスはいま起きていることに意識を向け、とらわれのない状態で、ただ観る

ことと定義される。医学的にはストレス軽減の効果もあるとされる （Kabat-Zinn 

1991）。宗教性を取り除いたマインドフルネスは、宗教の有無に関係なくあらゆ

る人々の間にも広がりをみせている。なぜ人々はマインドフルネスを求めるので

あろうか。マインドフルネスの高い人は幸福度が高いという研究結果（Sugiura 

2018）が示しているように、人々の幸福の基盤が経済的な価値から精神的な価

値へ変化していることが一つの要因としてあげられるだろう。マインドフルネスと

いうと瞑想のイメージも強いが、日本においてはより日常的にできるマインドフ

ルネスとして「掃除」がある。「掃除」と幸福度にはどのような関係があるのだ

ろうか。

　本研究の目的は、お寺の朝を体験する「テンプルモーニング」の参加者の掃

除行動を観察することにより、掃除と幸福との関係について調査分析を行い、

考察を加えるものとする。

２　方法

2.1　調査対象

「テンプルモーニング」アンケートから見る

掃除と幸福度の関係

松 本 紹 圭
大 成 弘 子

(35)
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47	ターラナータは、ブッダグプタがチベットに滞在していた間、寒い時にも裸形であったと述

べている。『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.121.

48	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.94.

49	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.113.

50	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.104.

51	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.109.

52	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.102.

53	 『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.105.

54	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.109.

55	 『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.106.

56	このほかにも大日如来、阿弥陀仏を主尊とする五族のマンダラのヴィジョンを得たことがあ

ったという。『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.111. 

57	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.114.

58	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.108.

本稿は 2020 年 8月、2021 年 1月の蓮花寺佛教研究所での発表に基づき、研究会参加者の

貴重なレビューとアドバイスをフィードバックして執筆しました。参加者の皆さま、あり

がとうございました。また、コロナ禍に始めたリモート読書会で毎週『ターラナータ仏教史』

を一緒に読んでくれている Bang	Jung	Lan さん、いつもありがとうございます。

〈キーワード〉シッダ（siddha）、ナータ（nātha）、ハタヨーガ（Haṭhayoga）、ターラナータ

（Tāranātha）、ブッダグプタ（Buddhagupta）、『ブッダグプタ伝（Buddhagupta’i 

rnam thar）』、『七付法伝（bKa’ babs bdun ldan）』、『ターラナータ仏教史（rGya 

gar chos ‘byung）』、『八十四成就者伝（Caturaśītisiddhapravṛtti）』
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した。

35	Tucciは Kargil と Ladak の地域を想定している。（Tucci 1931, p.689）

36	中国藏学出版のテキストは「Ḍamiḍo」とするが、諸本により綴りが異なっている。ターラナ

ータが併記するチベット語訳は「'gro lding」、ムスリムや土地の人の言語では「Samloranaso」

というと註釈している。「'gro lding」は通常「Dramila」「Dramiḍa」と還梵される。この「'gro 

lding」は、『ターラナータ仏教史』第 40 章「小さな島々の仏法の歴史、南方などの地での

復興」でも言及されており、インド本土では失われてしまった金剛乗の法流が広まっている

土地として紹介されている。『rGya gar chos 'byung』（Schiefner 1868）pp.200-201.

37	Śrīśaila、Kāleśvara、Bhīmeśvara の三つの Śivaliṅga があるTelugu の地を意味する。

38	Andhra の Tirumala か。

39	『ターラナータ仏教史』第 40 章「小さな島々の仏法の歴史、南方などの地での復興」の中

でも言及されている。『rGya gar chos 'byung』（Schiefner 1868）p.200.

40	『ターラナータ仏教史』第 40 章「小さな島々の仏法の歴史、南方などの地での復興」の中

でも言及されている。『rGya gar chos 'byung』（Schiefner 1868）p.200.

41	Uttar Pradesh の Prayāga（Allahabad）か。

42	Caryapa は Kṛṣṇacarya の略称。ここではクリシュナチャルヤ流の意味。

43	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.95.

44	Templeman はブッダグプタが訪れた聖地を、1.仏教徒の聖地、2. 聖地が仏教徒とカーンパ

タ（Kānphaṭa、ゴーラクシャ流のヨーガ行者の別名）の両者に聖地とされていた「二重占有」

の聖地、3. カーンパタの聖地の三種に分類している。そしてヨーガ行者たちにとって聖地と

は、排他的な信仰の場所ではなく、むしろ出会いの場であったと解している。（Templeman 

1997, pp.957-958）

45	ブッダグプタは Sauraṣṭa（Saurashtra）に滞在したおり、当地の namasita、つまりムスリムの

祠堂に滞在したという。『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.103.

46	ジュナーナミトラはチャルヤパの行に従事するため、もとの住居であった僧院を出たが、僧

形は改めなかったとされる。『Ka' babs bdun ldan』（LTWA 2011）p.101. シャーンティーグプ

タは弟子たちとともに東方の国に訪れた際に、現地のパシュトゥーン人たちより「頭を剃った、

赤い衣の者はここでは前例にない」と言われて、牢獄に入れられたとされる。『Ka' babs 

bdun ldan』（LTWA 2011）p.157.
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Kaplānī or Kapil Panth, 8. Gaṅgānāth, 9. Naṭeśvarī or Dariyānāth, 10. Āī Panth,11. Bairāg or 

Bhatṛhari Bairāg, 12. Rāval

21	Matsyendra は、魚を意味する「matsya」と、自在者を意味する「indra」の複合語である。

同じく魚を意味する「mīna」に「pāda」の省略形である接尾辞「pa」をつけた Mīnapa は、

マツェーンドラナータの異称とされる。ただし別人とみなす説もある。

22	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.95.

23	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）p.97.

24	パードゥカー（pādukā）は靴の意。ここでは空飛ぶ靴を意味する。パードゥカーのシッディ

は神足通の一種である。

25	『Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rnam thar』（北京版 1957）84. Vyālipa, 67b-68a.

26	『Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rnam thar』（北京版 1957）64. Caparipa, 53b-54b.

27	カックティパ（Kakkuṭipa）は『八十四成就者伝』に登場するクックリパ（Kukkuripa）と名

称が似ているものの、前者のエピソードは鶏（kakkuṭa）と結びつけられており、後者は犬

（Kukkura）と結びつけられている。『七付法伝』には第六の法流においてクックリパが登

場しており、そこで『八十四成就者伝』と同様のエピソードが語られている。そのため、タ

ーラナータはカックティパとクックリパを別人として扱っていると見てよい。

28	『七付法伝』は、ナーテーシュヴァリー派の説を採用し、ミーナパとマチェンドラパ

（Machendrapa）つまりマツェーンドラナータは別人であり、ミーナパの息子であるとしている。

29	『Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rnam thar』（北京版 1957）8.Mīnapa, 10b-11a.

30	『Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rnam thar』（北京版 1957）9.Gorakṣa, 11b-12b.

31	『七付法伝』にも言及されており、英訳者の Templeman は現在の Madhya Pradesh に位置す

ると註釈している。（Templeman 1990, p.107 n.59）

32	『七付法伝』にも言及されている。ターラナータは、Odiśa（Odisha）に Jagatnāthaとして知られる、

ヴィシュヌの石像を祀る寺院があると述べている。『Ka' babs bdun ldan』（LTWA 2011）

p.101. 英訳者の Templemanは Puriの Jagannātha寺院であろうと註釈している。（Templeman 

1990, p.117 n.178）

33	註 7 参照。

34	または Uḍḍiyāṇā。チベット語で Urgyan。何処に特定するか諸説あるが、ターラナータは「ム

スリムの言葉で Gazaniという」と註釈しているので、ここではアフガニスタンの Ghazniと
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thob」を「シッダ」と訳しているが、この書のタイトルは『八十四成就者伝』とするのが一

般的であるので、この訳を用いた。

4　マディヤデーシャ（Madhyadeśa）は、文字通りには中部を意味する。北はヒマラヤ山脈、

南はヴィンディヤ山脈に囲まれたガンガーとヤムナーの中・上流域を指す。現代のインド地

図からみるとインド北部というべきかもしれないが、『マハーバーラタ』の時代よりインドの

中心地とみなされてきた。

5　『rGya gar chos 'byung』（Schiefner 1868）pp.194-195.

6　ターラナータは、東インドを三つに区分し、その一番東側の区画を総じて「Koki」と呼んで

いる。東インドとはいうものの、ミャンマー、インドシナ半島に及ぶ地域をカバーしている。

『rGya gar chos 'byung』（Schiefner 1868）p.199.

7　『rGya gar chos 'byung』（Schiefner 1868）pp.199-200.

8　『七付法伝』にも言及されており、英訳者の Templeman は Rajasthan の Marusthaliを候補

地としている。（Templeman 1990, p.111 n.112）

9		Rajasthan の Mewar か。

10	Rajasthan の Pindwara か。

11	Rajasthan のĀbū 山か。Ābū はサンスクリット語「Arbudha」の訛り。

12	『rGya gar chos 'byung』（Schiefner 1868）p.201.

13	『Ka' babs bdun ldan』（LTWA 2011）pp.141-163.

14	『Ka' babs bdun ldan』（LTWA 2011）は「a-bhyā」と綴っているが、『ターラナータ仏教史』

で言及されるĀbhuと同一の場所と思われる。

15	『Ka' babs bdun ldan』（LTWA 2011）pp.163-164.

16	『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）pp.94-111.

17	ターラナータが「外道（tib. mu stegs, sans. tīrthika）」という言葉で指し示しているのはヒンド

ゥー教徒である。ムスリムのことは「蛮族（tib. kla klo, sans. mulecca）」と呼ぶ場合が多い。

18	タントラの修法（sādhana）を行なう行者。

19	原語は「nang pa zang ma」。「裸形の仏教徒」の意にもとれる。

20	Bouillier は、現代の Yogi Mahasabha が正式に認めている 12 派として以下をあげている。

（Bouillier 2008, pp.32–35）

1. Satyanāth, 2. Rāmnāth or Rāmke, 3. Pāgal, 4. Pāv Panth, 5. Dharmanāth, 6. Mannāth, 7. 



16 世紀インドにおける仏教徒のナータ

395 (30)

The Tibetan Tripitaka: Peking Edition: Kept in the Library of the Otani University, Kyoto, 87 
BSTAN-ḤGYUR RGYUD-Ḥgrel XLII, Tibetan Tripitaka Research Institute.

【第二次資料】

Alaka Chattopadhyaya & Lama Chimpa (1990). Taranatha's History of Buddhism in India (Reprint), 
Motilal Banarsidass.

Bouillier, Véronique (2017).	Monastic Wanderers: Nāth Yogī Ascetics in Modern South Asia, Mano-
har.

Briggs, George Weston (1938).	Gorakhnāth and the Kānphata Yogīs, Oxford University Press.

Mallinson, James (2011).	Nāth Sampradāya. Brill’s Encyclopedia of Hinduism, Vol.3, Knut A. Jacob-
sen, Helene Basu, Angelika Malinar, Vasudha Narayanan (Ed.), Brill, pp.409-428.

Templeman, David (1990).	Tāranātha's bKaʼ babs bdun ldan : The Seven Instruction Lineages (2nd 
ed.), Library of Tibetan Works & Archives.

Templeman, David (1997).	Buddhaguptanātha: A Late Indian Siddha in Tibet. Proceedings of the 7th 
Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften.

Tucci, Giuseppe (1931).	The sea and land travels of a Buddhist sādhu in the sixteenth century. The 
Indian Historical Quarterly, Vol. VII, No. 4. pp.683-702.

White, David Gorden (1996).	The Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India, University 
of Chicago Press.

杉木恒彦（2000）『八十四人の密教行者』春秋社。

杉木恒彦（2007）『サンヴァラ系密教の諸相―行者・聖地・身体・時間・死生』東信堂。

註

1　prāṇa は「気息」を意味する。プラーナ・ヨーガは脈管（nāḍī）とチャクラ（cakra）の身体

論に基づき、気息をコントロールするヨーガである。

2　『七付法伝』で言及されている人師はこれよりも多いが、英訳者であるDavid Templeman

は 59人を項目立てしているので（Templeman 1990, ix）、これに倣った。

3　サンスクリット語のテキストは発見されておらず、ムンドゥップ・シェーラップ（sMon grub 

shes rab）によるチベット語訳『八十四成就者伝（Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rnam 

thar）』のみが現存する。本論ではサンスクリット語の「siddha」、またはチベット語の「grub 



蓮花寺佛教研究所紀要　第十四号

396(29)

　当時のヨーガ行者たちは、共通の目標であるシッディの獲得を目指して、諸

流の教えを学び、聖地や聖人たちを共有してその霊験に預かっていたが、ブッ

ダグプタを一例とすれば、個々のヨーガ行者にはそれぞれ信仰の拠り所があり、

仏教徒であれば仏教徒としてのアイデンティティーは有していたように思われる。

そのため、インドの仏教は、密教の流行によってヒンドゥー化したために仏教と

しての主体性を失ったとする見解は、彼ら仏教徒たちの内面に照らしてみると、

妥当とはいえない。そうした意味で、当時のヨーガ行者のコミュニティーにおけ

る仏教徒とシヴァ教徒の相互関係は、Templeman が捉えたような同盟関係と見

るべきであろう。

　チベット仏教徒のターラナータは、こうしたインドのヨーガ行者たちの同盟関

係をよく理解していなかったのかもしれない。それゆえ、ターラナータは、ゴー

ラクシャの徒はもともと仏教徒であったが、その多くがシヴァ教に改宗し、彼ら

は時流に迎合するためにムスリムともうまくやっているのだ、と考えたのであろう。

彼はそれを「愚かにも」と表現したが、そうした柔軟な同盟関係は、ヨーガ行

者たちの宗教感情を傷つけるものではなかったし、むしろ彼らのインスピレーシ

ョンの源でもあったことをブッダグプタの行状記は物語っている。

参考文献

【第一次資料】 

『ブッダグプタ伝（Buddhagupta'i rnam thar）』（中国藏学出版 2008）
Tāranātha, gSung 'bum vol.34, 中国藏学出版社（Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang）. TBRC 
W1PD45495.

『七付法伝（Ka' babs bdun ldan）』（LTWA 2011）
Tāranātha, bKa' babs bdun ldan, rnam thar deb phreng 6, Library of Tibetan Works and Archives. 
TBRC W1KG14132.

『ターラナータ仏教史（rGya gar chos 'byung）』（Schiefner 1868）
Tā ra nā tha'i rgya gar chos 'byung. Târanâthae de doctrinae Buddhicae in India propagatione nar-
ratio: contextum Tibeticum e codicibus Petropolitanis. Anton Schiefner (Ed.), Academiae scientiarum 
Petropolitanae.

『八十四成就者伝（Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rnam thar）』（北京版 1957）
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　ハタ・ヨーガは、タントラ世界における諸宗教の相互作用の中で発展したプ

ラーナ・ヨーガの身体論、技法を集大成したものともいえるから、それは諸宗

教共通のプラットフォームとなり得る可能性を本来持っていた。実際、ハタ・ヨ

ーガの教えを継承するナータ・サンプラダーヤは、スーフィーやジャイナ教のナ

ータの伝統を形成した。それ故、もし仏教徒のナータ・サンプラダーヤの一派

が形成されていたとしても特に不思議はない。ナーテーシュヴァリー派を仏教徒

とするターラナータの見解には疑問の余地があるものの、我々は、仏教徒が独

自のナータの系譜を考案していたことを確認した。

　この時代のヨーガ行者たちは、諸流の師を尋ね歩き、また諸宗教の聖地や

宗教施設を訪れていた。ヨーガ行者たちのコミュニティーにおいて、彼らは「ゴ

ーラクシャの徒」「チャルヤパの徒」といったように、それぞれのヨーガの流派

の祖師の名称によって自らを区分しており、宗教間の相違は諸流の相違以上の

ものではなかったように見える。

　ブッダグプタは、仏教とヒンドゥー教、双方の聖地を訪問しており、イスラー

ムの宗教施設に滞在していたこともある。その一方、ジャヴァ島を訪れた際には、

当地に多くあった声聞の僧院をさけて滞在しなかった 58。つまりこれは、ヨー

ガ行者のコミュニティにおける諸宗教間の仲間意識に比べて、仏教内部におけ

る金剛乗の徒と声聞乗の徒との間の仲間意識がかなり低かったことを物語って

いるのだろう。

　こうしたヨーガ行者たちの相互関係について、Tucciは、当時の仏教徒とシヴ

ァ教徒の相互関係は前時代よりも強く、両者の信徒間に線を引くのは困難であ

ったと評し（Tucci 1931, p.685）、Templemanは、17 世紀のヨーガ行者のコミュニ

ティーは、仏教徒とヒンドゥー教徒の区分よりも、comity の感覚に基づいていた

と言えると評している（Templeman 1997, p.685）。

　つまり Tucciは、ヨーガ行者たちのコミュニティーにおける仏教徒とヒンドゥ

ー教徒との区分は曖昧であり、両者の関係を一種の融合状態として捉えている

一方、Templeman は、仏教徒とシヴァ教徒の区分は一応にはあるが、互いに尊

重し合う仲間意識が成立していたとし、両者が同盟関係にあったと捉えている

といえる。
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に十方の仏の集会かと見紛うほどの沢山の仏が現れ、「汝は不死の身体である」

と讃えられたという 54。

　ジャーミギリ島のナーガールジュナの故地に訪れてサーダナを行っていた時に

は、瓔珞をまとった菩薩の姿をしたナーガールジュナが極楽から従者をたくさん

引き連れてやってきた。そのとき指一本が一ヨージャナもあるような巨大な智恵

身（jñānakāya）を見たという 55。ダーニャカタカの大塔を訪れた際には、阿閦

如来（Akṣobhya）を主尊とする五族のマンダラが顕現した 56。

　最終的にブッダグプタがマハームドラーの覚りを完成し、大シッダ（mahā-

siddha）となった、あるいはより大乗仏教的な表現をすると、「現等覚」したのは、

ブッダガヤーのマハーボーディを巡拝したときのことであった。当地で瞑想小屋

をつくり、サマーディ、礼拝、行道を行ないながら一ヵ月ほど滞在していた時に、

自身が金剛薩埵のような巨大な身体となり、沢山の声と光明と共にあり、釈迦

牟尼仏と完全な同体となったという。そこに来集した十方の仏から「汝は宝広大

灯如来（Ratnasphārapradīpatatāgata）という」と授記をうけ、「執金剛（Vajradhara）

は汝に変化した。変化［身］のように有情の利益をなせ」と教誡されたという。

その真如において楽と空の智恵の無数の光明の中に長い間住したと記されてい

る 57。

　これらの記述にターラナータによる大きな脚色がないとすれば、以上の行状

記から推察される人物像を、我々は「仏教徒である」と言って、全く差し支えな

いだろう。当時のヨーガ行者たちは諸流を遍歴して学び得る環境にあり、ヨー

ガ行者のコミュニティーにおける宗教間の関係は排他的ではなく、個々のヨー

ガ行者がどの宗教、どの流派に所属しているのか、外見的に判然としないこと

もあったかもしれないが、彼らは内面的にそれぞれの信仰の拠り所を持ってい

たように思われる。少なくとも改名後のブッダグプタには、仏教徒という主体の

意識があったにちがいない。それゆえ、ターラナータはこの裸形のヨーガ行者を、

疑うことなく仏教徒とみなし、敬い、師事したのであろう。

まとめ
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ブッダグプタはこの出来事によって、ヒンドゥーの神々への敬意を捨てた訳では

ないからである。

　ブッダグプタはシャーティグプタの弟子となる以前から、各地で金剛乗の師を

訪ね、灌頂と教誡を受け、タントラの講義を聞いている。ダミドー島のパンディ

タ、スマティからはサンヴァラとヘーヴァジュラの灌頂を受け、『ヘーヴァジュラ・

タントラ』の解説を聞いた 50。シャンブダッタのハリプラバ王からはブッダサマヤ、

サンヴァラ、サハジャタットヴァなどの教えを受けた 51。

　当時のヨーガ行者たちのコミュニティーにおいて、ゴーラクシャの徒が金剛乗

の教えを受け、あるいは仏教徒がゴーラクシャ流の教えを受けることは、十分

可能であったと思われる。彼らヨーガ行者は「ゴーラクシャの徒」「チャルヤパ

の徒」といったように、それぞれのヨーガの流派の祖師（これらの聖者はしば

しば諸宗教に共有された）の名称によって自らを区分しており、宗教間の相違

は諸流の相違以上のものではなかったように見える。

　ただし、ブッダグプタが最初の三人の師たちの教えをマスターし、独り立ちを

して以降、ゴーラクシャ流の教えよりも金剛乗の教えに傾倒していったことは、

その修行や受法の内容から明らかに見てとれる。彼はビーメーシュヴァラの祠堂

ではじめて大楽を体験してからの 16 年間は、主にゴーラクシャ流のプラーナ・

ヨーガを修習していたようであるが、それ以降は専ら仏教のプラーナ・ヨーガで

ある究竟次第を修習するようになったとターラナータは述べている 52。

　内面的な信仰というものは外から量り難いが、この行状記には、ブッダグプ

タが修行中に体験した事柄が詳しく記載されており、そこから彼の霊的遍歴の

軌跡を辿ることができる。彼は聖地において度々霊的なヴィジョンを得ているが、

これらの体験の中でとりわけ彼の霊的成長に重要な役割を果たしたと思われる

ヴィジョンは、金剛乗の色彩を強く帯びている、というよりむしろ、金剛乗の覚

りの世界そのものであるといえる。

　ブッダグプタはシンハラ島を三回訪れており、二回目と三回目には当地の仏足

石に巡拝している。最初の訪問では七日間そこに滞在して祈りを捧げ、その時、

仏足石から発せられた沢山の光が身体の中に入るという体験をした 53。二度目

の訪問では、夢の中で自分が非常に大きな大日如来（Vairocana）となり、そこ
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のように仏教とヒンドゥー教の関係を捉えていたのだろうか。

　これについて Templemanは、『ブッダグプタ伝』にはブッダグプタの仏教改宗

についての記録が欠如していることを指摘し、ブッダグプタはゴーラクシャの徒

であったまま、仏教の相伝を継承したのではないかと想定している（Templeman 

1997, p.957）。Templeman は、それを可能にする要因として、ターラナータが主

張するように、ナーテーシュヴァリー派が仏教徒であったという可能性をも視野

に入れているが、先にも述べたようにその可能性はあまり高くないように思われ

る。ブッダグプタが仏教徒であるという明確な指標はどこかにあるのだろうか。

　ところで、本論で使用した中国蔵学出版の『ブッダグプタ伝』には、ブッ

ダグプタの名に関してテキスト上の問題がある。彼が最初にティールタナータ

に師事した時の名は「ブッダナータ（Buddhanātha）」とされているが 48、彼

が後にシャーンティグプタから特別な教誡を聞くことを得た時、「ブッダグプタ

（Buddhagupta）」と称していた名前を「ブッダグプタナータ（Buddhaguptanātha）」

に改めたとされている 49。さて、彼のもともとの名は「ブッダナータ」であったの

か、それとも「ブッダグプタ」であったのか。

　結論を先に言うと、それは「ブッダナータ」であったと思われる。シヴァ神の

異称としても使用されるこの名称は、ゴーラクシャ流の徒としての名に相応しく、

一方、ブッダグプタの「グプタ（gupta）」は、後に彼の師となったシャーンティグ

プタ（Śāntigupta）の名称の一部を継承したもののように見える。シャーンティグ

プタもまた、師のラーティグプタ（Rātigupta）から、この名の一部を継承してい

る。つまり、ブッダグプタの改名は、彼がシャーンティグプタの正式な弟子とな

ったことを示す出来事であったように思われるのである。

　ブッダグプタがシャーンティグプタの正式な弟子となり、シャーンティグプタよ

り法名を授かったということになれば、それには当然、三帰依を伴ったであろう。

この改名という出来事が、ブッダグプタがシャーンティグプタの正式な弟子とな

ったことを示すメルクマールとなるのであれば、この時点で彼は仏教徒となった、

あるいはなっていたと見なしてよいだろう。ただしそれを「改宗（conversion）」と

いう概念で説明するには、些か違和感が残る。ブッダグプタの行状の中に仏教

的な要素が現れはじめるのは、この出来事よりずっと以前のことであるし、また
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６　ブッダグプタは仏教徒であったのか？

　ブッダグプタはゴーラクシャ流のヨーガ行者としてその経歴を始めている。青

年期に彼がプラーナ・ヨーガを修行したディリ、ティラ、ハリドヴァーラは、い

ずれもナータ・サンプラダーヤの主要な道場や聖地のある場所であった。彼の

青年期の修学として記述されているもののうち、仏教的な要素はといえば、チ

ャンドラゴーミン（Candragomin）の文法書を学んだことくらいである 43。

　ターラナータは、ブッダグプタの最初の三人の師、ティールタナータ、クリシ

ュナナータ、ブラフマナータを仏教徒と見なしているが、ナーテーシュヴァリー

派のゴーラクシャの徒であった彼らが、仏教徒であった可能性はあまり高くない

ように思われる。Tucci（1931）もTempleman（1997）も、ブッダグプタがゴーラ

クシャ流のヨーガ行者であったことに関連して、仏教徒とシヴァ教徒の相互関

係を論じているから、両者ともにブッダグプタがもともとシヴァ教徒であった可

能性を想定しているようである。

　ブッダグプタに限らず、当時のヨーガ行者たちは、諸流の師を尋ね歩き、諸

宗教の聖地や宗教施設を訪れていた。ブッダグプタが遍歴で訪れた土地には、

ヒンドゥー教、仏教、双方の聖地が含まれ 44、さらに彼はイスラームの宗教施

設に滞在していたこともある 45。

　僧院出身者であるヨーガ行者たちは、僧院を離れて遍歴行に出た後も、し

ばしば僧形を保持していたようであり、『七付法伝』ではシャーンティグプタや、

シャーンティグプタの師、ジュナーナミトラ（Jñānamitra）が僧形であったことが

示唆されている 46。では、僧院出身者でないブッダグプタは外見上、仏教徒と

見なしうる特徴を有していたのだろうか。ターラナータはブッダグプタの外形的

特徴についてあまり多くを語っていないため、残念ながらそれについて知ること

が出来ない。唯一知られることはブッダグタが裸形であったということくらいで

ある 47。だがこれはむしろ仏教徒らしからぬ外形といえる。

　そこで、素朴な疑問が生じる。ブッダグプタは仏教徒であったのだろうか。

仏教徒であったのであれば何を根拠に仏教徒といえるのだろうか。そして彼はど
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よって身体を極小にし、小さなポットの中に収まることができた。

　ジャガッドナータに至り、ビーメーシュヴァラでヘーヴァジュラ忿怒尊を祀っ

た洞窟寺院に滞在していたとき、夜に墓場から 20 ほどの屍鬼がやってきて、彼

の前でダンスをした。当地ではチャルヤパ（Caryapa）42 のヨーギニーたちに灌頂

と口決を授けた。バンガラ、ティプラ、ラカンに再び至り、カーマル（Kāmaru: 

Kamrup）に一年ほど滞在した。八人ほどの生徒が付き従った。

　弟子たちを師のシャーンティーグプタや兄弟弟子に託してから、チベットへや

ってきた。到着するやダーキニーたちが彼を歓待した。当地でターラナータと

出会い、ターラー・ヨーギニーの灌頂、その生起次第、究竟次第の口決をはじ

めとする沢山の教えを授けた。

　ブッダグプタは不思議な力を持っており、半日ほどプラーナの通気を止める

ことができた。寒い時にも裸で、弱ることがないばかりか、周囲一肘間まで温

かさが巡っていて、他者を寒さから守ることができた。口と鼻の動きを止めて、

目と耳からプラーナを自由に出入することができた。足が水に沈まず、二指分、

地より浮かんでいた。身体から放たれた輝きがしばらく消えなかった。他者の

心を知り、見えない現象を見る能力があった。身体が軽く、二、三階から落ち

ても何ともなく、険しい山でも平地のように行き、毒や水銀によって身体を損な

うことが無く、獰猛な犬や野獣たちもお体を舐め、よく懐いた。カラスやツバメ

などが膝や手、首にとまって、手でなででも逃げずに嬉しそうにしていた。灌

頂の時には、弟子に真に知恵をそそぐことができた。マンダラより光を放つなど、

様々な神変を人前で示した。非人（amanuṣya）たちが供養した食事によって生

きることができた。

　その後ネパールに至り、聖地を訪問し、当地に二、三ヶ月滞在した。チャン

パーラナ（Campāraṇa: Champaram）で昔の弟子たちと再会して、シャーンティ

ーグプタの元にもどった。カゲーンドラ山において、ヨーギー、ヨーギニーたち

に盛大な供養を行なった後、バンガラに一年ほど滞在した。当地ではヨーギ

ー、ヨーギニー 20人ほどがお仕えしていた。再びティプラの土地に到り、そこ

に何年も滞在した。ターラナータがこの記録を書いていた頃にはデーヴィコータ

（Devikoṭa）の近くに滞在していたという。
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（Paigu）40、サーダディーパ（Sādhadhīpa）、大スヴァルナ、小スヴァルナ、スル

ジャディーパ（Surjadhīpa）、チャンドラディーパ（Candradhīpa）、サルヴァディ

ーパ（Sarvadhīpa）などの小島を訪れた。またガンガーサーガラ（Gaṅgāsāgara: 

Gangasagar）では、クリシュナチャルヤの霊験が現れた聖地などを訪れた。そ

の地で三ヵ月、チャンダーリー（Caṇḍālī）と、マハームドラーを一心に瞑想した。

　ある無人島に、シャーンティグプタの弟子である、大ヨーギニー・ディーナ

カラー（Dīnakarā）が、従者のヨーギー、ヨーギニー約４０人とともに止住し

ていた。この大ヨーギニーにお仕えしながら、トリリンガ、ヴィディヤナーガラ

（Vidyānagara: Vidyanagar）、カルナタカなどを経て、バンドゥヴァの地に到った。

そこでシャーンティグプタに再会し、13ヵ月ほどお側で仕えた。そのとき不可思

議な教誡を聞くことを得て、ブッダグプタ（Buddhagupta）と称していた名前をブ

ッダグプタナータ（Buddhaguptanātha）と改めた。灌頂や講釈は、シャーンティ

グプタの弟子のディーナカラーと、ガンビーラマティとの二人から受けた。

　その後、シャーンティグプタの薦めによって、中インドのマハーボーディ

（Mahābhodhi）に至った。瞑想小屋をつくって一ヵ月ほど止住して、日中はサマ

ーディ、夜は礼拝と行道をした。そのとき、十方の仏が来訪し、授記を受ける

という体験をし、楽と空の智恵の無数の光明の中に長い間住した。その後に八

大聖地を巡礼した。

　その後、自らの覚りを報告しに、シャーンティグプタの元に戻った。これまで

にない強い信心の力によって、全ての戯論を離れ、一ではなく、多でもない、

言葉を離れ、虚空のような全ての法の自性を体得し、マハームドラーの覚りを

完成した。最初の師であったティールタナータと最後にお会いになった時から、

その時までに 46 年がたっていた。

　シャーンティグプタの元で三ヵ月、残りの教えを聞いた。その頃、カゲーンド

ラ（Khagendra）山にヨーギー、ヨーギニーたちが 5000人ほど集って、当地の

王のスポンサーのもと、巨大な法会が開かれた。その時、シャーンティーグプ

タの教えによって多くの者たちがシッディを得た。

　その後、プラヤカ（Prayaka）41 に至って、シュバラクシタ（Śubharakṣita）とい

うヨーガ行者に出会った。彼はマハーヨーガを行っていて、プラーナ・ヨーガに



蓮花寺佛教研究所紀要　第十四号

404(21)

もあった。

　そこから船出してさらに北へ向かい、再びシンガラに到った。仏足石に祈り

を捧げながら滞在し、究竟次第のヨーガを主に行った。通常の分別（vikalpa）

をほとんど断ち、楽と空が絶えることなく生じた。

　コーンカナには、霊験あらたかなマンジュシュリー（Mañjuśrī）の天然の像が

あった。その像を礼拝、供養し、祈りを捧げた。次いで南方のマルヤーラに至

った。その近くのシャンンブダッタ（Śaṃbhudatta）という小国の王、ハリプラバ

（Hariprabha）は金剛乗のシッディを得た人物であった。この王からブッダサマヤ

（Buddhasamaya）、サンヴァラ（Saṃvara）、サハジャタットヴァ（Sahajatattva）な

どの教えを受けた。その地で大シッダ、シャーンティグプタ（Śāntigupta）の評

判を聞き、ジャガッドナータへ会いに行った。三ヶ月ほどお仕えしながら、そこ

に滞在した。シャーンティグプタから灌頂を受けるための資具を賄うために、ト

リリンガ（Triliṅga）37 やトリマラ（Trimala）38 へ出稼ぎに出て、それらの町でお

金と資具を用意して、カルナータカ（Karṇāṭaka）に滞在していたシャーンティグ

プタに再び会いに行き、灌頂を受けることを得た。

　それから東方に旅立ち、ジャーリカンダ（Jārikhaṇḍa:	Jharkhand）、ジャガッド

ナータ、続いてバンガラ（Bhaṅgala: Bengal）に到った。プンダバルタ（Puṇḍabharta: 

Pundavardhana）の地では、カサルパニ（Khasarpaṇi）仏のヴィジョンを得た。

ティプラ（Tipura: Tripura）では、カサランガ（Kasaraṅga）やデーヴィゴータ

（Devigoṭa）の聖地を訪れ、大シッダ、クリシュナチャルヤ（Kriṣṇacarya）が建

立した僧院に数日滞在した。

　ラカン（Rakhang:	Myanmer）の地の、 ハリバンジャ（Haribhañja）、プカン

（Pukhang: Pagan or Bagan）、パルグ（Palgu: Pegu or Bago）などには、比丘の

僧伽がたくさんあり、教えがよく広まっていた。当地に長い間滞在した。 ハリ

バンジャの僧院に、ダルマークシャゴーシャ（Dharmākṣaghoṣa）という大パン

ディタがおり、マントラの教えやスートラの教えをたくさん聞いた。

　それから船出して、ダナシュリー（Dhanaśrī）島 39 に到った。この島には比

丘が非常に多く、アストゥカカーヤ（Astukakāya）という大塔があった。この

大塔で五族のマンダラのヴィジョンを得た。さらに、ポタラ（Poṭala）、パイグ
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まとい、多くは酒を飲むなどしていた。その島で一年ほど修学し、スマティの娘

であるヨーギニー・マティスヴァミー（Matisvamī）から詳しい講釈を聞くことが

できた。

　そこから船出して、シャンカ島（Śaṅkhadvīpa）、パーラタ（Pālata）島、シンガ

リ島を訪問した。シンガリ島は、僧伽の部派がたくさんあって、仏法がよく広

まっていた。当地のシュリーパードゥカー（Śrīpādukā）の仏足石で七日ほど祈り

を捧げていた時、仏足石からたくさんの光が発せられて、自身の身体に入ると

いう体験をした。また、この島のカンダラ（Kaṇḍala: Kandalama）という土地の

森には、シャーンティパ（Śāntipa）の弟子といわれる 700 歳を超えるマシャーカ

ラシャーンティ（Maśākaraśānti）という者が住んでおり、彼を訪問し、話をする

機会を得た。ラーヘーシンガバンタリ（Rāhesiṅghabhanṭari）王にも面会し、教

えを説いた。

　そこから船出して、ウリンガ（Uliṅga）、アムカ（Amuka）などの小島を訪れ、

さらにその島々の人と共に大きな船に乗って、ジャミギリ（Jhamigiri）という大

島に至った。その島には昔、ナーガールジュナ（Nāgārjuna）が訪れたという高

座や、石仏、祠堂などもたくさんあった。ナーガールジュナが建てたという祠堂

で一心にサーダナを行っていた時、極楽からナーガールジュナがたくさんの従者

を引き連れて来迎するというヴィジョンを得た。その島には一年間滞在した。

　そこから船出して東方のいくつかの島を訪れた。マンジュシュリー（Mañjuśrī）

の聖地であるポータラカ（Poṭalaka）山がある島に至り、その島の聖地を巡礼し

た。その島には住人があまりおらず、仏教、ヒンドゥー教、イスラーム教のいず

れも行われていなかったが、昔に建てられた仏教の祠堂が有った。マニバドラ

（Manibhadra）が住んでいた水晶の洞窟、ブルクティ（Bhṛkuti）の聖地、アス

ラの金の扉がある洞窟、ターラーの聖地の森などを訪れた。その島を訪問した

ことによって、罪が浄化され、それ以降は睡眠を完全に断じた。

　そこから船出して北へ向かい、ジャヴァ島（Javadvīpa）に到着した。その島に

は声聞（śrāvaka）の僧伽の部派がたくさんあったが、それらには滞在しなかった。

パドマサンバヴァが金剛加持したという、湖に浮かぶ小島が有り、そこにはヘー

ヴァジュラの天然の石像があった。またたくさんのタントラ蔵が収められた洞窟
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し続けるという体験をした。

　それからタタールの土地を通って、カシュミールに至った。サラダー（Saradā: 

Sharada Peeth in Pakistan）、ナラダー（Naradā）などのヒンドゥー教の聖地な

どを訪れた。さらにダラタボータ（Dharatabhoṭa）35 とカスカーラ（Kaskāra: 

Kashgar）というタタールの土地に至った。そこはチベットとコータン、ペルシャ、

カシュミール、モンゴルの境である。

　再び、ディリに戻って、師ティールタナータにお会いしてから、南に向かい、

ビーメーシュヴァラ（Bhīmeśvara）神の祠堂に滞在していたとき、手に棒をもっ

た屍鬼（vetāla）が沢山やってきて、彼に危害を加えた。そこで動揺せずにプラ

ーナを止めて座っていると、屍鬼の骨がばらばらに砕け散り、雷のような音がし

た。それとともに楽と空のサマーディに入り、何日もの間、大楽に満たされた。

　約 16 年間、瞑想とマントラ行に励み、プラーナと心が安定するよう訓練し、

どのようなプラーナにも順応できるようになった。その後は、究竟次第を主に

修行した。

　南の近くのウシル（Uśir）に長期間滞在していたとき、昼夜六日間サマーディ

に入った。全ての外界が止滅し、内の楽と空の特別な体験をした。その後、マ

ルに赴き、パドマヴァジュラが建てた祠堂のヘーヴァジュラ（Hevajra）をお参りし、

それからアーブのヒンドゥー教の聖地、サウラシュタのシヴァリンガ（Śivaliṅga）、

ヴィルーパ （Virūpa）の天然の石像などを訪れた。当地ではムスリムの祠堂に

滞在した。南方のサヘーラビタン（Saherabhithaṅ）に雨期の間滞在し、サーダ

ナが大分上達した。ある時、街を歩いていると、遊女がバルコニーから捨てた

排水を頭からかぶった。その時、捨てる、捨てられるという主客を離れた智恵

を得て、大いなる信解を獲得した。南方の主要な仏教とヒンドゥー教の聖地は

ほとんど訪れた。

　コーンカナ（Koṅkana: Konkan）から西方に向かって船出して、ダミドー島

（Ḍamiḍodvīpa）36 に至った。その地ではマントラの教えが広く広まっていた。ス

マティ（Sumati）というパンディタからサンヴァラ（Saṃvara）とヘーヴァジュラ

の灌頂を受け、『ヘーヴァジュラ・タントラ（Hevajratantra）』の解説を聞いた。

ダミドー島には僧伽はあるが、律（Vinaya）の実践がなく、比丘たちは黒衣を



16 世紀インドにおける仏教徒のナータ

407 (18)

ジャガットナータ（Jagatnātha）32で各四ヵ月修行をした。30 歳ちょうどの年にマ

ル（Maru）33 の地で、あるクシャトリアの寄進を受けて、小さな隠遁小屋をつくり、

そこで一心に瞑想をした。様々な神通が現れたり、心身に支障が出たり、不安

定な状態が続いたが、師たちの教誡にしたがってそれらを斥けた。修行中はヴ

ァジュラヨーギニー（Vajrayogiṇī）の加護を度々受けた。修行は四、五年続いた。

　西方のシンドゥ（Sindhu: Sindh in Pakistan）のナガラタタ（Nagaraṭhaṭha: 

Nagar Thatta in Pakistan）という都城に滞在していたとき、激しい断食によって

死の直前までいった。プラーナ（prāṇa）を止めて瞑想をしていた時に、歓喜の

体験とともにクリアに目覚めた心の状態を獲得して、その後、長い間目覚めるこ

とがなかった。目覚めた後は衰弱がひどかった。その後はクリアな空のサマー

ディ（samādhi）を主に続けた。

　その後、シンドゥの聖地を巡礼しようと思い立ち、ナガラタタを出発した。当

地でヒンガラーチー（Hiṅgalācī）女神という、ウマー女神の御身より生じた神

の祠堂に滞在していたところ、石像の女神が現れて彼の慢心をたしなめた。

　ナガラタタに戻った後、北方へ旅に出た。モーラターナ（Molatāna: Multan in 

Pakistan）、カベーラ（Kabhela: Kabul in Afghanistan）、コーラーサーン（Khorāsān: 

Khorasan in Iran）、バジャサーナ（Bajasāna: Bhajestan in Iran）、ゴーシャ（Goṣa: 

Gosha in Afghanistan）などの土地を訪れた。当地の人々は、モンゴル、タタール、

ムスリム、タジク系であったので、そこに至るやいなや、人々は彼を非難し、攻

撃してきた。降伏のマントラの力か、はたまた財物のマントラのお陰か、土地の

人々はそのうち喜んで彼を迎えるようになった。

　次に西方のアウディヤーナ（Auḍiyana: Ghazni in Afganistan）34 に至り、大シ

ッダとして知られたルヴァバ（Lvaba）の洞窟、インドラブーティ（Indrabhūta）

王の城趾、イロー山（Iloparvata）という聖地などを訪れ、ドゥーマスティラ

（Dhūmasthira）という町に一ヶ月ほど滞在した。アウディヤーナはムスリムの土

地であったため僧伽はなかったが、昔の名だたる大シッダの故地があり、パド

マヴァジュラ（Padmavajra）の念持仏であるヘールカ（Heruka）を祀る不思議な

祠堂などを訪れた。またドゥーマスティラに滞在していたときにヴァジュラヴァー

ラーヒー（Vajravārāhī）の曼荼羅が自然に現れ、三日間、昼夜絶え間なく存在
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教徒が独自のナータの系譜を構築しようとしていた、ということは可能であるよ

うに思われる。

　以上は、付法という形式的な枠組みの上から、仏教徒のナータの存在を確

認したが、以下はターラナータの師であるインドのヨーガ行者、ブッダグプタの

行状を通して、実際に彼がどのようなナータであったのかを確認していこう。ま

ず次節では『ブッダグプタ伝』の概略を紹介する。テキストには中国藏学出版

の『ターラナータ全集（gSung 'bum）』vol.34 所収のものを使用した。ターラナ

ータがチベット語で音写しているサンスクリット語等の固有名詞の綴りはなるべ

く尊重したが、短母音を長母音に変換するなど、多少の改変を加えている。また、

地名で現代の名称がわかるものについてはコロン（：）の後に英語表記を記した。

5　ブッダグプタの行状

　『ブッダグプタ伝』によると、ブッダグプタは南インドの海沿いにあるラシュミ

ーシュヴァラ（Raśmīśvara）近くのインドラリンガ（Indraliṅga）出身であり、父

は大商人であったという。幼い時からヨーガ行者になりたいという志を抱いてお

り、父から許しを得て、ヨーガ行者ティールタナータ（Tīrthanātha）の弟子となり、

ブッダナータ（Buddhanātha）と名付けられた。師のもとで文法学などを一通り

学び、またバラモンのヨーガ行者ディーパナータ（Dīpanātha）からは文法や韻

律について学んだ｡ ティールタナータからは、ゴーラクシャ流の灌頂を受け、様々

な神々のサーダナも学んだ。

　ディリ（Ḍili: Delhi）、ティラ（Ṭila: Jogi Tilla in Pakistan）、ガウラシュタ（Gauraṣṭa）

山、ハリドヴァーラ（Haridvāra: Haridwar）などの道場で約九年間プラーナ・ヨ

ーガを修行した。ブラフマナータ（Brahmanātha）とクリシュナナータ（Krṣṇanātha）

という偉大なヨーガ行者からもたくさんの教えを受けた。ゴーラクシャの教えを、

その他のたくさんのマントラの儀礼の集成とともに学び、習得した。

　壮年期に達した時、シッディの獲得に専心しようと決意し、三人の師の教

えを完全なものにしてから、師たちのもとを離れ、隠遁行に入った。マラヴァ

（Malava）31 の地で一年、シンガリ（Siṅgali: Sinhala）島、ジャミギリ（Jhamigiri）、
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po dang/ nag po mgon po dang/ bram ze mgon po ste go rakṣa'i rjes 'brang rnam 

pa gsum po de'i bzhed pa mthun par byung bas kho bo'i bla ma yang 'di kho na 

'thad gsung//

　第七の口決は、種々寄せ集めの法流であり、大シッダ、ゴーラクシャ

の口決などの法流である。つまり、十二派のヨーガ行者たちにより、「ミ

ーナパはマヘーシュヴァラ（Maheśvara、つまり Śiva）に従って、一通

りのシッディを獲得した。ゴーラクシャは彼にプラーナの口決を請い、

修習して、マハームドラーの智恵を自ずから生じた」云々の、根拠のな

い様々な話があるが、それらはひとまず横に置いておく。

　ここでは、大シッダ、シャーンティグプタなどの、信頼あるパンディ

タたちの説と、私自身の師であり、ゴーラクシャの教えを余すところ

なく集めた多くのシッダたちに直にお会いした師である、ブッダグプ

タの口説によるため、「高い神力と無量の加持力を有するアーチャール

ヤ（ācārya）であるティールタナータ（Tīrthanātha）、クリシュナナータ

（Krṣṇanātha）、ブラフマナータ（Brahmanātha）という三人のゴーラクシ

ャの徒が一致して認めているので、これだけが正しい」と私の師も述べ

た。

『Ka' babs bdun ldan』（LTWA 2011）pp.130.

　ここでターラナータが「十二派のヨーガ行者たち」の説として語っているのは、

シヴァ神 → ミーナパ → ゴーラクシャ へと受け継がれたハタ・ヨーガの付法の

系譜であり、「十二派」とは先に紹介したゴーラクシャ流の十二派をいう。した

がって、この説をそのまま採用すると、それはシヴァ神を始祖とするシヴァ教徒

たちによるゴーラクシャ流の付法と全く変わらないことになってしまう。そのた

め、ここでは、仏教徒のナータの付法の系譜として、シヴァ神 → ミーナパの付

法を系譜の中心からずらし、その前にラサ・シッダの系譜を継ぎ接ぎして、プラ

ーナ・ヨーガの付法のみに特化せず、かつゴーラクシャの存在感を薄めた法流

が形成されたように思われる。ナーテーシュヴァリー派を仏教徒とするターラナ

ータの見解には疑問の余地があるものの、この第七の法流の存在によって、仏
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図 1
『八十四成就者伝』 『七付法伝』

84.Vyālipa　 ⇔　 16.Nāgārjuna 　▶ 1.Vyālipa 　⇔　 2.Nāgārjuna

　 　 ⇔

64.Caparipa 3.Carpaṭipa　 　 ⇒

4.Kukkuṭipa
 Maheśvara 　　　　

⇒
　 Maheśvara⇒ 　 　 　 　 ⇒ 　 　 ⇒

8.Mīnapa 5.Mīnapa　 　 　 　 　 ⇒ 　 　 ⇒ 　 　 　 　 　 ⇒ 　 　 ⇒

　10.Caurāṅgī　  　9.Gorakṣa 　▶ 　6.Cauraṅgipa    (Macchendrapa）　 　 ⇒

7.Gorakṣa

　ターラナータも、この法流を何かしら「寄せ集め」のようなものとして認識し

ていたようである。本論ではこの法流を「その他」と意訳したが、ターラナー

タが使用しているチベット語の原語は「thor bu sna tshogs」つまり「種々寄せ集め」

である。七つの付法のうち、第一から第五までの法流が、マハームドラーや生

起次第といった特定の行法の付法、第六の法流がタントラの注釈についての付

法であるのに対して、この第七の法流については付法の内容に一貫性がなく、「寄

せ集め」なのである。

bdun pa man ngag thor bu sna tshogs kyi bka' babs ni/ grub chen gau rakṣa'i 

man ngag rnams kyi bka' babs yin te/ de yang sde tshan bcu gnyis kyi jo gi 

rnams na re/ mī na pas lha dbang phyug chen po la bsten te thun mong gi dngos 

grub thob/ de la go ra kṣas rlung gi gdams ngag zhus te/ bsgoms pas phyag rgya 

chen po'i ye shes rang byung du skyes pa yin zhes zer ba sogs khungs med kyi 

gtam sna tshogs yod kyan re zhig bzhag go//

'dir grub chen zhi ba sbas pa la sogs pa paṇḍi ta khungs ma rnams kyi gsung 

dang/ kho bo'i bla ma sangs rgyas sbas pa'i zhal snga nas kyis bla ma go rakṣa'i 

gdams pa ma lus pa'i mdzod du gyur pa grub thob mang po dngos su zhal mjal/ 

nus mtho dang byin rlabs dpag tu med pa mnga' ba'i slob dpon 'bab stegs mgon 
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におけるエピソード 25 は、そのまま『七付法伝』に採用されている。ヴャーリパ

とナーガールジュナは、ラサ・シッダのリストに頻繁に現れるシッダであり、『七

付法伝』の第七の法流に説かれているナーガールジュナの事蹟は、ラサ・シッ

ディに関するものに特化されているので、ターラナータはここでラサの付法の系

譜を語ろうとしていることがわかる。

　3.チャルパティパは、しばしばラサ・シッダのリストに現れるシッダである

と同時に、ナータのリストにも現れるハイブリッドなシッダである。『七付法

伝』におけるチャルパティパのエピソードは、『八十四成就者伝』のチャパリパ

（Caparipa）のエピソード 26 をほぼ踏襲したものであるが、『七付法伝』に説か

れている、ヴャーリパがチャルパティパにラサの教えを授けたとするエピソード

は、『八十四成就者伝』には見出せない。

　4. カックティパは、『八十四成就者伝』に対応する人物を見出せず 27、私見で

は他所に言及されている例も見出せなかった。

　次に、5.ミーナパ、6.チャウランギー、7.ゴーラクシャの三者の関係については、

ミーナパとマツェーンドラナータとの同一性についての解釈の違いがあるものの 28、

ミーナパ、あるいはマツェーンドラナータをチャウランギーとゴーラクシャの師と

する関係は、『八十四成就者伝』と一致している。『七付法伝』におけるミーナ

パやチャウランギーに関するエピソードは、『八十四成就者伝』の内容を踏襲し

ており、ミーナパが魚の体内からマハーデーヴァがウマーにプラーナ・ヨーガの

教えを説くのを盗み聞きしたエピソード 29 や、チャウランギーが父王によって切

断された四肢をヨーガの力で復活させたエピソード 30 などが語られている。た

だし、ゴーラクシャについては、その行状が極端に簡略化されており、多くは

記されていない。

　つまりこの法流は、図 1のように、『八十四成就者伝』における1.ヴャーリパ

と 2.ナーガールジュナの二人のラサ・シッダの関係、そして、5.ミーナパ、6.チャ

ウランギー、7.ゴーラクシャの三人のナータの関係を基にして、その中間に、ラサ・

シッダのリストとナータのリストに登場するハイブリッドなシッダ、チャルパティパ

と、よく知られていないシッダ、カックティパを挿入して、ラサ・シッダの伝統を

ナータの伝統へと橋渡すように構成されているといえる。
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ナを実践していたから、ナータとラサ・シッダの伝統を同時に受け継いでいるよ

うなヨーガ行者も実際にいたものと想定される。ブッダグプタの最初の師、ティ

ールタナータはラサーヤナを完成したことで知られており 22、ブッダグプタもま

た、独り立ちをして隠遁行を始めた最初の六ヶ月間は、ラサーヤナの実践に従

事している 23。

　『七付法伝』における第七の「その他」の法流は、まさにこうしたシッダの伝

統の展開の軌跡を示しており、ラサ・シッダとナータ、両者の伝承の要素が混

在したものとなっている。以下は第七の法流を形成する12 人のシッダのリスト

である。

 1. ヴャーリパ（Vyālipa）

 2. ナーガールジュナ（Nāgārjuna）

 3. チャルパティパ（Carpaṭipa）

 4. カックティパ（Kakkuṭipa）

 5. ミーナパ（Mīnapa）

 6. チャウランギパ（Cauraṅgipa）

 7. ゴーラクシャ（Gorakṣa）

 8. カルナリパ（Karṇaripa）別名ヴェラガナータ（Veraganātha）

 9. ナーゴーパ（Nāgopa）

 10. ゴーレンナータ（Golennātha）

 11. オーンカラナータ（Oṃkaranātha） 

 12. ラーティグプタ（Rātigupta）

　これらの 12人のシッダのうち、4. カックティパを除く、1から 7までのシッダは

『八十四成就者伝』にも登場し、8 から12までは『八十四成就者伝』の時代か

らターラナータの時代までを繋ぐシッダやナータたちとなっている。『八十四成

就者伝』は個々のシッダの行状のランダムな集成であるため、このような師資

相承の系譜は構成されていないが、それぞれのシッダの行状の中で師弟関係

が言及されていることがある。

　1から 7までのシッダのうち、1.ヴャーリパと、2.ナーガールジュナが、ラサと

パードゥカー（pādukā）24 のシッディを互いに交換したとする『八十四成就者伝』
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から、このシッダたちの行状記の中に登場するゴーラクシャを、彼は当然仏教

徒であるとみなしていたのであろう。

　ちなみにこの『八十四成就者伝』には、ゴーラクシャばかりでなく、ミーナ

パ（Mīnapa）つまりマツェーンドラナータ（Matsyendranātha）21、チャウランギ

ー（Cauraṅgī）、ジャーランダラ（Jālandhara）といった、ハタ・ヨーガの伝統に

おいて尊ばれているナータたちが登場する。『八十四成就者伝』はシッダたちの

行状記としては成立が古いが、その当時から仏教徒とヒンドゥー教徒が互いの

シッダを貸借し、あるいは共有する関係が成立していたことが伺える。

　現代の学者の中には、ターラナータが考えていたように、彼らはもともと仏教

徒であったのだと解する者もいなくもないが、『八十四成就者伝』中のゴーラク

シャ伝には、彼とマハーデーヴァとの関係がすでに示唆されているし、ミーナパ

伝においても、ハタ・ヨーガの伝統においてよく知られている伝説、つまり彼が

魚に呑み込まれて、魚の体内からシヴァがウマーに教えを説くのを盗み聞きした

とする伝説が採用されているから、彼らとシヴァ教との関係は、仏教との関係

に先行するように思われる。

　なお、こうした仏教徒とヒンドゥー教徒によるシッダの貸借関係、あるいは

共有関係については、David Gordon White による詳しい研究がある。White は

『The Alchemical Body』（1996）において、中世インドのシッダやナータたち

のリストを様々な文献から網羅的にあげて比較しながら、仏教とヒンドゥー教

の相互関係のなかで、シッダの伝統からラサ・シッダ（rasasiddha）の伝統や

ナータの伝統が展開していった過程を明らかにしている（White 1996, pp. 78-

110）。

　ちなみにこのラサ・シッダとは、錬金術（Rasa）と長生術（Rasāyana）を兼

ね備えた技術の成就者（siddha）をいう。ラサ・シッダの伝統はシヴァ教を主な

信仰的基盤とし、「ラサ＝シヴァの体液＝水銀」という解釈のもと、ラサ・シャ

ーストラ（Rasaśāstra）という一連の文献群を生み出していった。仏教において

早くからラサーヤナ（Rasāyana）の成就者として知られていたナーガールジュナは、

シヴァ教の伝統の中で「ラサ・シッダ」としての地位を確立していった。

　ラサ・シッダとナータとは密接な関係にあり、ナータたちはしばしばラサーヤ
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の、分派や廃合による変遷過程により、その内容は文献間において大きく異な

っている。ターラナータがここでゴーラクシャの徒のヨーガ行者の十二派として

あげている名称は、十二派が列挙されている例の中でも古く、貴重な証言の

一つといえる。これらのうちのいくつかは、現代、一般的なナータ・パンティー

（Nāthapanthī）の十二派 20 とされているものの中に対応物が見出せる。ターラ

ナータによるナーテーシュヴァリー派の扱いは、十二派の傍流のような位置づけ

であるが、現代ではむしろこれら一般的な十二派の一つに数えられている。し

かし、ナーテーシュヴァリー派は、歴史的にもスーフィー（Sufi）との結びつきが

顕著であり（Briggs 1938, pp.64-65）、仏教との関係について知られているところ

は殆どない。

　ターラナータがここで名前をあげている、ティールタナータ、クリシュナナータ、

ブラフマナータという三人のナータたちは、『ブッダグプタ伝』の中で、ブッダグ

プタの最初の師たちとされている人物である。『ブッダグプタ伝』におけるブッダ

グプタの修学期の行状からは、これら三人の師を仏教徒とみなすべき根拠を特

に見出せず、また彼らは名前からしてもあまり仏教徒らしくない。そのため彼ら

を仏教徒とするターラナータの見解をそのまま受け取ってよいものか、躊躇いを

感じる。Templemanは、ナータ・サンプラダーヤにはジャイナ教の一派が存在し

ていたから、これに準じて考えれば、この証言も検証できるかもしれないと述

べるが（Templeman 1997, p.957）、おそらくターラナータは、ブッダグプタを仏教

徒と見なしていたために、ブッダグプタの師たちも仏教徒であると考えたのでは

なかろうか。

４　仏教徒によるナータの系譜

　先に見たとおり、ターラナータは、ゴーラクシャの徒はもともと仏教徒であっ

たと考えており、さらにゴーラクシャ自身をも仏教徒とみなしていた節があるが、

彼がそのように考えていたのにはそれなりの理由がある。チベット仏教では、ム

ンドゥップ・シェーラップ（Smon grub shes rab）のチベット訳により、アバヤダッ

タシュリー（Abhayadattaśrī, 12 世紀）の『八十四成就者伝』がよく知られていた
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　これが語られたコンテクストを解説しておくと、セーナ朝の末期にもシッダや

サーダカ（sādhaka）18 たちが沢山いたにもかかわらず（彼らは敵を降伏する呪法

を知っている）、なぜ中インドがイスラーム勢力に制圧されてしまったのかにつ

いて、ターラナータが自身の意見を開陳した一節である。これによりターラナ

ータが、ゴーラクシャの徒はもともと仏教徒であったのが、セーナ朝の時代に

王たちの庇護を求めてその多くがシヴァ教に改宗したのだ、と理解していたこと

がわかる。

　ターラナータは、『ブッダグプタ伝』においても、この「ナーテーシュヴァリー

派」について言及しており、ゴーラクシャ流には十二派あり、ナーテーシュヴァ

リー派は仏教徒であると述べている。

gau rakṣa'i rjes 'brang du grags pa dzo gi zhes zer ba la sde tshen bcu gnyis yod/ 

nā tha panthi/ pa vo panthi/ pakṣa panthi/ go pā la panthi/ pa ga la panthi/ ā yi 

panthi/ tso li panthi/ ho du panthi/ dhva ja panthi/ bhe ra gi panthi/ maṅ ga la nā 

tha panthi/ satta nā tha panthi/ zhes pa rnams so/ snga ma'i nang sel/ nādeśvari 

dzo gi zer ba'i sde gcig yod/ da lta yang nang pa zang ma yin/ bla ma tirthi nā 

tha/ brahma nā tha/ kriṣṇa nā ṭha gsum ka nāṭeśvari 'i sde yin no//

ゴーラクシャの徒と呼ばれるヨーガ行者（yogi）というものに十二派

がある。1 Nātha-panthī、2 Pavo-panthī、3 Pakṣa-panthī、4 Gopāla-panthī、

5 Pagala-panthī、6 Āyi-panthī、7 Coli-panthī、8 Hodu-panthī、9 Dhvaja-

panthī、10 Bheragi-panthī、11 Maṅgalanātha-panthī、12 Sattanātha-panthī と

いう。前のものに諸説有り、Nāṭeśvarī-yogi という一派がある。今も明

らかな仏教徒 19 である。ティールタナータ（Tīrthanātha）、クリシュナ

ナータ（Kṛṣṇanātha）、ブラフマナータ（Brahmanātha）の三人の師（guru）

は全て、ナーテーシュヴァリー（Nāṭeśvarī）派である。

『Buddhagupta'i rnam thar』（中国藏学出版 2008）pp.96-97.

　ターラナータも述べているように、ナータ・サンプラダーヤは伝統的に十二

の分派を数えるが、この十二派は「十二」という枠組みこそ古くからあるもの
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身者であり、彼らは確実に自らを仏教徒として認識していたに違いない。

　仏教徒のナータと言うにはそこに仏教徒という主体の意識がなければならな

いが、そうした主体の意識を、僧院出身者であればともかく、そうではない個々

のヨーガ行者が実際に有していたのか、主体の意識が存在していたとすれば、

どのように仏教とヒンドゥー教の相互関係を捉えていたのかといった問題は、本

論の主題に取り組む上で明らかにしておかなければならない。以下に見るよう

に、ターラナータは、ナータ・サンプラダーヤの一派に仏教徒が存在していた

と証言しているのであるが、このターラナータの証言は、彼が直接ゴーラクシャ

流のヨーガ行者から聞いた情報を元にしているとはいえ、あくまでチベット仏教

徒としての彼の眼を通したものであることを念頭に置いて理解する必要がある。

本論では仏教徒のナータの伝統の存在を前提に論を進めてはいるものの、実

際に個々のヨーガ行者が仏教徒としての意識をどの程度保持していたのか、と

いう問題については、最終的にブッダグプタの行状から判断していきたいと思う。

これについては第 6節で詳しく検討する。

　さて、ターラナータは『ターラナータ仏教史』の中で、ゴーラクシャ流の諸派

中、「ナーテーシュヴァリー（Nāṭeśvarī）」派のヨーガ行者たちが仏教徒であった

ことについて、次のように述べている。

de skabs go rakṣa'i rjes 'brang dzo gi phal cher shin tu blun pas / mu stegs pa'i 

rgyal po rnams kyis rnyed bkur bkur 'byung ba'i don du dbang phyug gi rjes 

'brang du song zhig / / deng rnams du ruSHka dang yang mi 'gal lo zer / na ṭe 

swa ri'i sde nyung shas cig nang pa kho nar gnas so / 

その頃、ゴーラクシャの徒のヨーガ行者のほとんどは実に愚かで、外道 17

の王たちが利益と名誉をもたらすので、イーシュヴァラ（Īśvara、つま

り Śiva）の徒となって、「わたしたちはトゥルシュカ（Turuṣka、トルコ

系のムスリム）とも対立しない」といい、わずかナーテーシュヴァリー

のグループだけが仏教内にとどまっていた。

『rGya gar chos 'byung』（Schiefner 1868）p.194.
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がシャーンティグプタのために大寺院を建立し、大法会を後援したことなどが知

られる。13 なお、彼の弟子であったガンビーラマティ（Gambhīramati）も僧院出

身者であり、グジラータのクシャトリア出身であった彼は、アビヤー（Abhyā）14

の僧院で沙弥となり、19 歳のときにシャーンティグプタの弟子となったという。15

　次に『ブッダグプタ伝』によると、ブッダグプタは僧院出身者ではなく、その

経歴はゴーラクシャ流のヨーガ行者としてはじまる。彼もまた、生涯を遍歴と隠

遁行に捧げたが、その行動範囲はシャーンティグプタよりはるかに広く、たび

たび船出して訪れた島々は、東南アジアにまで及ぶ。彼が訪れた土地の記録

の中で興味を引くのは、これらの島々の仏教の状況であるのだが、インド亜大

陸とその陸続きの周辺地域の記録としては、南インド、マルヤーラの近くのシャ

ンブダッタ（Śambhudatta）という小国の王、ハリプラバ（Hariprabha）が金剛

乗を修していたこと、東インド、ティプラ（Tipura: Tripura）でクリシュナチャル

ヤ（Kṛṣṇacarya）が創建したという僧院に数日滞在したこと、ラカン（Rakhang: 

Myanmer）の地のハリバンジャ（Haribhañja）、プカン（Pukhaṅ: Pagan or 

Bagan）、ぺルグ（Palgu: Pegu or Bago）に、たくさんの僧伽があったこと、この

うちハリバンジャの僧院にダルマークシャゴーシャ（Dharmākṣaghoṣa）という大

パンディタがおり、彼からマントラとスートラの教えを受けたことなどがあげられ

る。16

3　仏教のナータ・サンプラダーヤ？

　一説にインドの仏教は、イスラーム勢力の侵攻だけでなく、密教の流行によ

ってヒンドゥー化したために、仏教としての主体性を失い、廃れてしまったとも

言われている。一方が主体性を失い、他方の主体に同化したのであれば、それ

は「吸収」という事態である。しかし、以上に見た十六世紀の状況から、当時、

仏教が主体性を失い、ヒンドゥー教に吸収されてしまったと評価することは難し

いように思う。この時代には大乗仏教を修学する僧院がなお存在しており、ま

た受戒した比丘も存在していた。自らを仏教徒として認識していた者は、少な

からずいたであろう。先に見たシャーンティグプタやガンビーラマティは僧院出
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んになり、ショーバジャータ（Śobhajāta）王の保護のもと約 200 の宗教施設が

建てられたとされる。当地にはターラナータの時代にもなお僧が二、三万人おり、

在家仏教徒も多かったと記されている。7

　南方へも同様に、デリー・スルターン朝の時代以降、大乗仏教が勢力を広

げたようである。ヴィディヤーナガラ（Vidyānagara: Vidyanagar）、コーンクナ

（Koṅkuna: Konkan）、マルヤーラ（Malyāra: Malabar）、カリンガ（Kaliṅga）など

の地に、それほど大きくはないものの、宗教施設が多く設立されたといい、そ

の伝統はターラナータの時代まで途切れずに続いていたという。また南西の地

方、マル（Maru）8、メーヴァラ（Mevara）9、チタヴァラ（Citavara）、ピトゥヴァ（Pitva）
10、アーブ（Ābhu）11、サウラシュタ（Sauraṣṭa: Saurashtra）、グジラータ（Gujirātha: 

Gujarat）などにはデリー・スルターン朝時代以前より宗教施設が多くあり、タ

ーラナータの同時代にも比丘が多くいたとされる。12

　こうした状況は、『七付法伝』中のシャーンティグプタ伝と、『ブッダグプタ伝』

の中に、より具体的に記されている。以下に、この二人の人師の行状を通して

知られる、16 世紀当時のインドの状況についてまとめておこう。

　『七付法伝』によると、シャーンティグプタはクシャトリア階級出身であり、

父はマントラ行者であったという。若い頃に、父からターラー（Tārā）の灌頂

を受け、サーダナを修していたが、二十二歳の時に南インド、コーンクナの僧

院で、教師（upādyāya）のラーティグプタ（Rātigupta）に従って声聞蔵、中観、

唯識を学んだ。この僧院には、50人の比丘と、最も多い時で最大千人のウパー

サカ（upāsaka）が学んでいたという。彼はさらに師よりタントラの灌頂と教誡を

受け、師が亡き後は僧伽の長老（sthavira）を９年つとめたが、修行に専念する

ために僧院を離れた。以降、彼は遍歴と隠遁行に生涯を捧げるが、彼が訪れ

た土地土地の記録から、西インド、サウラシュタ周辺のある土地ではタジク系

の王が仏教徒を保護していたこと、東インドで当時、パシュトゥーン人（Paṭhāna）

たちにより仏教やヒンドゥー教の寺院が破壊されていたこと、南インド、マラハ

タ（Marahaṭa: Marhatta）とコーンクナには複数の僧院があったこと、当地の僧

伽の者たちに招かれてシャーンティグプタがそれらの僧院で金剛乗の教えを説

いたこと、南インド、バンドヴァ（Bhaṃdva）の王、バーラバドラ（Bālabhadra）
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の中にも仏教徒を保護する者がいた。彼らの行状記が伝えているこれらの内容

は、イスラーム勢力の侵攻によって、インド仏教は 13 世紀に消滅したとされる

一般的な見解とは異なっている。

　ベンガルやビハールにおいて、近世に至るまで仏教が存続していたことは、

インドの学者たちによって早くから指摘されており、1930 年代には『ブッダグプ

タ伝』を事例に、Tucci がこのことについて言及している（Tucci 1931, pp.683-

684）。にもかかわらず、前述の「一般的な」見解は、現代もなおインド仏教史を

概論する言説の中で再生産され続けている。一体、どのようにこの言説が一般

化していったのか、という問題はそれ自体興味深いものがあるが、ここでは深

く追求しない。

　先に『ターラナータ仏教史』について紹介した際に、この書がセーナ朝の時

代に至るまでのインド仏教の歴史を扱っていると述べたが、厳密に言えば、第

37 章「四人のセーナ王らの時代」には、イスラーム勢力によるヴィクラマシーラ

（Vikramaśīla）大学破壊後における仏教の状況についても言及されている。ター

ラナータは、セーナ朝滅亡後にイスラーム勢力を制して中インド（Madhyadeśa）4

に勢力を広げたヒンドゥー王として、バンガラ（Bhaṃgala: Bengal）のチャガラ

ラージャ（Cagalarāja）、オーディヴィシャ（Oḍiviśa: Odisha）のムクンダデーヴァ

（Mukundadeva）の二名をあげ、彼らが仏教を保護し、寺院の修復や建立を行っ

た事蹟を記している。5

　また、第 38 章「ヴィクラマシーラの歴代の長老たちの系譜」がヴィクラマシ

ーラの消滅によって締めくくられた後、第 39 章「東方のコーキの地への仏法流

布」、第 40 章「小さな島々の仏法の歴史、南方などの地での復興」では、セ

ーナ朝滅亡後も東インド、南インド、あるいはインド亜大陸周辺の島嶼部で、

ヒンドゥー王たちの保護の下、仏教が存続していたことが記されている。こと現

在の東北インドからミャンマー、インドシナ半島に及ぶ地域にひろがっていた

コーキ（Koki）6 の地域では、アショーカ王の時代より連綿と仏教が行われてお

り、セーナ朝の時代には大乗仏教がさかんになって、その時代の中インドの仏

教組織の発展に大きな役割を担ったという。デリー・スルターン朝がマガダを

征服した時には中インドの学僧が多くその地に至ったため、仏教がますます盛
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その後の消息について記されている。

　ブッダグプタの名は具には「ブッダグプタナータ（Buddhaguptanātha）」という。

「ナータ（nātha）」とは、救護者、救世主を意味し、この伝統を継承する者に

付与される接尾敬称を兼ねた名称の一部として使用されている。ターラナータ

もまた、その名が示しているように、ブッダグプタからナータの伝統を受け継い

だと見なすべきなのだろうか。それを判断するには、彼が実際にこのインドのヨ

ーガ行者からどのような教えを受けたのか、彼の自伝等を含めて吟味しなけれ

ばならないが、『ブッダグプタ伝』中には、ゴーラクシャの口決の一つが紹介さ

れているから、ゴーラクシャ流の何某かの教えは受けたものと思われる。少なく

ともターラナータ自身は、自らがインドのナータたちの系譜に連なることをこの

名によって示したかったのであろう。

　『ブッダグプタ伝』について論じた先行研究として、Giuseppe Tucciの「The sea 

and land travels of a Buddhist sādhu in the sixteenth century」（1931） と、David 

Templemanの「Buddhaguptanātha: A Late Indian Siddha in Tibet」（1997）をあげ

ることができる。ブッダグプタがゴーラクシャ流のヨーガ行者であったことにつ

いては、両者がすでに指摘しており、この事実に関して Tucciは、この時代の

仏教徒とシヴァ教徒の相互関係は前時代よりも強く、両者の信徒間に線を引く

のは困難であったと評しており（Tucci 1931, p.685）、Templeman は、17 世紀のヨ

ーガ行者のコミュニティーは、仏教徒とヒンドゥー教徒の区分よりも、comity の

感覚に基づいていたと言うことができると評している（Templeman 1997, p.685）。

これらの評価については、『ブッダグプタ伝』を検討した後、本論のまとめに再

び論じることにしよう。

２　デリー・スルターン朝以降のインドの仏教

　Templemanは、ブッダグプタの生存年代を 1514 年から1610 年と計算している

（Templeman 1997, p.955）。つまりブッダグプタは、主に 16 世紀に活躍した人物

ということになる。ブッダグプタと彼の師シャーンティグプタの行状を通して知ら

れる16 世紀のインドには、仏教の僧院が数多く存在しており、ムスリム王たち
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　ターラナータは、彼が師事したインドのヨーガ行者ブッダグプタから直接聞き

及んだ情報をもとにこの書を記したことを述べており、『八十四成就者伝』など

の先行する文献を参照しながらも、師の口説と対照しながら、そこに相違があ

れば註釈を加えている点に本書の特徴がある。また『八十四成就者伝』の時

代以降の人師たちについて記されている点も、その特徴の一つといえる。

　『七付法伝』で扱われている七つの法流は以下の通りである。

 1 大印（phyag rgya chen po）

 2 チャンディカー（gtum mo）

 3 羯摩印（las kyi phyag rgya）

 4 光明（'od gsal）

 5 生起次第（bskyed rim）

 6 言葉の法流（tshig gi brgyud pa）

 7 その他（thor bu sna tshogs）

　これらの法流のうち、本書でとりあげるのは第七の「その他」の法流であ

る。この法流にはミーナパ（Mīnapa）、ゴーラクシャ（Gorakṣa）、チャウランギー

（Cauraṅgī）といったハタ・ヨーガの伝統において尊ばれているナータたちが登

場する。他の六つの法流と同様、この法流は最終的にブッダグプタの師、シャ

ーンティグプタ（Śāntigupta）へと帰結する。『七付法伝』で最も紙片が費やさ

れているのは、このシャーンティグプタの行状であり、本書の最終章は、シャー

ンティグプタと彼の弟子たちについて記した独立の章となっている。

　ターラナータは『七付法伝』において、彼の師、ブッダグプタの行状につい

て触れていないが、これとは別に師の伝記を残している。この伝記は、ターラ

ナータが 15 歳の時（1590 年）に師から直接聞いたことを書き留めたものを元

に、後年、27 歳の時（1602 年）にまとめたものとされる。具名を『Grub chen 

buddhagupta'i rnam thar rje btsun nyid kyi zhal lung las gzhan du rang rtog gi dri 

mas ma sbags pa'i yi ge yang dag pa'o（大シッダ・ブッダグプタの伝記：尊者自身

の口説の他に、私見の汚れに染まっていない真実の言葉）』という。ブッダグプ

タの誕生からチベットに至るまでの遍歴修行の足跡、チベットでの活動、そし

てブッダグプタの弟子たちがチベットに再訪した際にターラナータが聞き及んだ
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ブッダグプタ（Buddhagupta, 1514-1610）の行状を通して、当時の仏教の様相や

ナータの伝統の一形態を紹介し、これまでの研究を補完していきたいと思う。

１　ターラナータと『七付法伝』、『ブッダグプタ伝』

　本論で資料として用いたのは、ターラナータがタントラの主要な法流における

シッダたちの行状を紹介した『七付法伝』、そして自らのインド人の師の事蹟を

綴った『ブッダグプタ伝』である。

　ターラナータ、またはチベット名でクンガニンポ（Kun dga' snying po）は、チ

ベット仏教チョナン派（Jo nang pa）の学僧である。チベット人であるにもかか

わらず、サンスクリット名で知られているこの学僧は、インド仏教の継承者であ

ることを自負しており、通称『ターラナータ仏教史（rGya gar chos 'byung）』、具

名で『正法宝がインドでどのように流布したのかを明らかに説く如意（Dam pa'i 

chos rin po che 'phags pa'i yul du ji ltar dar ba'i tshul gsal bar ston pa dgos 'dod kun 

'byung）』（1608）の著者として知られている。『ターラナータ仏教史』は、釈尊

の生きたアジャータシャトル王の時代（紀元前 5 世紀頃）からセーナ朝の時代（11

世紀から13 世紀）に至るまでのインド仏教の歴史を、大乗仏教の成立と展開、

大乗の論師たちの事蹟に焦点を当ててまとめたものである。

　本論で扱う『七付法伝の奇跡の宝の源のような物語（bKa' babs bdun ldan 

gyi brgyud pa'i rnam thar ngo mtshar rmad du byung ba rin po che'i khungs lta bu'i 

gtam）』（以下『七付法伝（bKa' babs bdun ldan）』）（1600）もまた、『ターラナ

ータ仏教史』同様、編年史家としての彼の才能が発揮されている著作である。

仏教タントラの主要な法流におけるシッダたち、59人 2 を七つの法流に分類し、

編年的にそれぞれの人師の行状を紹介している。これに先行する同様のシッダ

たちの行状記としては、アバヤダッタシュリー（Abhayadattaśrī, 12 世紀）の『八十四

成就者伝（Caturaśītisiddhapravṛtti）』3 が有名であるが、『八十四成就者伝』が個々

のシッダの行状のランダムな集成である一方、『七付法伝』はそのタイトルが示

しているように、法流が強く意識されており、基本的に師から弟子への流れに

したがってシッダたちが配列されている。
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た。筆者はこの文化土壌を「タントラ世界」と呼んでいる。この一連の研究で

は「タントラ世界」における仏教とヒンドゥー教のシンクレティズムに焦点をあて

ながら、シッダの伝統の中で展開した個々の文化事象、具体的にはヴィディヤ

ーダラ（vidyādhara）の説話と呪法、不老長生の信仰と実践、死をめぐる技法、

ヤクシニー（yakṣiṇī）信仰、魔方陣の知識の伝達などをとりあげて論じてきた。

　ナータ・サンプラダーヤにおけるハタ・ヨーガも、こうした「タントラ世界」

におけるヒンドゥー教と仏教、さらにはイスラーム教やジャイナ教にまで広がり

を持つ諸宗教の相互作用の中で発展してきた身体論・身体技法の一つである。

現代のヨガはその理論的、実践的基盤をハタ・ヨーガにおいており、仏教の

プラーナ・ヨーガ（prāṇayoga）1 の伝統については一般的にあまり知られてい

ないが、一例をあげると、チベット仏教で重視されている修行法、究竟次第

（Sampannakrama）もプラーナ・ヨーガの一種である。仏教タントラとヒンドゥ

ー・タントラに見られるプラーナ・ヨーガの理論の貸借関係、あるいは共有関

係についてはすでに研究の蓄積が有り、David White Gordon（1996）、杉木恒

彦（2007）等による研究に詳しい。

　ただしここでは、こうしたテキスト間の相互関係を見るのではなく、仏教・ヒ

ンドゥー教の相互関係の中でシッダの伝統からナータの伝統が発展していった

その歴史の一過程を、16 世紀から17 世紀にかけて活躍したチベットの学僧、

ターラナータ（Tāranātha, 1575-1634）の証言から明らかにしようと思う。

　タイトルの示す通り、この論文では「16 世紀インド」における一人の「仏教徒

のナータ」を扱う。ナータ・サンプラダーヤについては、George Weston Briggs

による古典的研究『Gorakhnāth and the Kānphaṭa Yogī』（1938）があり、この他

にも近年、多くの研究が出てきている。就中『Brill Encyclopedia of Hinduism』

vol.3（2011）中の James Mallinsonによる「Nāth Sampradāya」の項目は、ナータ・

サンプラダーヤの全体的な概要を知る上で有益である。しかしながら、これら

の研究において、仏教におけるナータの伝統について言及されることは少なく、

また一般的に、インド仏教はイスラーム勢力の侵攻によって 13 世紀に消滅した

と見なされており、それ以降のインドの仏教事情についてはあまりよく知られて

いない。そのため、この論文では、ターラナータの師であるインドのヨーガ行者、
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　インドには修行者の伝統が数多く存在している。このうち、近年のヨガ・ブ

ームを背景に注目を集めているナータ・サンプラダーヤ（Nāthasampradāya）は、

シヴァ教の信仰を背景とし、ハタ・ヨーガ（Haṭhayoga）の教えを継承する修行

者たちの伝統である。一般的にナータ・トラディション（Nātha tradition）と英

訳されるが、現代語ではこの伝統を実践する修行者たちの集団である具体的な

組織をも指す。組織としてのナータ・サンプラダーヤの歴史は比較的浅く、文

献上で確認できる事例は 17 世紀の初めから、との指摘があるが、ナータ（nātha、

現代語で nāth）として尊ばれている聖者たちへの信仰自体は古く、碑文などに

より13 世紀に溯り得ることが確認されている（Mallinson 2011, pp.409-413）。

　筆者はこれまで、「シッダ（siddha）」と呼ばれる中世インドの宗教者をとりま

く文化現象について研究を重ねてきた。シッダとは「完成する、獲得する」を

意味する動詞「sidh」の過去分詞形を名詞化した用語であり、具体的には、修

法（sādhana）を完成し、特別な効験（siddhi）を獲得した聖者を意味する。彼

らはタントラ行者の理想像とみなされており、仏教・ヒンドゥー教双方において

尊ばれた。このシッダの伝統を基盤として後世発展していったのが、今回扱う

ナータの伝統である。

　シッダの伝統の背景には、諸宗教の共通の地盤として機能していた伝説・説

話、民間信仰、ヨーガ、呪術、医術、錬金術などが交差する文化土壌があった。

そこでは宗教間の相互作用を通して、様々なタントラの技法が生み出されてい

16 世紀インドにおける仏教徒のナータ
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